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はじめに

2000年 4月から介護保険制度がスター トした｡この制度は､社会福祉サービスをめぐる環境

を大きく変えるとともに､制度自体の問題点も具体的に明らかになりつつある｡今後の制度改

革につなげていく意味からも､サービス利用者､介護者､事業者､保険者などの実態を究明す

ることが求められている｡

連合総研は､1996年に､地域における福祉構築を調査 ･検証する為に ｢地域福祉社会研究委

員会 (寺脇隆夫主査)を設置し､地方連合会や地方連合総研などの協力を得て､大掛か りな各

種アンケー ト･ヒアリング調査を実施 した｡その成果は､1997年に 『地域における高齢者福祉

サービス調査報告書』および 『高齢者福祉とホームヘルプ職調査』としてとりまとめた｡

また､連合は1994年に55歳以上の要介護者を抱えている家族についての実態調査を実施 し､

『要介護者を抱える家族についての実態調査』として公表 した｡

そうした中で､連合総研は､介護保険制度導入後､約 1年を迎えた段階における制度の検証

を含めて介護サービスの実態調査を企画 し､今後の制度改革にむけた政策提言を行うこととし､

そのため2000年 7月に ｢介護サービス実態調査研究委員会｣(堀越栄子主査)を発足 させて､

①ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査､②ケアマネジャー職に関するアンケー ト

調査､③要介護高齢者の介護者についての実態調査 (アンケート調査)､の 3つのアンケー ト

調査を2001年 3月から4月にかけて実施 した｡

本調査の主たるねらいは､調査の概要の意図と目的で述べているように､介護サービスにお

ける職の確立と介護者側からの実態の把握にあった｡

本報告書は､これら3つのアンケー ト調査の分析とそれを踏まえての総論から構成されてい

る｡従って､3つのアンケー トの結果分析については､それぞれ独立 したものとして読んでい

ただきたい.また､各章などの調査項目のおわりには､適宜 ｢要点｣としてまとめ､内容のポ

イントなり問題点の指摘をおこなって､便宜を図っている｡

本報告書を今後の介護保険制度の改革論議に役立てていただければ幸いである｡

最後に､本調査にご協力いただいた中央労福協､ゼンセン同盟､自治労､労調協はじめ関係

諸団体､連合 ･各地方連合会､そして研究委員会の委員の方々に感謝を申し上げる次第である｡

2001年11月

(財)連合総合生活開発研究所

所 長 栗 林 世
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調査の概要

1.調査の意図と目的

我が国の経済社会は､21世紀にはいって少子 ･高齢社会への移行という社会構造的変化に対

応してさまざまの課題に直面 し､新しい解決の方法とシステムが求められている｡

特に､高齢者福祉サービスの分野においては､医療 ･福祉 ･年金 ･介護などについてさまざ

まな論議と改革への取り組みが､試みられてきている｡

介護保険制度もまたそうした試みの一つである｡

2000年 4月にスタートした介護保険制度は､｢介護は家族だけに任せるのではなく社会の連

帯の中で｣､｢サービスは措置から契約へ｣という仕組みの変化によって､介護を必要 としてい

る人々の自立 した暮らしを図ろうとして導入され､社会福祉サービスをめぐる環境を大きく変

えた｡

しかし､制度の準備が不十分なまま発足 したことにもより､導入当初からさまざまな問題点

が懸念され､また実施後具体化 している｡今後の制度改革につなげていく意味からも､サービ

スの利用者や介護者､サービスの提供者 ･事業者､ホームヘルパー ･ケアマネジャーなどの担

い手､保険者である自治体などの実態と課題の解明が早急に求められている｡

そうした中で､介護保険制度導入後､約 1年を迎えた2001年4月段階における制度の検証と

問題点を明らかにする目的から､3つの調査に取り組むこととした｡ホームヘルパーとケアマ

ネジャー､そして介護者の実態調査 (アンケート調査)である.今回の調査は､以下のような

問題意識と特徴をもっている｡

ホームヘルプサービス職に関するアンケート調査では､ホームヘルプサービス職の確立と､

それに向けた介護保険制度の改革をめざすため､介護保険実施前後の仕事や労働条件の変化と

実態､制度的な課題を明らかにすることを目的とした｡そこでは､連合総研の1996年調査との

継続と比較をも考慮 した｡

ケアマネジャー職に関するアンケート調査では､介護保険制度の要であり､制度発足に伴 っ

て設けられた新たな専門職である介護支援専門員 (ケアマネジャー)の実態を把握 し､~そこに

内在する課題を明らかにすることを目的とした｡

要介護高齢者の介護者調査では､在宅介護の現場からみえてくる介護保険の実態と課題､そ

こにおける介護者の実態について､介護保険制度導入前と後をみながら現状と問題点を明らか

にすることを目的とした｡ここでは､連合の1994年調査との継続性を考慮 した｡

加えて､この3つの調査では､特に介護保険制度を支える役割と立場の違うそれぞれの主体

からみられる問題点の解明にも考慮した｡
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2. 調査の方法

① ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査は､連合総研が先に調査 した ｢高齢者

福祉とホームヘルプ職調査｣(1996年調査)にご協力いただいた高齢者福祉サービス団

体､および中央労働者福祉協議会 ･自治労 ･ゼンセン同盟を通 じて､当該のホームヘル

パーに対 し約4000枚のアンケー ト調査表を配布 し､郵送による直接返却の方法を取った｡

② ケアマネジャー職に関するアンケー ト調査は､前述の96年調査の高齢者福祉団体､およ

び中央労福協 ･自治労を通 じて､当該のケアマネジャーに対 し約1000枚を配布 し､-郵送

による直接返却の方法を取った｡

③ 要介護高齢者の介護者についての実態調査は､全国47の都道府県地方連合会を通 じて､

各50枚から100枚､全国総数で約3000枚を配布 し､主 として組合員および関係団体の中

でご協力いただいた方に対 しアンケー ト調査表に記入 していただき､それを直接事務局

に返送 してもらう方法を取った｡

3. 調査の実施時期

ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査とケアマネジャー職に関するアンケー ト調

査は､2000年 3月中旬に調査票を発送し､4月30日までの回収締切であった｡

要介護高齢者の介護者についての実態調査は､2000年 2月中旬に調査票を発送 し､ 3月31日

までの回収締切であった｡

4. 調査の回収状況と集計

ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査は､約4000枚の配布に対 し､840枚の回収

であった｡回収率は約21%である｡

ケアマネジャー職に関するアンケー ト調査は､約1000枚の配布に対 し､177枚の回収であっ

た｡回収率は約17%である｡

要介護高齢者の介護者についての実態調査は､約3000枚の配布に対 し､773枚の回収であっ

た｡回収率は約25%である｡

以 上
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調査の全体像 と介護サービス改革の課題



第 1章 調査の全体像

1.3つの調査の性格と位置づけ

今回の ｢介護サービス実態調査｣は､｢ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査｣

｢ケアマネジャー職に関するアンケート調査｣｢『要介護高齢者の介護者』についての実態調査｣

の三っの調査で構成されている｡

介護保険の検証のための調査は様々な主体により､様々な意図をもって実施されている｡調

査主体別では､自治体､市民団体､事業者､労働組合､国などであり､調査回答者別では､利

用者､保険者､事業者､ケアマネジャー､ホームヘルパー､介護者などがあげられる｡それぞ

れの主体がそれぞれの回答者と向きあっている｡

そこで見られる調査の問題意識は､すでに実施されているものや想定されるものを考えると

いくっかに集約できる (複数の場合あり)0

第一に､介護保険法や制度にしたがって､介護保険 が適正に実施されているかどうかの実

態を把握 し･ようとするものである｡

第二に､介護保険法や制度が､本来の主旨に基づいて円滑に運営されるよう課題を発見する

ためのもの (例えば､ケアマネジャーはなぜ十分なモニタリングができていないのか)がある｡

第三には､介護保険法や制度の欠陥を補うことを目的とし､そのための基礎資料を得ようと

するもの (例えば､サービスの質の第三者評価システムづくり)がある.

そして｣第四に､介護保険法や制度を含みつつ､現在および今後の自立生活支援全般､福祉

のまちづくりにまで注目したものである｡

今回の調査は､3つの調査ごとに重点はそれぞれ異なるものの､上記の第-､第二､第四の

問題意識に基づいておこなおうとするものである｡また､1994年の連合の介護者調査､1996年

の連合総研のホームヘルパー調査との継続性も意識しているとともに､今後実施が予定されて

いる､制度の見直しに資するものとしたいと考えたことは言うまでもない｡そしてこれらの問

題意識の先には､｢地域で暮 らし､働くひとびとが希望と見通しを持って生 きられるように｣

という社会サービスの目的をふまえ､｢ともに生きられる社会形成｣という視点を据えている｡

介護保険制度に関わる人々 (今回調査でいえば第一線の要介護者､介護者､介護サービス

労働者 )が希望を持ち元気になれないとすれば､制度設計が不十分か運営が悪いということ

であろう｡今回の3つの調査は､究極のセイフティネットとしての ｢ひと｣に着目したもので

ある｡
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残念なことに､介護保険の要であるケアマネジメントを担うケアマネジャー､ホームヘルプ

サービスという利用者の生活と直接に向き合う自立生活支援サービスを担う中一ムヘルパーの

仕事は総合的に評価されていないことが見えてきた｡そもそも､彼女 ら/彼らが向きあう利用

者の ｢生活の総合性｣への着目力亨あって初めて自立に向けた生活支援ができるということの理

解がされていないということであろうが､この点については今後の課題である｡これは関係者

全体の大きな課題でもある｡

一方､｢ひと｣と向きあう中 で､彼女 ら/彼ら自身の問題､事業者､自治体､国が対処すべ

き問題 も見えてきた｡制度変更の必要なものもあれば､現行制度のなかでも運営で対処できる

こともある｡

家族介護者については､｢家族-最適な介護者｣という思い込みのもとで､多 くの負担を強

いられてきた｡介護保険が始まっても､まだサービスの自由な選択も､介護負担の大幅な減少

も実現 していない｡介護のために自分の人生を犠牲にされるのではという､今後の生活の見通

しのもてない介護者の納得のいかない現状が見えてきている｡(介護者の人生を犠牲にしてい

るのではという要介護者の心配についての実態までは十分に踏み込めていない｡)

2.担い手先行､利用者は遅れてスター ト

各調査の結果については第 2章以降を参照していただきたい｡ここでは､ホームヘルパー調

査とケアマネジャー調査､ホームヘルパー調査と介護者調査､ケアマネジャー調査と介護者調

査､あるいは三っの調査それぞれに共通して聞いている項目 (ミラー調査 )をとおして､見

えてきたことについてふれておきたい｡

介護保険の施行で様々な団体が介護サービスを提供できることになった｡そのことについて

ホームヘルパー､ケアマネジャー､介護者はどのように考えているのであろうか｡選択肢の数

が異なるため完全な比較はできないが､傾向をっかむのに問題はない｡三者ともサービス選択

の幅が広がったという回答が高いが､全体として､介護者の回答は少なく､4人に1人は無回

答である｡

ケアプラン作成上の問題についてみても､介護者は無回答が4人に 1人で､｢ショー トステ

イ､デイサービスの利用日数の制限がある｣に敏感に反応した以外は問題の指摘はケアマネジャー

に比較すると少なくなっている｡また､ケアマネジャーは自分のたてたケアプランが ｢不十分｣

約 4割に対 し､介護者の ｢不満｣は1割に満たない｡満足度が高いということになる｡

苦情や説明についても､｢事業者に言いやすくなった｣は介護者の2割弱である｡一 方､ホー

ムヘルパーは､｢苦情や説明を求められる機会が増えた｣が約 5割である｡

このように､サービス提供者側のホームヘルパーやケアマネジャーの方が全般的に制度が変

わったことについて敏感に反応 しているといえよう占当然と言えば当然のことであるが､介護
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者のほうは制度の変化をあまり意識 していない､あるいは変化にまだっいて行けず､そうした

段階での満足度とみるべきではないだろうか｡

しかしながら､個別具体的なサービス実態については厳 しい指摘をしている｡ホームヘルプ

サービスの不満について聞いているが､｢担当者が代わる｣5割､｢技術 ･知識水準が低い｣4

割強､｢担当者によりサービスの質がちがいすぎる｣3割弱､｢時間が守 られない｣2割である｡

利用者本位のサービスとシステムにしていくには､制度についての関係者の共通理解､サー

ビス提供者 (とくに第一線のスタッフ)と利用者の協働が必要であることがよくわかる｡対人

サービスの基本に常にもどり､コミュニケーション能力､人と関わる力をスタッフ､利用者､

家族のそれぞれが持てるようにすることの大切さが見えてきたと思う｡コミュニケーションの

難 しい利用者については､代弁者やコンタクトパーソンなどの制度が早急に必要であろう｡
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第 2章 介護サービスの担い手 一現状と課題-

1.問題の所在

高齢者がその住む地域で安心 して暮 らせるために､介護保険制度は在宅ケアの基盤強化をめ

ざしてスター トした｡本調査では､介護保険制度の中で重要な要となるケアマネジメントと､

自立 した生活支援のために具体的に供給されるホームヘルプサービスのそれぞれの担い手であ

るケアマネジャーとホームヘルパーの置かれている現状について聞いている｡

両者は､介護保険におけるサービス供給にとって重要な位置を占めながら､現実には多 くの

困難を抱えていると思われる｡それは､これらの人材の育成が立ち後れ､その結果両者の人数

が十分に確保されていない現状があること､また制度に間に合わせるために急ごしらえで人材

の確保が急がれたために､その質に不安があることがある｡また､それらが専門職として十分

に確立されていないこと､報酬や待遇にばらっさがあることなどもそうした問題の根底にある｡

ここでは､本研究会が行った三つの調査のうち､ケアマネジャー調査とホームヘルパー調査

の結果について概観 し､その結果の特徴と今後の課題について検討 してみたいと思う｡なお､

これら調査の詳細については､第 1部､第 2部を参照いただきたい｡

2.ケアマネジメントの現状と課題

(1)ケアマネジメン トの現状

介護保険制度の中で､ケアマネジメントは個々の要介護高齢者にどのようなサービスを供給

し､また公助一共助一自助の組み合わせの中で､安心 して暮 らせるような体制がどのように組

み立てられるかをコーディネー トする重要な役割を担っている.したがって､ケマネジャーが

果たす役割は大きく､その職の内容はきわめて専門的で高度なものであるはずであり､介護保

険制度の成否を左右する要職である｡しかし､ケアマネジャーの置かれている状況は､かなら

ず Lもそうした ｢職｣を全うするのに十分なものであるとは言い難い現状があることを調査結

果は浮き彫 りにしている｡

その論点を整理すると､①ケアマネジャーの就業状況､②ケアマネジャーの労働条件､③ケ

マネジャーの職の確立といった点があげられる｡今回の調査では､ケアマネジャーの就業状況

について数的に把握するのに有効な回答数がえられなかったため､回答が得られたものについ

てのケーススタディ的な性格が強くなっている｡したがって､ここでも上記のうち､② と③の

論点についてこれらケースを取 り上げ､ケアマネジャーの置かれている状況について検討を行

うこととなる｡介護保険制度が施行されて 1年が経過 し､ケアマネジャーはどのような状況の
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(2)ケアマネジャーという仕事

介護保険制度の導入に伴って生まれたケアマネジメント､それを担うケアマネジャーである

が､ケアマネジメントは､どのような仕事として認識され､また行われているのであろうか｡

ケアマネジャーの仕事を一言でいうならば､ケアプランの作成とその管理､およびそれに伴 う

相談や支援業務ということができる｡それらについて､ケアマネジャーは新 しい職業として手

探 りで取 り組んでいるのが実情である｡

まず､ケアプランの作成についてであるが､この場合利用者の立場に立った取 り組みが必要

であることは言を待たないが､そのこ~とがどのようにケアプランに具体化されるかという点に

なるとさまざまな対応が見 られる｡例えば､本調査においてもケアプラン作成にあたって ｢生

活の質を高める内容を取 り入れる｣｢利用者負担をやすくするプランを作成｣のどちらを重視

するか聞いているが､ちょうど半々である｡利用者本位の立場にたっといっても､能力に応 じ

た自立生活を送れるようにするという介護保険の理念の実現のみをケアマネジャ-が目指せる

現状にないことがわかる｡

また､ケアプラン作成の際に ｢利用者や家族の希望を十分に聞 く｣｢利用者や家族の意向を

優先する｣という形でサービス利用者およびその家族に対 してケアマネジャーが配慮 している

状況がうかがわれる｡

しかし､同時にケアプラン作成上の問題点 も多数あげられている｡その中でも多かったのは､

後に見る労働条件に関わるものとして ｢ケアプランの作成報酬設定が低すぎる｣｢給付管理等

事務的な仕事が多すぎる｣｢兼任で忙 しすぎて時間がとれない｣などの他､｢利用者や家族がよ

く理解 していない｣｢個人負担避け十分なものができない｣｢認定が軽すぎてサービス提供が限

定｣｢アセスメントが十分にできていない｣など､ケアマネジメントのあり方そのものを問 う

ものが多い｡また､｢事業者不足で内容により供給不可能｣｢介護保険導入前より量 ･質が落ち

た｣｢事業者不足で複数事業者提示が不可能｣といった､サービス基盤整備やサービスの自由

な選択の保障など､介護保険の根幹に関わるような感想 も聞かれる｡

さらに介護保険実施前からケアマネジャーの独立性の問題が指摘されていたが､約半数のケ

アマネジャーが､｢独立性が確保できない｣ことを問題としてあげている｡

ケアマネジャーの仕事の範囲についてもとまどいカチあることがわかる.｢ケアプランの作成｣

｢アセスメント｣｢要介護者 ･家族との相談｣｢モニタリング｣｢サービス担当者会議｣ といった

ものをケアマネジャー本来の仕事と認識 していることがわかる反面､｢医療機関の確保｣｢給付

管理｣｢申請代行手続き｣といった点について ｢本来の仕事とは思わない｣(そのことの是非は

別として)としながらもそれを担わなければならない状況がある｡

このように仕事上のとま■どいや生 じた問題に対 して､これに対応する十分な相談窓口は完備

されておらず､職場の他の職員などに依存 しているのが現状である｡こうしたことから､ケア
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マネジャーの仕事が､さまざまな問題を抱えながら暗中模索の状態で進んでいることがわかる｡

また､そうした問題を解決するのに十分な対応もとられていないといえよう｡

(3)ケアマネジャーの労働条件と職の確立

前項で見たように､ケアマネジャーの置かれている状況にはさびしいものがある｡それは､

労働条件に関わる面で特に顕著である｡たとえば前述のように､ケアプラン作成にあたって仕

事壷が多すぎる点や､それに対する報酬が低すぎるという不満がケアマネジャーから出されて

いる｡･この点は､別の設問においても不満が顕在化 しており､ケアマネジメント業務に対する

報酬について全体の8割が ｢低い｣｢やや低い｣と回答 している｡その反面､仕事量について

は､｢多すぎる｣｢やや多い｣という答えが9割に達 しており､報酬 と仕事量のバランスがとれ

ていないと感 じているケアマネジャーがほとんどであるといってもよいであろう｡

問題は､そうした過重な負担に対 してケアマネジャーが新 しい専門職として確立されている

のかという点である｡多 くのケアマネジャーが仕事に対 して ｢誇 りをもっている｣と答えてい

る点で､職業に対する自負心は高いが､他方で社会的には ｢評価されていない｣と考えている

ものが多いことも見逃せない｡このことは､ケアマネジャーの就業継続意思にも表れており､

｢就業継続意思を持たない｣とするものが4割近 くもいる｡もっとも､ この点については資格

や所属事業所等様々な属性により差が顕著であるので､さらに検討を要するであろう｡

全体的にみると､ケアマネジャーの多 くは､介護保険施行後の状況について､厳 しい見方を

しているものが多いことがそれぞれの回答から目立っており (全体としての介護保険への採点

は平均で約50点であった)､介護サービスの供給状況を全体的に把握 している彼女 ら/彼 らか

らのこうした指摘は真撃に受け止めねばならない｡

3.ホームヘルパーの現状と課題

(1)ホームヘルパーをめぐる状況

ケアマネジャーをサービス供給のコーディネータ役とすれば､ホームヘルパーは要介護者 に

対 して総合的かっ具体的にサービス供給を行う実働部隊である｡とくに､施設入所から在宅中

心の契約に基づ くサービス供給への転換を図る介護保険において､その役割はますます大きく

なっている｡そもそも､｢ゴール ドプラン｣やそれに続 く計画は､サービス供給量を増大する

ことを目的とし､介護保険制度導入による財源の確保によってそれを保障しようとしたもので

あるといってよい｡その中で､在宅介護支援の柱としてホームヘルプサービスの充実は不可欠

なものだったのである｡

今回の調査でも､2000年 4月の介護保険制度導入後にホームヘルパー職に従事 した人は4人

に1人と､高い割合を示 している｡ 介護保険制度は多 くのホームヘルパーを誕生させることと
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なったといえ､その意味で介護保険制度によるサービス供給量の増加策は数の上では功を奏 し

ている｡しかし､問題はケアマネジャーの場合と同様に､サービス供給の質が高 く､利用者の

ニーズを充足 しているかということにある｡また､それを保障する労働条件と知識や技能の習

得についても専門的な訓練を行う環境があるのかということである｡

調査結果を見る限り､ケアマネジャーの場合と同様にかならずLもそれらが保障されている

とは限らない現状があるといえる｡そこで､調査結果の中から総括的に論 じることができる部

分を抜き出し､ホームヘルパー職にある人々がどのような現状にあり､結果的に高齢者の在宅

介護支援が介護保険制度のもとで十分に行われているのかを考えてみたい｡

(2)ホームヘルプサービスと介護保険

今回調査の対象では､ホームヘルパー職の置かれている状況と介護保険導入前後における状

況の変化を中心にアンケー トが行われた｡介護保険制度導入によって､在宅介護支援を支える

ホームヘルプサービスが在宅介護支援の中心的なサービスとして充実が図られ､したがって､

量的拡大も顕著である｡新規にこの職に就いたホームヘルパーも多く､従来とは異なる意識 も

生まれている可能性がある｡

介護保険制度の導入によってホームヘルパー職に就いた人の属性としては､次の点が調査結

果から指摘されている｡すなわち､介護保険制度導入以降の就業者はパー ト･登録型が多 く､

そのことからホームヘルパーの量的拡大が一方で職の専門性､また一方でボランティア性を薄

めているということである｡しかし､ホームヘルパー養成のための研修資格取得はすすみ､マ

ンパワー確保のための努力がなされていることもうかがわれる｡

(3)ホームヘルパーの労働条件と質の確保

こうした介護保険導入によるホームヘルプサービスの量的拡大は､ホームヘルパーの労働条

件にどのような影響を与えているであろうか｡それは雇用形態により異なっている｡

今回の調査で明らかになった点の一つは､仕事全体が変化をし､負荷が高まったと感 じてい

るヘルパーが多いことである｡中でも､常勤ヘルパーにおいてはそ→うした傾向が強く､､その意

味では労働条件が悪化 したと見ることができる｡逆に登録ヘルパーでは､仕事が減った場合 も

多い｡

その一方で仕事の質は ｢向上 した｣と考えるヘルパーも多く､利用者の観点からはホームヘ

ルプサービスが介護保険制度の導入によって改善されたとみることもできる｡

これに加えて､介護保険制度はサービス提供事業所の多様化をもたらし､利用者に選択の幅

を広げたということができる｡この点については､ホームヘルパーの半数以上が認めている一

方､｢質の悪い事業者の参入でイメージが低下 した｣という見方も2割弱存在 している｡

賃金については意見が分かれ､減収と増収に分化 している｡これについては､雇用形態によっ

7



て違いが見 られ､常勤ヘルパーについては ｢変わらない｣が多 く､それ以外では非営利法人で

増収､非営利法人以外では減収を感 じているヘルパーが多いことが示されている｡いずれにせ

よ､職業 として選択できない収入状況にあることは確かである｡

これらを見ると､介護保険制度の導入は､ホームヘルプサービスの量的拡大､質的向上といっ

た面で一定の目的を達成 しっっあると考えられる一方､労働条件等ヘルパーの側からすると解

決すべき問題があると認識されているといえよう-｡さらに､後に詳しく論じられるように､ホー

ムヘルパーの仕事実体についてさまざまな問題も指摘されており､ホームヘルパーがさらによ

りよいサービスを提供 していけるような環境づくりをするために､ヘルパーの労働条件につい

て考えていくことが必要になろう｡

(4) ホームヘルパーの仕事と ｢職｣の確立 -ホームヘルプサービスとは一

介護保険制度の下では､ホームヘルプサービスはサービス提供責任者 (本調査ではコーディ

ネーターと称 して聞いている)のたてた訪問介護計画に､のっとって個々のホームヘルパーによ

り提供されることになっている｡コーディネーターは経験のあるホームヘルパーがなっている

場合が多いが､ 1割強は経験ゼロ､これまでの訪問経験人数 9人未満というコーディネーター

であった｡また､ホームヘルパー自身をみても介護保険法施行の2000年 4月以降仕事についた

人の半数は､施行をきっかけにこの仕事に就いた人たちである｡ 生活自立支援というホームヘ

ルプサービスの共通理解が急がれる｡

ホームヘルプサービスの仕事の理解度はまだ低いと思われる｡ホームヘルパーの仕事は訪問

しての直接サービスのみが評価されており､準備､移動｣記録､待機､ケアカンファレンスな

どについては支払われていない場合も多 く､仕事総体が評価されていないという結果になって

いる｡

また､直接サービスについても､｢身体介護｣､｢複合型｣､｢家事援助｣の3分類 と､それに

応 じた介護報酬の3分類が大きな問題を引き起こしている｡ホームヘルプサービスは､利用者

とコミュニケーションをとりながら利用者の生活を総合的に支援する専門的なサービスである｡

個々の家事援助行為や介護行為をいくら積み上げても生活の支援 (生活の意欲を引き出したり､

生活価値を実現 したり)にはならないところに難 しさがある｡分類に問題があることはもちろ

ん､こうした専門性が理解されていないため､家事援助中心､型の介護報酬が低 く､多 くの回答

者から ｢低い｣と言 う指摘があった｡ケアマネジャーも ｢低い｣という点について同意見であ

る｡

ホームヘルパーは医療行為をしている｡介護者調査からもそのことは明らかになった｡訪問

看護で代替できるのか (介護報酬は高い)､日頃家族のしていることでもあり､研修や資格な

どの条件を付けてホームヘルパーが実施できるようにするのか､はっきりした方向性を打ち出

す必要がある｡
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第 3章 介護保険下の在宅介護者

1.問題設定と回答者の特徴

介護保険制度設立の大きな理由のひとっは､家族介護には限界があり､介護を家族だけ一に任

せるのではなく､｢介護は社会の連帯で｣を実現しようということであった｡

介護保険制度はまず要介護者本人に着目し､要介護認定により要介護度を決定 し､サービス

利用の支給限度額を定めることとされ､家族介護者の有無にかかわらず､要介護者問の介護サー

ビスについて公平さを担保することとされた｡そして､その後のケアプランにおいて家族の状

況が勘案されることになった｡

では､このようなシステムは①家族介護者からみてうまく働いているのだろうか､②家族介

護者にどのような影響を与えたのであろうか｡家族介護者は肉体的､精神的等の面で楽になっ

たのだろうか｡

これが ｢『要介護高齢者の介護者』についての実態調査｣のテーマである｡②のテーマにつ

いては､1994年に連合が実施 し大きな反響を呼んだ家族介護者調査との継続をはかれるように

している｡

調査結果を述べる前に､結果のより適切な理解のために調査回答者の特徴をいくつかあげて

おきたい｡男女比はほぼ6:4で､｢国民生活基礎調査｣(平成10年)にみる介護者の8:2に

比べると､男性の割合が高い｡年齢別では､｢国民生活基礎調査｣(平成10年)に比較 して若 く

なっている｡健康状態では､健康でないひとが約半数 (､｢あまり健康でない｣33.9%､｢病気が

ちで通院している｣14.2%)､65歳以上の介護者では約 7割である｡世帯の収入状況を年収で見

ると､主要企業とくらべても平均で約140万円はど高くなっている0

また､2人以上介護 している介護者が約 1割いる｡複数介護はこれから増えるのではないだ

ろうか｡注目していく必要があろう｡

介護 している要介護者についてみると､平均年齢は80.4歳､要介護度 5の割合が26.9%であ

り､全国 (平成13年10月)の13.2%に比べると要介護度が高い｡なんらかの痴呆症状をもって

いると､介護者が判断している要介護者が約 7割である｡(痴呆症状の問いについてはワーディ

ングミスがあったが､｢無回答｣以外を ｢症状あり｣として分析 した｡詳 しくは第 3部第 7章

参照)

2.家族介護者が経験している介護保険

介護保険全体への介護者の満足度は､満足 (｢満足｣5.6%､｢まあ満足｣40.2%､) と不満

(｢やや不満｣29.9%､｢不満｣17.2%)が半々である｡
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詳 しいことは各論を見ていただくとして､ここでは主として､介護保険制度により導入され､

その要であるケアプラン作成､介護保険制度の大きな特徴であるサービスの選択､苦情 と意見

反映､費用負担の4点について見ていきたい｡

(1) ケアプラン作成

｢ケアプラン作成の重点｣は､｢要介護者の生活の質向上をめざし､必要なサービスを取 り

入れる｣と ｢支給額の範囲内で作成｣がそれぞれ4割弱を占め､なかなか介護保険の理念であ

る ｢能力に応 じた自立 した生活を営む｣ことを目標に置けていない経済的状況がある｡ 6人に

1人は ｢とくに考えなかった｣であり､ケアプランの目標が意識されていない状況が明 らかに

なった｡

(2)サービスの選択

ケアマネジャーの選択､ケアプランの選択､サービスの選択についてみると､ほとんど ｢選

べていない｣ことがわかった｡ほぼ2人に1人が､これまで利用 していた事業者からケアマネ

ジャーを選んでいる｡措置の時代の延長線上に､利用者や介護者とケアマネジャーの関係があ

ることがわかる｡また4人に1人は､市町村から提供された一覧表から選んでいる｡一覧表 は

連絡先 しか書いてないものが多い｡これでは自由な選択がなされているということはできない｡

ケアプランについては､ほぼ3人の内2人がケアマネジャーが作成 した1つのケアプランを

採用 している｡｢ケアマネジャーが作成 した複数のケアプランから選んだ｣など､ どのような

形にせよ選択できたのは6人に1人にすぎなかった｡

介護サービス事業者を選んだきっかけについてみると､ほとんどのサービスにおいて ｢今ま

で利用 していた事業者を続けて利用している｣という回答がもっとも多･くなっている｡訪問介

護 (身体介護､複合型)や訪問入浴､福祉用具 レンタル等では､｢ケアマネジャーのすすめる

とおり選んだ｣がそれに続いている｡訪問介護 (家事援助)は､｢ケアマネジャーのすすめる

とおり選んだ｣が最 も多 くなっている｡

ケアマネジャーが､｢サービス内容が対比できるよう複数紹介 して くれた｣は4人に 1人､

｢ケアマネジャーと同じ会社 (組織)の利用を熱心に勧められた｣人 も5人に1人いた｡

今後､新規に介護サービスを利用する人が増えてくると､事業者は情報提供や情報開示が必

要 とされ､利用者 も選択基準を持っことが求められることになるであろう｡

(3) 苦情と意見反映

介護保険導入の理由に､利用者本位のシステム作 りがあげられていた｡苦情は言いやすくなっ

たのだろうか､意見反映はされやすくなったのだろうか｡事業者は苦情窓口をもうけることに

なっているが､事業者に苦情が言いやすくなったという回答は5人に1人､市町村に説明を求
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めたり苦情を言いやすくなったという回答は約 6人に1人であった｡市町村による介護保険の

運営に介護者の意向が反映されていると思う人は約 5割､思わない人は約 4割で､介護者 と事

業者や市町村の対等な関係づくりはまだこれからであるといえよう｡

(4) 費用負担

介護費用の第 1位の負担者は､本人約 7割､子供約 2割である｡子供は第 2位の負担者では

3割なので､回答者の半数において子供がなんらかの負担 していることがわかる｡将来的には

年金の成熟が見込まれるが､本人負担でまかな′えることが望ましいであろう｡

介護保険導入により ｢負担が増えた｣と感 じている人は在宅で約 6割､施設 ･病院で約 4割

である｡あくまでも傾向を推測するに止まるが､1994年の連合調査の負担額と比較してみると､

在宅の負担額は2.｢5倍､施設 ･病院の負担額は1.5倍となっている｡誰が負担 しているかは

別にして､現状での総負担額 (自己負担額を含む) を見 ると､在宅では 2.4万円か ら

7.1万円であり､要介護認定のランクがあがるにつれて負担額が増えている｡負担可能額は

概ね4万円という回答なので､負担可能額に収まっているのは半数である｡しかもこれは､支

給限度額以内のサービス利用が多い中での実態である｡施設 ･病院と在宅の総負担額を比較す

ると､要介護 4と要介護 5で倍率が最も小さくなり､施設 ･病院は在宅の約 1.3倍の負担で

ある｡介護保険は在宅重視と言われながらも､家族介護を当てにした在宅の状況を考えると､

施設 ･病院の入居希望者が増加する理由が伺われる｡

家族介護者にとっても介護保険は初めての経験であり､措置制度の時代との制度的区別は十

分っいていないゆえの不満も多いと思われる｡しかし､介護保険になれば改革されるはずのサー

ビスの自由な選択は実現 しておらず､ケアプラン作成の重点を見る限り､経済的要因から ｢要

介護者の生活の質の改善｣を第一の目的に置いての介護は必ずしもできていない｡また､経済

的負担についても本人のみの負担では賄えず､子供の半数はなんらかの負担をしている実態 も

明らかになった｡

さらに､痴呆性高齢者の介護者の不満が大きいことは特筆すべきであろう｡ 介護保険制度が

痴呆性高齢者の介護にとって有効でないことは多く指摘されているが､本調査でも､今後､痴

呆性高齢者の介護について介護保険内外の特別な施策が必要であることが再度確認された｡

3.介護保険の家族介護者への影響 一家族と ｢介護者｣の間-

(1)介護負担 ･困っていること

介護保険導入が家族介護者に与えた影響については､本調査から必ずしも明らかになったと

は言えない｡例えば ｢身体的負担｣について ｢増えた｣12.3%､｢変わらない｣63.3%､｢減った｣
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22.1%である｡｢増えた｣については､介護度があがっているからかも知れない｡｢減った｣に

ついては､施設入所をしたからかもしれない｡それぞれの理由までは聞けていないので､介護

保険の効果をどのように測るかは難しいが､ここではさしあたり､回答者の約10人に1人は身

体的負担が ｢増え｣､ 5人に1人は ｢減った｣としていることを受け止めたい｡その上で､ ど

のような課題があるのかについて見てみたい｡

先にみたように､要介護者の平均年齢は80歳をこえ､_65歳以上の介護者の7割は健康上の不

安を抱えながらの介護であることをまず押さえておきたい｡｢老老介護｣への本格的対応が始

められなければならないからだ｡

在宅の介護者が困っていることとして､ 3人に2人が精神的負担､ 2人に1人が見通 し､

2.5人に1人が肉体的負担､3人に1人が介護負担増､ 5人に1人が経済的負担をあげ､施

設入居者の介護者は､2人に1人が見通し､2人に1人弱が精神的負担､3人に1人強が経済

的負担､4人に1人が肉体的負担をあげている｡

施設への入所については､｢介護が大変になったら申請する｣約 5割､｢在宅介護を続けたい

ので考えていない｣約 3割である｡1994年の連合調査では､それぞれ3割強､5割強であった

ことと比べると､施設入所希望が増えていることがわかる｡老老介護や､複数介護が増えてい

くことが予想され､また負担の軽減がない限りこの傾向は強まるであろう｡

(2) 介護者支援策

本調査では介護者支援策の希望について聞いている｡介護者支援の必要性をいうと､家族に

介護を押しっけるのかと誤解されることもある｡この質問の意図は､要介護者も介護者もそれ

ぞれの生活見通 しを持ちながら､自立 した市民として社会参加 していけるようにするためには､

介護者に対 してどのような施策が必要かを探ることにある｡

なんらかの家事 ･介護を必要とする家族員が生じた場合､つまり､本人の生活行為の1部分

(ここには幅がある)を本人以外の人に依頼する必要のある家族員が生 じた場合､他の家族負

が実施するとその家族は家族介護者となる｡家族介護者は多くの労力と時間を費やす ｢介護者｣

という立場に立たされるが､現実にその役割を果たせるとは限らない｡やったことがないこと

に挑戦するのだから力量を超える場合もあるし､生活設計の変更なしには体力的にも時間的に

も無理な場合もある｡

家族だから (女だから､嫁だから､妻だから､娘だから､夫だから､息子だから)適切な介

護者であるとは限らない｡どのような家族､言い換えればどのような状況にある家族であれば

介護者として適切か､最適かを考えてみる必要があるし､家族がどのように介護に参加するの

が最適かを検討することが重要である｡今回の調査ではいくっかの知見がえられた｡

介護者支援施策についての回答は､第 1位でみると､｢在宅介護者の相談 ･カウンセリング｣

｢介護慰労金の支給｣｢介護者のリフレッシュ事業｣の順であり､さほど差はない｡複数回答で
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は､｢介護慰労金の支給｣｢介護者のリフレッシュ事業｣｢在宅介護者の相談 ･カウンセ リング｣

｢オムツ代の助成｣となっている｡

ここで注意すべきことは､要介護者の介護状況により､介護者の希望が異なることである｡

最も重介護の介護者で初めて ｢介護慰労金の支給｣が トップになっている｡早期から ｢在宅介

護者の相談 ･カウンセリング｣や ｢介護者のリフレッシュ事業｣への希望を受け止める必要が

ある｡

(3) 憎しみ ･虐待の現状と分析

1994年の連合調査に引き続き､本調査でも要介護者に対する ｢憎 しみ｣の感情と ｢虐待｣に

ついて質問をしたところ､94年調査とほぼ同じ回答がえられた｡3人に1人が憎 しみを感 じ､

2人に1人が何らかの虐待を経験 している｡介護期間が 1年を超えると虐待の発生率が著 しく

上がっている｡

第 3部第 7章では､｢憎 しみを感 じている介護者の分析｣を試みている｡家族介護者に最 も

｢憎 しみ｣の感情を抱かせているのは､自分が納得して介護者になったわけではないこと､痴

呆性高齢者の介護､重度の介護である｡また､憎 しみの感情と虐待は最 も高い相関関係にある｡

ところが､介護者へのスタートは他律的である｡｢主たる介護者になった理由｣の トップは､

｢嫁､妻 ･娘として引き受けざるを得なかった｣約 4割 (女性回答者の6割強)､ついで ｢夫 ･

息子として引き受けざるを得なかった｣約 2割 (男性回答者の5割強)､｢他に適任者がみつか

らなかった｣｢自分で希望 した｣｢要介護者の希望｣がそれぞれほぼ1割強となっている｡

介護者が ｢憎 しみ｣の感情を抱くことや､虐待に至ることを予防し､家族が適切な ｢介護者｣

(要介護者を尊重 し､介護のプラン全体を把握 しつつ､介護も含めた生活支援チームのなかの

自らの役割を定め自覚 しているという意味で)となるには､｢家族-最適な介護者｣ という図

式をやめて､｢介護者｣の有り様を考えることから改めて家族介護者の役割を検討すべきであ

ろう｡要介護者と介護者が対等な人生を対置できるような環境整備を目標に施策を考えていか

なければならない｡

13-



第 4章 行政の課題 一保険者として､自治体として-

1. 介護保険の導入 と行政の役割の変化

介護保険制度は､国と自治体が展開してきた福祉サービスのあり方に重大な変化をもたらし

ている｡それは､従来の行政処分としての ｢措置｣から保険にもとづく ｢契約｣への転換であ

り､選別的な福祉から普遍的な福祉への移行をもたらすものである｡

その中では､国 ･自治体の行政としての役割も大きく変化することが予想される｡すなわち､

従来の措置行政のもとで福祉のサービス供給を独占してきた行政であるが､介護保険の導入に

よる契約型のサービス供給体系への変化により､多様なサービス供給主体への参入を進めるこ

ととなる｡その結果､介護サービスの供給についての規制緩和が進み､民間企業やNPOなど

が福祉分野における社会サービスの供給主体として着目されることになる｡

当然のことながら､そこでは国 ･自治体を問わず行政のあり方は変化せざるをえない｡特に

福祉現場の第-線でサービス供給の拡大に努めてきた自治体行政にとっては､多くの課題が噴

出したと言ってよかろう｡すなわち､山間地や外海離島を中心に､地域住民から依然としてサー

ビス供給主体としての役割が期待されると同時に､都市部においては､多様なサービス供給主

体の参入をコーディネートし､それらが一定の質を確保 し地域住民が安心 してそれらのサービ

スを受けることができているのかという点について公的責任を担保することである｡もちろん､

介護保険制度やそれに続 く社会福祉基礎構造改革にあっては､｢措置か ら契約へ｣の転換が図

られ､市場における民間の事業参入によるサービス供給量の増加をめざすものではあるが､そ

れゆえにこそ行政による公正な市場の監視が不可欠となる｡また､それによって確保されるサー

ビスの適正な供給をコーディネー トすることが重要であることは､上述の通りである｡

介護保険制度の導入以降､こうした面での行政の役割はいっそう大きくなってきていと言え

るのではないか｡とくに､介護 ビジネスの参入やNPO活動の活発化がみられる都市部の自治

体行政にはこうした役割がますます期待されているといってよい｡

そうした役割の中には､後に見るようにサービスの質や量の確保､とくにホームヘルパーや

ケアマネージャーの能力確保や職 としての確立に関わるものもある点には注意を要する｡介護

事業者やNPOが介護保険のもとで､一定自由に活動し､それを地域住民が選択する権利をも

つとはいえ､それらのサービス内容の質を保障するための監視が必要となることはいうまでも

ない｡その意味でも､行政の役割は依然として大きいのである｡

そこで､本章では､介護保険制度のさまざまな問題が顕在化していることが明らかになりつ

つある中で､今後中央政府と自治体に求められる役割を本調査との係わりで具体的に考えてみ

たい｡
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2.介護サービスの担い手と行政

(1)ケアマネジャー職と行政の役割

今回行った調査の中で､行政との関係においてケアマネジャーをめぐる最大の問題は何だっ

たと言えようか｡いくっかの問題が考えられるが､その第-は専門職としてのケアマネジャー

の職の確立が不十分であることである｡介護保険法成立から施行までの問に､専門職としてケ

アマネジャーの養成が急 ピッチで進められたわけであるが､他の福祉職同様に職の確立が不十

分であった点は否めない｡

専門職である以上､その職務分野についての高度な訓練と知識の習得が必要となるわけであ

るが､ケアマネジメント自体が手探りの状態であったために､それらが十分に行われることは

困難であった｡その結果､ケアマネジャーの専門職としての位置づけは不安定なものとなり､

それがさまざまな問題を惹起 している｡たとえば､アンケート調査に表れたような事務作業に

追われる過酷な労働条件､それに比 して低い報酬､そして低い就業継続意思に代表される意欲

の低下といった点が問題である｡

また､ケアマネジャーの独立性が確保されていないと言う問題を半数のケアマネジャーが指

摘 している｡

その点で､行政に対 して望まれるのは､第一にケアマネジャーの職務内容の確認とそれにつ

いての十分な研修や資格認定制度の整備である｡第二に独立性の確保の手だてである｡制度の

改変が必要であるが､現実の制度の中でも､行政はケアマネジャー連絡会を開催することによ

り､専門職としてのアイデンティティをもてるようにすることもできるし､信頼関係を作 りな

がらケアプランチェックを導入することも可能であろう｡基幹型在宅介護支援センターを通 じ

てバックアップ体制をとっている自治体もある｡

介護保険制度がスター トしてから2年が立とうとしている中で､この制度の成否の鍵を握る

のはサービス供給の方法や量であることはまちがいないが､それがどれだけ利用者のニーズに

あった形で適正に供給されるかはケアマネジメントのあり方にかかっているという面 もある｡

その意味で､この調査に見られるような問題に､行政がどのように対応 していくのかが迫 られ

ている｡

(2)ホームヘルパーと行政の役割

これまで行政は､公共サービス供給の直接的な担い手として､'それらの供給を独占してきた｡

ホームヘルプサービスにおいては､自治体直接雇用のヘルパーがサービスを提供する任にあた

り､それゆえに一定の労働条件や賃金が守られてきた側面がある｡しかし､介護保険制度の導

入によってサービス供給主体が多様化 し､ホームヘルプサービスの供給 も自治体直営に限定さ

れず､民間企業やNPOなどの参入によって量的拡大がはかられたといってよい｡
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このことは､すでに述べたようにさまざまな変化をホームヘルプサービスにもたらした｡ こ

の点について､行政はどのような課題を抱えているといえるだろうか0

一つは労働条件の確保についてである｡たしかに直営でサービス提供をしている場合と異な

り､直接的に民間企業やNPOの雇用条件や労働条件に自治体が介入することは難 しい｡ しか

し､サービス供給の質を確保することと雇用 ･労働条件とは密接な関係があるため､自治体 も

無関心でいられるはずはない｡したがって､自治体は介護保険の保険者として､亘-ビス供給

の質が確保されることを監視すると同時に､雇用 ･労働条件についても十分に把握 し､問題が

ある場合にはそれについての是正を求め､場合によってはそれらについてサービスを受ける立

場の地域住民に示 し､サービス選択をする基準になる情報提供をする必要がある｡いわば､そ

うした公正な市場システムの整備を通 じることによって､低賃金 ･重労働でサービス供給を行っ

ている事業所 ･企業を淘汰 し､または状況を改善させることが求められる｡

また､サービスの質の確保に関連 して､第-に､サービス提供責任者がその役割を確実に果

たせるよう支援 したり､ホームヘルパーの資格 ･研修について､専門職としての一層の確立を

めざすために､行政が一定の役割を果たす必要もある｡

さらには､そうした現実の把握の中から､ホームヘルパーが担っている医療行為などについ

て､利用者のサービス確保の視点から保険者が検討することも求められる｡

3. 介護者の現状と行政の役割

この調査では､要介護者と介護者の現状についても調査を行っているわけであるが､要介護

者について行政がどのような役割を果たすべきかは､いわば介護保険そのものがどうあるべき

かという問題に他ならならず､本調査全体にその答えが求められているところである｡それで

は､この調査でもうひとっの介護の担い手として調査がされている介護者の状況について行政

はどのような課題を負っているのであろうか｡

介護者がおかれている現状については､別項で論 じられているようにさまざまな問題が生 じ

ている｡これについて行政がかかえる問題としていくつかの点があげられよう｡いくつかの論

点を通 じて家族介護者がおかれている状況の中で大きな問題は､情報の不足である｡たとえば､

要介護認定についての申請､ケアプラン作成への認識､サービス選択のあり方などについて､

不十分な対応 しかできていない家族介護者にたいしては､行政が一層きめ細かい情報提供を行っ

ていくとともに､情報提供 ･説明のあり方について検討を行っていく必要がある｡

痴呆性高齢者の介護についても早急な取り組みが必要であることが明かとなった｡また､家

族介護の場合､介護者に対するケアが重要な課題である｡介護保険の性格上､要介護者へのサー

ビス供給が主たる役割であることは自明であり､家族介護者のケアや相談への対応は行政の仕

事になる｡実際､家族介護者がおかれている状況は厳 しく､高齢化が進み老老介護が増加 し､
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また介護中心の生活を余儀なくされることへのストレスや不満が介護の状況を厳しいものにし､

結果的に憎 しみの感情や虐待も生 じ､高齢者が安心 して暮らせる地域社会の形成が阻害されて

いる現状がある｡行政､とくに地域社会の第一線で高齢者介護に取り組む自治体は､こうした

点にも十分に留意 していく必要がある｡

4. 行政の役割と今後の課題

このように､行政の役割は介護保険制度の導入によってその性格を変え､サービス供給の直

接的な担い手を独占していた立場から､サービス全体の供給をコーディネー トし､介護保険制

度の枠を越えたきめ細かいサービスを行っていくことが望まれている｡そうした意味では保険

者としてと自治体としての両者の役割を担う必要が見えてきていると言えよう｡

とくに保険者としては､地域の実情と高齢者の実体に即 したサービス提供が行われているの

かを監視し､不足 しているものについてはそれを充足 していくことが必要となる｡また､多様

なサービス供給主体が提供するサービスの量的拡大をめざすだけでなく､その質の確保にも努

力する必要があることもすでに述べたとおりである｡そこでは､専門職として重要性を増 しっ

つあるケアマネジャー･ホームヘルパーの職の確立や雇用 ･労働条件の確保に向けた施策が求

められ､またそれを実現するための対応も迫られている｡

自治体としてはすでに述べたように､生活支援に必要であるが介護保険のメニューにはない

サービスの開発提供 (介護者支援もそこに含まれる)や､介護予防､全体としての福祉のまち

づくりが課題である｡そこにはよりいっそうの市民の参加は不可欠であり､市民と共に協働の

ための様々な手法の開発も求められる｡今回の介護者調査では､市町村への意見反映は半数の

評価に止まっていた｡

介護保険制度は､行政に役割の変化を迫っており､その意味で行政の改革や機能の拡大を求

めている｡たしかに､介護保険制度の導入は行政が直接サービスを供給するという役割を希薄

化させたが､一方ではその役割はこれまでより拡大 しているともいえるのである｡したがって､

国 ･自治体は､.制度全体の基本的な理念や目的をふまえ､それぞれの役割を果たすとともに､

とくに自治体行政にあっては地域住民のニーズを介護の実態にまで踏み込んで把握 し､要介護

者のみならず介護者についても個別のニーズを十分に満たすためのきめ細かい政策を展開して

いくことが望まれている｡
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第 5章 提 言

1996年の調査と同じく､今回の調査においても自由記入欄へたくさんのご意見をいただいた｡

まともなケアマネジメント､ホームヘルプサービスをしたい｡キャリア形成をしたい｡介護

保険はその役に立たない｡事業者がよい介護サービスをする気がない｡介護負担が重すぎる等々｡

この現状を何とか改革 したいと言う意味を込めての期待を述べてくださる方も多かった｡

制度開始後 1年たった時点での調査であり､今はもう少 し制度が定着 しているのではないか

と思 う｡と同時に､問題 もよりはっきりとしているかも知れない｡本章では､調査から得 られ

た知見をもとに､制度の運営次第で改善されること､制度の改正で改善されること､考え方 自

体を問い直す必要のあることにわけて提言してみたい｡

1.ホームヘルプサービス設計とホームヘルパー制度設計

(1)サービス提供責任者の育成と活用

サービス提供責任者は､訪問介護計画をたてて利用者との連絡に責任を持っ立場にある｡利

用者の生活にあった訪問介護計画とするためにケアマネジャーがたてたケアプランを変更 して

もらうのもサービス提供責任者の仕事である.他のサービス提供事業者とも打ち合わせをする

ことになる｡また､事業所のホームヘルパーの管理をする立場でもある｡日々のサービス実施､

運営の要の立場にいる｡介護保険制度で全職場に置くことが義務づけられた｡定着すればサー

ビスの向上につながるポジションであ′る｡

(?)仕事の標準化と事業者のマネジメントの標準化

家族介護者のホームヘルプサービスへの不満は､担当者変更､知識 ･技術水準の低さ､サー

ビスが人により差があるなどである｡就業研修 ･現任研修や､打ち合わせ ･カンファレンス ･

相談機能の充実などが行われる必要があると共に､仕事の自己評価､第三者評価が必要であろ

う｡

(3) ホームヘルパー養成とキャリアアップの仕組み

現在のホームヘルパーは医療的要素の強い介護行為を実施 している｡訪問看護ステーション

との連携も必要であるが､同時に､一定の資格取得者で経験のある介護職に研修を実施 し公に

実施できるようにならないだろうか｡また､現在では､講座に出席 していればホームヘルパー

養成研修の級が確保できる｡公的試験を実施 しないと､他職種とのバランスがとれず､現場で

の仕事上､対等な話 し合いに持ち込むことが難しい実態もある｡
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(4) ホームヘルプサービスの研究と適切な介護報酬

介護保険は自立援助が目的であるが､なかなか実行するのは難 しい｡ホームヘルパーだけが

仕事の仕方を充実させ変化させても成 り立たない｡一方で利用者の認識を誰がどのように変え

るかである｡ケアマネジャーやホームヘルパーがその任にふさわしいと考えるが､コミュニケー

ションがとりにくいなど場合によっては利用者の気持ちや意見を代弁する人 (たとえばコンタ

クトパーソンなど)も大切であろう｡

また､ホームヘルプサービスは個別行為の集合体であると考えるという矛盾があり､介護報

酬が低い上に3類型化されている｡生活の総合支援の視点から変更すべきであろう｡

2.ケアマネジメン トサービスの確立とケアマネジャーの独立性

(1)保険者代行業務とケアマネジャー業務の区別

ケアマネジメント業務の内容について､ケアマネジャーの認識が一致 していない｡現在ケア

マネジャーの仕事とされている業務を分類 してみると､ケアプラン作成､管理､見直し､サー

ビス提供者会議など本来業務と認識されやすい業務､給付管理などの保険者業務色の強い業務､

医療との連携業務と分けられる｡そのうち後者 2つについての認識が一致 していない.利用者

の立場に立っての再度の議論が必要である｡

(2)ケアマネジャー連絡会とプランのチェック

ケアマネジャーには福祉系､医療系など様々な職種のひとがなっており､また在宅介護や行

政サービスの知識､社会資源の把握などについてベテランも新人 もいる｡そして､多 くの事業

所は小人数のケアマネジャーしかいない状況にある｡そこで､第-に､仕事の標準化とそれに

向けた事業所自身のマネジメントの標準化が不可欠である｡

第二に､そのためにも､ケアマネジャー連絡会をもち､介護困難事例のカンファレンスや､

最新の行政サービスの情報把握､よりよいプラン作成のための他者の目によるプランチェック

が必要である｡

(3) 独立性の確保と介護報酬

ケアプラン作成時に､自分の所属 している事業所のサービスを入れがちであると回答 したケ

アマネジャーの割合よりも､独立性が確保できないと問題にしたケアマネジャーの割合が高かっ

た｡ということは､実際上はそうしている割合が思ったより高くなってしまうということでは

ないだろうか｡

ほとんどのケアマネジャーはサービス提供事業者でもある団体に所属 している｡

ケアマネジャーはサービス事業所から独立する必要があろう｡そのためには介護報酬の見直
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Lが伴わなければならない｡ただし､その地域のサービスが限られている場合には､その方法

だけでは不十分である｡全体として第 3者評価が必要であると同時に､こうした場合にはより

いっそう求められよう｡

(4) まちづくりとコミュニティケア

ケアマネジャーの仕事は､介護保険によるサービスメニューの組み合わせにとどまるもので

はない｡行政サービスや地域の市民団体やNPOが自主事業として提供するサービスも含めて

生活自立を総合的にサポートする事が仕事である｡コミュニケーションがとれない人､虐待さ

れている人には､人権擁護のサービスを紹介 しっなげることも大事である｡利用者が一人の市

民として社会参加できるようにするには､まちづくりとしてのコミュニティケアが目指される

必要があろう｡今回の調査ではまだまだ不十分な結果であった｡

3.在宅介護者という存在の発見

(1)老老介護､複数介護

今回の調査によれば､老老介護､複数介護が目に付いた｡今後も増加するであろう｡介護者

の負担は大きく､利用者も､不十分な介護により不利益を被りかねない｡実態の把握と対応策

づくりが必要である｡

(2) 納得 しての介護者

選んで介護者になったのではない場合､つまり納得して介護者になったのではない場合に､

｢憎 しみ｣の感情が生まれやすく､その場合､虐待も生 じやすいことを見た｡また､_介護期間

が 1年をすぎると､虐待が起こりやすいことがわかった｡頭から､｢家族-最適な介護者｣ と

言う図式をおくのをやめ､改めて ｢介護者｣という位置づけをしてみたらどうであろうか｡人

は生活丸ごと介護者にはなり得ない｡一人の人間として､社会的存在として､多様な側面を持っ

ているはずである｡介護者のための､介護者が自分を保てる範囲での介護プランが必要であろ

う｡

(3)精神的負担の軽減

在宅介護者と施設介護者は､前者で精神的負担が大きかった｡また､両者ともこれか らの見

通 しに不安を抱いていた｡介護者は相談先やカウンセリングを第-に必要としている｡在宅重

視というのであれば､その手だては欠かせない｡
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(4) 介護者支援

要介護者 も介護者 もお互いの人生を犠牲にしない介護の方法と仕組みが必要であることが浮

き彫 りになった｡先にも書いたが､介護者本人の介護プランが必要であるし､介護者の会など､

現在の介護者から学びながら､新 しい支援策を地域のささえあいとして多様な主体で構築する

ことが大事である｡

4.痴呆性高齢者の介護､生活支援

痴呆性高齢者の介護は精神的負担も大きく､必ずしも在宅介護が良いとは限らない｡その人､

痴呆症状の段階に合った介護システムを見っけられる医療と介護 (グループホームなど)の連

携が重要である｡ケアマネジャー調査からは､サービス基盤不足の中でも､特にグループホー

ムの不足が指摘されていた｡
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4.｢訪問前など日常的な打ち合わせ｣｢困難なケア事例などのカンファレンス｣への参加

5. ｢重要事項説明書｣の認知

6.ケアマネジャーがたてたケアプランの把握

7.過去1カ月間に実際行ったサービスの種類

8.日頃行っているサービス内容と対比 しての現行の介護報酬への考え

9.利用者との関係でうまくいかないことの有無

10.利用者との関係がうまくいかない原因

ll.この1年間の､利用者によるセク-ラ行為

12.困った時の相談体制

13.研修時間や機会
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第4章 介護保険施行によるホームヘルパーへの影響

1.介護保険法施行によるホームヘルプの仕事の変化

2.介護保険施行によるホームヘルパーと利用者との関係の変化

3.サービス提供事業所の多様化について

4.介護保険法施行と賃金の変化

第 5章 就労の実態と労働条件

1.勤務状況

2.賃金について

3.ホームヘルプサービス業務に関連する時間の取り扱い

4.ボーナス

5.社会保険の加入状況

[ホームヘルパー･自由記入意見]

101
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序章 調査対象者の構成

調査対象者､および対象者が所属する勤務先の属性をみておこう｡ 調査対象者の属性につい

ては､主として雇用形態別にみていく｡

1.調査対象者の属性 (Q42-44､Q6､Q41)

性別は ｢女性｣が95.4%と大多数を占めているが､この点は､勤務先や雇用形態の違いにか

かわらず共通している 【図表日】｡年齢は40代が37.0%､50歳以上が45.4%を占め､平均年齢

は48.0歳である｡学歴は ｢高校卒｣が51.5%と約半数を占め､｢短大卒｣が18.9%､｢専門学校卒｣

が15.7%などとなっている｡

雇用形態は ｢登録型ヘルパー｣が4割を占め､｢常勤ヘルパー｣が25.2%､｢非常勤ヘルパー｣

(12.9%)､｢パートヘルパー｣(8.8%)､｢臨時ヘルパー｣(1.5%)､｢契約ヘルパー｣(4.0%)の4

つを合わせたくパート等ヘルパー>が合わせて27.2%､｢嘱託ヘルパー｣が2.4%となっている

【(図表1-2】0

図表1-1_調査対象者の属性 (その 1)

(勤務先別｣雇用形態別)

実数 性 別 * # 学 歴

女 男 N 29 30 35 40 45 50 55 N 中 平 一央 均I佑 値(歳) 高 専 短 高 大 大 N

性 性 歳 l J _l I I 歳 校 門 大 専 卒 学

A 以 3 4 39 44 49 54 以 A 卒 学 卒 卒 院 A

総計 840 95.4 3.7 1.0 5.9 4.8 6.118.118.-922.123.3 0.8 49.5 48.0 51.515.718.9~0.6 9.0 0.2 3.9

(1996年) 2068 97.9 1.8 0.2 3.9 4.510.518.825.617.018.l l.5 47.5 47.0

雇 常勤ヘルパー -212 _92.9 6.1 0.9 13.2 9.9 7.121▲217.9'1~8.910.8 0.9 44.5 43.6 47-.219.320.3 0.5 9.4 -.3.350.010.025.0 5.0 5_.0 5.0 -.56.315.714.8 0.9 7.9 -.4.452.713.620.10.3 8.9 0.3- 4.1

用形 (1996年) 848 97.6 2.4 .- 6.7 6.012.419.825.915.212.5 1.4 45.545.0

岩 嘱託ヘルパー(1996年)パート等ヘルパー(1996年)登録型ヘルパー(199■6.年) 20 100.0 .- .- ･ - -5.0 5.015.020.040.015.0 -. 50.5 49.6

別勤務先別※ 124 94.4 5.6 .- 0.8. 2 .4 9.721.832.316.912.9 3.2 47.5 47.1

229 97.4 2.2 0.4 3.9 4.4 5.215.721.426.222.3 0.9 49.5 48.9
334 99.7 0.3 -. 3.6 3.0 9.919.230.517.715.30.9 47.5 46.8

338 95.6 3.3 1.2 2.1 2.1 5.617.518.321.032.8 0.6 50.5 50.4
697 98.7 1.1 0.1 1.4 3.9 8.517.422.019.126.9 '0.9 49.5 49.4

社会福祉法人一社蓑至難 萱禦 社会福祉協議会医療法人 203 96.6 2.5 1.0 3.0 3.0 6.925.616.724.119.7 1.0 48.5 48.1 47.315.324.6 0.5 7.4 -.4.9

169 98.8 1.2 .- 2.4 4.1 5.314.226.023.124.9 -. 49.5 49.I- 56.814.817.8 0.6 7.1 -.3.0

31 100.0 .- .- 6.5 .- 3.222.612.929.022.6 3.2 50.5ー49.3 58.116.112.9 -. .- 3.2 9.7_

民法法人一社Bl.財団営利法人-株式会社など非営利法人-NP.~0法人生協 43 100.0 -. -. 4.6 7.0 .- ll.627.9.25.623.3 -. 49.5 49.2 67.416.3 9.3_2.3 4.7 .- - .

138 89.9 7.2 2.9 17.411｣6 8.016.712.315.917.4 0.7 44.5 43.0 ~47.819.616.7-0.7.10.9-...4.3.

122 92.6 7.4 .- 4.9 3.3.6.613.918.923.029._5-..- 50.549.8 50.817.215.6 0.813.9 -. 1.6

70 98.6 -. 1.4 ･- 2.9 4.325.724.320.021.4 1.4 48.5 48.9.52.912.921.4 .- 7.l l.4 4.3

市町村などの自治休そ?他 14 100.0 -. .- I./. 7.1 ...14.314.335.728.6 ... 52.5 51.0 50.0 7.135.7 .- 7.1 -. -.
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図表1-2.雇用_形態 (勤務先別)常 非 パ 臨 嘱 夷 登 そ N 暮*
勤 常 1 時 託p 約 録 の パ
へ 勤 .ト へ へ へ 型 , 他 A l
ル へ へ ル ル ル へ ト
パ ル ル パ パ パ ル 等

l l J ル
パ

＼ ミ ＼ I/ ＼ ＼ ＼-

総計(1996年)勤 社会福祉法人-務 会福祉協蒔会以先 社会福祉法人一別 会福祉協議会医療法人■民準法人⊥社団財団営利法人-株式社など非営利法人-N0法人生協.市町村などの自体その他 27:216.121.717.2151..6L37.2-18.045.848｣67.113.7

群 書を 25 .2琵諾 苦葦 賀:::::::;3:::-'::::::I:::::::;::::::;t:::::::::..:....:莞;i12.9言 ● ●●■8 54;

新 京㌔一.-●.●.毒針斬

告監坊 潟 . 2

./.-./.-::;::}

I:.:.:.:.;.:5.I;:.I.I.I.I.J'. 妻…1■22.6一 芸呂潤 虻25._≡Ⅲ 呂妻呂雄 22.6:]:;;::;%::'.t.:T.::5.:53.3.: 〟′′JIJ 25.8
- J-4-I ●~■

嵩 群耕44.JBt-4,‥∴.∴.∴-∴:;:i:;:;:;:≡:;‥;‥;:‥‥::;:300服 - 37

捕::::i 欝47.a.紬::i:: .5.::拭串 呈誹…_____31.9JW 字書

宥:拓:弓硲1.5妻.:...I:.XI:.:I -.lTi8.0;; 6

.∴9 :.:.:..A.:-:,:.:.:,:-:.:●6.経机 まま_._7射井村 急i

①常勤ヘルパーのプロフィール :

今回の調査回答者の4人に1人を占める常勤ヘルパーは若年層が比較的多 く､平均年齢は

43.6歳と雇用形態別では最 も若い｡労働組合に ｢加入 している｣人が半数近 くと多いのも特

徴である 【図表ト3】0

②嘱託ヘルパーのプロフィール :

嘱託ヘルパーはサンプル数が20件と少ない点に注意する必要があるが､平均年齢が49.6歳

と高い点と､労働組合への加入率が高い点が特徴と言える｡

③パート等ヘルパーのプロフィール :

パー トヘルパー､非常勤ヘルパー､臨時ヘルパー､契約ヘルパーなど様々な呼称があるが､

登録型ではなく常勤やそれに準ずる嘱託でもない雇用形態ということで一括 してみていく｡

平均年齢は48.9歳と嘱託ヘルパーより若干低 く､高卒比率が比較的高い｡労組への加入率は

'2割強にとどまっている｡
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図表ト3 調査対象者の属性 (その2)
(勤務苑別､雇用形態別)

現在の勤務地 労働組合への加入状況 労組の必要性仁｢ない｣場合)

盲束 万人 人入 来人 市人 町 N 加 なあ ■な N 必 必 わ N
万京 人口 末口 満口 p口 村 入 いる い 要_ 要 か 計
入部 束3滴1の5 5 A L が A と と ら A

以特 満0の0市1 万上別 のl市 1 1 人 て 加い 入 雪 男 だ
の区 市1° 3 0 未 る し な

市及 0 0 万 滴び 0 万 人 の てい い

総計 26.026.526.0 5.53.0 7.4 5.7 23.5 3.966.9 5.7 35.416̀731.916.0 562
(1996年) 33.3 4.2~56.5,6.1 35.416.731.916.0 562

雇 常勤ヘルパー(1996年) 27 .425.519.3 7.16.17.5 7.150.020.010.0 5.0 5.010.01...28.824.921.8 7.0 3.1.9.64.818.630.235.5 3..0 1.2p5.9.5.6_-48.6 4.742.9 3.8 35.214.337.413.2 91

用形 ･64.4 4.428._812.5 41.413.531.113.9 244

i 嘱託へル′下p-(1996年1バート等ヘルパー(1996年).登録型ヘルパー(1996年) 55.025.020.0 .- 25.025.0 -.50.0 _4

刺勤務先別 28.212.159.7 .--23.6 4.468.13.94.5 6.082.0 7.56.2 1.5.83.7 8.69.3 1.678.510.6 50.012.225.712.2 7431.419.932.716.0 15640.510.634.314.6 27438.915.230.715.2 28330.316.544.6 8.6 547
社会福祉法人-社会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会医療法人 26..627.132.5 1.O O.5 8.93.4 -27.14.464.5 3.9 37.411.531.319.8 131

7.1 27.232.5 4.1 9.511.8 7.7 20.13.669.2 7..1_.42.710.329.917.1 117

6.535.516.112 .96.516.16.5 16.16.571.0 6.5 45.5 -.36.418.2 22

民法法人-社 団 .財団営利法人-株式会社など非営利法人-NP0法人生協 30.248.814.0 2.3 -. 2.3 2.3 55.8 ...44.2 ... 21.115.847.415.8 19

30.437.7 18.1 5.12.2 -.6.5 43.5 3.6-44.9.8.0 38.711.337.112.9 62

31.115.632.016.4 -.0.84.1- _4.1~1.691.0 3.3 21.633.331.513.5 111

40.015.715.7 4.3 1.420.0~_2.9 7.1 8.678▲6 5.7 40.018.227.314.5 55

市町村などの自治体その他 21.4 .- 35.714.3 7.121.4 .- 14.3 7.171.4 7.1 ･60.0 -.20.020.0 10~

④登録型ヘルパーのプロフィール :

3人に1人は55歳以上で､平均年齢は50.4歳と最も高い｡労組に加入している人は6.2%と

わずかだが､労組の必要性を感じている人 (38.9%)は少なくない｡

2.勤務先の所属事業所の属性 (Q4､Q5)

勤務先 (所属事業所)の形態は､｢社会福祉法人 (社会福祉協議会以外)｣が24.2%､｢社会福

祉法人 (社会福祉協議会)｣が20.1%､｢営利法人 (株式会社など)｣が16.4%､｢非営利法人 (N

PO法人)｣が14.5%などとなっている 【図表1-4】0

① 勤務先別に雇用形態をみると､｢常勤ヘルパー｣が多いのは営利法人と民法法人で､｢登

録型ヘルパー｣が多いのは社会福祉協議会､社協以外の社会福祉法人､自治体である｡ま

た､<パート等ヘルパー>は医療法人､生協､非営利法人で目立っている0

② 営利法人に勤務 している人には30代以下が比較的多く､平均年齢は43.0歳である｡労働

組合への加入率は営利法人や民法法人で高く､非営利法人や生協で低い｡

③ 所属事業所の事業展開は ｢1事業所 (事務所)のみ｣が42.6%､｢同一都道府県に複数の
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図表1-4 勤務先 (所属事業所) (総計)
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事業所 (事務所)がある｣が36.∫

8%､｢複数の都道府県にまたが

り､複数の事業所 (事務所)が

ある｣が16.0%とな っている

【図表ト5】･｡非営利法人では

｢1事業所のみ｣の割合が7割

強と高く､社協以外ゐ社会福祉

法人では ｢同一都道府県に複数

事業所｣が6割近 くを占めてい

る｡また､｢複数都道府県に複

数事業所｣を展開しているケ｢

スが多いのは生協や営利法人で

ある｡

④ 勤務先の所属する事業所全

体が訪問介護以外に行っている

介護サービス事業 (複数選択)

では､｢居宅介護支援｣ が51.3

%で最も多く､以下 ｢適所介護｣

(40.6%)､｢訪問入浴介意｣(38.

2%)､｢福祉用具貸与｣(28.7%)､

｢介護保険以外サービス｣(28.3

%)､｢訪問看護｣(21.1%)などとなっている｡｢訪問介護のみ｣という事業所は27.3%で

ある｡

⑤ ヘルパー数を平均値でみると､常勤13.6人､常勤以外61.4人､合計75.0人で､常勤↑ルパー

が占める比率は平均18.1%である 【図表1-6､図表ト7】｡ヘルパーの合計人数が多いのは

民法法人や社協以外の社会福祉法人で､逆に少ないのは医療法人や営利法人である｡また､

常勤ヘルパー比率が比較的高いのは営利法人､社会福祉協議会､民法法人などで､低いの

は生協や非営利法人である｡

要点 1:ホームヘルパー職の担い手は中高年女性が大半を占め､その多くは登録型または

パー ト等の非正規職員である｡その一方で､勤務先の事業形態は多様で､勤務先に

よってヘルパーの年齢構成や雇用形態などの属性は異なっている｡また､雇用形態

の違いによる属性の差もみられる｡こうしたホームヘルパー職の担い手の ｢同質性｣

と ｢異質性｣は96年連合調査と共通したものだが､異質性については､介護保険導

入を機に新たな事業体が参入 してきたこともあり､勤務先や雇用形態による差異が

｢層拡大 している｡
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図表1-5 勤帝先の所属事業所の属性 (その 1)

(勤務先別)

新事業所の事業展開, 勤務先め所属している事業所全体か行っている訪問介護以外の~介護サービス事業 (複数澄択)

勤務先別 董蓋蔓野 暮 37.458.l l.0 3.4 19.237.917.232.058.621.729.655.213.316.315.3 9.461.649.323.2 5.9 8.429.6 6.4 1.0

50.338.5 6.5 4.7 23.7.49.7 8.325.452.1 9.541.411.2 5.310.7 .1.2 2.458.0 9.5 4.7_.3.0 3.6118.3 6.5 2.4 ~

民法法人-社団 .財団営利法人T株式会社など非営利法人TNP0法人生協 39.539.520.9 .- 44.234.9 7.0 7.018.6 7.016.3 7.0 4.7 4.7 7.0 2.344.2 4.7 4.7 4.7 2.344.214.0 7.0

21.031.245.7 2.2 30.460.9 5.1 6.521.7~2.944.9 ｢_.- .. 0.7 0.7 1.444.9 0.7_I.4 - 4.319.6 5.8 1.4

73.018.9 7.4 0.8 32.818.0 4.113.936Jl l.610.7. 4.1 2.5-... 9.8pO.843.4 0.8 5.7 ... 2.541.823.8~2.5

24.325｣747.1 2.9 30.017.110.017.134-.3.10.018.L6 2二9 2.9 1.4 1.4 - 51.4 2.■9 8.6 2.9 4.337.Ilo.0 1.4

市町村などの自治体その他 42.950.0 .- 7.1 21.428.614.321.428.6 7.128.621.4 7.1 7.1 7.114.335.721.4 7.1 7.1 7｣142.9 -. 7.1

図表1-6 勤務先の所属事業所の属性 (その2)

-(勤務先別)

常勤ヘルパー赦 常勤以外のヘルパー赦

0 1 1020 40.60 N 中 1平央 均 .盾 偉く人) 01 10 20 30 ~40 . 50 60 .80 1 N 中 平央 均停 停(人)

9 19 39 59 以 A 9 19 ,29 39 49 59 79 99 0~A

捻計 . 6-.853.610.8 4.0 3.2 4.616.9 4.0 13.6 6.3 7.113.614.413.2 4.5 8.9 2｣8 1.810.516.9 30.0 61.4

勤義先刺 董妻茎数 蔓医療法人 1.049.3 9.9 4.4 7.9 8.918.7 5.0 22.5 ll.8 5.9 8.916.7 7.9 2.5 6.4 1.0 0.519.718二7 28.0 97.8

1.25B.ol6.0 5.4 3.0 4.711.8 7..0 15.9 4.7 2.4 4.116.619.5 7.117.8 7.2 0.6 8.311.8 35.0 61.8

6.577.4 3.2..- .- -.12.9. 3.0 4.1 6.541.9 6.5 3.2 9.7 .- 9.7 6.5 3.2 -..12.9 8.0 20一7

2.269.610.1 2.8 -. 0.714.5 4.0 6.3 1.415.220.320.323.2 3-.6 0.7,.0.7.■- ...14.5 20.0 20.4

21.339.311.5 4.1 .- .- 23.8 3.'0 4.8 4.111.614.8.g.8 9.0 9.015..6 1.6 4.9 5.723.8 39.0 43.6

･15.768.6 ...~1.4_1.4 ..-..12.9 2.0L.3.4 - 2.9-47.1 8.6 7..1 ..-◆10.0 4.3 5.7 1.412.9 18.0 32.1

市町村なとの自治休その他 7.150.0 7.114.3 7.1 7.1 7.I 6.0 19.5 7..121.414.3-_.- 7.114.3 -. 7.1 -.21.4 7.1 35.0 65.0
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図表1-7､勤務先の所属事業所の属性'(その3)
(勤務先別)

ヘルパー合計数 常勤ヘルパー比率

9 10- 2 0 30 40 50 60 80 1 N 中 平央 均併 癖(人) 80 60 40 30 20_.10 10 N 中 平央 均停 停(%)

人 I I J f .ー J l O以 19 29 39 49 59 7 9 99 0A _% 暮 p J J - I JL以 79 59 39 29 .19 -望 pA

下 人 人人 人 人 人 人 人以上 上 % % % %% 清

壷計 -4.615.113..313.0 7.616.8 7.0 2.213.516.9 35.0 75.0 7.8 1.7 2.6 3.510.126.730.716_.9 12.5 18.1

3.0 4.7 7.715.4_15.4 4.721.9.3.611.811.8 46.0 77.7 4.7 1.8 3.0 4.114.837.322.511.8 13.0 20.5

32.322.6 3.2 9.7 -.9.7 6.5 3.2 -.12.9 13.0 24.8 6.5-∴.25.8 6.5_16.1-6.525.812.9 25.0 16.6

民法法人一社田.財田~営利法人-株式会社など非営利準人TNP0法人生協 -2.314.Oil.6 7.0 4.7 2.3 ... -.44.214.0 100.0145.1 14.0 2.3 ......4.741.923..3,14.0 14.3 20.3

2.926.121.025.4 7.2 1｣4 0.7 .- 0.714.5 25.0 26,7 6.5-4.3-4.3 9.4~11.6~23.9粥.414.'5 16.7 23.5

･..18.q 9.8 8.2 8.213.9 7.3 3.3 7.423.8 40.0 48.3 4.9 ...0.8 ...7.416.446.723.8L 7.3 9.9

1.431.425.7 5.7 .-10.0 2.8 8.6.1.412.9 20.0 35.5 1.4 -. 1.4 .- 14.340.030.012.9 10.0-9.5

窪岬 などの自治その他 21.414.3 - ∴ 14.3 7.1.7-.1 - 28..6 7.1 48.0 84.5 7.1 .- -.'21.414.335.714.3 7.1 16.7 23.I-31



第 1章 ホームヘルパーのキャリア

1.仕事をはじめた時期 (Ql)

-4人に1人は介護保険導入後に就労-

ホームヘルパーの仕事をはじめた時期は､介護保険制度導入後の ｢2000年4月以降｣(24.9%)

が4人に1人を占め､｢1999年 1月～2000年 3月｣が15.4%､｢1998年｣が11.1%などとなってお

り､経験年数3年未満のヘルパーが半数に上っている 【図表1-1-1】0

介護保険制度導入以降に就労 した人はパー ト等ヘルパー (34.9%)や登録型ヘルパー (24.6

%)に多い｡他方､常勤ヘルパーの3人に1人強､嘱託ヘルパーでは3人に2人が1991年以前

から働いている｡年齢構成の高さと考え併せると､嘱託ヘルパーのかなりの部分が常勤ヘルパー

を経験 し定年退職等で嘱託の身分になった人たちだと考えられる｡

図表1-1-1 ホームヘルパーの仕事をはじめた時期 (雇用形態別､勤務先別)
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先 社会福祉法人一
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営利法人一株式
社など
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勤務先別では､制度導入以降の就労者が多いのは営利法人 (48.6%)､生協 (44.3%)､医療

法人 (41.9%)である｡

2.ヘルパー就労時からの訪問利用者人数 (Q2)

一常勤83人､パー ト等26人､登録型19人 (中央値)-

ホームヘルパーになってからこれまでに訪問した利用者の通算人数は ｢10-29人｣が 3割､

｢9人以下｣が 2割などで､中央値でみると29人 (平均値103人)である 【図表1-1-2J0

雇用形態別に中央値をみると､キャリアの長い人の多い常勤ヘルパー (83人)や嘱託ヘルパー

(108人)ではパー ト等ヘルパー (26人)および登録型ヘルパー (19人)に比べて訪問人数が多

くなっている｡

図表1-1-2 ホームヘルパーになってから訪問している利用者数 (雇用形態別､勤務先別)
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3.ヘルパー以外の就労の有無と登録型ヘルパーの登録事業所数 (Q7､Q8)

( 1) ヘルパー以外の就労の有無

一最近就労 した人ほど多いヘルパー以外の就労-

常勤ヘルパー以外の人にヘルパー以外の仕事についてたずねたところ､<働いている> は

合計17.8%で､｢働いていない｣は58.9%である 【図表1-ト 3】0<働いている>の内訳は ｢常

勤｣2.8%､｢パー ト｣9.9%､｢家業｣5.1%となっている｡

<働いている>人が比較的高い事業所は非営利法人 (25.0%)や営利法人 (24.3%)であ

る｡

ヘルパーの仕事に就いた時期が最近の人ほど､ヘルパー以外の就労率が高いのが特徴で､

その傾向は登録型ヘルパーで特に顕著である 【図表1-1-4】0

図表1-1-3 ヘルパー以外の仕事の有無 (｢常勤ヘルパー｣以外の方)(勤務先別)
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国表1-1｣4 ヘルパー以外の仕事の有無 (｢常勤ヘルパ~-｣以外の方)

(就労時期別)

常 るパ.る家 働 N *
勤 l 業 い 計 働
で ト に て A い

勘 で 従 いい 働 .事 なて い し いい て てる い い ている

総計 2.8 9.9 5.158.923_.14 608 17.8

就労時捕刺※ 2000年 4月以 降 . 2.413.2 6.05.4.524.0 167 21.6

1998年～2000年 ~3月1996年～1997年 2.411.2 4.757.424.3 169 18.33.3-5.8 6.6細末豆 -14.9 121 15.7

1995_年以 前 2.2 7.2 2.958.3妻射事 1.39 12.2_

パー ト等ヘルパー 3.1 9.6 3.959.024.5 229 16.6

2000年 4月以 降 2.510.0 5.053.8を 桁 毎 80 17.5

1998年～2000年 3 -1.~913.0 3.751.9雄 …謬 54 18.5

月1996年～1997年 4.4 ■6.7 2.2翫行B,:;13.3 45 13.3

1995年 臥 前 2.2 8.9 2.2≠錐薄 22.2 4:5 13.3

2000年 4月以降 2.4湘…;港 7.256.616.9 83

1998年～2000年 3月1996年～1997年 1.8.10.1 5.560.622.0 109 17.4･..6.3 9.4知識;14.1 64 15.6

19.95年以 前 ･..7.9 1.3軸tii:'言草l26.3 76 9.2

網かけ下実線は総計 との差が.5ホoイこ丹 以上多 いこ と､下破線は 5 ホ ○

ホ○イント以上少ない ことを示す
※網かけ下太実線 は総計 との差が 15Jtoイント以上多いこと､下太破

(2)登録型ヘルパーの登録事業所数

一複数登録が多いのはベテラン層､大都市圏-

登録型ヘルパーのうち複数の事業所に登録しているのは合わせて12.1%で､勤務先別では

生協 (20.0%)､営利法人 (15.9%)で比較的多い 【図表1｢1-5】0

複数登録が多いのは､就労時期が早いベテラン層 (1995年以前で19.7%)､大都市勤務者

(東京都特別区及び百万人以上の市で22.2%)である 【図表1-1-6】0
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図表1-1-5 事業所登録数 (｢登録型ヘルパー｣-の方)(勤務先別)
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1.0 1.11.0 1.11.0 1.1

1.0 1.21.0 1.21.0 1.21.0 1.2

図表1-1-6 事業所登録数 -(｢登録型ヘルパ-｣Lの方).
(就労時期別t.現在の勤務地別)

総 計 82.010.9 1.2 5.9 ?38 1.0-1.-1

鹿 2000年 4_月以降 :右折玄 6.0 1.2 3.6 83 1.0 1.1

労時期別現 _ -

.1998*～2000* 3月1996年～1997年 83.5.̀9.2 b.~9~6.4 ,109ー 1.0 1_.176.614.-1 -.9｣~4 64 1.0 1.3

･1995年以 前 76.3韓詫 ~2.6 3.9 76------ 1.0 1.~2

東京都特別区及び 69..8窒8宇6∴ 1.6-7-.9 .63 1.0 1.3

82.4 7.8 ~2.0 .7.8 102. 1.0 1｣1

■■の市町村 1…批恐 _....- -. 20.-■■ 1.9 1.0

かけ下実線は総計 との差が ~5ホ○イント以上多 いこと､下破線は 5
イント以上少ないことを示す
※網 かけ下太 実線は総計 との差.が~15 ホOイント以上多 い こと､下太破 線
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4.ヘルパー就労前の仕事の有無と内容 (Q9)

(1)ヘルパー就労前の就労の有無

一最近就労した人ほど多い常勤職やパー トからの転職組-

【図表1-1-7】 によると､ホームヘルパーの仕事に就 く前は､｢常勤で働いていた｣が23.7

%､｢パートや臨時で働いていた｣が39.0%､｢家業に従事 していた｣が5.1%､｢専業主婦で､

働いていなかった｣が28.6%などとなっている｡3人に2人は<働いていた> (67.8%)こ

とになる｡

これを雇用形態別にみると､<働いていた>人の割合は常勤ヘルパーでは8割に上り､パー

ト等ヘルパー (66.4%)や登録型ヘルパー (63.6%)を上回っている｡また､その中身 も雇

用形態で異なっており､常勤の場合 ｢常勤で｣(42.9%)が ｢パー ト･臨時で｣(33.5%)を

上回っているのに対 し､パー ト等や登録型では ｢パート･臨時で｣(45- 41%)が ｢常勤で｣

(16- 17%)を大きく上回っている｡パー ト等､登録型では ｢専業主婦｣からの新規就職が

3人に1人を占めている｡

就労時期でみると､1995年以前は ｢専業主婦｣が多く､<働いていた>は6割にとどまっ

ている 【図表1-1-8】｡また､就労時期が最近の人はど常勤職からの転職組が多い｡常勤へ

図表1-1-7 ホームヘルパTの仕事に就く直前の状況常 いパ た家勤 て 一 業で い ト に働 たや 従.い 臨 事て _時 しい で_ て (雇用形態別)誉蔓 芸葺 : ■~至

一冬＼ 働 い て な ＼

総計(1996年)雇 常勤ヘル)i-用 (1996年)形態 嘱託ヘルパー刺 (1996年)パート等ヘルパ(1996年)登録型ヘルパー(1996年) 23.7 【≡… 章 亨39 28.6t与1●9 67.863.480.275.280.073.56-6㌧453.963.ら52.7

26.5 i 部 32.8 主53:'董:'i:i.:言=l31.8嵩

42.9 ･13.2酎
20..2--1I26.39.2 .5…:;:;;

35.0 45.0 0●00●0
33.9 24.2-9186

16.2 巨 45塞 幸齢 32.8- 80●9
35.6;;;;喜三三;

16.6.ド 甘T撞 ………妻…董耶 35.8- 冒0●3
15.5 妻J 45.5 g1●330.6幸…三重……壬30.6幸…三重……壬

-37-



図表1-ト8 ホームヘルパーの仕事に就く直前の状況

(就労時期別)

常 いパ た家 い尊 か学 N *

勤 て I 業 な業 つ生 計 働･いていた･計

で い ト ~に か主 たで A
働 たや 従.つ婦 働
い 臨 事 たで い

て . 時 し 働 て
い で て い い

た 働 い て な

総計 23.739.05.■1 28-.6 1.7 1.9 840 67.8

戟労時期別就 _2000年 4月以降 27.337.8 5.724.4 2.4 2.4 209 70.,8

1998年～200P年 3月1996年～1997年 23.940.5 6.324.3 2.7 2.3 ■222 70.725.141.1 5.125.7 .0.6 .2.3 175 71.3

1995年以前 19.437.8 2.8念8;:i.:;字三0.5 0.9 21~7 ･60.0

■■■一■■▲▲■一一し■

労時 1998年～2000年 3 _鵜享:.:;載26.5 2.010.2潤詫 -. 49 字取落

柄別就 月1996年～1997年

童5船.8.39.1 6.5 2.2 -. 2.~2 46 :.-9.香.諸■■■■■■■-■■■- ,----I ■■■-■■■

パー ト等ヘルパー 16.2_■養5…i:# 4.832.8 ... 0.~9 229 66.4----†一一一▲■一一-.

労時 I-

1998年～2000年 3月1996年～1997年 18.5蕃駐中…7.424.1 ... .. . 54 ig:戟;宜

期別･就 一■.---■-■■-

ll.1:5:掠8 2.2J28.9 - . ... 45 71.1-一一---■■一一一■■ll■■■■■■

1995年以前 15.637.8 L2.2強漆i:…薮 - . - . 45 55.6■■■■■-■■■l

▲■■■一■一-一一■■■一一

2000年 4月以降 16.9射幸;臥 8.427.7 - . . . . 83 ウ2.3

労時 --■■■-■■■■■■■■■■■■■■-

期別※以※ 月1996年～1997年

.20.3:.34.4 6.3謹昨':;:i.6-㌦ 1.6 - . 64 61.0■

■■■■■-■

1995年以前かけ下実線は総計少ないこ とを示すか け下太実線 は稔 17.131.,6 2.6≠招きi:# .- - . 76. 51.3計 との差が 1~5ホ○イント以上多い こと､下太破線は 1

ルパーではこの傾向力亨一層顕著で､介護保険制度導入後は常勤職からの転職組 (65.8%)が

主流になっている｡他方､登録型ヘルパーでは就労時期が新 しいはどパート職からの転職組

が多くなっている｡両者とも､就労時期が最近の人ほど "主婦かち直接ヘルパーに就職''と

いうパターンは少なくなっている｡
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(2)ヘルパー就労前の仕事内容

一常勤ヘルパーで多い ｢寮母｣からの転職-

ホームヘルパーの仕事に就く前に ｢常勤｣または ｢パート･臨時｣で働いていた人の仕事

内容は､｢事務｣(18.6%)が トップで､以下 ｢サービス｣(15.4%)､｢販売｣(ll.6%)､｢生産｣

(8.5%)､｢老人ホーム･施設などの寮母｣(8.3%)､｢病院内での付添い看護 ･看護補助員｣

(6.1%)などとなっている 【図表H-9】0

常勤ヘルパーでは ｢寮母｣(18.5%)や ｢付添い看護｣(9.3%)が他に比べて多い 【図表H-

10】｡また､前職が常勤職の場合 ｢寮母｣15.1%､｢付添い看護｣ll.1%となっている｡さら

に､前職が常勤職で現在常勤ヘルパーの人の場合､｢寮母｣からの転職者が25.3%に上 り､

｢付添い看護｣も12.1%と少なくない.同じく前職が常勤職で現在はパー ト等ヘルパーでは､

｢付添い看護｣から転職した人が16.2%と多いのが特徴である｡

図表1-ト9 直前の仕事 (｢常勤｣｢パート･臨時｣で働いていた方)(総計)
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図表1｢1-10 直前の仕事 (｢常勤｣｢パー ト.臨時｣で働いていた方)

-(雇用形態別､ホームヘルパーの仕事に就く革前の状況別 .雇用形態別)

ス 寮 1 着で 調 幼保 祉 婦 療作 産 .
母ム 護 の 理 稚父 関 . 専業 婦士

･ 補付 園な 係 士 .門療 .
施 助添 教 ど の 職法 保
設 貞い 南 保 仕 な . 健

総計 18.615. 4 11.6 8.5 8.3 6.1 4.9 4 .4 3.4 1.3 0.9 0｣8 0.8 13.l l.9 527°
① ② ④. ③

用 ② ③ 一百 ④
形 :'3黒古'6.3 .-雄藩6.3 -. ..- -.…控薄.-雄膏 -. -.12.5 .- 16
態 一百 -… ● ~雷 ~1訂 ③

別※ 18.415..612.1.-8.5 4.3 5.7 6.4 3.5 2.1 2.1 0.7 1.4 .- 16.3 2.~8_ 141

① ③ ④ ②
18.719.213.511.4.2.1 4.1-6.7 4.1 0.5 -. 0.5 0.5 2.115.0 1.6 193

② ① ④ ③

常勤で働 いていた 23.17.08.5 6.5:む5;;昔…班:.:汁 .... 4.5 4.0 3.0-2.0 0.5 0.512..6 1.5 199
① …ー■ 山野山 哲 ③

常勤非常勤 .パー ト . 18.7 6.6 6.~6 2.2!'2藍!.3.舘:;:iii… -. 5.5 7.7 4.4 2.2-...-.8.8 .- 91
② ---.ー●--"I---~ーlV ーて雷 ④

臨時 .契約 一百 … 一● ④ 一 瞥 ②

登録型パ ー トや臨時で働 妻を;:iB 12.510.710.7 1.8 7.1 -. 5.4 .- -.1.8 ... 1.816.1 5.4 56

ーて訂 ③ ④ ④ ●… - ②

15.9加ミ羅13 .4 9.8 4.3 .3 . 0 7.9.4.3 3.0 0.3 0.3 0.9 0..9 13 .4 2.1 328
いていた ② ~で丁 ③ ③

常勤非常勤 .パー ト . 12.7 19 .711.3 7.0 9.9 5.6 5.6 7.0 7.0 ......1.4 ... 8.5 ,4.2 71
---@- ① ③ -㊨
16.3 20.212.5 8.7 2.9 1.9-8.7 3.8 1.9 1.0 1.0 1.0 ...16.3 3.8 104

臨時 .契約 ② (∋ ④ ②

登録型網 か け下実線 は総計 15.3宏1漂-9三14.611.7 2.2 2.9 9.5 3.6.0.7.-. -. 0.7 2.214.6 -. _137

② 一 百~③ _ ③

との差が 5ホoイント以上多い こと､下破線 は 5ホOイント以上少 ない 土とを示す
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5.資格について (QIO)

(1)資格の種類

-パー ト等や登録型では大半が ｢養成研修 2級｣-

【図表1-1-11】から持っている資格 (複数選択)をみると､｢ホームヘルパー養成研修｣に

ついては3級が3.8%､2級が72.4%､1級が15.6%となっている (重複を除 く)｡他には､｢介

護福祉士｣19.3%､｢教員｣10.1%､｢保育士 (保母 ･保父)｣6.2%､｢ケアマネージャー｣5.5

%などである｡

常勤ヘルパーの場合､｢2級｣は47.2%にとどまり､｢介護福祉士｣48.1%､｢1級｣36.8%､

｢ケアマネ｣14.2%など､上位資格の取得者が多い 【図表ト ト 12】｡他方､パー ト等ヘルパー

や登録型ヘルパーでは ｢2級｣のみの人が大半を占めている｡

勤務先別では､｢1級｣｢介護福祉士｣｢ケアマネ｣といった上位資格取得者が比較的多いの

は社協､社協以外の社会福祉法人､民法法人である｡

図表1-1-11 取得 している資格 (複数選択)(総計)

W此 N

A

特
に
資
格
は
持

っ
て

い
な
い

そ
の
他

保
健
婦

理
学
療
法
士

･
作
業

療
法
士

鋸
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師

社
会
福
祉
士

看
護
婦

･
士

宋
秦
士

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養

成
研
修

3
級

調
理
士

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

保
育
士
-
保
母

･
保

父教
員

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養

成
研
修

-
級

介
護
福
祉
士

ホ
ー
ム

ヘル
パ
ー
養

成
研
修
2
級

41



図表1-1-12 取得 している資格 (複数選択)(雇用形態別､勤務先別)

2へ 祉 1へ l ネ 3へ . 祉 ヅ 法 格
級ル 士 級ル 保 ジ 級ル 士 士 サ 士 は

パ パ 母 ヤ パ I . 拷
･l J . .] l ジ. 作 つ
養 ~養 .嘩 養 師 業 て

総計 72.419.315.610.1 6.2,5.5 4.0 3.8 2.3 1.7~0.5 .- -. -.10.7 2.5 1.0
① ② ③ _-⑤ ④

雇 常勤 ヘ ルパ ー嘱 託 ヘ ルパ ーパ ー ト等 ヘルパー登 録型 ヘ ルパー 47.2柵訂 湘 諸 8.5 9.9凍 認 2.8 0.5 1.4 2.8 0.9 .,. . - ..- 13 .7 0.5 -.

用 I--@'-町̀ ｢ 雷 ~て訂 ⑤ L

別勤 総 点 9.2 11.4 7.4 4.4 2.2 4.4~2.2 1.7 2.2 0.4 ... - . - . 10.0 3.5 -.

ー て訂 一L~④' ② ~. ⑤ ,~ ⑨

一 節 --⑤`ー… ~ .② ④ ③

社 会 福祉 法 人 一社 72.9蒙8;;:甘,19.710.8 8.4 7.9 2.0 1.5 3.0 1.5 .- -. - . - . 9.9 1.5 1.0
務 会 福祉協 議会以外 ① ③ ④ ⑤■

■先 社 会福祉 法 人 一社 61.5如誹壱字詫1工8 6.5-7.1 3.6相識∴3.6 0..6 0.6 .-. . . . - . 12.4 -1.8 0.6

別※ 会福 祉協 議会 ‥-0-~て訂 -1訂 ~て訂 ④

医療法 人民法法 人 -社団 . :.抑妻;:;…39.7 9.7 6.5 3.2 -. 6.5 .- -. 3.2 -. .- - . - . 3 .2 -. -.
I-冒 --②‥--② ④ ④
67.423.3~老音詩 4.7 7.07.04.7 .- 2.3 -. ... -. - . - . ll.6 4.7 4.7

財 団 ---0-- ② ~て訂 ~----- ⑤ ⑤ ④
営利法 人 -株式会 74.617.4 8.7 5.8 5.1 2.26.5 -. -. 1.4 1.4 -. - . . - _13.8 1.4 1.4
社 な ど ① ② 一‥④ ⑤ ③
非 営利法 人-NP 離-膏.8.2 7.4雄藩 3.3 4.1 2.5 1.6 0.8 4.9.0.8 .- - . - . 9.8 3.3 .-
○法 人 ーで7--④●…⑤ ~て訂 ③

生協市町村 な どめ自治体 :.82重油 4.312.9 8.610.0 1.4 7.l l.4 4.3 1.4 .- -. - . .. . 4｣3 2.9 -.

T野 ~…■ ② ④ ③ ⑤

-5-7.6;-216)4塁等 室等 7.1純 音輔 茸迦逢 ... ... ... - .- - 型巻 '''-

その他か け下実線 は総計 62.117.217.2 6.9 3.4三相惹B三 -. -. 3.4 .- -.L-. ... ._- 13.8;招i:i8 -.

~~-0- ~② ② 一首 ④~仙

との差が 5ホoイント以上多い こと､下破線は 5ホoイント以上少ないことを示す

(2)ホームヘルパー養成研修資格の取得時期

-パー ト等 ･登録型では3人に 1人が ｢2000年｣に取得-

｢ホームヘルパー養成研修｣1-3級を持 っている人に取得時期をたずねたところ､｢2000

年｣(32.2%)と ｢1999年｣(18.7%)で半数を占め､｢1998年｣が15.8%､｢1997年｣が10.0%､

｢1996年以前｣が21.4%となっている 【図表トト 13】｡

雇用形態別にみると､パー ト等ヘルパーや登録型ヘルパーでは最近資格を取得 した人が多

い｡すなわち､｢2000年｣は常勤ヘルパーで27.9%なのに対 し､パー ト等ヘルパーおよび登録

型ヘルパーでは34-5%を占める｡他方､｢1996年以前｣ は常勤ベルパーの3割 に対 し､パー

ト等ヘルパーでは1割強､登録型ヘルパーでも2割にとどまっている｡なお､嘱託ヘルパーで

は ｢1996年以前｣が半数近 くを占めている｡

勤務先別では､介護保険導入年の ｢2000年｣に資格取得者が多いのは､営利法人 (53.0%)

や生協 (44.1%)で､医療法人 (38.7%)と非営利法人 (35.8%)がそれらに次いで多い｡
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図表日-13 資格の取得時期 (｢ホームヘルパー養成研修｣1-3級のいずれかを持って
いる方)(雇用形態別､勤務先別)
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(3)取得したい資格

-2
級保持者では介護福祉士
､
ケアマネ､1
級
-

取得したい資格としては､｢介護福祉士｣(38.9%)と ｢ケアマネ｣(37.9%)をあげる人が

多 く､以下､｢1級｣20.6%､｢社会福祉士｣13.9%､｢理学療法士 ･作業療法士｣10.5%､｢栄

養士｣10.4%､｢調理師｣9.6%などとなっている 【図表1-日4】0

【図表ト ト15】から雇用形態にみると､常勤ヘルパーでは ｢ケアマネ｣(42.9%)や ｢介護

福祉士｣(35.8%)が多く､パート等ヘルパーや登録型ヘルパーでは ｢介護福祉士｣(44-39

%)､ ｢ケアマネ｣(36%)､｢1級｣(23-26%)となっている

現在持っている資格別にみると､以下の通りである｡
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図表1-1-14 取得 したい資格 (3つ以内選択) (総計)
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3級 :｢2級｣34.4%､｢1級｣28.1%､｢介護福祉士｣18.8%

2級 :｢介護福祉士｣45.2%､｢ケアマネ｣39.1%､｢1級｣26.0%

1級 :｢ケアマネ｣41.2%､｢介護福祉士｣29.8%､｢社会福祉士｣26.7%

介護福祉士 :｢ケアマネ｣54.3%､｢社会福祉士｣22.2%

ケアマネ :｢社会福祉士｣32.6%
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図表ト1-15_取得 したい資格 .(3つ以内選択) (雇用形態別､取得 している資格別)

祉 . ネ 1へ 祉 法 . ツ ー2へ 3へ
士 ジ 級ル 士 士 士 サ 保 級ル 級ル

7 'i 塵 去 芸 'i_ 'i

総計 38.937.920.613.910.510.4 9.6 5.2 3.9 3.02.6 2.3 1.0 0.7 1.4 25.1 840

① @ ③ ④ ⑤

雇 常勤ヘルパー嘱託ヘルパーパー ト等ヘルパー登録型ヘルパー 35.8独 薄 11.818.414.2-~7.1 8.5 .8.5 3一8 4.7 0.9 3.8--. 1.4 0.922.2 212

用 ② ~て訂 ~~ー⑤ ③ ④
形 20.0吉5;経 lo.03.9…i:享8三10.010.010.010.0 -. ... .- .- -. -.耳桁825.0 20
態 "@-一百 ~--④ ~雷 ④ ④ ④ ④ ーて訂

刺取 43.736.2 23.112.2~11.812.2 7.4 2.6 6.1 2.6 1.3 1.3 0.9 ■0.4 1.7 23.6 229

① ② ③ ④ ④
38.835.8;26:::;.憑.ll.2 7.711.5 13.0 4.4 3.3 2.4 5..0 2.4 1.8 0.3 1.2 25.4 _338

① ② T雷 ⑤. ㊨

ホームヘルパー養 18.p812.5::2-a;::if: -.12.5 3.1号]::5:::;'BE 6.3 3.1莞g憲藩…3善言i誰 3.1 .- .- -_.2.8.1 32
得 成研修 3級 I--@-‥⑤'~雷 ⑤.----ー｢野 … 一 打
し ホームヘルパー養 癖 詫 39.1::BB..雄 12.0 8.411.5 9.7 5.1 3.8.3.0 1.6 2.l l..0 0.3 1.022.2 608
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か け下実線 は総計 との差 が 5ホ○イント以 上多 い こ と､ 下破線 は 5ホ○イント以上 少 ない こ とを示 す
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6.介護保険法施行前後における勤務先移動 (Q12)

一医療法人､営利法人､生協では5-4割が施行時の新規就業 ･転職者-

2000年4月の介護保険法施行前後の勤務先の移動については､｢施行と関係なく現在の事業所

に勤務｣が70.4%､｢施行をきっかけに現在の事業所に転職｣が9.2%､｢施行をきっかけに介護

の仕事に就いた｣が14.6% (注)となっている 【図表1-1-16】｡

新規就菓者はパート等ヘルパー (21.0%)や登録型ヘルパー (15.7%)で比較的多い｡

医療法人､営利法人､生協では5-4割が転職者および新規就業者で占められている｡

介護保険導入後に就労した人では新規就業が50.7%､転職が13.9%を占めている 【図表1-ト

17】｡うち､常勤ヘルパーでは新規就業が39.5%､転職が31.6%､パー ト等 ･登録型では新規

就業が54%､転職が10-7%となっている｡

【図表1-1-18】は､勤務先移動の有無別にホームヘルパー養成研修資格の取得時期をみたも

図表1-1-16 2000年 4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無

(雇用形態別､勤務先別)
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のである｡介護保険制度導入時に新規就業 した人の4人に3人は ｢2000年｣に資格を取得 して

いる｡制度導入前後に､事業者等がホームヘルパーの養成を進めたことがうかがえる｡

(荏)[仕事をはじめた時期 (Ql)]では ｢2000年 4月以降｣に就労 した人が24.9%を占めていた｡｢施行をきっ

かけに介護の仕事についた｣の比率がこれより低いのは､介護保険施行後日が経ってからホームヘルパー

の仕事についた人がいることなどによるものと思われる｡

要点 2:介護保険導入を機にホームヘルパーの仕事に就いた人たちは､以前からのヘルパー

とは異なる経歴や意識を持っている｡この層はパー ト等や登録型に多 く､以前に

｢パー ト･臨時｣で働いていた人が多数を占め､現在でもヘルパー以外の仕事を持っ

ている割合が高い｡また､就労時期が最近 (96年以降)の人は専業主婦からの新規

就業が少ない｡これらの変化は､パー トを中心とした女性の就労率上昇と･ホームヘ

ルパーの急速な増員を背景として､ホームヘルパー職が､ "福祉"早 "ボランティ

ア"といったイメージでとらえられる特別の仕事というより､他の職種と同列のも

のとして (非正規労働の)就労先の選択肢の一つになりつつあることを示している｡

とはいえ､｢社会福祉にかかわる仕事が したかった｣という入職動機は就労時期に

関わりなく多く (第 2章参照)､ホームヘルパーを他の仕事と全 く同一にとらえて

いる人は少ないと思われる｡他方､常勤ヘルパーについてみると､｢寮母｣や ｢付

添い看護｣からの転職組が多く､介護保険導入が福祉 ･看護系職種の職域拡大につ

ながったと言える｡

これらのことから､資格と技術 ･知識の蓄積を重視する専門職 (常勤)志向と､

子育て後の自由時間をプラスアルファ (介護技術 ･知識習得)を伴ったパー ト労働

に充てるというパー ト･登録型志向という2つの異なった志向性が､ホームヘルパー

職を担う人たちの間に存在 していると考えられる｡もちろん､こうしたキャリアや

志向性の違いは､雇用形態の差異と絡んで以前から存在 してはいた｡しかし､介護

保険導入によるヘルパーの量的拡大は､相対的に非正規ヘルパーのウエイ ト増加に

つながる一方､導入による "職の確立"への期待もあり､理想と現実のギャップ､

専門職志向とパー ト･登録型志向のギャップが一層広がったと言えるだろう｡
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図表1-日 7 2000年4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無

(就労時期別､2000年4月以降就労 .雇用形態別)

在施 在施 護施 N
の行 の行 の行 計
事 と 事 き-仕 き pA

･業開 業 つ 事 つ
所係 所か にか
にな にけ 就 け
動 く 転 に いに
務現 職現 た介

総計 70.4 9._2_14.6 5.8- 840

就労時 2000年 4月以降 23.413.9細 評 庸雄 209

I---■■ - ■■■■■■■■- ■■

1999年 1-月～2000 雅雄 7.8 9.3 4.7 129

期別00年4月以降 ■※ヽ 年 3月1998年

護持謙 8.6 1.1_-3.2 93- ■■l■

1997年 享細:.i:;3'7.5 .- 3.8 80●■- ll■

1996年 番粧.i.9.5 .- 1.1 95-

1991-1995年 ;'89';i::::4 6.7 -.3.9 J179- ■■

1990年以前 …9.老雄 7.9 -. -. 38■-

常勤 _2_3_._7_塾適 塾遷 5.3 38

非常勤 .パー ト .- 23.810.0…53…:;'S':ほ;::.5'= 80

1臨時 .契約登録型 ●一■■ー■ ■- ■■▲一■■■■一■▲■-_2A._1_ 7.2塾遷延蓬 .83

網かけ下実線 は絵計 との葦が 5ホoイント以上多いこ と

下破線は 5ホoイント以上少ない ことを示す
※網かけ下太 実線は総計 との差が 15ホ○イント以上多 い

図表1-1-18~資格の取得時期 (｢ホームヘルパー養成研修｣1- 3級のいずれかを持って

いる方)(2000年 4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無別)

2 1 1. l l N
0 -9 9 9 9 計
0 9 9 9 9 A

年 年 年 年 毎
以
前

計 32.2 18.7 15.8 10.0 21.4 1.9 771

※ 施行 と関係な く現 20.919.6 18.7 12.2 26.1 2.4 540

在 の事業所 に勤務施行 きっか けに現 ~ 35.310二320.610.323.5 -. 68

在 の事業所 に転職施行 きっかけに介 _in:iii:'.変18.8 2.6 1.7 -. 1.7 117
護 の仕事 に就 いた - ■■■■■■

か け下実線 は計 との差が 5ホoイント以 上多いこと､下破線 は 5
qIOイント以上少ない ことを示す
※網か け下太実線 は計との差が 15ホo イ ント以上多 い こと､下太破
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第 2章 ホームヘルパーの仕事意識

1.ホームヘルパーの就労動機 (Qll)

- ｢社会福祉にかかわる仕事が したかった｣と ｢介護の知識や技術が身につく｣-

ホームヘルパーの仕事に就いた理由をたずねた (17項目中 4つ以内選択)0【図表1-2-1】に

よると､｢社会福祉にかかわる仕事がしたかった｣(49.0%)と ｢介護の知識や技術が身につく｣

(47.5%)という理由が際立って多 く､以下､｢自分も将来利用するかも知れない｣(28.2%)､

｢資格 ･技能が生かせる｣(27.5%)､｢自分の都合のよい時間に働ける｣(24.3%)､｢家事や介護

の経験が生かせる｣(24.0%)､｢将来性のある仕事だと思 った｣(23.8%)など､多様な理由が

挙げられている｡

雇用形態別にみると､上位 2項目はいずれも高い比率を占めているが､｢社会福祉にかかわ

る仕事がしたかった｣は常勤ヘルパーで､｢介護の知識や技術が身につく｣はパート等ヘルパー

や登録型ヘルパーでより多 くなっている 【図表1-2-2】｡その他の項 目については､常勤ヘル

パーでは ｢将来性のある仕事だと思った｣や ｢生活のため｣が､パー ト等ヘルパーと登録型へ

図表1-2-1 ホームヘルパーの仕事についた理由 (4つ以内選択) (総計)
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図表1-2-2 ホームヘルパーの仕事についた琴由 (4つ以内選択)
(雇用形態別､就労時期別)

仕社 が介 る 自■せ資 時日 が家 だ将 た家 参地 生 る自 す自 た安 た就 か他 か友 そ N
事会 身護 か分 .る格 間分 生事 と来 め計 加域. 汚 宅 る由 .̀か定 職 つに つ達 .の
を福 にの もも . にの かや 思性 の し-の の の たな つL が たよ たや 他 A
し祉 つ知 知将 .技 働都 せ介 つの 足 た助 た 近 め時 たた し い 仲
たに.く織 れ来 能 け合 る護 たあ し いけ め く 間 仕 や 仕 間
か関 や な利 が るの の ■る に 合 で を 事 す 事 が
つわ ~技 い用 生 よ 経 仕 す い 働 清 が か が 欲
たる 術 す か .い 験 事 る に け 用 し っ な し

絵計 49.0 4 7.528.22 7.52 4.3 24.023.820.820.217.0 12.4 1 1 .9 5.0 4.8 3.0 1.4 5.6 1.5
-① _② ③ ⑥ ⑤

雇 常勤ヘルパー嘱託.ヘルパーパー ト等ヘルパー登録型ヘルパー 騒音 43.416.527.8 5.221.2幸宏就蜜16.511.3寺'.奮:iiiS.:p6.1 3.3 9.9 5.2~4.7 0.5 8.5 0.5

用 1 ②~ー… ~ ⑤ ●… ~ ｢雷 3
形 ;'6吉;i:恐'35.010.025.015.020.0圭3-批8日B.O…:i'.825.010.015.010.0;:1'=航:.'卦 .- 5.0 -. 5.0 5.0
態 _一百 --②̀ '-'丁ー ⑤ ●ー---- ｢昏｢雷 .⑤ ~~‥ー● -
別 48.550.2.番揖玄29.726.222.723.120.124.014.413.112.2 3.5 4.4 1.3 1.7 4.4 0.4

② .① ~雷 ④ ⑤

② ① ④ ｢雷 ⑤ -

戟 2000年 1月以降1999年 1月～ 2000 50.745.923.4:.番.'6!i:甘19.621.526.3.17.212.019.1-9.6 9.6 3.8 7.2 2.9 1.0~5.7 1.9J
労 ■① ~③ 1⑤ ④
時 46.5封 調‥23.3 連投.9.!25.623.3.24.824.81■4.715.510. 1 12.4 3.9 3.1 3.9 -. 3.9 -2.3
期 年3月 ② ~て訂 W - ◎ ⑤ ⑤ ---‥

① ① ー雷 … -- ④ ⑤
48~.8砕汚 32.515.0…;措詩 27.526.317.520.011.3 7.5 若 芽誰 7.5 -. -. 1.3 7.5 -.

② ~て訂 ③ ~… ー ~雷 ⑤
49.549.532.614.718.917.922.124.2丑'gi:;.!吉13.7.16.811.6 5.3 2.1 4.2~2.1 5｣3 2..1

① ① ③ -… … ′一日-…- ⑤ 一軒
48.645.330.215.127.928.521.220.1老翫轟17.9餌…羅 12.8 6..1 J5.0 2.2 2.2 6.7 .1.1

① ② ③ … 一一 ⑤ ④

50.028.921.113.210.5-23.7:.ヨ≡吏:誰 窒8'=i譜 …28…i:.;令:B,A:_i:慾 7.9 5.3…‡批';5 7.9 -. 2.6 5.3 -.① ‥④●~…~ --日日 -… ■~~雷∵ ｢野~雷 ~ ~----ー

の差が 5ホ○イント以上多い こと､下破線は 5ホ○イント以上少ないことを示 す

ルパーでは ｢自分 も将来利用するかも知れない｣がそれぞれ多くあげられており､登録型ヘル

パーでは ｢自分の都合のよい時間に働ける｣や ｢自由な時間を活用するため｣も多い｡

就労時期別の特徴としては､｢資格 ･技能が生かせる｣という理由が介護保険制度導入前後

に就労 した層で多いことがあげられる｡事業者の養成講座等でホームヘルパー養成研修を受け

て資格を取得 した人が､そのまま就労するケースなどが想定される｡他には､｢地域の助け合

いに参加 したい｣が1996年以前に就労 した層で､｢生活のため｣が1990年以前就労の人で､そ

れぞれ多い点も特徴的である｡

2.現在の事業所の選択理由 (Q13)

-パー ト等 ･登録型で多い ｢地域密着のサービス提供｣と ｢訪問世帯が近い｣-

現在の事業所 (事務所)を選んだ理由 (10項目中2つ以内選択)で最 も多いのは ｢ホームヘ

ルパーの仕事がしたかった｣(50.1%)で､以下､比率はかなり下がるが､｢地域密着のサービ

スを提供 していた｣(27.3%)､｢安定 した事業所と思った｣(25.0%)､｢将来性がある事業所 と

思った｣(12.4%)､｢訪問世帯が近い｣(ll.2%)などが続いている 【図表ト 2-3】｡ ｢時間給が高
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図表ト2-3 現在の事業所 (事務所)を選んだ理由
(2つ以内選択) (総計)
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く収入の増加が望める｣(3.5%)や ｢多くの利用者紹介で収入増が望める｣(0.6%)といった

収入面の条件を考慮 した事業所選択を行っている人は少ない｡

雇用形態別にみると､常勤ヘルパーでは ｢安定｣｢将来性｣が相対的に多い｡また､｢地域密

着のサービス提供｣や ｢訪問世帯が近い｣は登録型ヘルパーやパート等ヘルパーで多 くなって

いる 【図表ト2-4】0

介護保険制度導入以後に就労 した層に限ると､｢安定｣はパート等 ･登録型､｢将来性｣は常

勤と分かれている｡｢ヘルパーの仕事｣はパート等 (57.5%)で最も多 く､｢地域密着のサービ

ス提供｣｢訪問世帯が近い｣という理由は登録型で比較的多くあげられている0

勤務先別では､｢ヘルパーの仕事｣は民法法人､医療法人､社協以外の社会福祉法人､社協

で多く､｢地域密着｣は非営利法人 (53.3%)で飛び抜けて多い｡｢安定｣は民法法人 と社協で

多い｡
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図表ト2-4_現在の事業所 (事務所)を選んだ理由 (2つ以内選択)
(雇用形態別､_勤務先別)

仕ホ ス地 思安 所将 訪 験苔 でス の時 で多 そ N
事 Iを域 つ定 と来 問 が積 きキ 増間 収 く の
をム 提密 た し 思性 世■発 し るル 加給 人の 他 - A
Lへ 供着 た つが 帯 揮 た 職 . がが 増利
たル しの 事 たあ が で知 場 ア 望高 が 用
かパ てサ 業 る 近 き識 ヅ め く 望者

たの た ど と 業 経 が 入 る介

① @ ③ ④

雇 常勤ヘルパー嘱託ヘルパーパー一 十等ヘルパー登録型ヘルパー 49.121.728.3碑 薄 1.410.8才京子 2.4 0.--511.8.4.2

用 '① --③` ② ~て訂 ●-"-

形態 45.030.0漣批8 5.0 -■.25三番 10.0 5.0..- 10.0 -.-Ho- ③ ~雷 … ー~ ~雷

別勤 50.226.222.7 9.613.5 6.1 7.9 3.9 0.~417.5 2.2

① ② ③ .㊨
52.429.3-24.911.2ii.gIi:;.=:$ 8.0 4.4 4.1 0.912.1 3.0

① ② ③ ~雷

2000年 1月以降就 48.820.625.414.812.011.0 7.2 1.9 0.517.2 3.8
労計 ① ‥③● ② ④-

常勤非常勤 .パー ト . 47.4 15.815 .8iB'6.:i'8 .- 13.210.5 ... ...18.4 5.3
① ‥④'-‥④ ~ 雷 - ③

臨時 .契約 ~で7--④● ② 一同
登録型 42.224.127.716.9…畑亮 10.8 4.8 -. 1.214.5 4.8

‥-0- ③ ② -1訂

社会福祉法人 一社 帖詫_23-.627.111.810.8 4.9 9.9 5.4 .- 9.9 4.4.
務 会福祉協議会 以外 ~｢訂 ③ ② ④■
先 社会福祉法人 一社 朝 憲8.18.3‡坤三:.:i?:ll.214.2 7.1 6.5 4.7 0.611..2 1.8

刺.※と※少※ 会福祉協議会 1 ‥③● ④

医療法人民法法人 -社 団 . ::.附'.!膏 19.4 19.4 6.5-16.112.94妻.薄 雄 i:::.管 3.2 6.5--.
~でア‥②'---② --"- ㊨
;肝:I.:漣 18_.6淫は志壬5 2.311.6 7.011.6 .- -. 9.3 4 .7

財 団 L~ 甘 --③●-16 ----- ④ ④
営利法人 -株 式会 45.721.015.2丑告ヰ 8.0滴i:::::8:: 8.7 2.9 2.217.4 3.6
社 な ど ① --②‥"--一て訂 .■③
非営利法 人 -NP 32.0:53壬:i:::813.110.714.8 8.2 2.5 -. .- 2'0!:i:告 2.5
0法人 -."a-｢ 琶丁ー~‥ー ④ ー雷

生協市町村な どの 自治 37.130.024.317.1 7.112.9 7.1 2.9 .- 15.7 1.4

---0- ② ③ ④
42.921.4!5黙:.玉章7.1 7.1 -. ... 7.1 -. 7.1 7.1

体 ‥-@-_…③●｢町 .~ ~-@- ④ ④ 一~④●

その他か lLナ下実線は総計示す_か け下太 実線 は給い ことを示す数字は比率 の.順位 デ.4-655.撃 J-3-58 10.3 6..9 6.9 6.9 ... ...撃 ●‥

との差が 5ホ oイn 以上多い こと､下破線は 5ホ oイント以上少ないこ

計 との差が 15ホoイント以上多い こと､下太破線は 15ホoイい 以上

3.仕事への誇り (Q34)

-9割が<持っている>-

仕事への誇 りを ｢持っている｣人は65.5%と3人に2人を占め､｢だいたい持 っている｣

(24.8%)と合わせ､<持っている>が計9割に達する｡96年調査とほぼ同じ結果である 【図表

1-2-5】｡

雇用形態の違いにかかわらず､仕事への誇りを<持っている>はいずれも9割前後と高いが､
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函表1-2-5 仕事への誇り (雇用形態別､勤務先別)持 るだ. いあ 持 N +* 3* ■
つ い ま つ 2持 +拷
て た り て Ap つ 4つ
い い 持 い て て
る 持 . つ な い い

つ て .い る な
て い . い
い な 1 .

＼~

総i+(1996年)雇 常勤ヘルパー用 (1996年)形態 嘱託ヘルパー刺 (1996年)パート等ヘルパ(1996年)登録型ヘルパー(1996年)勤 社会福祉法人-務 会福祉協議会以先 社会福祉法人一別.会福祉協議会医療法人民法法人⊥社団 .財団営利法人-株式玉社など非営利法人-NP0法人生協市町村などの自治体その他 65.5 l蔓……………字享字…24.8三 … 壬等44 90.2 7.490.1 8.991.5 7.189.6 9.4100.0 0.089.5 8.991.7 4.891.6 7.289.1 9.889.8 9'.393.1 4.487.6 8.990.3 9.7

62.3 巨 1●0告:.;i.;27.8.=!.-._i:.=::..: 7与54

70.3 1●41●4I:三 言 i2 1. 2 那
63.6 巨 0●9

;:;‥;;㌫26.巨=;:≡:;‥ 7与87

75.0 銅

61.3 1p61●6≡;;;喜28.2誉:.::;: 7●
6~3.8 巨 :二 言 27.9 字 5_ら
61.7 1●21●2器差;29.9言 ;‥ 喜…:: 6

63.0 校 1●81●2字書…;:26.Oi嵩 …; 8●0
60L.5 0●9告享三29.3㌍…圭=' 亭主21

67.O E享童 与等05

59.8 …工写-6
･莞27.8i嵩…㌍

77.4 甘0●0蔓8

95.3 4.789.9 9.4-95.9 3.382.9 14.385.7 7.175.9 13.8

69..8
工 ;:'嵩 ii;…2 5 . ll泊0●0

68.1 重言 ㌍ ;享;2 1 .7……妻;享‡鼎:97
69.7 J

;……窯宇…;喜26. l追I重畠
55~｡7 巨 .艮喜;三至言;;≡: 鍋

64.3 巨 邪f字 2 1 .4芋 窪 壬

58.6 13.8810.3

より程度の強い ｢持っている｣の比率でみると常勤ヘルパー (70.3%)がパー ト等ヘルパーや

登録型ヘルパー (64-3%)をやや上回っている｡

勤務先別でも同様に仕事への誇りは全般に高いが､｢持っている｣の比率が相対的に低いの

は生協 (55.7%)や社協 (59.8%)で､反対に高いのは医療法人 (77.4%)である｡

[取得 している資格]別にみると､仕事への誇りを<持lLている>はいずれも9割前後で変

わらないが､｢持っている｣の比率は無資格 (76.2%)や調理師 (73.5%)､それに介護福祉士 ･
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図表ト2-6 仕事への誇り

(取得 している資格別､ホームヘルパーの仕事にらいた理由別)

持.るた いあ 持 N +*3*
つ ~い ま つ 計 2持 +持
て た .り て A つ 4つ
い い 持 い て て
る 持 つ な い い

つ て い る な
て い ･ い
い な 1 .

計 65.52 4.8 6.0 1.4 .2.4 840 90.2 7.4

取 ホームヘルパ ー養 62i525.0 9.4 3.1 .- 32 87.5渡薄

得してい 成研修 3級ホームヘルパー養成研修 2級ホームヘルパー養 69.518.3 6.1 2.3 3.8 131 87.8 8.4

る資 成研修 1級介 護福祉士 宰軽や19.1 6.8 1.2 1.9 162 90.1 8..0

格別ホ-Iムヘル- ■■■■l■l■ll■- ----●

調理.士 丑誅i:..憑.17.6 8.8 -.-. 34-一一■･.一一･.● 91.2 8.8

保育士 -保母 .■保父ケアマネジャー 57.7鮮諸 9.6 ...1.9 52 88.5 9.669.619.6 8.7 .- 2.2 46 89.1 8.7

教員 58.8三錐薄 8.2 -. 1.2 85 90.6 8.2

その他 . 68.921.1 5.6 2.2 2.2 -90 90.0 7.8

特 に資格 は持 って 学事詫 19.0 .- ...4.8 21 ●●●
いない - -一■■一■-■

生活のため 61.527.3 7.0 2.1 2.1 143 88.8 9.1

家計 の足 しにす るため社会福祉 に関わ る 60.626.310.3 1.l l.7 175 86.911.4;T:…立憲韮;23.8 2.9 0.7 1.5 412-▲■■▲▲■ー■▲一 94.9 3.6
パ - つゝ -

64.5 24.2 7 .4 0.9 3.0 231 88.7ー8.2

63.726.6 5.5 2.0 2.3 399 90.2 7.5

64.026.0 6.5 1.5 2.0 200 9~0.0 8.0

66.723.8 9.5 .- -. 42 90.5 9.5

45.013.7::i:忠lo.0 5.0 2.5. 40 82.5…立志重油--一■--■■一■一山■■■一一 I-----■一■■▲l■■■一l■-I

69.223.6 3.0 2.5 1.7 237 92.8 5.5

か ~つた家事や介 護 の経験が生かせ る自分 の都合 の よい時間に働 ける自宅の近 くで働 ける自由な時間を活用す るためその他か け下 実線 は計 とない ことを示 すか け下太実線 は計 --■■一■一■■■■■■-■ll■■■■- ■■■ 4------

69.822.3 5.9 1.0 1.0 202 92.1 6.9

61.328.4 6.4 1.5 2.5 204 89.7 7.8

68.321.2 8.7 1.0 1._0 104 89.4 9.6

66.026.0.-5.0 2.0 1.0 100 92.0 7.0

68.117.0 6.4 2.1 6.4 47 85.1 8.5

の差が 5ホoイント以上多い~こと､下破線 は 5ホ○イント以

との差が 15ホOイント以上多いこ と､下太破線は 15
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ケアマネ ･1級 (71-70%)で高い 【図表1-2-6】0[ホームヘルパーの仕事についた理由]別

では､｢他によい仕事がなかった｣｢就職がLやすかった｣といった就職動機が便宜的な層では

仕事への誇 りが相対的に低い｡

【図表ト 2-7】から [事業所を選んだ理由]別にみると､｢知識や経験が発揮できる｣｢スキル ･

アップができる｣で ｢持っている｣比率が高い (約 8割)｡また､[利用者との関係]で うまく

いかないことが ｢ある｣層では ｢持っている｣がやや少ない｡以上から､資格､入職動機､利

用者との関係が仕事への誇 りに影響 していることが確認できる｡

図表1-2-7 仕事への誇り (現在の事業所を選んだ理由別､利用者との関係で
うまくいかないことの有無別)

_持 るだ いあ 持 N +*3*
つ い ま つ 計 2持 +持
て た .り て A う 4つ
い い 持 い て て
る 持 つ な い い

つ て い る な
て い ･ い
い な 1 .

計 65.524.8 6.0 1.4 2.4 84_0 90.2 7.4

現荏の ホームヘルパTの仕事をしたかつた蓄榛 した知識や経 67.9_24.5 4.3 1.2 2.1 421 92.4.5.5;88:;:書巻13.9 2.8 .- 2.8 72 -94.4 2..8

辛莱.験が発揮そ きるpスキル .ア ップが ■■■■一- 一一†-.瀬謹 15.6 3.1 -.1.6 64 喜85諸 3.1

所杏 で きる職場.時間給が高 く収入 - ■44.8:B=字i:ilg';10.3 3.4 3.4 29 .82.8漢字.;.:(革

選んだ理由刺 の増加が望める訪問世帯が近い --■-一■■■■■■■■■■一････.lll.lll.llllllllll■

62.828.7 5.3 2.l l.1 94 91.5 7.4

将来性がある事業所 と思.つた安定 した事業所 と思 った地域密 着 のサー ビ .63.526.0 6.7 1.9 1.9 104 89.4 8.7

61.426-.2 9.0 2.4 1.0 210 87.611.4

据 ::i..21.8 4.8 0.9 1.3 226 93.0 5.7

スを提 供 していたその他 58.628.4 6.9 0.9 5.2 116 87.1 7.8

>つ ある ･60.026.0■6.0 2.0 ■6.0 50 86.0 8.0

まくいかない

ときどきあ卑 63.325.5 7.9~1.8 1.5 33■0~ 88.8 9.7

あま りない 66二525.9_4.3 1p.1 2.3 _352 92.3 5.4

ない ;g:3…i=憑,21.1 4.4 -.1.1 90 94.4 4.4
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との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホ○イント以
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4.ホームヘルプサービス職の社会的評価 (Q33)

一高位資格取得者で多い<評価されていない>-

｢ホームヘルプサービス職は､社会的に正しく評価されていると思いますか｡｣という質問

に対 し､｢評価されている｣(2.4%)と ｢だいたい評価されている｣(23.7%)を合計 した<評

価されている>は26.1%で､4人に1人にとどまっている 【図表1-2-8】｡96年調査と大差ない結

果である｡

図表1-2-8 ホームヘルプサービス職の社会的評価 (雇用形態別､勤務先別)

評
価
さ
れ

て
い
る

だ
い
た
い
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い
る

あ
ま
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な

い
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な

い
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価

さ
れ
て
い
る
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+
2

*
評
価

さ
れ
て
い
な

い
･
3
+
4

総計

(1996年)

雇 常勤ヘルパー

用 (1996年)
形

態 嘱託ヘルパー

別 (1996年)

パー ト等ヘルパ

(1996年)

登録型ヘルパー

(1996年)

勤 社会福祉法人一
務 会福祉協議会以

先 社会福祉法人一
別 会福祉協議会

医療法人

民法法人一社Eg]
財団

営利法人一株式
社など

Rl･ 23･7 蓬田■㈲
::- 二

重工 二手･≡ 三∴22二言…

i=･‥ =it_二r:-I:･圭
･r:.ig.
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図表1-2-9 ホームヘルプサ-ビス職の社会的評価

(取得 してい季資格別､ホームへJVパーの仕事についた理由別)

評 てた いあ 評 N ･* い *
価 いい な ま 価 計 1評 .秤
さ るた い り さ A +価 ~3価
れ い 評 れ 2さ +さ
A-T 評 価 て れ 4れ
い 価 さ い て て
る さ れ な い い

れ せ い る な

計 2.423.751.22 0.1 2.6 840 26.171.3

敬 ホームヘルパー養 丁..放言-BB寺.萎 6.3 -. 32 雷寝台…68.8

2.326.351.318.3 1.8 608 28.66.9.6

3.110.-750.4.豹…i詩 4.6_ 1.31 13.7舶言

る餐 成研修 1級介護福祉 士 0.613.051.9念2:.羅 2.5.162 13.6番萎圭;:;8;

･格別示

調理士 -.如諦 38.2藩結審 -. 34■■■■- 一一一一一■■- ■ ■-29.470.6

保育士 -保母 .煤父ケアマネ ジャー -.19.253.825.0 .1.9 52 19.2雅雄2.210.9舶詫 19:6 2.2 46 13.0譲強諸----.●- ■■■

教員 ･- 21.255.322.4 1.2 85 21.2葦軍…謬

その他 3.3-17.847.8紬薄 2.2 9-0 21.1布津

特 に資格 は持 って 雄薄.…葦耳諸 47.6 4.8 4.8 21 呈連2妻;:昔52.4
いない I---● ■■l一■■■■■一l一■-■■●一■■■■

3.224.549.820..9 1.7 412 27.770.6

0.628.2_50.018.8 2.4. 170 28.868.8

3.025.150.219.0 2.6 231 28.169.3

･2.325.852.917.0 2.0 399 28.169.9

3｣523.5 52.018.5 2.5 200 27.070.5

2.4.23.847.6雑言 ... .42 26.273.8

由刺※上′※ た か った就職が しやすか つた自分 も将来利 用するか も知 れない他 によい仕事 がな

-.~17.5;57::i:憑22.5 2.5 4d 17.5蔓8牡.i;;令----●■■■■一■一一▲一一■ .ー_--_■ー■一■一■▲■一一■▲■

2.527.446.821.1 2.1 237 30.067.9

･..12.044.0剃…:i:iQ:4.~0 25 12.0:8;3=;i:恐

か つた家事や介護 の経験 I---■■-■lー■■一■■■■-■■畠.o謹洛昔 50.518.3 0.5 202 30..768.8

が生かせ る自分 の都合 の よい 2.023.0;5㌔嫌 15.7 2.0 204 25.073.0

時 間に働 ける自宅の近 くで働 ける自由な時 間を活用す るためその他か け下実線 は計 とのない ことを示 すか け下太 実線 は計 と ■▲▲■l■■■一一-▲

-..24.0…紳薄 14.4 1.0 104 2.4.0.75.0- -----

3.027.050.019.0 1.0 100 30.069▲0

･...21.338.3推去9日 ii寒薄 47-----I- -差が 5ホ○イント以上多い こと､下破線書 21.370.2.ま5ホoイント以

の差が 15ホoイント以上多い こと､下太破線 は 15
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<評価されている>と考える人は登録型ヘルパーで32.0%と相対的に多く､パート等ヘルパー

(28.8%)がそれに続き､常勤ヘルパー (17.5%)は嘱託ヘルパーとともに少なくなっている｡

勤務先別では､<評価されている>が少ないのは営利法人 (21.0%)や生協 (21.4%)であ

る｡

【図表1-2-9】は､[取得 している資格]別および [ホームヘルパーの仕事についた理由]別

にみたものである｡ケアマネージャー､介護福祉士､養成研修1級など高位資格取得者では<

評価されていない>と感 じている人が多い｡また､｢他によい仕事がなかった｣｢就職が Lやす

かった｣といった便宜的な動機で就職 した層では<評価されていない>が多い｡

図表1-2-10 ホームヘルプサービス職の社会的評価 (現在の事業所を選んだ理由別､利用者
との関係でうまくいかないことの有無別､この 1年間に利用者からセクハラ (ま
かいの行為)の有無別

評 て だ̀ いあ 評 -N ･* い *
価 いい な ま 価 計 1評 .秤
さ るた い り さ A +価.3価
れ い 評 れ .2さ +き
て 評 価 て れ■4れ
い 価 さ い て て
る. さ れ な い い

れ て い る な

計 2.423.7.51.220.1 2.6 g40 26.171.3

現荏の ホームヘルパーの仕事 を したか つた蓄積 した知識 や経 3.323.854.416.2 2.4 421 27.170.5-.27.845.823.6 2.8 72● 27.869.4

辛莱節杏 験 が発揮で きる-スキル .ア ップがで きる職場時間給 か 高 ぐ収入

3.120.351.6 2 3.4 1.6 64 23.475.0

3.417.2を'6%:謹 13.8 3.4 29 20..775.9

選ん の増加が望 め る訪 問世 帯が近 い 1.l翫i:津 48.914.9 1.1 94 :.亮5謙 63.8

だ理由別 将来性 が あ る事業所 と思 った安定 した事業所 と 1.0-2.4.050｣023.l l.9 104 25.0-73.11.922.449.0紡 謹 1.0 210 24.374.8

思 った地域密着 のサー ビス を提供 して いたその他

2.624.949.321.4 1.7 229 27.570.7

1.7 21_.6ー50.0.2 2 .4 4.3 116 23.3~72.4

うpあ る 2.014.046.0諾緒隷 6.0 50 16.0雅雄

まくいかない

あ ま りな い 2.625.951.717.0 2.8 352 28.468-.8

ない 5.6…糾;';誰 41.116.7 2.2 90 字種O惹857.8
辛 一一■一.▲■■■▲▲■一■▲●__-_ ■一一■■■■ー■■l一一一一一-一■---

セ 自分 自身が受 けた 2.814.746.8三組;謙 3.7 109 17.4-守畜薄

クノヽ ●■●■----一■■■-他 のヘルパーが受 ･1.512.150.8:.3'音詩;2.3 132 13.6息巻ミ詫

ラの けたその ような ことは 2.5変転851.814.4 2.3 521 ≒亮淀を66.2

有無 受 けた こ とはないわか らない - ---一■一■●2.318.6≒5巷詫 20.9 -. 43 2-0.9;.才駁;壬;
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[事業所を選んだ理由]別では､登録型ヘルパーやパート等ヘルパーが大半を占める ｢訪問

世帯が近い｣で<評価されている>が多い 【図表1-2-10】0[利用者との関係]でうまくいかな

いことが ｢ある｣層や､自分または他のヘルパーが [セクハラ]を ｢受けた｣層では<評価さ

れていない>が多い｡資格､入職動機､利用者との関係が社会的評価の認識に影響 している点

は [仕事への誇り]と同様だが､資格との関連については影響の仕方が異なる｡利用者の理解

不足や待遇 ･労働条件の低さなどから､高位資格者で仕事への誇りも高いことがかえって､受

けてしかるべき社会的評価を得られていないという意識につながっていると考えられる｡

5.ホームヘルパー職の就労継続意思 (Q35)

-<続けたい>が9割､パー ト等 ･登録型でより強い就労継続意思-

今後もホームヘルパーの仕事を続けたいと考えているかどうかをたずねたところ､｢続けた

いと思う｣が51.4%と半数強を占め､これに ｢できるだけ続けたい｣(37.6%)を加えると､ 9

割が<続けたい>と考えている 【図表ト2-11】0<続けたい>の比率は96年調査と変わらない

が､｢続けたいと思う｣の比率でみると減少 している｡

就労継続意思は､常勤ヘルパー (84.0%)よりパート等ヘルパーや登録型ヘルパー 01-2%)

でやや強い｡

勤務先別では､継続意思が相対的に弱いのは営利法人 (83.3%)で､反対に強いのは医療法

人や非営利法人 (94-97%)である｡ただし､｢続けたいと思う｣の比率でみると､高いのは

｢民法法人｣｢非営利法人｣｢営利法人｣(54-56%)である｡

｢続けたいと思う｣の比率を [取得している資格]別にみると､比較的高いのは無資格 (57.

1%)､2級 (53.8%)で､逆に低いのは弱いのは保育士 (36.5%)や3級 (37.5%)である 【図

表ト2-12】｡また､ケアマネージャー､介護福祉士､1級といった高位資格者では2級などに比

べて ｢続けたいと思う｣はやや少ない｡[ホームヘルパーの仕事についた理由]別では､｢他に

よい仕事がなかった｣や ｢就職がLやすかった｣では就労継続意思は他より低 くなっている｡

他方､｢家事や介護の経験が生かせる｣や ｢将来性のある仕事だと思った｣では ｢続けたいと

思う｣という回答が6割強と多い｡

【図表1-2-13】から [事業所を選んだ理由]別にみると､｢訪問世帯が近い｣｢ヘルパーの仕

事がしたかった｣｢知識や経験が発揮できる｣｢スキル ･アップができる｣では ｢続けたいと思

う｣が比較的多い (56-59%)｡反対に少ないのは ｢時間給が高 く収入の増加が望める｣(31.0

%)である｡また､｢続けたいと思う｣の比率は､[利用者との関係]でうまくいかないことが

｢ある｣層では4割と少なく､[セクハラ]を自分が ｢受けた｣層でも4割強にとどまっている｡

このように､資格､入職動機､利用者との関係が､ホームヘルパーの就労継続意思に影響を

与えていることがわかる｡資格との関連については､高位資格者の場合就労継続意思がやや弱

く､この点は [社会的評価]と同様のメカニズムが働いていると考えられ､理想や期待 と現実

とのギャップからやる気をそがれる人が少なくないことが推測できる0
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図表1-2-11 ホームヘルパー職の就労継続意思 _(勤務先別､雇用形態別)警 富書 芸誓 い警 : 喪 章
い うだ い続 い い く

善 旨 琵 曇 計 .芸
た と な

＼

総計(1996年)雇 常勤ヘルパー用 (1996年)･形態 嘱託ヘルパー別 (1996年)パート等ヘルパ(1996年)登琴型ヘルパー(1996年)勤 社会福祉法人-務 会福祉協議会以先 ~社会福祉法人一別 会福祉協議会医療法人民法法人-社団 .財団営利畠人-株式玉社など非営利法人-NP0法人生協市町村などの白.I_体その他 -51.4 ト ニ37. 6 幸 三 7●与等45 89.0 8.589..6 7.784.0 14.288.0 10,.685.0 15.086.3 ~9.790.8 6.192.8 5.792.0 6.590.7 4.990二6 6.9.~89.9 7.796.8 0.090.7 9.383.3 15.2~94.3 5.787..1 10.071.4 14.3812.8 6..9

0
66.9 332bI等.i..

45.8 仁 :.:,:.:..LL:.:.:.:.:.:.:.'L.:2●81●9圭 38. 2:三三 ll.3
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50.0 1………享…喜 0●0妻§

48.4. 巨 潤 萱4●079 ∴ :∴
●

丑 臣9号915270 …;…38.9≡;…

56.9 l1●5;‥;‥;‥;‥;‥;‥359;‥;…‥ 幸灘…白
54.1 1●21●5!十i;379 圭5I

90.7 -捕4●4

52.7 ; 6 0.2≒斬.
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2●42●448.5 三41.症 5●3
48..4 巨 I ;;葦細02

55.8p 0-0;;:;≡;;;34 7803●

54.3 l妻董享董 ::::::::.:.:.:.:t:.:.∴.::ニ1●41●4ii29.0辛; 13.8

55｣7 …居0●0
喜 封 8.5章…三重

47.1 陸 0.略 言享蔓蔓 8●6与等49
42.9 蔓草... 14.3.14.3

37.9 雅10.3

そこでさらに [社会的評価]別と [仕事への誇り]別にみたのが 【図表1-2-14】である｡就

労継続意思 (<続けたい>)は [社会的評価]で ｢評価されていない｣でも8割を超えている

が､[仕事への誇り]を<持っていない>ケースでは6割弱に下がる｡他者からの評価よりも自

己評価-誇りが就労継続を支えていると言えるのではないか｡
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図表ト2-12.ホームヘルパー職の就労継続意思

(取得 している資格別､ホームへルパ｣の仕事についた理由別)

疲 いで 思 あ い続 N * *
け と き わ ま け 計 続 続

た 思 る な り .た A け け

計 51.437.6 7.0 1.4 2.15 84.0 89.0 8.5

取 ホー ムヘ ルパ ⊥養 37.5軸謙 .- .--3.1 .32_-●■一一■■- ●●●

得し 成研 修 3級ホー ムヘ ルパ ー養 53.8 37.0 6.3 1..2 1.8 608 90.8 7.4

てい ･成研 修 2級ホー ムヘ ルパ ー養 -47.336.610.7 1.5 3.8 131 84.012.2

る資 成研 修 1級介 護 福祉 士 -45.138.911.1 3.l l..9 162 84.0雑言

格別ホ

調理 士 52..938.2 8.8 - .-. 34 91.2 8.8
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との差 が 15ホoイント以 上 多 い こ と､ 下太 破 線 は 15
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図表ト2-13 ホームヘルパー職の就労継続意思 (現在の事業所を選んだ理由別､利用者との
関係でうまくいかないことの有無別､この 1年間に利用者からセクハラ (まかい
の行為)の有無別
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図表ト2-14 ホームヘルパー職の就労継続意思

(ホームへ■ルプサ｢ビス職の社会的評価別､仕事への誇 り即)-.

続 いで 思あ い続 Nけ とき わ ま け 計た 思 る な り た A_い .うだ.い続 い-と け け と思 続 た 思 * *続 続 .け けた たい く計 ない

う け い わた . と な 計

計 ~ 51.437.6 7.0 1.4 2.5 840 89.0 8.5

礼 *評価 されてい る 蕃桁玄30.6~2.7 0.5 -. 219 …:.I:i::9-.6:::i;::'8三3.2

A . ･1+2あ ま り評価 されていない評価 されていない - ----II的秤価 49.5 41.9 6.p3 1.2..1J.2,430 91.4 7.441.4.39.6丑を藻 3.6 -. 16.9 81.1:.i:春雄

別仕辛へ ●■■■- ------■-

持 ってい る 盤選 等き:'_6.4.0■0.9 ~0.7 550- 雄結審 4.9

だいたい持 って いる*持 っていない .-3+4 22.1SEg.憲老 7.7-pO.5 10.5 208日.●■一一■■一･･･.■ 91.3 戸.2

の請り･X.4網か け下実線は計 との差が 5 ホoイ ン ト 以 上多いこと､ 下破線 は 5ホo イン ト 以
上少ない ことを示す
※網か け下太実線は計との差が 1 5 ホ oイント以上多 い こ と､下太破線 は 1 5

要点3:[仕事への誇り][社会的評価][就労継続意思]はいずれも資格､入職動機､利用者

との関係に影響を受けているが､資格については影響の受け方が異なる｡-第1章で述べ

た専門職志向とも重なる高位資格者では､理想や期待が大きい分､現実とのギャップに

苦しんでいると言えよう｡その最大のネックはやはり介護報酬の低さに起因する労働条

件の劣悪さだと言える｡また､利用者の理解不足や事業者の姿勢の問題を指摘する声も

少なくない (自由記入意見)0

就労継続意思 (<続けたい>)は､[社会的評価]よりも [仕事への誇 り]の影響を

強く受けており､仕事への誇りが就労継続を支える要素の丁つであると言えよう｡また､

それほど大きな違いではないが､常勤ヘルパーや高位資格取得者で就労継続意思が相対

的にやや弱い点は気にかかる｡この点もまた､上で述べたような専門職志向を持つ人が

かかえる困難さの表れと言えるだろう｡

介護保険導入で､ホームヘルパーがより "普通の仕事"に近づいたことは確かだが､

正規職としては現在の労働条件は個々人のやる気や誇りで支えなければ就労継続できな

いような水準であるのも事実であろう｡非正規職として考えた場合は､それなりの水準

ではあろうが､現在のように非正規ヘルパーの割合が圧倒的に多い中では､仕事の質

(技能､知識)が問題にならざるを得ない｡非正規ヘルパーのレベルアップを考えるな

ら､やはり介護報酬の問題に行き当たる｡自由記入意見七も､介護報酬が低すぎる､家

事援助中心型は単価が低すぎる､3区分を一本化すべき､という意見が数多く､介護保

険の充実や改善を考えるには避けて通れない問題である｡
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第 3章 一ホームヘルパーの仕事実態

1.事業所でのコーディネーター役割の有無 (014)

-ホームヘルパーの仕事経験ゼロでもコーディネーターに-

介護保険では､｢事業所の月間の延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増す ご

とに 1人以上｣､｢事業所の訪問介護員などの数が10人又はその端数を増すごとに1人以上｣の

サービス提供責任者をおくことになっているoその資格は､介護福祉士､ 1級課程の研修の修

了者､ 2級課程の研修の修了者で3年以上介護等の業務に従事 したもの (ただし､事業者 はで

きる限 り早 く1級課程の研修を修了させるか､介護福祉士の資格を取得させることとなってい

る)となっている｡サービス提供責任者は､訪問介護計画を作成 しなければならないo ここで

計

刺
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は､介護保険開始以前のことも聞いてい

るので､訪問介護計画をたてたりヘルパー

の調整役をする立場のホームヘルパーを

コーディネーターとして質問している｡

回答者の内､｢コーディネーターをやっ

ている｣21.0%､｢コーディネーターは

やっていない｣65.0%､｢コーディネー

ターは特 にいない｣7.7%であった 【図

表1-3-1】｡｢いない｣ というのは､訪問

介護計画を立てている担当者がいないか､

回答 したホームヘルパーは､訪問介護計

画に従 って仕事をしているという自覚が

ないということで､問題である｡

就労時期別にみると､介護保険が始まぅ

た2000年 4月以降ホームヘルパーの仕事

を始めたと回答 した人の13.4%､1996年

から2000年 3月に仕事を始めた人の19.4

%､1995年以前にホームヘルパーになっ

た人の32.7%がコーディネーターを して

いる｡

｢ホームヘルパーになってから訪問 し

ている利用者数｣を10人未満､10人か ら

30人未満､30人から50人未満､50人か ら

100人未満､100人以上でみると､｢コー

ディネーターをやっている｣という回答

者は､それぞれの回答者の10.2%､15.9

%､24.8%､28.3%､33.8%となっている｡

ホームヘルプサービスの経験者がより

多 くコーディネーターをしているものの､

経験ゼロや､訪問利用者 9人未満という

コーディネーターのもとで介護保険がス

ター トしたということである｡

雇用形態別では､常勤ヘルパーのうち

44.8%､嘱託ヘルパーのうち30.3%､パー

ト等ヘルパーのうち14.8%､登録型ヘル

パーのうち8.0%が ｢コーディネーター

をやっている｣と回答 している 【図表 ト

図表1-3-2 事業所 (事務所)におけるゴーデイネ-
夕-の役割の有無

をコ はコ はコ N

てイ てイ_いイ
いネ いネ なネ
る 暮 な 卜 い I

タ いタ タ
f rl l

総計 21.065.0 7.7 6.3 840

勤 ホーム■ヘルパー養 12.568.8 6.3縫 …蕃 32

成研廠 3級ホームヘルパー養 ■一■■■■-一ll■llll_-14.3才巻け 7.7 6.3 -608

成研修 2級ホームヘルパー養 凍航海46.67.6'5̀3 131

成研修 1級介護福祉士 一■■- 一■■-一-一■一…組妻i:;才47.59.3 2.5 162■■■■■■■■-■●■l一●一
社会福祉士 着船850.0-. -. 4- ----I
看護婦∴士 ;5‡;誰35.77.1 -. 14- IILJL

琴養士 滝絡i:頚 63.2■.- 10.5 19一■■一■■ー■-■■

調速士 ~23.5.52.9 5.9丑打啓 34

保育士-保母 .煤 普重油 50.0滴享漣 7.7 52

父ケアマネジャー ■■■■一- --■■一■●一■■-勝;≡:243.5 ~8.7 2.2 46一■■■■■■■l■■J一■I■●

教員 23.568.2 4-.7 3.5 85

その他 18.9軍艦輩三7.8 2.2 90

特に資格は持 って 細浦 52.4番垂妻沼 4.8 21
いない - ----+～

常勤ヘルパー 蓋盤蓋.igli6..9.9 4.7 212

社会福祉法人-~社 漣沓憲841.25.9 3.9 51

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人一社 ■■■■■l■一■■■■■一一一一姫ii満 45.0滴詫 5.0 40

刺勤 会福祉協議会営利法人-株式会社など 一■■■-■l■lll■ll■ll■一一■-I-●1-

…垂は;三:''241.56.2 3.1 65■■■■■-l■■■一一一一●■

嘱託ヘルパー 忍批;8.55.0;:1;-:Si;憑 ... 20■■一一一一l■■■■___-.■■ー■■▲■■■■▲

パー ト等ヘルパー 14.8L;結婚 7.4 3.9 229■■----一一■■一一llll■一■llーl■-

社会福祉法人一社 9.1才護持a=11.4 4.5 44

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人一社 ------20.7,62.1喜:1:.Ti蔓窒 -. 29

刺勤 会福祉協議会営利法人-株式会社など非営利法人-NP0法人生協 ･iL■一■■ー■▲▲一

._4.._0_避退 --. - p2年

23.264.3 7.1.5.4 56

i7.6才鶴を 5.9 2.9 34■-

登録型ヘルパー 8.0軍'蜂L'iS:7.1 .8.3 338

社会福祉法人一社 - 2.2朝憲S字7.5 9.7 93

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人一社 -一■-一一■■■■- I9.2-至椿油 4.610.3 87

刺･※ 会福祉協議会営利法人-株式会

6.8一審1:妻i:各 2.3.9.､1 4~4

社など非営利法人-NP

0法人生協かけ亨実線は絵計

12.0湖;:i:iOi12.0 -. 2~5

--一一-一一一一一■■■l■-iとの差が 5ホ○イント以上多いこと
､-下 は5本○イント以上少ないことを示
※網かけ下太実線は総計との差が 15ホ○イント以上多い.
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3-2】｡より安定 した雇用形態のホームヘルパーでコーディネーターをしている割合が高いこ

とがわかるが､登録ヘルパーでも1割弱の人がコーディネーターをしている｡サービス提供責

任者が別にいるとも考えられるが､コーディネーターの役割がはたせるものであろうか｡

2.訪問介護計画にしたがった訪問介護の有無 (015)

- ｢全て行っている｣は営利法人で低い-

勤務 している事業所が訪問介護を ｢全て訪問介護計画をベースに行っている｣のは67.9%､

｢ある程度行っている｣24.1%､｢あまり行っていない｣1.2%､｢ほとんど行っていない｣1.0%､

｢訪問介護計画をたてることはない｣1.8%となっている 【図表1-3-3】｡勤務先別にみると､

｢全て行っている｣の割合が低いのは営利法人で57.9%､回答者数は少ないが医療法人で82.6%

と ｢全て行っている｣割合が高い｡

雇用形態別では､常勤ヘルパーで ｢全て行っている｣割合が58.0% (とくに営利法人49.2%)

と低 く､回答者数は少ないが登録ヘルパーの非営利法人 (NPO法人)と生協で高い 【図表1-3-

4】｡

図表1-3-3 ホームヘルパーのコーディネーターによる訪問介護計画にしたがった
訪問介護実施の有無

全 るあpいあ なは■て訪 N +*3*
て る ま いと る間 計 2行 +行
行 程p り .ん こ介 A つ 4つ
つ 度 行 ど と護 て て
て 行 つ 行 は計 い い
い っ て つ な画 る な
る て い て _いを ･ い

い な い た 1 .

総計 67.924.l l.2 1.0 1.8.4. 0 72_2 92.0 2..2

勤顔先別 社会福祉法人-社会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会医療法人 66.524.9~1.2 1.2 1.7 4.6 173 91.3 2.3

71.220.9 0.7 ■0.7 2.9 3.6 139 92.l l.4

≡-82至議 13.0 ... 4.3 -..- 23 95.7.4.3■■■■■■■ー■■■一l一----.

民法法人-社団 . …相浦13.5 -. .-渦諸 .2.7 37 86.5 .-

財̀団営利法人-株式会 57.9蒙れ 轟 3.2 1.-6 0.8 7.1 126 87.3 4.8

社など非営利法人-NP0法人生嘩 -■■■---一■■■■■■-ll一ll

69.126.4 1.8 -.-.2.7 110 95.5 1.8

…指詫 21.9 .- .- .- -. 64 li抽諸 -.i- ■■■■- ■

農協-連合会を含 _-也市町村などめ自治 1堕遥 -. .- -..- .- 2 1溝時雄 -.禰 油 15.4 .- -. -. 13. 92.a ...

体その他
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との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホoイント以上が差の
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示

15ホoイント以上多いこと､下太破線は 15ホo
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図表1-3 -4 ホ ー ムヘルパーのj- デ イネ-夕｣による訪 問 介 護計画に したがつた
訪 問 介護実施の有無 p

全 るあ いあ なほ て訪p N +*-3*
て る ま いと る間 計 2行 ~十行
行 程 _り ん こ介 A つ 4つ
つ 度 行 ど と護 て て
て 行 つ 行 は計 い い
い つ .て つ な画 る な
る て い て いを ･ い

稔計 67.924.l l.2 1.0 1.8 4.0 722 92.0 2.2

勤顔先 コ⊥デイネ一夕- 63~.1:3'ai.I;::昏 1.l l.1 -.1.7 176■■一一l一一■一ll■ll一ll■lllllll 96.0 2.3

をやつているコーディネータ一･はやっていない
69.421.2 1.3 0.9 2.4 4.8 546 90.7 2.2

常勤ヘルパー 58.0丑丑…:…8 2.2:1.7 2.8 3.3- 181日___▲■■■■-■▲■▲■■l 90.1 3.9

社会福祉法人_｢社会福祉協議会以外社会福祉法人-■社 63.028.3 4i3 .- 2.2 2.2 46 91.3 4.364.5蕃壬行革 -.J3.2 ...... 31.96.8 3.2

刺勤 会福祉協議会営利法人-株式会 - ■■■

49.2鍋細 3.4~3.4 ... 5.1 59 88.1 6.8
社など JI---IJ-

嘱託ヘルパー 雅諸 1.7.6 -..- 5.9 .- 17 ■94.1 -.

パー ト等ヘルパー ?控…雑21..7 0.5 -.-.4.9 203 94-.6 0.5

社会福祉法人一社 67.621▲6 -.-..- ;壬;批名; 37 89｣2 -.

顔先 会福祉協議会以外社会福祉法人⊥社 ▲▲■▲■一■■■l■▲■甘草詫 12.5.4.2 ....- 4.2 24 91.7 4.2

刺勤顔先別※少※ 会福祉埼議会営利法人-株式会 - ----I

68▲020.0 ....- .- …丑2定卦 25■■■■■■■-I 88.0 -.

社など非営利法人-NP 63.3書芸行字 ... -.-.4.1 49 95.9 .-

0法人生協 童.2才宝達22.6 ......-.-. 31 1;.08:i'i8 ...■■■■■■■■■▲■■■■ i▲■■l■■■■■■■■■■~

登録型ヘルパー 71.719.9㌦1｣4 1.4 2.1 3.5 ,286 91.6 2.8

70.320.3. -..- 4i1 5.4 74 90.5 .-

69.21'5.4.5.1 -.2.6 7.7 39 84.6 5'.1

社など非営利法人-N.P

0法人生協かけ下実線は-総計いことを示すかけ下太実線は稔言 ■■llhL▲■■■■■■__■-_.

醜三三番18.2 - .......- 22.1梱誹.-

計との差が 15ホoイント以上多いこと､下太破線は 15ホo

訪問介護計画は､利用者個人個人のための介護計画であり､介護保険におけるホームヘルプ

サービスの要である｡検討すべきは ｢ある程度｣の内容である｡より実態にあった訪問介護 と

するために､一定の現場の判断を認めたり計画の変更を伴うという意味で､｢全て行っている｣

ではなくて ｢ある程度行っている｣なのか､_また､契約 した内容のホームヘルプサービスが実

施されているのかいないのかの検証が必要であろう｡
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3.訪問にあーたってのコーディネーターからの説明の有無 (016)

一説明する側､説明される側にギャップがある-

訪問にあたり､｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取り巻く環境｣｢高齢者及び家族の意向｣に

ついて説明を受けているかを聞いた｡コーディネーターには､説明をしているかどうかこたえ

てもらっている 【図表1-3-5､図表ト3-6､図表1-3-7､図表1-3-8】｡

｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取り巻く環境｣｢高齢者及び家族の意向｣の順に､｢十分受

けている (説明している)｣は､37.4%､28.5%､29.2%で､勤務先別にみると､それぞれにつ

いて ｢十分受けている (説明している)｣の割合が高いのは､医療法人と非営利法人 (NPO法

人)で､低いのは社会福祉協議会であった｡

｢十分受けている (説明している)十だいたい受けている (説明している)｣は､87.0%､80.

7%､78.1%で､3項目すべてについて非営利法人 (NPO法人) と生協で割合が高 くなってい

る｡｢あまり受けていない (説明していない)｣と ｢受けていない (説明していない)｣をあわ

図表ト3-5 訪問するにあたり､コーディネーター
からの説明の有無 A高齢者自身の状態

I･説十 るた いあ 明受 N
明分 .い .ま しけ` 計
し.受 説 た 説 り てて A

-いて し受 しけ なな
るい て け てて いい

る いて ない .
･ るい いな 説

総計 37.449.6 4.0 1.4 7.6､ 722

勤顔 社会福祉法人一社 30.6.軸組 5.2 0.6 8.7 173
会福祉協議会以外社会福祉法人一社 ------先 30.951.8 6.5 1.4 9.4. 139

刺 会福祉協議会医療法人 ち航海 30.4 4.3 -. 8.7 23■- l■■ll---■一

民法法人-社団.i財 団営利法人-株式会社 な ど非営利法人-NP 35_.148.6 -.運蓮 8.1. 37

p38.9 47.6 4.8 0.8 7.9 126

･5 8諸 42.7 2.7 ... 3.6 110

40.6 53.l l.6 .- 4.7 .64

農協一挙合金 を含也市町村な どの自治体その他 ∴.50.0■... ...塾適 2

i.5...4.塾 蓮 ~.- ...塑造 13

塑 造 等911 - 4.3 ._- 写3

雇用形 常勤 37.648.6_3.3 .1.1 9.4 181嘱託p 35.341.2ヨ甘藷 .∴ 5.9 17

一lゝヽ刺 非常勤 .パー ト .臨時 .契約登録型 p37.449.3 3.9 2.0 7.4 203
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図表1-3-6 高齢者を取り巻く環境

説十 るだ いあ p明受 N

し受 観た 説 り てて A
てけ 明い 明受 いい
いて し受 しけ なな1
るい てけ 七て いい

る いて ない .
･ るい いな 説′

総計 28.552.2 9.1 2.4 .7.8 ウ22

勤務先 社会福祉法人-社会福祉協議会以外社会福祉法人一社 23.752｣613.3 2.■3 8.1 17321.654.011.5 2.910.1 139

刺 会福祉協議会 .医療法人 塑 造 39.._4.4.3 ...-8,7 23

民法法人-社団 .財団営利法人-株式会社など非営利法人-Np- 27.056.8...- 薄 謝 8.1 37

29.450.810.3_-1.6 7.9. 126

;..38.i:::雀 . 52.7 5 .5 .0.9-4.5 110

0法人生協 一■■-■29.7 56.3 9.4. .- 4.7 64

農協-連合会を含也 '..50.0 ..- ...塾迎 2

市町村などの自治体その他 i_5:_4_53.8 7.71-..- 塑造 13塗 遥 47_.8 .... 4.3 -. 23

雇用形態 常勤 28..753.6 6.1 2.2 9.4 181嘱託 p29.447.1丑黙軽 - . 5.9 17

一thヽ刺 非常助 .パー ト.臨時 .契約登録型 29.149.810.8 2.5 7.9 203

5
示
が
い

が
を
差
な

差
と
の
少

の
こ
と
上

と
い
計
以

計
な
稔
卜

稔
少
は
付

は
上
線
06

線
以
実

5

実
卜
太

-

下
付
下
は

け
06
け
線

か

5
か
破

網
は
網
太

※
線
※
下

ホoイント以上多い こと､下破
す
15ホ○イント以上多 い こと､
ことを示す

-68-



図表ト3-7 高齢者及び家族の意向

し受 説た 説 り てて A
でけ 明い 明受 いい
いて し■受 しけ なな
るい てけ てて いい

る いて ない .
･ るい いな一 説

総計 29.248.911.1 3.0 7..8 722

勤 社会福祉法人一社 24.346.2凍れ'3 4.0 8｣1. 173

演先別 会福祉協議会以外-社会福祉法人-社会福祉協議会医療法人 ■-lll■llll■l■llll■l■■

19i451Jl墓室蓮 .2.910.1 139-

_奄批毒21.713.0 -.ー8.7 23- ■一■■■■■一■●
民法法人-社団 ' 21.6割措き享2.7字乾漆 8.1~ 37

財団営利法人-株式会一社など非営利法人-NP

3■2.550-.-0 7.9 1.6 7.9 126

繊細 46.4 8.2 0.9-4.5 110

0法人生協 31.3奉安完瀬 ■4.7 1.6 4.7 64- +----

農協-連合会を含也市町村などの自治休その他. -.50.0 -. .- i紺享;;8 .2

■■■■■■■一■■

15.4.46.2 7.7 7.73は謙 13一■■- ■■
≡抑;享.84T.8 ... 4.3 .∴ 23■■■■■-■■

雇 常勤 31.551.4 .6p.i.2.2 8.8 181

用形鶴

※網かけ下実線は総計との差.が5ホ○イント以上多いこと､下破
線は5ホ○イント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は稔計との差が 15ホ○イント以上多いこと､
下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示す

図表1-3-8 訪問するにあたり､コーディネーター
からの説明の有無 ((受けている ･説明してい

る)の比率)

高 ~環高 意 高誓 .境警 向 警 _ 平日 を 及1身 , 取 び-の り 家-状 巻 族態 く の 回答累計

稔計 87.080.778.1. 722 由5.8

勤 社会福祉法人一社 85.5176.370.5 173~~ 232.4

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人一社 82.7-7.5.570.5 ~139 -.228.8.

別 会福祉協議会医療法人 87.Op畜f:.紬 78.3 23■-lllllll■l■･.■l■l■ 252.2

~民法法人-社団 .財団営利法人-株式会社など非営利法人-NP 83._883-.881.1 37 248.6

86.5_80二282.5 126 249.2

~番を絹 朝雄 解消 110 269.1

0法人生協 ■- l■■■- ■■■-垂範轟舶 淵≡轍詫 64-■一一一一一一日-l■･.■■■■llllIII- 268.8

農協-連合会を含 .50.050.050.0 2 150.0.

76.969.261.5 13 207.7

整 逆 塑 造 塑 造 23 287.0

嘱託 76.57.6.5､70.6 17 写23..5

非常助 .パー ト.臨時 .実.約登録型 86.778.877.3 2-03 242.9
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せると､5.4%､ll.5%､14.1%である｡

1996年の前回調査でも､同じ項目で質問している｡｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取 り巻 く

環境｣｢高齢者及び家族の意向｣について､｢十分｣と ｢だいたい｣をあわせると､一般型ヘル

パー (登録ヘルパー以外)91.0%､80.3%､73.1%､登録型ヘルパー85.7%､76.0%､69.2%であっ

た｡前回調査とは回答者も異なっているので､単純な比較はできないが状況は改善 していると

推測できよう｡しかし､相変わらず直接サービスに関わる説明に比べて､高齢者の暮 らしをゆ

たかにする ｢高齢者を取 り巻 く環境｣や､サービス利用者との信頼関係づくりのための説明は

不十分である｡

【図表ト3-9､図表1-3-10､図表1-3-11､図表1-3-12】は､説明をするコーディネーターと説明

を受けるホームヘルパー (コーディネーターはやっていない)に分けて説明の状況をみたもの

である｡｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取り巻 く環境｣｢高齢者及び家族の意向｣の服に､｢十

分説明している｣コーディネーターは48.9%､38.1%､40.3%､｢十分説明を受けている｣ホー
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図表1-J3-9.訪問するにあた-リ､1::1-:デイ~ネ一夕- 図表1-3-10 高齢者を取り巻 く環境 1

からの説朋の有無 ~.A高齢者古身の状態

盲買r..冒-旨 写苧 賢さ; 言.買 君達 写苧 崇崇
_る いて ない . る いて ない .
･るい いな 説 ._るい いな 説

総計 37.449.6 4.0 1.4;7.6 722 総計 28.5 52.2 9.1 2.4 7..8 ウ22

コーデ ィネーターをやって.いる 墾 逮 -47.2 0.6 0.6 2.8J176 ㍍ 言需 言タ一 重蓮 56.8 ~1.7 0.6 2.8 176

雇用 常勤ヘルパー嘱託ヘルパー 墾遥 49.5 ｢- ~1.1 4.2 95~. 莞 常勤ヘルパー 遊過重麹 ∴t.-1- 1.~1 4.2 L95

一tゝヽ パー ト等ヘルパー Je▲ヽ刺 ≡練誰 薫椿油 - . - . - . 34 別_-パー ト等ヘルパー 藩駄書巻虹専一2.9 .- .... _34■■■■■■■■■■■■-l■■■- -----

登録型ヘルパー 塾遥 阜91_7. 3.7 -- _3.7 27 登錠型ヘルパー 遡違 51.9 3.7- 3.7 .27

就 2000年 4月以降1996年一～2000年 3 頚細浦 35.7 .I. -. 3..6. 28 -戟 2000年 4月以降 潅航速50.0 ... -. 3.6 28
労 - ‥ー~' 労 - ■■

期 月 期 月 - ■
刺 1995年以前 購 詫 50.7-.1.4 2.8 71 別 1995年以前 32.4紡 油 2.8 1.4 2.8 71■■■■一- I- -----

コーデ ィネーター ･33.750.4 5.l l.6 9.2 546 コーデ ィネーター .25.550.711.5 2.9 9.3 -546
はやっていない はやって.いない

豊警官錆 声讐望警告たき雪雲諾 川 以上多い こと､下破 這警舘 .T,声援望警駈 空曹誓詰 イント以 上多いこと､､ 下破

ムヘルパーは33.7%､25.6%､25.5%であった｡｢十分｣と ｢だいたい｣をあわせると､コーディ

ネータ96.0%､94.9%､92.0%､ホームヘルパー84.1%､76.2%､73.6%｡｢あまり受 けていない

(説明 していない)｣と ｢受けていない (説明していない)｣をあわせると､ コーディネーター

1.2%､2.3%､6.6%､ホームヘルパー6.7%､14.4%､16.9%と大きな差があることがわかる｡

回答者であるコーディネーターから回答者であるホームヘルパー (コーディネーター以外)

が説明を受けているわけではないので､正確に状況を捉えているとは言えないが､おおよその

傾向は推測できよう｡説明したっもりと､説明されていないと言 う認識をいかに具体的に埋め

るかが検討される必要がある｡

また､コーディネーターを就労時期別に見ると､回答者数は少ないが､介護保険が実施 され

た2000年 4月以降にコーディネーターになった回答者が ｢十分説明している｣という割合が高

い｡
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図表1-3-11 高齢者及び家族の意向 -

説十 る-だ いあ 明受 N
明分 .い .ま ~.しけ 計

てけ 明い.明.受 いい
いて し愛 しけ なな
るい てけ てて いい

る いて ない .
- るい いな 説

総計 29.248.911.1 3.0.7.-8 722

コーディネーター 朝寝蕃51.7 4.5 1.1 -2.3 176
をやつている ■■■■■一■■■一■--

義 常勤ヘルパー ･漆航海52.6 2.1 2.1-3.2 95

用形 嘱託ヘルパー 舶i::;巷16.7∴ - - .6

悲刺 - I-JILtパー ト等ヘルパー 湘…;雀撫渚~2.9 -. -. 34II- - I----

登録型へルパ~⊥ 33.344.4主ヨ娼憲::SE-.-.3.7 27■■■■一■-■一■■■

就 2000年 4月以降 凍云油 46.4 7.1 -. 3.6 2.8

労時期刺 ■■- ■1996年～2000年 3月1995年以前 塗過 53..2 3.9 1.3■2.6 7p7;秘書;藩 52.1 4.2 1.4 1.4 71-一一■一■■■■■

※網かけ下実線は総計との差が 5ホ○イント以上多い こと､ 下破
線は5ホ○イント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は絵計との差が 15ポイント以上多い こ と､
下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示す

図表1-3-12 訪問するにあたり､コーディネーター
からの琴明の有無 ((受けている ･説明してい
る)の比率)

総計 _87.080.778.1 722 245.8

コーデ ィネーター 轍油鋤ii漁船油 17'6J 283.b

をやつ_ているコーディネーターはやっていない - l■一-l■l一■■一■-ll■ll一･･.lllll.l■
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4.｢訪問前など日常的な打ち合わせ｣｢困難なケア事例などのカンファレンス｣への参加

(017)

一参加率が高いのは､NPO法人､生協､民法法人-

有給無給を問わずホームヘルパー間の ｢訪問前など日常的な打ち合わせ｣と ｢困難なケア事

例などのカンファレンス｣への参加状況をみると､｢双方とも参加 している｣49.6%､｢双方と

も参加 していない｣13.7%である 【図表1-3-13】｡また､｢訪問前なと日常的な打ち合わせに参

加｣ほ71.2%､｢困難なケア事例などのカンファレンスに参加｣は55.2%とそれぞれにみても低

くなっている｡

勤務先別では両者ともに参加率が高いのは､非営利法人 (NPO法､生協､民法法人)であり､

社会福祉協議会で低くなっている｡Q38(第 5章参照)では､これらの時間について､有給

(労働時間として扱う)か､労働時間として計算せず手当が支払われるか､無給かを聞いてい

る｡｢日常的うち合わせ｣は､それぞれ総計で31.1%､9.5%､46.7%であり､Nf,o法人は11.1%､

8.1%､70.7%､生協は8.9%､17.9%､60.7%である｡｢カンファレンス｣は､それぞれ総計で

33.2%､17.5%､36.2%で､NPO法人は12.6%､23.0%､55.2%､生協は19.6%､21.6%､45.1%

となっており､経済的保障のない中での参加であることがわかる｡
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図表1-3-13~.-有給無給を尚わずホ十ムヘル1Jヾ-間の ｢訪問前など日常的な打

ち合わせ｣と 千困難なケア事例などめ力ン77レ■ンス｣への参加状況

い双 せ日 参カ い双 N に*~に*
る.方 は常 加 ン な方 _計 参 日 参カ

と 参的 フ い.と A 加常 加 ン
も 加な ア も L..狗 .フ
参 打 レ 参 1な _.1ア
加 ち ン _加 +打 +レ
し 合 ス し 2合 3ン
て - わ ー は て . せ ス

A .務先 社会福祉法.A -社会福祉協議会以外社会福祉法人一社 47.821.7 7.-414.3 8.9 203 69.555.2･_3.4_._3_塾遥 4.7華乾き≒10.7 169 65.139._1

刺雇 会福祉協議会医療法人ノ

48.416._1 6.512.9滴詫 31 64.554.~8■■-

50.721.0 3.612.312.3 138 71.754.3

;紘;三浦 .15.6 5.7 6.6 6.6 122 莞劉三識∴;托;;…3

0法人竿協 - ■■■■■■■-l■____.■一■■■■lll■lllll■一l一.l- - - - . i- I-

農協-連合会を含也市町村などの自治体その他 50.0 .- ...避退 -... 2 50.050.0

28.6細:;藩 7.1蝕;凍 14.3 i4 57.135.7

31.024.1 3.4L:3才::享昏 3.4 29 55.234.5

常勤 名8…:;826.4 4.7 4.7 6.1 212 莞;:&番:;集喜陀壬:;守.

嘱託 蕃鋸825.0 .- 15.0 -. 20 ;≡;溜右;;;錬60.0

-

一也ヽ刺読 非常助 ..パー ト. ち5三;憑 1-7.5 5.7 12.7 8. 7 229 72.9…約三謙

臨時 .契約登録型 h▲■■■■■■▲■一 ー■■■▲■■39.122.5 6.8::i:gi.;:::811.8 338 ー61.545.9

9.人以下 40.123.4 4.218.613.8 167 63.544.3

10-29人 48.6_18.8 _-6.917.1 8.6 245 67.355.5

30-49人 草軒字11..9 8.311.010.1 109 -70.6;6g:;;…8- ■■ ----■

刺※以※ 50-99人 湾弥誰 23.4 4.8.9.0 4.1 145■■■■■■-■■･■■■ 薬毒云識重きBiB三強■■一一一.■■■■一一一■日.■ー■■■■■■一一■

との差が.5ホoイン卜以上多いこと､下破線は 5ホoイント

十との差が 15ホoイント以上多いこと､下太破線は 1

雇用形態別では常勤ヘルパーで高 く､登録ヘルパーで低い｡

また､コーディネーターをしているヘルパーの参加率がそれぞれ86.9%､76.1%であるのに

対 し､コーディネーターをしていないホームヘルパーは70.7%､52.7%とかなり低 くなってい

る 【図表1-3-14】0

このように､｢訪問前など日常的な打ち合わせ｣､そして ｢困難なケア事例などのカンファレ

ンス｣への参加率は低い｡事務所に顔を出さずにどのような方法でうち合わせをしているのだ
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図表ト3-14 有絶無給 を問わずホームヘルパー間の ｢訪問前 な ど日常的な打ち

合わせ｣ と ｢困簸なケア事例な 草のカ ンフ ァレンス｣への参加状況

･い双 せ 日 参カ い双 . N.- に* に*
る方 は常 加 ン な方 計 ･∴参 日 参カ

と 参的 フ いと A 加常 加 ン
-も 加な ア も ･的 .フ
参 打 レ 参 1な 1ア
加 ち ■ン 加 +打 +レ
し 合 ス し 2台 3ン

総計 49.621.pL5 5.613.7 9.5.-840 71.255.2

コーディネータ⊥ 譜托圭;…云14.84.0 4.5_4.5 176_ 妾舶鴻凋森羅
をやつている ■■■■■■l一lllllllllllll■-■一●一■■. ■■- ll■-■■■■■

雇用形 常勤ヘルパー 透通 16.■8 5..3｣_1_._1_- 95

態刺-.戟 ■■-■■l■l■■■■l-■-llll■■■■■■l

パ,- ト等ヘルパー 濫造 1_i l_7. 2.9~11.8._2_i? 34-

■■▲■■■■▲一■■■▲

2000年 4月以降 .-細浦 10.7- ,. 3.6 7.1 p28 薄さ転落瀬浦

労時 - ■■■■._---｡ -■■■■■■■■■■■■■■- I

1996年～2000年 3月1995年以前 至.7番詫15.6 5.2 6.5 2.6 77 適塾窒遊遥.

期刺※ ■■■一一■■-lー__I..

#転畜15｣5 4.2.2.8 5.6_ 71 学者掟を童輔詫- ■■■■■■-一一--. ■■■■■- l■l■l■-

コーディネーターはやっていないコーデ ィネータ.- 46.323.6 6.418.1 5.5 546 70.052.741.5丑2…:普.3.1 4.6…韮碁i:三臥 65 73̀844.6
は特にいない

網かけ下実線は総計.との差が 5ホoイント以上多いこと｣下破線は 5ホoイント
以上少ないことを示す

ろうか､そしてその方法でサービス利用者についての情報の共有ができるのだろうか等々､検

討課題が多い｡

5. ｢重要事項説明書｣の認知 (018)

-3分の 1のホームヘルパーが ｢重要事項説明書｣を知らない-

勤務 している事業者がサービス利用者にわたす ｢重要事項説明書｣をしっているかを聞いた

ところ､｢知っている｣39.5%､｢だいたい知っている｣23.5%､｢あまり知らない｣19.0%､｢知

らない｣13.9であった 【図表1-3-15】｡勤務先別に見ると､営利法人で 千知 っている｣割合が

やや高 く､医療法人 (回答者は少ない)でやや低い.雇用形態別では常勤ヘルパーで ｢知 って

いる｣割合が､登録ヘルパーで ｢知らない｣割合が高い｡

また､｢知っている｣｢知らない｣をコーディネーターをやっているかどうかでみると､｢やっ

- 73-



図表1-3-15 事業所 (事務所)pがサ-ビス利用者と_の契約時に使用している
[重要事項説明書]の周知度

知 るだ あ 知 N +*4*
つ い ま ら 計 2知 知
て た り な A つ ら
い い 知 い て な
る 知 ら い い

つ な る .
て い ･ 3

い 1 +63.0~33.057.636.5

-総計 39.523.519.0.13.9_ 4.0 840

勤 社会福祉法人一社 34.023.617.718.7 5.9 203

務先刺雇用形能 会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会医療法人

42.025.418.3111.2 3.OL. 169 ~67.5_29.6

25.8如…;藩…結諸16.1.3.2 31 54.8舶 …i…番_-,b---～

民法法人-社団 . 37.227.9若草宕草7.0 2.3 43 65.1■32.6

財団営利法人-株 式会 - ■----■■着船亜21.013.812.3 2.9 138 薄 塩較26.1

社など･非営利法人-Np0法人生協 ▲■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■l一一一■■-ー■l-----

41.822.121.311.5 3.3 122 63.932.8

35.7 25.7 18.618.6 1.4 7d 61.437.1

農協-.連合会を含也市吋村などの自治 壁適塾迎 -.-.-. 2 迎監査 ...42.9 7..121.4勤ま;凍 7.1 14日.■■● ■■■■■一一一■一一l■■･ 50-.0礎 油

体その他 _---■●-一一i■一一一■ー■■-凍恥辱17.220.710.3 6.9 29 62▲131.0

常勤 溝重美;7 15.1 J6.1 4.7 2.4 212. ;…;満昏:昔10.8■■-ll■ll■ll■l■ll■■■ー■l■l

嘱託 盤遥25.0 - 15.0 5.0 20 遥藍色i_5_._0_

Jtiヽ刺訪 非常勤 .パー ト. .27.1老9.;:深23.116.6 3.5 229 56.8;3航主音

臨時 .契約登録型 ---■ー-■■▲▲■■■■■■■一■ _-----■▲■■■■■■■■▲26.025.1::gBi詫 丑乾き ■4.4 338 51.2潅範妻速

9人以下 28.726.318.6牽き行革 4.2 167 55.1孝恥守

間刺 10-29人 32.224.5凄京葉~13.9 3..7 245 56.7葦毎春

用者数刺※以※ ■■■一■■■■-llllllllllll■ _-----■■■■■■■■■■l一■lーl■

30-49人 43.122.018.311.0 5.5 109 65.129.4

50-99人 連射呑22.115.211.7 2.1 145 幸手琉藩26.9-

100人以上かけ下実線は総計少ないことを示すかけ下太実線は稔 塗遥20.p411.39.2 2.8 142 幸雄諸 20.4との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホoイント計との差が 15ホoイント以上多いこと､下太破線は 1

ている｣で76.1%､5.1%であるのに対 し､｢やっていない｣29.3%､17.0%である 【図表1-3-16】0

契約の世界が当たり前の営利法人､実際の説明役であるコーディネーターが ｢重要事項説明

書｣についてより知っていることは当然であろう｡しかし､｢重要事項説明書｣には､営業日･

営業時間､キャンセル料などサービスを利用するにあたってかかる費用､苦情相談窓口などホー

ムヘルパーが働 く上で知っていなければならないことが多く書かれている｡｢重要事項説明書｣

について知 らなくても､その内容についてはホームヘルパー自身に説明がされているかも知れ
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図■表1-3-16 事業所 (事務所)がサ十ビス利用者との契約時に使用している
[重要事項説明書]の周知度

_知 るだ あ 知 .N ~■+*4*

い い 知 い て な
る 知 ら い い

つ な る .
て い ･ 3

~い 1 +
絵計 39.523 .5 19.013.9 4.~0 840 63.033.0

コーディネータ｢ i細詫 14.2 4.0 5.J1.0.6 176 零細定番 9.1
をや つている I- lL----

-雇用形 常勤ヘルパー ■.鑑 査_71ま..2_._1_--_i_.-_1_ - 95 退転蓋"3_.i嘱託ヘルパー 1…t紺定食 -, . - - . - . . 6 ●●●■■■-ll■llllll■■■l■l

態刺戟 ■l一■■-■■■一■■l

パート等ヘルパー 畿遥 2-3.5."8_._弓,__8_._8_-..- ~34 蓋遡遥､.i_7_.A
登録型へルパ∴ 33.33m::8 7.418.5J3.7 _27 莞苦批::#≡25.9-一一.一一一■■一■一■■■ー▲一一一一 ■■■■■■ー■■■▲■▲■■■■■■■■■■._____

2000年 4月以降 享瞭享;圭垂21.4 3.6 7.1 -. 28 亭翻意3…10.7■■■■■■■■一･日日■

1996年～2000年 3月1995年以前 遊遜1_阜1_3.__5_._写__5_._2_ 1.3 ウ7 & 1.0...4_献言11こ~31'2.84.2 ... .71- iii薄さ三瀬 7.b■■-■llll一l■lll■■■■■■■■■-一■-一■

コーディネータ｣ .29.3飾舗 謹維;老 17.0._0.9 .546. 57.9範詫

はや っていないコーディネータ.- --■-一l■■-■■■■- ■-llllllllllll■llllllllllllllllllllllllll■_護善言;;載13.821.5 1 5 .4 4.6 65 5̀8.536.9
は特にいない 一■■■■■■l▲■ ■ー _-■-_.

網かけ下実線は総計 との差が 5ホ○わト以上多いこと､下破線は-5ホoイント
以上少ないことを示す-
※網かけ下太実線は総計 との差が 15ホoイント以上多い､こと､下太破線は 1

ないが､サービス利用者との契約関係の中で理解 していることが必要である｡

6.ケアマネジャーがたてたケアプランの把握 (019)

-コーディネーター､常勤ヘルパーで把握度が高い-

｢ケアマネジャーが考えた介護の目標や内容とそれにもとづいて作成されたケアプランを把

握 しているか｣聞いたところ､｢把握 している｣30.1%､｢だいたい｣48.1%､｢あまり把握 して

いない｣ll.7%､｢把握 していない｣5.5%であり､約 8割のホームヘルパーが把握 していると

回答 している 【図表ト3-17】0

勤務先別では､｢あまり+把握 していない｣が医療法人 (回答者は少ない)で25.8% としてい

ない割合が高い｡雇用形態別では常勤ヘルパーで把握 している割合が38.2% と高い｡

また､｢把握 している｣のは､コーディネーターを ｢やっている｣42.6%､｢やっていない｣

27.3%｡｢把握 している+だいたい｣では､それぞれ89.8%､78.4%､｢あまり+把握していない｣
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図表1-3-17 ケ アマネ ジャーが作成 したケアプ ラ ンの把握度

握 るい い ま 握 計 十把 3把

て い 把 て し 4し
い 把 握 一~ い て て
る 握 し な い い

し て い る 1な
て い ･ い

稔計 30.148.111.7 5.5 4.6 -840 78.217.1

雇 常■勤 滴定畜 47.2 7.5 3.8 3.3 212 薄紅隼11.3

用形 ilo ■■■■■■■■■■■■一■■一----■一一嘱託 ･3~0.035.0を紳;毒針痔浦 ... .20 65.0:3志;三…8__日日 ■■■■■■■■■■

■態別※ ----Ol- 一■■■■■■■-l■l■網かけ下実線は総計 との差が 5ホoイント以上多 いとと､下破線は 5ホoイント
以上少ないことを示 す
※網かけ下太実線は総計 と-の差が 15ホoイント以上多いこと､~下太破線は 1

5ホoイント以上少ないこと.を示す図表1-3-18 ケアマネ ジャーが作成 したケアプ ラ ンの把握度

把 いた なあ 把 N. 1* .*
握 るtい いま 握 計 +把 3把

て い 把 て し 4し
い 把 . 握 い て て
･る 撞 し- な い い

し て い -る な
て い ･ い

総計 30.148.111.7 5-.5 4.6 840 78.217.1

コーデ ィネーター 聴講 47.2 5.7 0.6 4.0 176 幸舶…諸 6.3
をや つている ■■■■■■■■■-l■ - -----

雇用･形 常勤ヘルパー 盛遥 46.3__5_._8 1.1~2.1 95 幸射講 6.3- .----嘱託ヘルパー 各註…:;3 16.7 .- - .. -. 6 ;韮8批恐 -.l■■■■■■■･.■■

態別 I- TIttIパー -ト等ヘルパー 縦線 52.9__5_._9 - .- 34- . A __5_._9_
登録型ヘルパー 29.644.4 7.4 ...■;細;;iJ5 27 74.1 7.4■▲■■■■▲■■-.I

コーデ ィネーター 27.351.113.7 6.8 1.1 546 78.-420■.5
はや っていない
コーデ ィネーター 26.241.5凍寒;.雄 幸駁草 4.6 65 67.7::P::;:::1
は特 にいない

-※網かけ下実線は稔計 との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホoイント
-以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は総計 との差が 15ホoイント以上多いこと､下太破線は 1
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6.3%､20.5%､｢コーディネーターはいない｣という事業所のホームヘルパーの27.7%が ｢あま

り+把握 していない｣としている 【図表ト3-18】｡

コーディネーターは､訪問介護計画をたてたり､変更 したりする際にケアプランの変更を求

めることもあることから､ケアプランについて把握 しているのは当然であることを考えると､

まだ低い数値であり､とくに登録型ヘルパーのコーディネーターで ｢把握 している+だいたい｣

74･1%と低 くなっている｡コーディネーター以外のホームヘルパーも､サービス利用者の暮 ら

しの全体を把握 して､自分の関わる時間のサービスの効果をあげることができるのではないだ

ろうか｡

7.過去 1カ月間に実際行ったサービスの種類 (020)

- ｢話 し相手｣の減少､｢相談 ･助言｣はケアマネジャー､

｢医療行為｣の実施-

過去1カ月の問に行ったサービス内容 37項目について､｢身体介護中心型｣｢身体介護 と家

事援助の複合型｣｢家事援助中心型｣にわけて聞いた｡今回の調査では､｢服薬介助｣｢疾の吸

引｣｢床ずれの手当｣などの ｢医療行為｣､｢庭の草取りや水やり｣｢ペットの世話｣など､厚生

労働省の示 した家事援助には認められていないサービスも提示し､実状を明らかにすることを

目指 した 【図表ト3-19､図表ト3-20､国表1-3-21､図表1-3-22】0

｢身体介護中心型｣｢複合型｣｢家事援助中心型｣別にみると､行っているサービス内容がそ

れぞれのタイプに適合していることがわかる｡ただし､｢身体介護中心型｣ も家事サービスを

しており､｢家事援助中心､型｣も介護サービスをし､また､｢複合型｣はまさに介護サービスと

家事サービスをしており､両者がわかちがたいものであることを示している｡

総計でサービス内容をみると､｢身体介護中心型｣では身体介護68.3%､家事援助23.3%､相

談 ･助言45.6%で､｢医療行為｣についてみると ｢疾の吸引｣2.5%､｢床ずれの手当｣17.1%で

ある｡

｢身体介護中心型｣のサービス内容の実施についてみやと､勤務先別では社会福祉法人 (社

会福祉協議会以外)､雇用形態別では常勤ヘルパー､資格別では､より専門的な資格取得者､

そしてコーディネーターがこの1カ月間に多くの種類のサービス (とくに介護サービスと相談 ･

助言)を行っていることがわかる 【図表1-3-23】0

｢家事援助中心型｣では身体介護30.7%､家事援助81.4%､相談 ･助言67.0%｡厚生労働省が､

ホームヘルパーの仕事から除外した ｢庭の草取りや水やり｣15.1%､｢ペットの世話｣3.9%で

ある｡

｢家事援助中心型｣のサービス内容の実施についてみても､資格別の家事サービスの実施

(ホームヘルパー養成研修 3級が実施)以外については､｢身体介護中心型｣とはぼ同様のこと

がいえる｡【図表ト3-24】0

｢複合型｣では身体介護64.4%､家事援助62.4%､相談 ･助言60.6%となっており､ ｢疾の吸
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図表1-3-19 過去 1カ月に行った訪問サービス

_身体介護中心型
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図表1-3-20 過去 1カ月に行った訪問サービス 身体介護等
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図表ト3-21 過去 1カ月に行った訪問サービス 家事援助等
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図表1-3-22 過去 1カ月に行った訪問サービス 相談 ･助言

身体介護中心型の
利用者の場合
複合型の利用者の
場合
家事援助中心型の
利用者の場合
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引｣0.4%､｢床ずれの手当｣5.2%､｢庭の草取りや水やり｣7.5%､｢ペットの世話｣1.5%であ

る｡(図表は略)

1996年の調査でも訪問先で行っているサービスの種類について聞いているが､違いが目立っ

のは相談 ･助言サービスの部分である 【図表1-3-22】｡前回調査では､一般型ヘルパーの場合､

｢話 し相手｣93.0%､｢身の上｣60.6%､｢生活｣58.9%､｢介護の方法｣51.9野､｢福祉機器｣44.5

%､｢制度や政策｣40.1%であった｡登録型ヘルパーは､｢話し相手｣86.4%､｢身の上｣29.8%､

｢生活｣27.5%であった｡

それに比べると､今回の調査結果はかなり低いサービス実施割合となっている｡一方､低い

ながらも､｢生活｣｢介護の方法｣｢福祉機器｣｢制度や政策｣の相談 ･助言サービスはケアマネ

ジャーに集中しているという結果がよみとれる 【図表ト3-23､図表ト3-24】0

｢家事援助中心型｣は､他の2つの型に比べると､相対的に元気で､コミュニケーションの

とれる､,また意思表示の可能な高齢者と向きあう仕事である｡そのため､相談 ･助言サービス

を実施する割合や､｢本人の行う家事の手伝い｣などの割合が､他の2つの型よりも高い｡ こ

のことは､身体介助とは質の異なる知識と能力が求められることでもある｡介護報酬決定に関

しては､こうした実態が考慮されねばならない｡
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図表ト3-23 過去 1カ月に行った訪問サービス A身体介護中心型の利用者の場合 (複数選択)
(勤務先別､雇用形態別､取得している資格別､コーディネーターの役割の有無別) く分野計､身体介護等)

* ** い蔽 バ 起 洗 体 起 捗 L お. 食 衣 人 身 葦 通 へ服 就 疲 床 ･翻. 衣 の季 整佳 ゴ 薬 物生 り庭 ぺ 手本 拳 固 . 閑 話 生 .介 故住 談福 険介 祉介
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8.日頃行っているサービス内容と対比 しての現行の介護報酬への考え (021)

一 日頃行っているサービスの内容と対比 して介護報酬は低い-

日頃行っているサービスの内容と対比 して､現行の介護報酬をどのように考えているかを介

護サービスの種類毎 (｢身体介護中心､型｣｢家事援助中心型｣｢複合型｣)に聞いた｡その際訪問

介護の介護報酬 (30分以上 1時間未満の場合を1単位10円として計算)を参考資料として掲載

し､同時に､訪問介護費用は､ 1割が自己負担となることも記載 した｡

｢家事援助中心型｣｢複合型｣｢身体介護中心型｣の服に､｢低い｣ という回答割合が高い｡

｢高い+やや高い｣｢見合っている｣｢やや低い+低い｣の回答割合をみると､｢家事援助中心型｣

1.6%､15.3%､77.6%､｢複合型｣2.0%､22.2%､66.6%､｢身体介護中心型｣15.4%､42.0%､

33.2%である 【図表1-3-25】｡とくに ｢家事援助中心型｣では､約 6割が ｢低い｣ としている｡

｢家事援助中心型｣の介護報酬憧 ｢低い｣とするのは､勤務先別では民法法人と生協､雇用

形態別では常勤ヘルパー､そしてベテランヘルパーである｡資格別では､ホームヘルパー養成

研修 1級､介護福祉士､調理師､保育士､ケアマネジャー等であり､逆に､｢見合 っている｣

という回答はホームヘルパー養成研修 3級で (回答者数は少ない)32.1%と高い｡また､医療

法人が25.0%である 【図表1-3-26】0

｢複合型｣の介護報酬を ｢低い｣とするのは､勤務先別では民法法人､雇用形態別では常勤

ヘルパー､そしてベテランヘルパーである｡資格別では､ホームヘルパー養成研修 1級､介護

福祉士､調理師､ケアマネジャー等であり､逆に､｢見合っている｣ という回答はホームヘル

パー養成研修 3級 (回答者数は少な小)で33.3%と高い.また､医療法人が34.8%である 【図

表1-3-27】｡｢家事援助中心型｣と ｢複合型｣の評価はよく似ている｡

｢身体介護中心型｣の介護報酬を ｢高い｣とする割合が高いのは､勤務先別では民法法人 と

NPO法人､｢低い｣とするのは生協である.また､訪問利用者数の少Td:いホームヘルパー (節

人か)で ｢低い｣とする回答割合がやや高 くなっている 【図表1-3-28】0｢身体介護中心型｣の

介護報酬を ｢低い｣とする回答割合は､｢家事援助中心型｣｢複合型｣に比べては低いものの､

｢高い｣とする回答割合よりも高くなっていることに注目すべきであろう｡

コーディネーターを ｢やっている｣｢やっていない｣別では､｢家事援助中心型｣｢複合型｣

ともに､｢やっている｣ホームヘルパーで､介準報酬は ｢低い｣とする割合が高い｡｢やや低い

+低い｣でみて､それぞれ87.5%､73.0% (｢家事援助中心型)､73.0%､64.3% (｢複合型｣)で

ある｡訪問介護に対 しては利用者からの苦情も多く､とくに家事援助について多 くなっている

という｡コーディネーターであるヘルパーは常勤ヘルパーであり､ベテランヘルパーでもある

わけだが､同時に苦情を受ける立場におり､｢低さ｣を実感するチャンスが多いためで もあろ

うか｡
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図表1-3-25 日頃行っているサービス内容と対比した現行の介護報酬について

家事援助中心型

0.6

N=686

身体援助と家事援助の複合型

0.2

N=608

身体介護中心型

N= 579

ロ 高い 0.6

■ やや高い 1.0

や 見合っている 15.3

田 やや低い 18.8

□ 低い 58｡7

} わからない 1.6

キ N A 3.9

□ 高い 0.2

■ やや高い 1.8

キ 見合っている 22.2

日 やや低い 31.9

□ 低い 34.7

■ わからない 2.5

才 N A 6.7

□ 高い 3..6

■ やや高い 1Ⅰ.7

キ 見合っている 42.0

田 やや低い 18.1

□ 低い 15.0

1 わからない 3.5

や N A 6.0

ー 84-



図表1-3-26 家事援助中心型 図表1-3-27 身体介護と家事援助の複合型
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い ホームヘルパー養 1.8 6.-3護持幸浦 1.8 2.7 112 て 成研修2級
る 成研修 1級 ……̀ - い ホームヘルパー養 0.917.6#簸油 2.8 1.9 _108

蓋 介護福祉士 1.4-7!-6.塑造 ...1.4 145 量 成研修 1級 -介護福祉士 2.220.03相室忍 3.0 1.5 135
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ケアマネジャー ..._写ヱ_4.墾遥 -. -. 42 父 ヽ ●ヽヽ
教員 2.9 8.680.0 8.6 -. _10 ケアマネンヤー 2.417.1‥:23.:謹 7.3.-. 41----●■■■-

その他 I.415.175.3 4.114.1 73 教貞 1.724.165.5 6.9 1.7 58

特に資格は持って ...批 吏69.2 7.7 ... 13 その他 1.420.368.1 7.2 2.9 69

いない - ー---- 特に資格は持って -.18.263.6.雑iせ ..J.- llえ ー~'
い EEい※網かけ下実線は総計 との差が5ホ○イント以上多 いこと､下破

下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示すー ※網かけ下太実線は総計 との差が15ホ○イント以上多い_こと､下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示すー ※網かけ下太実線は総計 との差が15ホ○イント以上多い_こと､
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図表1-3-28 身体介護中心型

* * * * N
_高 見 低 わ 計

つ ら
て な
い い
る

統計 15.442.033.2 6.0 8.5 579

君先別雇用形態別戟労時柄別紡, 問,刺用義刺敬 13.641.434.9 5.9 4.1 169

13.2幽過.2}_._写 7.9 3.5 114

- 豊艶護28.6■9.5退塾蓮 21

民法法人-社団 .葦署慧三二誓0法人生協 幽 遠盛過 29.4-... - 34

19.241.4.34.3 4.0 1.~0 99

鮎過 払 _9.32.9 7.1 5.7 70

ll.6叩.之適量過 4.7~L... 43

農協-連合会を含也市町村な どの自治体その他 -. - 1越過 り. - 1

- 塑遜 33.3鎚遊 ._.. 9

敗退 抱 き..A..i -9.1姐過~ 11

常勤 18.845.991.4 4.3 1.6 185

塀托 . .且.}_幽過 ,2_6_.i...追越 15

詫語学姦'F ト軸 * 20.040.031.0 5.8 312 1559.540.537.0 8.5 4.5 200-----

2000年4月以降199.9年1月～2000年3月1998年～1998年1996年以前 ll.4 41.4-36.4 8.4 4.3 140

ll.4等隼11.幽適 6.8 6.8 88

15.741.132i4 7.8 3.2 185

畿過豊艶輩.2_5_._82.5 1.3 158

9人以下 __9_._4_朋一g.幽竣 lO.9越越 64

10-29~人 14.337.336.0.7.5 5.0 161

30-49人_ 12.8幽 ?6.O Z.3 .,. 86

50--99人 塾過 避退 .2.5_._弓 3.l l.6 128

100人以上 14.8幽 .23_..9-6.6J2.5 122

･得 成研修3級 一■●-lllll■■ ■■■■l-

し-て 意表造言蒜パー養 16.139.234.9 6.3 3.6 416

いる ホームヘルパー養成研修 1級 13.6塾逮 _Z_8_._写-4.5 1.8 110.
資 介護福祉士 16.7雛消‥28..5 2.l l.4 144

別 社会福祉士 遊遥 塵造 -.-... ... 3

看護婦 .士 - 10.040.0主繊細 -.;.1;批准 10■■■一■ーl-

栄養士 塾 遥41.7..8.._毒塗通 - 12

調理士 ll.1群雄 29.6.3.71.... 27■-l■lllll一ll■ll一l■ll■
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ケアマネジャー __7_.j_塾盗 _2_0_._室 5.1 ... 39

教員 15.4塾堕_2_3_._1_7.7 3.1 65

その他 15.2好雄24.2 4.5幸美持吏 66■■･■■■一 一一一一一 - i

特に資格は持っていない 墜透 写等ヱ_3.33..3塾迭 - 9

※網かけ下実線は総計 との差が5ホ○イント以上多い羊と､下破線は 5ホ○イント以上少ないことを示す
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9.利用者との関係でうまくいかないことの有無 (022)

-常勤ヘルパー､ベテランで ｢うまくいかないことがある｣割合が高い-

利用者との関係でうまくいかないことが ｢ある｣6.0%､｢ときどきある｣39.3%､｢あまりな

い｣41.9%､｢ない｣10.7%であり､｢ある+ときどきある｣45.2%､｢あまりない+ない｣52.6%

でみるとほぼ半々である｡雇用形態別では常勤ヘルパー､訪問利用者数別ではこれまでに訪問

した利用者数の多いヘルパー､コーディネーターを ｢やっている｣ヘルパーで､｢うまくいか

ないことがある｣割合が高い 【図表1-3-29】｡勤務先別では､｢あまりない+ない｣の割合が若

干高いのは､民法法人58.1%､NPO法人57.4%､低いめが営利法人47.8%である｡また､訪問

利用者数の少ないヘルパーで ｢うまくいかないことはない｣という割合が高 くな?ている｡

利用者との関係については1996年調査でも聞いている｡総計で ｢ある+ときどきある｣23.6

%､｢あまりない+ない｣72.8%､常勤ヘルパーで25.7%､70.6%､登録ヘルパーで19.5%､76.9

%であった｡今回調査では､｢ある+ときどきある｣の割合がかなり高 くなっていることがわ

かる｡対人サービスはサービス提供者とサービス利用者の共同作業でサービスの質が高まる｡

｢うまくいかないこと｣の内容や原因を解明し､解決の方法を探ることが重要である｡

図表1-3｢29_利用者との関係でうまくいかないことの有無

あ ◆と あ な N *~*
る き ま い 計 あ な

_ど り Aき■ なあ い つ る い● ●1. 3

る + +･2 .4

絵計 6.0.39.341.910.7 2.1 840 45.■252.6

雇 常勤 10.4頚就昔 33.5 7.5 1.9 .212 薄塩車41.0

用形態刺読 ■■■■■一一■■一l一一一■ー-■ー- I- -----

痕託 ･..童塾生45.0 ...... 20 :.?:::.;節:::浦 45.0

･3.637.045.ー911.5 2.1 338 40.557.4

9人以下 4｣828.1連取;令;韮;批准 0.6 167 32.9l:6載;;:圭5'

間刺用･者 l-_lI-.■■■■■■▲■■■■■▲■一一一■■■▲▲■■l■■▲■ _.----._i▲■■一一■ー■一■▲■

10-29人 4.937.644.111.0 2.4 245 42.455■,1

30-49人 -4.6L雀多妻i'濃43.1.2.8 2.8 109 喜昏‡;三誰 45.9

数刺※ ▲■■■■-■▲■■▲■ ■■▲■■L▲▲■■■-.■■_■ー___

50-99人 4.1軸詩 38.6 6.9 .- 145 諸範蕃45.5- ■■ ■l■■llll一ll■l一- lII----

100人以上 ;ヨ既定丑39.-438.0 9.2 -2. 1. 142 莞五択…:7.:47.2■▲■■■■lー■■■■■■■ ■■一■■-■■■■i■■▲■■■■■■■■---■ー-

コーディネーター 7.4蕃字招き34.7 9.l l.~1 176 主ii寺を詩≒43.8

をや つているコーディネーターはや っていな_いコーディネーター ■■■■■一■■■l■ー-ll----- ■一一■■一■i■■■■■■■ーl■lll-.I---

5.737.045.610.l l.6 546 42.755.7

6.240.036.9番妻行昏 -. 65 46.253.8
は特 にいない --II--■■■■■一■■■i■i-

網かけ下実線は総計 との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホoイント
以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は総計 との差が 15ホoイント以上多い こと､下太破線は 1
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10.利用者との関係がうまくいかない原因 (023)

一第 1位 ｢わがままなど利用者の性格｣64.7%､

第 2位 ｢ヘルパーの役割が理解されていない｣64.5%-

利用者との関係がうまくいかないことがあると回答 した380名に､その原因は何かを聞いて

みた (複数選択)｡選択肢には､大きく分けて ｢ホームヘルパー職｣のおかれている環境､利

用者理由､利用者とヘルパーの関係､ヘルパー理由､制度理由を用意 した 【図表1-3-30】｡た

だし､利用者理由 (たとえば ｢利用者の性格｣)が利用者の権利意識の高まりの反映であった

り､ヘルパーの力量不足というヘルパー理由と言うこともあり得るので､現場では具体的介護

事例に即 して多面的な検討が必要であることは言うまでもない｡

回答割合の多い順にみると､｢わがまま､気むずかしいなど利用者の性格に問題がある｣64.

7%､｢ホームヘルパーの役割が理解されていない｣64.5%､｢制度の制約から利用者のニーズに

応えられない点がある｣35.3%､｢家族が身勝手｣34.5%､｢措置と介護保険の制度の違いが理

解されていない｣26.6%､｢利用者の痴呆症や障害などで十分に意志疎通ができない｣26.6%､

｢利用者に被害妄想がある｣24.7%､｢利用者のニーズとケアプランに食い違いがある｣23.9%､

｢前任者の過剰サービスが当然とされている｣20.3%､｢前任者とのサービス提供に食い違いが

ある｣18.2%となっている｡

回答者数の少ないものを除くと､原因を比較的多数あげているのは､勤務先別では社会福祉

法人 (社会福祉協議会以外)､訪問利用者数別では ｢100人以上｣､ コーディネーターを ｢やっ

ている｣ヘルパーである｡NPO法人や訪問利用者数の少ないヘルパーで､それぞれの原因へ

の指摘がやや少なくなっている｡

利用者との原因がうまくいかないことを解決するには､研修や ミーティングなどホーム-ル

パー自身や職場の改善努力が必要なもの､医療など他職種とのネットワークで解決できるもの､

制度の改革や ｢職｣の確立など社会への働きかけが必要なもの (社会の側が準備すべきこと)

があることがわかる｡

ll.この 1年間の､利用者によるセクハラ行為 (024)

-3人に1人はセクハラ被害にあっている-

Q22で､利用者との関係がうまくいかないことがあるという回答のうち､その原因に ｢セク

-ラがあった｣をあげている人が10人に1人 (ll.3%)であった｡今回の調査では ｢この 1年

間に､利用者からのセク-ラ (性的な嫌がらせ)やセク-ラまがいの行為があったかどうか｣

を聞いており､｢自分自身が受けた｣13.0%､｢他のヘルパーが受けた｣15.7%､｢受けたことは

ない｣62.0%､｢わからない｣5.1%という回答である｡｢自分自身が受けた｣｢他のヘルパーが

受けた｣をあわせると3割弱と､約 3人に1人が経験 していることになる 【図表1-3-31】0

雇用形態別では常勤や嘱託､訪問利用者数別でみると ｢100人以上｣のベテランでは､本人
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自身のセク-ラ被害割合が高いと同時に､他のヘルパーが受けたことを知っている割合 も高 く

なっており､職場全体を把握 している立場からみると約 2人に1人がセクハラを経験 している

と回答 しているとみてよいであろう｡

ホームヘルパーの仕事場は利用者の自宅であり､ 1対 1で行われることも多 く､セク- ラ被

害については以前から指摘されていた｡セク-ラを受けた時はおおげさにせず､うまくかわせ

ばよいというア ドバイスや色気は意欲につながるという意見 も聞かれるが､セクシュアル- ラ

スメントは男女の役割を固定的にみたり､男女を対等な関係で見 られないために起こるもので

あり､不愉快で人権侵害である｡ホームヘルパーの役割の理解や､｢職｣の確立にも関わる事

柄であろう｡

図表1-3⊥30J利用者との関係がうまくいかなくなったケースの原因
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図表1-3-31 この 1年間に､利用者からセクハラ,(性的嫌.がら
せ)やセクハラまかいの行為を受けたこと

白 け他 受そ わ N
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-身 ル こう な
が パ とな い
受 ] はこ
け_ が な と
た 受.いは

総計 13.015.7 62.0 5.1 4.2 840

勤 社会福祉法人一社 16.719.75.3.7 4.9 4.9 203

務先別堤荏の勤顔~地別雇 会福祉協議会以外社会福祉法人 -社会福祉協議 会医療法人

15. 4 13.059.8 5.9 5.9 169

12JJ9護持諸 45.2.3.2 3.2 ､31- I----

民法法人一社由 . 11一.6‡紳詫 53.5 2.3 2.3 43

財団営利法人-株式会社な ど非営利法人-NP

14.51■4.560.9 6.5 3.6 -138

7.411.5字敷革 3.3_1.6 122t.■■■ー■l-

0法人生協 7.111.4孝幸詫 2.9 1.4. 70-■■■■■■

農協 -連合会を含也市町村な.どの自治体その他 ･- .-1塾過 -.... ZL

7.1-.64.3割::;誰 7｣1 14■■l■･.■■■■

3.4 3.47番.i-::9:'1:'.航:8 6.9 29

東京都特別区及び百万人以上の市人口30-100万人未満の市人口 10-30万人未満の市人口 10万人未満 16.114.759.2 4.1 6.0 218

ll.714.864.6 5.8 3.1 223

ll.516.562.8 6.4 2.8 218

9.915.5朝行毎1.4 4.2 71

の市町村 豹;圭i;…¢17.751.6 6.5 3.2 62▲■■■一■■■一■■■■

常勤 宝寵妾軒 :1番44.8 3.8 2.4 212

用形能 一i■一■■■■ー■■-l一一一■▲一一一■-■lI---喝託 避退20｣030.0鳩'志恐 5.0 20

Jthヽ別請 非常勤 .)-i- ト臨時 .契約登録型 12.2 16.6 6.4.2 3.5-3.5 2299人以下 3.6 6..0.7.:A:t.避 7.2 5.4 167

間刺 10-29人 ll.4 9.4錦…三::蕃 5.3 4̀1 245

用育 30-49人 13.8丑韮定'漣;60.6 3.7 0.9 109

数別●●●彩●●● ■▲▲■■■-■■▲■

50-99人 14.5丑告漣 52.4 6.9 2.8 145

1-0~0人以上コーディネーター -2壬3志宏之5'i':I..3'45.8 2.1 3.5 142一■▲■■■■■■一■▲■一■■一■■■-■IIIL415.3-台珪藻 51.1 5.1 2.3 176

をやつているコーディネーターはや っていない･網かけ下実線は総計 ■■■■l一■▲■■■一■lllllll一------12.3 12.166.7 5.5 3.5 546との差が 5ポイント以上多い~こと､下破

泉5ポイント以上少ないことを示す

･網かけ下太実線 は棒計 との差が 15~ポイント以上多いこ-と､
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12.困った時の相談体制 (025)

(1)相談体制の有無

利用者への対応や利用者との トラ

ブルなどで困ったときに相談相手が

あるのは､｢日常の相談体制｣88.2

%､｢緊急の相談体制｣84.2%､｢な

い｣のはそれぞれ5.1%､6.3%と克っ

ている 【国表1-3-32】｡社会福祉協

議会で ｢相談体制がある｣の割合が

やや低 くなっている (｢ない｣9.1%､

10.1%)01996年の前回調査でも､日

常の相談体制約 9割､緊急の相談体

制約8割であったので､状況はかわっ

ていないといえよう｡

ホームヘルパーが利用者への対応

に困ったときや利用者との トラブル

があったときの相談体制は､事業者

の責任できちんと整備されているの

が当然である｡また､ヘルパーに周

知されていなければ仕事の質の向上

ははかれなし.､.相談体制があるとい

う回答は100%に近い程望ましいこ

とはいうまでもない｡

(2)困ったときの相談先

一 日常の相談も緊急の相談もコー

ディネーター､ただし緊急時

は事務所の管理者も-

相談は誰にしているのだろうか｡

｢日常の相談｣先と ｢緊急の相談｣

先 は少 し異なっている 【図表ト3-

33､図表ト3-34】0｢日常の相談｣先

はコーディネーター61.9%､先輩の

ホームヘルパー42.6%､ケアマネジ

-やや弱い社会福祉協議会の相談体制-

図表ト3-32 利用者への対応や利用者とのトラブルなど
で困った時の相談体静Jの有無 ((ある)の比率)

勤 '■務先 社会福祉法人一社__会福祉協議会以外社会福祉法人一社 90.686.-7.203 177.381.178.1 169 L.159.2

月rlp堤衣の-勤顔地刺壷用 p形鶴 会福祉協議会医療法人

細諸83.9 31_■ー■■■■■■一■･■l■l■ 177.4.

民法法人-社団 . 三時諸 86.0 43 181.4

財団･営利法人⊥株式会社など非営利法人｢.NP0法人生協

87.785.5 138 173.2

･92.9釣重油 ~70■■■一■■■l■■一■一･一lll■ 182.9

農協-連合会を含也市町村などの自治 1堕連1生壁遥 2 200.078.685.7 14 164.3

体その他

東京都特別区及び百万人以上の市人口30-100.万人未満の市人口 10-30万人未満の市人口 10-万人未満 87.683,5 218 171.1.

87.986.1 .223 174.0

89.485.8 218 175.云

の市町村 …把意志85.5 62■■■■■■一■■■一 179.0

-常卑 -90.184.4 212 174.5

嘱託 . 90.0軸1.# 20■■■l■■- ■ 180.0

JbヽBfl.※ヽ 非常勤 .パー ト.臨時 .契約登録型 88.685.6 2~29-174.2

コーディネータ⊥ 92.68.9.:.:;昔 176 181.8

をやつているコーディネーターはやっていないコーディネーターは特にいない 一■■▲■■l一■l■-

89.084.6 546 173.6

86.286.2 65 172.3

網かけ下実一線は総計 との差が 5ホoイント以上多いこ
下破線 は 5ホ○イント以上少ない ことを示す

※網かけ下太実線は総計 との差が 1_5ホoイント以上多 い
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図表1-3-33 困った時の相談先 A 日常の相談体制

コ パ先 ケ 事 者市 -そ N 回答累計

l l輩 ア 務 .町 の 計
デ の マ 所 福村 他 A
イ ホ. ネ の 祉の
ネ l ジ 管 事福
l ム ヤ 理 _務祉

l ル 当

痕計 61.942.641.038.3 3.8 2.4 0.8 741 190.1
① ② ③

勤 社会福祉法人一社 64.1軸i.;.::昏42.423.9 2.7 3.3 0.5 18.4 187..019-3..4175.91■92.7190｣1191.7.2pO3.1200.■0209_.1150,.0

務 .会福祉協議 会 以外 ① ー雷 ③ -"--
先 社会福祉法人一社 53.345.3磯雄 37.2幸寮諸 .2.2 ... 137

刺現 会福祉協議会 ---O- ③ ~雷

医療法人民■法法人-社団 . …托売建:&むき20.734.5 -. .- ... 29
｢ 訂 --W '-"- ③

財団 ① i雷 --… ③
営利法人-株式会 50.436.4凍春it'::凄.蕃き謡2.5 0.8 0.8 121
社など ---@-_ー… 一̀｢雷 1
非営利法人-NP :.21謀 28.434.9≠蜂雄 1.8 4.6 .- 109
0法人 1 …--'~~一一③~て訂

① ､③ ~雷
･-1舶:.三瀬1…的寺8-..- -.-. ,2

也 l l
市町村などの自治体 さ托諸 実線:;蕃軸誘 9.1諸 藩 鴻訪 ... ll--llI-■■■ー■■■■■■■-■一■■■■■l■llーl■l■■■■■■1

その他 撃 1-きよ.4..i.9-感~34.6 3.8 ... ... 26②

の 人口30-10■0 56.139.343.9≠蜂:;凍 3.6 1.5 -. 196
勤 万人未満~の市 ‥W J② 一雷
顔 人口 10-30万 58.541.044.6､36.4 3.1 3.6 1.5 195
也 人未満の市 (丑 .③ ②

刺雇 人口 10_万人未満 51.743.3.讃緒言 鵜諸6.7 1.7 .- 60

の市 -"G)- ~でア｢訂

町村常勤嘱託非常勤 .パー ト. …宇窒憲連番5…曇.2三;妻は憲.丑20.7 5.2 3.4ー-. 58

-77g.｢雷】雷-_---I
52.ー442.4 :毒舌…議 .鶴喜i老 8.4 3.l l.0 191

用 -｢-0- 1.3
形 66.744.4雅 雄~33.3狙;誰 -. -. 18
態 ① ③ ー 雷 ~一丁--】

刺※1な※トと※ j紬.:ti..8軌ii老 3 2 .534｣0 3.0 1■.5 1.0 203

臨時 .契約 -~野 ~雷-"_… ③

登録型コーディネーター 63.135.637.633.2 1.0 2｣4pO.7 295

① ~~③● ② 一‥‥

58.335.0.:5番.:;;:a:52壬i:名 7.4 1..8 0.6 163
をやづている ① ~‥~' 3
コーディネーター -65.244.237.734.4 2.3 3.l l.0 -486
はやってい_ない ① ② _③
コーディネーター 46..4釜鼓:丑37.539._3 7.1 -.-. 56

ヤー41.0%､事務所の管理者38.3%の順であり､｢緊急の相談｣先はコーディネーター56.9%､

事務所の管理者48.5%､ケアマネジャー38.5%､先輩のホームヘルパー22.2%である｡

｢日常の相談｣先では､常勤ヘルパーや ｢コーディネーターをやっている｣ヘルパーで､事
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図表ト3-34~緊急の相談体制

コ 事 . ケ パ先 考市 そ . N 回答p累計

l 務 ア l輩 .町 の 計
デ 所 マ の 福村 他 A
イ の ネ ホ 祉 の

J ル 当

総計 56.948.538.522.2 5.1 2.5.2. 4 707 173.7
① .② ③

勤 ～社会福祉法人 一社 枇油36.939.223.9 4.5 2p.3 ~2.3 176 ･168.8172..0~173.120b.0175.4p179.0171.4200.0183.3140.7

務 会福祉協議会以外 一打ー~③' ②
先 社 会 福祉法人 一社 48.549.238.622.0 9..8 3.8 0..8. 132

刺堤在 ~会福祉協議会 …-@- ①~ ③

医療法人民法法人 -社 団 .財 団 …細萱i童垂38.526.926.9 ... 3.8J-. 26

｢百 日②'--｢③ ③
-5-1-ai4-畳等 撃 墾避8.1 -. 5.4. 87

~営利法人 -株式会 44.9■莞結語 39.0安蘇諸 3.4 3.4 5.1 118
社 な ど "-@- '1 ③ -
非営利法人 -NP 頚措………;B蕃覧串…37.012.0 4.0 1.0 ... 100
0法人 ~ 町 ~~雷 ③~…'-

生協農協十 連合会 を含也 60.3溺三瀬 39.714.3-.... 1.6-6｣3 63

① -1訂 ③ -… ~

''' '‥l撃 1撃 … ''' ''' 2

市町村な どの 自治体 ::ni;.::833.333.316.7%#:滴 ... -. 12~甘.I_-②一… ② 一…~--
その他 p59.3.44.422.2 3.73.7 7.4 ... 27

① ② '"@ …~'

東京都特別 区及び百万人以上の市 . 撃 4859-3,3-遥 18.7 3.8 3.3 2.7 182 173.6-171.9164.7180.0･188.7.194.4172.2169.4160.6197.51169.0164.3以上少

の 人 口 30-100 ･52.151.041.124.0 3.1 0.5 1.6 192
勤 万人未満 の市 ① ② ③

也 人未満の市_ ① ② ③

別~雇 人 口 10万人未満 45.5軸汚鵜諸 21.8 9.1 3.6 1.8 .55

の市 ---@-｢て訂~て訂

町村常勤嘱託非.常勤 .パー ト . :=:T:'若::::':才 37.741.~5'28';-:3:=5.7 3.8 1.9 .53

｢ 訂 …③' ② ｢

45.8謝;:…轟潅毒浦添;.::i:::8.9㌔6.1 3.9 179
用 ---@-1 -
形 50.06.輩:.;=.li::33.311.1:.:1:::f::誰:5.6 .- 18
態 ~--@-ヤ̀野 一日③ ■~--LH】 `

臨時 .契約 ー野 ② ③

筆録型コ⊥デ イネ-クーをや っている 59.243.634.4-19.1 3.2 1.1 2.5 282

① ② @

-4-9-& 撃 撃 -1-6-.-6--超過5.l l.9 157
コーデ ィネーター 60.-844.435.722.9-3-.2 1.9 1.9 462
はや っていない ① ② ③
コーデ ィネーター 48.248.2-32.1窒&';;:6;:5.4 1.8 1.8 56
は特 にいない ~｢-0- ① ~‥③ 】

か け下実線 は総計 との差が 5ホoイント以上多い こと､下破線は 5ホ○わ ト†ヽとを一す

務所の管理者やケアマネジャーに相談するという回答割合が高い｡登録型はコーディネーター

を頼 りにしているようである｡｢緊急の相談｣先でも､常勤ヘルパーや ｢コーディネーターを

やっている｣ヘルパーは､事務所の管理者やケアマネジャーに相談するという回答割合が高い
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が､｢コーディネーターをやっている｣ヘルパーの場合､｢市町村の福祉担当者や福祉事務所に

相談する｣が 1割となっている｡コーディネーターのバックアップ体制が必要であることがわ

かる｡

13.研修時間や機会 (026)

(1)機会の有無

-5人に 1人は初期研修がなく､7人に1人は現任研修がない-

｢指定居宅サービス等の事業の人員､設備及び運営に関する基準｣(厚生省令)では､事業

者は､ホームヘルパーの資質の向上のために研修の機会を確保 しなければならないとされてい

る｡今回､｢初期研修 (採用時の基礎的な訓練)｣と ｢仕事に就いてからの研修 (専門的知識や

技能を高めるための訓練)｣

があったかどうかをきいてい

る｡初期研修が ｢あった｣73.
7%､｢なかった｣19.5%､｢仕

事に就 いてか らの研修｣が

｢あった｣79.2%､｢なかった｣

14.9%という回答である｡初

期研修が ｢なかった｣という

回答割合 はNPO法人 と医療

法人で高い｡いずれの研修 も

｢あった｣のは､常勤ヘルパ

ーである｡また､2000年 4月

以降仕事についたホームヘル

パーで ｢研修はなかった｣ と

いう回答割合が高い｡初期研

修も､仕事に就いてからの研

修も4人に1人がなかったと

回答 している 【図表1-3-35､

図表1-3-36､図表1-3-37】0

1996年の前回調査では､初

期研修が ｢あった｣のは一般

型ヘルパー78.3%､登録型ヘ

ルパー69.6%､｢仕事 に就い

てからの研修｣が ｢ある｣の

は一般型ヘルパー89.8%､登

図表1-3-35 研修時間や機会の有無

あ 云 た なかった

初 の仕期 研事研 修に修 就いてから 初 の仕期 研事研 修に修 就-いてから 計840203

総計 73.7.79.2 19.514.9

勤 社会福祉法人一社 き持i;.:'383.7 15.811一8-.

顔先別雇 会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会医療法人 ■■■ー■-

73.476.9 16.013.6 169

54.877.4.一･一一一 老妻ii:享816.1■一l■一一一■■■■▲ 31

民法法人-社団 .財田営利法人-株式会社など非営利法人-NP 76.779.1 23.318~.6 43

74.674.6 20.318.8 138

63.980.3 老駁事15.6 1台2

0法人生協 ■一■- ■

舶 定.8.78.6_一一一一一■■■■■■一 17.118.6●●●●●●21.4 -. 70

75.9■79.3 17.217.2 292.12常勤 享8航;蓋85至-.;.各. 13.7 9.0

用形髄 ■一一■■■一一▲▲■■■■▲▲■一■一
嘱畠 10.0 5.0 20

かけ下実線は総計との差が5ポイ-ント以上多いこと､

ポイント以上少ないことを示す

※網かけ下太実線は総計との差が15ポイント以上多いこと
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◆図表1-3-36 研修暗面や機会の有無 図表ト3-37 研修時間や機会の有無

あ っ た なかった あ.つ た なかった

初 の任期 研事研 修に修 就.いてから 初 の任期 研事研 修に修 .就･い17から 計 初 の任期 研事研 修に修 就いてから 初 の任期 研事研 修に修 就いて -から 計 Ia

840 総計 73.779.2 19.514.9 i840総計 73.779.2 19.5.14.9

32 要 2000年_4月以降 .68.471.3 連結 薄 さ強藻■■- ■■一.■■一一■llll■■■■■ 209敬.く .ホームヘルパー養 75.071.9. 15.615.6

てい 成研修 2級ホームヘルパ∴養 -舶薄 ま柁鴻;一- ■■■■- ■■■■ 9.9 7.6 74.680.6 120.113.~4 268

る餐 成研修 1級介護福祉士社会福祉士 ∫議は隷 巷2:甜 13.6 9.9 1624 訪 I.199.5年以前 74.7孝幸巨星 17.1 7.8 217

格刺※繭5ポ肇網破線C 一■■- 一■■■■-■■75.075.0 ●●● ●●●避遥◆塑逃●●●■●●●●●●●●謹紬詔 瀦享…瀬■■■ー■■■一■■■一■■■■l- I ■- ■l■

9人以下10-29人30-49人50-99人100人以上 68.3772 20.414.4練 ;!'蕃割寝技■■■-l■■l■lll■l･.一- ■21.116｣515.9-15.212.7 6.3 167245~109145142

調理士鋸灸マッサージ師保育士-保母-.煤 73.5雛謀一.-■■･●●●●●●卿::講紳詩 20.611.8■●● ●●●15.4 5.8~ 34‥. .B網 ー■▲■■■■■▲■■一■■■▲■■■-■■

かけ下実線は総計との差が5ポイント以上多いこと､下破線

5ポイント以上少ないことを示す

52 ※網かけ下太実線は総計との差が15ポイシト以上多いこと､下太

録型ヘルパー81.6%であったので､状況はほとんどかわっていないかやや悪 くなっているとい

えよう｡

(2) (｢あった｣と回答した人)研修は役立っているか

- ｢役立っている｣と ｢まあ役立っている｣で9割-

｢初期研修｣と ｢仕事に就いてからの研修｣が役立っているかどうかきいたところ､｢役立っ

ている｣と ｢まあ役立っている｣を合計すると､93.4%､90.5%である｡

｢初期研修｣では､ホームヘルパー養成研修 3級の取得者で､｢役立っている｣75.0%の割合

が高い｡また､｢コーディネーターをやっている｣ヘルパーで ｢仕事に就いてか らの研修｣が
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｢役立 っている｣とする割合が高い｡回答者は少ないが､ とりわけ2000年 4月以降仕事 につい

たホームヘルパーでコーディネーターをしている場合､｢役立っている｣ と回答 している 【図

表1-3-38】｡

(3)仕事上で身につけたい知識やスキル (技能)はなんですか｡(4つ以内選択)

- ｢リハビリや心のケア｣48.5%が第 1位､ただし立場で異なる-

仕事上で身につけたい知識やスキル (技能)′を4つ以内選択で聞いたところ､｢リ- ビリや

心のケア｣48.5%､｢より高度な介護技術｣43.7%､｢介護 ･看護の緊急対応｣38.0%､｢高齢者

のJL､理 ･生理 ･接 し方に関する知識｣35.2%､｢痴呆症の人の心理 ･生理 ･接 し方に関する知

識｣34'.6%､｢医療 ･保健の知識｣29.0%､｢介護保険に関する知識｣26.8%､｢栄養と調理｣22.4

%の堰である｡

NPO法人や生協で ｢リハビリや心のケア｣､常勤ヘルパーで ｢医療 ･保健の知識｣｢介護保険

に関する知識｣､ホームヘルパー養成研修 3級の取得者で ｢栄養 と調理｣､ケアマネジャーで

｢医療 ･保健の知識｣｢障害者の心理 ･生理 ･接 し方に関する知識｣｢介護以外の社会保障 ･福

祉についての知識｣｢福祉に関する行政の情報 ･動向｣｢勤務する市町村の福祉資源に関する情

報 ･動向｣､｢コーディネーターをやっている｣で ｢医療 ･保健の知識｣｢介護保険に関する知

識｣｢介護以外の社会保障 ･福祉についての知識｣｢勤務する市町村の福祉資源に関する情報 ･

動向｣への要望が相対的に高 くなっている｡

キャリアの段階別､またコーディネーターなど役割別の研修プログラム作成と､適切なタイ

ミングでの研修の実施がもとめられていることがよくわかる 【図表113-39､図表1-3-40､図表1-

3-41､図表1-3-42】0
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図表ト3-38 研修の役立度

初 期 研 修 ･仕 事 に つ い て か らの 研 修

役 _ま な.あ 役 N- 役 ま なあ 痩 N
立 あ いま- 立 p計- 立 あ.いま .立 計
つ 役. り つ A つ 役 り つ A
て 立 役 て て- 立 役 て
い つ 立 い .い つ 立 い
る て つ な る て つ な

い ■て い い. て, い
る. い る い

総計 61.132.3 5.7 0p.3 0.6 619 60.230.5 5.7.0.8 2.9 665

コーデ ィネーター .55.1細評 3.7 0.7--0.7 136 圭輯津~27.2.3.3 1.3 2.6 151
をや つている -----■▲■■■▲■■■■■■■ 一一一■■一l-■■■

雇 常勤ヘルパー L54.536.4p6.5-1.3 1.3.. 77 凍結昏25.6 4.9 1.2ー2.4 82

用形 ■■- ■■■■■l嘱轟へルパ⊥ 50.0朝憲:8 .- ...... 6 ･50.033.3 .- ;韮撮;重苦 .- 6

態刺戟労時 一一___■■-ll■lllllllll■l ■■■-ll■■■■■■

パー ト等ヘルパー 61.5三緒言 -.-.-. 26 A;:.I::..::Sg.i:;::g:葦29.0 ......3.2 31一-■l■■l■ ■■■■■-

登録型ヘルパー 42.1㍍;.;;8 -....... 19日IHI- 65.030.0 -.-.5.0 20

2000年 4月以降 _5,0_._0_塾 塗.-...-...... 22 滞れ象27.8 ..I....... 18■ー■■■■■■■■■一■一■■

1996年～2000年 3 55.036.7 6.7 .... 1.7 60 雄打軍三29.9 3.0 -.1.5 67

57.4頚結昏 1.9 1.9 ... 54 63.624.2 4.5 3.0 4.5 66■■■一■■■■■■■-

童8批;載 26.1 4.3 ....- 46 莞;鶴;≡:集32.7.∴....1.9 52
は特 にいない ■■■■■■一■■一一.-.__.I. i一山■▲▲■一■一l一.■■■ー

得 成研修 3級
し ホームヘルパー養 62.831.6 4.6 -. 0.9 433 58.8.31.8 6.1 0.2 3.1 478.
て 成研修 2級
い ホームヘルパー養 56.33.5.7 7.1-0.9 - . 112 62.627.8 5.2 2.6 1.7 115
る 成研修 1級
餐 介護福祉士 60.931.6 6.0-1.5'-..133 雄 6:'沸.26.2 3.5 1.4 2.8■ 141

-

看護癖 ..士 57.1盤週 - ...- 7 ≒守g::浦 30.0 .-.- -. 10■■■■■■■-■■■

栄養士 64.ー335.7 .- .- -. 14 iii寺毎払25.0 -..- -. 12■i■■■■■■-一一■一■一一ll--■---

調理士 .4_4_..0.避 迎 8.0 ...-. 25 56.7=:郷…;妻'8 -. .- 3.3 30-

保育士-保母 .保 57.135.7 7~.1 -.-. 42 56.534.8 8.7 -..- 46
父

■教員 藩駁:526.7 6.7_.- -. 60■■ll■■一■■■■■■ー■lH__. 54.935.2 8.5 -. 1.4 -71

特 に資格は持 って.いない 53.333.3凍れ…書 -.... 15■一一.llllllllllll■ll■■■■■ 58.823.5:Ili.?.妾8 ...... 17-.--一･一一■■■■■■■一一一
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図表1-3-39 仕事上で身につけたい知識やスキル .技能 (4つ以内選択) (勤務先別､雇用形態別)

冒 霊 主 管雲 讐雲 . 豪 富 嘉 管悪 霊栄 華畠 憲言 鮎 ,*J, 他 A
や な 護 方心 接人 健 に 理 方心 の 動す の市 規業 はた

総計 48.543.738.035.234.629.026.822.419.312..912.312.0 3.5 1.3 0.7 5.0 840
① ② .③ ④ ⑤ ⑥

先 社会福祉法人 一社別 会福祉協議会 48.541.439.134.932.02-4.324.9.19.5塾遥 16二013.010.l l.2.1.2 1.2 6.5 169① ② ③ ④ ■⑤ ⑥

医療法人 藩重油 至純;巷41.925.822.632.325.8就籍 12.912.9 3.212.9 3.2 ... .- 3.2 31~雷 ~■町 ③ -1釘 ●---- ⑤ ⑥ ー雷 一一一日

民法法人-社 団 .財 団 46遥 弘 .6.-3-2-56.34593955-2-3-.-3,30-6)2-i-i-.-6.2% 週 述 9.3-16.3 2.3 - -. 4.7 43

営利法人 -株式会社 な ど 42.0'出鴻 37.739.928.330.4瀬:=…圭守24.6 8.011.611.610.1 3.6 2.9 0.7 3.6 138---@-.~て訂 ④ ③ …̀ ~ ⑥ ~雷

非営利法人-NP0法人 撃 406)2?.ア遠.3258竺遥 29@524.622.ll-3-.-1- 9.813.9 9.8 4.1 2.5 0.8 5.7 122
生協 章節…:三幸王::47.1寺はi;溝 25.7凍航832.920.027.1■18.6 5.7;韮萎;;.;811.4 5.7 1.4 .- 2.9 70

一~■町 ② ｢唱ア~~~~~~雷 ⑤ ----- ⑥ … ~●-

農協 -連合会を含也 50bO~- ...垂等撃 … 撃 .'''撃 等 ‥‥ ‥ ‥● … … … 2

市町村な どの自治体 35.728.635.721.435.7-&aili5.7.1舶…:;凍沓轟圭浦 I.敵意書 7.114-.3 7.1 -.主音詫 7.1 14---@-'-⑥● ② ~~… ② ｢町 … l-｢ 雷 ~雷 - --~~~ -
その他 ■ 44.831.027.631.031.024.124.113.8群.;経 lo.310.3.葺範を ..-. -. ... 3.4 29

- - ■ ■ ■ ■ ① ー-②'--~⑤ ② ② ~----~て訂

雇 常勤用 41.537._735.431.128.838享三溝;-35三強 15.616.5;王者i:#11.315.6 2.4 0.9 0.5 7.1 212"-0---②'.㊨ -⑥ ●~ー---管 -冒 --… ー

形 嘱託態 撃 瑠 406)0芦-0@0-3550喝 等9-.-0-20.020.015.0塑蓮 10.0 ..- - ... - 20
別 非常勤 .パー ト. 50.746.342.834.938.026.222.725.319.7 9.210.9 9.6 3.1 2.6 1.3 3.9 229

臨時 .臭約 ① ② ③ ⑤ ④ ⑥
登録型 49.446.737.339.6.34.325.125.125.719.811.814.211.2 4.4 0.9 0.6 4.1 338

- 『 『 ■ - ① ② ④ ③ ⑤ ⑥

※網か け下実線は総計 との差が 5本○イント以上多いこと､下破線は 5ホ○イント以上少ないことを示す
※網か け下太実線は総計 との差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示す

※丸数字は比率の廟位図表1-3-40 仕事上で身につけたい知識やスキル .技能 (4つ以内選択).(取痔 している資格別)ア リ 術 よ 対介 理高 .痴 医 知介 栄 理障 障介 の福 福勤 針会 や身 そ N
ハ り 応護 .齢 生呆 療 識護 養 .害 .護 情祉 祉務 や社 スに の 計
ビ 高 . 接者 理症 . 保 と 接着 福以 報 に 資す 社 . キつ 他 A
リ 度 看 しの ∴ の 保 険 訴 しの 祉外 .関 源 る 内事 ルけ
や な 護 方心 接人 健 に 理 方心 の 動す の市 現業 はた
心 介 の 理 しの の 関 理 社 -向る 情町 則看 ない
の 護 緊 . 方心 知 す . 会 行 報村 の い知
ケ ■技 急 生 理 ~織 る 生 保 政 の 方 識

総計 48.5_43.738.035.234.629.026.822.4 19.3 12.9 12.3 12.0 3.5 1.3 0.7 5.0 840
① ② ③ ④ ⑤ @

_取 ホームヘルパー妻 28.140.6 40.6軸沸 21.918.-828.1如 ;凍 21.9 6. 3 12.5 6.3 3.1 -. -. 9.4 32
得 成研修 3級 ''-@- ② ② ~て訂 '~-------- ⑤ ~雷
し ホームヘルパー養 51.847.441.Op34.735.528.6~25.223.2 19.1 12.2 10.5 9.4 3.3 1.5 0.8 4.9 608
て 成研修 2級 ① ② ③. ⑤ ④ ⑥
い ホームヘルパー養 47.338.234.432.836.633.628.216.8 22.9 13.0 13.7油詫 3.1 0.8 -. 3.8 131
る 威研修 1級 ① ‥ ②● ④ ⑥ .③ ⑤ -

嘉 介護福祉士 4659等75)7.3460等-9-.-6-3155竿等 3052..1-3-.-9 20.4.雛 .817.3 批 隼 1.9 0.6 0.6 4.9 162

ケアマネジャー教員 竃 雛 ;I84慧 竃 q Z:A-.I-: . '1-:-ii… 警 警 警 警 告 i.'言 … -;.'35 48;
その他 45.647.8 38.932.231.133.3実時昔 24.4211.1 17.8 5.6 5.6 6.7 ... 1.1 3.3 90

欝 転莞格は持 って .3.3-33.請 .423 尋 撃 -i9-3.竃 等 --9-.-5--隻,.-8-4-.-弓 14.3 4.8 ,4.8 - 4.8 21
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図表1-3-41,仕事上で身につけたい知識やスキル .技能 (4.?以内選択)(就労時期別､訪問利用者数別)

-ア リ 術 よ 対 介 ~理高 .痩 . 医 知介 栄 理 障 障介 の福 福勤 針会 や身 そ N 回答累計340.1337.8345.7344.433ケ.3337.1.338.8339_.4357.2337.3別)回答累計340.1342.0327.4400.03-64._7.

ハ り 応護 -.齢 生呆 療 識護 養 .書 .護 p情祉.祉務 や社 スに の 計
ピ 高 . 接者 理症 . 保 と 接者 福以 報 に 資す 社 . キつ 他 A

-リ 度~ 看.しの .の 保 険 訴 しの 祉外 .関 滞 る 内事 ル け
や な 護 方心 接 人 健 一 に 理 方心 の 動 す .の市 規業 はた
心 介 の 理 しの の 関 理 社 ､向 る 情 町 則看 ない

ケ 技. 急 生 `理 織 る ~生 保 ■政 の. 方 識

総計 . 48.543.738.035i234.629.026.822.419.312.9.-12.31-2.0_3~.5 1.3 0.7 5.0 840
① ② ③ .④ ⑤ ⑥

就 .2 000年4月以 47.8轟献身34.4≠蛤藷 32.523.4.31.128'藷 17.2 9-.1 8.1 7.7 4.3 3.3 1.0~4.3-_209
労 l降 ② 一百 ④ TE訂 ⑤ ~---- ⑥ -
時 1 999年 1月～ 41.9軒ミ浄38.038.03.2.631.030.219.416.312.414.713.2 4.7 0.8 0.8 3.1 129
期 2 0.00年3月 ---@-｢ 訂 .③ ③ ⑤ ⑥

9 8年 ① ② .③ ④ ■⑤ ⑥

1 99.5年以前 505289歳 35&930@9垂等 ?25323.5-i-61.-923.Pr17.514.7■豊鎚 3.7●0.5 0.5 5.5 217

訪 ~9人以下間 43574463-3-2-59盤夢.29.9-29-.-4-塾醤 塁等 15.010.213.810.2 6.0 3.6 1.2 3.6 167

用 ① ② ③ ④ .⑤ ⑥

.者 30-49人数 52534658355838@5撃 32.表 圭7-.-4-19.319.3 8.3 7.312.8 1̀8 - 2▲8 8.3 109

別 50-99人 466)2瑠 396)330@33953326)428.324.120.016.6■12.415.2 4.1 ... - 3.4 145

① ‥④.̀ ② ⑥ ③ ④

※網 か け下実線は総計 との差が 5ホ○イント以上多 い こ と､ 下破線 は .5ホ○イント以上少ない ことを示す※網 か け下太実線 は稔計 との差が 15ポイント以 上多い こと､下太破 線は 15ホ○イント以上,少ない こ とを示 す※丸数字 は比率 の順位図表1-3-42心 事上で身につけたい知識やスキ■ル .技能 .(4つ以内選択)(コ⊥デイネ一夕-の役割や身 術 よ 医 対介 ア リ 栄 理高 理障 ｣痴 知介 層 介 ゐ福 福勤 針会 L1そ N.

キつ 高 . . .ビ と 接者 接者 理症 ■ 保 福以 報に 資す 社 . 他 A

はた な 健 護 や 理 方心 方心 接人 に め 動す の市 規業
ない 一 介 の の..心 理 理 しの 関 社 向る 情町 則者

･い知 護 知 緊 の . . 方心 す 会 行 報村 の
識 技 織 急 ケ 生 生 理 る 保 政 の 方

をや つてい る ----｡- ■■ ■■■ー■■-■■●

用

形 嘱託ベルバ ー態 - 細浦港税深甜甜 50.0 -.33.3弧:;甘1.=_16.7.33憲3‥16.7■朋;i:忍16.7..-. ... ... 6
別 パ ー ト等ヘルパ - ･..41.229.4鑑遥墜運⊥旦._8_写声j._5_?0.6_塑造 1_7ヱ_6.墓室蓮 8.8墜越 5.9.- .2.9. 34

登録型ヘルパ - 3.740.722.229.6;5就818.5::8悪書:;822.229.625.9.7.4il:臥怒14.8 3.7 -._ .- 27 355.6

就 2000年4月以降 .- 39.317.928.639.3如き'譜 39.3 7.128.6一線':;:甘書吏譲 蓬頚-':i:ii::諌蕃溝 7.1 -▲ 3.6 28 346.4

労 - 332.5
芸 lB996年～2000年 3 1.340.3遊速 写-9-.-9--48.1 7.836.420.833.8儀 輩轍 葺10.413.0 2.6 ... 6.5 77
別 1995年以前 1.422.5護航奄≠蛤謙 49.311.328.2-a.Si;潅詩穏童;溝23.9滴諸 15..5-老若;:妻妾 2.8 -.~2.8 71 350.7

コーディネーター 1.548.527.839.749.123.836二319.434.426.210.812.8 9.5 4.2 0.7 3.5 546 344.9
はや っていない
コ-デイネ｣クー ･..47.7:.BS::ii雀:.40.049.2苦字書:g:-=35.421.535.423.110.8 7.716.9_-. 3.1 3.1 65 353.8
は特 にいない 叫 -

※網か け下実線 は総計 との差が 5ホ○イント以上多 い こ と､ 下破線 は 5ホ○イント以上/少ない ことを示す
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要点4:第 3章では､介護保険実施後のホームヘルパーの仕事実態についてみてきた｡前

回の調査と同じ設問は016(コーディネーターからの説明)､020(行っているサー

ビス内容)､022(利用者との関係)､023(関係がうまくいかない原因)､025(相

談体制)､026(研修)である｡ 介護保険制度に関連する設問は014(コーディネー

ター役)､015(訪問介護計画)､018(重要事項説明書)､019(ケアプラン)､021

(介護報酬評価)､そして今回新設した設問は017(日常的うち合わせ､カンファレ

ンス参加)､024(セクシュアルハラスメント)である｡

介護保険制度のもとで､ホームヘルパーには､ケアマネジャーのたてたケアプラ

ンに基づいてコーディネーター (サービス提供責任者)によりたてられた訪問介護

計画にしたがって､利用者一人ひとりの自立支援をするという､高いレベルのサー

ビスが要求されている｡ 仕事にあたっては､所属する事業所と利用者の契約内容を

頭に入れておく必要もあるし､利用者の権利意識もつよまる中で仕事を通じて利用

者と信頼関係を結ぶことになる｡これらの業務をホームヘルパーが行うには､説明

や､うち合わせ､カンファレンス､研修が不可欠である｡

しかしながら､介護保険実施後 1年目においては､業務遂行上必要なこれらひと

つひとつの要素は実施されておらず､事業者にその体制が整っていないことが推測

される｡

また､コーディネーター ､(サービス提供責任者)はサービスの質の確保とホーム

ヘルプサービス全体の運営さらには経営を見渡す密度の高い新しい仕事であるもの

の､まったくの新人が業務にあたっていることも明かとなった｡

いちいち繰り返すことはしないが､どの側面をとっても介護保険のもとでのホー

ムヘルパーの仕事は発展途上の段階にあるといえよう｡

一方､仕事内容に対して､介護報酬は低すぎるという評価をしている｡また､ホー

ムヘルパーの仕事ではないとされているサービス内容 (｢医療行為｣)にも取 り組ま

なければならない現実がある｡

これまで､ホームヘルパーの量の拡大に力点があった｡ホームヘルパーが希望を

持って働くには､ホームヘルパー全体の質の向上とキャリアアップの環境づくり､

適正な評価が重要である｡
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第 4章 介護保険施行によるホームヘルパーへの影響

1.介護保険法施行によるホームヘルプの仕事の変化

一常勤ヘルパーに負荷が増大-

2000年 4月に介護保険法が施行され､高齢者介護は､従来の措置制度から介護保険制度に移

行した｡この制度変更は､在宅介護の主たる担い手であるホームヘルパーに､どのような影響

を与えているのだろうか｡本節では､ホームヘルパーからみた仕事の量と質､利用者との関係､

さらに､賃金と労働条件を､介護保険法施行による変化に着目しながら検討することにしたい｡

なお､本節では､問題設定の性格上､特に､断り書きのない限り介護保険導入前後に同一事業

所で継続勤務 しているホームヘルパーを取り上げている｡

(1)ホームヘルプにおける仕事全体の変化 (Q27)

一雇用形態や勤務先事業所を超え変化-

介護保険施行前後の同一事業所勤務者の全体の結果を通 してみた仕事全体の変化では､｢大

きな変化があった｣が22.0%で､これに ｢多少の変化はあった｣(41.5%)を合せると<変化が

あった>が6割を超えており､<変わっていない> (｢あまり変わっていない｣9.4%､｢ほとん

ど変わっていない｣21.4%)は3割にとどまっている 【図表ト4-1】0

このように多くのホームヘルパーは､仕事全体への介護保険法導入による影響を認めている

が､この点は､雇用形態で強弱がみられる｡影響は､常勤ヘルパーで最も現れており､特に社

会福祉協議会勤務者で目立っ｡一方､社会福祉協議会以外の社会福祉法人の登録型ヘルパーで

は､<変わらない>が4割を超えており､影響の現われ方は少ない｡

(2)ホームヘルプにおける仕事量の変化 (Q28A)

一特に負荷が高まった常勤ヘルパー-

多数のホームヘルパーは､介護保険法施行により仕事全体が変化 したとしているが､変化は､

端的に仕事量の増大に現れている 【図表1-4-2】｡仕事の量的側面に関する [全体の仕事量]

を含めた6項目それぞれについて ｢増えた｣｢変わらない｣｢減った｣で回答 してもらった結果

によると､[全体の仕事量]で､｢増えた｣(57.2%)が ｢減った｣(9.6%)を大幅に上回ってい

る (｢変わらない｣26.3%)0

このような全体の仕事量の増大は､[訪問件数](｢増えた｣の比率51.0%､以下同じ)ととも

に､[相談 ･助言](38.5%)､[1回当たりの移動時間](30.6%)の増加が集積 した結果であり､

[全体の勤務時間](48.8%)の拡大に繋がっていることが分かる｡一方､[1回当たりのサービ
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図表1-4-1 介革保険施行前と施行後でのホームヘルパーとしての全体の仕事の変化と.しての全体の

総計 22.039.4 9.420.0 0.8 8.3 61.429.5 31.9

施行と関係なく現在の事業所に勤務 22.0 41.5 9.421.4 0.8 5.1 63.430.8 32.6

常勤ヘルパー 38.439.1 5.313.2 0.7 3.3 7■7.518.5 59.0

勤顔先別パ勤請勤請先別荏.社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株式会社など 26.846.3 9.817.1 ..- . - 73.226.8 46.4

43.2 45.9 T..8.1..∴ 2 .7 89.2 8.1 81.i 37

嘱託ヘルパー 23.535.317.617.6 -.5.9 58.83.5.3 23｣5

- トなどヘルパー 20.245.410.118.5 -. 5.9 65.5-28.6 36.9

社会福祉法人 .社会福祉協議会以外非営利法人 .NP0法人 12.553.1 9.421.9 - . -3.1 65.631.3 34.3

32.427.010.821.6 .- 8.1 59.532.4 27.1 3721971

登録型ヘルパー 13.242.010.027.9 0.9 5.9 55.3.37.9 17.4

社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会 12.743p.7 4.238.0 1.4 .... 56.342.3 14.0

ll.､150.011.1-18.1 .-_9.7 .61.12.9.2 31.9 7277
施行きっかけに現在の事業所に転職 31.329.2 10.414.6 2.1-12.5 60.425.0 35.4

図表1-4-2 ■介護保険施行前と施行後でのホームヘルプの仕事量の変化

(20PO年 4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無別)

訪問件数 1回当りのサ-ビス時間 1回当りの移動時間 全体の勤務時敵 相談 .助言 全体の仕事量 計614･5331151

え わ つ え わ つ え わ つ え わ つ え わ. つ え わ つ
た ら た A た ら た A た ら た A た ら た A た ら た A た ら た A

な な な な な -な
しヽ い い い い い

総計 50.228.711.6 9.6 21.8.39.329-.0 9.9 30.551.8 6.511.2 48.528.312.210.9 38.140.6 7.513.8 56.424.4 9.4 9.8

-施行と幽係なく現在の事業所に勤務 51.031.011.4 6.6 22.340.730.2 6.8 30.654.8 6.2 8.4 48｣831.112.4 7.7 38.5p43■.0 7.511.I 57.226.3.9.6 6.9

常勤ヘルパー 55.623.813.2 7.3 27.839.126.~5 6.6 31.845.711_.910.6 57.0127.2 7.3 8.6 53.027.8 9.3 9.9 72.817.9 2.0 7.3

嘱託へルバ- 35.335.323.5 5.9 11■.835.347.1 5.9 17.652.917.611.8 17.647.123.51_1.8 47.129.411.811.8 47.123.5.17.611.8 17

非常助 .バー ト.臨時 .契約登録型ヘルパー 56.3-31.1 6.7 5.9 26.-931.136i1 5.9 39.545.4 6.7 8.4 50.433.610.9 5.0 41.243.7 5.9 9.2 55.529.410.9 4.2 119

44.735.213.2 6.8 15.545.731.1 7.8 26.963.9 1.8 7.3 ,42.931.517.4 8.2 26.-5.53.0 7.313.2 46-.631.114.6 .7.8 21948
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ス時間｣は､4割が ｢変わらない｣ としているが､他は､｢減 った｣(30.2%)が､｢増えた｣

(22.3%)をやや上回っていることも明らかになっている｡

【図表ト4-3】は､ホームヘルパーの仕事量の変化を指数 (｢増えた｣-｢減った｣)を通 して

雇用形態毎に主な勤務先別に一覧 したものである｡同表によると､ホームヘルプにおける仕事

量の増加は､雇用形態や勤務先の違いを超えた傾向といえる｡そのなかで､特徴を摘記すると､

第 1に､勤務先の性格を超えて常勤ヘルパーは､常勤以外のヘルパー以上に､[全体の仕事量]

や [全体の勤務時間]など負荷が高まったことを示 している｡第 2は､常勤以外のホームヘル

パーでは､パー トなどの非営利法人で仕事の量的な各側面で ｢増加 した｣にシフトし､[全体

の仕事量]でも増加が目立っ｡第3は､[1回当たりのサービス時間]は､営利法人で ｢増え

た｣にシフトしたのに対 し､社会福祉協議会以外の社会福祉法人では､｢減 った｣にシフトし

ており､勤務先事業所でかなり異なる方向を示している｡

図表1-4-3 介護保険施行前と施行後でのホームヘルプの仕事量の変化
(｢増えた｣- ｢減った｣の数値)

(2000年4月の介護保険法施行の前後における勤務舞移動の有無別)

訪 サ 1 移 1 全 相 全 計■61453315141

問件数 暮回ビ当スた鳴り間の 動回時当間たりの 体の勤顔時~間 読●聖Fq 体の仕事量

総計 38.6 ▲ 7.2 24.0 36.3 30.6 47.0

施行と関係なく晩在の事業所に勤務 39.6 ▲ 7.9 24..4 36.チ 31.0 47.6

i 常勤ヘルjJl.- 42.4 13.0 19.9 49.7 43.7 70.8

社会福祉法人-社会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会営利法人-株式会社など 36.6 ▲ 4.8 29.3 36.6 43.9 61.0

_37.9 ･▲13.5 8.1 59.5 35.2 玩.7 37

嘱託ヘルパー .ll.8 ▲35.3 -0.0 ▲ 5.9 35.3 29.5 -17

パー ト等ヘルパー 49.6 ▲ 9.2 32.8 39.5 35.3 44.6. 土~19-

社会福祉法人-社会福祉協議会以外非営利法人-NP0法人 ?5.0 ▲34_.4 21.8 21.9 12.5 18.8 32

登録型ヘルパー 31.5 ▲15.6_ 25.1 25.5 19.2 32.0 219

社会福祉法人-社会福祉協議会以外 .社会福祉法人-社会福祉協議会 32.4 ▲36.6 25.4 35.2 28.2 40.8 71

29.2 ▲11.2 26.4 ･9.7 12.5 22.~3 7248
施行きっかけに現在の事業所に転職 33.3 ▲ 8.4 18.7 39.6 39.6 50.0_
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(3)仕事量の評価 (Q32)

現在の仕事量に関 しては､｢ちょ

うどよい｣(48.3%)がほぼ半数で､

他は､｢多過ぎる｣(28.2%)と ｢少

ない｣(20.4%)とに分かれている｡

1996年調査では､｢ちょうどよい｣

に7割強までが集中し､他は ｢多過

ぎる｣と ｢少ない｣がそれぞれ 1割

強で分岐していた点と比べると､介

護保険法施行後に仕事量を適量とす

るホームヘルパーが大幅に減少 した

ことになる 【図表1-4-4】｡

仕事量の評価は､雇用形態でかな

り異なっている｡常勤ヘルパーでは､

｢多過 ぎる｣が57.5%と6割近 くを

占め､｢ちょうどよい｣は32.5%で､

｢少ない｣は6.6%にとどまっている｡

96年調査と比べると､｢多過ぎる｣

が24.1%から57.5%と大幅に増加 し

ており､この点は､勤務先の違いを

超え共通 している｡介護保険法施行

に伴い､常勤ヘルパーの仕事量が過

重となったケースが増えたことをう

かがわせている｡一方､常勤以外の

ヘルパーでは､｢ちょうどよい｣が

5割台を占めているが､パートなど

-ルパーでは ｢多過ぎる｣(20.5%)

と ｢少ない｣(17.0%)とが相半ば

しているのに対 し､登録型ヘルパー

では ｢少ない｣(34.0%)が､｢多過

ぎる｣(12.1%)を上回っている｡ 96

年調査と比べると､登録型とパー ト

などヘルパー共通 して､｢ちょうど

よい｣が減少 し､｢多過 ぎる｣と

｢少ない｣が増加 している｡ 常勤以

一減少 した ｢ちょうどよい｣働き方-

図表li4-4 仕事量 (総計､雇用形態別､.勤務先別)

* *-* N多 ち 少過 よ な :Aぎ う いる どよい 計

総計 28.248.320.4 3.1 840

11996■ 12.8g:告茸13.0 .- 2068.

常 勤 ヘ ルパ ー ;5字:';:lT.5-32.5 6.6 3.3 212

1996 24.1翫雄 .2.4 .--.■･.●一日■■■ 848

勤務先 社 会 福 祉 法 人 .社会 福 祉 協 議 会 以外社 会 福 祉 法 人 .社 墜透写71_5,‥3...9 5.9 51:5茸:'恐 32.5 7.5 5.0 40

別勤 会 福 祉 協 議 会営 利 法 人 .株 式 会社 な ど

避遥 牲_0.__7_._73.1 .65

痛 託 ヘ ルパ ー 享55.享830.015.0 -. 20

1996 16.1守鶴肴 4.8 -. 124

非 常 勤 .パ ー ト . 20.5::5..8ii.:fS.:=17.0 3.9 229

臨 時 ヘ ルパ ー1996 2.1:7三才i:喜連;23.7 -..-日日■･■-■■■■ 334

社 会 福 祉 法 人 .社 9.1朗諸‥忠幸;詔: 6.8 44

顔先 会 福 祉 協 議 会 以 外社 会 福 祉 法 人 .社 ~●■一■+4■■■■■■■-.■■■llll.･.l■■■■■■■-31.044.810｣3;描;:% 29

別勤 会 福 祉 協 議 会営 利 法 人 上棟 式 会

12.-0軸 諦 24.0 .- 25

社 な ど非 営 利 法 人 .NP ------32.15番.i'甘 7.l l.8 56

20.652.923.5 2.9 34

登 録 型 ヘ ル パ ー ,1.2_._1_52.7堆謝 1.2■■･.■- 338

1996 3.47:1:亮三22_.8 ...日■日日.■■■l■■■■一■ ･697

社 会 福 祉 法 人 .社 10.86.8亮∴紬謙 .- 93

務先 会 福 祉 協 議 会 以 外社 会 福 祉 法 人 .社 一■■●■■ー■- ■一一■-■■■■9.244.8強運.:i:;去 1.1 .87

別※ 会 福 祉 協 議 会営 利 法 人 .株 式 会 ■●■■一 ■-ll■l一■■■■■■

ll.452.3番範丑 2.3 14

社 な ど非 営 利 法 人 .NP ■●■■■ -■■一■■■■17.1草3…;:i.7:i;2駁享82.4 41

○法 人生 協 ------ -12..044.0耳損金 -.bIILILI - 25

かけ下実線 は総計 との差が 5ホoイント以上多 い こ と

破線 は 5ホoイント以上少ないこ とを示す ､
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外のヘルパーの働き方のメリットとしては､ヘルパー自身の生活 リズムに合わせた勤務時間の

選択可能性の高さがあげられるが､実態は､民間事業者などの参入による競争によって介護サー

ビスの提供事業者間に仕事の偏りが生 じ､自分の希望する就労サイクルで就労できないケース

の増えている実態がうかがえる｡なお､勤務先に着目すると､介護利用者が相対的に減少 した

社会福祉協議会の登録ヘルパーでは､仕事量が ｢少ない｣が他の勤務先よりも多い点が目立っ｡

(4)ホームヘルプにおける仕事の質の変化 (Q28B)

一介護保険法導入で3人に 1強が [全体としての質]が ｢向上 した｣-

一方､仕事の質は､介護保険法の施行によりどのように変化したのだろうか｡仕事の質的側

面に関しても､[全体としての仕事の質]を含めた5項目それぞれについて ｢向上 した｣｢変わ

らない｣｢低下 した｣で回答 してもらった 【図表1-4-5】0

介護保険施行前後の同一事業所勤務者全体の結果では､[全体としての仕事の質]は､ほぼ

半数が ｢変わらない｣(46.3%)としており､それ以外では､｢向上 した｣(35.8%)が､｢低下 し

た｣(9.8%)を大幅に上回り､介護保険施行により介護の質が維持ないしは向上 したと見方が

大勢といえる｡

質的な各側面に着目しても､｢変わらない｣の比率が､[家事援助サービス]のはぼ6割､

[相談 ･助言]の5割強ばかりでなく､[身体介護サービス]や [介護内容に関する説明]でも

ほぼ半数を占める一方､｢向上 した｣が､｢低下 した｣が上回っている点では共通 しており､介

護保険導入により介護の各サービスの質が維持ないしは向上 したと考えられている｡

図表1-4-5 仕事の質の変化 (2000年 4月の介護保険法施行の前後にお.rJる勤務先移動の有無別)

身体介護 家事援助 相談 .助言 介護内容に関する 全体としての 計

サービス サービス- 説明 仕事の質

向 変 低 N 向 変 低 N 向 変 低 N 向 変 低 N 向 変 低 N
上 わ 下 上 .わ 下 上 わ 下 上 -わ 下 上 わ 下
し ら し A し ら し A し .ら し- A し ら し A し ら し A
た な -.た~ た な た た な た た な た た な た

い い い い い

総計 33.146.9 5.914.2 27.p555.9 6.210.4 28｣250.7 7.813.4 -35.244.3 6.713.8 -36.043.5 9.411.1614

施行と関係なく現在の事業所に勤務 32.849.7-6.011.4--26.-559.16.6 7.9 27.254.2 7.910.7 35.647.16｣61_0.7■-35.846.3L9.8 8.1533.

常勤ヘルパー 45.042.4 4.-0_8.6 33.154.35.37.3 32.5-49.7 9.38.6 47.039.7 4.6 8.6~47.037.17.97.9 151

嘱託へ.ルパー- 23.570.6 .-.5.9 17.670.6 5.9 5.9 41.241.2-5.911.8 29.452.9_ll.8 5.9 29.452.911.8.5.9 17

24.756.6 5.513.2 17.865.3 9.17.8 18.761.2 8.2■11.9 26.9.53.4 7.312.3 28.853.98.78.7 219
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【図表ト4-6】は､雇用形態毎に主な勤務先別にホームヘルプの仕事の質の変化を拍数 (｢向

上 した｣-｢低下 した｣)を通して一覧したものだが､ホームへルナにおける質の向上は､雇

用形態や勤務先の違いを超えた特徴といえる｡以下では､特徴点を摘記 しておこう｡第 1に､

雇用形態別にみると､常勤へルパ-は常勤以外のヘルパー以上に､[全体 としての仕事の質]

と共に､[介護に関する説明]や [身体介護サービス]を向上 したとみている傾向が強い｡訪

問介護計画の作成や説明､苦情受付けなどの仕事の変化を自ら実感しているのではないだろう

か｡[全体としての仕事の質]＼に関しては､特に､社会福祉協議会でこの傾向は顕著である｡

既に仕事の量的な側面において､常勤ヘルパーの負荷の高まりを指摘したが､この点からは､

社会福祉協議会勤務者を含めた常勤ヘルパーが､自らの労働負荷を高めながら介護の質を向上

させたことがうかがえる｡第 2は､社会福祉協議会でも登録型ヘルパーは､仕事の質の評価は

相半ばしており､同じ社会福祉協議会においても雇用形態により見方が異なっ.ていることが示

されている｡第 3は､常勤以外のホームヘルパーのなかでは､非営利法人のパートなどのヘル

パーは､ボランティア的な性格から仕事の社会的な位置づけが明確化したなかで､仕事の質を

肯定的に受け止めているケースが多くなっていることが分かる｡

図表ト4-6 仕事の質の変化 (｢上昇 した｣- ｢低下 した｣の数値)
(2000年 4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無別)

身体介義サlどス 秦事援助サlどス 相読●壁Fq 説介明護内餐に関する 仕全事体のと質しての. _計614533151-41

総計 27.2 21.3 _120.4 28.5 26.6

施行と関係なく現在の事業所に勤務 26.8 19.9 19.3 29.0 26.6

音-~常勤ヘルパー 41.0. 27.8 23.2 42.4 39.1

社会福祉法■人-社会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会営利法人-株式会社など 40.5 12.2 皇2.0. 39.1 29.3

40.5 35.1 8.1 32.4 51.4 37

嘱託ヘルパー . 23.5 ll.7 35.3 17.6 17.6

パー ト等ヘルパー 23._6 23.6 26.0 27.7 18.5

社会福祉法人-社会福祉協議会以外非営利法人-NP0法人 ･12..5 .25.0 18..8 9.4 ▲ 6.2

登録型ヘルパー 19.2 8.7 lP.5 19.6 20.1

社会福祉法人-社会福祉協議会以外社会福祉法人-社会福祉協議会 24｣0 15.4 19.7 29.6 _29.6

9.8 ▲ 5.6 ▲ 1.4 2.8 1.4 7248_
施行きっかけに現在の事業所に転職 25.0 45.8. 37.5 35.4 45.9
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2.介護保険施行によるホームヘルパーと利用者との関係の変化

(1)利用者からのサービス内容の苦情や説明要請の変化 (Q30)

-2人に1人が ｢苦情や説明を求められる機会が増えた｣-

介護保険制度の導入に当たっては､行政による ｢措置｣制度から ｢保険｣制度への移行によ

り利用者によるサービス内容の選択幅拡大のメリットが強調された?介護保険施行により利用

者からのサービス内容の苦情や説明要請に変化はみられたのだろうか 【図表1-4-7】0

介護保険施行前から同一事業所に勤務 しているホームヘルパーの利用者との関係をみると､

｢苦情や説明を求められる機会が増えた｣(48.6%)と半数を占めており､他は､｢苦情や説明の

要請は変わっていない｣(が44.8%)で､｢苦情や説明の要請は減 った｣(1.3%)はわずかであ

る｡

このように介護保険の導入により､利用者からのホームヘルパーに対するサービス内容の苦

情や説明の要請が明らかに増加 していることが分かる｡この点は､雇用形態や勤務先による違

図表1-4-7 介護保険導入後､利用者からのサ-ビス内容の苦情や
説明の要請の変化

(2000年 4月の介護保険施行の前後における勤務先移動の有舞別)

ら苦 は 苦 ら苦 Nる情 ~変惰 れ情機や わ や るや A会説 .つ説 機説1が明 て 明'会明増を いの 減をえ求 な要 つ求ため い話 ため 計614_53315141

総計 47｣942.2 1.6 8-.3

施行と関係なく現 .,在の事業所に勤務 48.644.8 1.3_5.3

常勤ヘルパー 66.226.5 2.6 4.6

勤顔先別ノ1勤顔先 ■別勤顔先別注.社会福祉法人 .社.会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株式筆社など 75.614.6 4̀9 4.9

62.229.7 2.7 5..4 37

59.428.1 3.1 9.4 32~17嘱託ベルパー 70.623.5 -. 5.9

- トなどヘルパー 48.746.2 -. 5.0 11932

-社会福祉法人 .社会福祉協議会以外 .非営利法人 .NP0法人 56.337.5.-. 6.3

51.440.5 .- 8.1 37219-71

登録型ヘルパー 36.1_57.l l.4 5.5

社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会 33.862.0 1.4 2.8

43.150.0 1.4 5.6 .7248
施行きっかけに現在の事業所に転職 58.322.9 6.312.5
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いを超えて共通 したものといえるが､特に､常勤ヘルパーでは､サービス内容の苦情や説明要

請の ｢機会が増えた｣が3人に2人に及んでおり､登録型ヘルパーの4割弱を大幅に上回って

いる｡

(2)ホームヘルパーと利用者との関係の変化 (Q29)

一常勤以外ヘルパーでは ｢変わらない｣が大勢-

これをホームヘルパーと利用者 との関係か らみた 【図表1-4-8】によると､ 4人に3人が

｢変わらない｣(76.4%)としており､他は､｢悪 くなった｣(10.9%)と ｢よくなった｣(8.3%)

とに二分されている｡

このような傾向は､雇用形態や勤務先による違いを超えて共通 したものといえる｡そのなか

での特徴点としては､第 1に､常勤以外ヘルパーほど ｢変わらない｣とするケースが多いこと

があげられる｡第 2は､常勤ヘルパーの営利法人やパートなどヘルパーの非営利法人勤務者で

図表ト4-8 介護保険導入後､利用者との関係の変化
(2000年 4月の介護保険施行後の前後における勤務先移動の有無別)

森計 8.373.610.7 7.3 ▲ 2.4

施行と関係なく現在の事業所に勤務 8.376.410.9 4.5 ▲ 2.6

常勤ヘルパー 12.668.215.2 4.0 ▲ 3.0

勤務先別パ勤顔先別勤務先別注.社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株 式会社など 17.170.7 9.8 2.4 7.■3

18.875.0 -. 6■.3 18.8 321711932

嘱託ヘルパー 5.964.723.5 5.9 ▲17.6

- トなどヘルパ- 8.475.610.15.9 ▲ 1.7

社会福祉法人 .社会福祉協議会以外･非営利法人 .NP0法人 3.181.312.5 3.1 ▲ 9.4

13.570.35.410.8 8.1 3721971

登録型ヘルパー 5.083.6 7.8 3.7 ▲ 2.8

･-81.913.9 4.2 ▲13.9 7248
施行きっかけに現在の事業所に転職 10.466.710.412.5 0.0
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は ｢よくなった｣にシフトしているのに対 し､･常勤や登録型へル!ヾ-の社会福祉協議会では

｢悪 く凝 った｣にシフトしているといった特徴がみられる｡

このように介護保険の導入は､ホームヘルパーの仕事の量的な増大や質的な高度化､さらに

は､利用者からのサービス内容の苦情や説明要革の高まりなどの変化がみら′れ､また､Q22で

みたように､利用者との関係で (うまくいかないことがある)(｢ある｣十｢ときどきある｣45.

2%)割には､利用者との関係に変化を及ぼしていないことがうかがえる｡

【図表1-419】により､介護内容の説明における質の変化 と利用者 と･の関係をみる.と､ホー

ムヘルパーの質の変化を問わず ｢変わらない｣が多 く大きな変化は及ぼしてノはい.ないが､説明

の質が向上 した層ほど ｢よくなった｣が､低下 した層ほど ｢悪 くなった｣が､それぞれ多くなっ

ている点も明らかになっている｡なお､利用者からのサービス内容の苦情や説明要請の機会の

変化別に利用者との関係の変化をみると､機会が増えたと感 じている層ほど､利用者との関係

が ｢悪 くなった｣と感 じている人が増えているb利用者との関わりが濃くなるなかで､苦情を

受付ける機会 も増えていることも考えられ尋が .ヽ説明q)機会や内容､さらには方法などにより､

利用者との問で行き違いが生 じていることも考えうれるだけ･に今後より詳細な検討が必要とい

えそうだ｡

図表1.4-9-.介護保険導入後､利用者との関係ゐ変化∴

垂に関する苦情や説明の要請ゐ変化別)

* *-*.Nよ 変 悪く わ く A翠 .ら- な .つ な つた い . た 計 ~-

革 8.376.4.10.9 4.5 533.

変わ らな い 4.pO群 雄 61.4-1.6 ?51

低下 した 2.9二65.7∃鉦薄 .- 35

苦情 や説 明を求め 9.■7.71~一.8贈薄 1.5 .259

･6.3:81:;:;:;9:5.9 -. 239
は変わ って い ない 一■■ー▲■■■i■l■■■ー

網かけ下実線 は計との差 が 5ホoイント以上多いこと､下
線は 5ホoイント以上少ないこ とを示 す
※網かけ下太実線は計 との差が 15ホoイント以上多 い こと､
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3.サービス提供事業所の多様化について (Q31)

-メリットは利用者による選択幅の拡大-

介護保険導入に伴い介護サービスの提供事業者が多様化された｡この点を､介護保険導入以

前からホームヘルプに従事 しているホームヘルパーは､どのようにみているのだろうか 【図表

1-4-10】｡

総計では､介護利用者との関係で､｢要介護者や家族が事業者を選べる｣(63.7%)と ｢要介

護者や家族の選択幅が広がった｣(55.2%)といった利用者による選択幅の拡大を多 くのヘル

パーがあげている｡これらと比べ､｢競争によりサービスの質と量が充実｣(18.7%)は多 くな

い｡また､事業者に関しては､｢多様な事業者の参入でイメージが向上｣(22.8%)と ｢質の悪

い事業所の参入でイメージが低下｣(17.8%)とに見方が二分されている｡さらに､ホームヘル

パー自身の問題では､労働条件に関しては､｢労働条件が低下 した｣(34.2%)が､｢労働条件が

上昇 した｣(5.2%)を上回っており､｢能力に応じた収入が期待できる｣(5.5%)は少ない｡ こ

のようななかで､｢職員として勤務先の選択幅が広がった｣(14.2%)が 1割強みられる｡

このように介護サービスの提供事業者の多様化は､利用者による選択幅の拡大効果は認めら

れているものの､介護サービスの拡充､さらにはイメージの向上に関しては共通 した見方は成

立 していない｡一方､ホームヘルパーの職業生活に関しては､労働条件の低下と結びっいてい

るが､転職の選択幅の拡大と受け止める人がみられた｡ちなみに､介護保険法施行をきっかけ

に現在の事業所に転職 したホームヘルパーは､同一事業所での継続的な勤務者より ｢勤務先の

選択幅が広がった｣や ｢能力に応じた収入が期待できる｣をあげるケースが多いものの､｢労

働条件が低下 した｣人 も多く､現行の介護報酬制度下においては､事業者間の移動が必ず しも

労働条件の上昇と結びっかなかったことがうかがえる｡

介護保険施行前後の同一事業所勤務者では､介護サービスの提供事業者の多様化っいての見

方は､雇用形態による違いはみられないが､勤務先別にみると､社会福祉協議会以外の社会福

祉法人､非営利法人､民法法人などでは､要介護者や家族による事業者の選択を多くあげてい

る｡また､社会福祉協議会以外の社会福祉法人などでは､｢労働条件が低下 した｣を多 くあげ

ているのに対 し､非営利法人は､｢労働条件が向上 した｣や ｢能力に応 じた収入が期待できる｣

など職業生活のメリット面をあげる人が他と比べ多い点が特徴となっている｡

4.介護保険法施行と賃金の変化 (Q38)

-非営利法人で進んだ賃金の改善-

介護保険制度の導^_は､ホームヘルパーの賃金にどのような影響を与えたのだろうか｡

ホームヘルパーの就労実態と労働条件に関しては､次節で触れるが､ここでは､介護保険施

行前後の賃金の変化に触れておきたい｡

①介護保険法施行と賃金の変化に関しては､[月収ベース]と [時間当たり賃金]に分けて取
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図表1-4-10 介護保険の施行で､様々な団体が介護サービスを提供するようになったこと_fこついて (複数選択)

(2000年 4月の介護保険施行の前後における勤森元移動q)有無別､勤務先別､雇用尭態別)

選要 ●事要 ス競 で多 ん経 入質 た労 た労 _の職-を能 そ N- 言1 回答累計

択介 業介 の争 イ様 だ宮 での 働 働.選貝 得力 の
幅護 看護 -質 に メな の イ悪 条 条 択と るに 他 A
が者 を者 とよ I車 台 メい 件 ,件 が し こ応
広や 選や 量 り ジ業 理 l事 .が が 広て とじ
が家 ベ家 がサ が者 .化 ジ業 低 上 が勤 がた
つ慮 る族 充 l 上参 が 低 所 下 昇 つ務 可収
たの が 実ゼ 昇入 進 .下参 し し た先 能入

総計 55.2 63.718.7.22.8 8.5-17 .834.2 5.2~14.2 5.5 3.1 9.9 614 248.9
@ ① ④ ③

施行 と関係な く現 56.364 . 9 18.p823.5 8.818.834.1 5.613.3 4 .9 3.4 7.3 533 25.2.3
在 の事実所 に勤務 ② ① ④ ③

会福祉協議会以外 ② ~て訂 ~て訂 ｢雷
社会福祉法人 一社 52.957.114.324.311｣420_.,037.9 3.6.10.0 1.4 4 .3 9.3
会福祉協議会 ② ‥①● ④ ③
民法法人 -社 団.. 榊謹 祷隷 ~7.121.4:=ま.i.::膏 21.43'9.i:::3 7.1.14.3 3.6 3.6~7.1-
財 団 ー雷 ~でア~‥-- ㊨ - ④ ~て訂
営利法人 -株式会 45.558.218.2 9.112/7如意830.9 -.12.7 -. 3J.6 9.1
社な ど ---@-丁~①` 1這 ③

非営利法人-NP0法人 54.8J.69誹 20-.523.3 8.213.712.32持9=8.2満雄 1.4 8.2② ~｢訂 r ③ '…ー●｢苛 ….一一-

② ① ④1ー雷 …~●】

57.0~62.322.519.2 9.3如ii;!2.f~33.8 5.312.6 4.0 4.0 7.3
② ① . ~て野 ③

叫 謹 g#錐 11.8静注 淵;;:ill.8圭5:告9:5.-911.8 -. .- 5.9
~雷｢ 訂 ~~… LV '⊥ ~~一丁~ー雷

臨時 .契約 ②_ ① ④ ③ こここLL

登録型ヘルパー施行 きっかけに現 58.066.718.724 .2 6.4_17.8-37.4 2.713.2 3.2 2.3 6.8

② ① ④ ③

58.364.622.922.9 6.318.8部 享;:.享¢ 4.2;27三諾 …liZ:ii藩 ~2.112_.5
在 の事業所 に転職 ② ① ~雷 i野 山

り上げている 【図表ト4-11】0

介護保険導入前後における同一事業所勤務者の [月収ベースの変化]-をみると､｢変わら

ない｣が4割強を占めているが､それ以外では ｢増えた｣(23.1%)がみられた一方､｢減 っ

た｣(19.7%)もみられ､分岐している点が特徴となっている｡

[月収ベース]の変化は､雇用形態により違いがみられ､常勤ヘルパーでは､｢変わらな

い｣が6割弱で､それ以外は､｢増えた｣が2割弱で､｢減った｣の1割強を上回っている｡

一方､常勤ヘルパー以外のヘルパーでは､総 じて非営利法人以外は､｢減った｣が ｢増えた｣

よりも多くなっているのに対 し､非営利法人は ｢増えた｣(56.8%)の多い点が目立っている｡

この点は､常勤以外のホームヘルパーにおける [時間給ベース]の変化をみると一層明 ら

かとなっており､非営利法人では､｢上がった｣が7割近 くに及んでいるのに対 し､社会福

祉協議会やそれ以外の社会福祉法人のホームヘルパーでは ｢下がった｣が､｢上がった｣を

上回っている｡ ちなみに､参考として掲載 したパートタイマーなどの時間給では､非営利法
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図表1-4-1ト 介護保険の埠行前と施行後での.,Tr ムヘルJーヾナ~としての収入変化

(2000年 4月の介護保険麺行の前後一手おけろ働務先棒軌の有顛別)

月収ベースの変化 平均月収 時間給ベースの変化 時間給 計

施行と関係なく現在の事業所に勤務 2.3.143.2.19.-714.1 8.5 11.2 17.3.42.226.613.9 1,10.01,139

i 常勤ヘルパー 19.957.611.311.320.0 19.5 10.647.015.227.2 1,1101,243

勤務先別 ･社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営■利法人 .株式会社など 14.668.3 4._912.2~22.0 20.9 9｣858.5 2.429.3 1,4001,443

16.264.910.8 8.1 19.0 19.1 8.148.613∴529.7 1,3001,261 37

18.853.112.515.-6 19.5 18..8 6.343.818.831̀3 9901,056 321711932～

嘱託ヘルパー 5.970.611.811.8 19.9 19.5 5..964.7一.- 29.4 1,1701,270

パー トなどヘルパー 30.334.516.818'.5 7.3 8.7 32.836.123.5 7.6 上0401,093

56.810.8 5.427.0 6.9 6.-6 67.616.210.8.5.4-1,-2001,115 37219.登録型ヘルパ⊥ 19.237.030.113.7ー 6.0 6.5 12.340.640._2 6.8 1,1001,132.

勤 社会福祉法人 .社務 会福祉協議会以外先 社会福祉法人 .社別 会福祉協議会施行きっかけに現在の事業所に転職-∫._勤務先は､件数20以 14.135.235.215.5 6｣5 7.4 9.931.054.9 4.2 上1441,190 ウ1

人と社会福祉協議会以外の社会福祉法人は平均で1,100円前後と違いはないが､中央値は､

非営利法人が1,200円で100円高 くなっている｡

②賃金の変化の要因をホームヘルパーは､どのように考えているのだろうか｡

[増えた (上がった)理由 (複数回答)]では､｢介護の単価が社会的に明確になった｣が

最 も多く､｢上位のホームヘルパー資格を取った｣が続いている一方､労働組合や自分たち

で ｢交渉 して｣というケースは多 くない｡ちなみに､｢介護の単価が社会的に明確になった｣

は､従来はギランティアが多 く含まれていた非営利法人で､特に多 くあげられている 【図表

1-4-12】｡

一方､[減った (下がった)理由 ノ(複数回答)]では､｢介護サービス単価が切 り下げられ

た｣が際立って多く､他では､｢家事援助サービスの仕事が増えた｣｢1件当たりのサービス

時間が短 くなった｣などが続いているが､これらはいずれも時間単価で管理されている登録
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図表ト4-12 介護保険の施行前と施行後でのホ-ムへ_ルJt0-,としてゐ収入変化

(2000年 4月め.介護保険施行の前後にお.ける勤務先移動の有無別)

｢上がった｣理由と考ネられる項目 (複数選択) ｢下がつ_た｣理由_と考えやれる項目 (複数選択)

基讐品莞 諾富 諸 君 吾 妻~蕎 完 切護 J仕事 厳識 争営 競間.間件 事 量 1 のりサ 事接 しや -が利 争宮 が当 が にム 他

格ホ 曜尊 さ知 合 ち に所 ■ををJに価 れ識 の で すに .移 髭 窟撃 ,<R藷 警薫蘭 学音 響 蔑完

取ム なか たや 交 交 る移 つつへ つ社 技 渉 渉 たら. た 錆 緑 詣 い吾_絹 製 た -.訂 I{
たル.た会 能 に し めな た価 ス 価 のー~と たス たが

総計 16.629.7 7.4 4.0 2.32.34.616..0 175 65.733.8 1.0 7.111.6-28.816.2.5.620.2

施行と関係なく現在の事業所に勤務 17.829.6 6.6 4.6 2.62.6 1.317.1 152 65.333..5..1.2 6.612.628.715.6 6.619.8

子 常勤へルJiT 9.412.5.9.4 6..3 .-- 6.3 3.128.1 32 39.328.6 3.6 3.610.7.17.910.710.746.4 °

パー トなどヘルパー 18▲042.0 6,0 6.0 4.04.0 -.12.0 50 67.745.2 3.2 6._5 6.535.5 12.9 3.219.4

非営利法人 .NPO法人 20.755.210.3 一..6.9-3.4 .- 6.9 29

登録型ノヽルパー 21.829.15.5 3.6 3.6 .- 1.814.5-..16.7 16.7.-. .- -.33.3 11.1上を掲げた_o 55 73.-832.0 - . 6.813.631.118.4 6.811.7勤 ~社会福祉法 人 .社務 会福祉協議 会以外先 社会福祉 法 人 .社別 会福祉協議 会施行きっかけに現在の事業所に転職.主.勤務先は､件数20以 151318 79.144.2 .- 9.311.641.911.6 4.7 7.078.024.4 -. 7.314.624.429.3 7.312.272..036.0 .- 12.08.032.020.0 .- 24.0 4341_25

型やパートなどの常勤以外ヘルパーで目立っている.また､社会福祉協議会の登録型ヘルパー

では ｢仕事が減った｣ことを減収の理由とするケースが他よりも多い｡このように､常勤以

外の↑ルパーは､介護保険導入により事業所により業務量の偏りが生 じたことにより､収入

の不安定さが増 したことがうかがえる｡

要点5:介護保険導入による措置制度から利用者によるサービス提供事業者との契約関係

への制度変更は､ホームヘルパーに多様な影響を与えている｡

常勤ヘルパーは､介護サービスの質が向上したとする人が多いが､利用者からの

サービス内容の苦情や説明の要請機会などを含め仕事量が増大し､労働の負荷が高

まっている｡

常勤以外のヘルパーのなかでも､非営利法人勤務者は､仕事の社会的な位置づけ

が明確化することで介護サービスの質の向上したとする人が多く､収入も､介護単

価の社会的な明確化により [時間給]が増える一方､仕事量も増加し [月収]が増

えるなど労働条件が改善に向かい､.従来のボランティア的な活動から介護保険制度

下における介護労働へと性格が変容してきている｡他方､非営利法人勤務者以外の

ヘルパーは､民間事業者などの参入による競争によって介護サービスの提供事業者
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間に業務量の偏りが生じることで､介護サービス単価の切り下げられることなどに

より [時間給]が低下したり､仕事自体が減少したことなどにより [月収]が減少

した人も少なからずみられるなど､収入が不安定化している｡

このような状況変化の下で､常勤以外の自己裁量の範囲が大きかった働き方が､

希望する就労日数や休祝日就労を含めた就労日､時間などを制約される傾向を強め､

自分の希望通りに就労できないケースが増えるなど､ホームヘルパーにとって適切

な仕事量と実際の仕事量とのミスマッチも進行した｡
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第 5章 就労の実態と労働条件

一常勤以外ヘルパーでも月17日就労-

1.勤務状況

(1)過去 1カ月間の勤務日数と訪問日数 (Q36)

一常勤ヘルパーで22日､常勤以外ヘルパーは17日-

①過去 1カ月間､ホームヘルパーは､平均何日くらい勤務 しているのだろうか 【図表1-5-1】0

平均勤務日数は､常勤ヘルパーで22.4日 (中央値22.0日)､パートなどヘルパーや登録型ヘ

ルパーなど常勤以外のヘルパーは5日程度少ない17.3- 17.6日 (中央値18.0日) となってい

る｡ 分布からみると､常勤ヘルパーでは週 6日就労の ｢25日以上｣が25.0%を占めている｡

一方､常勤以外のヘルパーでも､<20日以上>が4割を超え､｢25日以上｣ も12- 16%を占

めるなど常勤並の勤務日数で働いている人が少なくない｡

勤務先別に平均勤務日数をみると､営利法人や社会福祉協議会以外の社会福祉法人勤務の

常勤ヘルパーでは､｢25日以上｣が3割前後を占めている｡一方､常勤以外の営利法人では､

社会福祉法人などと比べ多様な勤務日数となっている点や､非営利法人では､週 1回以下の

｢4日以下｣といった少ない勤務日数もほぼ1割みられる点が特徴となっている｡

②このように過去 1カ月に ｢25日以上｣勤務するヘルパーがみられた一因は､過去 1カ月間の

土曜日や日曜日､祝祭日において､｢訪問がなかった｣は全体で 2割にとどまり､ 7割強が

｢訪問があった｣としている実態を反映している｡介護に関しては､休 日や祝祭 日に利用す

るケースの少なくないが､そのサービス提供を平日のサービス提供者が同時に担っているこ

とが示されている 【図表1-5-2】0

訪問が ｢なかった｣割合は､最も多い登録型ヘルパーでも4人に1人程度､パー トなどヘ

ルパーでは2割､常勤ヘルパーでは1割強にとどまっている｡このような土日や祝祭日の訪

問を行っているヘルパーの割合は､1996年調査と対比すると､常勤以外のヘルパーでは減 っ

ているが､常勤ヘルパーでは､逆に､増えていることが明かとなっている｡

過去 1カ月間の土曜日や日曜日､祝祭日の訪問したヘルパーの日数は､ほぼ週 1回近い平

均3.8日 (4.0日)となっている｡雇用形態別にみると､常勤ヘルパーは4.0日 (中央値4.0日)

であり､週に1回程度､土日や祝祭日に訪問していることがうかがえる｡なお､この訪問日

数は､パートなどヘルパーや登録型ヘルパーでも共通 している｡

③過去 1カ月の平均訪問日数は､常勤ヘルパーで20.5日 (中央値21.5日)であり､勤務 日数よ

り1.9日 (中央値0.5日)少なくなっている｡これに対 し､常勤以外のヘルパーの訪問日数は

17.0- 17.6日 (中央値18.0日)と勤務日数に対応しており､訪問日意外には打合せや研修など
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図表ト5-1 過去_1.カ月間の勤務日数 (総計､雇用形態別､勤務先別)

4 5 10 15 20 25 N日 l l i 1 日以 ~9 14 19. 24 以 A下 目 日 日 目 上 計 中 平央 . 均値 値(冒)

総計 2.9 5.011.715.640.816.3 7.7 840 20.0 18.9

常勤へルパ.- -.-.0.5 4.7番.i:諸 路膏 5.2 212 22.P 22.4

勤務先 社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 -.-.- __5_._9_盤遥 鮮薄 3.9 ~51 22.0 22.4-.-.2.5 5.0…:7:架三5.5.010.0 40 20.5 20.8

別ノヾ勤 会福祉協_議会営利法人 .株式会社など

-.-.-....堂 適 塾 遥 6.2 65 p23.0 23.2

嘱託人ルパー -.5.0 5.010.0も81:恐 -..- 20 20.0 19.1

- トなどヘルパー 3.5 7.01潔;i:恐.芝;症.7:≒30.6J13.1 5.2■▲一■■■■一一一一｣▲■i■一.▲l■▲一.____ 229 18.0 17.3

社会福祉法人 .社 -.6.811.4iB-6㌔謙 34.1 4.5 6.8 44_ 18.0 17.2

顔先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 ･- -.3.417.244.8群雄 6.9 29 22.0 21.4

別勤 会福祉協議会営利法人 .株式会

4.0報謝 蛮行820.016.0如謙 L4.0 25 18.0 16.6

社など非営利法人 .NP lII-dIL--7.1雄 謹 ::箸:li薄 16.125.016.1 3.6 56 18.0 16.5

0法人生協 I----5.9 5.914.7老妻行を-32.4 8.8L5.9 34 17.0 17.3

社会福祉法人 .社 4.3 6.■515.1牲甘 26.916.1 9.7 93 18.5 17.8

顔先 会福祉協議会以外社会福祉法人 . 社 2.3 5.711.5幻諦 34.511.511.5 87 20.0 18.2

別※′を′※,なt会福祉協 議 会営利法人 .株式会 - +----

4.5昭雄 妻:2-言 20.520.518.2 ... 4.4 15.5-16.3

社など非営利法人 .NP l---Ib雄諸 4.9謹徳雄 14▲-619.517.112.2 41 17.0 16.2

0法人生協か け下実線 は総計､すか け下太実線 は総こヽとを示 す l----

-..- 8.012.0-:.細萱;:…8 8.012.0■一一一ll■■■ll.日日との差 が 5ホCイント以上多い こと､ 下破線 は 25 20.0 ■20.05ホoイント以上少ない こと
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図表1-5-2 過去 1カ月間の土曜日や 日曜日､祝祭日における訪問の有無と言方間日数

(総計､雇用形態別､勤務先別)

あった 訪 問~日 数, な Nかつ A
日 日 日 日 日 日 日 日 _日 央 均 た

以 A 値 値

ll (日)

総計 1996 72.075.1 21.315.5 9.816.512.2 7.3 4.0 4.34.54.6 605●●●4.0 3.8●●●●●●20.08.020.04.9

脅勤ヘルパー19.96 77.862.5 16.413.314.516.410.9 9.14.8 2.4 6.7 5.5 165●●●4.0 4.0●●●●●●12.3 9..930.8 6.7

勤請先別パ勤務先別勤務先別 社会福祉法人 .社会福祉協議会以外■社会福祉法人 .礼会福祉法人営利法人 .株式会社など 72.5 16.218.910,.818.9 5.4'~8._1 5.4 2.78.15.4 37 4.0 4.0■21.6 5.9

.72.5 37.920.713■.810.3~6..9 .- -. -. 3.4 6~.9 29 2.0､2.5. 15.012.5 40

嘱託ヘルパ∵1996 55.068.5 ･27.318.2 9.127._3..∴-. - -. - - -.18.2 ll●■● 2.0■.2.4●●一 ●.●● 45.0 -.-125.0 6.5

社会福祉法人..社会福祉協議会以外社会福祉法人 .-礼会福祉協議会営利法人 .株式会社など非営利法人 ∴NP0法人生協登録型ヘルパー1996社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株式会社など非営利法人 .NP0法人生協 63.6 32.114.314.317.917.9 -. .- -. .- 3.6 28 3.0~2.7 27.3 9.1

86.? ･12.OL12.016.08..020.012.0.8.012.0 - . -. 25 5.0 4.4 3.410.3 129

64.3 ･16.719.411.116｣7 5.6 8.3 8.35.6 5｣6 2.8 36 4,0. 4,.0.23.2.12.5 56

85｣37十688..880.6. 24..113.810.3.20.7 6.910.3 6.9p6.9∴- -.･23.115.7 5.816.914,0.7.9 2._1.4.55.4 4.522.713.3 9.3L16.013.3 9.3_- .6.7 4.0.5.3 2~9242●●●-75 4.0 3.74.0 3._8●●● ●●●4.0 3.7.ll.8 2.924.34.19.7 1.516.13.2 3433893

64.4 .23.221.4 5.414.316.1 7.1■3.6 3.6 5.4 -. 56 3._5 3,7 ･27.68.0 87

73.2 20.020.0 6.720.0 6.7Ll0.0 .... ... 6.710.0 30 冒,_P 再 .24.4 2.4 41

による日数が､勤務日にカウントされていないことをうかがわせている 【図表1-5-3】0
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図表1-5-3 過去1カ月間の訪問日数

(総計､雇用形態別 .勤務先別)

･4 5 10 15 20 25 N日 l I l l 日以 9 14 19 24 以 A下 目 日 日 目 上 計 中 . 辛央 均イ直 値.(冒)

総計 3.2 6..3.13.017.734.815.1 9.9 840 20.0 18.2

常勤ヘルパー 0.9~3.3 4..7 8.5謹錐藷 19.311.3 212 21.5 20.5

勤顔.先 社会福祉法人 T社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 _ ･- 3.9__5_.iQ__9_._8_塗遥 15.7 5.9 51 20.0 20.2･..5.0 5.010.0享8.2.享:.:;:.5 5.012.5 40 20.0 19.3

別ノヾ勤 会福祉協議会営利法人 .株式会

社など

- トな どヘルパー 4.8 7.416.2:22;:i:;:7:妻29.712.2 7.0一一■一l■一l■l･■■.____ 229 18.0 17.0

社会福祉法人 .~社 -.4.5ー13.6知謀 34.1L4.5 9.1 44 18.0 17.3

務先 会福祉協碍会以外社会福祉法人 .社 ●-

別勤 会福祉協議会営利法人 .株式会

4.0報謝 紬諸 如諦 20.020.0 ... 25 17.0 16.5

社など非営利法人 .NP ■■■- ■■■一l■■l■llll■ll■一lllll■ll■ll■ll-●- ●----湿…薄 華若=薄 14.316.123.214L.3 7.1 56 15.5 15.7

0法人生協 5.9 8.8-17.62..3.詔を29.4 8.8 5.9 34 16.5 16.5

登録型ヘルパー 3.6 7.4 16.321.326.916.0 8.6 338 18.0'17.6

社会福祉法人 .社 3.2 4.316.12混:i-::'9三26.917.-2 5.4 93 18.5 18.2

顔先 会福祉協議会以■外社会福祉法人 .社 1.1 6.911.5玄5::言 29.912.612.6 87 18.0 18.0

別※を′※なも会福祉協議会営利法人 .株式会

2.3凋雄 !2:2.≡:;‡ 20.522.715.9 2.-3 ･44 16.0 16.4

社など非営利法人 .NP …紘詫 ,4.9滋隷 14.624.-414.6 7.3 41 17.0 15.9.

0法人生協か け下実線 は総計､すか け下太実線 は稔.＼ことを示す ■■■■■■■■■■■■■■■-

･- ...12.0 20.036.016.0;:1:批8Lii▲■■i■一.i■■iとーの差が 5ホOイ再 以上多い こと､下破線は 255ホoイント以 20.0 19.6上少ない こと -
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(2)過去 1カ月の訪問世帯 (件)敬 (Q36③)

-分散の大きい訪問世帯数-

ホームヘルパーは､ 1カ月に何世帯程度訪問しているのだろうか｡

総計では､過去 1カ月の訪問世帯 (件)数は､ヘルパーによって ｢9人以下｣(26.8%)から

｢100世帯以上｣(7.0%)まで分散の大きな点が特徴となっており､中央値でみると21世帯となっ

いる 【図表1-5-4】0

雇用形態別に中央値でみると､常勤ヘルパーの50.0世帯に対 し､パー トなどヘルパーは20.5

世帯､登録型ヘルパーは12.0世帯となっているが､雇用形態の違いを超えて訪問世帯 (件)数

の分散の大きな点は共通 している｡なお｣介護サービスの内容は明らかではないが､訪問世帯

数は､常勤ヘルパーでは社会福祉協議会､営利法人で､パートなどヘルパーでは社会福祉協議

会で､他の勤務先より多い傾向がみられる｡

(3)勤務が多い時間帯 (Q36④)

一常勤以外も ｢昼間｣が中心-

ホームヘルパーの勤務が多い時間帯は､常勤ヘルパーでは､当然のことながら ｢昼間一朝か

ら夕方まで｣(72.2%)が7割以上が集中し､他は､｢午前中-8時頃から正午まで｣(12.7%)

となっている｡このように ｢昼間｣に集中する点は､常勤以外のヘルパーにも共通 しており､

パートなどヘルパーはほぼ6割､登録型ヘルパーでは6割強を占めている｡さらに､それ以外

の時間帯でも ｢午前中｣が26-27%を占めており､他は､｢午後一正午か ら17時頃まで｣が7

-10%みられる程度であり､一夜問や深夜など特定の時間帯勤務が多いヘルパーはわずかといえ

る 【図表1-5-5】0

このように常勤以外のヘルパーでも､今回調査対象者では､特定の時間帯に勤務するケ丁ス

よりも､常勤ヘルパーと同様に ｢昼間｣の広範囲の時間帯に勤務 しているケースが主流 となっ

ている｡

(4)1世帯当たりの平均訪問 (滞在)時間数と1日の平均訪問 (滞在)時間

一中央値では1世帯当たり滞在は90分に短縮-

① 1世帯当たりの平均訪問 (滞在)時間は､中央値で90分 (平均104.1分)となっているが､分

布では ｢120分以上｣が41.3%を占めている一方､｢90-119分｣が28.7%､｢60-89分｣が

15.0%などとなっており､｢59分以下｣は4.3%と少ない 【図表1-5-6】0

【図表ト5-7】は､雇用形態別に1996年調査と対比 したものである｡中央値では､パートな

どヘルパーが110分で､登録型ヘルパーや常勤ヘルパーの90分より長 くなっている｡96年調

査と比べると､雇用形態の違いを超えて､介護サービスの時間が120分か ら90分に短縮され

ている｡
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図表1-5,4..過去 1jj月間の述べ訪問世帯 (件)数

(総計､雇用形態別 .勤務先別)

世 t I l l l l l l l O
帯ー 19 29 39 49-59 69 79 89 99-■O A
以

上

常勤 ヘルパ ー ll.39.4 7.1 4. 2 9.4 6.1 4.7 4.2 6.1 4.2≒浮薄 15.6 212 50.0 59.1●l●■一■■■一一__-.

勤 社 会福祉法 人 .社 7.87.8滴謹 7.8淵諸 3.9 2-.0 5.9 3.9 5._911.8 9p.8 51 40.0 52.5

務先 会..福祉協議会以外社 会福祉法 人 .社 I-■■一■●■｡■-I..-.10.010.0 5.0 2.5 2.5 5.0悲¢…i:憑.2.5 7.5:…昔:;君…2…¢三浦 悲?:i-:杏 40◆ 63.0 66.9

別ノヾ勤 会福祉協議 会営利法 人 .株 式会社 な ど

12.312.3 - 1.5 6.2-9.2 1.5 4 .6 4 .6 3.~1皇室遷 塾蓬 65 50.0 65.2

嘱託ヘルパ ー -.15.010.0朗i'i:享8二10.0 -.5.0--.5.0 ..- 妻2批令 5.0. 20 38.0 53.9■■■■■■■-■■

一 十な どヘルパー 28.814.8 7.9 8.7 7.0 5.2 5.2 1.7 5. 2 0.9 5.2 9.2 229 20.5-33.9

社会福祉法 人 .社 13.6舘王寺 6.8滴設 6.8 4.5 2.3 2.3 4.5 -. 6.811.4 44 32.0 40.5

務先 会 福祉協議会 以外社会 福祉法 人 .社 3.4 3.4 3.4 3.4 6.9 6.947..…認 3.4;:1%ipB諸;::'9三芳3I.:::名三路藷 29 68.5 68.3

刺勤 会福祉協議会営利法人 .株 式会 ■■■■■■____.社 な ど非営利法 人-.NP0法 人生協登録型 ヘルパ ー社会福祉法 人 .社 iS-音詩 8.8p5.9 5.9 2~.9 -.5.9 -. 2.-9 -. -.ll.8 34338_93 5.5 15.712.0 21.713.5 22.7

- ■●■---.一難 諸 19.2 7｣7 10.4 6.8 3.6 3.0 1.2 1.2 0.3 1.5 7.4

30.12 2 享=i:::61 0.810.8 8.6 4.3 4.3 2.2 .- 1.1 -. 5.4

瀬 蒲 16 .1 9.2 8.06.9 4.6 2.3 .1.1 2.3 -.1.1L11.5- 87 ll.0 21.8

望遠 18.2J2.3雄謹 4.5J2.3 - 2.3J2.3 -....2.3 44 12.0 18.0

なお､勤務先別にみると､営利法人の常勤やパートなどヘルパーでは<59分>以下の相対

的に短い訪問 (滞在)時間が､他の勤務先より多くみられる 【図表1-5-6､参照】0

②一万､ 1日当たりの平均訪問 (滞在)時間は､常勤ヘルパーでは､｢6時間以上｣が26.9%と

最も多く､中央値では5.0時間 (平均4.4時間)である 【図表1-5-8】｡これに対 し､常勤以外

のホームヘルパーの平均訪問 (滞在)時間は､中央値で3時間となっており､ー1世帯当たり

の訪問 (滞在)時間との関係でみると1日にはぼ2世帯を訪問していることが分かる｡なお､
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図表1-5-5 勤務時間帯や多いもの (2?以内選択)
(総計､雇用形態別 .勤務先別)

昼 時早 ら午 時午 時夕 頃夜 い療 雨 計
･腎 門 葦雷 ~讐竿 警千 隻2ーo 誌 A.
･.朝 で 5 ま ト で正 で17 時 - ま
か 時 で 8 年 時 か つ
ら か 時 か か ら て
夕 ら 頃 ら ら 22 い

総計 - 64.8 0.822.1 6.0 0.6 0.l l.9 3.7 840

常勤ヘルパー 音真言 1.-412.7 2.4 0.9 .- 4..2∴ 6.1 212

勤務先 社会福祉法人 .社会 福祉協議会以外社会福祉法人 .礼 塾生蓮 2.011.8 - ......- 5/9 -51-…叩憲章5.-.15.0 -.-.-.2.5 5.0, 40~

別ノヾ_勤 ･会福祉協議会営利法人 .株式会 ■一■▲■一一一.一■.▲■■

67.7 1.513.8 -..- .- 雄詫 7.7 65
社など 4-

嘱託ヘルパー ;:?涙庖 丁-.10.010..0 5.0 .- ...5.0 2b

- トなどヘルパー 58.l l.726.2 7.9~0.4 0.4 2..2 3.1 229

社会福祉法人 .社 寺批蕃 2.315.9 2.3 -....4.5 4.5 44

･務･先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .■社 ー■- ll■■■■

刺勤 会福祉協議会営利法人 .株式会 ●-一■■一

52.0 _4_..0!.2.-8::I;:Ji8 8.0 ■4.0.4.0 .- -. 25

46.4-1.8解凍醜諸 .- .- 5.4 1.8 56

0法人-生協 -----4~7.1 -.秘 詫 5.9 .- -..- 2.9. 34----t■ - ■■■■

登録型.ヘルパー 64.8 .- 26.6 6.8 0.3 -.0.3 1.2 338

社会福祉法人 .社 :.:7..Bi:i:::8.. - 24.7.3.2-.- - - - 93..

務先･別※なし※ト上会福祉協議会以外社会福祉 法人 .社･会福祉協議会営利法人 .株式会 ●■■■■■-

65.5 ∴.25.3∴6.9 .1.1J......1.1 87,

65.9 .- 18. 2 ;き葦維_.- .- ...2.3 44

社 など非営利法人 .NP0法人生協かけ下実線は総計＼ことを示す .か け下太実線 は稔 妻上少ない 羊とを示

一■■- ■■との差が 5ホoイシト以上多.いこと､下破線は 5ホoイ

十との差 が 15ホoイント以上多い こと､下太破線は 1.5ホOインす
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図表1-5｢6 1世帯 (件)あたりの平均訪問 (滞在)時間数
(総計､雇用形態別 .勤務先別)

5 6 9 1 N9 0. 0 2分 _l l O A以 ′8 1 分下 9. 1 以分 9 上令 計 中 平央 均 .底 値(令 )90.0104.190.0 97.6gpo.0103.0

総計 -4.315.028.741.3 10.7 ■840

勤務先 社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 5..915.729.437.311.8 51-.15.03昏i:恐97.512.5■▲■■■■■■-■一■一 40 90.0102.3

別パ勤 会福祉協議会営利法人 .株式会

油諾 蒙れ丑26.227.712.3 65 90.0 85.0
社など

嘱託ヘルパー ･- 15.0 5.0甜:;:8i神津 20 120.0~139.4

- トなLt.ヘルパー 3.912.728.4 4 4 .510.5 229 110.0110.6

社会福祉法人 .社 6_.8-6.8瀬薄 34.1滴藷 44 100.0104一2

務◆先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 6L.913.8葦結き17.2:2才!浦 29 90.0 90.5

別勤 会福祉協議会営利法人 .株式.会 ■■■■■■lll■■-一■●●■■■■■■ll一-ll■l■

享紹誹を麦頼828.028.0~4.0 25 90.0 91.9

社など非営利法人 .NP 1.8 1.8.12.5才5;;:;'8 8.9 .56 120.0137.9

0法人生協 -.細浦 8.8融鴻 2.9 34 120.0119.7

登録型ヘルパー 3.915.132.8 41.7 6.5 338 90.0.101.1

社会福祉法人 .社 6.5要安雄 24.7--43.0 3.2 93- 90.0 97.6

務先 会福祉協議会以 外社会福祉法人 .社 ･..17.2潅桁毎25.311.5 87 90.0 96.0

■別※少※ ■会福祉協議会営利法人 .株式会 ■-■l■■■■ll■■■l--■■-●

4.613.627.35'Oi:;j8三4.5 44 120.0104.~2

社など非営利法人 .NP 2.4 9.819.5番さ行番 4.9 41 120.0112.4

0法人生協か け下実 線 は総 計い こ とを示 すか け下太 実線 は稔 計 との差 が 15ホ○イント以上 多 い こ と､ 下太破 線 は 15ホ○

図表1-5-7 1世帯当たりの平均訪問 (滞在)時間 (雇用形態別)

単位:分

1997年 2000年 01-97

常勤ヘルパー 平均値 118.6 97.6▲ 21.0

中央値 120.d _90.0▲ 3̀0.0

嘱託ヘルパー 平均値 123.4 139.4 16.0
中央値 ~ 120.0 120.0_ o∴o

パートヘルパー 平均値 124.4 110.6▲ 13.8

中央値 120.0 110.0▲ 10.0°
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常勤以外のヘルパーでも､パー トなどヘルパーでは ｢3時間台｣(23･1%)が､登録型へ).レバー

では ｢2時間台｣(32.5%)が＼それぞれ最 も多くなっている｡また､常勤以外のヘルパーに

ついて勤務先別にみると､社会福祉法人や営利法人と比べ非営利法人や生協では訪問 (滞在)

時間は､やや短い時間にシフトしている｡

図表1-5-8 1日ゐ平均言方町 .(滞在)時間数 (総計､雇用形態別 .勤務先別)

総計 ･..4.522.417..418.2.ll.513.312.6 840 3.0 3.6

常勤ヘルパー. -.5.210.4 7.117.9三搾油護は薄 14-｣6 212 -5.0 4.4

別ノて勤 会福祉協議会 .営利法人 .株式会

-.6.213.8_4.620∴0細渚緋薄 15.4 65 4.0.■4.3
社な ど

嘱託ヘルパー. -.5.010.015.010.0:40:.:i=.:810.010.0･-_一一一.■■■一■一ll.l■■■■ 20 5.0 4.1

一.トなどヘルパー -.1.722..7芝3≡丑 17.J511.411.412.2一■L一■■■一■▲■- 229 3.0- 3.6

社会福祉法人 .社 -.-.6.820.520.5蛮行.!:二11.4iii8!認 ~44 4..0 4.1

務-先 -会福祉協議会以外･社会福祉法人 ._社 L-----..- 6.9~20.717.210.3妻華詫 2.9ii甥:i 129 ･-4.0 4.4.

別勤 会福祉協議会営利法人 .株式会 ~■一一■■ ■- -

-.4.020.020.0滝強誹 12.0◆12.0 8.0 25 4.0 3.7

社など非営利法人 .NP ･- 1.8_躯;三昔25.;甜 16.1 5.4 3.｣612.5 56 3.0 3.P

0法人生協 - ■■■■- l■

登録型ヘルパー ･- 6.5韓詩17.820.1 6..5 6.8 _9.8 33~8 3.0 3.1

顔先 会福祉協議会以外-社会福祉法人 .社 -.6.9瀬…詫 20.720.7 .4.6 4.610.3 87 3.0 3.0

別※す※｢■｣ 会福祉協議会･.営利法人 .株式会社な ど◆非営利法人 .N.P

･..6.82.2.715.920.5.ll.4 9.1L3.6 44 3.0 3.5

-.舘 渚 瀬隷 4.9喜26諸 4.9 4.9 ー7.3p 41 2.0 2.9

0法人生協か け下実線 は総計 と ･-現行8月藤津12.020.0 8二0 4.0 8.0■■- .■- I-●一一一･の差 が 5ホoイント以上多い こ■と､下破線 は 5ホoイ 25丹 以上少i: 2.0 2.93:い ことを示す
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【図表1-5-9】は､雇用形態別に

1日当たりの訪問 (滞在)時間を96

年調査と対比している｡中央値では､

登録型ヘルパーは3時間で変わって

いないが､常勤ヘルパーやパートな

どヘルパーではやや減少 しているこ

とが分かる｡

図表1-5-9 1日平均の訪問時間数 (雇用形態別)

単位:時間

1997年 2001年 01-97

常勤ヘルパー 平均値 5▲3 4.6 ▲ 0.7

嘱託ヘルパー 平均値 5.1 4.1 ▲ 1.0.
.中央値 5.0 5.0 0.0

パートヘルパー 平均値 3.9 3..6-▲ 0.3

中央値 -∴ 4.0 ･.3.0 ▲.1.0

登録型へ/レバー 平均値 3.3 3.4 0.1

(5) 1日の訪問 (滞在)時間と比べた移動時間

- ｢平均訪問時間と同じ｣が 1割-

ホームヘルパーの仕事は､利用者世帯を訪問するだけに､利用者世帯への移動時問が付随的

に生 じるが､この移動時問は､どの程度あるのだろうか｡

1日の訪問 (滞在)時間と比べた移動時問をみると､｢平均訪問時問より短い｣(77.4%)が

ほぼ 8割を占めてはいるが､｢平均訪問時問と同じ｣(ll.9%)と1割強みられ､｢平均訪問時間

数より長い｣(2.9%)も少ないながらみられる点などに留意する必要があるだろう 【図表1-5-

10】｡

移動時問を訪問 (滞在)時間を10割とした割合から換算するとかなり分散 しているこ-とが分

かるが､全体では中央値で訪問 (滞在)時間の3.0割程度 (平均3.9割) となっており､時間と

して中央値0.9時間 (平均1.3時間)となっている｡ このように移動時問は､平均値と中央値に

よる帝離からは､長時間の移動時問を要するケースを示している点も見逃せない｡

このようにホームヘルパーの場合には､訪問 (滞在)時間に伴う移動時問は短 くなく､ この

点は､常勤ヘルパーで 1日の中央値で1.2時間 (平均1.7時間)ばかりでなく､常勤以外のヘル

パーの中央値でも0.8-0.9時間となっている｡

【図表ト5-11】により1日の訪問 (滞在)時間数別に移動時問の割合をみると､訪問時問が

長時間の訪問時問にもそれ相応の移動時問が発生しているが､短時間の場合では訪問時問に近

い移動時問が発生 していることがうかがえる｡ちなみに､3時間未満で0.6時間 (平均0.8時間)

となっている｡
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(総計､雇用形態別 .勤務先別)

訪問時間数と比べた移動時間 訪問 (滞在)時間数を10割 .とした移動(往復)時間 (参考)1日の移動 (参考)移動時間に 計840､2125ト

り平 数平 り平 N

謂 謂 警謡 A閉 じ問 問暗 く滞 時 の割合 時間(往復) 相当時間給(年後)中 平 中 平 中 平
間 ら在 間 央 均 央- 均 央 均

よ 間 よ (割) (時間) ■(円).

勤..先別パ勤 ~務先別bl社会福祉法人 .礼会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉法人営利法人 .株式会社など ･- 15..778.4 5.9 3.0 3.8-. 1.2 -1.7. 1,2001,819J

･- 2_.582.-515.0 ･2.0 ?.4 0.7 1.2 8251,253 40

3.121.567.7 7.7 3.0 4.8 1.4 2.0 1,7152,206 65-2022944

- トなどヘルパ- 3.110.977.3 8.7 3.0 3.9 0.9.1.3 9601,449

-社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株式牟社など非営利法人 .N■P0法人生協 4.5 4｣579.511.4 3,.0 3.7 1..5 1.6 1,5601,998

3.4 3.469.024.1 2.5 2.9▲4.5 5.0 1.0 1.1 7131,404 2925･- 24.072..0 4.0. 1.5 1.9 1,500ー2,114

1/8㌧5..4■82.-110.7- 2.0 3.1 0.6~ 0■.9 ･7201L,037 56

18.8_23.564.7 2.9 ･'4.0 5.5. 1.1 .1.5 9.601,508, 34~-538.登録型ヘルパー 2.411.583.1 3.0 2L.0 3.7 0.8 1.1 7501,164

顔 会福祉協議会以外

別 会福祉協議会

ト営利法人 .株式会 ･-6.820._570.5 2.3 4｣..0 5.5 _1,2001,3481-,0101,304
社など
非営利法人 .NP. -2.4 9..885.42.4ー2.5 3.4 .0.6 1.0
0法人

生協 8.0 8.080.0 4.0 3.0 4.0■ 1.0 1.1 8001,018図表1-5-ll .訪問.(滞在).時間数と比べた移動時間 -(往復)の割合

と.'した移動p

り平 数平 り平 N..-(往復)時間 1日の移動
長均 と均 短均 の割合 時間(往復) 相当時間給 .

間二.じ間11 問
暗 く滞 時 中 平 中 平_ 中 ~平
∴間.ら在 . 間∴- 央 均 _央 -_均 央 -均
数 い時 数 ･値 値 . 値 値 値 値

よ- 甲 .羊 (割)A (時間) -(円)

計 2.611.380.8 5.3 3■10 3L.8 0.8 1.2 8511,27.9

3時間未満 3.713-.879.3 3.2- _3.0 4.2 0.6 0.8 600 由6 18g

3-4時間未満ー 2.710.684.1 2.7 2.5 3.7 0.8 1.1 7201,132 113

4⊥5時間未満 1.9 7.488.0 2.8 2.0 3.2.0.8 1..3 1,0601,386 108
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2.賃金について

(1)賃金形態 (Q38A)

一登録型ヘルパーの8割以上が ｢時間給｣-

ホームヘルパーの賃金の支払い方法では､常勤ヘルパーは､｢月給｣(81.6%)に､登録型ヘ

ルパーは､｢時間給｣(83.4%)､パー トなどヘルパーは ｢時間給｣(73.8%)を中心 に ｢日給｣

(ll.8%)に､それぞれ集中している 【図表ト 5-12】0

この点は､勤務先の違いを超えて共通 しており､1996年調査とも変わらない｡

(2)収入 (Q38B)

一登録型ヘルパーの時間給は96年と比べ上昇-

① [平均月収]は､常勤ヘルパーでは平均19.3万円 (中央値19.5万円)､パー トなどヘルパーは

8.3万円 (7.0万円)､登録型ヘルパーでは6.5万円 (中央値6.0万円)となっている｡

平均月収は､1996年調査と比べると､対象事業所や訪問件数などの違いなどに留意する必

要はあるが､常勤ヘルパーは平均で1.5万円減少 し､常勤以外のヘルパーは2万円程度増加

している 【図表1-5-13】0

平均月収を分布でみると､常勤ヘルパーでは<15- 24万円>に7割が集中している｡一方､

パー トなどヘルパーは ｢5- 9万円｣を中心に分散 し､登録型ヘルパーでは､大半が<9万

円以下>に集中し､｢4万円以下｣も3人に1人以上を占めている｡なお､勤務先別 にみる

と､非営利法人の登録型ヘルパーでは､ 6割近 くが ｢4万円以下｣で占められている 【図表

1-5-14】｡

②常勤以外のヘルパーで一般的な賃金の支払い形態である [時間給]は､登録型ヘルパーでは

平均1,117円 (中央値1,100円)､パー トヘルパーは平均1,090円 (中央値1,100円) となってお

り､非営利法人が多 く含まれている登録型ヘルパーでは､96年調査 と比べ平均110円 (中央

値180円)はど上昇 している 【図表1-5-13､参照】0

時間給を分布でみると､登録型ヘルパーでは､｢1100- 1199円｣(26.9%)と ｢1000- 1099

円｣(24.4%)とに集中しているのに対 し､パー トなどヘルパーでは ｢1000-1099円｣(28.8%)

を中心に分散 している｡なお､勤務先別にみると､各事業所 ともに概ね平均1,100円前後 と

なっている 【図表1-5-15】｡
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図表1-5-12 賃金形態 (総計､雇用形態別 ..勤務先別)-

総計 27.3 4.958.0 4.2.1.4 0.4.3.9 840

1996_ 避遷 2.4_4_6_._1_ - ...0.4 1.9 2068

･常勤ヘルパー 患裳怒 4.7 6.1 0.5 2.4 ... 4.7-■一一■ ■一日■ 212

1996 ∃緒津 0.2 0.2 -.-..- 0.8- . 日一日 848

勤顔先 社会 福祉法人 .社.会福祉協議会以 外社会福祉法人 .社 空重適 3.9 9.8 2.0 ......7.8■一日● 51;9芝;i:5' 2.5 2.5 ....- .- 2.5- ■ ■日日 40

別勤 会福祉協議会営 利法人 .株式会社など

.塾遥 3.1 4.6-.3.1 ...4.6LbH+ 65

嘱耗ヘルパー 名取;♯ 5.010.0 -.-.-.5.0J- JIJIL. 20

1996 藩8譲 ... 0.8 -..- -.0.8- ■ 日■■■■ 124

非常勤 .パー ト. _A._4_進運遊遥 5.2.2.2 0.4 2.2 229

臨時ヘルパー1996 4.5;3i;Oii:…2㌦8'丑;i:享:6 -.-.-.2.7日日■日▲■一■▲■一■▲■-■■- 334

社会福祉法人 .社 4.5蒙さ行針 :托.謹 -.-.-..- 44

顔先 会福祉協議会 以外社会福祉法人 .社 ■●■●-一■- ■■■■- --.雄昔樽薄 墨持8.=3.4 ..- .- 29

別勤 会福祉協議 会営利法人 .株式会 - ■■■■■■■■■■-l■■-

8.0 8.0.鴻隷 4.0--. ... 4.0 25

社など非営利法人 .NP, 一■---- - ■7~.l l.8::?.::5;:恐 7.1 5.4.1.8 1.8 56

0法人生協 一一■■■一■ ■■■■■■-■l■■-..- 藩京洛 2.9 2｣9 -. 8.8■･.■■■一lllllll■■■ 34

登録型ヘルパー 4.7 0.9塾蓮 5.9-.Q.6 - 4.4日■■■■■ 338

1996 ･..1.7;9蓬;;:i.:i:' -.-.1.3J2.9-.■■■■■■■ 697

社会 福祉法人 .社 4.3 .I..細 膏 2.~2 -.-.3.2 93.

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 一■一■一■一■- ■- ■■._5_..7_ - 墜墓室 4.6 1.1 .- 2.3 87

別※以※ 会福祉協議 会営利 法人 .株式会

4.5 4.5融……;:.iB-6.8 -. -. 2-.3 44-

社な ど非営利法人 .NP lI---- -7.3 ...::印.:i:潔…E:.T::;;:.1:.!2.4p... 2｣4 41.

__4_..0_-.塗 蓮塑堕 ...-.8.0との差 が 5ホoイント以上 多い こ と､ 下破線 は 5 25ホoイント

十とーの差 が 15ホoイント以上多 い こ と､ 下太破線 は 1
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図表1-5-13 賃垂について (雇用形態別)

平均賃金 時間給
､1996年 2001年 01-96 1996毎 2001年 01-96

常勤ヘルパー 平均.檀 20.8 ･19.3 ･▲ -1.5 2,287 1,208 ▲ 1,079

中央値 20.0 19.5 ･▲~0.5 1,9.34 1,100 ▲ 834

嘱託ヘルパー 平均値 ~ 18.7 18.5 ▲ 0.2 2,048 1,249 ▲ 799

中央値 17.4 .19.3 1.9 ll,719 1,170 ▲ 549

パートヘルパー 平卿 直 6.3 8.3 2.0 1,207 1,090 ▲ 117

中央値 6.0 -7.0 1.0 1,000 1,000 0

登録型ヘルパー 平均値 4.3 6.ラ 2.2 1,007 1,117 110

中央値 3.8 6.0 2.2 920 1,100 180

図表1-5-14 平均月収 (総計､雇用形態別 .勤務先別)

琴計 21.729.4 9.015.410.4 3.510.7 840 8.0 10.7

常勤ヘルパー 0.5 3.3 5.2群雄 調寺.事雄:i::亙 9.9 212 19.5 19.3

勤._社 会 福祉法人 .社 ･.. 3.9 3.9封詩碑諸藩昔 13.7 51 22.0 20▲9

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .礼 2.5 2.5 -.5.0.;:i:甘草!;:I:8雄薄 7.5 4■0 18.5 19._Op

刺パ勤 会福祉協議会 .営利法人 .株式会社など

-._主上_5.__3_._1_盤適塾遥 -7.7 9-.2 65 1_9.~5 19.1

嘱託ヘルパー 5.0 5.0 5.0:a.5::;:iQ工2草津 猪井 10.0 20 19.3 18.5

- トなどヘルパー 23.1忍?:を三婚漣:#:;:名10.9 1.3 0.9_ll.4■■一■■▲■一■.i..▲■ー■▲一一一一..▲･.■.■■.■■ 229 7.0 8:3

社会福祉法人 .社 6.8:Si行…巨細薄 13.6 2.3 -. 4.5 44 8.? 9.6

務先 会 福祉協議会以外社会福祉法人 .礼 ----I- -3.420.7息巻.ii::::5.3,.7.ii:;.9:3.4 .- .- 29 14.0 12.6

別勤 会 福祉協議会営利法人 .株式会

憑,-Bi::.番.32.012.0 白.0 .- 4.012.-0 25 6.5 8.0

社など非営利法人 .NP 雄 藩.32.1 8.9 7.l l.8 .-..鮭薄 56 6.0 ■6.8

0法人生協 舶詫~紡言 5.9 ....- .~∴ 膳 謙一.■■一.■一■- 34 5.0- 5.4

登録型ヘルパ ー BiS.諸 姉丑 7.7__2_._7_._1_ニ声 0._3-10.1 338 6.0. 6.-.3

社会福 祉法人 .社 22.6:5'｡…=i:忠ll.8 3.2 -. -.ll.8 93 6.■5 6.9

顔先 会福祉協議会以外社会福 祉法人 .社 -■■■■■■■.諦ii:::.3'抑:i.!i.i;.i.-6.9 2.3 -. 1.1 9.2 87 6.~0.---6.4

刺※を′※なt会福祉協議会営利法人 .株式会 - ■- ■■■

漣音詩 27.3 6.8 9.1 6-..8 ... 4.5 44. 5.-5 7.5

社など非営利法人 .NP ■■一■■■-護持詫 26.8 7.9 ... 2.4 -. 7.3 41 4.0 4.9

0法人生協かけ下実線は総計､すかけ下太実線は稔こヽとを示す ■-■■■■■■■■■

迎建 迎迎__4_._9 ...-.-.8.0との差が 5ホoイント以上多いこと､下破線は 255ホ○イこけ 以 5.0 5.4上少ないこと
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図表1-5-15 時間給 (NAを除く) (総計､.雇用形態別 .勤務先別)

9 0 0,-円 0 円 1 円 2.円 3 円 4 円 5 6
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
円 I 暮 ;'0 -.0 0 0 0 0 0
以 8 9 l l t I I l 円
下 9 9 1 1 1 1 1 1 以

9 9 0 1 2 3 4 5 上
円 円 9 9 .9 .9 9 9

常勤ヘルパー ー7.8 8.811.819.6-9.8∴4.910.8 2.9 6.-9輔謹 .- -102 1100 1208

務先 会 福祉協議会以外社会福祉法人 ...社 ■■■■■■■-.---●■ ■■- '-

補講 施主溶 9.4-15.6 9.412.5 3.1 3..1 3.L1 9.4 -. 32 1000 1063
社など

嘱託ヘルパー.- - . 7.7 7.-7 7.7;3批憑 7.7 -.;措誰 7.7 7.7. -. ･13 -1170 1249

社会福祉法人 .社 ･...7.110.728.6謹持…膏 10i7 - . - . . - 3.6.. - 28 _1100 1093

4.3 8.7潤…諸 13.0;2駁;.I; 4.33:3.…弥 4.3 4.3 4.3-... 23 1106 1121

刺勤 会 福祉協議会 .営利法人 .株式会

社 など非.営利法人 .N.P ■■■■■■■■-6~.L5 2.215.2 8.7 8.7..3.2三浦 …ほ ;:恐 .4.3 4.~3 4.3 .- 46 1200:1146

0法人生協登録型ヘルパー′社会福祉法人 ▲社 3.8 717瀬油 舶三芳 7.711.:5 .- . . . . - - . - . 292.4267 10-00 ._979.1100 1~1171100 1175

■- ■l■■■■■■■一一■■■■■■ー■■■.-■■--5.8 2.5 6.624.4書芸は寺争 16.1 .6.6.3.~7 5.4 2.0_ -.

･ - 1.5 9.020.9~…2駁;舎 14.910.4 7.5 6.0 3.0 . . .

顔先 会福祉協議会 以外_社会福祉法人 ...社 ･ - 1.6 3.318.0漣宜':蒲 淵諦 4.9 6.6 3.3 . . . - . 61 1100 1146

刺 .会福祉協議会営利法人 .株式会社など非営利法人 .NP

- . ..- I_2_.._9皇室皇室._室工学墾蓮 8.8 ... 声.8 - -. 34 1075 1125

0法人生協※網 かけ下実線 は総計

3.ホームヘルプサービス業務に関連する時間の取り扱い (Q38E)

一一[予定を超えた延長時間]は3割前後が ｢無給｣-

ホームヘルプサービス業務に関連する時間は､どのように取り扱われているのだろうか｡

【図表ト5-16】は､[訪問先を順次移動するための時間][業務中の待機時間][訪問前などの

日常的な打ち合わせ時間][困難なケア事例などのカンファレンスの時間][業務報告書などの

作成のための時間][利用者の都合による急なキャンセルの場合の時間｣[予定を超えた延長時
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図表1-5-16 ホームヘルプサービス業務関連の時間の取り扱い .(雇用形態別)

■■■■■■■■一｢■■■■■■.-1-

at､働時 d 無給-労働時間として扱わない NA
間.手当の小計 b 有給-労働時間として扱うC 労働時間としては計算せず手当支給

A.訪問先を順次移動するための時間 常勤ヘルパー 60.8 56.1 4.7 22.2 17.0パートなどヘルパー 37.1 23.6 13..5 52.0 10.9
登録型ヘルパー -21.6 4.1 17.5 67.5 10.9

B.業務中の待機時間 常勤ヘルパー 64.2 60.4 3.8 17_.0 18.9
パートなどヘルパ- 28.4 26.2 ~2.2 55.9 15.7

垂録型ヘルパー 19.8 -13.9 5.9 60.1. 20.1

C.訪問前などの日常的な打ち合わせ時間 常勤ベルパ｢ 67.0 60.9 6.1 18.4 14.5パ-トなどヘルパー 29.4 19.2 10.2 58.1 12.6

登録型ヘルパー 25.0 12.0. 13.0 64.4 10.6

D.困難なケア事例などのカンファレンスの時間 常勤ヘルパー 62.4 -52,.6 9.8 ･18.8 18.8パートなどヘルパー _43.p6 25.0 18.6 46.4 10.0
登録型ヘルパー 42.6 19.4 23.2 47.1 10.3

E.業務報告書などq)作成のための時間 常勤ヘルパ- 56.6 50.0 6.6 24.5 18.9パートなどヘルパー 20.9 17.0 3.9 62.4 16.6

登録型ヘルパー 25.7 ll.5 14.2 59.5 14.8

F.利用者の都合による急なキャンセルの場合の 常勤ヘルパー 69.8 60.4 9.4 12.3 17.9パートなどヘルパー 43.7 28.4 15.3 38.9 17.5
時間 登録型ヘルパー 33.1 14.2 1■8.9 53.6 13.3
G.予定を超えた延長時 常勤ヘルパー 65.1 56.1 9.0 13.7 21.2
間 パートなどヘルパー 58.0 52.8 5.2 26.6 15.3

問]という7つの業務関連時間の取り扱いを､雇用形態別にみたものである｡同表によると､

常勤と常勤以外で取り扱いがかなり異なっており､常勤ヘルパーの場合は､｢無給｣が [業務

報告書作成時間]や [移動時間]がそれぞれ2割強占めるなどしている点は見逃せないが､主

に ｢有給｣として取り扱われているケースが多い｡

一方､常勤以外のヘルパーでは､｢有給｣ないし ｢手当｣が支給されるケースは､最 も多い

[延長時間]でも6割弱にとどまり､3割前後は ｢無給｣の取 り扱いとなっている｡ これ以外

では､いずれも､｢無給｣が<有給 ･手当>を上回っている｡｢無給｣の比率に着目すると､

[移動時間][業務報告書作成時間]ばかりでなく､事業所で実施されている [訪問前の打ち合

わせ]や [カンファレンス]などでも4-6割に及んでおり､この傾向は､パートなどヘルパー

以上に､登録型ヘルパーで顕著となっている｡

このように､常勤以外のホームヘルプに支給される賃金は､直接的な利用者へのサービス提

供時間に限られ､業務に関連する [移動時間]や [待機時間]などの拘束時間や不可避的に発

生する利用者都合によるキャンセル時間､さらには､介護の迅速で､的確な対応や介護能力アッ

プに不可欠な [打ち合わせ]やカンファレンスの時間は､賃金としては支給されていないこと
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が分かる｡さらに､支払われている場合で も､実績換算する ｢有給｣ としての支給よりも､

｢手当｣として一定額を支給されるケースが多い点 も特徴となっている｡

このような業務に伴 う時間の取 り扱いの違いも､月給制中心ゐ常勤ヘルパーと時間給制中心

の登録型やパー トなどヘルパーにおける賃金の格差の一因となっている｡

4.ボーナス (Q38F)

一登録型ヘルパーへの

支給は 1割-

①ボーナスは､どの程度支給されて

いるのだろうか｡

ボーナスの支給の有無では､ボー

ナスが ｢ある｣ヘルパーは､常勤

ヘルパーでは4人に3人に及ぶが､

常勤以外では1割強に過ぎない｡

勤務先別にみると､営利法人の

場合､常勤と登録型ヘルパーでボー

ナスが ｢ある｣ケースが､他の勤

務先 とくらべ少 な くなっていや

【図表1-5-17】｡

②ボーナスが支給されているヘルパー

の年間支給額は､常勤ヘルパーで

は62.4万円 (中央値56.0万円)に

対 し､常勤以外ではパー トなどヘ

ルパーでは12.3万円 (中央値8.0万

円)､登録型ヘルパーでは7.4万円

(中央値2.0万円)に過 ぎない 【図

表1-5-18】0

なお､常勤ヘルパーについてみ

ると､ボーナスを支給 している比

率が相対的に低かった営利法人で

は､支給額 も勤続年数が短いこと

も想定されるが平均37.1万円 (中

央値25.0万円)と少なくなってい

る｡

図表1-5-17 ボ-ナス支給の有無
(総計､雇由形態別 .勤務先別)

あ な Nる い A 計

総言I 33.160.5 6.4 840

常勤ヘルパー 幕5膏 17.0 7..5..- ■日日■一 212

1997 ;i描;i=恐 18.6宣告葦- ILH4- 848

勤 社会福祉法人 .社 愚母…:漣 11.8 7.8■- lll■･日日■ 51

顔 .先別勤 会福祉協議会以外社会福祉法人 .社一会 福祉協議会営利法人 .株式会

塑適 ⊥写ヱ_5.7.5 ･40

;661.'忍.24.6 9._2 65
社など - ----I

嘱託ヘルパー 薬缶:..'尊20.0 5.0- 日ALl 20

_1997 …58詫 23.4…描言- ILILII- -124

非常勤 iパー ト. 21.075惹=首■3..5日_Ht一l一･･･.ll.lll.･ 2.29

臨時ヘルパー1:997 皇室速 写al _4 . 堕 建 5124

社会福祉法人 .社 27.3才右耳~.- 44

務先 会 福祉協議会以外社会福祉法人 .社 10.3舶詔 ≡ .-■■日日.■■■■■･.-I 29

別勤 会福祉協議会営利法人 .株式会社など非営利法人 .NP

32.064.0 4.0 25

16.1-8'疎.豆 3.6日日日■･.-■ 56

○法人生協 ･- 舶享i:i:i.:-5.9■■■■■- ■ 34

登録型ヘルパー ll.8甥tに者 7.4日■■■●■- ■ 338

社会福祉法人 .社 23.7'BE.?:i':;:辛: 8.~~6 93

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人 ..社 3.4番'9享;:a:三6.-9tplrJI- 87

別※ 会福祉協議会営利法人 .株式会

･...如吾妻2.3 44

社など非営利法人 一NP ■■- ■■■17.1書取:'Si-2.4日一日■一一ll■l■ll.･l■l一■■ 41

0法人生協

かけ下実線は総計 との差が 5ポイント以上多いこ
と.､下破線は 5ホoイント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は総計 との差が 15ホoインート以上多
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図表1-5-18 ボ-ナス支給額 (税金などを差_し引く前の年額)
(総計､雇用形態別 .勤務先別)

勤 社会福祉法人 .社 2.412.2封調 7.34!?i詫雄藩 17.,1 41 55.0 72.5

務先 会福祉協議会以外社会福祉法人 .社 --■■●■●■2.8 .- 16.722;:I=2㌦‡8≒::;7 2.7:…こ.忍13.9 36 80.0 72t.1

別ノヾ※○会福祉協議会営利法人 .株式会

9.3紳詫 14.0雄藩 4.7 2.3…紳薄 43 25.0 37.1
社な ど

嘱託ヘルパー -.20.0壱桁字:要8.1!?::= 6.7 .- 20.0 15 47.0 46.6

一 十な どヘルパー 遵守言令35…'i:ヰ 2.1 .- 4.2 ...10.4- ■- ■■･一.I___ 48 8.0 12.3

登録型へル).i- さ相識 15.0 -.-....2.512.5.■- 40 2.0 7.4

網か け下実線は総計 との差が 5ホoル ト以上多い こと､下破線 は 5ホOイント以上少ない こと
を示す
※網か け下太 実線 は総計 との差が 15ホoイント以上多い こと､.下太破線 は 15ホoイハ 以上少

このようなボーナスの有無や金額の違いも､月給制中心の常勤ヘルパーと時間給制中亡､の

登録型やパー トなどヘルパーにおける年間の収入格差を拡大する一因となっているo

5.社会保険の加入状況

(1)税や社会保険料を考慮 した働き方 (Q39)

一収入がアップ し登録型ヘルパーでは調整 した働き方が増加-

税や社会保険料との関係からホームヘルパーの働き方をみると､常勤ヘルパーは､当然のこ

とながら大半が ｢特に調整 していない｣としている 【図表1-5-19】｡ これに対 し､常勤以外の

ヘルパーでは､｢特に調整 していない｣は､パー トなどヘルパーでほぼ 5割､登録型ヘルパー

では4割にとどまる一方､｢103万円を目途に働いている｣が24%､｢90万円を目途に働いてい

る｣が15-18%､｢130万円未満を目途に働いている｣が7-10%を占めるなど､働 き方 には､

現行の税制や社会保険制度が影響を与えている｡96年調査と対比すると､登録型ヘルパーでは､

｢特に調整 していない｣が減少 し､調整をして働いているケースが増えている｡
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図表1-5-19 所得税､健康保険 .虐生年金､雇用嘩険などの加入と
の関係から年収が上由らないように調整した働き方の有無

(総計､雇用形態別 ■.勤務先別)

途 9 に 1 日 1 な特 山に 0 働 0 途 3 い に働 万 い 0 に Op 調 Aい 円 て万 働万 整て来 い円 い 円 はい滴､るを て来 しるを 白 い満 て.冒 . 逮 .るを い 計

総計 ll.916.9■6.3 5 4.8.10.1 840

1996 -8.3 .9.7 1.9窒塩生._与!_i 2068.

常勤ヘルパー 1.4 1.4 0.9蕃2享丑 .14.2 212

1996 -..- .0.1貧乏諦 7.0●一一■■-■■■-lll■l･■■■■ 848

勤l務先 社会福祉法人 .社会福祉埼議会以外社会福祉法人 .社 ･- ...-.塾遥堕逆 51･..-..-BF=:i:5'=12.5 40.

刺勤 会福祉協議会営利法人 .株式会･社な ど -■■■■■■■

p嘱託ヘルパー 10.0 -..- 8:5;甜 5.OJI- .____ 2_0

1996 0.8 0.8 0.8如!豆 3.2 ･1?4

非常勤 .パー ト. 14.8糾雄 9.6.L7_._2_._4こき 229

臨時ヘルパー1996 :..2:.i:.:.;:.8.2.5'!:;::33:. 6.343..4 3..6＼■■ー■■一一▲▲■一日■■■■▲一■.■■■■▲.■ 334

社会福祉法人 .社 15.9真紅5…2..352.3 -. 44

務 .先■会福祉協議会以外社会福祉法人 .礼 -.10.3…雄三諾 冬至投球 .- 29

16..020.0..8.044.0~12.0 25.

社 な ど非営利法人 .NP0法 人生 甲

14.3■17.910.755.4 1一.8 56

舘詩宝船5i5.98_5_..3. 8.8- - 34

登録型ヘルパー- 漕薄 舘昔 7.4隻9_._8i10.7 338

1996 13.815｣8.2.36航::;韮三4.0■■ー■■一■一■一一▲■一.一一一一 697

社会福祉法人 .社 ::ii才藻 別行計 8.635.5 6.5 93

顔先.会福祉協議会以外社会福祉法人 .礼 - - ----I.選択字雄藩 6.934.511.5 87

…緒詫 20.5 4.552.3 4.5 44

社など非営利 法人 .NP0 法 人_生 協か け 下実線は総計

12.2 14.6 9.8二56.1 7.3 41

16.016.0'8.052_.0 8.0との差が 5ホ○イント以上多い土と､ -25■下破線と､.下 -
は 5ホoイント以上少ないことを示す
※網 か け 下太実~線は総計 との差が 15ホoイント以上多い
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図表1-5-20 所得税､健康保険 .厚生年金､雇用保険などの加入
との関係からみた働き方 (常勤 .嘱託を除く､平均月収別)

常勤以外計 16.423.8 8.343.4 8.1

※ 4万 円以下 19.514.9 5.2∃鍾薄 9.8

10-14万 円 1.7 3.3護持諸≡持詩 1.7 60

15万 円以上 ･- 2.2 .- 空は露 4.3日.■● 一一一一一l 461こ と､下 -多 いこと

網かけ下 実線 は常勤以外計 との差が 5ホ○イント以上多も
破線は5ホoイント以上少な い ことを示す .
※網かけ下太実線 は常勤 以外計との差が 15ホ○イント以

【図表ト 5-20】は､平均月収層別に働き方の調整をみたものである｡同表によると､｢特に調

整 していない｣は､月収が10万円以上層で多い一万､4万円以下のいう低収入層で多い｡つま

り､年間収入額の ｢調整 しない｣層には､収入が調整を可能とする額を大幅に上回ることによ

り ｢調整 しない｣層とともに､大幅に下回ることにより ｢調整 しない｣層が混在 していること

を示 している｡1996年調査と比べ今回調査において登録型ヘルパーで調整をした働き方が増え

た要因は､これまで調整を必要とする収入を大幅に下回り､調整を意識 しなかった非営利法人

などの勤務者で､調整を必要とする収入額に抵触する水準までに年収額がアップしたことを反

映しているといえよう｡

(2)社会保険の加入状況 (Q40)

一勤務先の健保加入はパー ト等が 2割､登録型が 1割以下-

①年金への加入状況では､常勤ヘルパーは大半が ｢自分が厚生 ･共済年金に加入｣している｡

これに対 し､｢自分が厚生 ･共済年金に加入｣比率は､パー トなどヘルパーでは2割､登録

型ヘルパーでは6.2%に過ぎない｡常勤以外ヘルパーでは､｢自分が国民年金に加入｣ してい

るケースが､それぞれ2割程度みられるが1自分が年金に ｢加入している｣率は､パー トな

どヘルパーでは4割強､登録型ヘルパーでは3割で､｢配偶者の年金を通 して加入｣が 5割

前後となっている 【図表ト 5-21】0

②健康保険への加入状況では､常勤ヘルパーでは大半が ｢勤務先の自分名義の健康保険に加入｣

している｡これに対 し､｢勤務先の健康保険に加入｣比率は､パートなど-ルパーでは2割､
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図表1-5-21 社会保険への加入状況 (総計､雇用形態別 .勤務先別)

健康保険 年金 雇用保険 計健頚 保分 ~善 人 に分 金分 入分 国偶 人 令 入 し入 し務 て分 か入
康先 験名 p家 L A. 加名 にが が 民者 L A が し て資 て先 いの 分 L A
保の に義 族 ~て 入義 加厚 国 年の て 加 て い格 いの な都 かて
険日 加の で い 計の 入生 民 金年 い 入 い なは な事 い合 らい
に分.入国 加 な 健 ･ _年 に金 な 計 ■ る いな い情 で なる
加名 民 入 . い 康 ■共 金 加を い く で ∴加 いか
入義 p.健 保1 靖 に 入通 加 ■加 ■入 ど

19.96'52.7 .- 42.9.1.4 3.0 52.7 4.9.711.633.7 2.0.3.0 61.3 2068

常勤ヘルパー 78.33.3 3.3_0.9.14.2 81.6 75｣57.52.8 3.310.8 .83.0 83.5 3.8.2.8 0.5 1.9'7.5 ?12

1996 94.6 -. 0.6 0.64.2 9416_~95.0 1.10.2 0.4 3.3 96.1 848

87.5 .- -. -.12.5 87.5 87.52.5 ... ..-.10.0 90.0 87.52.52.5 - . - .. 7.5 40

83.16.2 -. 1.5 9.2 89.3 66.210p.8 ..㌧7.715.4 p77.0 86.2 ... -..~1.5 4.6 7.7 65̀-20

~嘱託ヘルパー 80.05.05.0 -.10.0 85.0 80.0 .-:.5.0 丁- 15.0 80.0 80.0 5.0 5.0 -.5.0 5.027.540.2'6.6 1.316.6 7.936.431.8 6.8 2.315.9 6.8

非常勤 十パー ト. 19.710.059.4 0.910.0..29.7 20.521.048.5 3.17.0 41｣5 229~

臨時ヘルパー1996 13..8 -.80.8 4.2 1.2 13.8 6.319.569_.2 3.9 1.2 ?5.9 334

社会福祉法人 .社会福祉協議会以外社会福祉法人 .社会福祉協議会営利法人 .株式会社など非営利法人 .NP0法人生協登録型ヘルパー 31■.8 9.150.0~-. 9.1 40.9 27p.318.247.7 4.52.3 45.5 44

55.210.324.1~3.4 6.9 65.5 ･51.717.217.2 3.410.3 68.9 65.517.2 3.4 .- ､3.410.3 29

12.510.767.9 1｣8-7.1 23.2 .17.923.248.2 3.6 7.1 41.I 23.241.17.1.~1.819.6 7.1 56

･..1,4.773.5 ...ll.85.611.861.5.2.4■18.6 14.717.4 ･-20.664.7 2,911.86.224.650.38.310.7 20.630.8 5.950.0.14.7 -.17.611.8-10.755.0_5.02.7.14.512.118.351.6 1.12.214.012.9 34338

1996 ll.5 .- 85.4 1.3 1.9 ll.5 6.0.23.064.4 3.4 3.2 .29.0 697

5.74.~662.12..3､25.3 10.3 4｣620.757.5 6.910.3 25.3 9.255.2 6.9 5.714｣98.0 87

.2.325.061.4 4.5 6.8 27.3 2.331.838.620.5 6.8 34.1 9.154.5 6.8 4.515.9 9.1 44

4.917.153.717.317.1 22.0 7.331.743.9 4.912.2 -39.0 14.648.8 9.8'..fl4.SIR.2 41

登録型ヘルパーでは5.6%に過ぎない｡常勤以外ヘルパーでは､｢自分名義の国民保険に加入｣

しているケースが､それぞれ 1割程度みられるが､自分名義の健康保険への ｢加入｣率は､

パー トなどヘルパーでは3割､登録型へ,)レバーでは2割弱にとどまり､｢扶養家族で加入｣

が6割前後と多数を占めている｡

③雇用保険への ｢加入｣率は､常勤ヘルパーでは8割を超えているのに対 し､パー トなどヘル

パーでは3割弱､登録型ヘルパーで は1割強にとどまっている｡常勤以外のケースでは､短

時間労働被保険者の雇用保険加入条件 (①週労働時間20時間以上30時間未満､②年収90万円
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以上③ 1年以上引き続 き雇用見込み)という ｢加入資格がない｣ケースが､登録型ヘルパー

で55.0%､パー トなどヘルパーでも40.2%を占めている｡一方､常勤以外のヘルパーでは､

｢勤務先の都合で加入 していない｣が､それぞれ6%前後を占め､｢加入 しているかどうか分

か らない｣も16%前後 と少なくない｡

｢加入資格はなく加入 していない｣常勤以外のヘルパーを除き､加入資格のある対象者に

限定 して雇用保険への加入状況をみても､加入率は3人に1人程度にとどまり､｢勤務先の

事情で加入 していない｣ケースが 1割を占めていることが分かる 【図表1-5-22】｡

図表1-5-22 雇用保険の加入状況
(｢加入資格はなく加入していない｣を除く､雇用形態別)

加 入勤 し自 う加 N入 し務 て分 か入し て先 いの 分 L Aて いの な都 かてい_な事 い合 らいる い情 で なろ .で 加 いか加 入 ど 計

常勤以外計 3̀4.311.1 4.230.1~20.4 289137

※ 非常勤 .パー ト . 亜 藷 10.9 2.2 27.713. 1

臨時 .契約登録型ヘルパー ■■■■■■l-23.7 11.2 5.932 .2君牛革 152

かけ下実線は常勤 以外計との差が 5ホoイント以上多いこ と ､

下破線は ■5ホoイント以上少ない ことを示す
※網かけ下太実線は常勤以外計 との差が 15ポイント以上多 い こ

要点 6:ホームヘルパーの労働条件は､常勤ヘルパーが､月平均22.4日勤務 し､大半が

｢月給｣で平均月収は19.3万円であり､常勤以外のヘルパーが､一般的に ｢時間給｣

で家事援助型 ･複合型 ･身体介助型を含めた時間給は平均1.100円前後､平均月収

は 1日3.1-3.6時間の訪問を月17日行い6.5-8.3万円であり､ボーナスは大半が支給

されていない｡

このような現行の賃金水準に関 しては､常勤と常勤以外という雇用形態の違いを

超えて厳 しい労働内容､仕事の専門性､認定資格の保有などを理由に不満を抱いて

おり､その賃金を制約 している介護報酬､特に家事援助型サービスについて高齢者

介護を実践する立場から不満が強い (自由記入意見)｡

さらに､常勤以外のヘルパー､特に登録型では､常勤者の月給には当然含まれて

いる [移動]や [待機]などの拘束時間や利用者都合によるキャンセル時間､介護

の均等で､的確な対応に不可欠な [打ち合わせ]時間などが実績に基づいて支払わ

れていないケースがみられ､｢時間給｣が直接的なサービス提供時間に限定されて

いるケースが多くなっている｡また､社会保険に関 しては､ヘルパー自身が税金や

- 136-



社会保険料を勘案し調整した働き方をしている人も少なくないが､勤務先の ｢厚生 ･

共済年金｣や ｢健康保険｣加入のケースは少数で､雇用保険も､加入資格がないこ

とから未加入のケースが大半を占めている｡

ホームヘルパーの労働条件は､安心して働き続けられる職業という観点から改善

すべき点が多い｡

訪問介護は､地域に点在する利用者にタイムスケジュールに合わせた介護サービ

スを提供する必要から同一地域に居住するヘルパーを活用することが効率的である

と共に､常勤ヘルパーとの労働費用の格差という経済的理由から常勤以外のヘルパー

の活用が広がっている｡ホームヘルパーにおける職の確立に向けた体制整備にあたっ

ては､同じ介護報酬下で同質の介護サービスを提供している月給制の常勤ヘルパー

との公正さを視野にいれた常勤以外のヘルパーの労働条件に関する検討が望まれる｡
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【ホームヘルパー調査 ･自由記入意見】 意見 1:仕事や勤め先に関して
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1.999年8月までは登録ヘルパーで働いていましたが､生活が安定せず､体もきつかつたので､.OLに転職し､土
日､休日のヘルパーで働いています○ホームヘルパ⊥だけで生計が立つような仕事にして欲しいo扶養家族の範囲

内で働.<ヘルパーを頼っているよう'ではヘルパーd)質は向上は認められなし,､O-プロとしての養成も必要である.

時間給やガソリン代をアップして欲しいo
私は1991年に介護福祉士の専門学校を出てすぐ特別養護老人ホームに3年勤務しましたOでも介護福祉士の国家資
格があって､経験もあるのにど｢してフツーの2級､3級ベルパーと同じ給料なの?これじゃ-資格があったつて
経験あったつてダメでしょうーに○今は子供がまだ小さく時々突発的に休んだりして迷惑がかかるから今の所で我
慢してるけど､日本の福祉全体が変わらないとダメですネ.!
目先の利益だけを求めず､質の高いサービスを望むならそれなりの賃金を与えて欲しいo
大変良い人もいますが､そうではない人も沢山いましたo仕事の内容のわりに時間給が安く､休みもあまりとれな
い○このままでは自分自身が体を壊すと思うOでも辞めたくても生活があるから辞められないOでも ｢自分の替わ

仕事は楽しくしていますp利用者の方の喜ばれる姿､顔を見ると疲れも吹っ飛びますo今､登録ヘルパーですが､
不安定で仕事内容に対しての時給は安いと思いますoキャンセルが重なる.と予定して~いる時間がロスタイムにな
リ､前もって分かっている場合でもロス-タイムが大きく出来る.
昨年10月半ば迄病院に勤めていて､訳があり､施設のホームベルパーとして就職したが､収入は今迄の1/2.まで
はならないが､あまりにも賃金が低いoそれを覚悟で勤めたのだが､給料明細書.を見ると涙が出そうになる0.2人
の子供を養うには 日 .手当もないし､経営者の懐を増やしているのではないか〇一今時何十年も前の給料と同じな
んて､でももう辞められない0年齢にも依る~し､意地もあるo
会社はしっかりしているのですが､手当が少な過ぎる､
~待遇の見直し､改善して欲しいO -(給与等)
家事援助は重労働です01日3件が限界o労働時間は5-6°時間くらいでも移動と時間調整で8時間は束縛され､
又非常に賃金が低いo
利用者サイ ドでケアプランを立てるので､どうしても利用限度額を超える場合はベルパーの方にしわ寄せが来る
(仕事の内容は介護型なのに､家事型で入ったリ､複合家事で入ったり)○その為に介護保険が導入される前より.

給料が下がり､その分仕事量 (仕事時間)を増やさなければならなくなつたり､日､祝日の手当がなくなった事が
少し不満です○
勤続年数や身体介護､家事援助も全て時給が同じ扱いとなっている為､時々やる気を失う事があるo
仕事の労働条件で言えば､身体援助と家事援助では仕事の内容が増え､家事援助の方が大変ですo勤め先に関して
は今の所ありませんo
身体介護､家事｣.複合共賃金が同等であるoヘルパーを家政婦扱いする.
介護保険になり､色々な問題が起こっていますo私が思うのは介護と家事の時間の金額の違いが家事の方がその人
に合った料理等色んな事で介護よりも大変です0..差をつけるべきでないと思います○
自治体の_生活保護担当の人に介護保険を使用し過ぎると思うので引き締めをして欲しい○/福祉は現場の人が安い
賃金で｣..上の人 (役職)や事務職ばかりが高い○会社の方針と言われれば何も言えないoノ 療業をしてもカットさ
れ､自分ばかり負担になり､イヤと思い､職を変えたい○/現場の人は何時になつ■て-も自分の力で働き､安い賃金
であるoせめて同じ手当だけを欲しいo
非常勤 (登録)ヘルパ-なので､会議や業務報告などのバツコ_ン入力の時間は無給である.能力給がないb
事務もしているので､博聞給で欲しいo
福利厚生がしっかりし､使い捨て的にならない様な扱いをして欲しい○個人の要望を尊重して欲しいo
労働条件の向上 :移動時間を有給に/交通費の支給
社協の嘱託職員だが､有休､ボ-ナス等民間の福祉労働者より恵まれていると思うが､月給は少ないOpしかし､社
協が抱えている登録ヘルパーの条件は悪いと思うo私達は介護保険導入後コ-デイネイタ-の役割が強く､ハンド■
サービスが少なく､なった○個人的にはコーディネイ トよりもハンドサービスがしたい○
労働条件をもつと良くして欲しい○
何の身分保障もなく､労働条件も悪い､.特に登録ヘルパーに出来るだけ経費を抑えて還元して欲しいoその人がそ
の人らしく暮らしていける為のケアプランの作成と利用者と直接関わっているヘルパーも理解して納得して動きや
すいケアの充実を図って欲しいo
ヘルパーとしての身分を位置付けると共に身分保障も充実させて欲しいと思いますo
1年契約毎年履歴書を提出しているので不安ですo感染症等危険な仕事ですo血液に触れてしまうことがあり､例 .
えぱ爪きり等や水虫などで知らないうちに血が出ている時があるoゴム手袋はいつも使用しているが､-~調理等で外 ,
す時が危険です○
-登録ヘルパーi=は何の保障がないo
登録ヘルパーなので､ユニホームがありませんo色んな意味でユニホームがあった方が良い.
身分保証及び雇用条件を良くして欲しいo
登録ヘルパーにも事業所のネーム入りの上衣かエプロンが頂けたらと思います○
登録の場合､勤務時間の報酬しかないので､_その他交通費､電話代､制服等介護に必要な爪きり､ハサミなど用具
は個人に与えて欲しいo
休業保障とかあれば安心/個人に対する差別が上の人にあるo
福祉現場で働く労働条件が悪い○身分保障もなく､不安定で特に登録ヘルパーが低く､雇用の安定と社会的に認め
て貰える身分保障が必要であり､ケア確保につながるo
働き易い職場だとは思っていますが､.労働条件の改善を訴える手段が限られているので､組合等があれば良いのに
と思っています○
仕事への意欲のあるヘルパーへの常勤､社会保険加入を考えて欲しいoヘルパーとして誇りを持てるような環境を
作って欲しいO.
登録ヘルパーをたくさん抱えている事業所に所属しているo雇用保険とか団体交通災害保険とかに加入出来るよう
取り計らって欲しいと思うo
年金や健康保険､雇用保険等必要な人に選択出来る様にして欲しいo
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体力､頭脳､精神力が無いとヘルパ-は務まらないと思う.その割には社会的に地位は低く､賃金も安いと感じ
るo

実際に利用者の方々と一番接点があり､関わりがあるのに､蔑ろにされ易くL仝些パーが認められていないo
在宅者が安心して生活出来るよう､精神誠意で仕事に取り組んでいるが､-家政婦短い､-我侭な利用者さんがいて､.
苦労しますo大変な仕事であることを理解して欲しいo仕事量のこなし方やヘルパーの個性､人間の違いを理解し
てほしいo比較して苦情が来るのが一番困るo家事型､介護型と全てに完聖にこなせるわけがないo十人十色だか
らo※基本はマスターし王吐王も基本が通じない人が多々あります. .
家政婦と勘違いされる方が多い. p J. .
利用者自体がヘルパーの仕事内容を理解していないので､前もって分かり.易く説明する書類があれば良いと思 うo

利用者はヘル′享二Rの仕事をどのようなのか､分からない方もいるように聞かれる時季高る.
"介護は女の仕事"と考えている人が多く､利用する家族や本人が女性オンリー膏という事でチャンスを逃す事が

ヘルパーとして出来る事､出来ない事があるが､現場に入ると､断ることは難しいo簡単に出来ることこそ難し.
いo慣れたことで利用者さんとヘルパTの関係がダラダラ､ナアナアになるのが良くない事だと思うO-実際､
なっているo

私は独居老人の方に関わっていて､いつも ｢ありがとう｣ と感謝され､仕事■のやりがいを感じていますが､先日バ
スの中での会話では (家族 :おばあさん､が利用している) ｢そんなこと､ヘルパーさんにさせればいいのよ｣

とoまだまだ､社会的に低い位置付けを垣間見たようですo
1月Lより家事援助で入り､2ケ月経ち順調に来ましたが｣利用者さんがガラスを磨いてとか｣-家政婦同様に思い､
色々言ってきます01-人の仕事でしたら､何でもしてあげたいのですが､全部聞くわけにもいかず､違いを説明し
ても解らず事業所に家族の者が何をしているのか解らない､テレビも拭い七ないとか､テーブルが汚いとか､猫も
居て毛が飛び､拭き掃除に乾拭き､時間ギリギリですO.それでも黙って仕事をしなくてはいけないのでしょうか.
事業所で先に説明するべきではないでしょうか○事業所に聞けばその人の人間性に任せるとの事､責任は全部ヘル
パー､やつてられませんo

介護に入り始めより､受ける側はどんどんエスカレー トして希望が多くなるo相手は言い方が変わっただけのお手
伝いさんと思うている.とても悲しくなるム
ヘルパーの地位が低いo利用者や家族はヘルパーの仕事を理解しておらず､契約外の家庭内の仕事を頼まれる事が
多いo

サービス業である意識はあるが､家事援助の中で家政婦代わりに使われている､と感じる場膏がこの頃多いo誇り
の持てる仕事内容にして欲しいo
ヘルパーは専門職なのに､利用者は未だに介護人?お手伝いpSん▲女中､そんな人と同じにしているoこういう家.
には来たくないOでも私が辞めても誰か来なければならず､軒じ思いをするp こういう利用者は説明しても分かつ
てくれないし､どうすれば良いのかo
ヘルパーの仕事が利用者に認められていないo※_介護保険で訪問するという事が全く理解されていないo事務的な
ことを合理的にして欲しいo
ホームヘルパーという仕事が利用者に正しく理解されておらず､家政婦のように認識されている方があるo病気や
介護についての相談は看護婦やケアマネージャーにするもので､ヘルパ丁のア ドバイスには耳を貸さない方もある
のが残念ム

○利用者側の利己的な身勝手さも多いし､逆に日の当たらない本当に援助の必要な方に良いサービスが行かないこ_
ともあるo矛盾があることを残念に思うo
仕事を始めて6ケ月､第⊥印象はホ⊥ムヘルパーの仕事の意義ややりがいよりも家政婦のよ.うな暖味な職業であ .
リ､ヘルパーが入ることによりベルパー任せになってしまうところがある事を痛感
ヘルパーは家政婦さんではないが､そのように思っている人がいるop使わないと損と思っている人がいる○
利用者側から私生活など干渉さ.れ､体がおかしくなった事もあるので､止めて欲しいo他のヘルパーの事でも色ん
な話をしたり､自分と比較される事もあるo事務所 (コ-デイネイタ-)に相談しても熱心に聞いてくれないo仕
事の改善にならないo悩みがある時｣誰に相談していいか分からないo
利用者にヘルパーとお手伝いきんの違いを教えて !
ヘルパ-とはの内容 (仕事)を利用者や家族が分かるよう説明して欲しい.I
介護保険やヘルパーに頼り過ぎo家族のあり方､家族の辞が人任せになり､淋しく思いますo土､.日､祭日.くらい
は家族の方が見守り､どうにもならない方を私達ヘルパーは力になりたいと思います.
ケアマネージャーは毅然として欲しいo同居している息子の洗濯､.食事作りとか当然のようにやらせられる先でへ
ルパーが説明して断って､その報告をしても余り言わない方がいいとか言われるo (一体どこへ相談したらいいの.
かと思う)

この仕事をはじめて日も浅いのですが､担当している利用者の方はたまたまやつてもらって当たり前､家事等注文
が多く､..気難しいので､私のヘルパー感と悩むところですo
介護保険に入つてから利用者から苦情が多くLなった..忙しくなったせいか､事務所内の雰囲気も変わってきた.
(声を掛け合うことがなくなった)

業務におけるきまり (規則)がなく､何処までも利用者の方のわがまま､甘えを聞いて良いか分からず､自分でし
んどくなってしまいますoこれから-きちんと決めていって欲しいですo
相手が高齢な為､介護保険制度につ~いて何度説明しても (利用出来ない家事援助サービスなど)分かって貰えず困-
るo仕事はとてもやり甲斐のあるものだが､社会的評価はまだ低いと思うo
利用者がヘルパーの技術を理解して貰いたいo殆どの人が女中さんと思っているo上に立つ人がもつとその事を利
用者に説明すべきだo自分からはなかなか言えないム3年とか5年勤めた人は何も言ってくれない○
ヘルパーに対する地位向上を期待しますこ
高齢になって自分が又この様にして貰わなくてはならない状態の時､やはりヘルパー一に対しての心得が出来ると思
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【ホームヘルパー調査 ･自由記入意見】 意見2:国 ･自治体など行政に関して
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援助の報酬が安い為､事業の運営が厳しい｡忙しく､サービスをしても大変です｡
身体介護中心型の費用､家事援助中心型の費用の差があり過ぎる｡家事援助もとても必要であり､大変な仕事であ
る為､家事援助の費用をもっと上げるべきです｡
介護報酬単価について､家事援助単価は絶対に低過ぎる｡一生懸命に仕事をしている私達ホームヘルパー-の蔑視
至を昼｡M_空しさを感じる.国は報酬額を引き上げるべきである.
家事援助賃金を上げて欲しい｡介護援助より変化に富み､対応がケースによってマテマテで神経を使う事が多い｡

介護費用と家事費用の差が大変大きく､作業内容は家事の方が体力､能力を要すると思うし､訪問するなり動きっ
ぱなしです｡労力に対しての給料に不満あり｡
家事介護の金額が安過ぎる為､身体介護と同じ位､それ以上に大変な事が多い位です｡もう少し､家事介護を認め
て欲しい｡
家事援助に対する介護報酬が低いのではないかと思う｡
家事援助の報酬が余りに低過ぎる｡家事援助は奥が深いと言う事をもっと理解して欲しい｡
家事援助の時給の少なさ (働く意欲がなくなります)何時も精一杯やっているので｡
介護保険のうち､家事援助のみというのは有り得ない｡要介護 (支援)者に対応しながらの家事援助であり､すべ
て複合型である｡又家事援助を主婦の家庭家事の延長としか評価しておらず､低過ぎる｡
家事援助の賃金が低過ぎる｡食事作り (買物も含めて)は本人の希望を取り入れるなど､大変だし､掃除等も汚れ
がひどい所は重労働です｡
家事援助の介護報酬はもっと高くていいと思う｡自立支援というより､普通に掃除をしているという感じである｡

ホームヘルパーの仕事に対して賃金の低いことの改善/移動時間も仕事として含んで欲しい｡
もう少しボーナスなど上げて欲しい｡/移動のガソリン代が月5,000円位貰いたい｡
賃金の統一化を希望/現場に出ているヘルパーの意見にもっと耳を傾けて欲しい｡/家事援助が多過ぎる/介護保
険に関する現在の情報をもっと多く流して欲しい｡
ヘルパーの賃金及び地位を向上させて欲しい｡今の状態では若いヘルパーは育たないと思われます｡
ホームヘルパーの仕事をきちんと評価し､それに応じた給料を保障し､社会的に認める方向性で行政は動くべきだ
と思う｡

仕事量､責任の割に賃金は低いのではないでしょうか｡パー トでは何かあっても自分の体の事は自分で責任を持た
なければならない｡利用者の為にと意欲的に取り組んでいた初めの頃とは少し慣れて来た今､仕事に対する気持ち
が変わりつつあります｡パー トヘルパーの身分保障を願う｡
パー トの時間給を統一して欲しい｡
こういう待遇で働かざるを得ない状況に疑問を持つ
仕事量や質の割に手当が少ない｡ヘルパーの精神的負担も大きく､利用者の教育も必要と思われる｡
介護保険が始まってからは事業所の収益が悪くなったとの事で､賃金を下げる通告がありました｡この様な事では
働く気持ちが失せる｡
介護職の給与が低い｡必要とされている職業だと思うが､常勤でも嘱託職員でしか雇用できないのが現場です｡必
要だったらもっとお金を付けるべきです｡
ホームヘルパーの仕事は常に危険を感じる大変な仕事です｡人の身の安全を心掛け､1-2時間を真剣に取り組ん
でいますが､それに見合った報酬が与えれないことです｡大変な重労働です｡もう少し実態を見て頂いて正当な賃
金を考慮して欲しいと思います｡
労働に見合う賃金ではない｡低価である｡
日､祭日の対価を考えて欲しい｡
ヘルパーを職業として選べる様にすべきである｡30分単位で1日2-4ヶ所廻っても収入は如何ばかりか｡若い人
(特に家庭を持っている様な人-収入を欲する)には｡ ー移動時間の考慮｡

ホ-ムヘルパーの仕事で生活が成り立つようになって欲しいです｡安心して働けるように. (ホームヘルパーの仕
事が好きですが､この仕事のみでは生活の安定がありません｡他の仕事を始めると､ヘルパーの仕事を減らさざる
を得ません)
パー トヘルパーの自立を考えた時､難しいと思うことがある｡資格を取って､それなりに考慮する｡
｢ヘルパーで自立するのは無理｣という状況の改善を考えて貰いたい｡
とても大変な仕事のわりに働きづらい｡生活をする為には仕事として選べないと思う｡とても給料が安い｡働ける
所を増やして欲しい｡ (安定した給料が頂けるようにして欲しい｡)
ホームヘルプサービス業務に関わる全ての人の労働条件が向上するよう国や自治体の方々にもっと考えて頂きた
い｡
ホームヘルプ雇用内容の充実をして欲しい｡
ヘルパーとしての立場や待遇がまだまだの様です｡労働条件が悪過ぎると思います｡ (登録という不安定な雇用｡
土日祝出勤も平日扱い｡移動時間の保証､賃金対象外等 ･t･)
ヘルパーの待遇改善
退職年齢を63才迄にして欲しい｡
ヘルパーの待遇を統一して欲しい｡国民にヘルパーの仕事を理解して貰うPRをして欲しい｡
事業所別じゃなく､行政で決めて欲しい｡
ヘルパーの処遇よりもケアマネージャーの処遇の方を厚生労働省は重視している資料が厚生労働省老健局振興課が
出している資料がある｡ヘルパーには何も触れていなか
者は登録ヘルパーとしても採用されなかった事実があ
だ｡休日出勤 (1.5時間程のもの)は代休が取れず､1

つ

朋
週

た｡ヘルパーの立場は守られるのか｡不安｡現にC肝感染
ます｡
¶i

こ れだけ ｢安全だ｣と言っている社協は一体何なん
休の時が多くなった｡

ヘルパーに関しての保障の充実を望む
7年登録ヘルパーをして思うのですが､雇用保険や厚生年金の加入がならないので (勤務時間定まらず)何か長年
働いた者に対して保障は出来ないものでしょうか｡?
常勤ヘルパー､登録ヘルパーもやっている仕事は同じ事｡保証について考えて頂きたいと思います｡
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もつと国や自治体がしなければならない事業を私達がしている (予防的介護)のに､助成金が少なく､事業所とし
てその部分を切らざるを得ないo保険外の大切な部分にもつと予算を取って欲しいo
決められた業務内容内で､サービスは行えない○どうしても範囲を超えた業務をしないと利用者も満足出来ないの

が実状o相手は生身の人間ですので､いつも同じ状態ではありません.私は家事環助のみですが､気候の良い時なぞ二緒に
買物に ｢散歩がてら行きましょう｣ と言えないのが残念です.お一人で歩けるのに身体介護になるのでダメと一才

ち ょっと??という気 が しますoサ ービスの内容についてもつと柔軟に法律上認め､ニーズに応えられるようT=して頂きFL--1T-一一---: -
亨二ピ東宮正事項で庭の草むしりと■いうのがあるけれど､日光浴をする傍らで草むしりをしてはいけないのだろう
かo対象者のス トレスにもなるのであれば簡単に済む革弓繕 (掃除)ぐらい - +.と思ってしまう○
｢ゴミ出し｣ ､ ｢床ずれ手当｣~､ ｢草取り｣.についてはホームヘルパ-の仕事としては認められていないようです

場所までに坂道等がある場合 / r草取り｣ :凡帳面な性格の方は気になるので自分で草取りされ､.事故に繋がる
場合/ r床ずれ手当｣ ±オムツ交換時床ずれのガーゼ等が外れている時
介護が必要とされる方々へまだ行き届いていない状況o現場で働くヘルパーに対する認識不足有りo大変さ､重要
さをもつ_と把握して欲しい○介護保険導入後､事務作業の増大で本来のコーディネイ ト業のスタッフがヘルパーと
_の調整をする役割が出来ていない状況です○事務量減らす努力をして欲しいo
介護保険ではサービス不足になる事が多々あります○福祉は切り捨てず､保険適用前のサービスは絶対に無くして
はいけませんo行政は独自のサービスを住民に提供すべきです○答えられない様な設問がありましたoもう少し､
ヘルパーの意 見 が多様に出来る様な設問が必要だと思いますn

介護申請､認定確認が正しく行われているかチェックして欲しい0本当に平等にサービスが受けられているか調査
して欲しい.お年寄りの話し相手､車に乗せて外出する等､_介護の仕事として行っている業者がいる○サービスで
は話し相手はないが､一番お年寄りがして欲しいことは話を聞いて欲しいことですo心のケアも考えて欲しい○家
事`介護､複合と賃金に差があるが､同じで良いと思うo家事は楽そうだが大変ですo
介護保険の要介護ランクはあまりにも厳しいo一生懸命努力して必死で頑張っている状態でも-要支援としかなら_な
いのに驚いて.介護職の働く条件は介護保険後著しく低下しているo妻子家族を養うなどとは思えない賃金の状況
であるo

この冬は特に寒かつたのですが､暖房器具や湯沸し器のないお宅があって､.お気の毒でした.~中にはガス (又は電
気)を止められているお宅もありますoまだ見えてこない部分が沢山あると思いますが､~身体的状況だけでランク
付けされた今の方法だけでは足りないのではないでしょうか?
ケアマネ｢ジャーの介護認定に疑問を持ちます.ヘルパーとして行っていて､この人は自立と出るだろうと思うて
いた人を認定 (要支援)-したり､おかしいと思つても下から上に言えない場合が多いoもう少し､現場の声を参考
にして貰う制度を作って貰いたい○
介護認定の調査基準がもう一つ暖昧
介護認定が的確に行われるような体制が必要.入退所､入退院が必要な時に出来るような施設の設置が必要o
認定について (審査する人に知人がいると介護度が高くつけて貰えた､いい加減だと知人が言っていた)信用性が
疑われるo
認定作業や初めての利用者 (介護を必要とする人)に対して対応が遅いo
訪町していて生活保護を受けている方々を見て rどうしてこの方が｣受けられるのか?受けられないのか?いつも
疑問を持っていますo調査の仕方がおかしいですo
介護保険の認定手続き､無駄が多過ぎるO-介護保険証も半年に1回作り直すのは非常に無駄だと思うo
要支援の介護認定が甘い○介護保険を使わなくても十分支障なく生活出来る人が多いo家事援助は介護保険から除
外すべきである.その分重度の人に充分な介護が受けられるシステムを望むo
介護保険に関わらず､お年寄りが何を必要にしているのか､もう一度見直しがいるのでは ...o認定調査など普
腰の生活状況を全く知らない人が年に1回訪問して何がわかるのでしようか?質問の内容に関しても利用者さんの.
本当の姿をさ_ぐるには全く無意味なものだと患いますし､改善されるべきですO.毎日の変化に対応しているヘル
パーと共に相手の声を聞くことの方が大切ではないでしょうか.利用者さんは頼れる相手を探していますo
利用者の方の中には嘘をついて介護度を上げている方がいますo例 :海外旅行を年に何度か自分の足で行ってい
る○ (歩行正常)でも昨年の更新で介護 1に上がっているO.普段走ったりしている○
介護保険の認定の結果があまりにもバラツキがあるo
収支が問われるようになって､利益を追求すると福祉の部分をどう補ラ.のかが問題と思う080才､90才の高齢な健
康な方に対して､年齢加算の介護認定があつてもいいのではないかoケアマネージャーが年1､2.回しか来ない方
もあり､差がある○自分が介護される時は出来るだけ健康でいたいので､手足が自由に使える体でいられる健康法
を研究して欲しいo手技の素晴らしさも研究すべきと思うo
今ひとつ介護認定とか､サ-ビスのあり方が分かりにくい､同じ状態でもケアマネージャ丁によって介護度が大き
く差があり､.不思議に思う事があるo
声を大にして痴呆に関して査定が非常に低いと思われるoもつと痴呆に詳しい専門家の意見を取り入れる様､希望
するo評価の項目の見直しをすべきですoあまりにも知らない人が作成したのではないか?
痴呆の介護認定の見直し/サービス内容の規制があるが､利用者に応じて臨機応変に行つてはどうか?
認定の不平等の改善/痴呆の方を抱えた家族への考慮
利用者の介護度を年1回のチェックで良いと思う○
私の義父は難病の病気で今､入院しているのですが､介護保険証が6ケ月で認定申請しなければならないのです
が､病気は変わらないのに､母も年を取り､市役所に行くのにも大変みたいなのでo
ケアマネージャーの中立性など絶対に無理o自分の事業所の利益になるプランしか立てず､.利用者の希望という名
目で無理なプランを立て､その部分は他の事業所に回すoケアプランの理論や理念は大変素晴らしいが､現場では -.
殆ど機能していない状態○自分の事業所の儲けだけを考え､利用者に利益は見えないO.
ケアマネージャーは各日に2時間のケアプランを立てられるが､ケースによって週 1回～2回に回数を少なくし､
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ケアマネージャーの現在の規定 (50名位に1名).は､少し無理があると思います｡.20名～25名位に1名位が一番い
いと思います｡
ケアマネージャーが自分の属している団体優先ではなく､利用者の希望に合うものが選べる様な制度
事業者の指導育成 (営利)ビジネスを目的にしない｡ケアマネージャーの視点でサービスが決まるので､家事援助
も含めて介護現場を理解出来ている人､第3着的立場の人のプランが望ましい｡
ケアマネージャーは公の所属にするべき｡事業所所属では抱え込みが多く正しいケアプランが出されづらい｡

-の指導､人によっては老人に対してとても事務的で不親切な人がいる0
ケアマネがもっと生かされる現状にして欲しい｡行政は現場を調査し､資格があるのに (介護福祉士)家事援助が
多く､お手伝いさんと言われ､給料も14年間これから先上がらないと言う現実で､今まで持っていた仕事に対する

仕事内容の的確な指示書のような手引きの作成をお願い致します｡
ヘルパーとしての活動内容について (出来ないサービス)等､詳細に又､明らかにして欲しい｡
ヘルパーの質の向上の為の研修等カットされた｡無給でもよい (以前は有給)機会を作って欲しい｡/責任の重い
神経を使う仕事なのに補償がない｡
スキルアップの為の講習など働いている人が受けやすい日や時間帯にあると良い｡ (夜間や休日､平日､まんべん
なく)労働実態の調査結果を反映して欲しい｡
ヘルパーがどんどん増加しているならばもっと研修の場を設けて欲しい｡
ヘルパーの研修等積極的に行い､質を高め､もっと評価して頂きたい0
ヘルパーの数だけでなく､質の向上に心掛ける｡利用者の意見を聞く｡
ヘルパーの質の向上 (人数確保だけでなく)｡ヘルパー資格を国家資格とし､人間性の育成に努めて欲しい｡利用
者がクローズアップされているが､ヘルパーの立場の確立｡
ヘルパーの人数を多くするのではなく､現在仕事についているヘルパーの質の向上を高めて欲しい｡全員がある程

-ビス

現状を詳しく理解して頂き､ヘルパーの地位､質の向上を行って頂きたい｡
ホームヘルパーの地位を確立させ､賃金もそれに見合う金額にして欲しい｡この仕事は体力面のみならず､精神面
においても非常に重労働です｡
老人介護についてはもっと力を入れ､安心して生活をしていける様な環境づくりとヘルパーの仕事を高く評価して
頂きたい｡
ヘルパーの社会的地位を上げて欲しい｡
もっとヘルパーの地位を保証して欲しい｡
ホームヘルパーの地位向上が必要
公的ヘルパーの尊厳を受け止めて頂きたいと思います｡
ヘルパーに対する (仕事)価値を考え､もっと後世に続く様に質の高い職業として医師､看護婦などと同じく社会
的な職業と認めて欲しい｡
ヘルパーを資格を持つ職業として認知して欲しい｡
ホームヘルパーが家政婦的に利用される事が無く､有資格者として誇りを持って働ける環境を作って欲しい｡
利用者だけにでなく､懸命に働くヘルパーにも目を向けてそれなりの評価をお願いしたいと思います｡
地位の向上､給与の保証
もっとヘルパーの地位の向上を図って欲しい｡私達は"お手伝いさん"ではない｡
ヘルパーの地位を改善､向上させ､安心して働ける環境を作って欲しい｡責任に見合った安定した地位を確立して
欲しい｡
ホームヘルパーの地位向上､待遇改善を希望します｡
ヘルパーの地位の確保
ヘルパーの地位を高くして欲しい｡
ヘルパーの身分の確立を具体的なものにして欲しい｡
もう少しヘルパーの仕事を良く知って頂きたいと思います｡
社会的にホームヘルプサービス職を正しく評価して欲しい｡特に家事介劫を
利用者の権利や人権擁護は強く言われているが､ヘルパーへの人権侵害はもみ消されてしまう｡仕事を貰う為に言
えないのだ｡介護保険は現場で働いている者にとって厳しい｡勤め先からはホームヘルパー業務では儲けがない様
に聞く｡自分達の権利 (年休等)は主張しにくい｡又認定を受けた人に対し､あれもこれもと各業者が介護サービ
スセールスしている｡財源破綻､目に見えている｡
介護保険ではヘルパーの権利については言われていませんが､地位の確立をしっかりして､苦情についても窓口を
設ける等､利用者と同じ様に主張出来る様なシステムにして欲しい｡
養成機関が多く過剰気味になっている｡にも拘わらず時給のみを前面に出し､実態を知らせたり､ヘルパーの地位
向上となる様､検討して欲しい｡
私のように丁度介護福祉士になって1-0年目の世代が結婚して子育てする時期です｡もっとそのキャリアを充分に生
かせるよ一に国や行政が色々補助してくれないと長く続けられないし､ますます少子化が進みます !福祉の現場な
のに国は厳しいです !友人といくら介護の資格をとっても ｢HPのつきそいのおばちゃんとかが威張って自分のや
り方が絶対正しい !と言って若いスタッフをいじめる老人ホームもあり､どんどんスタッフはやめちやいます｡連
携も何もありません !日本の介護はまずヘルパーの2､3級とかの養成 (ヒドイです∃ !やる気ない実習生いっば
だし! 民間のヘルパー学校が手前ミソのへんな教育して質の低いヘルパーばかりとって困る !)カリキュラムも
ひどいからきちんと見直して下さい !≡≡

ヘルパーを"お手伝いさん"の感覚で思っている利用者が見られる｡事業所も出来る事､出来ない事をきちんと利
用者に説明して欲しい｡/社会保険があれば思いっきり働けるのだが ･･･｡
国 :介護保険は利用者に選択権があるが､利用サービス内容に限度がある事を周知徹底する｡/自治体 :ヘルパー
研修開催でヘルパーを増やす｡その際､実際に働いている､あるいは事業所に所属する人を優先する｡
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見せかけだけの介護保険では困る｡40才以上の保険料が高過ぎる｡身体介護に来て欲しいと思っている人でも生活
困難な方だったら､1割負担が大き過ぎてヘルパーに来ても
低収入の人の介護を考えてあげて欲しい｡

らえない｡頼むことが出来なくなる｡

介護保険で安心して年老いていける様 ､ 1割負担の一律化は収入の少ない人などは廃止して､全ての病気の人など
年齢に関係なく利用できるよう､国の 税 金を便_?_王､__施行して欲しい
住宅改善とかレンタル料金は業者が示 し た金額がそのまま通っていると思いますが､すべての価格が定価でとりお
こなわれている｡消責低迷の時に税金を上手に使うこと｡必ず保険料に加算されてくる｡この制度はお金持ちには
利用しやすく､貧しい者に不利なものです｡始めた時のうたい文句の真実は何処にあるのでしょう｡私達の将来は
保険もお金が掛かって使えず､子供には自分達の生活があるし､ (うば捨て山)を探しておかなければ ･- 心境
です｡不安が山積みです｡政治家の先生方は国民全体の事を知っているのでしょうか｡もっと調べて下さい｡底辺
にいる人間のことを｡

最近､介護保険が始まって1年という事でマスコミ報道が盛んですが､利用者の家族の方ももっとヘルパーさんに
来て欲しいけれど､テレビで言ってた人と同じで負担金が大変だからと愚痴を言われる方も見えるので､気の毒だ
し､弱者いじめの介護保険だと思う反面､保険料が高くなっては大変だし､矛盾だらけだと思う｡
介護保険で認定されても目一杯使われていない｡高所得者の方々が上手く利用されていて､お金の無い人は利用出
来ていない｡
貧困の為､ヘルパーの世話になる事が出来ない人が多くいるのも現実なので､その人達を保護する方法を考えて欲
しい｡

ヘルパーは利用者の台所事情が良く分かります｡今の介護保険は金持ちの保険だと思います｡市町村の隅々まで目
を配って欲 しい ･･.お金がなくて介護サービスを受けられない人が沢山いらっしゃ
まだまだ底辺の人達を拾い上げていないという気がします｡こんな人達に
受けている｡ (得をしている)言った者勝ちのような不公平感を抱く｡

る事を !!
こヘルプする事はないという人達が援助を

①利用者が始めて介護保険制度を申請する際にもっと分かり易い方法を考えて欲 しい｡一人暮らしの老人では手続
きが出来ない｡②ヘルパーがケアプラン通り働いているか､行政が抜き打ち調査をするべき｡2時間の仕事を1時
間しか働かず､報酬を受けている事業所が存在する｡
介護保険は難しいと思われているし､高齢者には分かりづらい｡
利用者に対しての説明等､私達には分からないことだらけです｡もっと制度を簡略化して下さい｡
家族の介護は相互扶助でするべきではない｡高齢者にとっては迷惑な法律で分かりにくいし､利用しにくい｡本当
に必要な人に必要なだけサービス出来ないものか?
介護保険は老人にとって分かりにくいと思う｡もっと分かりやすく説明して欲 しい｡
先が見えない制度の為､利用者はどう対応すべきか戸惑っている｡又､利用の仕方が分からない人々も多い｡迅速

ホームヘル サーピス等措置制度から契約にな
保護の方等に対して)

った分､役所の対応が無責任 になったように思います｡ (特に生活

介護保険制度になって､介護職はサービス業なのか､福祉なのか行政の取り組みが以前より弱く感じられます｡
介護保険や障害を持った人､子育て等の何処にも依頼出来ない人達の受け皿として利用してきながら助成金も減
少､会合に使用する会場も提供して貰えないのは手前勝手過ぎると思います｡
利用者にとって必要な介護サービスが受けられるよう対応できる行政であって欲 しい｡利用者側と行政の思いに
ギャップがあり､実際関わるヘルパーは大変心苦しい思いをすることがある｡法律の見直しが必要と思う｡介護保
険制度がこの先内容共々良い方向となるよう役立てて欲しい｡
自治体又は行政は事業に入って利用者の為になっているか｡ボツボツ調査 して不適のものは向上するよう指導して
頂きたいと願っています.･急にやられても困ります｡
もっと本当の意味の介護の仕方を病院側にも充分に指導して欲しい｡内面ではひどい扱い方を利用者にしている所
が多い｡

介護保険制度が施行されてから､特に世間の関心が高まってきているようですが､私が就いている事業所は別とし
て利益中心的が先行する傾向が見られる事業所が見られ､利用者側に立った介護施設の指導が必要性を強く求めら
れる実情があります｡行政側の指導及び監督の徹底が急務と考えます｡
介護保険制度の不備を明確にする｡市町村内で介護保険の把握が不十分である｡利用者紹介が社協等へ片寄 り過ぎ
ている｡ケアマネージャーの教育をもっとしっかりして欲 しい｡
大きい自治体が断る利用者を小さい自治体に振ってくるのは良いのですが､大変な利用者ばかりで困ります｡大き

もう少し､国民やヘルパーの意見など聞き､改善すべき点など､机の上だけの検討だけでなく､自分達の目で現場
等見て頂きたい｡介護保険のマニュアルは言葉を濁した様な所がある様に思います｡例えば援助出来ない項目等事
業所任せの所があるので､きちんとして欲 しい｡
現場の状況をよく分からない人達が制度を決めていると感じる事がある｡意見や状況に応じて変化させ､よくして
行って欲 しい｡
現場の声をもっと聞いてほしい｡
現場を理解 していない｡ヘルパーのみで生活出来る様なシステムでないと優良なヘルパーは育たない｡
行政は介護保険利用者のことより､官僚の考え一つで良い人材も移動させている｡現状を知らない為と思われる｡

末端の仕事についたことのない人が決めている今の制度は利用者の気持ちなど分からない｡
現場 (最末端)の実状を正しく理解されていないように感じる｡ (特に家事労働やヘルパーの精神的負担について
軽視されている)
現場､現実､サービスを利用する方々の意志や現状を完全に無視しているとしか思えない｡政治の思惑だけで現場
を右往左往させるようなことをして欲しくない｡
文書の書き方､言葉使い等もっと分かりやすくして欲しい｡/現場の声をもっと聞いて欲 しい (利用者､介護者)
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【ホームヘルパー調査 ･自由記入意見】 意見3:本調査に関して
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すべて確実な回答ではないと思います0分からない個折 (事業所の関連の所など)もありましたo
事務処理が落ち着いた今年はヘルパ-の雇用形態と給料にメスが入る予定です10ヘルパーの実態を沢山の方に知つ

ヘルパーの労働条件は劣悪ですo真夏の炎天下に両手一杯の買物 (真冬もしかり)や､感染症ベの恐怖等o多くの ー
ヘルパーが疲れ果てて職場を去って行きますムー部の利用者や家族の ｢お金払ってんだから､やつで貰って当然｣J-

という意識o民間参入により､-サービス過剰業者は ｢自立支援｣ ではなく ｢より重介護になること｣ を目指してい
るかのようですoヘルパーには白曜も祭日も年末年始のお休みもありませんo介護保険が目指すことは何なので
しようか0本当に質の良い介護を求めるならヘルパーの報酬も当然アップすべきですo介護とは人と人との支えあ
いだと思うのですが○

よいアンケー トの結果を出して頂きたいoこれから先の事に対してよろしくお願いしますo
ストレスが溜まるとどうしても利用者に当たる事が多いのではないかと思う○もつと働き易い社章にする為にもア
ンケ- トが生かされる方法を考えて下さい○
じゃまくさいo
まだ始めたばかりですのでo
介護保険についてもつと個人の意見を言える場をPRすうきだ (苦情)ヘルパーについても現場の声を聞いて税金を
考えて欲しい○年収800-1,000万円以上の人には何を言つても錘解して貰えないと思うo
この評価でなく､まとめての物はしっかり何処かに表現されるのでしょうかo現場に働く我々にとつでは机上での
生活ベの意見とは本当に食い違います.ケアマネのプランの立て方にも利用者に対して真の必要な物を見わけられ
ていませんoもう少し生活に対する物の見方を勉強して欲しいです○
加入する事にようて得られるメリットは何かo会計報告はありますが､.上記②の希望も組合から運動して貫いた
いo

現行のままでは色々な問題を抱えていると思われるので､利用する側､.される側どちらにとっても意義のある利用
できて良かつたと思える様な制度に改善される事を望んでいるo
慎重に検討して欲しいと思いますoホームヘルプサービスの質の向上の為にも､そしてより良い事業所を作る為に
も !!

031で要介護者や家族が自分達に合った事業所を選ぶのは難しい○何件か変わるのも要介護者にとつては苦痛なもの
だろうoやはり､措置の時代から引き続き社協などに頼むことが多くなるだろう○民間事菓所にとって採算が合わ
ないと引き上げてしまうこ我が市では､市が地域別に振り分けているo
非常勤 (登録)ヘルパーの勤務条件の厳しさを把握してほしいム
本当のことを書けるアンケー ト方法､感心致しましたo今後もヘルパ-業務の向上の為よろしくお願いします○
昨秋から就業なので､自分の意識の低さがこ■の調査により認識出来た0分からないことだらけ､どこで必要な知
識､情報を得られるのか?

質問に記入するに当たり､如何に自分自身のヘルパーの身分について仕事について把握出来ていないか良く分か
リ､記入なしの所もある事をお詫び致しますO.集計等が出来るまでかなりかかると思いますが､より良い介護制度
の変革にはこういった調査は不可欠と思われるので､今後も続けて下さいますように.
登録ヘルパーは､朝と夕方とか､朝､昼､.夜とか､時間の切り売りです01日実働4時間でもほぼ1白出たり入つ
たり...o週20時間働くとクタクタです.それをクリアしないと保険にも入れないとはo続けたいけど長くは出
_来ないかも○アンケー ト結果は知ちせて下さいo
人間対人間の仕事なので､専門的な知識を持つ人が研究し､あらゆる分野から講座を開いて欲しい○
レベルアップに関する資料､勉強がしたい.
ヘルパー自身の身分保障を確立していかないとヘルパーの資格は持っていても活動する人が少なくなってしまう○
(この様なアンケー トを定期的に実施し､現状を早く把握して欲しい !!)

ヘルパーとして立場がもう少し良くなつたらと.
ホ-ムヘルプサ⊥ビスの向上に私達ヘルパーも利用者も前向きに考えていけるよう願いますo
集計ご苦労様 ! より良い制度になるよう宜しくお願いしますo
非常勤なので､3ヶ所の事業所のヘルパーをしていますが､各事業所ともまだまだ手探りの状態である〇号ちっと
回答が欲しいo
少しでも働き甲斐のある職であって欲しいo何ら身分保障のない登録ヘルパーが支えている制度といってもいいo

ホームヘルパーをやっていて良かつた~と思える社会的に正しく評価されることを願っております.
これは訪問ヘルパーの調査でしたねo
家庭の事情で夜間帯だけ活動させて頂き助かっていますo
ヘルパーとしてもつともつ_と多くの方々の生の意見を知り､励みとし方法も見出せる為に意見を聞いて下さり､改
善がある事を望みます○
今､現在､移動に30分かかる訪問先が多く､近くに (家の近所).にして欲しいと言っていますが､現状はなく､
ちょっとシンドイですo朝8時30分に家を出七帰るのが夕方5時30分､岳件で､どちらも移動に30分かかる.こ.a)
調査で希望が持てたら有り難いo現在の会社を辞めて移動時間の少ない会社に変わりたいと思っていますo
テレビで現在のヘルパーの仕事の実態とかを沢山出して下さい○よろしくお願いしますo
ヘルパーの立場､これで生活している人もいれば､していない人､私などは自分の都合の良い時間｣~日のみ働ける
ので良いのですが､.土の仕事で生活しようものなら､余りに不安定で重労働の割には給料が安いと思いますo半分
ボランティアの精神がないと続きませんo
常勤職員ばかり､色々と得があり､非常勤職員は泣く事ばかりです○利用者の事も大切ですが､ヘルパーのケアを
もう少し力を入れて頂かないと倒れる人が多いので､調査をされた以上､もう少しケアを大切にして頂きたいと思
います○

介護保険を適用されない方々だ対して､適用されない家事援助などについても以前から (保険適用前)続けてやつ
ている場合があるので､そんな事も理解して欲しい○
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ケアマネジャー職に関するアンケート調査結果



第 2'部 ケアマネジャー職に関するアンケー ト調査結果
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第 1章 単純集計結果に基づく個別項目の評価

【アンケー ト集計状況】 (Q6A､Q5)

有効回答者177人の内訳を所属事業所別に見ると､社会福祉協議会以外の社会福祉法人 (以

下 ｢そめ他社会福祉法人｣と呼ぶ)53人 (29.9%)､社会福祉協議会37人 (20.9%)､医療法人14

人 (7.9%)､社団 ･財団等18人 (10.2%)､営利法人 9人 (5.1%)､非営利法人17人 (9.6%)､生

協13人 (7.3%)､市町村等自治体12人 (6.8%)､その他 2人1.1%)であった 【図表2-1-1】0

勤一務地別では､特別区及び人口100万人以上の市55人 (31.1%)､30万人以上100万人未満の市

47人 (26.6%)､10万人以上30万人未満の市33人 (18.6%)､10万人未満の市15人 (8.5%)町村20

人 (ll.3%)であった 【図表2-ト 2】0

性別の回答数は男性40人､女性137人｡うち女性の年齢別構成は､39歳以下30人､40歳以上49

歳以下57人､50歳以上47人であった｡

1.ケアマネジャーの一般的属性について

(1)ケアマネジャー職になるにあたって取得 していた資格 (複数回答)(Q 1)

ケアマネジャー職につくにあたり取得 していた資格としては､介護福祉士が36.7%と最 も高

く､ついでホームヘルパーおよび看護婦 ･看護士等がそれぞれ29.4%であり､福祉や医療の現

場で直接高齢者に接 していた回答者が多い｡

所属事業所別に最も割合が多い職種をあげると､社会福祉協議会 (50.9%)およびその他社

会福祉法人 (62.2%)､市町村等自治体 (50%)では介護福祉士､医療法人 (64.3%)､社団 ･財

団等民法法人 (55.6%)､営利法人 (33.3%)では看護婦 ･看護士等､非営利法人 (94.1%)､生

協 (46.2%)ではホームヘルパーとなり､所属事業所別の属性による相違が見 られる｡

また､男女別にみると男性では介護福祉士 (45%)が多いのに対し､女性ではホームヘルパー

(34.3%)､介護福祉士 (34.3%)､看護婦等 (37.3%)がほぼ同率となっている｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

(2)取得資格による職種の実務経験 (Q2)

(1)で回答 した取得資格の実務経験年数は比較的新しい国家資格である介護福祉士などが

含まれるため､5-9年が42.4%と最も高 く､ついで10-14年が25.8%となっている｡

(3)ケアマネジャー職以前の､福祉関連の相談や援助等の実務経験 (Q3､Q4)

ケアマネジャー職以前に福祉関連の相談や援助の実務経験を有する回答者は70.6%である｡
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図表2-1-1 勤務先の所属母体 (∩-177)

無回答

1%

その他(∩=2)
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市町村等自治体(∩=12)
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生協(n=13)
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10%
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その他社会福祉法人
(n=53)
30%

社会福祉協議会(n=37)
21%

田 その他社会福祉法人(n=53)

囲社会福祉協議会(n=37)

EB医療法人(n=14)

□民法法人(社団･財団)(n=18)

宙営利法人(株式会社)(n=9)

日非営利法人(NPO法人)(n=17)

}生協(n=13)

□市町村等自治体(n=12)

□ その他(n=2)

■無回答

図表2-1-2 現在の勤務地 (∩-177)

無回答
町村 4%

田特別区および人口100万人以上の市

殴30-100万人未満の市

出 一o-30万人未満の市

□5-10万人未満の市

田5万人未満の市

E:町村

t無回答

*図中の%は小数点以下四捨五入している｡

一万､26.6%の人はこうした経験がないと回答 しており､女性年齢別でみると30歳以下で40.

0%､40-49歳で31.8%にのぼる｡ケアマネジャー職は介護保険の目的である ｢自立 した生活｣

を援助 し､そのために利用者と事業者を結ぶ､サービス利用の要としての役割が期待されてい

る｡しかし､回答者にみる限りケアマネジャー職自体が混乱状況にあることが伺われる｡

経験者の内実務経験の年数は､5-9年が41.6%､10年～14年が23.2%となっており､(2)

の結果とほぼ同様の割合となっている｡
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(4)2000年 4月の介護保険法施行の前後における勤務先移動の有無 (Q8)

67.8%の回答者が介護保険法施行とは無関係に現在の事業所に勤務しており､ケアマネジャー

職と勤務先の選択との相関性は低い｡

所属事業所別で見ると社会福祉協議会 (77.4%)､その他社会福祉法人 (91.9%)､医療法人

(71.4%)など､介護保険制度以前から高齢者福祉サービスの主体の中心 となっているところ

でその割合が高い｡これに対 し､株式会社や社団 ･財団などの民法法人など､介護保険制度に

合わせて新規参入が多いと推測される事業者では､当該法施行がきっかけとなって勤務するこ

とになった割合が比較的高 くなっている｡

また､勤務地別では特別区および人口100万人以上の市においで｣施行をきっかけとして事

業所に勤務 した割合が43.6%と最も高く､人口規模が小さくなるにつれてその割合が低 くなる

傾向にある｡

(5)現在の事業所へ就職 した理由 (複数回答)(Q9)

回答者により動機はさまざまであるが､｢蓄積 した知識や経験が発揮できる｣(26%)､｢ケア

マネジャーの仕事をしたかった｣(25.4%)､｢安定した事業所と思 った｣(20.3%)などが主な

ものである｡｢その他｣(16.4%)については､事業所内の人事異動などによるものが多い｡

所属団体別では､｢ケアマネジャーの仕事がしたかった｣ という回答割合が､社団 ･財団

(18人中9人)､株式会社 (9人中4人)､NPO法人 (17人中11人)などで高 く､高齢者福祉サー

ビス事業に比較的新規に参入 してきた事業所に所属 している回答者の特徴的な傾向となってい

る｡

勤務地別でみると､特別区および人口100万人以上の市では ｢ケアマネジャーの仕事が した

かった｣や ｢蓄積 した知識や経験が発揮できる｣などの自らのスキルに関わることが動機とな

る割合が高いが､町村では ｢安定 した事業所と思った｣(20人中9人)をあげる回答者が比較

的多かった｡

要点 1:回答者が取得 している主な資格は介護福祉士､ホームヘルパー､看護婦 ･看護士

等､直接に高齢者に接するものが多く､福祉や医療現場において5年以上の実務経

験を有している｡しかし､ケアマネジャー職以前に､福祉関連の相談や援助等の実

務経験を有する回答者は約 7割で､3割弱の回答者は実務未経験であった｡

回答者はさまざまな種類の事業所に勤務 しているが､社会福祉協議会やその他社

会福祉法人などに所属するケアマネジャーの場合､介護保険制度の施行以前より勤

務 している場合が多いが株式会社や社団 ･財団など福祉サービス事業の歴史が比較

的浅い事業所では､制度施行に伴い就職した場合が多い｡各事業所に就職 した動機

は､報酬や待遇面でのメリットよりも､ケアマネジャー職への関心などによる回答

が多かった｡
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2.ケアマネジャーが勤務する事業所の属性

(1)勤務先の所属事業所の事業展開 (Q6B)

勤務先の事業所は ｢1事業所 ･事務所のみ｣が48%と約半数となっており､地域密着型が多

いことがわかる｡また ｢同一都道府県内に複数の事業所｣は41%で､複数都道府県で広範な事

業展開をしているところは少ない 【図表2-1-3】｡ただし､株式会社等の営利法人 (9人中 2

人)､生協 (13人中4人)では､広範な事業展開をしている事業所が比較的多く見られる｡

人口規模ごとに見た場合一定の傾向が見られるわけではないが､特別区および100万人以上

の市では､同一都道府県内の複数事業所を有する事業者の割合が高く､町村では単一事業所の

みの割合が高い｡

□1事業所.事務所のみ

笹岡-都道府県内に複数の事業所

E]複数の都道府県に事等所

(2)勤務先の所属事業所が行っている居宅介護支援事業以外の介護サービス事業 (Q6C)

事業所においてケアマネジメントを単独事業として行っているのは､NPOや自治体などに

とどまり､多くは複合的な介護サービス事業を展開している｡最も多いのは訪問介護 (73.4%)､

ついで適所介護 (42.8%)､短期入所生活介護 (30.5%)の順になっている 【図表2-1-4】0

事業所別では社会福祉協議会､その他社会福祉法人､医療法人､生協などで比較的多 くの介

護サービス事業を行っている｡

(3)所属事業所の居宅介護支援サービス事業の規模 (QフA,Q7B,Q7C)

回答者が所属する事業所の居宅介護支援サービス事業の職員数は､常勤､非常勤含めて平均

で14.3人である｡ただし､最も回答割合の高い人数層は2-4人 (32.2%)､ついで10-19人
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図表2-1-4.所属事業所が行っている居宅介護支援以外d)介護サ-ビス事業 (複数回答)(n-177)
●●
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(23.2%)で､当該サービスが中小規模で展開されていることを裏付けている｡

このうち､ケアマネジャーの職員数の平均は常勤職員で4.4人､非常勤職員で2.5人である｡

ただし､非常勤職員が0人と回答 した割合は63.3%であることから､実質的には少人数の常勤

職員のみで当該事業を行っていると見 られる｡ただし､社会福祉協議会では常勤職員を10人以

上抱えている割合が16.6%と他の事業所に比べ高 く､NPO法人では非常勤職員を10人以上抱え

ている割合が47.1%と突出しており､事業所間の格差も見 られる｡

一方､ケアマネジャー以外の職員数について見ると､常勤職員の平均が3.6人､非常勤職員

が3.8人である｡ただし､常勤職員が0人あるいは1人 と回答 した割合は60%以上を占めてお

り､さらに非常勤職員0人も65%と高い割合であることを踏まえれば､実質的にはケアマネジャー
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が多 くの関連業務について責任をもたざるを得ない状況にあることが推察される｡とりわけ､

社団 ･財団などの民法法人では18人中14人､NPOでは17人中12人が0人であり､ケアマネジャー

以外のスタッフがいない状況で業務を行っている状況が見られる 【図表2-1-5】｡

また､ケアマネジャーおよびケアマネジャー以外の人数を勤務地別の平均値で見ると､前者

については特別区および人口100万人以上の市における9.1人を最高として､規模が小さくなる

につれて減少 しており､これに対 し後者については町村の11.4人が最も高 く､都市規模が多 く

なるにしたがってその数は減少 しており､常勤､非常勤の構成割合が自治体規模に応じて相反

する動きを示 している｡

要点 2:ケアマネジャーの所属事業所は､ 1事業所あるいは都道府県内の複数事業所を有

する中小規模の事業展開が多く､居宅介護支援事業以外では訪問介護や通所介護を

はじめとするケアマネジメント業務以外の介護サービスも提供 している｡当該部門

の職員は､主として常勤 ･非常勤のケアマネジャーであり､ケアマネジャー以外の

職員を配置 しているところは､事業所の種類により異なるものの全般的に少ない｡

その結果､特に少数の常勤ケアマネジャーにより業務が担われている傾向が見られ

る｡

3.ケアプラン業務について

(1)仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイ ト (QIO)

仕事の8割以上を当該業務に向けて早る回答者が50%を超え､｢10割｣は37･3%となっている

が､その一方で仕事のウエイトが5割以下という兼任も約 3割みられる｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

(2)ケアプランの担当人数 (QH)

全体の平均値は､39.1人/月であるが､所属事業所の種別によるばらつきがあるため､著 し

く割合の高い人数層はなく40-49人 (18.1%)が最高値となっている｡厚生労働省が目安 とし

た50人を超えて担当する回答者が30%にのぼった 【図表2-ト6】｡また､担当平均39人の要介護

度別人数の傾向を見ると､要支援を除いて介護度が高くなるにつれて担当人数が少なくなる傾

向がみられる 【図表2-ト7】0

所属事業所別で見るとその他社会福祉法人､医療法人､社団 ･財団の民法法人で担当人数の

平均値が40人を超えている｡

また､勤務地別では担当人数は人口規模にはぼ比例している｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡
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図表2-1-7 介護度別ケアプラン担当人数 (平均)(∩-177)
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(3)ケアプランの原案作成姿勢 (Q12)

ケアプランの原案作成にあたっての基本的姿勢については､｢生活の質を高める内容を取 り

入れる｣および ｢利用者負担を安 くするプランを作成｣という2つの選択肢を示 し､どちらの

考え方に近い (｢近い｣｢どちらかといえば近い｣を含む)かという問いであったが､前者が

50.9%､後者が44.0%という結果で､顕著な差は見られなかった｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡
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(4)ケアプラン作成上で心かけていること (複数回答)(Q13)

ケアプラン作成にあたっては ｢利用者や家族の希望を十分に聴 く｣(93.8%)､｢ケアプランの

目標は利用者や家族の意向を優先する｣(76.3%)､｢プライバシーへの配慮を極力する｣(59.9

%)､｢サービス内容に不満があれば相談や苦情窓口に申し出るよう説明｣(58.2%)､｢介護サー

ビス事業者は､質の高い事業者のサービスを入れる｣(53.7%)などが上位の回答であった

【図表2-1-8】0

所属事業所別の特徴としては､その他社会福祉法人を除けば ｢事業者は対比できるよう複数

紹介｣(総計は30.5%)の回答割合が ｢事業者には母体組織を入れる｣(総計は25.4%)という

回答割合を上回るか等 しくなっており､また､すでに見たように .｢事業者は質の高いサービス

を入れる｣という回答割合も高 くなっている｡回答者の4人に1人は ｢事業者は母体組織を入

れる｣と答えていることは問題であるが､4人のうち3人は基本的には事業所の種類に関わら

ず､ケアマネジャーとして客観的なケアプランの作成を心がけようという意識が現れているも

のと見なすことができる｡ただしQ14で見るように ｢事業者に母体組織を入れがちになる｣ と

いうことを32.3%の回答者が問題点としてあげており､意識と現実のギャップが見 られる｡

NPO法人においては ｢事業者には母体組織を入れる｣(41.2%)という回答が他の事業者に

比べ高 くなっている点が注目される｡またQ14で ｢入れがちになる｣ という回答が17.6%と

｢心がけ｣に比べ低 くなっている結果も特徴的である｡この要因は明らかではない｡

図表2-ト8 ケアプラン作成上で心かけていること (複数回答)(∩-177)

利用者や家族の希望を十分に聴く

利用者や家族の意向を優先する

プライバシーへの配慮を極力する

相談や苦情窓口に申し出るように説明

事業者は質の高いサービスを入れる

土曜や夜間でも訪問する

重要事項説明書は明確に説明する

ボランティア等含めたプランを作成

事業者は対比できるよう複数紹介

事業者には母体組織を入れる

その他

無回答

(5)ケアプラン作成上､問題と感 じたこと (複数回答)(Q14,Q21)

全体としてはケアプラン作成上の様々な問題を抱えていることがわかる｡中でも ｢ケアプラ

ンの作成報酬が低い｣(75.7%)､｢利用者や家族が介護保険をよく理解 していない｣(66.7%)､
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｢給付管理等の事務的な仕事が多すぎる｣(54.8%)などの回答が多 く､所属事業所に関わらず､

ケアマネジャーの過大な業務負担と少ない報酬といった職自体への不満や利用者等とのコミュ

ニケーション不足を感 じている｡また､サービス提供事業者に関 しても､多 くの問題を感 じて

いることがわかる 【図表2-1-9】0

図表2-1-9 ケアプラン作成上の問題点 (∩-177)
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(6)作成 したケアプランの自己評価 (Q15)

自らが作成 したケアプランについては､｢十分できた｣(1.1%)､｢まあまあ｣(54.2%)と全

体の半数以上が一定の評価を与えているが､内容が不十分であったと回答する割合も ｢やや不J■

十分｣26.6%､｢不十分｣13.6%と高い｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡
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(7)ケアプラン作成､進行管理等におけるケアマネジャーのサポー ト体制 (Q16)

ケアプランの作成､進行管理､提出書類作成などにあたり､ケアマネジャーの業務をサポー

トするスタッフの有無はほぼ等 しく､一連のケアプラン業務を単独でこなす状況が多いことを

示 している｡また､サポートスタッフがいる場合でも､その人員は平均1.6人にとどまる｡

所属事業所別で見ると､その他社会福祉法人やNPO法人において､サポー トスタッフがい

ない割合が高 くなっている｡

また､勤務地別では､人口規模が小さくなるにつれて､サポートスタッフがいない割合が高

くなる傾向がある｡

(8)ケアプラン作成におけるOA化の状況 (Q17,Q18,Q19,Q20)

介護保険のコンピュータシステムは90%以上が導入しており､-ード面のOA化はほぼ整備

されている｡Lb.,し､ケアプラン作成の支援ソフトを使用している回答者は70%台で､ しかも

そのうちの半数近 くは作成ソフトの有効性に疑問を抱いており､実務面でのOA化では課題を

残 している｡

(9)担当する利用者の適切なモニタリングの有無 (Q21)

ケアプラン利用者の適切なモニタリングについては､｢できている｣(1.7%)､｢ある適度でき

ている｣(50.3%)と実施 している回答者は52%にとどまり､｢あまりできていない｣(39.0%)､

｢できていない｣(5.6%)といった十分なモニタリングを行 っていない回答者が半数近 くにの

ぼる｡ただしNPO法人については､｢ある程度できている｣(82.4%)という回答率が高 くなっ

ている｡

(10)ケアマネジャーの仕事の範囲についての認識 (Q21)

ケアマネジャーの本来の仕事と見なしている割合が高いものは､ケアプランの作成 02.7%)､

アセスメント (91.5%)､要介護者 ･家族との相談 (87.6%)､モニタリング (86.4%)､サービ

ス担当者会議 (75.1%)などで､計画､実施管理､利用者や事業者とのコミュニケーションと

いった介護サービス全般にわたり業務範囲と捉えている.一方､給付管理 (18.1%)や申請代

行手続き (32.2%)､入院先医療機関の確保 (40.7%)などの個別業務については､本来の業務

と見なす回答者は少ない｡

ただし､入院先医療機関の確保が､ケアマネジャーの業務外として最も回答が多かったのに

対 し､後述する ｢老人福祉や介護保険に関する問題点｣(Q38)に関する質問では､医療と福祉

の連携が不十分であるという回答が最 も多く､矛盾した結果となっており､ケアマネジャー自
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図表2-1-10 ケアマネジャーの仕事の範囲について (n=177)

ケアプランの作成

アセスメント

要介護者･家族との相談

モニタリング

サービス担当者会議

サービス調整会議

利用者の苦情への対応

契約手続き

利用者の在宅補修の相談

申請代行手続き

給付管理

入院先医療機関の確保

0 20 40 60 80 100

轟本来の仕事だと思う
%
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身の業務範囲の認識に問題があると思われる一面もみられる｡また､給付管理については､前

掲の回答結果 (Q14)においてケアプラン作成時の負担となっていることを踏まえると､業務

外と考えながらもやむを得ず担当せざるを得ない状況に置かれていることが推察される 【図表

2-日0】｡

(ll)ケアマネジャーとして責任をもって作成できるプラン件数 (Q23)

全体の平均で見ると30.8件で､全体の46.9%が30-39件の範囲で回答 しており､ついで20-2

9件が19.8%となっている｡実際に担当しているプラン件数の平均が39.1件であることを踏まえ

れば､過剰なケアプランをこなしているという印象を回答者がもっていると推察される 【図表

2-1-11】｡

要点 3:回答者のうち､ケアマネジャー専任は約 4割であった｡ケアプラン作成は､回答

者が責任もって担うことのできると考える人数を､平均では約 8人ほど現実には上

回っており､給付管理業務やその他の煩雑な書類作成に追われ､プランのモニタリ

ングなどを行う余裕がない状態にある｡しかも､ケアプラン業務に対する報酬の少

なさや業務をサポー トするスタッフの不足などが相まって､ケアマネジャー職の負

担感に拍車をかけている状況が伺われる｡こうした要因の一つには､ケアマネジャー

の職務が現実には必ずしも明確ではなく､利用者との契約に基づく行為だけでなく､

介護保険制度にかかわる保険業務を担っている状況があると思われる｡

4.ケアマネジメントの外部支援環境

(1)仕事上困ったときの相談場所 (複数回答)(Q26)

ケアマネジャーがケアマネジメント業務について相談する先は､職場内の他のケアマネジャー

(76.3%)が最も多く､ついで市町村 (52.5%)である｡主に職場内部で問題解決を図っている

状況が見られるが､それとともに市町村への期待が高いことがわかる0

所属事業所別でもほぼ同様の傾向であるが､NPO法人では職場内の他､地域の連絡会 ･勉

強会やケアマネジャーの自主的組織などのネットワークを持っ割合が､他の団体と比較 して高

いのが特徴である｡

また､給付管理業務にかかる相談先としては国保連 (48.6%)､市町村 (44.6%)､職場の他

のケアマネジャー (37.3%)という服になる｡

いずれたしても､多くの業務を抱えながら小規模な職場で働くケアマネジャーが多いことを

踏まえると､職場外で業務にかか卑さまざまな相談先が必要である｡にもかかわらず､現在は

市町村などの行政機関に限られている状況が示されており､しかもこうした機関との連携が十
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分されているとはいえない 【図表2-ト 12】0

図表2-1-12 ケアマネジャーの業務上の相談先 (∩-177)

ケアマネジメント業務 給付管理業務

□県

国市町村

■国嘩連
Ej職場の他のケアマネジャー

由近隣の他の介護福祉事業者

田コンヒ○ユータソフト会社

■地域の連絡会 ･勉強会

ロケ7マネシ●千-の自主的な組織等

口その他

b方法はない

田無回答

(2)ケアマネジャーの情報交換などの相互ネットワーク (Q27,Q28)

ケアマネジャーが知識やスキルを高めるための自主的な組織やネットワークに加入 している

のは全体の64.4%と比較的高い割合であるが､地域にそうしたネットワークなどがないという

回答者 も20.9%にのぼっている｡また､勤務地のケアマネジャー連絡会については､ 自治体あ

るいは自治体以外がそうした連絡会を設置 しているという回答が全体の84.2%にのぼり､地域I

におけるケアマネジャー相互のコミュニケーションはかなりあると考えられる｡ただし､ケア

マネジャーの相談先に関する分析結果が示すように､必ずしもこうしたネットワークが､各ケ

アマネジャーの業務相談の役割を十分果たしていない｡

勤務地別で見ると､町村ではこうした連絡会がないと回答 したのが､一20人中5人 もあり小規

模自治体における､ケアマネジャーのネットワークが不足 している傾向が見 られる.

要点4:ケアマネジャーの業務上の相談は､職場の他の職員などに依存 しており､外部の

充実 した窓口が整備されていない｡市町村などの行政機関やケアマネジャー職のネッ

トワーク組織などがさらに情報提供機能を充実させる可能性とその必要性を有 して

いる｡
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5.ケアマネジャー職に対する評価

(1)介護報酬について (Q24)

Q14で見たようにケアマネジメント業務に対する報酬は ｢やや低い｣(15.8%)､｢低い｣(65.0

%)を合計 して回答者の80.8%が低いと見なしており､前述の過剰なケアプランをこなしなが

ら見合った報酬を受け取 っていないというケアマネジャーの評価がここでも明かとなっている｡

所属事業所別でもほぼ同じ傾向がみられるが､特にNPO法人では17人中15人が低いと回答

している｡

訪問介護の介護報酬に対する考え方については､ホームヘルパー調査でも質問しており､ケ

アマネジャー調査でもほぼ同じ回答傾向にある｡｢身体介護中心型｣は半数以上が報酬に対 し

て一定の評価をしているが､｢複合型｣､｢家事援助型｣については報酬が見合 っていないとい

う考えを持っ割合が高い 【図表2-日3】0

図表2-日.3 訪問介護型男lJの介護報酬の評価 (∩-177)

身体介護中心型家事援助型痩合型 0 0%

蔓夏蔓 39.5 22. :

1.1 i l

1Q.4 I 64.4~.

3.4 2

% 20% 40% 60.% 80% 1

E3高い 由やや高い ロ見合っている □低い ■やや低い E)わからない 田無回答

(2)仕事量について (Q25)

仕事量に対する感想は､｢多すぎる｣(62.1%)または ｢やや多い｣(28.8%)で多いと感 じて

いる人が91%にのぼり､ケアマネジメント業務の過剰感を回答者の多くが持っていることを示

している｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

(3)専門職としての評価 (Q29,Q30)

ケアマネジャーという仕事に対する誇りは84.7% (｢持っている｣59.9%､｢だいたい｣24.9%)

が持 っていると回答 しており､職業としての自負心は高い｡

しかし､その一方で､客観的に自らの職種がどのように評価されているかについては､｢利
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用者やその家族に評価されている｣(69.5%)が最 も割合が高 く､勤務する組織 ･団体の事業

者については56.0%､市町村担当者では48.0%､さらに社会一般には32.8%にとどまり､ケアマ

ネジャー職の社会的認識が低いという認識を回答者は持っている｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

(4)ケアマネジャー職の就労継続意思 (Q31)

以上のような､ケアマネジャー職に対する認識を踏まえているためか､ケアマネジャー職を

｢専任として続けたい｣あるいは ｢兼任として続けたい｣という回答割合がそれぞれ39.0%､19.

8%であるのに対 し､｢あまり続けたいとは思わない｣あるいは ｢続けたいと思わない｣ という

回答は32.8%､5.1%にのぼり､必ず しも魅力的な職とはなっていないことを示 している｡

所属事業所別に見ると､特に医療法人において否定的な回答が多 く､社会福祉法人等におい

ても比較的否定的割合が高い 【図表2-1-14】0

ケアマネジャーの報酬や業務量の面では､全般的に望ましい状況とはいえないなかで､就労

継続意思では､所属事業所による差が顕著に見られる｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

図表2-1-14 ケアマネジャー職の就労継続意志 (∩-177)

その他社会福祉法人(n=53)

社会福祉協議会(n=37)

医療法人(n=14)

民法法人(社団暮財団(∩=18)

営利法人(株式会社(n=9)

非営利法人(NPO法人)(n=17)

生協(n=13)

市町村等自治体他(n=14)

20 40

田ケアマネジヤ-を続けたい

8ケアマネジヤ-織を続けたくない
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要点 5:ケアマネジャーの職に誇りをもって従事 しているものの､報酬の低さ､仕事のさ

っさ､職種に対する社会的評価の低さなどから､その将来性や継続性に対する期待

がもてない回答者が多く見られる｡

6.介護保険制度や高齢者福祉サービス全般に対する評価

(1)介護保険施行で様々な団体が介護サービスを提供するようになったことによる変化 (複

数回答)(Q32)

ケアマネジャーから見た､介護保険施行後の介護サービスの供給増についての評価は､要介

護者や家族の選択肢が広がった (65.5%)､要介護者や家族が事業者を選べる (40.7%)などの

メリットがあげられているが､一方で労働条件が低下 した (33.3%)というデメ リットも比較

的高い割合となっている｡

所属事業所別では､社会福祉協議会 (35.8%)､その他社会福祉法人 (40.5%)､株式会社

(66.7%)で労働条件が低下 したという回答割合が高 くなっている｡

(2)サービス提供事業者からの ｢実績報告書｣の返却状況 (Q33)

回答者全体の92.1% (｢きちんと返ってくる｣49.2%､｢おおむね返ってくる｣42.9%)が､サー

ビス提供事業者からの実績報告書がほぼ返却されていると回答しており､最低限の量的モニタ

リング業務は一応確保されている｡

(3)勤務地の市区町村における老人福祉や介護保険の取り組み状況 (Q34)

勤務地の市区町村が､｢介護サービスの基盤整備｣に関する取 り組みに熱心であると考える

回答者は53.1% (｢以前から､今後も｣38.4%､｢今後は｣14.7%)､介護保険や介護の実施に関

する取 り組みについては56.5% (｢以前から､今後も｣42.4%､｢今後は｣14.1%)にとどまり､

自治体の熱心な取り組みがなされていないと見なす回答者は比較的多い｡

(4)働いている市区町村における老人福祉や介護に関する施設や事業所の充実度 (Q35)

訪問介護サービス (81.9%)､デイサービス (60.5%)などの充実度に関するケアマネジャー

の評価は高い｡ただし､介護サービス提供事業者の質に関する評価は29.4%にとどまっており､

全体としては事業者に対 して厳しい評価をしている 【図表2-日5】0
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(5)2000年10月以降に65歳以上の高齢者からも介護保険料の徴収が行われたことによる利用

者の介護サービスニーズ変化 (Q37)

介護保険料徴収に伴う介護サービスのニーズに関する変化については､｢特に変化があると

思えない｣が45.2%であるのに対 し､｢自己負担額を考え利用が一層限定される｣ と見なす割

合も33.9%と高い｡また ｢支給限度額に近い利用者が増えた｣は11.3%である｡

所属事業所別で見ると､とりわけ医療法人や社団 ･財団などの民法法人において､保険料徴

収に伴う利用制限を懸念 している｡

(6)ケアマネジャーの立場からみた介護保険制度評価 (Q38)

介護保険制度を点数で評価すると50- 59点が32.8%と最も高い割合となり､ついで60- 69点

が23.7%である｡70点以上はわずか9.6%であるのに対 し50点未満は26.6%で､ケアマネジメン

トの観点から同制度の問題点が少なくないことを示 している｡

(7)老人福祉や介護保険に関して問題を感 じる項目 (複数回答)(Q36)

介護保険を含めた高齢者福祉全般に対する問題点としては､｢医療 と福祉の連携がうまくな

い｣(72.3%)､｢介護報酬の設定が全体的に低すぎる｣(62.7%)､｢保険者に提出する書類が多
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すぎる｣(54.8%)などが上位にあげられている｡これらの問題点は､ケアマネジャーの業務量

や煩雑性､職業としてのインセンティブの低さなどの原因となっているものばかりで､今後の

ケアマネジャーのあり方を見直す上で解決すべき課題である｡また､制度設計の時点から懸念

されていたケアマネジャーの独立性についても､ 2人に1人が問題を感じていることがわかる｡

所属事業所別に見ると､ほぼ同様の傾向を示しているが､この他に､医療法人では ｢利用者

の契約意識が希薄である｣(71.4%)､｢利用者家族の経済的負担が重すぎる｣(71.4%)｡株式

会社では ｢独立性が確保できない｣(9人中6人)といった利用者に関わる問題点やケアマネ

ジャーの立場に対する問題点があげられている 【図表2-1-16】0

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

要点 6:ケアマネジャーから見て介護保険制度は､介護サービスの供給量が増え利用者や

その家族にとって選択肢が広まった点で総論としては評価 している｡サービスの充

足度については､訪問介護サービスを除いて､ほとんど低い評価となっており､特

に特別養護老人ホームやグループホームの充足が不十分となっている｡また ｢質の

高い介護サービス提供事業者｣の充足度が高いとする回答者も3割にとどまリ､施

設サービスの質に対しては､厳しい見方をしている｡こうした介護サービス等の充

実に対する自治体の取り組みについても半数近くが不十分なものととらえている｡

また､介護保険制度および高齢者福祉全般の課題としては､医療福祉との連携の
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不備､介護報酬の低さ､実務面の煩雑さなど多岐にわたり解決すべき点が認識され

ている｡

介護サービスの質の向上努力､介護サービスの質と量の充実へ向けた自治体の働

きかけ､ケアマネジャーの業務のあり方の見直しなどの必要性が､回答結果から見

て取れる｡

7.ケアマネジャー職の雇用環境

(1)就業形態 (Q39)

回答者における就業形態は､正規雇用は一般職､管理職を含めると75.1%にのぼり､非正規

雇用は20.9%にとどまる｡

所属事業所別に見ると社会福祉協議会､その他社会福祉法人､医療法人など､従来から高齢

者福祉事業を行っていたと見られる団体において､正規雇用が回答者の70%を超えるが､株式

会社､NPO法人､生協など新規参入が多いと推測される団体では､非正規雇用の回答者が比

較的高くなっている｡特にNPO法人では､47.1%の回答者が非正規採用であり､利用者 との連

絡体制の確保に不安が残る｡

*当該項目に関するクロス分析は第 2章参照｡

(2)勤務状況 (Q40A,Q40B,Q40D,Q40E)

回答者の過去 1ケ月間の勤務日数は20-24日が68.9%と最も多く､ほぼ週休 2日のペースで

就労 している｡過去 1ケ月間の時間外労働は回答者の94.9%が行っており､10-20時間未満

(22%)､20-30時間未満 (16.9%)の割合が高く､さらに80時間以上という極端なケースも2.3

%ある｡

また､土日祝祭日の休日出勤をしなかったという回答者は27.1%で､41.8%が 1-2回の出

勤をしている｡

さらに土日祝祭日における自宅への相談､問い合わせは､43.5%の回答者ではなかったが､

その他では1日以上そうした問い合わせがあり､休日といえども業務に従事せざるを得ない状

況が見られる｡

(3)給与等の条件 (Q41,Q42,Q40C)

･賃金形態

賃金形態は月給制が84.2%と圧倒的に高い割合となっている｡

所属事業所別に見るとNpo法人では基本給+出来高給や歩合給が58.8%にのぼり､他の事業
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者に比べ不安定な賃金形態となっている｡

･月収､ボーナス

税引き前の平均月収は20万円以上が70%を超え､30万円以上も23.7%となっている 【図表2-1-

17】｡

所属事業所別で見ると､ほぼ全体の傾向と同様であるが､NPOについては5-9万円が29.4

%である｡これは､非正規雇用が多いことが要因の一つと考えられる0

勤務地別で見ると､町村のような人口規模の小さい自治体で相対的に平均月収が低くなる傾

向がある｡

ボーナスは75.7%が支給されており､所属事業所別では非正規雇用が比較的少ないNPO法人

などで無支給の割合が高い｡支給額は75万円以上が57.5%を占めており､125万円以上 も134人

中25人 (18.7%)となっている｡

･残業手当

過去 1ケ月間に支給された残業手当については､39%の回答者が支給されていないと回答 し

ており､サービス残業により､日々の業務をこなしている割合が高いことを示している｡また､

残業手当が支払われる場合も､40時間以上で支払われているのは2.2%に過ぎず､時間外労働

に見合った手当が支払われていないことを裏付けている｡

図表2-1-17 平均月収 (税引前)(∩-177)

4万円以下
1%
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(4)福利厚生条件 (Q42)

･年金

年金の加入は回答者のほぼ100%が厚生年金や国民年金などに加入 している｡

･健康保険

健康保険についても社会保険や国民健康保険などにほぼ加入している0

(5)労働組合の必要性 (Q43)

労働組合への加入状況は ｢組合自体がない｣あるいは ｢組合はあるが加入 していない｣を

あわせると70%近 くが未加入である｡また組合がないという回答者のうち､その必要性を認め

る割合は36.8%にとどまる｡ただし､わからないという回答 も27.4%あり､労働組合の必要性

に関する一般的な認識は必ずしも十分とはいえない｡

要点 7:回答者の70%以上が正規雇用者として雇用され､80%以上が月給制により給与の

支給は比較的安定している｡ただしNPO法人など一部の事業者では歩合制などの

割合が高いケースもある｡給与額は税込みで20万円台以上の回答者が70%を上回り

ボーナスの支給も70%を超えている｡福利厚生条件を踏まえれば､基本的な雇用環

境は全体としては確保されているものと見なせる｡

ただし､所属事業所ごとでの条件の格差も見られ､個別事例では多くの課題を抱

えている｡また､時間外労働などの状況を見るとサービス残業が多く､業務時間外

にも拘束される場合もあり､必ずしも報酬と労働が見合っているとは言い難い｡

以上のことから､ケアマネジャー職の報酬や労働条件は必ずしも十分なものでは

なく､職員の労働環境を何らかの形で確保することが必要である｡しかし､現実に

はまだ各ケアマネジャーが､労働組合の存在と意義自体を十分理解 していない状況

にあり､その活動を周知する必要がある｡
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第 2章 クロス集計による主要項目の評価

単純集計による前章の個別項目の分析を前提として､本章においてはクロス集計によって､

主要な項目の分析を行う｡

その目的は､ケアマネジャーが現在抱えている課題とその解決要因を考察するところにあり､

そのため､

①仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイト (QIO)

②ケアプランの担当人数 (Qll)

③ケアプランの原案作成の姿勢 (Q12)

④ これまで手がけてきたケアプランへの自己評価 (Q15)

⑤仕事量について (Q25)

⑥仕事への誇 りの有無 (Q29)

⑦ケアマネジャーへの外部からの評価 (Q30)

⑧ケアマネジャー職の就労継続意思 (Q31)

⑨老人福祉や介護保険に関して感 じる問題 (Q36)

の9項目を取 り上げ､これらの項目に､次の事項をクロスして分析を進める｡

①ケアマネジャーになるにあたって取得 していた資格 (Ql)

②仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイト (QIO)

③就業形態 (Q39)

(参これまで手がけてきたケアプランへの自己評価 (Q15)

⑤ケアマネジャー職の就労継続意思 (Q31)

これらのクロス項目の内容は､ 【図表2-2-1】から 【図表2-2-5】までのとおりである｡

図表2-2-1 取得 していた資格 (∩-177)

資 格 数 %

福祉系資格 93 52.5

医療系資格 ..55 31.1

注.資格の分類は､.取得 していた資格 (複数回答)を下記の方法で取得資格を再区分 した｡

福祉系資格 :ホームヘルパー､介護福祉士､社会福祉士

医療系資格 :看護婦 ･士 (准看護婦 ･士)､保健婦

なお､複数回答であるため､福祉系資格に医療総括取得者が､医療系資格に福祉系資

格取得者が､それぞれ一部含まれている｡

-192-



図表2-2-2 ケマネジャーの仕事のウエイト(∩-177)

ウエイ ト 数 %p

4二割以下 32 18.1

5-7割 42 23.7

8-9割 34 19.2
10割 66 3王3

図表2-2-3 就業形態 (∩-177)

資 格 数 %

-正規雇用 .管理職 40 22.6

.非正規雇用 .嘱託等 37 20.9

図表2-2-4 これまで手かけてきたケアプランへの自己評価 (∩-177)

資 格 * %

十分できた 98. 55.4

不十分だつf= 71 40.1

図表2-2-5 就労継続意思 (∩-177)

餐 -格 数 %-

･専任として続けたい 69. 39.0

筆任として椀けたい 35 19.8

続けたいと思わない 67 37.9

1.仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイ トについて (010)

(1)仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイトを､ 【図表2-2-6】によってまず取得

資格からみると､｢8-9割｣から ｢10割｣ではほとんど差はないが､｢4割以下｣では ｢医療系資

格｣が､｢5-7割｣では ｢福祉系資格｣がそれぞれ約5から7ポイント多い｡また､就業形態別で

は､｢正規雇用 ･管理職｣は20%台で ｢4割以下｣から ｢10割｣に分散 しているものの､｢正規

雇用 ･一般職｣にあってははぼ半数近 くが ｢10割｣の専任であり､｢5-7割｣ も4人に1人の割

合となっている｡｢非正規雇用｣のパー トや臨時､嘱託にあっては､｢10割｣が37.8%と最 も多
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図表2-2-6 仕事全体に占めるケアマネジャーの仕事のウエイト

(表示%､n-177)

4割以下- 5-7割 8東 リ 10割 NA 筆数

福祉系資格 14.1 26.9 20.5 38.7 1.8 93.

医療系資格NA 19.9 2b 18.2. 4b 5529■

正規雇用 .管理職 28 22.5 25 20 2.2 40正規雇用 .一般職 9.8 25.9 17.3 ~45.2 93

非正規雇用NA 21.6 21.6 18.9 37.8 37.7

専任と.して続けたい 8.5 14.4 15.9 59.4 1.4 69

-兼任として続けたい 34.3 28.5 22.8 ll.4 2.9 35

続けたいと思わないNA 20.9 32.9 19.4 26.9 676

十分できた 14.4 20.4 21.4 45.9 1.4 98

いが､｢4割以下｣から ｢8-9割｣までもほぼ20%前後で分散 している｡ これを ｢4割以下｣の

なかでみると ｢正規雇用 ･管理職｣が最 も多 く､｢10割｣のなかでは ｢正規雇用 ･一般職｣が

最 も多い｡

(2)就労継続意思 とのクロスには､ 【図表2-2-7】にあるように､仕事のウエイ トとの関係が

明確に出てきている｡つまり､｢専任として続けたい｣は ｢4割以下｣か ら ｢10割｣ に向けて

急激に比率が高まっており､｢兼任として続けたい｣は ｢4割以下｣か ら ｢10割｣ に向けて比

就労継続意思%

…Z1403020T10.l0 I 疲亘たlいと思わない rl一十III---1l≒-｣II｣｣iil～i【l

l

ぎ■4割以下 8.5 34.3u O.gi

E35-.7割 14.4128.5l 32.9i19.4ー]++ +

18-9割 い 5.9 22.8

田 10割 59.4lll｣4

■NA 1.4 2.9■NA 1.4 2.9

図表2-2-8 ケアマネジャーの仕事のウエイ トと

手かけたケアプランへの自己評価

%
50
40

30

20

10

0

千/i】l【I 1I

1-1

i･-｣

有 を葡云〒｢~~~~~14.4 ≡ 22.5

20.4 31
21.4 ■ 18.4 .

1

1日10割 43.9 ･ 26.8
F 1.4
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率が順次下がっていっている｡｢続けたいとは思わない｣は ｢5-7割｣が最 も高い比率を示す も

のの規則性はない｡ケアプランの自己評価を 【図表2-2-8】でみても､｢十分できた｣が ｢4割

以下｣から ｢10割｣に向けて急激に比率が高まっており､｢専任として続けたい｣との相関関

係を窺うことができるといえるであろう｡｢十分できた｣と ｢不十分だった｣を仕事のウエイ

トごとにみても､｢4割以下｣と ｢5-7割｣では ｢不十分だった｣の方が比率は高いが､｢8-9割｣

と ｢10割｣では ｢十分できた｣の方が高い比率を示 しているのもそのような関係の中で捉える

ことができるのではないだろうか｡

要点8:取得資格によるケアマネジャーの兼任 ･専任の大きな差はないが､正規雇用 ･

一般職では専任がほぼ半数を占めている｡非正規雇用にあっても4割近くが専任で

あるが､兼任も意外に多いということができる｡就労継続の意思とケアプランへの

自己評価では専任が高い比率を示 している｡

2.ケアプランの担当人数について (Qll)

(1) 【図表2-2-9】によって取得資格ごとにケアプランの担当人数をみると､福祉系 と医療系

で撹著な違いがあるわけではないが､福祉系で最 も多いのが ｢30-39人｣の12.9%､医療系で

｢50-59人｣の18.2%である｡50人以上を担当しているケアマネジャーは福祉系で30.1%､医療系

で30.9%と､いずれもほぼ3人に1人の割合となっている｡ これをケアマネジャーとしての仕

事のウエイ トとの関係でみると､｢4割以下｣の人はさすがに ｢9人以下｣が最 も多 く37.5%で

あるが､それでも ｢4割以下｣の兼務でありながら50人以上を担当しているケアマネジャーが6.

2%もいるQ｢5-7割｣は ｢10-19人｣が23.8%､｢8-9割｣は ｢40-49人｣が23.5%､｢10割｣ も ｢40-4

9人｣が27.3%と最 も多い比率を示している｡しかし､50人以上を担当しているのが ｢8-9割｣

で41.2%､｢10割｣で43.9%にも達 しているのは注目しておくべきことであろう｡

(2)ケアプラン担当人数と就業形態は相関関係にあると,いえる｡ 【図表2-2-9】と 【図表2-2-

10】にみられるように､｢正規雇用 ･管理職｣にあっては､最も多い比率を示すのは ｢40-49人｣

の17.5%であるが､50人以上を担当しているのは25%にしかすぎない｡｢正規雇用 ･一般職｣は

｢50-59人｣が19.4%と最も多く､50人以上担当も38.7%となっている｡｢非正規雇用｣ も ｢40-49

人｣が最も多 く､21.6%であるが､50人以上担当は10.8%のみである｡担当人数別にみても､

49人以下は全て ｢非正規雇用｣が他よりも比率が高 く､50人以上は ｢正規雇用 ･一般職｣が高

くなっている｡

(3)興味深いのは担当人数とケアプランへの自己評価も相関関係をみせていることである｡

担当件数29人以下では ｢不十分だった｣の方がポイントが大きいが､30人以上では ｢十分でき

た｣の方が高い比率を示 している｡｢50-59人｣では ｢十分できた｣が20.4%と最 も高 く､｢70人

以上｣では ｢十分できた｣が10.2%であるのに､｢不十分だった｣は7.0%にしかすぎない｡

(4)それに対 して就労形態別ではそうした法則性はみられない｡｢専任として続けたい｣では
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｢40-49人｣が20.3%､｢兼任として続けたい｣は ｢9人以下｣が17.1%と一定の傾向は示してい

るものの､｢続けたいと思わない｣で最も多いのは ｢40-49人｣の20.9%である｡

図表2-2-9 ケアプランの担当人数合計 (表示%､∩-177)

9人 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70人 NA 実数
以下 19人 29人 39人 49人 59人 69人 以上

福 祉系資格 6.5 10.8 12.9 12.9 19.4 12 .9 7.5 9.7 7..5 93

4割以下 37.5 ?1.9 12.5 6.3 6.3 3.1 2.4 3.1 9.4 325-7割 7 .1 23.8 19 19 9.5 9.5 4.8 4 .8 42

10割NA 7.6 -6 . 1 9.1 27.3■ 24.2 4.5 15.2 6.1 663

正規雇用 .管理職 10 7.5 ･20 10 17.5 15 5 5 10 40

正規雇用 .一般職 6.5 ll.8 4.3 10.8 18.3 1°9.4 7.5 ll.8 9.7 93

非 正規雇用NA 13.5 18.9 18.9 16.2 21.6 8.1 2.7 377

専任と して続け たい 4.3 10.1 14.5 13 20.3 18.8 4.3 7.2 7.2 6.9

兼任と し て続け たい 17.1 20 2.9 14.3 ll.4 8.6 5.7 早.6 ll.4 35

続け たい と思わないNA 10.4 1.3.4 ll.9 9 20.9 14~.9 6 9 4.5 6 76

十分でき た 9.2 9..2 10.2 14.3 17.3 20.4 6.1 10.2 3.1 98
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要点9:ケアプランの担当人数は取得資格との間では相関関係はみられないものの､就業

形態とケアプランへの自己評価では､担当人数との相関関係を示している｡すなわ

ち､50人前後を境目として､それ以上受け持っているのは ｢一般職｣に多く､｢管

理職には少ない｡｢非正規雇用｣では50人弱が最も多いものの､50人以上担当して

いるのは ｢一般嘘｣が他に比べて極めて多くなっている｡また､多くのケースをもっ

て忙 しく働いているからといってケアプラン作成が ｢不十分だった｣かというと､

むしろその反対で､｢十分できた｣という評価は担当人数が多いほど高 くなってい

る｡

3.ケアプランの原案作成の姿勢 (Q12)

ケアプランの原案を作成するにあたって､｢A.要介護者の生活の質を高めるために必要な

サービス内容をできるだけ多く取り入れるようにしている｣か､または ｢B.要介護度の支給

限度額の範囲内に納めるとともに､利用者負担をできるだけ安くするようにしている｣かとい

う問への回答は｣全体としてはAが50.8%､Bが44.1%とAのほうが高い比率を示 した (NA

5.1%)が､クロス集計を 【図表2-2-12】によってみると､内容的には微妙な差がみてとれる｡

(1)取得資格別に内容をみると､福祉系資格では ｢生活の質｣重視a)ほうが高い比率を示 し

ているが､医療系資格ではわずかではあるが ｢利用者負担｣重視のほうが高い比率を示 してい

る｡またケアマネジャーの仕事のウエイト別では､｢5-7割｣のみが ｢利用者負担重視｣が ｢生

活の質｣重視を上回っているが､他はすべて ｢生活の質｣重視のほうが比率が高い｡特に

｢8-9割｣にあっては ｢生活の質｣重視が61.8%､｢利用者負担｣重視が35.3%と大きく差が開い

ているのが目立っている｡

(2)ケアプランの原案作成姿勢を就業形態別で 【図表2-2-12】及び 【図表2-2-13】でみると､
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図表2-2-12 ケアプランの原案作成姿勢 (表示%､∩-177)

生活の質 利用者負担 NA 実数

福祉系資格 50.3 41.9 チ.3 93

4割以下 53.1 43.8 3.1 32

5-7割 40.5 ･54.8 4.8 42

8-9割 61..8 35.3■_ 2.9 34

10割NA 5■1.5 43.9 4.5 663

.正規雇用 .管理職 45 50 5 40

正規雇用 .一般職 54.8 40二9 4.3 93

非正規雇用NA 48.6. 48.6 2.7 ･377

専任として続けたい 56.5 37.7 5.8 69

兼任として続けたい 57.1 .37.1 5.7 35

十分できた 54.8 40.8 1 98

図表2-2-13 ケアプランの原案作成姿勢と就業形態

非正規雇用

正規雇用 ･一般職

正規雇用 ･管理職

･'.̀r<.I/ YJ.

出こ.擁-.…･≡≡.≡.≡:丁.:::≡:-≡二:;≒≡二::二.:二‡.1;二;三;:;;;≡;:::i二手.≡‥;‥;二;‥三=::≡.;ニi‥…:;.≡.≡.二‥三..≡.…二;=三.三=三=三二:.J=こ;-:二.=..:;=,;=;T三二三二;=;=三=:‥了.:≡;=:≡:二三:::;=!.::;=:二…‥ぎ::=…::=::;二;::;:=:::=;=:i=:I::I;::=壷:=て=:.:二:.::.:=!=;≡;=;=;二;=;::::二三=:=:::,=L:II=:=三=;=≡=≡=≡=了=…:;=E=;=IL=_:≡:…=J
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｢正規雇用 ･管理職｣では ｢利用者負担｣重視が､｢正規雇用 ･一般職｣では ｢生活の質｣重視

がそれぞれ多く､｢非正規雇用｣では両者が同率となっているのは興味深い｡また､就業継続

意思 【図表2-2-14】とケアプランへの自己評価の項目においては､一定の法則性があるように

みえる｡つまり､就業継続意思においては ｢専任として続けたい｣が ｢生活の質｣重視の比率

が最も高く､｢兼任として続けたい｣､｢続けたいと思わない｣へと順次比率が下がっていって

いるのである｡｢続けたいと思わない｣にあっては､｢専任または兼任として続けたい｣ とは明

らかに異なり､｢利用者負担｣重視が ｢生活の質｣重視を上回っている｡ケアプランへの自己

評価においても､｢十分できた｣は ｢生活の質｣重視が多く､逆に ｢不十分だった｣は ｢利用

者負担｣重視が多くなっている｡

図表2-2-14 ケアプランの原案作成姿勢と就業継続意思

続けたいと思わない

兼任として続けたい

-専任として続けたい

r/rl///<'//′〟一V

･雷㌍ 芋警㌍㌍葦j

野蒜 蒜蒜蒜蒜蒜蒜蒜蒜 - ∴∴:≡二二;::'=:三二;=≡=r;=:三=三三;=;;二二三:三L:三;…ニ■…≡三;::≡:…≡三:洋:≡;≡:;三号三=三';:言;三洋章二≡:-軽卓二…≡…;童三言;≡ぎ≡:≡≡≡:--..,---.---.-.--..L-..d
告岩雄≡㌍言烹‡告

胡=≡=:=

20 40

田生活の質 由利用者負担

要点10:全体として ｢生活の質｣重視のほうが ｢利用者負担｣重視よりも多いなかで､福

祉系資格と医療系資格では逆の結果となっている｡仕事のウエイ ト別では､r5-7割｣

のみが ｢利用者負担｣重視が多いほかは､すべて ｢生活の質｣重視である｡｢生活

の質｣重視は､｢正規雇用 ･管理職｣よりも ｢正規雇用 ･一般職｣一のほうがそのよ

うに考える比率が高く､また､この仕事を ｢続けたい｣､そしてケアプランへの自

己評価も ｢十分できた｣とするケアマネジャーにおいて比率が高い｡

4.これまで手かけてきたケアプランへの自己評価 (Q15)

これまで手がけてきたケアプランの評価を 【図表2-2-15】でみると､各クロス項目において

かなり明確な特徴をみてとることができる｡

(1)福祉系資格においては ｢十分できた｣が62.4%と極めて高 く､｢不十分だった｣の34.4%

の倍近い比率を示しているのに対し､医療系資格にあっては ｢十分できた｣が50.9%､｢不十分

だった｣が41.8%と､あまり大きな開きになっていない｡
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(2)ケアマネジャーの仕事のウエイトとの関係では､ 【図表2-2-16】に明確にみられるように､

仕事のウエイトが高 くなっていくほど ｢十分できた｣の比率が高くなり､逆に ｢不十分だった｣

の比率は低 くなっている｡｢7割｣以下では半数が ｢不十分だ~った｣とし､｢8割｣以上では

｢十分だった｣とするのが60%台を示していることは興味深い｡

(3)就業形態別においては､｢正規雇用｣は管理職も一般職も52%台でほぼ同じ水準にあるが､

｢非正規雇用｣は ｢十分できた｣が70.3%と非常に高率を示 し､｢不十分だった｣の29.7%の倍

をはるかに超える比率となっている｡｢非正規雇用｣のほうが ｢正規雇用｣に比べて自己評価

が高いという事実をどのように評価するべきであるのか､̀議論が必要であろう｡

(4)就労継続意思との関係も､ 【図表2-2-17】にみるように､一定の法則的な方向を示 してい

る｡つまり､専任または兼任としてこの仕事を ｢続けたい｣と思うケアマネジャーにあっては

｢十分できた｣と自己評価する人は60%台､｢不十分だった｣と評価する人は30%台であるのに

対 し､｢続けたいと思わない｣とする人の評価は､｢十分だった｣は46.3%､｢不十分だった｣は

52.2%と逆転 しているのである｡自己評価と就労継続意思とは明確な相関関係にあるといえる

であろう｡

図表2-2115 これまで手かけてきたケアプランへの自己評価 (表示%､n-177)

十分できた 不十分だつ声 NA 実数

福祉系資格 62.4 34.4 9.2 93

医療系資格NA 50.9 41.8 7.3 5529.

4割以下 43.8 50 6.36.1 ･32

5-7割 47.6 52.4 42

8-9割 61.8 38.2 34~

1d割NA ･65.-2 28.8 -663

正規雇用 .-管理職■ 52.5 45. 2.5- -40

正規雇用 .--般職 52.7 41.9 5.4 93

非正規雇用NA 70.3 29.7 37..7

専任としそ続けたい. 60.9 33.3 5.8 69

兼任として続けたい 62.9 31.4 5.7 35

十分できた不十分だったNA 100 100 9871-8
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図表2-2-16 ケアプラン作成の自己評価とケアマネジャーの
仕事のウエイ ト
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■十分できた 43.8° 47.6 61.+8 65.2

図表2-2-17 ケアプランの自己轟価と業務継続意思
%
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写･>･> 窺 6..%i53解き■ ･::-㌔必至某拡法益宴 拭L比重ヨ 空重読

専任として続けたい 兼任として続けたい 続けたいと思わない

一十分できた 60.∴9 62.9_ 46.3

ロ不十分だった 33.3~ 31.4 52.2ロ不十分だった 33.3~ 31.4 52.2

要点11:これまで手かけてきたケアプランへの自己評価は､クロス集計の各項目と比較的

深い相関関係をもっているということができる｡取得資格別では福祉系資格のほう

が ｢十分できた｣という評価が多いし､仕事のウエイ トが高くなるに比例して評価

も高くなってきている｡さらに､就労継続意思にはよりはっきりと相関関係がみら

れ､｢続けたいと思わない｣人の自己評価は ｢不十分だった｣が過半数を占め､｢続

けたい｣とは明らかな逆転をみせている｡
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5.仕事の量 (Q25)

(1)他の仕事と兼務 している場合にはその仕事も含めた全体として､仕事量をどのように感

じているのかを 【図表2-2-18】でみると､福祉系資格も医療系資格もともに90%前後と､ほと

んど全ての人が ｢多すぎる｣もしくは ｢やや多い｣と感じている｡

(2)ほとんどの人が ｢多い｣と感じているために､クロスした各項目においてもその相関関

係をみることは難 しいが､ 【図表2-2-19】にみられるように､ケアマネジャーの仕事のウエイ

トでは ｢4割以下｣が､｢多い｣と感 じている人が78.1%､｢ちょうど良い｣が18.8%であり､｢5-

7割｣以上のすべてが ｢多い｣が90%台､｢ちょうど良い｣が数%であるのとは異なる傾向を示

している｡

(3)そうした傾向は就業形態別においてもみうけられ､｢非正規雇用｣は ｢多い｣の比率が

83.8%､｢ちょうど良い｣が13.5%と､｢正規雇用｣の ｢多い｣90%台､｢ちょうど良い｣5%前後

とは傾向が異なっている｡就労継続意思もまた､わずかな比率の違いではあるが､｢続けたい

と思わない｣が ｢多い｣で94.0%､｢ちょうど良い｣で4.5%と､｢続けたい｣ とは微妙な違いを

みせている｡

図表2-2-18 仕事の量 (表示%､n-177)

多い ち串 うど良い 少ない NA 実数

福祉系資格 -94.6 a.2 1.8 2.2 93

医療系資格NA 87.3 7.3 3.6 5529

4割以下 78.1_ 18.8 1.5 3.1 32

5-7割 92.9 4.8 2.4 42

8-9割 94.1 2.9 2.9 34

10割NA 95.5 3 .663

正規雇用 .管理職 90 7.5 1.1 2.5 40正規雇用 ..-一般職 94.6 3.2 1.1- 93

非正規雇用NA 83.8 13.5 2.7 577

専任として続けたい 8.4 8.7 1.4 1..4 _69

兼任として続けたい 91.4 5.7 2.~9 35

続けたいと思わないNA 94 4.5 1.5 ･676

十分できた 87.8 10.2 1 1 98
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(4)ケアプランの自己評価においても､ 【図表2-2-20】にみられるように､｢十分できた｣と

する人は ｢多い｣が87.8%､｢ちょうど良い｣が1【0.2%であり､｢不十分だった｣とする人の

｢多い｣が95.8%､｢ちょうど良い｣が1.4%とは異なる傾向を示している｡

図表2-2-19 仕事量とケアマネジャー仕事のウエイ ト

%

10080604020･0_,Hii:._

『

I.

i I
藁霧琵霧霧∃ .,_"..;.,.≡.際立萱葦呈!__.〟._. 膨芦~

4割以下 5｢7割 8-9割 1_0割

■多い 78.1 92.9 94.1 95.5

8ちようど良い 18.8 4.8 2.9 3

■少ない 1.5

図表2-2-29 仕事量とケアプランへの自己評価
-0

0100500R ･1..べX-SLf.諮ヽ:氏●〉ー

I.J允::.:.栄

:_∴-I. .批ー■■ヽ㌧.I,故L}_-～1I.I+'･.く.･:ーn+･宅≒i.i.ヾ.ヽ.i.i. .■-
た:a.. _<-'≒訣K.
多い ちようど 少な い

『十分できた 87.8 10.2. 1

臼不十分だった ~95.8 1.4

要点12:仕事量についてはほとんどの人が ｢多い｣と感じている｡そのなかで ｢ちょうど

良い｣としている人は､仕事のウエイ トでは ｢4割以下｣の人､｢非正規雇用｣の

人､ケアプランへの自己評価において ｢十分できた｣とする人であるが､いずれも

10%台にしかすぎない｡｢少ない｣とする人に至ってはどの項目でも0%から1%

台である｡
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6.仕事への誇 りの有無 (Q29)

ケアマネジャーという仕事に誇 りを持 って臨んでいるか否かは､特に､良いケアプラン作 っ

たり､就労継続の意思 と深い関わりを持っ｡

(1) 【図表2-2-21】にみるように､福祉系資格 と医療系資格では､ともに誇 りを ｢もっている｣

が80%台､｢持 っていない｣が10%台ではあるが､わずかに福祉系資格のほうが ｢持 っている｣

が多 くなっている｡

(2)ケアマネジャーの仕事のウエイ ト別では､これもわずかな差ではあるが､｢4割以下｣か

ら ｢10割｣へかけて､｢持 っている｣が81.3%から86.4%へと順次比率があがっていっている｡

｢持 っていない｣は､｢4割以下｣か ら ｢8-9割｣へかけては18.8%か ら11.8%へと順次減 っていっ

てはいるが､｢10割｣にあっては13.6%と､わずかではあるが ｢8-9割｣の11.8%よりも多 くなっ

ている｡

図表2-2-21 仕事への誇りの有無 (表示%､n-177)

持っている 持っていない NA 実数

福祉系資格 87.1- ll.8 1.1 93

医療系資格NA 81.8 16.4 1.8 5529

4割以下 81.3 18.8 2.9 32

5-7割 85.7 14.3 42

8-9割 85.3 ll.8 34

10割NA 86.4 13.6 663

正規雇用 .管理職 87.早 12.5 1.1 40正規雇用 .一般職 _82.8 16.1 93

非正規雇用NA 9■i.9 8.1. 377

専任として続けたい 97.1 2.9 2.9 69兼任として続けたい 91.4 5.7 35

続けたいと思わないNA 68.7 31.3 676

十分できた 92.~9 7.1 1.4 98
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(3)また､就業形態別を見ると､｢正規雇用｣の管理職も一般職も ｢持っている｣は80%台な

のに､｢非正規雇用｣にあっては90%台､｢持っていない｣はその逆に ｢正規雇用｣が10%台に

対 して､｢非正規雇用｣にあっては10%未満というのは､非常に特徴的であるといえるだろう｡

(4)就業継続意思とケアプランへの自己評価は､ 【図表2-2-22】と 【図表2-2-23】にみられる

ように､この仕事への誇りを持っているか否かと､特に相関関係が深い｡就業継続意思では､

専任もしくは兼任として ｢続けたい｣とする人は90%以上が ｢持 っている｣ とし､｢持 ってい

ない｣は数%でしかないのに対 し､｢続けたいとは思わない｣とする人は ｢持っている｣は68.7

%にしかすぎず､｢持っていない｣は31.3%にも達 している｡誇りを持てない人が ｢続けたいと

は思わない｣とするのは当然である｡ しかしむしろ課題は､誇りを持っている■にもかかわらず

｢続けたいとは思わない｣とする人の､その続けたくない要因がどこにあるのかを探ることで

あろう｡

図表2-2-22 仕事への誇りと就業継続意思

‰10080.6040I 20. A

′.

宕 ･.;'.i箪妄;;さ}ii:i::-I..桁推 籍群塞#萎轍'
0 珪T#拙,i,%{Ei=f:=尭;53i-拙BJ.3mHR3I童生嘉漂拙jjaaa拙拙泌地奴..5H一壬岩出冗
専任として続けたい 兼任と.して続けたい 続けたいと思わない

■持っている 97.1 91.4 68.7

ロ持っていない 2.9 5.7 31.3

図表2-2丁23 仕事への誇りとケアプランへの自己評価

%･ 10080°604020~ 宍:## '……….…詳

Vx.

-ipY.I

∴...講諾::.:L汰㍊:令: ･:批●一掬-i'..完ii:.-.i:.:くく.
0 虎猫*.._.,1狐喜諾B等i:';,:_;:_:i.:5g.謹建,,i,;==:IgX3:i.fHvi鞍をTHj# 蓋喜諺孤.〟H携#ち琵美音諾鼓毎:I等:令:::Bi.i:棚鞍戎棚 速歩

持っている 持っていない

■十分できた 92.9 7.1

ロ不十分だらた 73.2 ･25.4
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(5)ケアプランへの自己評価においても､｢十分できた｣とする人の92.9%は､この仕事に誇

りを ｢持っている｣としているのに対 し､｢不十分だった｣とする人にあっては､｢持っている｣

は73.2%であり､｢持っていない｣にいたっては25.4%もの比率を示している｡不十分なケアプ

ランと仕事への誇りの有無は明確に相関関係にあるといえるであろう｡

要点13:仕事への誇 りをどこで持つことができるのか､あるいは何を契機に誇りを失って

しまうのかは､多くの要因があるだろう｡本調査ではその要因を直接には聞いてい

ないが､ケアプランへの自己評価や就労継続意思と明らかな相関関係にあることが

みてとれる｡｢続けたいとは思わない｣人やケアプランへの自己評価で ｢不十分だっ

た｣とする人に､特に､誇りを ｢持っていない｣とする人が際立って多いことがそ

のことを示 している｡また､｢非正規雇用｣の人のほうが ｢正規雇用｣に比べて

｢持っている｣の比率が高く､｢持っていない｣の比率が低いのは意外である｡

7.ケアマネジャーへの評価 - 利用者 ･家族からと､社会一般から (Q30)

前項の仕事への誇りは､周りがこの仕事や職をどのように評価していると感じているのか､

ということとも関連があるだろう｡そこで､ケアマネジャーへの評価を聞いたQ30のうち､評

価がまったく逆になっている利用者 ･家族からの評価と社会一般からの評価を､【図表2-2-24】

と 【図表2-2-26】によって､各クロス項目ごとに比較して考察する｡

(1)利用者 ･家族からの評価については､取得資格別では､福祉系資格にあっては ｢評価さ

れている｣が71.0%､｢評価されていない｣が23.7%であり､医療系資格の ｢評価されている｣

61.8%､｢評価されていない｣34.5%に比べて､より肯定的である｡この傾向は社会一般か らの

評価においても同様であり､｢評価されている｣は福祉系資格で37.6%に対 し､医療系資格で

は25.5%､｢評価されていない｣は福祉系資格で54.8%に対 し､医療系資格では67.3%と､やは

り福祉系のほうが医療系よりも肯定的である｡

(2)しかし課題はそうしたことよりも､利用者 ･家族からの評価と社会一般からの評価の大

きなギャップにあるのではないだろうか｡この両者のギャップは次の表のとおりである｡利用

者 ･家族からは評価されていると感じている人がおおむね3人に2人はいるのに､社会一般か

らも評価されていると感じている人は3人に1人か､4人に1人になってしまう｡｢評価され

ていない｣と感 じている人の割合は､｢利用者 ･家族から｣と ｢社会一般から｣の関係が ｢評

価されている｣とはほぼ逆になっている｡

評価されている 評価され七いない

利用者 .家族から 社会一般から. 利用者 .家族から 社会一般から

福祉系資格 71.0 37.6 23.7 54.8
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(3)そうした関係は､以下の各項目においても同様であり､ケアマネジャーの仕事のウエイ

ト別でも､就業形態別でも､区分に無関係にいずれも利用者 ･家族からは ｢評価されている｣

とするものが6-7割､｢評価されていない｣とするものが2-3割を占め､社会一般か らの評価

ではほぼ逆転 したものとなっている｡

(4)しか しそうした中にあっても､就労継続意思とケアプラYの自己評価の項 目では明 らか

に一定の傾向がみられる｡ 【図表2-2-25】及び 【図表2-2-27】にみ られるように､就労継続意

思との関係では､専任又は兼任として ｢続けたい｣とするものが利用者 ･家族か ら ｢評価 され

ている｣と80%近 くが感 じ､社会一般からも40%前後が ｢評価されている｣と感 じているのに

対 して､｢続けたいと思わない｣は､利用者 ･家族から ｢評価 されている｣ と感 じているのは

60%弱､社会一般から ｢評価されている｣と感 じているのも20%強にしかす ぎない｡｢評価 さ

れていない｣をみると､｢続けたい｣では利用者 ･家族からの評価でそう感 じているのは20%

前後に対 し､｢続けたくない｣では40%弱｡社会一般か らの評価では50%台､70%という違い

をみせている｡

図表2-2-24 利用者や家族からのケアマネジャーへの評価 (表示%､n-177)

評価さ■れている 評価されていない NA 実数

福祉系資格 71 23.7 5.3 93.

医療系資格NA 61.8. 34..5 3.7 5529

4割以下 65.6. 25 9.4 32

5-7割 69 31 0 42

8-9割 67.6 26.5 _串.9 34

10割NA 74.2 22.7 3.1 663

･正規雇用_▲管理職 75 22.5 2.5 40

正規雇用 .｢般職 68.8 28 3▲2 93

非正規雇用NA 167.6 24.3 8.1 377

専任として続けたい - 66.8 ･20...3 12.9 69

兼任と.しそ続け■たいp 80 17.1 2.9 35

続けたいと思わないNA ■~59.7 37.3 3.9 676

十分できた 76.5 19.4 4.1 98
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図表2-2-25～●〝ン棚 利用者 .秦族カン中シ:ぺ棚:〟ヽらの評′価と●ヽ〟.ヽ､ヽ､ヽぺ就業継続.叫 意思.ヽ"､ヽ̂汁:㈱ .ヽ仙ヽヽ
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10 20 30 40 50 60 70 80

専任として続けたい 兼任として続けたい 続けたいと思わない

8評価されていない 20.3 17.1 37.3

田評価されている 76.8 80 59.7

図表2-2-26 社会一般からのケアマネジャーへの評価 (表示%､n-177)

評価されている 評価されていない NA 実数

福祉系資格 37.6 54.8 7.6 93

医療系資格NA ■25.5 67.3 7.2 5529

4割以下 21.9 68.8 9.3 32

5-7割 42.9 56 1.1 42

8-9割 29.4 64.7 _5.9 34

10割NA 33.3 62.~1 4｣6 663

正規雇用 .管理職 30 65 0.5 40

正規雇用 .一般職 35.5 61.3 3.2 93

非正規雇用NA 29.7 ~54.1 16.2 377

専任として続けたい 39.1 56.5 4.4 69

兼任として続けたい 45.7 51.4 2｣9 35

続けたいと思わない-N亘 22.4 70.1 7.5 676

十分できた 32.7 61.2 6.1 98
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図表2-2-27 社会一般からの評価と就業継続意思

続けたいと思わない

兼任として続けたい

専任として続けたい

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ロ評価されていない 56.5 51.4 70.1

(5)ケアプランへの自己評価においても同様の傾向であり､｢十分できた｣では利用者 ･家族

から ｢評価されている｣は76.5%､｢評価されていない｣は19.4%に対 し､｢不十分だった｣で

は利用者 ･家族から ｢評価されている｣は60.6%､｢評価されていない｣は35.2%となっている｡

ただし社会一般からの評価においては､｢十分できた｣では利用者 ･家族から ｢評価されてい

る｣は32.7%､｢評価されていない｣は61.2%に対し､｢不十分だった｣でも利用者 ･家族から

｢評価されている｣は32.4%､｢評価されていない｣は62.0%とほとんど差がなく､同じ傾向を

示 している｡

要点14:ケアマネジャーという新 しい職をどのようにみているとケアマネジャー自身が感

じているかは大きく評価が分かれ､｢働いている組織 ･事業者｣と ｢利用者 ･家族｣

といういわば当事者からは比較的高く評価されていると感 じるものの､保険者であ

る市町村からの評価についてははぽこ分され､社会一般からということになると

｢評価されていない｣が ｢評価されている｣の二倍近 くにもなっている｡なかでも

就労継続意思との関係で見たとき､｢続けたいと思わない｣人は ｢続けたいと思う｣

人に比べてどの項目においても ｢評価されている｣とする比率が極めて低 く､｢評

価されていない｣とする比率が高くなる明らかな傾向を示 している｡ケアプランへ

の自己評価との関係では､｢不十分だった｣とする人の利用者 ･家族から ｢評価さ

れていない｣と感じている比率が高いのか特徴的である｡
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8.ケアマネジャー職の就労意思 (Q31)

これからもケアマネジャーとしての仕事を続けたいと思うか否かについては､【図表2-2-28】

にみられるように､クロス集計 した各項目との問に一定の相関関係をみることができる｡

(1)取得資格別では､福祉系資格の ｢続けたい｣は61.3%､｢続けたくない｣は34.4%に対 し､

医療系資格の ｢続けたい｣は50.9%､｢続けたくない｣は45.5%と､福祉系資格のほうが就労継

続について積極的である｡

(2)これをケアマネジャーの仕事のウエイ ト別で見ると､ 【図表2-2-29】にもあるように､

｢4割以下｣のみを例外として､｢5-7割｣から ｢10割｣にかけて ｢続けたい｣が徐々に比率を高

め､｢続けたくない｣が徐々に比率を落としていっている｡ しかしそれでも ｢10割｣専任にお

いてさえ約 4人に1人が ｢続けたくない｣としている点には注意する必要があるだろう｡

(3)就労形態別では､やはり ｢正規雇用｣と ｢非正規雇用｣では明 らかな違いを示 している

が､｢非正規雇用｣が ｢続けたい｣64.9%､｢続けたくない｣29.7%に対 して､｢正規雇用｣は

｢続けたい｣が52.5%～60.2%､｢続けたくない｣が37.6%～45.0%であり､就労継続意思は ｢非

正規雇用｣のほうが高いことに注目しておかなければならないであろう｡

図表2-2-28 ケアマネジャー職の就労継続意思 (表示%､n-177)

続けたい 続けたくない NA 実数

福祉系資格 ノ61.3. 34.4 4.3 93

医療系資格NA 50.9 4年.5- 3.6 5529

4割以下 56.3 -43.8 5.9 32

5-7号り 47.6 52.4 42

8-9割 55.9 38.2 34

10割NA 58.2 27.3 4.5 663

正規雇用 .管理職 52.5 45 2.5 40

正規雇用 .一般職 60.2 37.6 2.2 93

非正規雇用NA 64.9 29.7 5.4 377

専任として続けたし.､ _100 100 69

兼任として続けたい続けたいと思わないNA ･100 956.76
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図表2-2-29 就労継続意思と仕事のウエイ ト

60%40200〇･:.>: ∴
た.く.¥i.2.a.i.IJ'<.a.ち.ち.≒.S>.･:.i.i. i･た.･之.･'{.･之,･と.l<-･之. *階㌔::…蒙; B芦 ～..:誓書鞍蒙≠ '撚.M

.,.,#;:;.I/.._._._._._._‥__..._._."_.",.,≦#福rj以 --■■■8-9割 -.山一■一一i10割

■続けたい 56.3 47.6 55.ー9 58.2°

(4)ケアプランへの自己評価と就労継続意思は､ 【図表2-2-30】にみるように､明ら.かに相関

関係にある｡｢十分にできた｣とする人は ｢続けたい｣が血3%､｢続けたくない｣が31.6%で

あるのに､｢不十分だった｣とする人にあっては､｢続けたい｣は47.9%にしかすぎず､｢続けた

くない｣は49.3%と､実に半数に達して いる｡

図表2-2-30_就労継続意恵とケアプランへの
自己評価

~% 暫■-■■-■ー■ー■-ll-- ■■-
.100

適捉:,.,p.:::::::::::朱==:A::==:I:i::;::I;i;.500 …三….≡…≡…二…‥芋…=≡…≡迅 .ヾ諾きミT>:i

■十分できた 65.3 31.6

日不十分だった 47.9 49.3-だった 47.9 49.3-

要点15:就労継続意思は医療系よりも福祉系に高く､かつ専任者に比較的高い｡また､非

正規雇用のほうが正規雇用よりも就労継続意思が高いことは注目しておく必要があ

るだろう｡就労継続意思がケアプランの自己評価と相関関係にあることは､当然の

ことといえる｡
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9.老人福祉や介護保険に関して問題を感じる項目 (Q36)

ケアマネジャーが､現行の老人福祉や介護保険にどのような問題点を感じているのかをクロ

ス集計でみたのが､ 【図表2-2-31】である｡全体総計で最 も指摘が多かった次の5項目につい

て､クロスした各項目でみていく｡

① 医療と福祉の連携がうまくいかない｡(総計72.3%)

② 介護報酬の設定が全体的に低すぎる｡(総計62.7%)

③ 保険者に提出する書類が多すぎる｡(総計54.8%)

④ 独立性が確保できない｡(総計49.7%)

⑤ 利用者の契約意識が希薄である｡(総計44.6%)

(1)医療と福祉の連携については､各項目間でそれほど大きな差はなく､いずれも70%前後

の高い比率を示している｡取得資格別では福祉系資格74.2%､医療系資格70.9%と､わずかに

福祉系資格のほうが比率が高い｡ケアマネジャーの仕事の比率では､｢4割以下｣の78.1%が

最も高 く､次いで ｢10割｣の74.2%である｡就業形態別では ｢正規雇用｣が70%台であるのに

対 し､｢非正規雇用｣は67.6%と低い｡就労継続意思との相関関係はあまりみられないが､ケア

プランへの自己評価では､｢十分できた｣の70.4%に対 して ｢不十分だった｣は76.1%となって

いる｡

(2)介護報酬の設定にづいては､取得資格別で福祉系資格 も医療系資格も61%で同様の比率

で低いとみているが､他のクロス項目では若干の差がみられる｡ケアマネジャーの仕事の比率

では､｢4割以下｣は53.1%であるのに､｢5-7割｣以上はすべて60%台である｡就業形態別では

｢正規雇用 ･管理職｣が75.0%と最も高い比率を示し､丁非正規雇用｣の54.1%とはかなりの差

をみせている｡就労継続意思との相関関係はあまりみられないが､やはり ｢続けたいと思わな

い｣が68.7%と8ポイントはど高い｡ケアプランへの自己評価では､｢十分できた｣の65.3%に

対 して ｢不十分だった｣は59.2%となっている｡

(3)保険者に提出する書類については､取得資格別では福祉系資格53.8%､医療系資格61.8%

と､医療系資格のほうが比率が高い｡ケアマネジャーの仕事の比率では､｢5-7割｣の69.0%が

最も高 く､次いで ｢10割｣の53.0%である｡就業形態別では ｢正規雇用 ･管理職｣が67.5%で

あるのに対 し､｢正規雇用 ･一般職｣は49.5%と低い｡就労継続意思との関係では､｢続けたい

と思わない｣の61.2%が最も高く､介護報酬の設定の低さや次項の独立性の確保などとあわせ

て､就業継続意思を阻害している要因の一つである可能性を示している｡ケアプランへの自己

評価では､｢十分できた｣が53.1%､｢不十分だった｣は56.3%であり､相関関係は認められな

い｡

(4)独立性の確保については､いずれかの母体となる在宅サービスの事業所での内部の関連

の問題や､居宅介護支援の介護報酬の問題とも連動する課題であると思われる｡取得資格別で

は福祉系資格54.0%､医療系資格44.0%と､福祉系資格のほうが10ポイント比率が高い｡ケア

マネジャーの仕事の比率では､｢4割以下｣の31.0%が最も低く､｢5-7割｣の62.0%が最も高い｡

就業形態別では ｢正規雇用｣が40%台であるFのに対し､｢非正規雇用｣は62.0%と高い｡就労継
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続意思との関係では､｢続けたいと思わない｣の57.0%が最 も高 く､ この課題が前述のように

就業継続意思を阻害している要因の一つである可能性を示している｡ケアプランへの自己評価 ､

では､｢十分できた｣の46.0%に対して ｢不十分だった｣は55.0%となっている｡

(5)利用者の契約意識については､クロス各項目との相関関係はあまり強 くみられない｡取

得資格では福祉系も医療系もほぼ同様に45.0%前後｡ケアマネジャーの仕事のウエイ トでは

｢10割｣が34.8%の他はみなはぼ50.0%前後､就業形態別では ｢正規雇用 ･一般職｣が37.6%で､

｢正規雇用 ･管理職｣と ｢非正規雇用｣は50%前後である｡就労継続意思では ｢兼任として続

けたい｣が51.4%で､他は40%台となっている｡ケアプランへの自己評価ではいずれも45%前

後でほとんど差はない｡

図表2-2-31

1 ･~2 3 4 5 6■ .7 8 9 10 ll N 実
う医 談判 類保 でサ 希利 識利 体介 重家 的利 い独 _そ A 数
ま療 す断 が険 あ ー 薄用 が用 的護 す族 負用 立 の
くと るに 多 者 る ビーで者.■希者 に報 ぎの .担 者 性 他
行 福 場 困 す に ス あの 卓 の 低酬 る心 が や が

なの な場る出 価 約 あ権 ぎ設 の す族 煤
い連 い合 す ･が 意 るへ る定 負 ぎの で
-携 に る 必 識 の が 担 る経 き
が 相 童日 要 が 意 全 が 宿 な

福祉系資格 74.2 34.4 53.8 43 43p118.3 61.g 36.6 44.1 54 5.4 3.2 .93

医療系資格 70.9 27.3 61.8 30.9 47.3 9.1 61.8 45.5 40 ･44 1..8 55

NA 29

4割以下 78.1 28.1 50 40.6 46.9･21.9.53.1 43.8 50 31 9.4 32

5-7割 66.7 33.3 -69 54.8 50 23.8 66.7 38.1 45.2 ■62 2.4 4?

8-9割 73.5 29..4 50 41.a 52.9 26.5 64.7 95.3 52.9 90 5.9 5.9 34

NA 3

正規雇用 .管理職 72.5 32.5 67.5 47.5 47.5 120 .75 37.5 62.5 45 7.5 4b

-正規雇用 .一般職 74.2 31.2 -49.5 32.3 37.6 9.7 59.1 37.6 41｣9 46 5.4 1.1 93

非正規雇用 67.6 32.4 54.ド 45.9 54.1 27 54.1 32.4 27 62 2.7 5.4 37

NA 7

専任として続けたい 75.4 34.8､53.6 40.~6 42. 1~3 ~6P.9 31.9 43.5 49 4.3 1.4 -69

兼任として続けたい 71.4 20 418.6･51.4 51｣4 20■ ,60. 40 45.7 ~37 8.6 35

続けたいと思わない 74.6 40.3-61.2 32.8 46.3 17.9 68.7 41.8 43.3 57 1.5 67

NA 6,

十分できた 70.4 33.7 53.~1 39.8 44.9 18.4 65:3 36.7 40.8 46 5.1: 2 98

不十分だった 76.1 32.4 56.3 35.2 45.1 14.1 59.2 38 49.3 55 4.2 1.4 71
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要点16:分析した5項目の中では､①の医療と福祉の連携の問題が就業形態等にかかわり

なく全てのケアマネジャーにとって大きな課題となっていることがわかる｡また､

介護報酬の低さの問題も同様にいうことができるであろう｡さらには､介護報酬の

低さや独立性の確保の困難さ等が､｢不十分｣にしかできなかったというケアプラ

ンへの自己評価の低さや社会一般のこの職への低い評価等とも絡み合う中で､就労

継続意思を阻害しているものとも考えられる｡ケアマネジャー相互の連携の問題な

ども含めて､こうした継続意思の阻害要因は今後十分に検討されなければならない

であろう｡
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自由記入意見

ケアマネジメント業務や介護保険制度全般に関する自由意見には､117人のコメントが寄せ

られている｡全体としては､ケアマネジャー職の労働環境や介護保険制度全般に対する憤藩や

るかたない意見がほとんどであり､ごく限られた回答者の意見というにはとどまらず､ケアマ

ネジャー職全体の意見として傾聴するに値するであろう｡

意見をまとめると次のようになる｡

･雇用条件や職場環境について

ケア プラン､給付管理､その他利用者相談などの業務量に対する､個別報酬の低さについて

の不満が多い｡とりわけ､サービス残業に対する不満が顛著に見 られた｡

事業所内では､報酬の低いケアマネジャー業務は主たる収益源として期待されていないため､

その位置づけは高くなく､その結果､業務を補助する人員体制が整備されない場合が多 く､孤

立感を感 じて業務を行っている状況が伺われる｡また､事業所の他の業務が優先させられがち

で､従属感をもっており､ケアマネジャーとしての自信を失う傾向も見 られる｡

･業務について

ケアマネジャーとしての仕事の範囲が必ずしも明確ではないた~め､利用者､事業者､行政三

者の板挟みにあい､介護に係る諸問題を引き受ける ｢何でも屋｣となっているという意見が多

かった｡例えば､利用者については､日常的な問題を時間帯や休日などに関わらず電話相談を

してきたり､行政側でも､利用者の相談をケアマネジャーに投げてくるなどの意見が見られた｡

ケアマネジャー自身は､総合的な介護支援事業を本来の業務として捉えているが､その理想 と

現実の雑務との狭間で悩んでいるようである｡

･ケアマネジャー職について

介護保険制度施行に伴い､大量にケアマネジャー資格者が創出されたが､意識の低さや現場

経験の不足などから､質の高いケアマネジャーが不足しているという指摘があり､ケアマネジャー

の研修実施や定期的な資格更新制度などを求める意見があった｡

また､事業所としては､NPOのようにケアマネジメント業務を単独で行 うことが､介護報

酬の低さから極めて厳しいことが指摘されている｡

･自治体の役割について

特に､制度施行に伴い､措置制度の反動のごとく､自治体があまりにも民間の介護関連業務

を当てにしすぎて､介護に関する自治体の役割を投げてしまっているという不満が多かった｡

前述のように､利用者の相談ごとをケアマネジャーに押しっけているというのは､その実例で

ある｡同時に､ケアマネジャーとケースワーカーなどの自治体担当者との連携､自治体の持っ

介護関連情報の共有､あるいはケアマネジャー自身の相談窓口の設置といった､介護保険制度

における自治体の新たな役割を強く求めている｡

･医療機関との連携

医療機関との連携については､ケアマネジメント業務ではむしろ競合関係になりがちで､対

等な役割分担が困難であるという意見が見られた｡
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第 1章 要介護者と介護者の状況

1.要介護者の状況

(1)要介護者の現在の介護場所 (Q4)

集計ベースは､本調査に回答を寄せられた介護者が主として介護 している要介護者773人で

ある｡現在の介護場所は 【図表3-1-1】に示すように､<在宅>が492人 (63.6%)と最 も多い｡

次いで､②老人保健施設 (53人､6.9%)､③一般病院 (40人､5.2%)､④特別養護老人ホーム

(30人､3.9%)､⑤介護療養型医療施設 (16人､2.1%)､⑥老人性痴呆疾患療養病棟 (11人､1.4

%)､⑦有料老人ホーム (6人､0.8%)､⑧介護力強化病院 (5人､0.6%)である｡②～⑧を

<施設 ･病院>として扱う｡<施設 ･病院>は､161人 (20.8%)である｡さらだ､｢その他｣

が7人 (0.9%)である｡

図表31-1要介護者の現在の介護場戸好.

在宅~老 人保健施設一般病棟特別華護老人ホーム介護療養型医療施設老人性痴呆疾患療養病院有料老人ホーム介護力強化病院その他 - 嶺Ⅰ63.6蔓{Jチ<pチ/yyとiI/-チ>i:.蔓i:～>ち>yi:/こi.÷__..董

10 20 30 40 50 ~60 70

(2)要介護者の現在の年齢 (Q3)

全回答者における､要介護者の平均年齢は､80.4歳で高年齢者が多い｡<在宅>および<施

設 ･病院>の平均年齢は等しく､全体平均と同様である｡両者共に75歳以上の後期高齢者が多

く､7割をしめている｡

(3)要介護者の日常生活の状態 (Q5A)

要介護者の日常生活の状態は､｢レベル5:病気や障害があって､排浬や食事､着替えなど

の介助が必要で1日中ベッドの上にいる｣が3割 (31.2%)をしめ最も多 く､最も活動性の低
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い要介護者が多い｡次いで比率が多い順にみると､｢レベル3:病気や障害により､家の中で

の生活はほぼ自分で行っているが､外出は介助なしにできない｣(23.4%)､｢レベル4:病気や

障害があって､家のなかでの生活でも介助が必要で､ 日中も主にベッドで生活 している｣

(19.5%)､｢レベル2:病気や障害はあるが､日常生活はほぼ自分で行え､外出も一人でできる｣

(8.9%)､｢レベル1:大 した病気や障害もなく日常生活は普通に行っている｣(8.2%)である｡

<施設 ･病院>ではレベルと分布が対応 し､レベル5が最も比率が高 く､レベルが下がると

比率 も低 くなっている｡<在宅>では､レベル5 (28.9%)とレベル3 (23.4%)が多 く､ こ

れらで半数強をしめる｡

(4)介護認定のランク (Q8)

■調査ベース644に対 して､最 も多いのが ｢要介護 5｣で26.9%を占める｡次いで比率が高い服

にみると､要介護 2 (22.5%)､要介護 4 (15.8%)､要介護 3 (15.4%)､要介護 1 (14.3%)､

要支援 (3.1%)､自立 (0.2%)である｡
(*)

平成13年 6月末時点の全国の状況と比較すると､今回の調査では､要介護 5の要介護者が多

いのに対 し (全国13.2%､当調査26.9%)､要支援 ･要介護 1の認定のランクが低い要介護者が

少ないことが (要支援 :全国12.3%､当調査3.1%､要介護 1:全国27.6%､当調査14.3%)特

徴的である｡

介護認定のランク毎に､<在宅>の割合をみると､要介護 3･4･5においては7割弱､要

介護 2･1では約 8割､要支援では9割である｡施設入所が可能な要介護 3-5のレベルの要

*厚生労働省 全国介護保険担当課長会議資料 (平成13.9.28)

平成13年 6月末時点における日本全国の要支援 ･要介護認定者268万人が対象

出典 :http://www.whュw.go.jp/topics/kaigo/kai畠i/
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介護者を<在宅>で介護している家族が多くみられる｡

(5)痴呆による意思疎通の可否 (Q5B)

全体の調査ベースでみると､要介護者の約7割は痴呆症状を抱えている｡｢症状はあるが意

思疎通に問題はない｣は33.9%､｢症状がある｣は21.0%､｢意思疎通に問題がある｣は15.8%で

ある｡

<在宅>とく施設 ･病院>を比較すると､<施設 ･病院>では ｢症状がある｣(<在宅>より

10.9ポイント高い)および ｢意思疎通に問題がある｣(<在宅>より9.2ポイント高い)介護者

の割合が高く､痴呆症状の重い介護者が多い｡しかし､<在宅>においても､｢症状がある｣

が18.9%､｢意思疎通に問題がある｣が15%､｢症状があるが意思疎通に問題はない｣が38.4%

と少なくない痴呆の要介護者を抱え七いることが示される.

(6)介護者との関係 (Q2)

介護者からみた要介護者との家族関係について複数回答でたずねた｡比率の高い5項目を順

にみると､①自分の母 (40.1%)､②配偶者の母 (22.9%)､③自分の父 (17.6%)､④配偶者

(12.0%)､⑤配偶者の父 (7.9%)である｡

先の連合調査 (1994)と比較すると､｢自分の母｣が約 1割 (9.5%)増えていることが特徴

的である｡｢自分の父｣は2.5%増､｢配偶者｣は3.4%減であり､他はほぼ変わらない｡

性別でみると､男性は①自分の母 (48.3%)､②自分の父 (26.6%)､③配偶者 (ll.9%)､④

配偶者の母 (7.0%)､⑤配偶者の父 (5.2%)の順である｡女性は①配偶者の母 (35.3%)､②自

分の母 (33.4%)､③配偶者 (ll.8%)､④自分の父 (10.9%)､⑤配偶者の父 (10.2%)である｡

<施設 ･病院>と対比させて<在宅>での比率の高い順を示すと､祖父母 (88%､n-25)､

配偶者 (84.5%､n-71)､兄弟 (80%､n-5)､配偶者の母 (76.9%､n-156)､配偶者の父

(76.8%､n-56)､自分の母 (73.7%､n-270)､自分の父 (70.6%､n-126)である｡

なお､2人以上の介護をしている人が､回答者の約 1割の80人である｡

要点 1:要介護者の居住場所は､<在宅>が6割､<施設 ･病院>が 2割である｡

ー調査に回答してくれた介護者が主として介護している要介護者は773人で､ 6割

が在宅でくらしている｡施設および病院でくらしているのは､2割である｡

要点2:要介護者の平均年齢は80.4歳｡介護認定のランクは重い人が多い (要介護 5が26.

9%)｡痴呆症状を抱えているのは7割である｡

要点3:介護者からみた要介護者とのかかわりは､｢自分の母｣が最も多く4割を占め､

ついで ｢配偶者の母｣で､2割を占めている｡
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2.介護者の属性

(1)性別 (Q IA)､年齢 (QIB)

全調査ベース773人において､介護者の性別は､女性が多い (女性55.8%､男性42.3%｡在宅

介護者は女性60.4%､男性38.2%)0

先の連合調査 (1994)と比較すると､男性の介護者が5.8%増え､女性が7.6%減っており､

｢介護は女性の問題｣という性別役割分担が､取り払われる傾向を示している｡

年齢は､平均が53.9歳で､多い比率の順にみると50-54歳 (22.8%)､65歳以上 (17.6%)､45

-49歳 (17.2%)､55-59歳 (14.1%)､40-44歳 (ll.4%)､60-64歳 (6.9%)､35-39歳_(5.7%)､

34歳以下 (3.0%)である｡

(2)家族構成 (QIC)

主たる介護者の家族構成は､多い比率の服にみると､夫婦と子供と戟 (41.7%)､あなたと親

(13.5%)､夫婦と子供 (12.5%)､夫婦と親 (ll.6%)､夫婦 (9.6%)､一人暮 らし (1.6%)､兄

弟姉妹との同居 (0.8%)である｡

先の連合調査 (1994)と比較する｡先の調査で最も比率が高かったのは､｢夫婦と子供と親｣

であり､今回と同様に比率が高い (48.5%)02番目は ｢夫婦と子供｣(14.4%)であったのに

対し､今回では､｢あなたと親｣(1994:7.9%)となり､この構成の比率が高まっている｡また､

夫婦 (1994:8.0%)一人暮らし (1994:0.8%)の比率も高まっており､介護者の家族構成人

数が縮小している傾向がみられる｡これは､介護保険により少人数家族でも介護が可能になっ

たためなのか､社会の大きな流れとしての小家族化が進んでいるためか､の原因考えられる｡

(3)住居の種類 (F1)､住んでいる都道府県 (F2)､自治体の人口規模 (F3)

住居の種類は､持ち家が88.1%と大部分をしめている｡次いで､賃貸6.1%､社宅 ･寮0.9%､

子供の家0.5%である｡

現在住んでいる都道府県の分布で上位の市町村10をあげると､①新潟県 (9.3%)､②愛知県

(7.1%)､③北海道 (6.3%)､④群馬県 (4.0%)､⑤東京都 (3.6%)､⑥青森県､栃木県､大阪府

(いずれも3.4%)､⑦福島県 (3.2%)､⑧岐阜県 (3.1%)である｡

自治体の人口規模は､多い比率の順に示すと､①町村 (23.2%)､②10-30万人 (20.7%)､③

30-100万人 (15.1%)､④ 5-10万人 (12.9%)､⑤ 5万人未満 (ll.1%)､⑥東京特別区 ･100

万以上 (9.8%)である｡

-222-



(4)就労状況 (F4･D)

｢誰が家計を支えているか｣では､｢介護者自身｣という場合が57.2%と最も多かった｡介護

者の配偶者は､30.1%であった｡自分の子供は3.6%､自分の親2.8%と少ない｡

次に､介護者が収入をともなう仕事へ就労しているかどうかを性別にみる｡｢フルタイムで

働いている｣は､男性が多く女性の約2倍 (男性73.7%､女性35.7%)0｢介護のため退職 した｣

は､女性が圧倒的に多く男性の4.6倍 (男性2.8%､女性12.8%)｡介護休暇取得中は､男女共に

2%弱 (男性1.5%､女性1.9%)である｡パートタイムでの就労は､女性の方が多く男性の16

倍 (男性0.6%､女性9.7%)である｡

さらに､<施設 ･病院>との対比で､<在宅>における就労状況をみると次のような特徴が

あげられる｡① ｢フルタイムで働いている｣比率が低く<施設 ･病院>の3/4(在宅48.8%､

施設 ･病院65.2%)､② ｢パート/タイムで働いている｣比率も低く<施設 ･病院>の3/5(在宅

5.5%､施設 ･病院8.7%)､③ ｢介護のため退職した｣比率が高く<施設 ･病院>の約 3倍 (荏

宅10%､施設 ･病院3.1%)､④ ｢自営業で働いている｣比率が高 く<施設 ･病院>の約 2倍

(在宅5.5%､施設 ･病院2.2%)｡このように､介護保険が開始されたが<在宅>での介護は､

介護者に就労の制限を強いている状況は変わっていない｡

また､介護休業制度の状況である･が､｢制度はある｣と答えた介護者 (フルタイム､パー ト

タイム､介護休暇中が対象)は7割弱存在する｡先の連合調査 (1994)では5割であったこと

と比較すると制度としては普及していることが示される｡しかし､｢取得 しやすい｣は､その

半分の3割強にとどまっており､未だ制度が十分整えられたとはいえない状況である｡

(5)職業 (F5)､世帯収入 (F6)

家計を支えている人の職業を多い比率の服に示す｡①事務従事者 (20.2%)､②無職 (17.5%)､

③専門的 ･技術的職業従事者 (14.7%)､④熟練工 ･製造 ･建設作業従事者 (10.0%)､⑤運輸 ･

通信従事者およびサービス職業従事者 (6.3%)､⑥経営 ･管理的従事者 (4.1%)である｡

また､昨年の世帯総収入は､平均677万円､中央値657万円である｡上位5番目までの収入区

分を順に示すと､①700-800万 (12.3%)､②600-700万 (12.0%)､③500-600万 (10.1%)､④

400-500万 (10.0%)､⑤800-900万 (9.3%)である｡

全国勤労者の1年間の総収入は､1999年時点で､主要企業5,241,465円､中小企業4,602,656円

である (労働省による1999年の全労働者の平均月間所定内給与300,600円と夏期 ･年末一時金の

主要企業1,569,465円､中小企業930,656円から算出)｡主要企業と比較 しても今回の調査対象と

なった介護者世帯の総収入は高く､高収入世帯が多いことがわかる｡

要点4:介護者の性別は､女性が5割強､男性が4割である｡

要点5:介護者の家族構成は､ ｢夫婦+子供と親｣が最も多く､4割である｡
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家族構成は､前回の調査 (1994)と同様に ｢夫婦+子供と親｣の比率が一番高く､

4割を占めている｡しかし前回と比較すると ｢あなたと親｣､｢夫婦｣｢一人暮 らし｣

の比率が高まり､家族構成の小人数化が進んでいることが示されている｡

要点 6:介護者の住居形態は持家が最も多く9割弱である｡

回答者の所在地で多かった上位3県は､新潟県 (9.3%)､愛知県 (7.1%)､北海

道 (6.3%)である｡

要点7:介護者が家計を支えている場合が6割弱を占めている｡

<在宅>の介護者を<施設 ･病院>と比較すると､フルタイム･パートタイムで

の就労比率は低く､一万日営業比率が高い｡<在宅>での介護者に就労の制限がみ

られる｡また､家計を支えている人の職業は､事務従事者が2割､無職が 2割弱で

ある｡

要点8:家族介護者世帯の年間総収入は平均677万円で､高収入な世帯が多い｡

要点9:介護休暇制度をもつ就労先は7割弱である｡

介護休暇制度は､7割弱が ｢ある｣と回答 しており､制度としては広がっている｡

しかし､｢取得しやすい｣と答えたのは､｢ある｣の回答者の半数であり､実際には

十分とはいえない状況である｡

3.在宅介護者の状況

調査ベースは､現在<在宅>で介護している492人である｡第 5章で家族介護者の状況につ

いて詳 しく述べるが､ここでも簡単にふれておく｡

(1)介護年数 (Q25)

先の連合調査 (1994)と比較するために､無回答44人を除 く448人を対象とする｡今回の調

査における介護年数の平均は､5.25年である｡一方､先の連合調査 (1994)では､平均介護年

数は5.8年である｡ 5年以上の長期にわたる介護になる程､1994年調査の比率が高いことが

【図表3-ト 3】に示される｡現調査では､<在宅>での介護年数が短 くなっていることが示さ

れる｡

(2)要介護者との住まい方の関係 (Q26)

要介護者との住まい方の関係は､｢要介護になる前から同居｣の関係が多 く73.4%である｡

｢要介護になってから同居｣は10.6%､｢要介護者のもとに通っている｣8.3%である｡この結果
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は先の連合調査 (1994)の状況とほとんど変わっていない｡

図表3-~卜3 在宅における介護年数

(2001年調査と1994年調査の比較)
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(3)介護者の健康 (Q27)

｢健康である｣と答えた介護者は45.7%と半数以下である｡一方､約半数の48.1%が何 らか

健康上の問題を抱えている｡｢あまり健康ではない｣は33.9%､｢病気がちで通院 している｣は

14.2%である｡先の連合調査 (1994)では､何らか健康上の問題を抱えているのは44.8%であ

り､今回の調査では､3.3%が増加している｡改善されるどころか､さらに深刻な状況を示 し

ている｡

(4)介護協力者がいるか (Q28)

介護協力者の有無であるが､7割強 (73.6%)の介護者が介護協力者を得ていた｡ただし､

2割の介護者は協力者がいない状況で介護を行っている｡先の連合調査 (1994)では､介護協

力者が ｢いる｣と答えた介護者は､80.4%にも上り､現在は6.8%が減少 している｡介護協力者

の ｢いる｣比率が減少していることが示され､介護者がさらに厳しい状況におかれていること

がわかる｡

要点10:在宅介護者の平均介護年数は､平均5.3年である｡

これは､先の連合調査 (1994)より短 くなっている｡

要点11:在宅介護者と要介護者との住まいは､｢要介護になる前から同居｣が最も多く､

7割強を占めている｡
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要点12:在宅介護者の約半数が､健康上の問題を抱えている｡

この状況は､先の連合調査 (1994)よりも深刻である｡介護協力者が ｢いる｣の

は､7割強で､先の連合調査 (1994)と比較すると減っている｡全体に先の連合調

査 (1̀994)と比較すると､介護年数は減っているものの､健康状態､介護協力者の

面から､介護者がさらに厳 しい状況におかれていることが示されている｡
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第 2章 家族介護者と要介護認定

1.要介護認定状況

(1)認定申請の有無 (Q6A)

要介護認定を ｢申請 した｣介護家族は多く､8割強を示している｡｢申請 していない｣家族

介護者は､12.4%である｡

(2)認定申請をしない理由 (Q6B)

認定の申請をしないと介護保険を利用することはできない｡従ってその理由を丁寧に見てい

く必要がある｡｢申請 していない｣96人を対象に､その主たる理由を 2つ以内で尋ねた｡最 も

多かったのは ｢家族だけで介護できる｣で､62.5%を占めている｡その他比率の高い順にみる

と､｢申請しても､認定されないだろうと思っていた｣(21.9%)､｢他人に介護 してもらうのに

は抵抗がある｣(10.4%)､｢認定されても介護費用を払う経済的な余裕がない｣(9.4%)､｢申請

する方法を知らなかった｣(6.3%)､｢調査されることに抵抗があった｣(4.2%)､｢調査や認定

審査の内容がわからず不安だった｣(3.1%)､｢要介護認定には費用がかかると思づていた｣(1.

0%)である｡なお､｢近所に事業者などに家庭内の情報がもれるのではないかと不安だった｣

｢実名が外にもれるのではないかと思った｣を選択した人はいない｡

(3) ｢家族だけで介護できる｣と考えている人の性別と年齢の特徴 (Q6B)

｢家族だけで介護できる｣と答えた59人の性別は､男性34人､女性25人で､男性が多い｡年

齢も併せて考えると､男性で多い世代の順は､44歳以下 (12人)､45-49歳 (9人)､50-54歳

および65歳以上 (5人)､55-59歳 (3人)であった｡女性で多い世代の服は､45-49歳 (6人)､

44歳以下および50-54歳および55-59歳 (5.人)､65歳以上 (3人)､60-64歳 (1人)であっ

た｡ 【図表3-2-1】に示されるように､男性は､60歳以上を除くと若年である程 ｢家族だけで介

護できる｣と考えている人の割合が高い｡一方女性は､年齢との対応はみられない｡

【図表3-2-2】に示すように､痴呆の症状について､調査全体の割合と比較する｡痴呆の症

状をもたない割合も約 4ポイント高い (20/59､33.3% :<全体>軍9.4%)が､｢意思疎通に問

題がない｣要介護者の割合は､11ポイントも高い (27/59､45% :<全体>33.9%)｡一方､

｢症状がある｣は､-7.7ポイント (8/59､13.3% :<全体>21%)､｢意思疎通に問題あり｣は､

-7.5ポイント (5/59､8.3% :<全体>15.8%)である｡｢家族だけで介護できる｣と判断する

理由として､意思疎通に問題が少ないことがあげられる｡

しかし､これらの差異は統計的な有意差が得られる程大きなものではない｡
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要点13:介護者の大多数 (8割強)は､介護保険の認定申請を行っている｡

一方申請 していない介護者の6割が､｢家族だけで介護できる｣ と考えている｡

そのような考えをもっている介護者の特長は､60歳未満であれば､男性は若年であ

る程 このような考えをもっ人が多い一方で､女性は年齢 との関係はみられない｡60

歳以上になると､男女共にこのような考えをもっ人は少ない｡
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2.訪問調査について

(1)訪問調査員の介護をしている人への理解 (Q7)

調査ベースは､要介護認定の申請を行った644人である｡｢訪問調査員は､あなたからみて介

護をしている人の状態をよく理解してくれたと思うか｣という問いに対 して､｢③あまり理解

してくれていない｣4.2%､｢④理解してくれていない｣0.6%は少なく､｢①理解 してくれたと

思う｣が52.2%､｢②ある程度理解してくれたと思う｣が41.0%で､約9割強の介護者が<理解

あり> (①+②)と感じている｡

<理解なし>を③+④とすると､このように感じている介護者31人は､男性に多い (女性4.

1%､男性5.7%)｡年齢層も併せてみると､女性では､65歳以上の区分に多く (5/71､7.0%)､

男性では､45-49歳の区分に多い (4/44､9.1%)0

また､<理解なし>は､ 【図表3-2-3】に示すように痴呆症状と､意思疎通の問題とかかわり

が深い｡<理解あり>と比較すると､｢痴呆症状がある｣では20.2ポイント高 く､｢意思疎通に

問題あり｣は5.8ポイント高い｡一方､｢痴呆症状はあるが､意思疎通に問題なし｣は19.3ポイ

ントも低い｡母比率の両側検定をかけると､｢痴呆症状がある｣で1%水準､｢痴呆症状はある

が､意思疎通に問題なし｣に5%水準で有意差がみられた｡

設問調査員に ｢理解がない｣と感じている介護者は､｢痴呆症状のある｣要介護者をみてい

ること｡一方 ｢理解がある｣と感じている介護者は､痴呆症状はあっても､｢意思疎通に問題

のない｣要介護者をみていることが明らかにされた｡

(2)要介護認定結果への満足度 (Q9)

要介護認定の結果に対して､8割弱 (78.6%)が ｢適切な認定｣と感じ､満足している｡
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｢軽い｣と感じた介護者は18.3%､｢重い｣と感じた介護者は2.2%である｡

｢軽い｣と感 じた介護者118人を性別で見ると､男性が多い (男性 :22.1%､女性14.1%)0

年齢層を併せてみると､女性では､60-64歳 (19.0%)､65歳以上 (16.9%)と60歳以上の高齢

者が多いのに対 し､男性では､55-59歳 (28.9%)､50-54歳 (24.6%)と50代が多い｡

さらに､認定が ｢軽い｣ことと痴呆症状とのかかわりを､｢適切｣と感 じる介護者と比較す

ることで検討する 【図表3-2-4】0｢痴呆症状がある｣では5.6ポイント高 く､｢意思疎通に問題

あり｣は3.3ポイント高い｡｢意思疎通に問題なし｣は5.8ポイント低い｡しかし､いずれにも統

計的な有意差は見出せず､痴呆症状の有無や程度の重さと認定の ｢軽さ｣が合致する程の結果

は得 られなかった｡

要点14:介護者のほぼ全員が､訪問調査員の介護をしている人への理解は ｢高い｣と受け

止めている｡

｢理解してくれた｣が5割強､｢ある程度理解してくれた｣が4割である｡一方､

｢理解がない｣と感じている介護者の特徴は､男性に多いこと､｢理解がある｣と比

較すると､痴呆症状をもっ要介護者が多いこと｡一方､｢理解がある｣と感 じてい

る介護者は､意思疎通に問題のない要介護者を介護している場合が多いことが明 ら

かになった｡

要点15:要介護認定の結果に対して､約8割の介護者が ｢適切｣な認定と.感じている｡

一方 ｢不適切｣と感じた介護者の多くが ｢軽い｣ と感 じている｡｢重い｣と感 じ

た介護者は2%にすぎない｡｢軽い｣と感じた介護者の特長は､男性が多いことで

ある｡痴呆症状とのかかわりは統計的な差がみられる程著しくなかった｡
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第 3章 家族介護者とケアプラン

1.ケアプランについて

(1)ケアプランを作成 したか (QIOA)

ケアプランを作成 したと答えた人は8割強にのぼり､｢作成 していない｣は1割である｡要

介護認定を受けても､ケアプランを作成 しなければ介護保険サービスは利用できない｡契約の

入口に何か問題はないのか｡今後の検討が求められる｡

(2)ケアプランの作成方法

｢誰がケアプランを作成 しましたか｣の問いにたいして､最も多いのが ｢ケアマネージャー

がケアプランを1つ作成 し､それにした｣であり､64.5%をしめている｡その他比率の高い順

にみると､｢ケアマネージャーが作成 した 『複数の』ケアプランから選んだ｣が15.4%､｢作成

していない｣が10.5%､｢自分で作成 した｣が4.1%､｢複数のケアマネージャーが作成 したケア

プランから1事業者のものを選んだ｣が1.4%である｡

介護保険は ｢利用者がサービスを選択できる｣として登場 したが､ケアプランについては､

それは一般化 していないことが示されている｡どのような形にせよケアプランが選択できたの

は､16.8%にすぎない｡｢自分で作成 した｣が4%存在することは､特筆に値する｡

(3)ケアプランの作成の重点 (Qll)

ケアマネージャーがプランを作成 したと回答 した513人を調査ベースとした複数回答である｡

｢ケアプラン作成の重点は何か｣という問いに対 して､最も多いのが ｢要介護者の生活の質を

高めるために必要なサービス内容をできるだけ多く取り入れる｣(39.6%)､ついでほぼ同数な

のが ｢要介護度による支給額の範囲内でできるサービス内容で作成｣(38.8%)である｡ケアプ

ラン作成の重点は､生活の質の向上という質の側面と介護認定の枠内という制度的枠組みの制

約の両面を加味して作成されている姿が明らかにされた｡

その一方で ｢特に考えなかった｣という回答が15.6%みられた｡ケアプランは､その目標を

始めとし利用者 ･家族 ･ケアマネジャーの3者が一緒に考えてつくるものである｡｢特に考え

ていない｣という回答者は､ケアプランの基本的なあり方を十分理解 しているとはいい難い｡

ケアマネジャーの働きかけが十分であったのか問われるところである0

(4)ケアプランの満足度 (Q14)

ケアプランの満足度であるが､① ｢満足｣が18.7%､② ｢まあ満足｣が47.4%であり､①②
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併せた<満足>との回答は､66.1%を占めていた｡｢どちらともいえない｣は､18.1%であった｡

③ ｢やや不満｣5.2%､④ ｢不満｣2.4%であり､③④併せたく不満足> との回答 は､7.6%に過

ぎなかった｡

さらに<不満足>と答えた介護者と要介護者の痴呆症状について､<満足>と比較する 【図

表3-3-1】0｢意思疎通に問題がある｣は､13.7ポイントも高 く､｢痴呆症状がある｣比率は､6.9

ポイント低い｡母比率の両側検定をかけると､｢意思疎通に問題がある｣に5%の水準で有意

差が得 られた｡このことから<不満足>と答えた介護者は､｢意思疎通に問題がある｣介護者

をかかえている場合が多いといえる｡

図表3-3-1ケアプラン-の満足度と痴呆症状との関係

痴呆症状がある

意思疎通に問題がある*
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(5)ケアプランの問題点 (Q16)

ケアプランの問題点について､課題が多いと答えた比率が多い内容を服に示す｡

① ショー トスティ､デイサービスの利用日数の制限がある (33.6%)

② 自己負担額が多 くなり､十分なプランができない (21.7%)

③介護保険制度がどうしてもよく理解できない (18.7%)

④サービス事業者や市町村の情報や知識が不足 している (16.2%)

⑤利用者の課題の発見 ･分析が十分にできていない (13.5%)

⑥そもそも､在宅中心では対応できなかった (12.8%)

⑦サービス提供事業者が少なく､受けられないサービスがある (12.0%)

⑧サービス提供事業者には､ケアマネージャーと同じ組織が紹介される (ll.6%)

⑨ケアマネージャーが忙 し過ぎて話を十分に聞いてもらえない (ll.4%)

⑬サービス提供事業者が不足 し､-事業者 しか提示 してくれない (6.7%)

⑪希望をいっても､理解 してもらえない (4.1%)
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1

要点16:ケアプランを作成 している介護者は8割強と多い｡

さらに､ケアプランの立て方であるが､介護者の6割強が ｢ケアマネージャーが

ケアプランを1つ作成 し､それにした｣としている｡ケアプランを選択できたのは､

16.8%にすぎない｡複数回答でたずねた ｢ケアプラン作成の重点｣は､｢要介護者の

生活の質向上をめざし､必要なサービスを取り入れる｣と ｢支給額の範囲内で作成｣

が各々4割弱を占めていた｡支給額の範囲内で､最大の効果をもたらすよう努力 し

ている介護者の姿が伺える｡

要点17:ケアプランの満足度は､高い｡

7割弱が ｢満足｣ないし ｢まあ満足｣していた｡｢不満｣｢やや不満｣は､ 1割に

満たなかった｡しかし ｢不満｣と答えた介護者と､痴呆症状とのかかわりは深 く､

｢満足｣と比較すると､意思疎通が困難な要介護者をかかえている場合が多い｡.

要点18:ケアプランの問題点については､｢ショー トスティ､デイサービスの利用日数の

制限がある｣が 3割強で最も比率が高く､ついで ｢自己負担額が多くなり､十分な

プランができない｣が 2割を占めていた｡

2.ケアマネ⊥ジャーについて

(1)ケアマネージャーを選ぶ基準 (QIOB)

ケアマネージャーを選ぶ基準として､最も多いのが ｢これまで利用 していた事業者か ら選ん

だ｣で､46.8%である｡その他比率の高い順にみると､｢市町村から提供されたケアマネージャー

の一覧表から選んだ｣(26.1%)､｢地域の福祉関係の機関や団体などで勧められた事業者を選

んだ｣(9.4%)､｢友人 ･知人に勧められた事業者を選んだ｣(4.7%)､｢近 くであったり-､気心

の知れた人がやっている事業者から選んだ｣(4.3%)､｢希望する事業者は手いっぱいと断 られ

たので､あいているところを選んだ｣(1.4%)､｢新聞 ･雑誌 ･ミニコミ誌などで知 っていた事

業者から選んだ｣(0.6%)である｡

ケアマネージャーの選択基準として､これまでサービスを利用していた人にとっては､｢継

続性｣が大きいことが示されている｡一方､はじめてケアマネージャーを選ぶ際には､選択で

きる情報が得られにくいことも課題である｡｢福祉機関に勧められ｣(9.4%)､｢友人に勧められ｣

(4.7%)､｢身近な事業者｣(4.3%)と ｢口コミ｣的な情報に限られている｡広 く情報を集めて

対応したのは､｢新聞等で知っていた事業者を選んだ｣(0.6%)にすぎない｡適切な選択を行う

には､｢口コミ｣情報と広域の情報の両者が必要とされよう｡｢一覧表から選んだ｣(26.1%)は､

リストはあっても決断できる情報が少なく､悩まれたのではないかと推察される｡
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(2)ケアマネージャーの対応 (Q12)

次のような各場面についてケアマネージャーが十分に対応してくれた､という比率が多い内

容を服に示す｡

①本人や家族の希望を十分に聴いてくれた (90.8%)

②サービス内容をわかりやすく説明してくれた (88.5%)

③プライバシーに細心の配慮をしてくれた (75.0%)

④サービスに不満がある場合には､相談や苦情窓口に申し出るよう説明してくれた (66.5%)

⑤ ｢重要事項説明書｣を説明してくれた (65.1%)

⑥土日や夜間でも嫌がらずに訪問してくれた (53.8%)､

⑦サービス事業者には､質の高い事業者のサービスを入れる努力をしてくれた (44.2%)

⑧サービス提供事業者は､サービス内容が対比できるよう複数紹介 してくれた (24.4%)

⑨市町村や地域のボランティア活動などのサービスをケアプランに組み込んで くれた (23.4

%)

⑲サービス提供事業者には､同じ会社 (組織)の利用を熱心､に勧められた (18.1%)

上記の結果をみると､ケアマネージャーが介護家族に対 して､希望を十分聴き､丁寧な対応

をしていることについての評価が高い｡一方､サービス内容についての評価を行っているのは､

半数以下である｡特に⑧にあげられている ｢サービス内容の選択できる情報の提供｣まで行 っ

ている場合は2割強にすぎない｡また､｢介護保険外サービスも含めて組み込んでくれた場合｣

も2割強である｡介護保険が開始 して間もなく､とまどいをもっている介護家族 も少なくない

と思われるが､制度が定着し情報が行き渡ると共に､サービス内容への評価がさらに､厳 しく

問われていくものと思われる｡

(3)ケアマネージャーの認知度 (Q15)

｢ケアマネージャーの仕事内容を知っているか｣という問いに対 して､① ｢知っている｣37.

1%､② ｢ある程度知っている｣44.2%で､①②併せた81.3%が<知っている>と答えている｡

③ ｢知 らない｣は2.1%､④ ｢あまり知 らない｣は12.4%で､③④併せたく知 らない> との回答

者は14.5%である｡ケアマネジャーが､要介護者と家族介護者の生活に果たす役割は大 きい｡

保険者である市町村がケアマネジャーの役割を含めた介護保険制度のPRに一層努める必要が

ある｡

<知っている>人の内分けを性別でみると､女性は83.5%､男性は78.0%で､若干女性の認

知度が高いことがわかる｡さらに､年齢別でみると､女性はほぼどの年代でも80-85%の間で

高い認知度を示している｡最大は､44歳以下の85.7% (n-63)で､最小は55-59歳の81.3%

(n-48)であった｡一方男性は､年齢でばらつきがみられた｡最も高い認知を示 しているのは､

60歳以上で85.2% (n-54)､以下順に､50-54歳 (82.6%､n-69)､55-59歳 (78.9%､n-38)､

44歳以下 (72.5%､n-51)､45-49歳 (67.4%､n-43)である｡
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ケアマネージャーに対する認知度は､女性は年齢にかかわらず高いが､男性は高齢男性にお

いてのみ高 く､介護保険を身近な問題として関心をもっている現れと理解することができる｡

要点19:ケアマネージャーの選択方法で一番多いのは､｢同じ事業所のサービスを続けて

利用している｣で5割弱を占めている｡一方､新規利用者にとっては､選び出す情

報が欠けている｡

ケアマネージャーを選ぶ方法は､これまでサービスを利用していた人にとっては､

継続性が大きく影響している｡一方､はじめてケアマネージャーを選ぶ際には､選

択できる情報が得られにくいことも課題である｡｢口コミ｣的な情報で選択 したの

は､18.4%である｡一方 ｢新聞等で知っていた事業者を選んだ｣ という広域情報に

よる選択は0.6%にすぎない｡｢一覧表から選んだ｣とした26.1%は､ リス トはあっ

ても決断できる情報が少なく､悩まれたのではないかと推察される｡

要点20:ケアマネージャーの対応について､9割の介護者が ｢十分に希望を聴いてくれた｣

等どの高い評価を示している｡一方､サービス内容についての評価は低く､半数以

下である｡

｢サービス内容の選択できる情報の提供｣および ｢介護保険外サービスも含めて

ケアプランを作成 した｣は各々2割強にすぎない｡今後は､対人的な対応への評価

だけでなく､サービス内容への評価が問われていくものと思われる｡

要点21:ケアマネージャーの認知度は高い｡8割が ｢知っている｣｢ある程度知っている｣

と答えている｡

3.介護善用

(1)<在宅>における介護糞用

①介護関連費用の平均額 (Q13A-D)

介護保険内における自己負担は､最低が要支援の0.6万円､最高が要介護 4と5の2.~2万

円であり､概ね介護認定のランクと呼応 している｡要介護 1と2は､1.2万円と1.3万円で､

ほとんど差がみられない ｡その他の自己負担を加えた ｢総額｣は､介護認定のランクとよ

り呼応 している｡最低が､要支援の2.4万円､最高が要介護 5の7.1万円である｡

次に負担可能額をみる｡最低が要介護 2の3.3万円､最高が要介護 5の5.2万円である｡

この両者を除いた介護認定ランクの負担可能額は､概ね4万円である｡｢総額｣を負担可

能額で割り､負担割合をだすと､要介護 4を除く､他の全ての介護認定ランクでは､ほぼ

半数が負担可能額以下で費用を抑えている｡要介護 4のみが低く､4割である｡一方､負
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担可能以上 となっている割合は､概ね介護認定 ランクが高まる程､その比率が高 くなって

いる｡最低が要支援の12.5%､最高が要介護 4の39%である｡要介護 5は､負担可能額が

他のランクより1万円高かったためか､負担可能額以上は､ 3割にとどまっている｡

②介護認定ランク毎にみる全国平均の自己負担限度額 ｢未満｣と ｢以上｣の割合

介護保険において､どの程度の自己負担を行 っているかを知るために､介護認定 ランク

毎に介護保険で提示されている適所訪問サービスの利用限度額 (全国平均)と比較対照 し

た｡利用限度額の ｢未満｣と ｢以上｣の割合を示 したのが､ 【図表3-3-3】である｡概ね､

図表3-3-2 <在宅>における介護関連費用の平均額 (単位 :万円)

介護認定 保 険 内 総 額 保■険 外 負担可能 負担割合 2)/3)

～1100%(100%) 101%～
(ケース数) 負担 1) 2) 2)-1) 額 -3)

図表3-3-3 在宅の介護認定ランク毎･訪問通所サー ビス利用限度額 ｢未満｣｢以上｣の割合

介護認定ランク 訪問適所サービス 限度額* 限度額* 無回答 回答者
の 利 用 限 度 額 ｢未鹿｣ ｢以上｣ (人)

要 支 援 61,500円 50.0% 25.0% 25.0% 16

要介護 1 165,800 58.0 18.8 93.2 69

要介護 2 194,800 61.9 16.5 21.6 97

要介護 3 267,500 67.2 16.4 16.4 61

要介護 4 306-,000 59.3 20.3 20.3 59

*訪問適所サービス1月の利用限度額の1割を自己負担限度額とした｡

参考資料 :厚生労働省老健局 ｢みんなで支える介護保険｣平成13年4月改訂版
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介護認定ランクが高いほど､限度額 ｢未満｣の比率が高い｡最低が､要支援の5割､最高

が要介護 5の74.5%である｡半数以上の人が限度額未満の枠内でサービスを利用している｡

一方､限度額 ｢以上｣の割合は､介護認定ランクが低い程高い｡最高が､要支援の25%､

最低が要介護3の16.4%である｡が､概ねどのレベルにおいても限度額 ｢以上｣の割合は､

2割前後で奉る｡<在宅>では､介護保険のサービスが使い控えられている様子が示され

ている｡

(2)<施設 ･病院>における介護費用

①介護関連費用の平均額 (Q13A- D)

<施設 ･病院>の種類毎に介護関連費用の平均値の順位は次のようである｡

介護保険内における自己負担が高いのは､①有料老人ホーム (9.7万円)､②療養型病床

群 (8.2万円)､③特別養護老人ホーム (6.7万円)､④老人保健施設 (6.1万円)､⑤老人性痴

呆疾患療養病棟 (5.6万円)､⑥介護力強化病院 (5.3万円)､⑦一般病院 (4万円)の順であ

る｡

介護関係費用の総額は､①有料老人ホーム (13万円)､②療養型病床群 (12.8万円)､③

一般病院 (ll.7万円)､④介護力強化病院 (9.9万円)､⑤老人保健施設 (8.0万円)､⑥特別

養護老人ホーム (7.9万円)､⑦老人性痴呆疾患療養病棟 (7.6万円)の服である｡

これらのデータと 【図表3-3-4】から､次のことがいえる.

図表3-3-4 <施設 ･病院>における介護関連費用の平均額 (単位 :万円)

･施設 .病院 保■険 内 総 p額 保 険 外 負担可能. 負担割合 2)/3)

～100%(loo克) 101%～
(ケ⊥ス数) 負担 1) 2) ･2)-1)額 .3)
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第-に､介護保険における自己負担も負担総額も最も高いのは､やはり有料老人ホーム

である｡

第二に､保険における自己負担は低いものの､保険外の費用がかかり､総額でみると結

果として高くなるのが､一般病院である｡

第三には､介護保険における自己負担が相対的に高く､保険外の費用も含めた総額で､

高額になるのが､療養型病床群である｡調査対象者の半数が負担可能額を越えており､負

担感の高いことが推察される｡

第四に､介護保険による自己負担が低く､総額も押さえられており､負担可能額を越え

る割合が16.7%と相対的に最も低いのは､老人性痴呆疾患療養病棟である｡

第五に､特別養護老人ホームも介護費用の負担額､総額が押さえられている｡さらに､

負担可能額を越える割合が25%と相対的に低く､負担感が低いと推察される｡一方､老人

保健施設は､総額における費用は特別養護老人ホームとはぼ変わらない｡しかし､今回の

調査では､負担可能額を越える割合が42.3%であり､特別養護老人ホームと比較 して負担

感が高いと推察される｡

(3)<在宅>と<施設 ･病院>の比較

① 先月の介護保険内の自己負担額 (Q13A.a.)

｢先月の介護保険内の自己負担額はいくらでしたか｣という問いに対して､介護認定が

要支援から要介護5までの調査ベース631人に対しては､平均 3万円､中央値 2万円であ

る｡さらにこの内､<在宅>の調査ベース412人に対しては､平均2.1万円､中央値1.5万円

である｡一方､<施設 ･病院>の調査ベース142人においては､平均6.1万円､中央値 5万

円であり､<在宅>と比較すると､平均および中央値共に約3倍にものぼり､<施設 ･病

院>における自己負担額が高いことが示される｡ 【図表3-3-5】に示されるように､介護

認定ランク毎に<在宅>とく施設 ･病院>を比較しても同様の結果が得られる｡<施設 ･

病院>は､要介護 1-5に関しては､要介護度にはぼかかわりなく､5万円前後の自己負

担がなされている｡この結果は､ 【図表3-3-6】に示すような､介護保険の施設サービス

費用の枠組みを反映した<施設 ･病院>の自己負担額と､利用を手控えている<在宅>と

の差が顕著に示されたものと理解することができる｡

②自己負担分を含めた先月の介護関係費用の ｢総額｣

先の自己負担額を含めた介護関係費用の ｢総額｣は､平均 6万円､中央値3.8万円であ

る｡介護保険内の自己負担の約2倍が､実際の介護関係費用として支出されている｡

<在宅>では､平均5.2万円 (中央値3万円)で､先の介護保険内における負担の2.5倍で

ある｡<施設 ･病院>では､平均9.4万円 (中央値7万円)で､先の介護保険内における負

担の1.5倍である｡

さらに､<在宅>とく施設 ･病院>の ｢総額｣を介護認定レベル毎に比較してみよう｡
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図表3-3-5 介護認定毎の介護保険における自己負担の<在宅> と<施設 ･病院>の比較

(中央値) 也 ② ②/① .

介護認定ランク (中央値) (中央値) (中央値).

-(0.5) (2.6). (5.2)

1.2 4.6. 3.8

(1..0) (6.0) (9-.0)
1.3 5.2 4.0

･(1.9) (5.3) (5.3)
1.8 4.8 2.7~

(1.6) (5｣1) (5.2)

2.2 4.9 2⊥2

(2.3) (5.0) (2.2)

2:2 5.1. 2.3

(2.0) (4.6) (2.3)

図表3-3-6 介護保険 にお ける月額の施設サー ビス費用 (標準)

施 設 名 月額負担 (食事込み)

特別養護老人ホLLA. 4.8万円～5.3万円

老人保健施設 5.0万円⊥5.7万円

出典 :厚生労働省老健局 ｢みんなで支える介護保険｣ 平成13年 4月改訂版

この結果を示しているのが､ 【図表3-3-7】である｡<在宅>と<施設 ･病院>の ｢総額｣

の倍率が最も大きくなるのは､要介護 2である｡<施設 ･病院>は､<在宅>の平均で

3.2倍､中央値で4.2倍にも上っている｡一方､倍率が最も小さくなるのは､要介護 4と要

介護5である｡要介護4は､平均で1.3倍､中央値で1.5倍､要介護 5は､平均で1.3倍､中

央値で1.6倍である｡また､<施設 ･病院>において､介護費用の総額が､最 も高 くなる

のは､最も重い介護を必要とする要介護5ではなく､要介護2(平均10.4万円､中央値7.5

万円)と要介護3(平均10.6万円､中央値7.0万円)であることも興味深い結果である｡

(4) 介護保険導入前後での､介護費用の変化

<在宅>で介護を行っている介護年数 1年以上の340人において､介護保険導入前後での介

護費用の変化は､｢増えた｣が半数以上 (57.1%)をしめている｡｢変わらない｣が24.1%､｢減っ

た｣が5.6%である｡
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図表3-3-7 介護認定ランク毎の ｢総額｣の<在宅>と<施設･病院>の比較 (万円)

平 均 <在 宅> ･<施設 .病院> 倍 率

(中央値) ① -② ②/①

介護認定ランク ･(中央値) _(中央値) (中央値)

要 支 援要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5 2.4 ~3.6 1.5倍

(1.1) (3.6) (3.3)

3.4 7.7 2.3

(2.0) (7.0) (3.5)

3.3 10.4 3.2

(1.8) ･(7.9) (4.2)

5.5 10.6 1.9

(2.g) (7.0) (2.5)

6.2 8.2 1.3

(4.7) (6.9) (1.5)

7.1 9.2 1.3.

(3.8) (6.2) (1.6)

介護認定毎の費用の変化において ｢増えた｣割合の高い順に示すと､①要介護4 (62.7%)､

②要支援 (62.5%)､③要介護 1(58.2%)､④要介護 5 (57.7%)､⑤要介護 2 (54.3%)､⑥要

介護 3 (52.1%)である｡全ての認定ランクにおいて､5-6割負担が増えていることがわか

る｡一方 ｢減った｣割合の高い順に示すと､①要介護3(10.4)%､②要介護 5 (9.3%)､③要

介護 4 (3.9%)､④要介護 2 (2.5%)､⑤要介護 1(1.8%)である｡要介護 3と5では､約 1

割が減ったとしているが､その他のランクでは､4%以下と少数である｡要支援については､

減った人はいない｡

つぎに､<施設 ･病院>における介護費用の変化をみる｡｢増えた｣割合の高い順に示すと､

①一般病院 (41.9%)､②介護力強化病院 (40%)､③療養型病床群 (35.7%)､④有料老人ホー

ム (33.3%)､⑤老人保健施設 (26.9%)､⑥特別養護老人ホーム (25%)､⑦老人性痴呆疾患療

養病棟 (16.7%)である｡一方､｢減った｣割合の高い服は､①特別養護老人ホーム (60.7%)､

②介護力強化病院 (40%)､③療養型病床群 (21.4%)､④老人保健施設 (17.3%)､⑤老人性痴

呆疾患療養病棟､有料老人ホーム (16.7%)､⑥一般病院 (9.7%)である｡

<在宅>では6割弱が ｢増えた｣としているのと比較すると､<施設 ･病院>は4割以下で

あり､費用負担の増加は相対的に少ない｡一方 ｢減った｣割合は､<在宅>では6%であった

が､<施設 ･病院>では相対的に高く､概ね17%前後である｡著しく高いのは､特別養護老人

ホームで6割に達している｡介護力強化病院は4割である｡

介護保険の導入に伴う介護費用の負担は､<在宅>で顕著であることが示された｡

この結果は､先の連合調査 (1994)と今回の調査の介護費用 ｢総額｣を比較 した 【図表3-3-

8】においても､数字として裏付けられる｡<在宅>では､1994年に比較して､2001年調査の
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｢総額｣は､平均2.5倍､中央値 2倍と増加が著 しい｡一方､<施設 ･病院>では､平均

1.5倍､中央値1.4倍と増加はしているが､<在宅>ほどではない､ことが示される｡

図表3-3-8 1994年調査との比較にみる<在宅>とく施設･病院>の介護関係費用 ｢総額｣

す辛い ①1994年連合調李 ②2001年連合調査 倍率 (②/①)

在 宅 平 均 2｣1万円 5二2万円■ 2.5
中央値 (1.5万円) (3.0万円) (2.0)

施琴 .柄 .院 平 均~ 9.1万円 9.4万円 1.5

(5) 介護に関する費用の負担者

｢介護に関する費用の負担者｣の第 1位は､｢要介護者本人一年金 ･貯金など｣で66.2%と6

割強である｡｢子供｣は17%､｢配偶者｣は9.4%､｢国や市町村からの公的給付｣1.9%である｡

第2位で､最も高いのが ｢子供｣で31.8%､｢本人｣16.8%､｢配偶者｣12%､｢国や市町村から

の公的給付｣8.9%である｡

第 1位と第2位を併せてみると､介護費用の負担者が ｢本人｣は83%､｢子供｣は48.8%､

｢配偶者｣は21.4%､｢国や市町村からの公的給付｣10.8%である｡

介護費用の負担は､本人が中心となっているが､それでは十分賄うことができず､調査対象

者の約半数において子供が負担していることがわかる｡配偶者は2割､国や市町村からの公的

給付は1割である｡

要点22:<在宅>での介護保険内負担は､0.6-2.2万円､その他の負担も併せた ｢総額｣

では､2.4-7.1万円である｡

<在宅>での介護保険内負担は､0.6万円～2.2万円と比較的抑えられているが､

その他の負担も併せた ｢総額｣では､2.4万円～7.1万円となり､･介護認定のランク

があがるほど､負担が大きくなっている｡負担可能額は､概ね4万円｡要介護 5の

みが5万円である｡｢総額｣を ｢負担可能額｣で割り､_負担割合を算出すると､介

護者の半数が負担可能額の中に入る｡

要点23:<在宅>では､介護保険のサービスが使い控えられている｡限度額 ｢以上｣は2

割にすぎない｡

介護認定ランク毎に介護保険で提示されている適所訪問サービスの利用限度額

(全国平均)と比較対照し､利用限度額の ｢未満｣と ｢以上｣の割合を示すと､概

ねどのレベルにおいても限度額 ｢以上｣の利用をしている人は2割前後であり､半

数以上が限度額 ｢未満｣で介護保険を利用している｡<在宅>では､介護保険のサー
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ビスが使い控えられている様子が示されている｡

要点24:<施設 ･病院>において､｢総額｣の費用負担が最も低かった施設は､老人性痴

呆疾患療養病棟 (7.6万円)､特別養護老人ホーム (7.9万円)､老人保健施設 (8万

円)である｡

<施設 ･病院>において､介護保険の自己負担とその他の費用を併せた ｢総額｣

の平均が最も高額であった上位3施設は､有料老人ホーム (13万円)､療養型病床

群 (12.8万円)､一般病院 (ll.7万円)である｡介護力強化病院は9.9万円で､一般病

院よりも低額であった｡療養型病床群が､予想以上に高額であったことは､介護者

の負担感の高さからも伺える｡特別養護老人ホーム､老人保健施設は､ほとんど変

わらず､｢総額｣の平均が8万円前後である｡最も低額であったのが､老人性痴呆

疾患療養病棟の7.6万円であった｡

要点25:介護保険内における自己負担は､制度のしくみを反映し､<在宅>では認定ラン

クの高さに順じて上がり､<施設 ･病院>では､ほぼどの認定ランクも5万円前後

の負担である｡

-<在宅>とく施設 ･病院>を比較すると､介護保険内における自己負担は､<在

宅>では認定ランクの高さに､費用負担が概ね呼応しているが､<施設 ･病院>で

は､要介護 1以上は､認定ランクにかかわらず､5万円前後の負担となっていた｡

｢総額｣において､倍率が最も大きくなるのは､要介護 2であり､<施設 ･病院>

は､<在宅>の平均で3.2倍､中央値で4.2倍にものぼった｡一方､倍率が最も小さ

くなるのは､要介護4と要介護5であり､要介護4は､平均で1.3倍､中央値で1.5

倍､要介護5は､平均で1.3倍､中央値で1.6倍であった｡介護保険が在宅重視とい

われながらも施設入所希望者が増加する理由が伺える｡

要点26:<在宅>での介護費用の負担増は2.5倍と著しく､｢負担が増えた｣と感じている

介護者は6割にのぼる｡

介護保険導入による介護費用の変化では､<在宅>では6割弱､<施設 ･病院>

は4割弱と<在宅>での ｢負担が増えた｣と感じている介護者が多い｡介護関係費

用総額の平均値において､今回の調査と先の連合調査 (1994)を比較してみても､

<施設 ･病院>は､1.5倍であるのに対し､<在宅>では2.5倍と著しく倍率が高 く

なっている｡このような負担感の大きさが､<在宅>におけるサービス利用控えの

原因になっている一つと考えられる｡

要点27:費用の負担者は複数回答で､｢本人｣が声割､｢子供｣が5割である.

介護に関する費用の負担者に関する複数回答では､｢本人｣が回答者の8割を占

め中心となっているが､本人の負担だけでは不十分な場合も多く､｢子供｣の負担
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が､回答者の半数を占めている｡

要点28:痴呆症状とのかかわりで介護者の対応に､著しい差が認められたのは､<訪問調

査員による要介護者の状態の理解度 (図表3-2-3)>､<ケアプランへの満足度 【図

表3-3-1】>である｡

痴呆症状をもっ要介護を抱える介護者ほど､訪問調査員による要介護者の理解が

｢ない｣と感じ､ケアプランの結果も-｢不満足｣としている_場合が多いことが明か

となった｡
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第 4章 介護サービスと家族介護者

介護保険制度が始まり､家族介護者にとって介護サービスの利用状況､利用方法などはどの

ように変わったのだろうか｡また介護サービスに対する家族介護者の満足度は高まっているの

だろうか｡介護保険による介護サービスは要介護高齢者の自立生活を支援するものであるが､

同時に介護負担を担っている家族介護者も救われなければならない｡

在宅福祉の充実は､介護保険制度導入の大きな目的のひとっである｡本章では､在宅福祉サー

ビスの柱の一つとされるホームヘルプサービス (訪問介護)の現状も分析する｡ホームヘルプ

サービスの利用状況はどのようになっているのか､家族介護者はホームヘルプサービスに何を

期待 しているのか｡また在宅介護の現場では ｢介護｣と ｢看護｣の境界線の問題が顕在化 して

いるが､現実はどのようになっているのか｡

以上のような視点から､本章では介護サービスの状況をみていくこととする｡

1. 現在利用しているサービスについて

(1)介護保険施行前からの利用か､施行後の利用か (017A)

介護サービスの利用状況については､サービスごとに ｢介護保険以前から継続的に利用 して

いた｣｢介護保険施行後に利用しはじめた｣｢介護保険施行前は利用していたが､施行時で中止

した｣｢利用したことがない｣とたずねている｡利用者の中では新たにサービス利用を開始 し

た人よりも､｢介護保険以前から継続的に利用していた｣という人が多い｡サービスの中では

デイサービス (38.3%)が ｢介護保険以前から継続的に利用していた｣とする回答者がもっと

も高い比率であった 【図表3-4-1】0

一方で､｢介護保険後に利用しはじめた｣とする回答が最も高かったのが､福祉用具のレン

タル (18.8%)で､次いでデイサービス (18.1%)となっている｡｢介護保険施行時で中止 した｣

という回答は､デイサービス (3.6%)､ショートステイ (2.1%)､訪問入浴(2.1%)以外のサー

ビスでは1%前後と極めて少ない数値であった｡

福祉用具のレンタルについては､介護保険施行以前には市町村の単独事業で行われているケー

スもみられたが､利用者補助には所得制限が設けられていたことが多 く､また全 く事業が行わ

れていない自治体もあった｡福祉用具のレンタルは介護保険の施行により利用しやすくなり､

その結果､新たな利用者が増えているサービスの一つといえる｡

今回の調査の対象者において､最も多く利用されているサービス (｢以前か ら利用｣+｢施

行後に利用｣)は､順に ｢デイサービス｣(56.4%)､｢福祉用具 レンタル｣(40.0%)､｢ショー ト

ステイ｣(35.0%)となっており､さらに ｢訪問介護 (身体介護型)｣(30.7%)､｢医師などの訪

問指導｣(29.1%)と続いている｡デイサービスは人気が高い｡

また利用したことのないサービスでは ｢グループホーム｣(60.2%)が トップであった｡
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施設の中では､老人保健施設(27.1%)と特別養護老人ホーム(12.5%)では介護保険が施行 さ

れる以前から入居 している人が多 く､介護療養型医療施設では施行後に入居 した人がやや多 く

なっている(12.5%)【図表3-4-2】0
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(2)介護サービス事業者を選んだきっかけ(017B)

介護保険制度が始まり､利用者はサービスの種類だけでなく､その提供事業者 も選べるよう

になった｡しかし制度が始まって1年という調査時点では､介護サービスの提供事業者を選ん

だきっかけについての設問では､ほとんどのサービスにおいて ｢今まで利用 していた事業者を

続けて利用 している｣という回答が最 も多い結果となった 【図表3-4-3】｡ただし ｢住宅改修｣

を利用する家族介護者では ｢複数の中から自分で選んだ｣(23.1%)とする回答者が最も多くなっ

ており､また ｢訪問介護 (家事援助)｣の利用者では ｢ケアマネジャーのすすめる通 りに選ん

だ｣(34.5%)という回答者が最も多 くなっている｡

施設サービスでも ｢今まで利用していた事業者を続けて利用している｣という回答が4割を

超えているが､在宅サービスに比べ､｢ケアマネジャーのすすめる通 りに選んだ｣ という回答

は少ない｡｢複数のなかから自分の判断で選んだ｣という回答が､老人保健施設(29.5%)で多 く

なっている｡
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(3)サービス提供事業者との契約書 (Q17C)

利用 しているサービスの提供事業者と契約書を交わしたかどうかをたずねる設問では､契約

書が取り交わされているサービスは ｢デイサービス｣(27.6%)､｢訪問介護 (身体介護)｣(18.6

%)､｢老人保健施設｣(17.7%)と続いている 【図表3-4-4】｡それぞれのサービスの利用状況か

らみると､サービスごとに契約書を取り交 した率は異なるが､利用者の15%から60%となって

いる｡しか､し無回答が52.6%と極めて多く､利用者側の契約書に対する関心が低いのか､本当

に契約書が取 り交わされていないのかは判断できず､さらに設問の意味が回答者に十分に伝わっ

ていたかどうかに疑問が残る｡介護保険制度では､サービス提供事業者は利用者に対 して契約
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書を示 し､利用者は契約内容を確認 し､署名することになっている｡
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(4)介護サービスに対する家族の満足度 (Q17D)

介護サービスに対する家族介護者の満足度は､｢大変満足｣｢かなり満足｣｢やや不満｣｢大変

不満｣の4段階でたずねている｡｢大変満足｣という回答が最も多いサービスは､｢訪問看護｣

(29.2%)､｢訪問入浴介護｣(28.9%)､そしてサンプル数は少ないが ｢グループホーム｣(25.0%)

と続いている 【図表3-4-5】0

｢大変満足｣と ｢かなり満足｣をあわせた数字を ｢満足度｣としてみると､在宅サービスの

満足度が高い服に ｢訪問入浴介護｣(74.8%)､｢訪問看護｣(70.0%)､｢デイサービス｣(66.7%)､

｢訪問介護 (身体介護型)｣(65.1%)､｢訪問介護 (複合型)｣(62.7%)､｢福祉用具のレンタル｣
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(56.5%)､ショー トステイ(56.5%)､｢訪問 リハビリ｣(55.5%)､｢デイケア｣(54.4%)､｢訪問介

護(家事援助)｣(51.7%)､｢医師などによる訪問指導｣(51.6%)､｢福祉用具の購入費補助｣(42.

3.7%)､｢住宅改修｣(40.5%)､｢グループホーム｣(37.5%)となっている｡

在宅サービスの特徴をみると､｢訪問入浴介護｣の満足度が最 も高 く､｢グループホーム｣の

満足度が低い｡グループホームは新 しいサービスであり､夜勤体制に対する財政的な裏付けが

ないこと､行政によるグループホームの質のチェックも不十分なこと､グループホームによっ

てケアの質や水準に差があること､在宅サービスという位置付けのため他施設よりも自己負担

が高いこと､などが影響 しているのではないだろうか｡またサービス量が全国的にも少なく､

利用者 も少ないため､今回の調査でもサンプル数が限られている｡

また ｢訪問介護｣だけでみると､家族介護者の満足度は､高い順に ｢身体介護型｣(65.1%)

｢複合型｣(62.7%)｢家事援助型｣(51.7%)となっている｡家事援助サービスは､利用者個人や

家族の生活スタイルや生活上の噂好に合わせることが求められるために､身体介護サービスよ

り不満が出やすい｡さらに､家事援助サービスのヘルパーは､身体介護型サービスのヘルパー

にくらべて､十分な教育や経験を積んでいないホームヘルパーが多いことも原因のひとっかも

しれない｡

施設サービスについての家族介護者の満足度をみると､｢特別養護老人ホーム｣(66.7%)は

高 く､一方で ｢老人保健施設｣(44.8%)､｢介護療養型医療施設｣(41.3%)と低い｡ 3施設にみ

られる満足度の違いは､居嘩環境の差 も一つの要因ではないだろうか｡さらに ｢老人保健施設｣

に比べ､｢特別養護老人ホーム｣への満足度が高いのは最後まで入所できるという安心感か ら

くるものではないだろうか｡
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図表3-4-5:介護サービスに対する家族の満足度
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(5)今後もっと利用したいサービス (Q17E)

今後もっと利用 したいサービスの総計では､希望の高い服に ｢ショー トステイ｣(21.9%)､

｢デイサービス｣(14.4%)､｢特別養護老人ホームの入所｣(10.5%)となっている 【図表3-4-6】｡

在宅者の家族と施設入居者の家族の違いをみると､在宅者の家族がもっと利用 したいと思 う

サービスの トップは､｢ショー トステイ｣(27.7%)である｡次に ｢デイサービス｣(18.0%)､訪

問入浴(ll.9%)と続 く｡また ｢特別養護老人ホーム｣(8.3%)､｢介護療養型医療施設｣(8.5%)､

｢老人保健施設｣(7.3%)という施設サービスの利用意向も､他の在宅サービス並みの高さとなっ

ている点が注目される｡

特別養護老人ホーム､老人保健施設､介護療養型医療施設という介護保険対象の3施設の入

居者の家族が､最も望んでいるサービスは ｢特別養護老人ホーム｣(19.0%)である｡
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要点29:事業者選択には､今後､ケアマネジャーの影響が大きくなるだろう｡

サービス利用者の中では新たにサービスを利用 した人よりも､制度以前から継続

して利用 している人が多い｡そのためにサービス事業者を選んだきっかけも､今ま

で利用していた事業者を選んでいる人が多い｡これは本調査の時期が2001年 3月と

いうことも影響 している｡しかし訪問介護では､ケアマネジャーに勧められて事業

者を選んだという回答者が多く､今後はケアマネジャーの影響が大きくなっていく

ものと予測される｡また自分で事業者を選ぶ人 ･家族も増えていくだろう｡

このような傾向に対 し､要介護者や家族が事業者を選ぶたりに十分な情報が必要

である｡事業者 リス トを作成する自治体もみられるようになったが､利用者の立場

にたった情報提供が求められる｡

要点30:訪問介護の中では ｢身体介護型｣の満足度が高く､施設の中では ｢特別養護老人

ホーム｣の満足度が高い｡

介護サービスについての家族の満足度は全般的に高い｡訪問介護で ｢身体介護型｣

への満足度が最も高 く､｢家事援助型｣が低 くなっている｡家事援助サービスは､

利用者や家族の生活スタイルや生活上の噂好に合わせることが求められるため､本

人や家族からの不満がでやすいと思われる｡また ｢身体介護型｣に比べて､十分な

経験を積んでいない中一ムヘルパーが担当していることが多いことも要因と考えら

れる｡

施設に対する家族の満足度の高さは ｢特別養護老人ホーム｣｢老人保健施設｣｢介

護療養型医療施設｣の服になっている｡この差は居住環境の違いも一因であり､ま

た ｢特別養護老人ホーム｣の満足度が高いのは最後まで入所できるという安心感 も

要因となっているのではないか｡

要点31:今後もっと利用したいサービスは､在宅者の家族の中では ｢ショー トステイ｣､ノ

施設入居者の家族の中では ｢特別養護老人ホーム｣である｡

在宅者の家族が利用 したいサービスは丁ショー トステイ｣｢デイサービス｣｢訪問

入浴｣の順となっている｡｢ショートステイ｣については､介護保険制度が始まる

直前に利用制限枠が設定されたこともあり､以前に比べて利用 しにくくなったとい

う声が多い｡今後､制限枠がはずされることになるので､｢ショー トステイ｣は使

いやすくなるのだろうか｡また在宅者の家族にも施設利用への希望は少なくない｡

介護保険対象 3施設の入居者の家族の中では､｢特別養護老人ホーム｣の希望が

高い｡｢老人保健施設｣や ｢介護療養型医療施設｣の入居者の家族 も ｢特別養護老

人ホーム｣を望んでいるということは,'要点30で述べた理由と同じで､最後まで居

られる安心感であろう｡家族介護者は､要介護者との問に一定の距離を置くことを

望んでいるようにみえる｡
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2.ホームヘルプサービス (訪問介護)について

(1)ホームヘルパーと家族の期待 (Q18A)

① ｢話 し相手｣

ホームヘルパーが各家庭においてどのような種類のサービスを提供 しているかをたずね

たところ､現在ホームヘルパー (身体介護型､複合型､家事援助型を含む)か ら受 けてい

るサービスの中で最 も多いのは､｢身体の清拭 ･洗髪｣(35.2%)､｢話 し相手｣(35.2%■)､

｢入浴介助｣(31.3%)となっている 【図表3-4-7】0

｢話 し相手｣は､ホームヘルパー本来の仕事ではないという意見もあるが高い数字になっ

ている｡これは利用者が話 し相手を求めている現実であろう｡スウェーデンでは年金生活

者団体PROが要介護高齢者を訪問し､話 し相手になるという ｢友愛訪問活動｣を行 って

いる｡またアメリカ ･カリフォルニア州では､｢シニアコンパニオン｣というしくみをっ

くり､同様な活動を行っている｡日本でも社会福祉協議会や地域ボランティアの中で､要

介護者の社会的孤立を防ぐような取り組みを広めていく必要があるのではないか｡また

｢話 し相手｣は誰でもいいというものではなく､研修なども必要 となり､自治体行政によ

る支援 も求められる｡

②医療行為

また本設問では､一歩踏み込んで､ホームヘルパーの医療行為についてもたずねている｡

｢床ずれの手当｣を受けている人が14.2%､｢服薬介助など疾病への対応｣を受けている人

は12.5%､｢疾の吸引｣を受けている人が2.3%という結果であった｡ 【図表3-4-7】これは､

ホームヘルパーが必要に迫 られ､現実には医療行為を行っていることを示 している｡

｢疾の吸引｣は法律上､ホームヘルパーにはできないことになっているが､家族 は実際に

やっている｡これは事故があったときの責任の問題からでもある｡医師法第 4章17条 ｢医

師でなければ､医業をなしてはならない｣､保健婦助産婦看護婦法第 4章31条 ｢看護婦で

なければ5条に規定する業をなしてはならない｣というように､つまりホームヘルパーの

医療行為は法律で禁止されている｡

しかし法律をよそに､現実にはホームヘルパーが医療行為を行なうケースが増えている｡

民間の研究所による調査でも､｢涜腸｣｢経管栄養｣｢人口旺門の処置｣で約1割､｢疾の吸

引｣｢摘便｣で約 2割､｢じょくそうの処置｣｢血圧測定｣で約 4割､｢服薬管理｣や ｢目薬

をさす｣などの行為で約 7割のホームヘルパーがこれらの医療行為を経験をしたという報

告がある｡さらに数は少ないが､｢インシュリン投与｣や ｢導尿｣ も経験 したホームヘル

パーもいる｡

ホームヘルパーが医療行為を行なってもよいかという問いには意見が分かれる｡一つは､

ホームヘルパーにある程度の研修を行った上で､家族が行っている程度の医療行為を任せ

ていくべきである､という現実的な考え方がある｡また一方には､ホームヘルパーに医療
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行為をまかせるのは事故が起きた場合の責任問題もあり､看護婦とホームヘルパーの連携

で行うべきという考え方もある｡いずれにしても､適切な方策が待たれるところである｡

③ ｢草むしり｣｢ペットの世話｣等

ホームヘルパーのやるべき仕事かどうか議論のあるサービス､たとえば ｢ペットの世話｣

(1.1%)､｢庭の草取りや水やり｣(1.1%)､｢同居する家族のものと思われる家事援助｣(2.3

%)などは､ほとんど行われていないことがうかがえる 【図表3-4-7】｡ これは介護保険

開始直後に､厚生省 (当時)から ｢ホームヘルパーの仕事としてふさわしくないサービス｣

についての代表例が示されたことも影響 しているものと思われる｡

④家族がホームヘルパーに期待するサービス

今後できればホームヘルパーにしてはしいことは､一番希望が多いのが ｢通院 ･適所の

介助｣(12.4%)､続いて ｢入浴介助｣(10.4%)､｢身体の清拭 ･洗髪｣(9.0%)､｢話 し相手｣

(8.0%)となっている 【図表3-4-7】｡さらに ｢庭の草取りや水やり｣(3.9%)や ｢同居家族

のものと思われる家事援助｣(3.4%)という希望もあった｡また ｢介護方法の相談 ･助言｣

(6.3%)､｢福祉機器などの相談 ･助言｣(5.6%)､｢介護保険制度や保険料の相談 ･助言｣

(5.2%)といった要望もあり､ホームヘルパーの仕事 とケアマネジャーの仕事の区別がっ

きにくい側面 もうかがえる｡

この結果でも､｢話 し相手｣をホームヘルパーに求めているという特徴がみられる｡

⑤今回､同時に実施 した ｢ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査｣との比較

｢ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査｣では､ホームへルノ~ヾ一に対 し､

｢過去 1ケ月にあなたが行った訪問サービスでは､.どのようなサービスを実際に行 ってい

ますか｣(Q20)という設問を､身体介護型 ･複合型 ･家事援助型別にたずねている｡サー

ビスの内容については､本調査とほぼ同じ項目を用いた｡注目される部分だけを抜き出す

と､表 1のような結果であり､サービスの実態は本調査とほぼ同じ傾向となっている｡

表 1 ホームヘルパーが過去 1ケ月に行ったサービス (%)

疫の吸引 床ずれの手当て.麿の草取りや水やり ペットの世話 話し相手

身体介護型 2.5 17.1 _1...4 0.7 62.6

準合型 a.4 5.2 7.5 3.9 56.4

※詳細の結果は ｢第 1部ホームヘルプサービス職に関するアンケー ト調査第 3章｣を参照｡
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図表3-4-7:ホームヘルパーから受けているサービス･今後期待するサービス (複数回答)
(∩-176)

福祉･医療の相談

介護保険制度の相談･助言

福祉機器などの相談･助言

住宅改修の相談･助言

介護方法の相談.助言

生活の相談.助言

話相手

関係機関との連絡

同居家族のものと思われる家事援助

本人の行う家事の手伝い

ペットの世話

庭の草むしりや水やり

生活必需品の買物

薬の受け取り

･ゴミだし

掃除･整理整頓

衣類の入れ替え

衣類の洗濯

調理

床ずれの手当

疫の吸引

就寝介助

服薬介助

通院･通所介助

整容介助

身体の清拭･洗髪

入浴介助

衣服の着脱

食事介助

おむつ交換

排池

移動

体位交換

洗面

起床
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⑥ ｢要介護度｣と家族がホームヘルパーに望むサービスの関係

｢家族が今後できればホームヘルパーにしてほしいこと｣は要介護者の要介護度によっ

て特徴がある｡国表3-4-8では､図表3-4-7で示 したサービス内容を ｢身体介護｣｢医療行為｣

｢家事援助｣｢相談助言｣の､4グループに分類して､要介護度別に特徴を示 している 【図表

3-4-8】0

｢要支援｣の家族の期待は､全般的に期待が高い｡今後の要介護度が高 くなることをイ

メージしているせいだろうか｡一方で､｢要介護 5｣の家族は､疾の吸引や じょくそうの

手当等の ｢医療行為｣への要望が高 くなっている｡｢要介護度｣が高い高齢者を自宅で介

護する場合､医療行為が必要となる｡最後まで自宅で住むことができる環境をっくるため

には､在宅における医療 ･看護の充実が不可欠である｡

(2)ホームヘルパーへの不満 (Q19)

ホームヘルプサービス (訪問介護)への不満の理由の トップは､｢担当者がかわる｣(50.0%)

｢担当者の技術 ･知識水準が低い｣(42.9%)､次に､｢担当者によってサービスの質が違いすぎ

る｣(28.6%)となっている 【図表3-4-9】｡質の高いホームヘルプサービスのために､は､ホーム

ヘルパーの人材育成や教育が重要である｡ホームヘルパーが働きながらも研修を受けられるよ
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図表3-4-9:ホームヘルパーに対する不満の理由(n=21) (複数回答)

担当者がかわる

担当者の技術･知識水準が低い

担当者でサービスの質が違いすぎる

時間が守られない

その他

担当者の態度が悪い

サービスが事務的すぎる

サービスの質が悪い

体調や意向を確認してくれない

プライバシーへの配慮が欠ける

コミュニケーションがない

虐待を受けた

NA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

うなシステムにすることも大事である｡また良い人材が集まるように労働条件の向上 も大 きな

課題であろう｡

要点32:ホームヘルパーの仕事に ｢話 し相手｣が多い｡

ホームヘルパーから受けているサービスで一番多いのが､｢話 し相手｣である｡

また家族が望んでいるサービスでもある｡(本調査と同時に行 った ｢ホームヘルプ

サービス職に関する調査｣でも､ホームヘルパーが行 ったサー ビスの中で､｢身体

介護中心型｣40.1%､｢複合型｣56.4%､｢家事援助中心型｣62.6%と高い実施状況で

あった｡)これは利用者が ｢話 し相手｣を求めていることも一因であろう｡在宅介

護では､要介護者にとってホームヘルパーが唯一の社会との接点であることが多い｡

諸外国では高齢者団体が友愛訪問を実施するなどの地域福祉に力を入れる取 り組み

もみられる｡ホームヘルパーに ｢話 し相手｣を求めるのではなく､別の方法で要介

護者の社会的孤立を防 ぐ取 り組みが求められるのではないか｡

要点33:ホームヘルパーは在宅で医療行為を行っている｡

ホームヘルパーは ｢床ずれの手当｣｢服薬介助などの疾病への対応｣｢疾の吸引｣

という法律で認められていない医療行為を行 っている｡(本調査 と同時に行 った

｢ホームヘルプサービス職に関する調査｣でもほぼ同 じ結果であった｡)また､要介

護度の高い要介護者を抱える家族は､ホームヘルパーに対 し､家族ができる程度の
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｢医療行為｣を要望している｡高齢者が最後まで住みなれた自宅で生活できるよう

にするには､ホームヘルパーの ｢医療行為｣の可否の議論は避けて通れない｡ しか

し家族ができる程度の医療行為をホームヘルパーが行ってもよいかという点につい

ては､意見が分かれている｡

スウェーデンの場合､自治体ごとに定める厳格なルールのもとで､｢介護職への

医療行為の委任｣が行われている｡①明確に内容を決め､文書化する､②利用者 ご

とに対応する､③委任される側に能力があるかを見極める､④期間をきめる､⑤契

約書をとりかわす､⑥他人に引き継 ぐことはできない､などである｡

日本でも現実を踏まえた上で､早急なルールづくりが求められる｡

要点34:訪問介護に対する家族の不満は､担当者かかわること｡

訪問介護に対する家族の不満は､｢担当者がかわる｣｢担当者の技術 ･知識水準が

低い｣｢担当者によってサービスの質が違いすぎる｣ということである｡質の高い

訪問介護サービスのために､ホームヘルパーの人材育成や教育が重要である｡また

良い人材が集まるように労働条件の向上も課題となる｡

一方で､ホームへ･ルパーに対する家族の理解を深めていく必要がある｡訪問介護

は要介護者の自立生活を支援するサービスである｡しかし特に介護保険導入以降､

ホームヘルパーに対 して家族の要望はますます増えてきた｡要介護者に必要なこと

と家族の要望が必ずしも一致するとは限らない｡そのギャップが家族介護者の不満

につながっていく｡家族介護者の不満解消には､上手な訪問介護の利用法を知 らせ

るなどの理解を広めたり､深める活動も同時に必要である｡
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3.施設への入所について

(1)在宅者の家族は施設入所をどう考えるか (Q20)

在宅者の家族の中では､施設への入所について ｢介護が大変になったら申請する｣という回

答者が47.6%となっている 【図表3-4-10】｡また ｢在宅介護を続けたいので考えていない｣ と

いう回答者は31.1%であった｡

施設入居者の家族では､｢入所を続ける｣(60.9%)と考えている人が圧倒的に多い｡

連合調査 (1994年)では､在宅介護者に対 して特別養護老人ホームへの入所に対する考え方を

尋ねている｡｢在宅介護を続けたいので考えていない｣(53.6%)｢介護が大変になったら申請す

る｣(33.7%)という結果であった｡

(2)施設入所者は契約内容の説明を受けているか(021)

施設入所者や家族に対 して､介護などについての契約内容が説明されたかどうかについてた

ずねる設問では､｢書面で説明された｣(71.3%)､｢口頭で説明された｣(16.2%)､｢説明されな

かった｣(6.6%)､｢わからない｣(4.4%)という結果であった｡書面であるいは口頭で説明され
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た人の合計は87.5%で､ほとんどの家族や施設入所者は契約内容の説明を受けていることがわ

かっ̀た 【図表3-4-11】0

｢説明されなかった｣(6.6%)と回答した人の内訳を見ると､｢療養型病床群｣(14.3%)が最

も高く､次に ｢老人保健施設｣(9.8%)､｢特別養護老人ホーム｣は3.8%と少なくなっている｡

医療系施設よりも福祉系施設の方が､説明がしっかり行われているようである 【図表3-4-12】0

図表3-4-ll: 施設入所時の契約内容の説明 (nt=136)

E3書面で説明された 中白頭で説明された □説明されなかった 口わからないJNA lL■.L+.ヽ}.aT T""rAV/":W"棚1

0 蔓繋■ 6.6 4.4 I～1100%

図表3-4-12: .説明されなかった施設の内訳

療養型病床群(n=14)老人保健施設(n=51)特別養護老人ホーム(∩±26) .3恒 説明されなかった Z ー

::::i:::::: .::::::::::::S::::;..,,....+..,:.:.;

.8
藩 憲 一

(3)申請 してからの期間 (Q22)

申請 してからの期間は ｢3ケ月未満｣が39.5%で一番多く､平均値は6.2ケ月､ヰ央値は3.8ケ

月となっている 【図表3-4-13】0

平均値と中央値に開きがあるのは､回答の差が大~きいを意味しており､申請から1年以上が

過ぎている人も13.1%あり､そのうちで2年以上過ぎている人も2.6%あった｡
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図表3-4-13 入所申請からの期間 (∩-38)

*入所申請中の家族のみを対象

3ケ月未満3-5ケ月0.5-1年未満1-1.5年未満1.5年以上2年以上NA 9.5 %

4

l董

…………2.6…………2.6

自治体規模別にみると､入所申請から ｢2年以上｣の期間が過ぎている人は ｢東京都特別区 ･

100万人以上の市｣に多い(16.7%)｡大都市は､小規模な自治体に比べて申請期間が長くなって

いる｡しかしこれはサンプル数がきわめて少ない中での結果である 【図表3-4-14】0

(4)施設入所を希望する主な理由 (Q23)

施設を希望する主な理由のトップは ｢介護者が疲れ果てた｣(51.2%)で､｢仕事で介護者がい

ない｣(37.5%)が続く｡この両者を合わせると回答者の9割を占める｡一方､｢本人が希望した｣

(9.8%)という回答は極めて少ない 【図表3-4-15】0

在宅者と施設入居者の家族の違いをみると､在宅者の家族で最も多かった回答は､｢介護者

が疲れ果てた｣(59.9%)で､施設入居者の家族で最も多かった回答は ｢仕事で介護者がいない｣

(47.3%)であった｡

この結果から言えることは､施設入所は本人の意向や希望よりも､家族の体調や都合で決ま

りがちということである｡介護保険が施行されてから､施設入所の希望はますます高まってい

る｡今後､施設指向から在宅指向へ転換させていくために､介護している家族の負担を軽減す

る施策の一層の充実が必要である｡

- 262 -



図表3-4-14:自治体の規模と入所申請の期間

2年以上
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要点35:施設入所は要介護者本人の意向より､家族介護者の体調や都合で決まっている｡

施設を希望する理由には ｢介護者が疲れ果てた｣｢仕事で介護者がいない｣とい

う回答がほとんどを占め､｢本人が希望した｣という回答は少ない｡ このことから

もわかるように､施設入所は本人の意向や希望よりも､家族の体調や都合で決まっ

ている｡

介護保険制度が始まってから､施設待機者は増えている｡施設指向から在宅指向

に転換していくためには､家族介護者の負担を軽減する施策の一層の充実が必要で

ある｡

要点36:施設入居者の家族の約9割は契約内容の説明を受けている｡

施設入居者の家族の9割が､書面あるいは口頭で契約内容の説明を受けている｡

ただし､説明を受けていない施設の内訳をみると､医療系施設 (介護療養型医療施

設 ･老人保健施設)より､福祉系施設 (特別養護老人ホーム)の方が説明をしっか

りと行っている｡

要点37:大都市では入所申請までの期間が長い｡
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第 5章 在宅における家族介護者の状況

本章では､在宅の家族介護者に対象を絞って､その置かれている状況や家族の感情を分析す

る｡なお本章の設問は､1994年に連合が実施 した 『｢要介護者を抱える家族｣についての実態

調査』(以下､連合調査 (94年)で用いられた設問を使っている｡調査における回答者の抽出

方法や数などが異なるために､単純に比較することは難しいが､各項目に1994年調査の結果 も

引用 しておくこととする｡7年間でどのような変化がおきているのかをおおまかにつかむこと

ができるであろう｡

連合調査 (94年)の中で ｢要介護者に対し憎 しみを感じることがありま_すか｣(Q30)とい

う設問は､在宅における家族介護者の心情に一歩踏み込んだ問いかけという点で注目を集めた｡

また ｢主たる介護者の3人に1人が要介意者に憎 しみを感じている｣というショッキングな結

果は､在宅における家族介護の負担の大きさを切実に浮き彫りにした結果として､介護保険制

度の成立に大きな拍車をかけた｡家族介護者の ｢憎 しみ｣の感情については､第7章で詳細な

分析を加えることとする｡

1.主たる介護者のおかれている環境

(1)主たる介護者になった理由 (Q24)

｢あなたが主たる介護者になった理由は何ですか｣という設問に対 し､ トップは ｢嫁 ･妻 ･

娘として引き受けざるを得なかった｣(41.5%)であった｡2位の ｢夫 ･息子として引き受けざ

るをえなかった｣(22.4%)､3位は ｢他に適任者が見っからなかった｣(13.8%)を大きく引き

離 している｡以下､｢自分で希望した｣(13.4%)､｢要介護者の希望｣(12.0%)と続 く 【図表3-

5-1】｡

この設問は男性のみ､あるいは女性のみが対象となる設問が含まれている｡たとえば､｢嫁 ･

妻 ･娘として引き受けざるを得なかった｣という設問は女性回答者を想定 し､｢夫 ･息子 とし

て引き受けざるを得なかった｣という設問は男性回答者を想定している｡そのため性別でみて

みると､女性回答者の中では ｢嫁 ･妻 ･娘として引き受けざるを得なかった｣という回答が63.

6%にまでのぼる｡一方､男性回答者の中では ｢夫 ･息子として引き受けざるを得なかった｣

という回答は52.1%となっている｡男性が介護にかかわることが増えてきたようではあるが､

家族介護においては依然として､性別役割分業的な側面がみられる｡

連合調査 (94年)では､順位は今回の調査とほとんど変わらないが､丁夫 ･息子 として引き

受けざるを得なかった｣という回答は17.7%であった｡
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(2)在宅介護の期間 (Q25)

主たる介護者として､要介護者を看るようになってからの期間は､｢5年か ら10年未満｣

(20.9%)､｢10年以上｣(13.0%)の順になっている｡(ただしこの設問では年数のきざみ方が異

なっており､正確にどの年数が一番多いのかを兄いだすことができない｡)本調査での中央値

は3.3年､平均値は4.8年となっている 【図表3-5-2】0

連合調査 (94年)では､回答者数の多い服に ｢5- 9年｣(25.5%)､｢3- 4年｣(21.9%)､

｢1年｣(19.3%)､｢2年｣(15.2%)､｢10- 14年｣(9.5%)､｢15年以上｣(6.1%)､｢1年未満｣

(3.0%)であり､中央値は3.6年､平均値は5.8年であった｡
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(3)要介護者と家族の住まい方 (Q26)

要介護者と介護者の住まいの関係を見ると､｢要介護になる前から同居｣(73.4%)が最 も多

い｡｢要介護になってから同居｣(10.6%)､｢要介護者のもとに通 っている｣(8.3%)､｢要介護

者が定期的にまわってくる｣(0.6%)の順である 【図表3-5-3】｡在宅の要介護者の8割強が､

介護者と同居 している｡つまり､要介護者の1人 ぐらしは2割弱で､少ない｡

連合調査 (94年)では､｢要介護になる前から同居｣(77.2%)､｢要介護になってか ら同居｣

図表3-5-2: 介護期間 (n=492)

0.5年未満

0.5-1年未満

1-1.5年未満

1.5-2年未満

2-2.5年未満

2.5-3年未満

3-3.5年未満

3.5-4年未満

4-5年未満

5-10年未満

10年以上

NA

0% 5% 10% 15% 20% 25%

図表3-5-3:住まい方 (n=492).

要介護になる前から同居要介護になってから同居要介護者のもとに通つ七いる.要介護者が定期的に回ってくるその他NA0 一 書

iii_ii?妻i5a:蔓i}iIチ書3S書手>ii!～ii>ii妻i>>∫i享__i

:no.6
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(ll.3%)､｢要介護者のもとに通っている｣(7.3%)､｢要介護者が定期的に回ってくる｣(0.2%)

であった｡

(4)在宅における介護者の健康状態 (Q27)

在宅における介護者の健康状態については､一番多いのが ｢健康である｣と回答 した人は

45.7%だが､｢あまり健康ではないが､医者にかかるほどではない｣が33.9%､｢病気がちで通

院している｣が14.2%となっている 【図表3-5-4】｡介護者の7人に1人は通院していることに

なり､介護者の約半数が健康に不安を抱えていることがわかる｡

年齢別にみると､さらに特徴が表れている｡在宅者の家族介護者のうち65歳以上では34.1%､

つまり3人に1人が ｢病気がちで通院している｣と答えている｡｢あまり健康ではない｣ という

回答者を合わせれば､7割以上の人が健康に不安を持っている｡一方 ｢健康である｣ と回答 しI

た人は25%に留まっている｡この数字は ｢老老介護｣の過酷さを示すものといえる｡

連合調査 (94年)では､｢健康である｣(52.9%)､｢あまり健康ではないが､医者にかかるほ

どではない｣(44.8%)､｢病気がちで入院している｣(14.6%)であった｡

図奉3⊥5-4:.在軍における家族介--.WI-I--JI.-I---I----/--,IJTTJ---Ii-,｣-I--,-㍗---洲 ,伽,護考の健康状塵'mw"N"I"/mnWW'W 'MMI""nW'"""W'n〝′ふ仰 ""脚′m"JmW叫｢I

総計 (n=492)65歳以上 (n=88)50-64歳以下 (n=213)49歳以下 (n=18B)0 _l45.7 妻≦

l33.9

_.142.7_ ･白健康であるt]あまり健康ではない8病気がちで通院していろ田-NA 妻妻Iき～ii壬i享iiS書き董i茅葺き?>く妻

125

事……6.1
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･i:;二;:::≡:i:::;::.;::A::∴:-.:.:..L:A:こ.:.:::-:1--1.I:L:-:::::-:.二L:A:,:∴::A.:-.:∴::L::二.:,:｡.-.:.::::,:.:-.:二二;∴r∴.:lLi::;二::::.L≡::JT:;

:::=S:=:;::::::::.,'.;:4.5 59.6

.l35.7

14.1･:..-..........一.... ………妻7.5

i

l30.3

4.8妻………5.3

(5) 介護協力者の有無と最も頼りになる協力者 (Q28･Q29)

｢あなたの介護を手伝ってくれる介護協力者はいますか｣という設問に対 して､｢いる｣ と

答えた人が73.6%で､｢いない｣と答えた人は20.3%であった 【図表3-5-5】0

連合調査 (94年)では ｢いる｣(80.4%)､｢いない｣(17.0%)であった｡

介護協力者がいると回答した人に対 し､｢最も頼りになる介護協力者｣をたずねたところ､

｢要介護者の子ども｣(33.3%)､｢要介護者の配偶者｣(18.3%)､｢要介護者の子どもの配偶者｣

(9.1%)の順になっている 【図表3-5-6】0
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年齢別にみると､｢65歳以上｣では ｢要介護者の子ども｣(42.0%)､｢50- 65歳未満｣でも

｢要介護者の子ども｣(37.1%)､｢49歳以下｣では ｢要介護者の配偶者｣(27.1%)となっている

【図表3-5-6】0

｢65歳以上｣の回答者に､｢ホームヘルパー｣を介護協力者と位置付けている人が他の年齢

層に比べて若干多くなっている点に注目したい｡血縁者や家族でなく､他人が介護協力者になっ

図表3-5-5:.介護協力者の有無 (∩=492)

即 ､る d.いない □NAI
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ていくケースは今後ますます増えていくだろう｡特に高齢の家族介護者にとっては､ホームヘ

ルパーやケアマネジャーが心強い介護協力者であってほしいものである.

連合調査 (94年)では ｢要介護者の子ども｣(36.8%)､｢要介護者の配偶者｣(29.0%)､｢要介

護者の子どもの配偶者｣(10.8%)の順であった｡

2.要介護者に対する ｢憎 しみ｣の感情と ｢虐待｣

(1)要介護者に対する ｢憎 しみ｣の感情 (Q30)

｢要介護者に対 して､憎 しみを感じることがありますか｣という設問に対 し､憎 しみを ｢い

つも感 じている｣(3.5%)､｢′ときどき感 じている｣(31.9%)､｢あまり感じない｣(32.9%)､｢まっ

たく感 じていない｣(24.8%)という回答であった 【図表3-5-7】0｢いっも感 じている｣ と ｢と

きどき感じている｣を合わせると35.4%で､3人に1人以上が憎 しみを感 じている｡

連合調査 (94年)では ｢いっも感じている｣(1.9%)､｢ときどき感 じている｣(32.7%)の合

計が34.6%､やはり3人に1人以上が憎 しみを感 じていた｡

(2) 要介護者に対する ｢虐待｣(Q31)

｢要介護者に対 し､虐待 (オムツ交換や食事などの世話の放棄､暴力､暴言など)をしたこ

とがありますか｣という設問では､｢よくある｣(2.0%)､｢ときどきある｣(15.9%)､｢あまりな

い｣(28.0%)､｢全 くない｣(46.5%)という回答であった 【図表3-5-8】0｢まったくない｣ とい

う回答者を除き､何らかの虐待を経験 したことがある人は45.9%で､全体の約半数にのぼる｡8

図表3⊥5-7: 家族介護者と'.r憎しみ｣ の感情 (h=492)
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図表3-5-8: 虐待経験
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連合調査 (94年)では､要介護者の虐待について､｢よくある｣(2.0%)､｢ときどきある｣

(14.4%)､｢あまりない｣(33.2%)､｢まったくない｣(47.0%)であった｡何 らかの虐待を経験

したことがある人は49.6%だった｡

虐待経験を介護期間別にみると､介護期間が ｢1年未満｣の回答者に虐待の発生率が低くなっ

ている 【図表3-5-9】｡介護期間の長さと虐待の発生は比例 していないが､介護期間が1年を超

えると虐待の発生率が著 しくあがっている｡

(3)介護保険と介護負担 (Q33)

｢あなたの介護による身体的な負担は､介護保険導入前後で変化 しましたか｣という設問で

は､｢変わらない｣と答えた人が63.3%で最も多 く､｢減った｣と答えたひとが22.1%､｢増えた｣

という人は､12.3%となっている 【図表3-5-10】｡ この結果からは介護保険の効果が ｢今ひ

とっ｣という見方も､｢まずまず｣という見方 もできる｡

･図表3-5-9: 虐待経験 (~介護期間別).

田よくある由ときどきある｡あまりない E)まったくない lLNAl

5年以上 (n=167)1-5年未満 (n=231)1年未満 (n=50)0376wi,-1.----/--..,--)----I.-IT ---I-..VJ-肋.-〟,--JJ--T .｢ 十 ｢ ‥

2.2 妻1.a

2二i

｣__ ?_重

(4)要介護者を抱えて困っていること (Q34)

｢要介護者を抱えて､現在､困っているのはどのようなことがらですか｣という設問ついて

は､最 も多かった回答は ｢介護者の精神的負担が大きいこと｣(57.4%)､順に ｢いっまで要介

護状態が続 くのかわからず､先の見通しが立たないこと｣(49.8%)､｢介護者の肉体的負担が大

きいこと｣(35.8%)､｢介護に伴う出費が多いこと｣(25.0%)となっている 【図表3-5-11】0
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在宅と施設利用者の家族介護者の問では､困っていることの順位が異なる｡在宅の家族介護

者の トップは ｢介護者の精神的負担が大きいこと｣(64.4%)である｡

これに対 し､施設利用者の家族は ｢いっまで要介護状態が続 くのかわからず､先の見通 しが

立たないこと｣(48.4%)が トップで､｢介護者の精神的負担が大きいこと｣をあげた人 は44.1

%となっている｡在宅介護者にとって､精神的負担が非常に大きいことが示されている｡

施設入居者の家族は在宅者の家族に比べて ｢介護に伴う出費が多い｣と回答した人が多くなっ

ている｡

連合調査 (1994年)では､多い服に ｢介護者の精神的な負担が大きいこと｣(61.0%)､｢いっ

まで要介護状態が続 くのかわからず､先の見通 しが立たないこと｣(56.2%)､｢介護者の肉体的

負担が大きいこと｣(43.1%)､｢介護の時間や労力が増えている｣(30.2%)､｢介護にともなう

出費が多い｣(20.2%)であった｡
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要点38:｢嫁 ･妻 ･娘として引き受けざるをえなかった｣が介護者になった理由の トップ｡

主たる介護者になった理由は､｢嫁 ･妻 ･娘として引き受けざるをえなかった｣

｢夫 ･息子として引き受けざるをえなかった｣という回答が多く､｢自分で希望した｣

人は1割程度である｡家族介護においては､依然として､性役割分業的な側面が残っ

ている｡

要点39:在宅介護の期間は､平均4.8年である (中央値3.3年)0

要点40:65歳以上の家族介護者の7割が､健康上の不安を抱えている｡

全体でみれば､在宅の家族介護者は健康な人が4割を超えている｡しかし ｢病気

がちで通院している｣｢あまり健康ではない｣というように健康状態に不安を抱え

ている家族介護者が約半数であった｡

さらに65歳以上の家族介護者､いわゆる ｢老老介護｣の現実はさらに厳 しい｡ 3

人に1人が病気がちで通院しており､｢あまり健康でない｣ という回答者を含める

と､7割以上の家族介護者が健康上の不安を抱えている｡

この結果からもわかるように､高齢の家族介護者は `̀要介護者予備軍''である｡

共倒れの悲劇を招かないように､介護サービスを十分に利用できるようにしていく

べきである｡

要点41:高齢の家族介護者には､ "ホームヘルパー"は重要な介護協力者である｡

在宅の家族介護者の7割強には介護協力者が存在する｡最 も頼りになる介護協力

者については､家族介護者の年齢によって異なるが､一番多いのは ｢要介護者の子

ども｣である｡

注目したいのは､65歳以上の家族介護者には ｢ホームヘルパー｣を介護協力者 と

位置づけている人が他の年齢に比べてやや多くなっていることである｡血縁や家族

でなく､他人が最も頼りになる介護協力者になるケースは今後ますます増えていく

だろう.特に高齢の家族介護者にとって､ホームへルパ-やケアマネジャーが心強

い介護協力者であってほしいものである｡

要点42:家族介護者の3人に 1人は､要介護者に "憎 しみ"を感 じている｡(詳細は7章)

要点43:家族介護者の2人に 1人は､要介護者に対する "虐待経験者"である｡虐待は介

護期間が 1年を超えると増える｡

在宅の家族介護者の約半数が､要介護者に対する虐待 (オムツ交換や食事などの

世話の放棄､暴力､暴言など)の経験があると回答 している｡

虐待経験を介護期間別にみると､介護期間が ｢1年未満｣の家族介護者には虐待
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経験が少なくなっている｡介護期間の長さと虐待経験は比例 していないが､介護期

間が 1年を超えると虐待経験が増えている｡

要点44:在宅の家族介護者の最も困っていることは､精神的負担が大きいこと.

在宅の家族介護者の 6割以上が ｢精神的負担が大きいこと｣と回答 している｡ こ

の数字は施設入居者の家族に比べて2割多い｡｢先の見通 しが立たないこと｣｢肉体

的負担が大きいこと｣が次に続 く｡
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第 6章 行政への要望 ･介護保険に対する評価など

介護保険の施行に伴い､民間企業やNPO法人などの様々な事業者が介護サービスを提供す

るようになった｡家族介護者は行政に何を期待し､何を求めているのだろうか｡また家族介護

者は介護保険制度をどのように評価 しているのだろうか｡

1.サービス提供事業者の多元化について (Q32)

介護サービス提供事業者が多元化 した状況については､｢選択できる事業者の幅が広がった｣

(37.5%)という回答が最 も多く､順に ｢多様な事業者参入により介護サービスのイメージが

上昇 した｣(18.4%)､｢競争によりサービスの質と量が充実 してきた｣(17.1%)となっており､

介護事業者の多元化はおおむね肯定的にとらえられている 【図表3-6-1】0

図表3-6-1:サーどよ事業者の多元化について (在宅 .施設別)(複数回答)

>

選択できる事業者の幅が広がった競争によりサービスの質と量が充実多様な事業者参入でイメージが上昇ニーズに的確に対応する事業者が増加質の悪い事業者参入でイメ-ジ低下コスト競争からサービスの質が低下その他NA l42.3 7

初-- 用 24.8 蔓/I5~ 雲Jl蔓S,ち書!

8.7 □在1 4施9.1.48.5

日

宅者の家族 (n=492) 蔓設入居者の家族 (n=161) 書き計 (n=773) ≡

ll.2

I155

l12.2

.王;至

6.95.6…………6.7

日1..2130

l12.4

9.;.≡

日

o p20 40 60
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ただし逆に ｢コスト競争から介護サービスの質が低下 した｣という回答 も11.3%あることも

注目できる｡

｢選択できる事業者の幅が広がった｣という回答者は､施設入居者の家族(24.8%)に比べて､

在宅者の家族(42.3%)に多い｡おおまかにみて､｢選択できる事業者の幅が広がった｣｢競争に

よりサービスの質と量が充実｣といった肯定的な回答は在宅者の家族に多い｡一方､施設入居

者の家族の13.0%が ｢コスト競争からサービスの質が低下 した｣と回答 している｡

また自治体規模との相関関係は争られないが､｢東京都特別区 ･100万人以上の市｣に ｢コス

ト競争からサービスの質が低下 した｣という回答者が18.4%で他の規模の自治体に比べてやや

多くなっている 【図表3-6-2】0
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2.介護者支援のために希望する施策 (Q35)

｢介護者を支援するためには､介護者であるあなた自身に対 して､どのような制度やサービ

スを充実させたらよいと考えますか｣という設問に対 しては､介護者を支援するために充実 し

て欲 しい制度やサービスの第 1位は ｢介護慰労金の支給｣(39.8%)となり､順に ｢介護者の リ

フレッシュ事業｣(35.4%)､｢在宅介護者の相談 ･カウンセ リング｣(34.2%)､｢おむつ代の助

成｣(32.2%)となっている 【図表3-6-3】0

自治体規模別にみると､大規模な自治体では ｢在宅介護者の相談 ･カウンセ リング｣｢介護

者の リフレッシュ事業｣といった心のケアをイメージするサービスの対する希望が高 くなって

いる｡｢東京都特別区 ･100万人以上の市｣では､｢在宅介護者の相談 ･カウンセリング｣｢介護

者の リフレッシュ事業｣を希望す盲人がともに43.4%である 【図表3-6-3】0

-278-



尺)

)万人以上の市(n=76) 0

D市(n=_117)

=186)

43.4

43.643.4

図表3-6-3:介護者支援のためにしてほしいサービス(3つ以内選択
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3.市町村の介護保険の運営に対する見方 (Q36)

｢あなたの市町村における介護保険の運営には､介護者の意向が反映されていると思います

か｣という設問に対し､｢ある程度そう思う｣(41.8%)が最 も多 く､｢あまりそう思わない｣

(32.7%)､｢思わない｣(10.2%)､｢思う｣(7.2%)となっている 【図表3-6-4】｡介護者の意向が

反映されていると思う人と思わない人とは､ほぼ半々であることがわかる｡

自治体規模と介護者の意見反映との問には､相関関係はみられないようである｡

また在宅者の家族では､｢思わない｣｢あまり思わない｣と回答した人が合計で46.0%､施設
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利用者の家族では37.9%である｡在宅者の家族の方が施設入居者の家族に比べて､市町村にお

ける介護保険の運営に､介護者の意向が反映されていると ｢思わない｣人が多い 【図表3-

6-5】｡

4.市区町村への苦情､事業者への苦情 (Q37)

｢介護保険の施行前後で､利用者は､(市区町村やサービス提供事業者に対 して)サービス

の内容について説明を求めたり､苦情が言いやすくなりましたか｣という設問に対 しては､市

区町村に対 しては､｢特に変わらない｣(68.0%)が最も多く､｢言いやすくなった｣(16.0%)､

｢言いにくくなった｣(3.2%)の順になっている 【図表3-6-6】0

自治体の規模による違いはほとんどみられない｡
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またサービス提供事業者に対 しては､｢特に変わらない｣(63.0%)で最も多 く､｢言いやす く

なった｣(18.4%)､｢言いにくくなった｣(3.4%)の順であった 【図表3-6-7】｡自治体規模によ

る違いはほとんどみられない｡

サービス提供事業者に対 して ｢苦情がいいやすくなった｣と回答 した人は､在宅介護者で20.

7%､施設利用者の家族は11.8%となっている 【図表3-6-8】｡在宅者の家族の方が施設入居者

の家族よりは事業者に苦情をいいやすい環境にあるようである｡

図表3-6-7: 苦情の言いやすさ (対事業者 ･自治体規模別)

東京都特別区･100万人以上の市
(n=179)

30-100万人未満の市 (n=186)

10-30万人未満の市 (n=160)

10万人未満の市 (n=186)

町村 (n=179)

総計 (n=773)

田言いやすくなった 中特にかわらない ロいいにくくなった □NA

弧 0 15:30 15:315:3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表3-6T8: 苦情のいいやすさ J(対事衰者 .在宅施設別)

E3言いやすくなった 中年寺にかわらない □いいにくくなった EjNAi
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5.介護保険のわかりにくい箇所 (038)

｢介護保険制度についてわかりにくい部分がありましたか｣という設問については､｢制度

全般｣(26.4%)､｢特にない｣(25.6%)､｢どの程度の自己負担が必要になるのか分かりにくい｣

(23.3%)の服であった 【図表3-6-9】0

年齢別にみると､高齢の家族介護者により理解されていて､若い世代にとってわかりにくい

部分が多いようである｡
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図表3-6-9:介護保険のわかりにくい部分 (複数回答)

申請場所や方法

認定通知が届いてからの対応

ケアプラン作成のしくみ

サービス内容や利用のしくみ

サービス利用時の事業者との契約

どの程度の自己負担が必要となるか

要望や不満などの相談場所

6ケ月ごとに行う更新手続き方法

制度全般

その他

特にない

ロ50-64歳(n=338)

■49歳以下(n=288)

0% 20% 40%
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6.介護保険制度全体への満足度 (039)

｢あなたは､全体として､2000年4月から施行された介護保険制度について満足 しています

か｣という設問に対しては､｢まあ満足｣(40.2%)､｢やや不満｣-(29.9%)が､｢不満｣(17.2%)､

年齢別にみると､65歳以上の家族介護者の満足度は55.9%で､他の世代に比べて高 くなって

いる 【図表3-6-10】0

図表3-6-10: 介琴保除恒 満豆 .虫垂 革に対する満足度足七 やや不満pロ (年齢別)不車 d叫戸 棚-I--㌻ r

ZrJi

･>-i¥宕Iii:∫

yEeX;

i芋蔓妻.¥i毒葦

謡中 卒学卒塁鞍祭 日iEEEEf!ifiiiifi至fiiiEi転売ii隼㌍ 牛≡=喜三.≡≡……≡ 34.｣4.-

萱妻を

3【l驚

薫__董

在宅介護者は ｢不満｣｢やや不満｣の合計が49.0%､｢満足｣｢やや満足｣の合計が45.7%であ

る｡一方､施設利用者の家族は ｢不満｣｢｢やや不満｣の合計が42.3%､｢満足｣｢やや満足｣の

合計が48.5%である｡わずかの差ではあるものの､在宅介護者の方が､施設利用者の家族より

満足度が低く､不満度が高くなっている｡ 【国表3-6-11】

介護期間別にみると､｢5年以上｣介護 している家族は､介護保険に対する満足度が低 く

(35.3%)､不満度は高くなっている(58.7%)【図表3-6-12】0
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要点45:家族介護者はサービス事業者の多元化についてはおおむね肯定的にとらえている｡

しかし1割強は ｢コス ト競争で質の低下｣と回答｡

特に在宅の家族介護者の4割強が ｢選択できる事業者の幅が広がった｣と､サー

ビス事業者の多元化を肯定的にとらえている｡一方で､全体の1割強が ｢コス ト競

争からサービスの質が低下 した｣と回答 しており､この回答は施設入居者の家族に

やや多くなっている｡

要点46:大都市の家族介護者は ｢相談 ･カウンセリング｣｢リフレッシュ事業｣をより望

んでいる｡

介護者支援のためのサービスとして､約 4割の家族介護者が ｢介護慰労金の支給｣

を望んでいる.自治体規模別にみると､大都市め家族介護者は ｢相談 ･カウンセ リ

ング｣｢リフレッシュ事業｣といった心のケアをイメージする支援策を望む傾向が

みられる｡

要点47:市町村の介護保険運営に家族介護者の意見は､反映されていると思う人が半数､

反映されていないと思う人も半数｡

市町村の介護保険運営に家族意見が反映されているかについては､回答をほぼ 2

分 している｡在宅者の家族と施設入居者の家族を比べれると､在宅者の家族の方が

｢反映されていない｣という回答か約 1割多い｡

要点48:苦情がいいやすくなったという家族介護者は､全体の2割弱である｡

家族介護者の6割以上が､市町村に対する苦情のいいやすさは以前とかわらないと

答えている｡サービス事業者に対 してもほぼ同じである｡

在宅者の家族は施設入居者の家族に比べ､事業者に苦情が言いやすくなったと感 じ

ている人が多い｡

要点49:年齢の若い家族介護者の方に､介護保険のわかりにくい部分が多いようである｡
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第 7章 ｢憎 しみ｣を生む要因は何か ?

一憎 しみを感･じている介護者の分析 -

単純集計による前章の個別項目の分析を前提として､本章では ｢憎しみを感じている介護者｣

についてクロス分析を試みる｡

なぜ家族介護者の憎しみに､焦点を当てるのか｡まず第一に､同居率の高い日本では､要介

護者にとって､家族との関係は､要介護者自身のクオリティ･オブ･ライフに直結する｡第二

に､介護保険制度は､介護の社会化により要介護者の自立生活を支援することを目指 している

が､同時に､介護者も救われなければならない｡

｢憎 しみ｣という語の意味は､｢人から不当な危害を受けると怒 りの感情が生ずる｡相手が

強力だったりして効果的に反撃ができないと､怒りが発散されずに､不快な感情が持続する｡
●●●

これが憎 しみと呼ばれる感情で､強い敵意をともなう｣(社会心理学小事典 ･有斐閣)とある｡

憎 しみの原因になる ｢怒り｣とは ｢期待や願望の充足が妨害されたときに起こる不快な情動の

一種で､通常､妨害者に対する攻撃反応を伴う｣とある｡

｢憎 しみ｣という語は､1994年に連合が実施 した 『｢要介護者を抱える家族｣についての莱

態調査』で用いられ､家族介護者の負担感を実現する設問として注目された｡本調査では連合

調査と同じ設問を使用した｡

筆者は前回調査に参加 していないために当時のワーディングの真意は知らないが､ある程度､

上述の語意から推測することができる｡｢憎しみ｣という語は ｢たまたま家族の介護をするこ

とになったが､精神的にも身体的にも負担が大きく､さらに状況はいっまでも改善されず､ス

トレスばかりが溜まっていくという､極めて追い詰められた家族介護者の状況｣を表現 してい

る｡またこのような状況を放置しておけば､強い敵意や攻撃行動､つまり ｢虐待｣にもつなが

る｡

本調査の結果をみると､｢介護者の3人に1人が (要介護者に)憎 しみを感 じている｣ とい

う状況があり､これは1994年に実施された連合調査の結果とほぼ同じである｡単純比較は避け

たいが､介護保険制度が導入されても､家族の負担感は減っているとはいえず､両者の関係が

好転 しているとはいえないのである｡

そこで本章では ｢介護者の憎 しみ｣に焦点をあてて､クロス集計をもとに､介護者の憎 しみ

の要因を考察 し､課題を探る｡

1.家族介護者に ｢憎 しみ｣を生む要因 -クロス集計の結果-

●●●●● ●●●●●●
(1) 憎 しみを感 じている介護者と憎 しみを感じていない介護者

本調査では､在宅介護者に対 してQ30｢要介護者に対 し憎しみを感 じることがありますか｣

という設問を行った｡この設問への回答者数は492件である｡｢いっも感 じている｣が3.5%､
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｢ときどき感 じている｣が31.9%､｢あまり感 じない｣が32.9%､｢まったく感 じていない｣が

24.8%､無回答が6.9%という結果であった 【図表31517】.

この回答結果から無回答者を除き､｢いっも感 じている｣｢ときどき感 じている｣をあわせて

｢憎 しみを感 じている介護者｣とし､｢あまり感 じない｣｢まったく感 じない｣をあわせて ｢憎

しみを感 じていない介護者｣という二つのグルーブをっくる.
●●●●● ●●●●●●

｢いつも感 じている｣と回答 した人 ■ ｢あまり感 じなーい十と回答 した人

千. +

この2つのグループの特徴を分析することにより､憎 しみを生み出す要因を考察する｡設問

によってはサンプル数が少なく､有効な結果とはいいにくい場合もあるが､その都度､確認す

ることとする｡

(2) 介護者の ｢憎 しみ｣に関係が深いと思われる項目

【図表3-7-1】はクロス集計の後､比率の差の検定を行った結果､有意差のみられた項目で､

これらについて相関係数を算出した｡
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図表3-7-1 ｢憎しみ｣の有無と関連項目のクロス集計

●●●･憎しみを感じて●●いる介護者% ●●●憎しみを感じて●●●いない介護者% N A % サ ■ン プル弊 .相関係数

性別①性別 (男性) 28.7- 63.p3+ 8.0. 188 -..151**
②性別 (女性) 39.1+ 54.9 16.1 297

主たる介護者になった理由(丑要介護者の希望 37.3 61.0 1.7 59 .011.

(塾他に適任者がみつからなかT3'-た 32.4 64.7 2.9 68 ∴050

③自分で希望した 19.7- 80.3+ ●●● 66 .215**

④嫁 .妻 .娘として ー 48.0+ 51.0_- 1｣.0 204. -.242**

⑤夫 ..息子として 38.? 60.9 0.9 110 .024

介護者の健康状態(彰健康である~ 27.1- 71.6+ 1.3 225 -1.99**②あまり健康ではないが医師にかかるほどではない 46.7+ 52.7 0.6 167_

要介護者との関係①配偶者 36.7 58.3 5.0 60 041

②自分の父 31.5 60.7 7..9._ ･89 .043

③自分の母 一 29.1- 63.8+ 7.0 199 .161**

④配偶者の父 41.9 46.5 ll.6 43 -.094*

(昏配偶者の母 .- _.45.8+ 49,2- 5.0 120. ｢.1-66**

②意尽疎通が可能 38.1 54.5 7.4 189 .073

③意思疎通ができない 32.4 63.5 4.1 74 .028

④NA 22.8- 66.2+ ll.0 136 .169**

介護期間(丑1年未満 28.0 7.0.0+ 2.0 50 .095*

② 1-3年未満 35.5 63.8+ 0.7 138 .023

(参5年以上 41.9+ 57.5 0.6 167 -.066

要介護度JG)要支援 37.5 50.7 12.5 16 -.027
@要介護 1 40.6 50.7 8.7 69 -.033
③要介護 2 43.3 53.6 ･3.1 97 -.113*

④要介護 3 40.9 -.p50.9 8.2 97 -.023
⑤要介護 4 47.5 50.8 1.7 61 -.057

(卦病気はあるが､外出は1人で可能 35.7 46.4- 17.9 56 -.045

･③病気で外出は介助無しでできない 35.0 56.9 8.0 137 -.037

④介助が必要で主にベッドの上で生活 44.1+ 52.0 3~.9 102 -.081

⑤介助が必要で 1日中ベッドの上 .30.3 66.9+ 2｣8 1_42､ .110*
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現在困っていること①介護の方法が分からない ･16.7- ･73.3+ Ilo.0,: 30. .086p

②介護に伴う出費が多い. -287 641.8+ 6.5 108 .082

④介護者の肉体的負担が大きい 38.3 56.2 5.5 201 ■..024

⑥いつまで要介護が続 くかわからない _41..4+ 53.1- 5.5 256 -.111*

⑦介護保険対象の施設に入れない 51.9+ 40.7- 7⊥4 27'- -.106*

利用しているサ-ビス笹訪問介護 .(身体介護型)■ 27.9- 68.2一 .3.9. _~129 -.,225.437**

②訪問入浴介護 27.8- 70.1+ 2.1 97 -.160,.:437-i*
③訪問看護 32._5 65.0+∴ 2.5 120 -.196.437**

⑥入浴や トイ:レなどの用具購入 31.9 62.1 6.0 116 ∴093

~⑦手すりの取り付けなど住宅改修 38.0 .57-.9 4.1 121 二od9

今後利用したいサ丁ビス①訪問介護 (身体介護型) 28.2 -.71.由+, ●●● .39 .156;

③訪問看護 33.3 64.1 2.6 39 iO67

④ リハビリ専門職の訪問-. 19■.0｢ ~78._6+ 2.4 42 .195*_*

⑤デイサ-ビズ ･40.5 51.ー4 p8.1 741 -.086'

.⑥シヨ- トステイ 40.4 ･5'3.5 6.1 114 T.139*

⑦グループホ｢ム 75.0+ 25.0- ●●● 20 -.241**

⑧特別養護老人ホームへの入所 55.9十 38r.■2⊥ 5.9. ■34 ｣.20Ⅰ**

施設入所を希望する理由①本人が希望 した 25.7- 60.0 14.3 95 .107

②介護者が疲れ果てた ' .49..7+ p45.8l- ..4.5 179 i".179**_

④家庭の不和から.虐待の有無①ある(1+2+3) 63.2+54.d+ 36.8-46.0- 19226 -.133*.437**

*相関係数は5%水準で有意 (両側)**相関係数は1%水準で有意 (両側)

表中の+-は､比率の差の検定を行った結果､ 5%水準で有意なもの
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クロス集計で有意の相関がみられた項目を整理すると 【図表3-7-2】のようになる｡

●●●●● ●●●●●●
図表3-7-2 憎 しみを感 じている介護者と憎 しみを感じていない介護者の特徴

■●-●●■ ●●●●●●
憎 しみを感.じている介護者 ･憎 しみを感じていない介護者

介護者自身のプロフィール介護者の性別 女性に多いo 男性に多いo

主たる介護者になった理由 ｢嫁 .妻 .娘として｣介護者になった人に多い○ ｢自分で希望 した｣.介護者に多いo

介護者の健康状態 健康でない人に多いo 健康な人に多いo

家族環境要介護者との関係 ｢配偶者の母｣の介護者に多いo(｢配偶者の父｣の介護者に多いo) ｢自分の母｣の介護者に多いo

介護の状況介護期間 (1年未満の人に多いo)
要介護度 ｢要介護 5｣に少ないム(｢要介護 2｣に多いo) ｢要介護5｣に多いo

要介護の状態 (介助が必要で 1日中ベットの上の人に多い)

痴ほうの有無** (痴ほうのある人に多い) 痴ほうのない人に多い

現在困っていること ｢精神的負担が大きい｣ という人に多いo(｢施設に入れない｣｢いつませ要介護が続 くかわからない｣ という人に多いo)

虐待の経験 虐待経験がある人に多いo 虐待経琴のない人に多いo

介護サービスの利用利用 しているサービス- ■(ショー トステイに多い.) 串間介護 (身体介護型)､､訪問入浴､訪問看護に多いo

サービスの利用意向 グループホ-ム､特養に多いoI(ショートステイに多い..) 訪問 リハビリに多いo

施設入所意向

*相関係数が1%水準で有意である項目をあげた｡ ( )は相関係数が5%水準で有意｡

**｢痴ほうの有無｣(Q5B)の設問にはワーディングミスがあった｡

｢介護している人には､痴ほう症状がみられますか｣という設問に対 し､回答には ｢1.症状がある｣｢2.症状はある

が意思疎通に問題はない｣｢3.意思疎通に問題がある｣という3つの選択肢が用意されている｡

第一の問題は ｢痴ほうがない｣人のための選択肢がない｡相関係数からみて､｢痴ほうがない｣人はおそらく ｢無回答｣
であったと推測される｡しかし､｢無回答｣には本来の ｢無回答｣者が含まれるので､｢痴ほうがない｣人を ｢無回答｣とみ

なすことはできない｡

第二の問題は､この選択肢は痴ほうのレベルを尋ねようとしたものである｡しかし､選択肢の違いが明確でなく､回答者

には答えにくいものとなっている｡相関係数からみて､｢1｣を選択した人は比較的軽い痴ほうの人であるようにみえるが､

これはあくまでも推測にすぎない｡

本来はこのような項目をクロス集計に使うべきではない｡しかし ｢痴ほうの有無｣は家族介護者の感情に関係する極めて

重要な設問である｡また､痴ほう対応は政策課題として急務であり､相関関係が少しでも感じられる以上､積極的に提言に

生かしたいと考える｡このような趣旨で､本章ではその都度､注釈をいれながらこの項目を使っていることをお断りする｡
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(3)回帰分析と標準化係数 ｢最も家族介護者に憎 しみを抱かせているものは?-

設問問の相互の影響を考慮 して､強制投入法による線型回帰分析を行 った 【図表3-7-3】0

またどの項目の影響が強いかについて､標準化係数でみていくと､｢虐待の有無｣｢｢自分の母｣

｢嫁 ･妻 ･娘として｣｢グループホーム｣｢特養への入所意向｣の服になってい_る 【図表3-7-4】0

図表3-7-3 モデル集計

a.予測値 :(定数)､要介護者に対し､虐待をしたことの有無､配偶者の母､要介護度､特養への入所意向､

介護者の精神的負担が大きい､介護者が疲れ果てた､自分で希望した､グループホーム､ リ-ビリ専門職の

訪問､性別､自分の母､訪問看護､サービスの利用状況､訪問介護 (身体介護型)､嫁 ･妻 ･娘として､訪

問入浴介護｡

図表3-7-4 項目の標準化係数と関係順位

∴順位 関係項目 標準化係数

1 -虐待経験の有無 .349

2 自分め母 .158

3 嫁.妻._娘としそ -.138

4 サービスの利用意向_:.グル⊥プホ_-ム -..134

5 サービスの利用意向 :特養八の入所 一..124-.

6 要介護度 ｣104

7 介護者が疲れ果てた ∴080

8 自分で希望した ..080

9 サービスの利用意向 :リハビリ専門噂の訪問 -.~079
10 介護者め精神的負担が大きい -.078

ll サービス利用状況 :訪問介護_(身体介護型) -.062

12 要介護者の母, 一..032
･13 サ⊥ビスの利用状況 :訪問入浴介護 .029-

14 性別 .017

何が家族介護者に最 も ｢憎 しみ｣の感情を抱かせているのか｡

第-に､自分が納得 して介護者になっているかという点である｡自分の母を介護 している人

(憎 しみが少ない)と嫁 ･妻 ･娘として介護者になった人 (憎 しみが多い)が共に上位である

ことからわかる｡

第二に､痴はう介護である｡これはグループホーム利用意向の高さとの関係からわかる｡

第三に､性別はほとんど関係ない｡相関関係で見ると､女性に憎 しみを抱いている人が多 く

見 られるが､標準化係数で見ると関係性は低い｡むしろ女性に重度の介護が集中していること

がわかる結果である｡
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さらに､憎しみの感情と虐待行為には最も高い相関関係があることは見逃せない｡家族介護

者の憎 しみの感情を放置しておくと､虐待が増えていく可能性を示している｡

2.考察 一家族介護者に ｢憎 しみ｣を生む要因は何か-

ここでは家族介護者の憎 しみの感情と相関関係が確認された項目について､考察を加える｡

(1)介護者自身のプロフィール､(2)家族環境､(3)介護の事情､(4)サービスの利用状況と

利用意向､(5)施設の利用指向の点から､これらの項目が家族介護者の憎 しみとどのように関

係 しているか､またその理由は何かについて考えてみたい｡

(1) 介護者自身のプロフィールと ｢憎 しみ｣

① ｢嫁 ･妻 ･娘としてやらざるをえなかった｣人に憎しみが多い

｢主たる介護者になった理由｣と ｢憎しみ｣の間には､強い相関関係がみられる 【図表

3-7-1】｡全体でみれば ｢嫁 ･妻 ･娘としてやらざるを得なかった｣という回答者に､憎 し

みを感 じている人が多い(48.0%)0

一方で､｢自分で希望 した｣(80.3%)という回答者の中には､｢憎 しみ｣を感 じていない

人が多い｡ 【図表3-7-5】0

この結果をみると､自分で納得して介護者となったかという点が､憎 しみの発生と大き

く関係しているように思われる｡

図表3-7-5:主たる介護者になった理由 (Q24)と ｢憎しみ｣

嫁 ･妻 ･娘として (n=204)‡‡

自分で希望した (n=66)‡‡

48.0 0

19./ I.:,二二

0% 20% 40% 60% 80% 1Oo究

**相関係数は1%水準で有意

② ｢女性｣だから憎しみが多いのではない

性別でみると､女性の中に ｢憎しみ｣を感じている人の比率が高い 【図表3-7-6】0

しかし回帰分析では､性別と憎しみ感情の関係順位は低いことがわかった 【図表3-7-4】0
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数字でみると男性に比べ､女性に ｢憎しみ｣を感 じている人が多いが､それは ｢女性だか

ら｣という理由ではないということである｡

回答者の女性の中に､要介護度の高い高齢者､痴ほう症状のある高齢者を介護 している

人が多いためだと思われる｡年々､男性が介護者となるケースも増えているが､重度の介

護を担っているのはやはり女性に多いということが標準化係数による分析 (P241)からも

明かとなった｡

図表3-7-6:性別 (QIA)と ｢憎しみ｣

女性(n=297)

男性(n=188)

｢ T ㍗ ㍗ ･i

,6.139･1

妻_妻弓∫_壬̀

8.028.7

0% 20% 40% 60% 80% ,100%

**｢性別｣については相関係数が 1%水準で有意であった｡

③関係がありそうで､なかったもの ･･･ ｢世帯年収｣｢介護者の年齢｣

世帯年収との相関関係はみられない｡｢憎 しみ｣を感 じている介護者の世帯の年収は650

万円で､｢憎しみ｣を感じていない介護者の世帯年収603万円を上回っている (共に中央値)0

介護者の年齢にも相関関係はみられなかった｡

(2)家族環境と ｢憎しみ｣

① ｢配偶者の母｣を介護する人に憎 しみが多く､｢自分の母｣に少ない

要介護者との血縁関係には大きな相関関係がみられる｡

｢配偶者の母｣(45.8%)｢配偶者の父｣(41.9%)を介護する人に憎 しみを感 じている人

が多い｡一方､｢自分の母｣(63.8%)を介琴す_8人に､憎 しみを感 じていない人が多い

【図表3-7-7】0

連合調査 (1994年)でも､義母 (配偶者の母)の介護と憎しみ感情の強い相関関係が指

摘されている (連合1995:40頁)0

介護者は多くの労力と時間を介護のために費やしている6介護者には､なぜ自分が介護

するのかという理由付けが必要である｡｢自分の母｣の場合､その理由付けは比較的見っ

けやすくても､｢配偶者の母｣の場合はそれを見っけにくいのではないだろうか｡
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②相関関係がありそうで､なかったもの ･･･｢住まい方｣｢家族構成｣
■

数字だけでみると ｢要介護になってから同居した｣人では､憎 しみを感 じている人がや

や多い｡一方､｢要介護者のもとに通っている｣人では､憎 しみを感 じていない人がやや

多かった｡しかし相関関係はみられなかった｡

｢家族構成｣にも相関関係はみられなかった｡

図表3-ト7: 要介護者との関係と ｢憎しみ｣

配偶者の母(n=120)**

自分の母(n=199)**

舶/.●H ル柵仰 T 柵WWX'1

45.8 二.I

き≠S

29.1 華 7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

**相関係数が1%水準で有意

(3)介護の状況と ｢憎しみ｣

(丑痴呆のない人の介護者に憎しみが少ない?

意思疎通ができる痴はう性高齢者の介護者に ｢憎 しみ｣を感じている人が多い (38.1%)0

痴呆症状のない人 (NA66.2%)の介護者に ｢憎しみ｣を感じていない人が多い 【図表3-7-

8】｡

痴呆の有無についての設問ではワーディングに失敗があり (詳細は図表3-7-2の脚注)､

意思疎通ができない(n=74)意思疎通が可酪 (n=189)痴呆症状がある(n=93)*NA(痴呆症状がない+NA)_(n=136)**0∫- ｢十 ｢

32.4 四四旺EI■■■■

芋蔓ちちち¥iii%塊 100%.

38.1 i

50.5.

22.8
__十

% ?0% 40% 60% 8

■憎しみを感じ七いる介護者 ロ憎しみを感じていない介護者 □NA Ⅰ

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意
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正確な相関関係はみることができないが､｢痴呆の有無｣と家族介護者の憎 しみの関係に

は注目したい｡

② ｢要介護5｣の要介護者を抱える人に､憎しみは少なく､｢要介護2｣に多い｡

要介護度では､｢要介護5｣に大きな特徴がみられる 【図表3-7-9】0｢要介護5｣という
●●●●●●

回答者に ｢惜しみ｣を感じていない介護者が極めて多い(73.7%).

逆に ｢憎しみ｣を感じている介筆者昼_｢要介護5｣という回答者の中には極めて少ない

(22.7%)｡一方で､｢要介護2｣の介護者に憎しみを感じる人 (43.3%)が多い｡｢憎しみ｣

の感情は要介護度に比例していないことがわかる｡

要介護度と介護者の ｢憎しみ｣の関係から二つのことがいえる｡

まず第-に､｢要介護5｣すなわち ｢意思を伝えることが困難で全面的な手助けが必要｣

とする要介護者に対しては､憎しみを感じている人が少ない｡第二に､｢要介護 5｣｢要介

護 2｣以外の ｢要介護度｣と ｢憎 しみの有無｣との相関関係が見 られない点が興味深い

【図表3-7-1】0

一般に ｢要介護5｣は最も介護を必要とする状態をさしており､介護者の大きな介護負

担をイメージする｡しかし介護者の精神的な面からみると逆であり､介護者にとっては､

要介護者が意思疎通もできない状態の方が､憎しみを感じていないのである｡

図表3-ト9: 要介護度 (Q8)と ｢憎しみ｣

要介護5(n=110)**

要介護4(n=61)

要介護3(n=97)

要介護2(n=97)*

要介護1(n=69)

要支援(n=16)

0% 20% 40% 60% ~80% 100%

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意

③精神的負担を訴える介護者に､憎しみを感じている人が多い

｢憎しみ｣を感じている介護者は､｢介護保険対象の施設に入れない｣(51.9%)という

回答者に多い｡これはサンプル数も少ないが､この結果は後述する施設への入所意向にみ

られる特徴につながっている点で興味深い 【国表3-7-10】0

｢いっまで介護が続くかわからない｣｢精神的負担が大きい｣と答えた回答者でも､実

数は ｢憎しみ｣を感じていない介護者の割合が多くなっているが､他の選択肢にくらべる

と ｢憎しみ｣を感じている介護者の割合が多くなっている｡
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｢精神的負担が大きい｣という回答者に強い相関関係がみられる 【図表3-7-1】｡ また

｢いっまで介護が続 くかわからない｣｢介護保険対象の施設に入れない｣という回答者 との

問にも弱い相関関係がみられる｡

図表3-7-10: 現在困っていること (Q34)と ｢憎しみ｣

介護保険対象の施設に入れない(n=27)*

いつまで介護が続くかわからない(n=256)*

精神的負担が大きい(n=31)**

0% 20% 40% 60% 80% 100%

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意

④虐待の経験者の54.0%が､要介護者に憎 しみを感 じている

虐待を経験 した介護者の54.0%が､要介護者に憎 しみを感 じている 【図表3-7-11】｡憎

しみを感 じている介護者は全体の35.4%であることからみても高い数値である｡ また憎 し

みと虐待経験には強い相関関係があり､標準化係数が最 も高 くなっていている 【図表3-7-

4】｡家族の憎 しみの感情を放置 しておくと､極めて高い確率で虐待につながることが示

されている｡

図表3-ト11: 虐待経験 (Q31)と ｢憎しみ｣

ある(n=226)**

ない(∩=229)**

0% 20% 40% 60% 80% 100%

**相関係数が1%水準で有意
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⑤ 1年未満の介護者には憎しみを感 じている人が少ない｡

グラフでは介護期間が長くなればなる_ほど､｢憎 しみ｣を感 じている介護者の割合が増

えている｡｢1年未満｣(28.0%)｢1-3年未満｣(35.5%)｢3-5年未満｣(39.8%)｢5

年以上｣(41.9%)となっている 【図表3-7-12】0

一方で､｢憎 しみ｣を感 じていない人は､介護期間が1年未満 (70.0%)の人に多く､ こ

れには相関関係がみられた｡家族が笑顔で介護できるのは1年程度なのかも知れない｡

図表3-7-12:介護期間 (Q25)と ｢憎しみ｣

5年以上(n=167)

3-5年未満(n=93)

卜3年未満(∩=138)

1年未満(n=50)*

0% 20% 40% 60%

*相関係数が5%水準で有意

(4) 介護サ｢ビスの利用

①ショー トステイ利用者の家族に､憎しみを感じている人が多い

介護サービスの利用をみると､相関関係は弱いものの､憎 しみを感 じている介護者は

｢ショー トステイ｣(44.2%)利用者の介護者に多い 【図表3-7-13】0

ショー トステイは ｢レスバイトケア｣とも呼ばれ､介護者のリフレッシュを一つの目的

図表 3T7-13: 痕在利 用 したいサービス (Q17Å)と ｢憎しみ｣.

ショートステイ(n=147)*訪問介護(n=120)**訪問入浴介護(n■=97)**訪問介護(身体介護型)(n=129).** 0 く

｢

■p--4l4.2 0%

2.5

32.5

ク_1
A. 27.8 ●:.̀

3■_9
27.9 ≠̀

% 20% 40% 60% 80% 10

一 .憎しみを感じている介護者 ｡憎しみを感じていない介護者 □NA-1

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意
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とする｡ショー トステイの利用者に憎 しみを感 じている介護者が多いのは､ショー トステ

イの利用によって､介護負担からの解放を求めているからであろう｡

一方､｢憎 しみ｣を感 じていない介護者は､｢訪問介護 (身体介護型)｣(68.2%)､｢訪問

入浴介護｣(70.1%)､訪問看護 (65.0%)に多 く､つまり訪問系サービスを利用 している

人に多い｡これには強い相関関係がみられる｡

訪問系サービスを上手に利用しているので､介護負担が軽減され､憎 しみの感情を持た

ずにすんでいるのか｡逆に､憎 しみを感 じていないからこそ､在宅サービスを上手に利用

して在宅介護を続けているのか｡どちらであるかは､この調査の結果からは判断できない｡

②グループホーム､特別護老人ホームを利用したい人に､憎 しみを感 じている人が多い

サービスの利用意向では､興味深い相関関係がみられる｡

｢憎 しみ｣を感 じている介護者は､｢痴はう性高齢者向けグループホーム｣(75.0%)､

｢特別養護老人ホームへの入所｣(55.9%)を希望 している人に多い 【図表3-7-14】｡サン

プル数が少ないことが気になるが､これらには強い相関関係がみられる 【図表3-7-1】0

またショー トステイの利用希望者にも弱い相関関係がみられる｡

【図表3-7-8】は痴呆の有無と憎 しみの関係を示 したが､設問にワーディングミスがあ

り､正確な分析ができなかった.グループホームは痴呆性高齢者ののみを対象にしたサー

ビスである｡｢痴はう性高齢者向けグループホーム｣の希望者に､｢憎 しみ｣を感 じている

人が多いということは､痴呆性高齢者を介護 している人に憎 しみの感情がみられると置き

換えることもできる｡すなわち､この結果は､痴はう性高齢者の介護と ｢憎 しみ｣の感情

に相関関係があることを示 しているといえるのではないか｡

一方､｢憎 しみ｣を感 じていない介護者は､｢訪問介護 (身体介護型)｣(71.8%)｢訪問 リ

-ビリ｣(78.6%)の利用者に多い｡つまり在宅サービス､中でも訪問系サービスの利用意

図表3-7-14:今後利用したいサービス (Q17E)と r憎しみ｣

特別養護老人ホーム(n=39)**

グループホーム(n=20)**

ショートステイ(n=114)*

訪問リハビリ(n=42)**

訪問介護(身体介護型)(n=39)*

0% 20% 40% 60% 80% 100%

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意
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向が高い人に多い｡ここにも相関関係がみられる｡

サービス利用意向の分析からも､｢憎しみ｣を感じている介護者は要介護者と一定の距

離をおくことを望んでいることがわかる｡

③相関関係がありそうで､ないもの ･･･｢サービスに対する満足度｣

利用しているサービスに対する満足度には､｢憎しみ｣との相関関係はみられない｡

(5) 施設入所意向

施設入所を希望する理由にも相関関係がみられる 【図表3-7-1】0

｢家庭の不和から｣(63.2%)､｢介護者が疲れ果てた｣(49.7%)という回答者に､｢憎 しみ｣

を感じている介護者が多い 【図表3-7-15】｡相関係数でみると､両者では ｢介護者が疲れ果て

た｣という回答者との関係がより強い 【図表3-7-1】0

憎 しみを感 じている介護者が施設を利用したいと思う理由は､要介護者の事情より､｢疲れ

果てた｣｢家庭の不和｣という介護者や家族の事情が強くなっている｡家族介護者の負担を取

り除かないと施設指向は減少しないのではないか｡

図表3-7-15: 施設入所を希望する理由 (Q23)と ｢憎しみ｣

介護者が疲れ果てた(n=179)**

家庭の不和から(n=19)*

wnJ.MWWW 棚 バ′ + ++T wM4Hi毒

49.-7. ■

チタ空重≠0董■

93,?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

*相関係数が5%水準で有意 **相関係数が1%水準で有意

要点50:｢嫁 ･妻 ･娘として｣介護者になった人に､憎しみを感じている介護者が多い｡

数で見ると､男性にくらべ､女性に憎しみを感じている介護者が多いが､憎 しみ

の感情と性別の相関関係は低い｡｢世帯収入｣｢介護者の年齢｣には相関関係はみら

れなかった｡

要点51:｢配偶者の母｣を介護 している人に､憎しみを感 じている介護者が多い｡｢自分

の母｣を介護 している人に､憎しみを感じている介護者は少ない｡

｢同居 ･別居｣｢家族構成｣には相関関係はみられなかった｡
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要点52:｢要介護 5｣の介護者に､憎 しみを感じている人は少ない｡｢要介護 2｣の介護

者に憎しみを感じている人がやや多い｡

｢施設に入れない｣｢いっまで続 くかわからない｣と思 う人にも､憎 しみを感 じ

ている人が多い｡｢介護期間｣が1年未満の人に憎 しみを感じる人は少ない｡

要介護認定は要介護者の状態からサービスの必要量を判定するものである｡当然

のことかもしれないが､要介護認定では在宅介護者の介護負担 (特に精神的負担)

は測れていない｡今回の調査結果では､要介護度が軽い人の方が介護者の負担は大

きい場合もみられる｡つまり ｢要介護度｣と介護者の負担は比例していない｡

要点53:憎しみは虐待につながる｡虐待の経験者の半数以上が､要介護者に憎 しみを感 じ

ている｡

虐待を経験 した介護者の54.0%が､要介護者に憎 しみを感じている｡憎 しみを感

じている介護者は全体の35.4%であることからみても高い数値である｡また憎 しみ

と虐待経験には強い相関関係があり､回帰分析では標準化係数が最も高 くなってい

ている｡家族の憎 しみの感情を放置しておくと､極めて高い確率で虐待につながる

ことが示されている｡

要点54:ショー トステイ利用者の中に､憎 しみを感じている介護者が多い｡

ショートステイ利用者の家族のうち､44.2%が要介護者に憎しみを感 じている｡

ショートステイは介護者を日々の介護負担から一時的に解放する目的を持っサービ

スである｡この結果は､憎しみを感 じている介護者は介護負担から解放されたいと

いう願望を持っていることが示している｡

要点55:グループホーム､特別養護老人ホームの希望者の中に､憎 しみを感 じている介護

者が多い｡

グループホームと特養を希望する家族に､要介護者に憎しみを感 じている人が多

く､強い相関関係がみられる｡ショートステイを希望する家族との問にも相関関係

がある｡

グループホームは痴呆性高齢者のための居住形態であり､これを希望する家族は､

痴呆性高齢者を介護していることを意味する｡このような状況からみて､要介護者

が痴はう症の場合は特に､介護者の負担が大きく､結果としで憎しみの感情につな

がっていることがわかる｡

要点56:家族の負担 (特に精神的負担)を取り除かなければ､施設指向が高まっていくだ

ろう｡

｢介護者が疲れ果てた｣という理由で施設入所を希望する人に､憎 しみを感 じて

いる介護者が多い｡
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3.分析結果からの提言

一在宅福祉の普及のためには､家族介護者に対する一層の理解と支援が必要一

介護保険制度が開始 して､家族介護者の負担は軽減されたのだろうか｡各種の調査をみても､

確かにサービスの利用は伸びているし､満足度も高いといわれる｡しかし､本調査からは介護

がまだまだ大きな負担となっていることもわかる｡

篇 7章で行った介護者の憎 しみに焦点を当てた分析からは､おおまかに以下のことがいえる

のではないだろうか｡

同居率が高い日本では､要介護高齢者のクオリティ･オブ･ライフを考える上､家族と良好

な関係を保っことは極めて重要である｡しかし実際には､家族介護者の3人に1人が要介護者

に憎 しみの感情を抱いている｡家族介護者の憎 しみの感情を放置しておくことは､高齢者虐待

の増加に直結する｡また同時に､施設指向が一層高まっていくことになる｡このことは調査の

結果から明らかである｡~

介護保険制度は在宅福祉の充実をめざして創 られた｡家庭内での高齢者虐待を防ぎ､在宅福

祉の普及を図り､施設指向を抑える上でも､家族介護者の憎 しみの感情を発生させない取 り組

みが必要となる｡特に､精神的負担をどのように解消 していくかは大きな課題である｡

ところが現状では､家族介護者の精神的な介護負担に対 して､あまり目を向けられていない

ように思われる｡要介護認定はあくまでも要介護者が必要とする介護量を測定するものである｡

判定結果には､家族介護者の精神的な介護負担は測られていない｡

また､これは制度だけの問題ではない｡調査で明らかなように､在宅の家族介護者には､自

分で納得して介護者となっていやケースが少ない.ジェンダーを含む伝統的な価値観が､家族

介護者に与えている精神的負担は計り知れない｡

さて､介護保険スタートから1年半が過ぎたが､ほとんどの地域でみられる大 きな特徴が 2

つ卒る.第一に､特別養護老人ホーム (以下､特養とする)待機者の増加である｡つまり施設

指向が高まっている｡第二､在宅サービスの利卿 ま措置時代に比べて伸びてい草ものの､利用

率は支給限度額の40%程度にとどまっている｡これらの現象は､家族介護者をとりまく諸課題

に起因するのではないだろうか｡

家族介護者の精神的な介護負担を和らげるために必要と思われる取り組みを､以下 3つあげ

る｡

(1) 住まい方の選択肢を増やす｡小学校区に 1つのグループホームを｡

｢同居｣より ｢近居｣という言葉があるが､痴ほう性高齢者の場合､家族と同居 しない方が

お互いにとってうまくいくケースが多い｡

痴はう性高齢者は判断能力に障害を持っため､これまでの人間関係にも支障がでてくる｡そ

の結果､同居する家族と′も生活 リズムがあわなくなり､家族は苛立ちを覚える｡また家族の苛

立ちは､痴ほう性高齢者にストレスを与え､このことは痴ほうの悪化につながる｡痴はう性高

齢者の場合は家族と､ある程度の距離をおいて生活する方が､家族関係を良好に保てるケース

が多い｡
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かといって､痴ほう性高齢者を1人にしておけばいいというのではない｡痴ほう症に孤独は

大敵である｡痴ほう性高齢者は自分の生活 リズムにあった小規模環境の中で､新 しい人間関係

を築 くことが得意である｡この新 しい人間関係を築 くにあたっては､血縁による家族にこだわ

る必要は全 くない｡痴はう性高齢者にとっては生活 リズムの違う家族よりも､安心感を与えて

くれる介護職員や同じ生活 リズムの人たちとゆっくりと暮らす方が穏やかであることは､グルー

プホームケアの取 り組みで立証されている｡

グループホームは2001年10月現在で､全国に2000箇所程度である｡｢ゴール ドプラン21｣に

あげられた2004年までのグループホーム整備目標は全国で3200箇所 (約2.2万人分)｡全国に100

万人を超える痴はう性高齢者がいることを考えれば､これでもまだ足りない｡小学校区に一つ

ということになれば､全国で2.5万箇所 (22万人分)が用意されることになる｡スウェーデンで

は4人に1人の痴はう性高齢者がグループホームで生活しているが､それよりやや低めの水準

である｡

(2) 介護のジェンダーフリーを目指 し､-層の啓発活動と女性のエンパワメントを｡

｢嫁 ･妻 ･娘として｣介護者になった人､｢配偶者の母｣を介護 している人に憎 しみを感 じ

ている人が極めて多い｡つまり納得して主たる介護者になっているケースは少なく､やむをえ

ず介護を引き受けているのである｡この状況は1994年連合調査の結果とあまり変わりない｡

｢憎 しみ｣とは､怒 りが発散されずに不快な感情が持続することであり､敵意にまで発展す

る｡そして家庭崩壊や残酷な事件にも繋がりかねないのである｡介護は家庭内の女性が一人で

抱え込むべき問題ではないし､抱え込むことはできない｡昔から介護は女性が担ってきたかの

ような幻想を払拭 し､介護は長寿社会の新たな問題であることを再認識できるような ｢気付 き

の支援｣が必要である｡

一方で､これまで在宅介護の主力にされてきた女性たち自身も ｢できないことはできない｣

という強さを持たなくてはならない｡また ｢専門家に任せるべき｣ということを家族や地域社

会の中で､しっかりと発言できる女性が一層､増えていかなくてはならない｡家族介護者が介

護負担に耐えて沈黙を続けることが､結果として高齢者の生活の質を悪化させ､介護システム

の成熟化を遅 らせることになることに気づかなくてはならない｡

(3) 家族介護者に安心感と展望をもたらす情報を｡

痴ほう性高齢者を介護する人､｢要介護 2｣の介護者に憎 しみを感 じている人が多い｡痴 は

う性高齢者と同居するス トレス､また ｢この先､一体どうなるのだろう｣という不安が､家族

介護者の憎 しみの感情を生み出している｡

現在介護 している高齢者の身体機能がますます衰えて､痴ほうの症状が進行 していったとき

に､どのようなサービスが利用できるのか｡家族介護者にとっては ｢介護者である自分がどの

ようにして救われるのか｣が最 も重要な関心事であり､具体的な事例の提示が必要であろう｡

もちろん家族介護者が救われるための十分な介護サービスが整備されていることが前提となる｡

スウェーデンでも近年､痴はう性高齢者の家族に対する支援には特に力が注がれている｡十
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分な情報提供によって､本人や家族の不安を取り除くことが､痴ほうの早期発見､早期診断に

もっながっていく｡

本調査の中でも､特に大都市に住む家族介護者の中では ｢在宅介護者の相談 ･カウンセ リン

グ｣の希望の声が多かった｡情報提供の窓口としては､ケアマネジャーに期待されるよころが

大きいが､セルフヘルプグループへの期待も大きい｡たとえば各地にみられる ｢家族の会｣の

活動を､一層支援 していく必要があるだろう｡行政窓口より､介護者としての経験に基づ く具

体的なアドバイスを受けることもできる｡

｢同居家族のない高齢者の方が､利用者本位のケアプランをっくりやすい｣というケアマネ

ジャーの声をしばしば耳にする｡同居家族がいると､ケアプランにも家族の都合を配慮 しなけ

ればならない｡本調査でも明らかなように､在宅か施設かは本人の意思ではなく､家族の事情

で決まっている｡

よくみると､編み目のように張り巡らされたホームヘルプが24時間稼働 している北欧では､

要介護高齢者が子世帯と同居 しているケースはほとんどない｡｢最後まで自宅で生活 したい｣

という高齢者は､24時間巡回型ホームヘルプ､訪問看護､在宅医療といった ｢訪問系サービス｣

によって支えられている｡

また日本でもホームヘルプの利用が多い地域はある｡長野県泰阜村 (人口2200人)はホーム

ヘルプの利用率が高い自治体として有名だが､このような人口が減少 している地域で､子世帯

は都市部に流出してしまい､高齢者世帯比率が高い地域では在宅サービスに力を入れているケ一

女がみられる｡

日本において在宅福祉サービスを普及させていくためには､介護サービスの量を増やすこと

と同時に､親子の住まい方についても議論を深めていく必要があるのだろう｡介護が必要となっ

た時の住まいが､｢施設｣か ｢在宅 (子世帯と同居)｣という二者択一ではなく､地域の中で家

族と ｢近居｣できるしくみを考えていきたい｡
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【介護者調査 ･自由記入意見】

出来る限り在宅としたいoしかし日々の生活の中で痴呆老人と向き合う事は非常に心身に疲れを感じるo介護人の
リフレツ.シユという点は福祉の面ではどのように受け止めているのかo施設も希望してもすぐ入所出来る事は殆ど
ないと聞く.現実は机上で考えているより何倍も厳しいものだと言う事を強く訴えたい._私の場合､ヘルパー2級
の資格を取得しているが､市が家族介護を認めていないので､ヘルパーの手当の対象とならないO-こうした場合､

1_&呈た くても働くこ上旦出来ない状態なので､在宅介護をしても何らかの手当の支給をして欲しい.事情が許す限り-在宅としたいが､痴呆との対決は心身共に疲れ､.時には施設-の入所も考えるoしかし､介護費等
を思うと､思い切れないし､痴呆と言えども正常と見 られる所もあり､人情的に割り切る事も出来ないoそんな事
を含め､介護人の心身のリフレッシュをもつと大切にして頂きたいo (重点的に取り扱う事)..又､デイケアで働く
人達の入れ替わり方を見ると､サービスの低下が見られるo何故入れ替わりが激しいのか､その辺りの事も考える
必要がある.ヘルパーの活用も考えるが､以前訪問看護婦さんから､介護人がしっかりしすぎて､病人が呆けると
言われ､ショックo他人には頼りたくない思いたかられたo
要支援の私が体がポロポロですo何とかしなくてはと考え中ですo

せて入所優先順位付け出来ないか? もしくは､要介護人数に合わせて施設を (定員)増やせないか?
質問内容とは違うかも知れませんが､母の (要介護者)感想を記入致します○_母は介護制度が出来て大変感謝して
いますo又､現在週に2日､1時間ずつの在宅サービスを受けています○母は特異体質となった為､薬を飲めず
(副作用がひどい)治療法は湿布と安静だけです○以前はお手伝いさんに来て貰っていました〇人を探すのに大変

苦労した経験がありますo又､未だに現役の主婦の為､とても苦しい日もありますが､早く元気になり､独り立ち
出来て､ご迷惑をかけない様努力しています○介護制度は大変嬉しいのですが､制度に平行して町内の人間関係が
良くなれば素晴らしいと思います01人になっても頑張ると申していますo今年から会長が変わられ､少し希望が
持てる様になったと申していますo以上ですo悪筆及び訂正個所が多い為､読み難いとは思いますが､よろしくお
願いいたします.又､私が多忙の為､,提出期限に間に合わずどうもすみませんo
保育所のような朝から夕方まで介落してくれる施設が欲しい｡出来る-だけ家族と-緒にいる時間を長く持たせて上
げたいが､私達にも子供を教育する為に働かなくてはならない○従って安心して.預かってくれる (朝～夕方まで)
場所があれば良いと思うo/施設があまりにも少なすぎる○入居するのに時間がかかり過ぎるし､退所したら､今
度何時入所出来るか分からないので▲退所も出来ない現状である○
88才の父､要介護3､その面倒を見ている母83才､要介護 1▲まとめて世話しているのが私 (次女)57才○母は白 .
分の体守るのも大変なのに､夫は最後まで自分で見なければというのが強く､補助的に私は接しています○母の立
場から､このアンケー トに答え､私が記録しましたo我が家は介護保険がとても有り難いと思っていますo
一人暮らしの方には大変いい制度と思いますが､私の家のように母を姉妹 (実の娘)で介護している家にとつては
サービスを受けにくいと思われます○要介護者だけを切り離しては色々な面で無駄が多くなると思いますo介護者
に万一の事があった時のことを考えて申請しましたo保険料の決め方も納得いかないものがあります.
要介護者が現在より重度にならない事を願っております○
要介護者と同病､同症状を介護している○介護者同士の意見や情報交換の出来る集い､サークルなどがあると良
い.その場合の要介護者を診てくれる人 (施設)などまで考慮されたもの○ (市単位ではなく､もつと大きな枠組
みでの情報交換が在宅で出来ると良い)
極めて事務的
介護者が倒れた場合など､要介護者は誰が面倒見てくれる.のか? ./要介護が複数になったら､自分はどうすれば
良いのか?
現在90才の要介護者2人を見ているが､介護度が上がるにつれ､サービスの金額が上昇することが不安材料であ
るo施設入所も施設が少なく､困難であり､将来に不安が多いo痴呆がややあり､自宅介護がどこまで出来るか介
護者の健康も万全ではないo
病院や老人保健施設に入院や入所している時は､言いたい事があつても病人が人質に取られているような感じで､
言うと本人が辛い目に遭うんじゃないかと思って言いたいことも言えない ! 仕事場の上の人は理解があつても中
には嫌味を言う人もいて､なかなか現実的には介護休暇も取りにくいし､取っている間も給料が出ないので不安が
あるo介護保険は何の役にも立たないと思ったo先の見えない介護で介護休暇に期限があるのも考えものだと思
う○私は介護者の死亡という形で.2ケ月で終わつたが､_病人は衰えていく一方なのに､期限が3ケ月しか取れない
不安もあったoどうしようと思っている時､父も亡くなり､何か後味の悪い介護休暇だった○もつと気軽に取れる
ように､生活の不安もなくす介護休暇制度にして欲しいo
介護にかかる時間が介護保険導入前に比べ､半分に減った○負担額が変わらないので､時間が減った事に非常に不_
満を感じるo
私の母は寝たきりで流動食で食事をしています01日中日が離せないので､老人病院等に訪ねて説明をして貰うの
ですが､寝たきりの人は受け入れられないと言われましたoこういった寝たきりの人も受け入れてくれるような病
院があったら良いと思いますo
介護保険によるサービス以外で､どのようなサービスがあるのかという情報が入ってこないので､利用出来ず困り.
ますo
共働きの為､十分の介護が出来ないが､これから介護サ⊥ビスのことを勉強して利用していきたいo/介護を受け
る本人は施設を利用することに抵抗する面があり､施設の悪いイメージをなくするような働き掛けが必要o
自分の親を介護しているが､これから先何時まで続くのか不安である○/病人をかかえ､独身のまま一生が終わる
ような (ノイローゼなのかも知れない)■気がしている∴/長生きする手が良い事なのか､本当に人間として苦しい
思いをしながら介準して貰ってまでも生きる事が良い事なのか､色々 考えてしまうo/しかし何にしてもお金がか
かるO､/要介護5だが､施設に入所すると年間35万円もかかってしまう○(1割でも) 家を建て直したいが無
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た○フルタイムで仕事をして､現在は仕事が終わって夜7.時～9時までの介護と休日を介護に当てるのみです○仕
事にも介護にも十分なことが出来ていないことへの苛立ち.を覚えます○ただ､要介護者である父の人柄のためか､
輝､姉の手工私の子も出来るだけ協力をしようと頑張る気持ち､.行動が父の1日1日を支えているo (勿論､介護
サービスも価値大)-と思いますo又主たる介護者の精神的な安定にも繋がっていますo要介護者が介護サービスを
受けながらー⊥また人間として暖かみのあるコミュニケーションを得る為には､介護する側が介護していることの社
会的評価 (例.:会社か_らも人間的評価を受けられる-親族の介護であつても研修として認められる)を受けられる
ような制度が要るのではないかと思いますo
介護者は孤立しがちです.それは-番頼りになるはずの家族が頼りにならないからです○きれい事を言ったリ､家-
族の愛を訴えたり...そんな事だけで介護はできませんo母を介護する事に対しては全く不満はありませんが∴
周りの兄弟達があまり協力してくれない事に対しては時々腹が立ちますo自分の余裕がない時は特にそうです.父
は1昨年寝たきりとなり､今も近く■の病院に入院させて貰うてし■､ますo父は元気な頃から､子供達には世話になり
たくないと舌つていました.例え娘でも下の世話などしてもらいたくないでしょうo父はいわゆる ｢社会的入院｣
ですo ｢この先､何年生きられるか分からないので､せめて残り-の人生を自宅で見てあげたい ..L.｣ と思う事も
あります○~しかし実際自分ヒ出来るか??一時的な感情で家に連れて来て､良い介護が長続きするはずないと思う
のです.未だに色々な迷いはありますが､理解ある病院の先生のお蔭で入院させて貰っているのが今のところ一番 .
良い事だと思っていますo (思いつくまま書いてしまいました.)
要介護者が受けるサービスは大分充実してきているが,介護者のフォpローが足りない○よい介護をするには介護者p
が良いコンディションでなければいけないのに､その部分が欠けている為､介護される人にそのはけ口が向けられ
てしまう~のではないかo私は実母の介護をしているが､痴呆で歩行が出来ない為､日常生活全介助しているが､自
分自身フルタイムで働いているので､.■夜間排滑に1時間半おきに起きる (オムツを使用しているが､本人がどうし
てもポ-タブル トイレでの排滑を希望し､痴呆があるので舌つても分からないO.介助に起きないと下着を汚した

し､限度額めいっぱし＼に使っている｡又SS中､.自分自身のリフレツシiの為｣旅行､コンサー トとか取り入れてい
るが､時には他の姉妹より批判の目で見られる土とがあるムそんな時は落ち込む○介護者の精神的軽減をもう少し
充実出来ればと思っているb
介護保険導入前でも､そういった施設もなく､殆どの方が自宅で介護でしたpO高齢化社会となっている現在､保険
導入とい-つても施設が少ないのです9もつと利用できるよう心がけて欲しいです.又､対象となる施設から3.ケ月
過ぎたからと言って退所を迫られないよう.にして欲しいです.
要介護度の使用金額範囲が接近し差が少ない○重介護と軽介護の差を広げるべきであるム施設を増設し,何時でも
入所､施設利用が出来る様に希望しますo
痴呆が進行している人でもデイサービスなどを受けられるのかを知り■たいO-利用している人は元気な人が多いよう
な ....｡
シヨ｢ トステイの送迎を業者がやれるようにoデイサ｢ビスの時間延長 (朝8:00-夜6:00)を希望○介護は大変
しんどい仕事であるム連合はもつと介護保険の実施に当た り､介護休暇､看護休暇とし､安心して休める体制と安
心して預けられる資金援助等を考えてやるべきだ○もつと卓くこういうことをしていれば､~.~妻を退職させずに済ん
だ｡
ショー トステイ等利用したいが､なかなか出来ない○
更新手続きの度に調査f羊来る人が違い､■最初から全部説明しなければならない.同じ人なら前回との違いも分か
_i)L､.認定がス_ムーズなのではないかと思うo~/介護保険が始まったばかりはショー トステイは空いていたが､現在
はベウド数を減らした所もあり､利用者も増え､_利用するのが大変○/痴東対応の所が少ない○
今の介護保険は在宅介護を推し進める制度だと思います.-どうしても在宅では無理な人 (家の事情､本人の身体事
情)も多くいますが､その人達のことは後回しやすO-小さい子供もいて仕事も■あり､その上､先の見えない介護で .
悩み苦しんで､やつとの思いで決断した特養入所は2J3年 (それ以上?_)待機状態､リハビリなんてもう余り必
要ない状態なのに､老健へ入所して3-6ケ~月経つと退所命令､すべて犠牲にして在宅で介護して､lヶ月後再入
所､この繰り返しが特養入所まで続きますoそしてやつと入所できても病気入院となると退所して▲又砂めからや■

世の中になつ七欲 しいです○
基本的には在宅が本人にとって一番だと思いますので､最終的には金鍾+α､デイサービスを充実して欲しいで
すO-
痴呆老人を抱えている家族は1日中24時間介護しなければならなく､心身とも疲れていますo家族がバラバラに

痴果老人の世話は他人には理解出来ない様な精神的苦労がある事を皆に理解してほしいo我が家は姉妹が交代で見
てくれて苦労も分かち合えて助かっています○しか-L.娘と嫁とでは扱いが違う様な気がして､中々難しいものが
ありますO.
要介護認定が昨年 :2から今年 :1と軽くなりましたが､痴呆が進んだ事や▲_転びやすくなった事などで⊥-介護の.
手数が増えましたo/病院､歯科医院等の通院の介護が受けられるように､臨時に頼める所が欲しいと思つ七いま
す./日常生活の中で､衣服の着脱が難しく､一人では出来ないので~､必ずついてやらねばならず､少しでも自立

やはり介護は家族でするべきだと思う.その為に行政機関が出来る限りの補助をすべきだと考えているム
1.特蓑への入所の緩和 2｣デイケア及びショートステイの利用枠の拡大 3.費用の軽減 4.サービス事業
者に対する指導監督の強化 5..サービス事業者の内容の情報醜示 (スタッフ､体制､サービス内容等､有資格者
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介護保険導入以前よりディサービスを週 1回利用しておりましたが､複数回の利用が可能となり､現在週4回
(ディサービス1回､ディケア3回)通所しております｡聴覚障害者でもありますので､どうしても引きこもりが

ちでしたが､週4回の適所をとても楽しみにしております｡高血圧程度で特に大きな持病はありませんが､虚弱と
申しますか､よく気分が悪くなり､寝込みます｡その都度適所先への迎え､通院検査等職場への早退､遅刻が多く
なります｡毎度去年の今ごろはどうだったかと比べる事が多くなります｡施設に入って貰えば安心なのですが､本
人が承諾してくれません｡母には悪いのですが､母の体調が悪くなっても､かっての経験より対処法に察しがつき
ますが､自分の体調が悪くなった時が最も不安になります｡自分がいなくなったら､誰が介護してくれるのか､そ
れを考えると先の見えない トンネルに入っていく様な､父の仏壇に ｢早くお迎えに来て下さい｣と祈らずにはおれ
ません｡全く_親不孝です .･･｡
フルタイムで働きながら､介護していますが､もうクタクタで限界と思っています｡夜中に1､2時間おきに起こ
されて､ トイレの介助をします｡本人は昼間はウトウ ト寝ていて､夜になると起きるのです｡私は昼間仕事で疲れ
ても家事､介護でいつも寝不足です｡夜のヘルパーをと思うのですが､一晩中来て貰う訳にもいかないので困って
います｡
母親を施設に預けることに若干の心苦しさを感じるも､実際家で介護することは私達夫婦 (68才､67才)の生活が
破壊される恐れがある｡94才までの長命が何も目出度くないことを痛感している｡介護保険制度が出来て負担額が
減ると期待していたが､実質的に支出増となり､何が保険かと疑問を感じる｡在宅介護について､1日1-2時
間､週何日といったサービスではあまり意味がない｡介護は24時間が必要であり｡
在宅で介護する場合は､介護する家族が介護のあり方等に悩んだりし､介護者本人に対するケアが必要になってく
るが､病院や施設に要介護者を入院 (入所)させた場合､施設のケアが家族にとって満足のいかない場合､直接
｢ああして欲しい､こうして欲しい｣と訴える事は難しく､現状に仕方なく甘んじて､諦めざるを得ない状況で

す｡介護にかかる費用は勿論重要な問題ですが､家族の心情として､より良い介護の環境を整えて頂く事も同様に
大事な事と考えます｡※具体的には介護の現場にプロの介護士が少ない｡もしくは生かされていない｡
介護保険施行前より利用させて頂いており､施行後も概ね満足はしておりますが､もう少し時間的に余裕があれば
尚よろしいかと思います｡
先立って､母入院､3日間付きっ切りで介護したが､1分と目が離せなかった (点滴袋)を持ったまま､ベッドよ
り離れたりする為､自分の仕事もある為､介護者を頼んだ｡1日1万2千円､自分の給料､月手取り35万円｡何時ま
で続くやら｡
痴呆がある為､1日同じ事を何回も言うので､ス トレスがたまる｡又しなくていい事をするので､家の中は ｢何々
をするな｣ と言う貼り紙だらけです｡自分の体も持病がある為､調子が悪い時は老人ホームに預けようかと悩みま
すが､自分の体が動ける間は介護しなくてはと思ったリ､ジレンマとの戦いもあります｡又､自分の老後は子供に
負担は掛けたくないと思います｡その為には老人ホームを増築して頂いて､元気なうちに自ら入所したいと思いま
す｡老人が安心して暮らせる日本にして欲しいと思います｡
介護保険料の徴収はやむを得ないとしても､サービスを利用する人､しない人､出来ない人と色々 ･i･､それな
ら介護度別に金銭援助をして欲しい｡
ディサービスの送り迎えの車で､車イスの人が自分で押しながら家に帰っているのが時々見られます｡何故バスに
乗って帰らないのかと聞くと､今までは無料だが､これからは有料と言われました｡送り迎えもサービスでやって
貰いたいし､ショー トステイはもっと年間回数を増やして貰いたい｡
今､老健に父が入所していますが､入浴も手伝わないといけないし､結局毎日家族が出かけて世話をしています｡
行けない日は自費でヘルパーさんをお願いし､老健に行って貰っています｡靴下も毎日履き替えようと思えば家族
がしないといけないのです｡介護の基準が低いので､それ以上望めば家族でして下さいと言われます｡いいお天気
に外に出ようと思えば､家族かそれに代わる人がいないと一歩も外には出られません｡完全に閉じ込められていま
す｡介護基準が低いので､施設に入所しても家族への負担は大きいです｡ショー トステイでも同じです｡
介護保険については金を取られるだけで､受けたいサービス内容が事業所にないのが現状である｡サービスは事業
所に行かないと受けられず､本人が嫌がります｡もっと詳細を分析して利用できる制度にして欲しい｡
色んなサービスがあると聞くけど､毎日ヘルパーさんが来てくれるのは世話以上に疲れます｡
介護を仕事 (ビジネス､収入を得るため)として行っている者と､ボランティアや家族が行う者とでは違う｡又､
収入のない者､借金等があり､逃げている者等経済的に弱者ほど不利益､ボランティアで行っていたものも金が入
るならとビジネスで行おうとする者が増加する｡家族で老人を介護して最★★が見るという意識が希薄になり､家
族の辞が薄れる｡
介護保険が導入されて少しは心身とも負担が軽くなった気がする｡出来れば老人ホームで老後の生活が出来る世の
中になればと思っています｡老人ホームに入所出来るだけ財産があればのこと､夢に等しい｡
介護者は肉体､精神共に疲れる｡ショー トステイを利用し､休めたらと思う｡過去にディサービス､ショー トステ
イを活用したが､ダニを貰い､大変困った｡歩行は出来ないが､身体を動かしベッドから落下するので､施設へ預
けると拘束されると聞く､ ･･t可愛想で預けられない｡在宅介護者に少しの手当でもと思う｡
要介護認定の手続がもっと簡易に出来ないものか､要介護者を施設に入所したいと思っても多く希望者がおり､困
難だと言われると諦めて
ならないか､希望する｡

請をしていない｡もっと施設を増設して貰えないか｡又､費用が安く

派遣されて来宅される方が複数 (訪問入浴を除く)､又はメンバ-チェンジがあり､その時の要介護者の状態によ
りますが､訪問看護の内容に一貫性がなく､その点が少し不満です｡
高齢者介護は介護者自身も高齢になり､精神的､肉体的にも大きな負担になり､いつも体調不調で薬を常用してい
ましたが､施設入所希望しても中々空きがなく､6ケ月待ってやっと入所出来ましたが､この待機期間が短くなっ
たらいいなと思います｡
介護する方も介護される方も明るく楽しく暮らせるように心がけています｡/皆人の子であると思っている｡/介
護を続けているうちに､介護はいいなと思うようになりました｡
1.全ての申請について素早く処理する様に考えて頂きたい｡ 2.老老介護の方々 は先 を々思うと不安が募るば
かりで､市､区､町村では援助の方法を具体的に考えて頂きたい｡特に費用等について､介護慰労金の点につい
て｡
もう少し分かりやすくして下さい｡
全然動かず､話さず､体の何処も動く事が出来ない｡要介護5ですが､358,000円はすぐ使って､身体の散歩とシャ
ワーディケアーでもすぐ金額になり､もう少し要介護5の金額を上げて欲しい｡
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介護腹険が始まる前妻=EA面責由とそ0)後の重用がか~なり多くなIL)
で､家の者に様々な負担がかかり疲れている｡

､利用回数を減らさざるを得なかった｡このこと

介護保険制度について､政府や市町村の思惑と介護される側 (家族を含め)の考えにズレがあり､実際､現場で介
護されている方 (ホームヘルパー等)が､板挟みになっているのではないでしょうか? 家事援助は ｢お手伝いさ
ん｣ ではない !といったヘルパーさんの話を聞いた事もあります｡介護をする側､される側､お互いが気持ちよく
吐き会えるよう､更なる制度_q2理経ゝ活動をする必要があると考えます｡
制度のスター トでヘルパーを粗製乱造した感あり｡レベルの低いヘルパーは任せても後で自分でやり直しをしなけ
ればならないとか､手伝わないと介助が出来ない｡調理については個人差は大きいと言っても､老人であることの
認識がなく､大きい切り方､固い等食べられず､捨てることになるものを金を払って作って貰っているような気が
する｡ トイレ介助など1回程度の実習で現場に出るので､介助しているヘルパーを家族が助けなければならない
等､何のためか疑問｡苦情を言っても事業者は ｢うちは2級以上なので､もう少し待て｣と言われ､受け付けてく
れない｡ヘルパーがよく交替するのも問題あり｡
他人の方より兄弟､親族の協力がなかなか得られない｡これはその人達の生活環境にも依るのでしょうが､ (外に
はボランティア ･･･と言って出て行く (エエカッコLに)が､自分の周辺は疎かにしている)
介護制度が始まる前は､福祉センターなどに行ってもお金は要らなかったのに､制度が出来てから､ディサービス
に行くにも1割の負担額が要るようになって､要介護者は何回もディサービスに行きたいのに､ついていけないの
が辛いので､0.5割位に負担額を減らして欲しいです｡
介護保険を申請する手続きがとても面倒で分かりづらい｡もっと手続きを簡単にしないと老人だけでこうしたこと
に対処することは困難である｡書類の作成が多過ぎる (介護は始めてから本当に沢山の書類を貰ったが､何故こん
なにも必要であるのか? 老人に分かり易い､使い易いということを最優先に考えて欲しいのである｡)ことが､
無駄が多く､事務手続きを困難にさせている｡又､書類を処理するのにも､善用がかさむのではないか｡又老人介
護に関する用品､用具は一般の品物と比較して高価であり過ぎる (これは暴利ではないか)｡それの9割を保険料
で負担することは､この先財源の不足は目に見えていると思われる｡※6ケ月での手続き更新は早過ぎる｡本人が
変更を希望する (要介護度の変更)場合のみではいけないのか?
結局､女が仕事をやめて､介護しなくちやいけないこと｡21年も働いてきたのに､義母を見なくてはならない｡病
院は退院させると言ってくるし｡施設には中々入れないし｡転々と病院を変わらせては申し訳ない｡1日中､一人
で家に義母をおいてはおけないし｡義母一人 (要介護5)所へヘルパーさんが来てくれても何かと心配だし｡今ど
うしてよいのか分からない｡"もう少し働きたい"という私の願いは我侭なのか?何とか良い施設はないだろう
か｡
介護保険施行前は､同居でもあり､思うように利用出来ませんでしたが､今はディサービスの送り出しなど､見る
に見かね近所の人がやってくれていたのですが､ヘルパーにお願いする事が出来､助かっています｡先日も腰を痛
め､寝たきりになった時は､すぐヘルパーの方で対処していただき､仕事を2日休んだだけで､働いている者に
とっては有り難い保険です｡
介護保険導入後､経済的負担が少なくなり､大変感謝しています｡ケアマネージャー､ヘルパーさんがとても親切
で満足しています｡
自分で仕事を持ちながら義父母､遠く離れている実母の看護と精神的な負担は大変なものです｡でも､介護保険の
導入のおかげで､いざという時には助けて頂けるという支えが出来､又､世間的にも ｢嫁が世話をするのが当たり
前｣ という感が薄れてきた事も､良い時代になったと感謝です｡
高齢者介護は先の見通しが立たない為､在宅介護をしてあげたいという心情とは裏腹に仕事をやめる事が出来ず､
施設へ預けている｡現在の介護保険制度では働きながら在宅介護をするには､あまりにも費用がかかり′過ぎるとい
うことが悩みとなる｡介護保険制度の中に主たる介護者がフルタイムで職を持っている時は､要介護の対象がなく
なるまで､仕事を休業できるような制度も是非取り入れていって欲しいと切に希望する｡
訪問介護を月2回､1日6時間利用していますが､排池や食事の介助で身体介護になっています｡実際の介助の時
間としては2-3時間だと思います｡後は見守りとなっています｡見守りの間に家事をしてもらうと複合になっ
て､料金が安くなるのですか? と聞いたら､そういう計算はないので､身体介護で6時間です｡と言われまし
た｡何かおかしくありませんか?
よく話をしていた母が突然全く無口になりました｡話し掛けた事に答える様な口の動きが聞き取れなく､聞き取っ
てくれる方がいたら何を訴えているのかどうしても知りたく思っています｡病院にいる時はあんなに話したり､
笑ったりした母が､笑う事もなくなりました｡何がそうしたか知りたい｡
痴呆症状-の介護ランク認定が軽い｡痴呆老人への介護施設の充実と在宅でも痴呆老人が介護できるサービスの充
実を早急に実施して欲しい｡
介護法が施行されて以来､介護3の義父を民間の介護業者に (ヘルパーさんに)お願いしております｡二世帯同居
で同一生計ではありませんが､住宅ローンも抱えており､働かざるを得ません｡その為､食材も民間業者に家まで
配達して貰っていますが､義父にとっては固く (調理して頂いても食材そのものが合わない)病人食ではありませ
ん｡又､ベッドも違う業者であります｡出来れば､食材も一緒にヘルパーさんが持って来て､それぞれの病人の方
に合ったものを作れるように希望します｡一体化した介護を実現して頂きたいと思います｡
施設をもっと増やし､又､介護保険で施設への入所､ショー トステイを期間を決めないで希望出来るだけ入所出来
る様にして欲しい｡/6ケ月の更新は申請の必要な人だけにし､それにかかる費用を介護保険のサービスの方にま
わす｡
まず､介護者が健康である事が一番の幸せとつくづく思う今日この頃です｡いつまで続くか分からない状況の中
で､第-に自分の健康を保つ事が私の課題です｡そして父､私､家族が助け合い､暖かい暮らしの中で過ごしてい
けたら最高の幸せです｡
父親84才で脳梗塞にて3年6ケ月寝たきり状態でしたが､平成13年2月2日死亡しました｡介護保険に切替前より
ディサービス及びベッド借用は利用してました｡切替後もそのまま利用していました｡これ以外のサービスは余り
家の中へ入られる事は｢イヤ｣ということで､利用しませんでした｡本当はもっと利用すれば楽だったかなあと
思っています｡ (母と妻で自宅で介護)
介護施設も少なく､医療機関に入院してもすぐ退院させら+W141れる｡医療保険と介護保険の2種になったが､どち
らが良いのかよく分からない｡体に障害 (病気)を持っている者は入院させて欲しい｡月に1回は救急車による入
院が現実｡
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在宅介護といっても日中は家の中でいます｡私は働いていますので､伯母は話し相手がありませんし､自分の事は
ある程度出来ますが､高齢の為､事故を心配しています｡お昼は食事をLに家に帰りますので､まだ良いのです
が､ディサービスくらいはと思いますが､送り迎えが仕事の時間帯との違いで出来ません｡会社も今は厳しい時で
すので､いい加減な勤務は出来ません｡それと安心して任せられるヘルパーさんが不足ではないかと思います｡
妻芥議書になる前の老人と同居している者が希望すれば (市町村に)市町村内の施設を見学出来るようにして欲し
い !l 理由 :施設を選ぶ為に個人的に見学に行くと､要介護対象者の情況を聞かれ､なんとなくズルズルと加入
してしまい､選択出来なくなってしまう｡/要介護者は困った時でないと解らない事が多く (事前では思いつかな
いし､必要性も感じない)ので､こんな事はどこどこに相談､又は申込みを !!といった困る事例のパンフレット
が有ると良い !!
現在90才の義母は足が不自由の為､歩行が困難ですが､自分の身の回りの事は60%程度で行えます｡一応要支援と
認められている現状ですので､今回のアンケー トの内容に対するお答えが正確に出来かねます｡該当するものにご
返事をしておきました｡
妻介護者が85才になり､介護保険制度が始まり同居の兄嫁が病気になり､初めて介護保険の利用をお願いする事と
なり､始めはディサービスのみ､兄嫁が入院した為､ホームヘルパーを2時間追加して貰う事になりました｡週2
回ディサービス､週 1回ホームヘルプ-介護サービス､週 1回娘の家事援助 (時間にして朝8時～17時まで)､通
院3ヶ所､美容院､買い物､1週間分の煮物等､その他諸々｡この状態が何時まで続くとは思えません｡まだまだ
負担は重くなるものと思われますが､介護される側は何時までも自分の家で居たいとの要望もあり､一人家に居る
要介護者を何処までサービスを受け､満足な生活がさせられるのか､その時本当の介護保険の実態が見えて来るも
のと思っております｡
87才になる主人の母が肋骨を骨折して入院し
言われ､退院して下さいの一言で退院する
ベッドに上を向いて寝ているだけ､背中に

こ
じ

い
に
く

て
と

よ
す｡)先生はデュオアクティブというのを薬局で

ま
な
そ
買

た
ま
が

し
リ
ーつ

が､胸に固定ベル トをしているだけ､家で寝てても一緒と
し
出

た｡骨がまだついていない為､横を向くのも無理で､
来てしまいました｡ (他にも病気がいっぱいありま

って貼るように言われたのですが､薬局では個人には販売しな

いと言われ､先生と連絡を取って貰うと今度は今の状態では率要がないので､食事をしっかり取って皮膚を押して
見て､色が戻らなくなったら､来院して下さいと話が一転しました｡訪問看護婦さんを頼む為､先生に聞きに伺
い､ ｢よい｣という返事を頂いて手続きをしたのですが､結局2週間くらいかかってしまい､じょくそうも良く
なってから看護婦さんに来て頂いたようなことです｡どうしてもっと早く書類を書いて貰えないのか､利用したい
時に利用出来ないんじゃ､どうにもならないと思います｡介護というのは家にいるものが一日中接しているのです
から､すごくス トレスが溜まります｡介護されている本人は時々来る人が短い時間で世話をしてってくれるので､
そのことばかりが心の中に残っているようです｡毎日している私はすごく当たり前に思われています｡主人は仕事
の出張が多く､殆ど家にいません｡
前から左半身麻痔の状態で介護サービスを受けていましたが､昨年末､右足を骨折して殆ど寝たきりになっていま
す｡家に戻ってきてから､どんな状態で看護､介護していけるのか､今はすごく不安です｡前よりはサービスもめ
いっぱい使って見ようとは思っていますが｡
自分が老人になった時､幸せな老後が送れるのか? /今後､介護によって自分の生活がどう変わっているか
介護は要介護者と介護者の信頼関係がないと上手く出来ないと思う｡嫁と姑の場合､どうしても信頼を得る為､過
保護になってしまう｡我が家では過保護のおかげで信頼される様になったが､転んで圧迫骨折して入院した時､何
も出来ないので食事も｡食事も取れず､結局家に連れて帰った｡ショー トステイも自分で服を脱いだリ､着たり出
来ないので嫌がる｡たまにショー トステイしても毎日面会に行くことになる｡主人の会社で永年勤続者に夫婦で海
外旅行に行かせてくれる｡でも不安を残したまま行けない｡若い頃は ｢いい嫁｣と思われたいと願っていたけれ
ど､今になって ｢おまえでなきゃ駄目だ｣と言われてもれ
高齢者介護はとにかく大変｡/肉親だから甘えや情が入り､尚大変｡/親が死ぬまで我慢､我慢､我慢です｡/と
ても介護保険だけではカバー出来ない｡/システムの必要性を感じる｡ビジネスで上手くいく例もあるが､ビジネ
スの為､切られる面も多くある｡
介護者の精神負担を少しでも和らげる様なソフト面の充実を望む｡
介護は大変だとつくづく感じている｡自分の行く道を見ているようである｡独り身なので､考えることが多々あ
る｡とにかく疲れる｡
田舎の親の介護の為､月にして2回帰ると交通費 (1回7万円)がかかるのが大変｡/航空会社の介護割引制度を
申請予定/今は別居だが同居となると住宅問題もある｡/低い年金で生活している夫婦が身近にいるが､介護認定
4を受けても財政的に介護が受けれず､本当に困っている｡低所得層への支援がもっと必要である｡/短時間の介
護休暇制度
①6ケ月に1度､調査の為受診することについて11人で行けない人が多く､付き添い人を付け､タクシーを利用
する為､費用がかかるので､考え直して頂きたい｡年金生活では苦しい出費となっているので ･･･｡②サービス
費用 (単価)に差があり過ぎる｡見直して頂きたい｡ (身体､複合､家事) /家事はヘルパーにとって､体力的
にきついのに､安い単価となっている｡複合の単価一つに統一すべきだと思います｡ある居宅支援事業者で､身体

家事は他の居宅事業者へ廻す所もあります｡不公平となっている｡福祉に差別､不公平はすべきで
はないと思います｡もう少し考えて頂きたい｡
肉親の介護は出来得る限り在宅でやりたいと思っていました｡しかし､諸々の事情によって､特別養護老人ホーム
の入所を希望しましたが､申込者の順番待ちが多くて､すぐには入所出来ません｡それでやっとのことで老人保健
施設を探して､そこ-入所していますが､費用の面やずっと長期間の入所が出来ないので困っています｡特別養護
老人ホームの数を増やして貰えればと考えますが如何なものでしょうか｡
現在70代後半の両親がいるが､今の所､自己管理出来ますが､今後介護が必要になった場合の相談できる人､機
関､又､施設に順番待ちで入れない事等､よく聞きますが､その-んの所が今不安な気持ちです｡
要介護5の認定で呼吸器や吸引がある為､ショートステイや他の施設への入所も出来ず､又､ホームへJV/ト も使
えないのが現状です｡ /介護保険でも利用出来るサービスが少ない為､使いたいが使えないのが現実です｡
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介護されている者は､家人以外の他人 (自分の実の子や孫も含む｣同居人以外)が家に来ると気疲れすると言うo
子供もまだ小さく､手がかかるのに､.私が倒れたらこの家はどうなるのだろうと何時も不安になるo家事に手を抜
けぱそれだけ余分にお金がかかることになり､.介護費用以外d)目に見えにくい費用負担鏡が増えるO.夫は自分の親-
であるにも関わらず､協力が少なく⊥又､感謝の青葉もないoそれが精神的に追い詰める0..何もかも投げ出したく
なる時があるo~_要介護度が進めば進む程､費用負担は大きくなり､労働力も増えるoどんどん追い詰められるばか
りであるn
施設の職員の方は要介護人の扱いにもつと熟達してもらいたいo対応し切れず､自宅に対応の仕方を求めて電話番肝
かかって来ることがあるoプロなのだから､もつと自信をもって接して貰いたい○結局は自分達の扱い易い人だけ
しか受け入れない場合が多々あるo /費用の点でもう少し安くしても_らし■ヽたい○せめて月5-6万円程度に01食
費と基本料だけだと月6万円前後で納まるが､日用品､教養娯楽費といった癌のものが1日500円､又､クリ-土ン
グ代1.日.800円等がかかり､月10万円以上とな.リ､とても負担が大きいo
難しいが心の通うケアを願いたい○
介護保険制度.により､在宅介護をするものの負担を減らす為の効果があるだろうと考えていたが､-そうではなかつ
たかも知れないと思い始めた.老人が自分の生活を続けていく為の援助として助かることも多いので､嫁にかかつ
ていたものは少しぐらいは解消出来たかも知れないoそれはまだ老人がある程度の生活を二人で維持出来ている時~
にすぎないかも知れないo
父親は脳卒中で介護が必要となりましたが､お陰様で寝たきりにはならず､軽度の介護ですんでい手すoLか~し､
それでも私の結婚を延期するなど､軽度であつても家族の誰かが"犠牲"になちないとやつていけないのが実情で
あり手すo /介護保険が出来たことは良い事だと思いますが､それまで自治体が老人保健法などに基づいて独自
に実施.していたデイサービス (体操､陶芸教室)が廃止されました○残念ながら介護保険ではそれた代わるサービ
スがないので､不満に感じていますo /今は母親が元気で介護の主役を任つてくれていますが､母に万一の事が
あった時に､誰が父の面倒を見るのか､介護保険でサポー トが十分あるのか?心配しています..
介護は本来､家族ですることだと考えます○しかし､現在の社会状況の中においては､~多々困難に直面する三とが
多いoどうすれば､又､どうなればいいのかは分からない,0
介護の基本 (かきくけこ) か :感謝 き :気力 く:工夫 け :健康 こ､:恋心
①長男夫婦とは車で30分の地点で別居していますO.やがて私らが10年後頃､老化が進行し､夫婦共あるいはどちら
か片方介護を要する様になった時､気軽に申し.出や相談がもつとやり易くなつ七欲しいと願っております○ ②老-
人世帯への金品を狙ったコソド口が増えています..犯罪についてももつと配慮をと願っております○

を上手に活用できるようにしたいと思います.I
介護保険制度が出来てもそれ以前と介護については殆ど変わったところはない.-■①手続きが面倒になったこと.

国民や弱者の為の社会福祉の活動を後退させている感が強い.もつと社会福祉や社会正義の為の国民的運動を組織 .
し､社会運動として展開して貰いたい○自民党の横暴を止めるのは組合運動しかない.
自分が介護して-番思うことは､自分がこの先介護を受ける側に立った時､子供になるべく負担をかけずに生きた .
いということ.現在､義母は施設に入所し七いるが､J入所前の介護者の精神的､肉体的苦痛は大変なものだったふ.
家族全員の生活を犠牲にしてまで在宅で無理Lt介護するよりも､施設入所の方が､本人ftとうても介護者にとつ
ても良かつたと思っている○ただ､その施設が"姥捨て山"になるのではなく､本人にとっても生き甲斐を持って.

セあると思う..又,施設に任せっぱなしではなく､-~月1-2回の外泊 (自宅-の)もム気分転換や本人と家族との
つながりを密にしておく為にも必要であると思うo
1.介準認定申請から認定されるまでの期間の短縮を望む0 2..特養ホーム施設に入所するのが大変難しい_○介
準保険制度前と何も改善されていない○高齢化に対応ができていない○ 3.■̀地域住民への介護保険認定者のサー
ビスこ.自立者についても介護保険外の (平成12年度介護予防生活支援事業)制度ができているのに浸透されていな
い.
自分が病気で倒れた場合 .(3年前ガン手術､現在､高血圧､坐骨神経痛)どういう対応をしたらよいか非常に心_
配o要介護者の痴呆が進み､単なる植物人間となった場合､果たして同じ愛情を持って世話が出来るだろうか.そ
れでも愛情を持てたとしたら■､それは相手に心があった時代の余韻であり｣単なる義_務感からではなかろうか○悲
しいことだが､そんな気がする○~現在､介護度2であるが介護5_位の状態になっても､なるべく自宅にと本人は望
んでいる｡その場合､介護サービス以外に .(24時間)ヘルパーを頼まねばならないが､.-果たして経済的にやつてい-
けるか心もとないo業者から派遣されるヘルパーは精々4-5名､新顔が入れ替わり､立ち代-り来られるとお互いに

ないかム
1.L半年毎の更新の手間が掛かりすぎるム 2.介護関係費用､個人負担額しか判らない○
嫁に来て24年間､寝たきりになって10年間在宅で介護して来て､とてもいい関係で本当の親子のようと言われ､私
も苦痛と思う事もなく見てきましたo夫と話し合い､年寄り■に承諾を貰い､いくらかでも楽ヒなればとホームヘル.
パーを頼む事にしたのですが､私が更年期と重なり､素直に受け入れられなく､年寄りともギクシヤクになり､
4ケ月が過ぎようとしています○質のいいヘルパーではありますが､年寄りの機嫌取りは上手ですが､介護者の気

に良いか悪いか分かりません..もつと上手に使いたいの'ですが､頭のはっきりした年寄りなのや､これまた中々受
け入れてくれないのですo好き勝手書かせて貰い､ゴメンナサイネo
介護センター (老人健康施設､ショートステイ､リハビリセシター)を増やして欲しいと思っていますo槍山1軒
だと天狗商売でサービスに欠けているo車イスにばかり2-3時間平気で座らせているので､入りたいが車イスに
座るのが長し_ヽから嫌だと言っているo老人になると精々1時間位o食事d)時も1時間以上前に食堂に集め､元気な
人は良いが､車イスの人は大変ですo (1ケ月に1回5日利用していますo)自分も老人になるのでo
介護保険制度スタート前に受けていたサービスがスタート後に受けようとしたち､あまりに高額で受けられなく
なったという話を聞くoこの事自体が介護保険制度の欠点のように思う○認定を受けずに健康保険を利用した方が
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人について､多くの問題があると思う｡要介護度の低さ ･･tソフ トのバグだと言う事だが､早目に修正
して貰いたい.排個について周囲の人が ｢痴呆｣についての理解が低 く､-行方不明や交通事故が発生している.全
国民 ｢痴呆性老人｣との対応の仕方や ｢痴呆｣ についての勉強が必要である｡小学生～中学生は特養や老健で2-
3ケ月のボランティアの義務化､高校生へは在宅老人に対して2-3ケ月のボランティアを義務化して貰いたい｡
お年寄 りと接することにより､ ｢優 しい心 ｣ ､そして高校生には ｢調理｣､ ｢情操｣など勉強出来ると思う｡
病院や買い物が出来る場所の駐車場を一般の人が利用しない様にして欲 しい｡/市役所や県庁､町役場などで､
色々な介護制度を秘密にしようとするので､もっと分かりやすく教えて貰いたい｡あと､手続きをもっと簡単にし
て欲しい｡/ヘルパーさんなどの自己負担のお金をもう少し考えて欲しい ｡

介護は肉体的､ 精神的負担が大きく大変である｡もっと沢山のサービスが受けられるといいのですが ･･･｡
在宅介護は精神的ス トレスが本当に大変だと思います｡在宅年数が長くなればなるほど､溜まると思いますので､
より良い介護をする為にも､介護者のス トレスを抱え込まない為の環境作 りも充実させて行きたいものだと思いま
す｡
町の中全体が障害者にとって不便である｡ (外出した時の車イス用駐車場や トイレが少ない｡)土曜日､日曜日な
どショー トステイを利用しても入浴のサービスがなく､平日利用だけと言われた｡介護は思っていた以上に精神
的､体力的に大変で､これから先が心配です｡
介護休暇手当が25%で3ケ月で打ち切 りになる｡介護は長期間続くものであり､もっと充実したものを望む｡入所施
設が少なくて申請 してから長期間待たされる｡在宅介護の場合､配偶者を休職させなければならないケースがあ
る｡買物､食事作 り等も出来る業者が少ない｡痴呆症状のない要介護者の入所問題 (自宅から出たがらない)
介護保険が出来る前は老健施設にショー トステイを利用しても1ケ月60,000円位で入所出来たが､現在､要介護4
なので､支払い分が多くなり､何か納得出来ない｡これから先､姑が何年生きるか､子供の私達がどうなるか不安
です｡
①介護保険制度が出来てから自己負担が多くなった気がします｡ ②介護する側のケアもこれからは必要だと思い
ます｡ ③政治を司る人達も明日は我が身だと思って､もう少し自分の私利私欲にしかれない良い解決策を考えて
欲 しい｡
在宅介護者への援助金制度を充実して欲 しい｡
アンケー トの内容についても不満｡もう少し研究の余地あり｡家族 (在宅)で支えきれる状況をもう少しきめ細か
い配慮した内容であって欲 しい｡
介護出来る事に幸せを感じている｡でも､たまには息抜きもしたい｡
1.介護者の肉親 (子供とか兄弟)の協力や助言はもっと積極的に的確にして欲 しい｡ 2.嫁 (自分もその 1
人)にあまりにも依存している風潮はまだまだある｡又､日本全体が経済的にゆとりがなくなってきている｡
充実した日々を直使と歩み､幸福に人生は生き甲斐を感じる毎日でしょうか｡私は大切な家内の健康管理､今は大
変でも後が良ければごかい後に丁寧と過保護と少し教養を心得ている｡自分や愛する家族の為､頑張っておりま
す｡人生設計を立てても思うようにならないものです｡毎日､私､家内の健康に対し､合掌して相互の助力に感謝
しております｡
糖尿病で 1日3回インスリンを打っているが､平日､昼､夜と2回サービスでやって貰っているが､土､日は家族
で行う為､休日でもどこへも出かける事が出来ない｡サービス業者は金額で行う為､サービス限定をする｡時には
高いと思う時がある｡
毎日が大変です｡
介護保険導入前に利用していたディサービスの個人負担金より導入後の負担金が多くなったのが疑問です｡
多くのサービスを受ければ､それだけの負担増となり､経済的な圧迫を強いられることとなったリ､入所を希望し
ても ｢空｣待ちの状態で､家族の負担はあらゆる面に増えている｡又､自治体などの組合立的な老健施設などは
｢お役所的対応｣が多く､融通が利かない等利用者の意に沿っていない｡

施設設備さえ整えば要介護者にとって自宅が一番安らぐのではないかと思う｡ 1人で2人 (88才と89才)は見切れ
ないので､いずれは施設サービスを利用せざるを得ないと思っている｡以前､ 1週間やむを得ず､ショー トを利用
した際の建物のみ績駕で､何となく寒々とした空気を思うと､在宅での介護への支援がもっと充実することを切望
する｡ (当地ではヘルパー不足､必要な時のみの随時派遣サ-ビスも欲 しい｡住宅改造費の助成増境等)
痴呆性老人の介護度が低い｡/痴呆性老人が寝たきりより介護が大変なので､施設が受け入れてくれず､施設 (辛
門)が少な過ぎる｡
今後､高齢者が4人に1人位に増えていくが､沢山の保険料を使ってしまい､自分が年をとった時には費用がなく
なってしまい､どのような状態になるのかと不安を感じます｡
6ケ月毎の更新手続を1年に伸ばして欲 しい｡/介護保険料高額徴収されて､不満を感じているのに､介護認定を
受けて色々サービスを受けると大変助かります｡それなりに介護サービスの料金の支払いもかさみ､医療費が大変
です｡/家事援助のサービス (仕事の内容)で､どんなことがやってもらえるのかよく分からない｡例えばガラス
があまり汚れているので､磨いて欲 しいと頼んだところ､それは出来ないと断られました｡玄関前の掃き掃除も断
られました｡/ヘルパーさんによって仕事の仕方がマテマテ､例えば時間のある限り仕事をやってくれる人､決
まった仕事をサッサとやってしまって､時間があっても終わりにする人等です｡
衛生面で気を使っているが､尿､糞等で部屋が臭くなりがち｡ /要介護者が吐く"痩"等が不潔
感謝している｡ /満足している｡
現在の状態ではいいのですが､介護者も要介護者も老齢の為､先が不安です｡
介護しているものが体調不調になった時など､即解決出来る対応がない｡申請にしても全て時間が掛かる｡診断書
発行にもお金が掛かる｡各ホーム-の入居希望手続きで必要とされるが､すべて原紙でなければならない為出費が
多い (複数に依頼する)/介護されているよりも､している者への介護が必要｡
いづれ我が身と思いながら､老いることへの不安がいっぱいです｡痴莱 (アルツハイマー病)に振り回されている
現在ですが､要介護者 (夫)自身は全く病識がないことが幸せなのかも知れません｡でも､私自身は ｢痴呆｣には
なりたくないと思います｡そして ｢痴呆｣の夫の年金で生計を立てているのです｡
日常､テレビ等で要介護人､それを介護する人が車椅子､ベッド等で介護用品の広告を兼ねて楽しげに話し合って
いるのを見ます｡介護という言葉には程遠いものと思います｡全面介助､意志が通じない､その様な要介護人が大
勢いることを忘れないで欲 しい｡私は陰のヘルパーさん達に感謝しています !読んで頂ければ嬉しいですが､これ
もボツでしょう｡公というものはそういうことですから｡一応記しました｡
必要な時にショー トステイや施設に入所できない｡
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介護の事業者の方は大変よく研究し､利用者の心理を上手く考えてくれますので､やはり専門職の素晴らしさを感
謝しています｡嫌がらず喜んでディサービスに行ってくれますので助かります｡
勤務している為､日中一部分の時間帯にはヘルパーさん､訪問看護さんが来られるが､要介護5の病人を1人家に
寝かせていて､大変不安であるが､現在､要介護5の範囲ギリギリに組んではいますが､それ以上にすることも難
しい状況にある (親 1人､子 1人の世帯)0 /介護療養医療施設が少なく､入所は難しい状況の様である｡ (ケア
マネージャーによる)
特になし｡介護者及び介護人も高齢で何時まで続けられるか不安であります｡特に我が家は父97才､母91才とこれ
から手のかかることばかりで困っています｡
蘇呆症の場合､24時間介護が必要｡排掴､異常行動が見られるので､施設でも嫌がられる｡もっと痴呆を見てくれ
て入所出来る所を増やして欲しい｡どの施設もいっぱい｡入れても3ケ月の期間限定でタライ回しされる｡介護疲
れになっている｡
利用者の立場に立って､介護保険制度を充実して欲しい｡
我が家は老々介護で他に病人があり､大変です｡何をするにも先立つものはお金であると思います｡収入の範囲内
で入れる老人施設があると良い思います｡
社会 (会社)が介護者に対して､配慮して欲しい｡私の場合､介護者がいるにも関わらず､通勤時間が30分くらい
だったのか､1時間30分ぐらいかかる支社に転勤をさせられた｡フルタイムで働いているので､2時間の差は大き
い｡要介護者が12時間以上ひとりでいるので不安もある
(デイサービスをお願いしている施設に対する不満) 行く時によって担当者が違うので､連絡事項が漏れてい

ることがある｡歩く練習をさせて欲しいのに､すぐ車椅子に乗せる｡ ･その人の特徴を全員が覚えて､その人が
満足いくサービスが出来るようになって貰いたい｡例えば苦いお茶が嫌いな人､牛乳が駄目な人､トイレに行きた
がらない人 (誘って欲しい) ･･･私の母のことですが｡
現在､家の中での生活は一人で出来るので､私も勤めに行っています｡でももう少し悪化すると歩けなくなるの
で､働くためには施設､病院に入所するしかないと思います｡そうすれば入院費がかかります｡在宅で私が仕事を
辞めればいいのですが､子供 (学生)に仕送りをしているので､収入がなくなると大変困ります｡このような時に
ホームヘルパーを頼めば良いのでしょうが､寝たきりの老人を置いて仕事に行くことは後ろめたい気がします｡こ
れから先のことなので心配しても､仕方がないのですが､毎日が不安です｡
私は現在､実母の介護の為､退職しました｡年金はまだ貰えず､今は母の年金で生活しています｡私が年金を貰え
るまで､母が生きていてくれれば良いのですが､もし今､命が亡くなったら自分の生活はどうすればよいのかが不
安｡
姑はやがて仏となる尊い仏の卵と理解して介護している｡呆けバアちゃんが死亡日を境に仏となるのだか
ら･･･｡生きているうちに手をかけてあげたい｡義弟の妻は''他人だから切れている"と進んで介護しようとし
ない｡仲が良い嫁同士だったが､姑の呆けを機に縁遠くなってしまった｡私が疲れても ｢それだったら､入所させ
たら- ｣ の一点張り｡介護するあなたのバカだ ･･･と言わんばかりだ｡私はゲーム感覚で介護を続けている｡

金銭給付が必要である｡
家族で可能な限り介護したいと思っている｡疲れた時や外出の用件のある場合に即､短期入所出来る施設がもっと
充実することを願う｡
介護者との関わりも考慮した介護認定をして貰いたい｡
保健料金が高い｡本年10月より2倍になるが､現在のままにして欲しい｡
父の介護を受けるに当たり､ ｢他人の世話になりたくない｣､ ｢家の中に他人に入って貰いたくない｣ という母の
気持ちが非常な障害となった｡それを説得してヘルパーさんに来て貰って入浴介助を受け､私はとても助かってい
る｡ヘルパーさんの複合単価をもっと上げ､移動時間にも対価を払うように改めて､職業として安定したものにし
て欲しい｡
介護施設に入所し､3ケ月で退所させられる事が一番の悩みです｡
現在､義父は倒れて一般病院に入院しております｡病気を抱えている人は介護の申請を受けていても介護型の病院
以外は受け入れて貰えず､介護保険は使えず､何の意味もありません｡このまま入院が続けば出費がかさむだけで
す｡何のための介護保険なのでしょうか｡一般病院からも早く転院先を探すように言われており､寝たきりになっ
た義父を家に連れて帰るわけにもいかず､大変困っています｡又､義母もうつ病と痴呆症の.病気を抱えており､家
庭も崩壊寸前です｡周りの人々が思っているよりも数倍介護は大変です｡私の体の方が先におかしくなってしまい
そうです｡どうか､介護保険が使える病院を増やして下さい｡それから､色々な書類の手続きをもっと簡単にして
下さい｡
色々な介護サービス､制度が出来､有りがたいと思います｡しかし､重度の要介護者がいる家庭はまだまだ困るこ
とがいっぱいあります｡まだまだサービスの向上を望んでいます｡
在宅介護中における訪問定期検診の回数を多くし､介護者が被介護者の症状を知る事で少しは安心感が生まれる様
な気がする｡
介護はされる立場もしてあげる立場も笑顔で出来る事が大事と思います｡家族が皆で介護するのが理想ですが､核
家族の現代は無理と思いますので､専門的なヘルパーの増員と施設の充実が必要であると思います｡在宅介護の場
合は主に介護する人には慰労する意味で手当と休日を設ける等で多少でも心にゆとりが持てたら素晴らしい｡笑顔
の介護になるのでは ･･･｡
1.介護制度を知らない人が多い｡ 2.介護制度を知っている人でも恥ずかしい事と思っている人が多い｡だか
ら申請手続きを勧めてもやらない｡ 3.介護制度の出来る前はディサービスに行く人は､よほど暮らしに困って
いる人､知能の低い人だったりしたので､''私の家ではそんな事しなくても"という人が田舎には多い｡ 4.2
人の要介護者がいる現在､2人ともディサービスにお願いしてある日は､仕事も安心して出来るし､会合にもゆっ
くり参加できるので､有りがたいです｡
年寄りが2人います｡ますますの充実をお願いします｡
介護者本人も介護をしている義父も在宅を望んでいるが､本人73才､義父79才と年齢も重ねているので､いつ2人
とも介護になるとも分かりません｡その時私が2人の介護が出来る仕事をやめて今の生活の状態を保てるのか不安
です｡何があっても2人は在宅を望むであろう状態に不安を持っています｡
我が家では在宅介護と土､日曜日等のディサービスを受けていますが､在宅介護が中心なので､家族の協力が必要
となっています｡オムツ等の費用も多く出費することから､これらの公的費用助成の増額を要望｡
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介護制度が施行されて大変助かっていますo仕事が出来ること､施設がないと働けませんO､欲になると思います
が､デイサービスにお世話になっていますが､時間が朝10時～夜5時まで､時間の延長をさせて頂ければと思ってい
･ますo現在の七ころ､相談したいのですが､無いと言われ､少し困っています○私が会社から帰宅する時間が6時～

かくなり､､外に出ることがあり､家が解らなくなります○このことが今から不安です○私の理想のデイサービス､
艶二旦卑～夜7時までが出来ればと願っています.
親の介護について､子供間の協力体面而 いと介護は大変o介護する人が精神的にも参ってしまう0.6ケ月間1日
の休みもないが､兄弟で1日でも .｢交替しよう｣という声が上がらないo ｢ごくろうさん｣とは言うが､経管によ
る食事を取っているとデイケアも受け入れないらしい○要は休憩する時間よりも,r疲れるだろう-､交替しよう■｣_と
し王と気建ちが-番安らぎになるのだo
現在介護保険で利用出来る限度額の5P%のサービスを受けている○もつ.と利用したいが､現在のサービス内容又事
業者の状態では難しいO .要介護者に対して精神面 (心)_-の介護､援助が考えられていない○デイサービスの施
設に行くように言われる'd家から移動出来ない要介護者にも心q)ケアは必要O .利用時間が多くなるとヘルパー
の交代人数が増える (介護者も要介護者も疲れる) (サービス内容が崩れる).
ヘルパーの資格を持っていても自宅では通用.しない○市町村によってはいい所もあると聞いているが .丁.｡/自

から､高齢に限らず交通事故等で介蓮が必要な時でも利用出来たらいいと思います○
①ホ-ムヘルパーの役割について制限事項があり埠ぎはしないか? 例 :庭の草むしりは駄目とか ②介護保険料
の1割負担を考えた時､資産に余裕.のある人は"安い"と感じるが､無い人ぱ'高い"と思■い､自らの生活を切り
詰めてはいないかと心配になる.:年収に応.じて10%～0%の範囲で設定 (累進課税の如く)∴しても良いのやはない_.
か?
介護-される母は自宅で見て欲しいと言うが､勤めているので _(私)としては.､_何処か良い施設に入って (お金は多
少かかつても良い)欲しいoそして時々家に帰って看てあげる事が出来たらと思っているが､母が望むよう_な家庭
的 (少人数)な施設がない○物を取り扱う様な施設ばかりで入れても可愛そうO,
現在入所している老健は年に1回､3ケ月間退所しなければならない○同じ経営者が行っている施設ベ入所する
が上月に20万円程度の負担が必要となるので大変である.-又､現在入っている施敵.(老健)から何時退所 してくれ
と言われるか心配である.他に入所するにもすぐに入れないと思う (現在は他を探してはいないから). /現在年
間支払っている費用が約130■万円であるが､今の施設に死ぬまで入所していられるなら.､こ.の位の費用負担は良いと
思っているムLJ(痴呆で全く分からない自宅で介護は出来ない) /老健と特葺とどちらが費用が安いか､施設-尋
ねたが明確な返事が無かつた｡他の所へ行って自分で聞いて来る時間がない｡又面倒である-.
要介護者に対して情けを掛けたものの負担が大きく.､逃げたものが勝つという様な状況がある様に思う○
在宅介護になって3年2ケ月､介護している者にとつては介護度に応じたサ｢ビスを出来る限り使いたいとは思う
が､本人の意志を最優先すると殆ど利用.出来ないと.いうのが実情です○家に他人を入れたく.ない､他人の世話にな
りたくない､デイサービスやシ∃- トステイも好まない､.となると在宅で家族が仕事をやめて介護せざるを碍な
い､もつと痴呆が進めばホームヘルパーやショー トステイなど色んなサービスが利用できるのに-- .､と本人の
回復を願いつつ､ー相反するこ.とを思ってしまう.○介護度に応じた利用限度額を決められているが､.それを本人に支__

超えた分は自己負担し､利用しなかった人は全額支給されるO.職を失って介護する者にとつては介護保険にな~つて

_れず不満がいっぱいである○
確かに以前は無料で保健所とか役所から訪問介護して貰っていて甘えていたのですが､今は何んでもかんでもお金
に換算されてしんどい気がします○ボランティアJtか無料で来て貰えるシステムは皆無でしょJうかOJオムツ､パシ
ツ､バツ.ト等もつと安価に手に入る方法はなし十のでしょうか○介護用品のパンフレット等も最新版が入手出来れば-
嬉しいですo
年金生活の者ですが､_自己負担額に差額が和えられていることがちょっと納得いきませんO-(住民税を払っている
為ですか､保険料も充分払っているのに)
現在私一人で母親の介護をしています○家事労働については苦痛と感じることはあまりありませんが､何時も何時 .
ーも2人きりで濠庭にいると会話が不足し､イライラしてきますoこんな時∴ご近所の方が朝 Tおはよう元気か
い?｣夕方には､ ｢何かあるかい○明即ま生ゴミを出す日だよ｣-と声を掛けて頂き､日.常会話を交わして頂くこーと
が本当に有りがたいと感じています○町会の活動にづいての話題がマスコミ等で取り上げ方が不足していると思い
ます.遠くの親戚より近くの他人が大切だと思います,○是非､この運動を高めて頂きたいと思いますO.
私の母は介護施設に入所して既に8年程になりますが､それ以前の自宅介護時には､食事､排池､入浴等とても家
内だけやは行えず､大変辛い思いをしましたoL又､家内も働いていましたので､~離職も真剣に考えていたものでし
た○幸い特養ホームが設置されて間もない時期であり､■程なく入所できたので､家内共々フルタイム働きながら現
在に至っています○そこで思うd)ですが､在宅介護は介護者｣被介護者両方共に心身共に参ってしまいます○むし
ろ､介護施設の充実を図り､同年齢､同世代の方々が一同に介して楽しく豊かに生涯を終えることができるような
整備が求められていると思いますo~特に特養施設におけるプライバシーの保護 (個室の導入)等､以上ですo
-介護を受けている人達の声が国政に反映されていないo介護を受けている人達の参政権が十分に保障されていな
いo在宅介護の場合に家族の負担を軽くする為､もつ-とホームヘルパ-の活動時間を増やすふ く限度費用のアツ
プ)_
私様嫁の立場で姑を看ているのですが､きつい事などを言われた~りすると愛情もなく､ただ仕方がないから看てい
るという気持ちが強くて1日も早く今から逃げたいと思う気持ちだけですo少々 ボケも始まって来ているので､返
事も面倒だし､本人が元気な頃からされていた嫁いびりを忘れる事が出来ませんO.本人も一番手をつけて貰いたく
ない嫁に手を借りる事になつ-たので｣ストレスもすごいですoお互いに悪循環が続いているみたいですoとにかく
私は早く逃れたいですo
どのような状態 (介護保険の対象)a)場合に利用出来るのか､分からなかった○
在宅では1人で介護すると∴仕事との両立は不可能O.もし全部やつて貰えばとても負担金で会社を辞めて介護.した
方が得と思われるo/何とか排便､排尿の自動機を作って貰いたいo~.何と言ってもこれが大変､その上オムツをは
ずされた時は本当にえらい目になる0本当に親でも手足を縛っておきたいと思うo/介護休業の期間を法律で長く
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介護の基本は家族にあると考えているものの､家族だけでは無理な面が多く､社会全体のフォローが不可欠であ
り､特に痴呆がある場合は家族の手には負えないと思う｡人格を失った状態の要介護者には積極的な専門家又は施
設の支援がないと家族の崩壊となるばかりでなく､社会崩壊になる恐れあり､体験者の苦痛に留める様な手温さは
鼓されない土塁う.そQ2為には心身共に元気な老人である為の施策をもっともっと重視すべきではなら也
掛かりつけの病院が別事業で介護部門をしているので､そこでプランを立てて貰っているが､いざ病気になった時
が困るので､他の事業所に変えることが出来ない ｡ もっと色々なサービスが出来る事業所を知りたい｡
介護サービス事業者があまりにも商売的である｡事業者が事業としている限り､このことは解消されないだろう｡
金額､サービスの量､ 難しい面があるが行政がもう少し細かい ル ール作りをする必要があるのでは･ ･ ･0

1.介護保険制度の導入前からになるが､同一要介護者に係わる複数のヘルパー間での連絡のやり取りが十分にな
されていない面がある｡例 :同じ事を何度もヘルパー-説明しなくてはならなず､介護者や要介護者の負担がある
事｡引継ぎが不充分である｡ 2.未だに介護保険制度やサービス内容を知らない周囲の人々からの興味本位での
問い掛けにより､気分を害するときがある｡例 :｢どの位､金額がかかるのか｣､ ｢そんな事までヘルパーにして
貰うのか｣ などの事を言われる｡ 3.今以上にサービスを受ける事が当たり前で自然なのだという認識が不足し
ている (社会全体で)｡地域的なものもあるかと思う｡ 4.介護には期限がない事が殆どの為､介護者の人生設
計が立たない､最後まで介護をしたいという心と､今後私はこれで良いのかという心の葛藤に悩まされ､苦しんで
いる｡お互いを思いやる気持ちが強い程辛くなる｡
昨年､介護保険法が施行されてから､それまで在宅介護ばかりでしたが､ショー トステイを利用出来るようにな
り､要介護者の自立が見違えるようになり､びっくりしています｡社協の方も施設の方もとても良くして下さり､
と ても満足しています｡介護保険が出来て､成功した例だと思います｡要介護者の嫁が記入
介護保険で短期入所の日数が限度があるので､思うような利用ができない｡例えば老夫婦と同居している場合､男
性の方が骨折して入院している時､女性をショー トステイに預けて男性を看てあげたいが､女性の方が要介護 1
だったので､早々に利用出来ず､大変だった例がある｡以前のようなミドルステイがあればよいと思う｡
自分も高齢なので心配｡又､何時も相手を看ていて自分が毎日イライラして来るのをどうしようもない｡今は自分
の事は出来ているが､これから先､段々重くなったら大変と思う｡出かけた時､帰りが遅い時や風呂が長かったり
した時の不安が精神的な負担はどうしようもない｡
介護保険の導入により､認識が高まった事は大変良い事と思う｡初めから全て整った制度を求めず､不具合を徐々
に改善していけば良い｡しかし､介護はやってみた者でないと､なかなか理解しづらい事､育児と違い､例え痴呆
があっても､一人の人格を持った人間であるこ＼とをベースにしなくて,はならず､非生産性の繰り返しかも知れな
い｡そして何時まで続くか分からない事も不安にしている要素なのである｡介護する側だって､自分達の生き方や
未来をもっているわけで､社会全体でカバーしていける介護保険であって欲しいと思います｡
24時間在宅サービス利用を希望すれば､要介護5であっても､給付額内では収まりません｡1割負担､35,800円+
自費分を合わせれば施設入所の方が割安と思えます｡介護保険は在宅介護を家族から負担を軽くするのが目的で作
られた制度なのに､施設入所が多くなっていると言われている今､在宅介護の負担金をもっと軽くする見直しが必
要ではないでしょうか｡
老人施設 (老人ホーム)の充実-入所者の拡大
このアンケー トが来た時に組合内部で話をしたが､実際問題 ｢介護｣の意味合い (範囲)が広く､又､執行部とし
て ｢誰が介護を要す人間と一緒に住んでいるのか?｣が分からない｡介護休暇制度は入っているが､現在取得して
いる人はいない｡組合のPR不足もあるのかも知れないが､本人からして見れば､なかなか言い出しにくい､表に
だしたくない事なのではないだろうか｡誰でも介護をする可能性はあると思うが､実際その時になってみないと分
からないし､制度そのものが難し過ぎる (専門的過ぎる)｡アンケー トを取って､今後に生かす事は大変重要だと
思うが､ ｢他人には話せない問題｣だという視点から､もっと別の取り組みも必要ではないかと思う｡
介護者が無収入になる為にこその見返りとして給料の6-8割を支給してくれればより心に余裕が生まれ､ある意
味では本当の介護が出来ると思う｡ (現在､会社員) それに付随して欠勤扱いではなく､有休の支給もして欲し
い｡
(彰病気で入院後､寝たきりにならない為に､仕事も休み､夜も家政婦をお願いし､かなりの出費でどうにか寝たき
りにならず済んだが､介護保険導入後､認定は重病でないと思う様な認定にならず､今までの苦労が報われない｡
②希望するケアを全部取り入れるとかなりの個人負担になる為､当人はケアを少なくしたいと気にして､その分家
族に体力､精神とも負担が増えてきた｡
仕事が不規則で予定が立てられない状況の中で､時々ホームヘルパーにお願いしたい時もあるが､選択 (業者間
で､どれだけのサービスの違いがあるか､悪質な所はないか､金額的な問題)で考えてしまい､実行できない状況
にある｡相談出来る機関を一元的にして頂きたい｡
介護基準に多くの矛盾や不合理性がある｡
役所の手続きに時間がかかる｡移送に介護保険が使えないので､①タクシー代等出費が多い｡ ②休暇を毎回とる
必要がある｡ ①か②が発生する｡移送OKの市町村もあるので､統一して欲しい｡特別養護老人ホーム-入所申し
込みしても6-7年待ちと言われ､リハビリが十分に出来る施設が近くになく､遠くまで行かなければならないの
で､経済的に大変｡
介護する方も生活して行かなくてはならない為､より良い介護といつでも金額的なものも多く掛かります｡お世話
して頂く方､される方との間でなかなか思うようにならない時があります｡何といっても家庭で介護する者にとっ
ては外面で見るよりはとっても大変な事が多くあります｡見る方も体が大切ですね｡共に倒れたらどうしようもあ
りませんね｡
たまに会って､めんどう見ることと､毎日生活を一緒にしながらの介護や世話はとっても簡単に言い表せない苦し
みや悩みがあります｡私の母を看てるので､主人に迷惑掛けてることなので､家の中が上手くいかなくなる事もあ
ります｡
在宅で介護できなくなった場合の医療機関の選択に資する資料を何処で入手すればいいか不安｡
10年位､父を介護し､現在､母を介護しております｡母も2年前転んで足を骨折し､リハビリの結果､寝たきりに
ならず､自分の身の回りも大体出来ますので､助かっています｡現在ディサービスに週1回通っております｡が､
お友達が自己負担を心配して休む方が多く､淋しくなったと言っております｡又､母たちは痴呆の人達と一緒に行
動を共にしており､分離して貰えないかと言っております｡介護保険も､1年過ぎましたが､制度面等分からない事
が多く､周知徹底をして欲しいと思います｡
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ケアマネージャーの立てるプランは営利を最初に考えていることが多くて､聞きづらい｡ (｢身体介護｣のみを進
める)自立を促すことが目的である制度であれば ｢身体介護｣にはどういうものがあるのか説明が欲しいと思って
いる｡一人では外出出来ない者への対応で散歩､話し相手 (ボケの防止)の中で気軽に介護度が進んで行かないこ
とへの対応は無理なのだろうかと思う｡緊急対応のNTTシルバーホーンの設置等も福祉用具に入れて貰えないものか
と思う｡◎介護度が進まないこと-の対応がもっと取れる制度になったら素晴らしいと思う｡ (営利主義のみを強
く感じる) ◎安心を買うシステムも考えて欲しい｡ ◎市役所はもっと介護する側に立って､事務処理を考えて
欲しい｡
介護問題は介護人一人が抱え込まないで､家族全員の協力､又サービスの上手な使い方を考えることが必要だと思
う｡
要介護認定の更新が6ケ月毎は短過ぎる｡老人の症状が6ケ月では変化しない｡症状が悪化した場合のみ申請する
方法で良いと思われる｡
介護施設に意見を言うと､追い出されると考え､不満でも施設に置いて貰いたい｡朝日新聞でタオルのリース代は
二重取りではと記した｡次の月からタオルのリース代が少なくなった｡昨年まではなかったリース代 1枚50円×200
枚が新しく介護保険制で徴収され出した｡今は半分になった｡
誰でも老後が来て､体が不自由になるのですが､今の住宅は老人が安心して暮らせる住宅､医療､交通環境にな
い｡特に大雪が降る季節の冬場の介護には介護される側､する側が大変で出来れば特別養護老人ホームが多く出来
て､暖かく､プライバシーが守られて､入居出来れば幸せだと思います｡嫁とか子供の負担は本人も心の傷となる
と思います｡休日､祝日には家族と一緒に自宅-帰り生活し､個人でも意識を持って頂き (家族の負担を少な
く)､治療と生活に心がけて楽しい生活が出来ればと思います｡安くてすぐ入居出来る公的な施設の増設を希望し
ます｡
消費税を福祉目的税に転換し､安心して福祉サービスを受けられるようにすべきだ｡国民年金で生活している老夫
婦に保険料の負担に加え､サービスの1割自己負担は酷だ｡介護保険については18才以上の働く人達からも保険料
を徴収し､広く薄く負担するようにすべきである｡
介護サービス事業所やボランティア団体などがあるが､主とした介護者は家族､特に嫁に負担が掛かる｡サービス
を利用すれば良いと他人は言うが､同居している者には割り切れないものがある｡私は嫁であり､現在勤めに出て
いるが､退職して未の両親を介護したいと考えている｡両親には2人の娘を立派に育てて貰ったので､今度は私が
面倒をみる番だと思っています｡
自分以外の家族の協力を得るのが難しい｡
私は実母を介護しております｡骨折が原因で3年前より寝たきりですが､ぼけておりません｡ ｢楽しく介護しま
しょう｣と大見栄を切って居りましたが､何年にもなると出かける時や1日中一緒にいると苦痛になる事もありま
すが､気持ちの持ち方が大切と思います｡その上､介護には介護者の健康
経済力､理解者のある事､いくつかの条件が良好であれば本当に楽しく介護が出来ると思います｡介護者への慰労
金､介護用晶の助成等､気兼ねなく使え､ちょっとした心遣いが嬉しいものです｡制度に如何に心を通わせて頂け
るかお願い致します｡
実際に介護してみて､介護する人にとっては精神的な支えがいると思っています｡痛切に感じています｡暗くなり
がちなムー ドを何とか変えたい.
在宅ケアの利用時間の幅を拡げて欲しかった｡ (8時～18時)/特蓑の順番待ちが長年に渡ると聞いている｡/私

の利用した施設の人は皆さtAJ良い方でとても感謝しいます｡鍵の施錠､火の始末､着替､登園拒否に対する交渉等
本当に助かりました｡しかし､一般病院では看護人の対立で大変嫌な思いをしました｡毎日面会に来るよう強要さ
れ､行っても来ていないと信じられないことを言われ､院内の協力が取られていない｡
介護者がベッドに寝たきり状態ですが､髪の毛が伸びてきた時に私がハサミで切っていますが､気軽に家に来て
カットしてくれる人がいると嬉しいです｡私では短くしているだけで､オシャレには見えません｡爪も固くてなか
なか切れません｡痛がります｡
介護保険についての詳細はなかなか不勉強で分かりませんが､現在訪問看護や入浴を受けていますので､有り難い
ことと思っております｡ただ､在宅介護を望んでいる者として要介護者が最後まで在宅で医療行為を受けることが
出来るよ
考えてお

lつ
り

､医師､ケアマネージャー､その他関係機関がどの程度介護家庭についての理解があるかということを
ます｡要介護者の大部分は病院で最後を迎えたくないと考えていますから､危篤状態になって病院に運

ばれるというこではなく､在宅で医師等が来られるということが何の問題もなく出来るようになって欲しいと願っ
ております｡
介護保険が導入されてから､介護慰労金が減額されたこと｡/介護した為に伴った介護者の医療的援助がないこ
と｡ /公的援助を受ける時､介護者家族の収入だけでしているにも関わらず､同居しているだけで収入を加算さ
れるのは納得いかない｡
市役所等への提出書類が多い｡年寄りだけの世帯だと放ったらかしになりそう｡/要介護の人が受けられる色々な
｢制度｣が一般に知られていない｡一部の (知っている人)人のみのものとなっている気がする｡自治体もあまり

そんな事はPRしない｡
家で老人を看るということは24時間拘束されます｡ちょっと､友人と出かけるにもなかなか大変です｡ (食事の時
間等)義母が脳梗塞を患って以来､私達は旅行にも行けません｡とにかく家を空けられません｡一度ショー トステ
イに預けましたが､ ｢もう2度と行かない｣と言います｡年を取ると頑固になり､難しくなります｡◎せめて介護
者 (普通､嫁)に感謝の気持ちを夫や夫の姉妹は言葉に表して欲しい｡自分にも親がいますので世話をしないとい
うのではありません｡心に不満があると優しく出来ません｡嫁は手伝人ではありません｡
両親共にくも膜下出血により､寝たきり状態になっている｡2人ということで､金銭的､精神的､肉体的疲労が
ピーク状態が常に続く､会社では長傷有給制度があるが､そんなに頻繁に取れない｡ (会社は取って良いという
が ･I･)とにかく疲れる｡常に気に掛かる｡笑えることがなくなった｡あと､先何年生きるかが気がかりだ｡貯
金をくずして対処するのみ､貯金のない人は大変です｡2人で28万円/月掛かります｡
高齢､高看を地で行く者にとって､介護にいても意志の疎通が充分出来れば良いが､耳も遠く痴呆もひどくなって
来ると何事もすれ違いが生じ､ストレスも自然と溜まり､不愉快な事が多々 出来ます｡理論と実際は一致せず､
色々の講座実技指導を受けて､なるほどと教えられ､やって見るとなかなか難しいものです｡しかし､皆さんの力
を借り､頑張らねばと思います｡
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記載の通りです○現在ヘルパー様がどのような知識､技術を身に付けて義父に接して下さっておられるのかo爪の
ア力でも貰って煎じたいのですが､そうもいかず､16才 (高2)と女人で2級のヘルパー養成講座に通っていま -
す09月開講で3/30にめでたく修了証書授与式です○京都府部落解放センターで受講しておりますが｣雇用促進の
為の様でほぼ全員の方が無料です0人の権利まで絶対に奪ってはいけませんが｣.受講料の減免があれば私は嬉しい
のに､ちなみに受講料は1人70,000円ですoそれから要介護者の年齢は86才ですoお世話様ですo

得者には負担が大き過ぎ､生活が成り立たなくなる./月に2-,4日病院通いをしているが､,-人でバスに乗れ
ず､又バス停まで歩くことも出来ない為､-タクシーを利用するか､私が仕事を休んで送迎しているoタクシ-代がp
往復で7,000-8,000円必要o家庭的な事情を持つ者に対してはタクシ｢代も保険の対象にすべきと考えるo/デイ
サ.-ビスを以前希望したが､近くの希望施設が満員とのことで､利用できず､ケアマネージャーの薦める施設に1

日利用したが∴片道30分以上 (送迎車で)かかり､往復するだけで､疲れて1日で止めてしまったo施設の充実を
望みますo/現在は前にも書いた通り､生活の出来る範囲内のサービスとしてヘルパーさんに来ていただいていま
すoヘルパーさん自身は大変いい方で満足しているのですが､業者の人手不足なのか､日曜日に来て貰えないので
すが不満○業者を変える方法はありますが､しがらみがあって､そうも出来ないことが私の責̀任だと思うていま
すo/私よりはるかに条件の悪い方々もおられるはずです○~年金だけの生活者等､低所得者にも_つと手厚い制度を
設けるべき､それが福祉だと思うoこのアンケー トを書きながら思う辛 - I..-どの.ように生かされるのかは分かり
ませんが､行政を動かせる活動をして欲しいと望みますこ
1.入院介護をしてみて､老々介護が多いことを感じる0 2.介護をする人の精神的､肉体的の面で支援する施
設など更に利用しやすい環境を作って欲しいと思います_0 3.現在の医療費では出来ないのかも知れないが､病
院などの食事が非常にまずく且つ入院者の立場rt立った料理方法が取られていないO.(例 :食べる物の大きさと_か
味が不適切だと思う)
嫌々介護していると要介護者にもそれが伝わり､お互い気まずくなり､家庭の中が上手くいかないoそうなると
早々に施設などプロの介護者に依頼した方が家族がバラバラにならないのではないか､と思いますo
同居はしていませんが､老健に入所していますム老健の介護者に対する虐待に似た事が沢山あります○家の者は施
設に対し､｢言も言えば退所して下さい､-入所したい人は何人も待っているとの事です○父の入所している施設ば .

ませんoそれが本当です.
①我が家は老 ~々介護で｣介護者が疲れる070才以上の者は介護度に関係なく希望するサ-ビスが受けられるよう施

のような ｢親の面倒は子が看る｣という事は今の実態を無視したもので､如何にも自民党政治が金持ち優遇かを自
ら暴露したものだ.
私は10年前夫を亡くし､.子供は嫁に行き､要介護者の母と2人暮らしです.o /平成5年6月に母は脳梗塞とな
リ､入院､老健施設､在宅と繰り.返し､介護の為､ー私は55才で退職しました./幸い姉が近くに住んでいるので､
相談相手になり､時々母を (約3ケ月位)ベッドごと.引き受けて､介護してくれました○世間の人はタライ回しと
言う冷たい言葉も耳に入りましたが､本人の母は私にだけ面倒は掛けられないと喜んでおりました○次姉は遠くて
介護が出来ないので､毎月3万円を送金してくれます./介護をしていて一番困ったことは､私は自由がないこと
でした○買物に行つても1時間が限度で､落ち着いて買物も出来ず､家の中でも姿が見えないと大声で呼び､お風-
呂もゆっくりと入っていられませんでしたo/痴呆が始まってからは､私が誰か分からなくなり､.貴女.は誰です
か､この家から出て行つて下さい､とか夕方に買物に出かけるとこんな夜中に店が開いているわけがないと
か ∴ .私が誰かと会っている-のではないかと疑っているようでした○一生懸命に介護をすればする程深刻になつ
てしまい､パニックに落ち､姉か■ら来て貰い泊まって貰うことも度々ありましたo
初めての事で何をどうしていいのか分かりませんが､肉体的にも精神的にも負担があ_るなと思っています○
在宅介護を完全にしてあげたいけれど､家族の協力がもつともつと大でなければ私 1人がしようとしても限度があ
リ､-最後は施設に預かって貰うしか仕方なくなる○
介護制度のしくみが充分理解できていない○/老人 (介護する人).の症状によっては施設にお願いする方がよい人
も多いと思いますが､このような施設が少ない.施設を増やす方向で努力して欲しい./介護の認定度によって､
サービスが違うわけですが､施設内の様子を見ていますと､ヘルパーさんの人数が少ない為 (サービスの線引
き)､入所者に生き生きした症状が見られないように思う○心のケアを第-に従事者を増員していけば心の健康が
保てるように思うo_/介護保険料を出していますが､今後どのようなしくみになっていくのか不安が多いo
ショー トステイを使って家で介護していますが､排池の面倒が本当に辛いですo自分の中から親への感謝や優しさ
がなくなっていきます○優しい言葉が掛けられなくなりますoお互い人間として尊重しあうことが出来なくなりま
すo出来ることなら毎日通つても良いから特蓑に入れて頂けたらと思います〇一番大事な排池のお世話を施設の人

がなくなった分､やさしく人間対人間として接したいです○
要介護者と離れている場合､交通等負担する制度等介護する人の事をもつ.と考えて欲しいo
月､水､金とデイサービスを受けているのですが､そこで入浴して帰宅するのですが､汚れた下着を出さないこと
が多いo出来れば洗濯もデイサービスでして頂くと良いと思いますo

で時間を決めてその都度対応している状態o/身近に寝たきりの家族を抱える人がいない為､どうしてもお互いに
話し合える人がいないo情報交換の場が欲しいoその為どうしてもヘルパーさん､看護婦さんへ話しが行くo / -
退院した当時は私も張り切っていて､母をどうしても車椅子に乗せ､~外へ.出たかつたが､家の造りでは車椅子を充
分使えない､そうこうしている間に母の体は車椅子にも乗れない状態o今ではベ.ツド上で看護婦さんに支えられて
座る事が一番のリハビリ.!今は母が事も無く1日を終え､夜寝息を立ててる時が私のホツとする時間です○
私の母は入院､退院を繰り返しながら在宅介護で､姉妹で介護していますo皆60才以上で､自分も介護者になる可
能性を持ちながら姉妹で助け合ってやっていますoいずれも年金生活者ですので､経済的負担の多い施設等には入
所させられる状態ではありませんo公立の保育園のように収入に応じて費用を払うような託老所 (デイケア)があ
ればと思い~ますo金持ちも貧乏人 (生活保護までいかないボーダーラインの人)も介護認定限度額が同じで､利用
料金も同じというのが本当に平等なのでしょうか占お金さえ出せば色 な々託老所を利用し､音楽会や映画館にも行
ける-のでしょうが- .文化活動からも遠のき､介護が生き甲斐なんて淋しいです.妻介護者の質を高める為に必
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がまんです｡
介護 (在宅)は介護度に関わらず､精神的､肉体的にも大変な仕事なので､施設入所など4月から長い間入所して
いる方などが居りますが､平均に入所出来る様､配慮して欲しいと思います｡ショー トステイも介護度により､日
数が決まっているので､入所も3ケ月以上する人は料金を上げるなど検討して頂きたい｡仕事を辞め､看ている人

手当に差をつける等して欲しい｡
頑画青書吉元i多て二着更を面膏

もいるので､
胸が張り裂けそう｡ 怒りたくても怒られないで我慢しているから｡フルタイムで働
いて家事､仕事が多過ぎる上に失禁で悩まされている日 で々す｡
要介護3 (アルツハイマー)と認定されているのですが､役場に相談すると体は元気で家の中の事は用が足りてい
るというと介護は家族任せというような事です｡最後まで面倒看る事が大変だなと思うこの頃です｡
今のところ痴呆があるものの体 夫 (腰痛はある)なので､少しの介護で良いが､この先痴呆が進んで体が丈夫
なだけに出て歩いてしまう排絢が心配です｡買物､炊事､洗濯など全くしないので､私が食事､食べ物を運んでい
ます｡しかし私も調子が悪くなることもありますから｡私が倒れたらどうなるのかと先々が不安です｡私､今年52
才､実の娘です｡
在宅介護重視にはなっていない｡利用率40%はおかしいです｡
母は今80才です｡痴呆症状がだんだんきつくなってきています｡ケア
思っていたのですが､介護認定は②でした｡足腰はしっかりしてIし る

ヤジネマ に説明し､分かってくれたと
でのーつ忠とだbヽヽめ すが､介護者が朝7:30-

5:00まで仕事で出ているので､週3回の介護サービスでは不満です｡週に2日家にいるわけですが､仕事をしてい
ても気になって仕方ありません｡再々電話を入れて様子を見ている状態です｡車イスに乗っている人は外観的に見
て､一目で分かりますが､痴呆の場合は中々分かって貰えそうもありません｡
気分の良い時は大切にしてあげたいと思うが､親風を吹かせ命令されたりすると腹が立つ｡身体が老いているのに
気持ちだけは子供に偉そうに言われたくない勝ち気さが衝突の原因となっている｡よそ目には親子の方が良いよう
に見えるが遠慮しないのでよくケンカする｡他人に介護されたくないようだが､たまにはサービスを利用して慣れ
て貰った方が良いかも知れない｡
介護保険制度の導入には100%賛成ですが､将来を見据えた計画 (金銭面)であって欲しい｡ある程度､家族の負担
はあっても良いというか､あった方が良いと思います｡ (パンクすることのないように)
老人の初めての介護で､びっくりすること､不思議な事ばかり､膝を伸ばすことが出来なくなってそのまま､骨

､り(筋力)が固くなって､種に''床ずれ"が出来て､ただ寝 たて
ヽ

横になって大人しくしてたら､こちらも体が休
めて良いことと思っていたら､すべてとんでもないことで ･･･｡1日のはじまり､もう朝なの､やれやれ で終
わっています｡ (夜中に又か) ありがとうございました｡
2001年2月に老健施設に入所していた実父が亡くなったばかりです｡父は最初､要介護5でしたが､半年過ぎて見直
しがあり､ ｢3｣になりました｡状況はあまり変化がなかったのに ｢5｣から ｢3｣に下がった時､ ｢?｣と思い
ました｡金額も施設に毎月6-7万円掛かっていました｡ (｢5｣から ｢3｣に下がっても変化なし)実母は骨粗
しょう症から腰が曲がり ｢要支援認定｣ を受けています｡自分の身の回りのことをするのがやっとの状態です｡頭
はしっかりしているようですが､物忘れが多く､私は同じ敷地内に別棟を建て､夫と住んでいますが､もし ｢火の
消し忘れ｣ とか､痴呆症状が出たら施設に預けることを考えています｡介護は先が見えませんので､ ｢この状態が
何時まで続くのか?｣と暗い気持ちになってしまいます｡
介護認定がなくなった場合 (自立と判定された時)､介護者が自分しか居ないので､ショー トステイの利用が出来
るのかが気掛かりです｡たまには気分転換でレジャーに出掛けたいのです｡利用料も高くなるのでしょうか｡又､
私が風邪等をひいた時もショー トステイを利用したかったのですが､着替え等の準備が大変なので､結局利用しま
せんでした｡ディサービスもそうですが､本人が身一つで入所したり出来ると有り難いと思っています｡母に憎し
みはありませんが､365日一緒にいるとストレスが溜まります｡
介護度5の配偶者 (妻)は本来医療病床群の施設に入所すべき身体状況であるが､居住している市には該当する施
設がなく､3年間で13回も病院に入院し､介護保険導入前は両方への治療費､施設入所費の支払いで大変な出費で
した｡小都市にも医療病床群の設立をお願いしたい｡※脳内出血で開頭手術で救命されているので､脳神経外科の
医師の診察 来る病院に医療病床ベッドの設立を願いたい｡
業者を選ぶ毎に手続きが色々あり｡とても面倒｡年金月々5,000程でも1,500円の介護が取られ､国民保険税は高
く､年金の少ない方を自分の社会保険に入れ様としたが､上手く行かず ｡ とにかく介護人が家を離れられないの
に､手続きの為にいちいち出向かなくてはならない｡もう頭 も体も疲 れ き っている｡介護保険反対 !消費税を上げ
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2
)

(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
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)
(
8
)
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)
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2

)
中

平
央

均
億
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0
1
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20

30
40

50
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_
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1
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20
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40

■
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N

人
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l
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J
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計
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4
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A
人

畠
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4J9
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6(9
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8
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人
人

人
人

p
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人
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人
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人
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人
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人
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数

Q
5
D

常
勤

ヘ
ル
パ

ー
比
辛

(
1)

(
2
)
(
3
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(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
(
9
)
(1
0
)
(l
l)

中
平

央
均

値
値

(人
)

(
1
)

(
2
)

(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)

(
7
)

(
8
)
(
9
)
(1
0
)

中
平

央
均

値
値
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9
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30

40
50

60
70

80
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1
N

90
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70
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50
40

30
20

10
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N
人

I
l

~l
ー

I
I

I
I

I
O

計
%

l
l

l
t

t
l

l
l

%
計

以
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29
3

9
49

5
9

69
79
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0
A

以
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79
69

59
49

3
9

29
1

9
未

A

下
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人以上
上

%
%

%
%

%
%

%
%

満

総
計

4
.6

15
.1

13
.3

13
.0

7
.6

6
.8

5
.8

1.
2

1.
7

0.
5
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.5
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0
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.0
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.0

6
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態
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Q
7
Ⅹ

ヘ
ル
パ
ー

以
外

の
就
労
比
率

(
Q
7

ヘ
ル
パ

ー
以
外

の
仕
事

の
有
無

(
Q

6
で

2
-

8
の
方

Q
6
で

2
-

8
の
方

)
)

Q
8

事
業
所
登
録
数

(
Q
6
で

7
の
方

)

(
1)

(
2
)

(
3)

(
4
)

(
5
)
(
6
.)

(
7
)
(
8
)

(
1)

(
2
)

(
3
)

(
4

)
(
1)

(
1)

(
2
)
(
3
)

中
平

央
均

値
.値

(事
業
所

)

常
非

パ
臨

嘱
`

契
登

そ
N

常
る

パ
る
家

働
N

+
*

N
1

2
3

.
.
N

禦
芸

L
讐

莞
禦

窒
品

A
計

勤
l

業
い

計
で

ト
に

て
A

2
働

計
+
い

A
事

事
事

計
業

業
業

A
ル

へ
へ

ル
ル

ル
へ

助
で

従
い

3
て

所
所

所
パ

ル
ル

パ
パ

パ
ル

い
働

事
な

い
以

1
)l
i

}l
l

l
l

l
/l
l

て
-

い
し

い
い

~て
.

て
る

い
い

る●1
上

Q
9
A

ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ

ー
の
仕

事
に
就

く
直

前
の
状

況
Q

9
B

直
前

の
仕
事

(
Q

9
A
で

1
,

2
の

方
)

(
1)

(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)

常
い
パ

た
家

い
尊

か
学

N
忘
錆

崇
(
儲

畠
岩

(t
遜

妄
錆

#
(
裂

(
J&

(1
㌢

1i
(1
聖

(1
%

(1
42

N

警
告

芝
窓
至

詔
A

計
働

た
や

従
つ
婦

働
い

臨
事

た
で

い
毒
至

芸
警

琴
塵
空

重
藁

蒜
愛

慕
蒜

~
務

売
産

-
皇

品
A

計
て

時
し

働
て

･
補
付
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.

門
療

園
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係
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.
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施

助
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保
職
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教
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.
働

い
て

な
設
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静
保

仕
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I
O
A
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(
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(
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(
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(
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(
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(
8
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9
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2
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ホ
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ホ
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ホ

介
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療

理
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栄
調

誠
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保
ケ

教
そ

い
特

N

鮎
臥

臥
悪

念
悪

筆
嘉

悪
筆

空
曹

■
至

言
貞

品
詣

A
計

姦
完

晶
完

晶
完

聖
聖

主
筆

~首
ふ

き
瞥

芸
芸

芸
塵

去
芸

了
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O
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取
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(
Q

I
O
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で

Q
I
O
A
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取
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し
て
い

る
資
格

(複
数
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択

)
1
-

3
の
方
)

(
1)

(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
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8
)
(
9
)
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0
)
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l
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)
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)
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Q
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O
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取
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(
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2
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(
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(
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)

(
5
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(
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8
)
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O
)
(l
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3
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成
ホ

成
ホ

成
ホ

介
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看
療

理
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栄
調

誠
父
保

ケ
教

そ
N

~
臥

臥
臥

悪
念

悪
筆

嘉
悪

筆
警

雪
空
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貝

品
A
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計

姦
完

晶
蒜

晶
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筆

首
去
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Q
1
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2
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介

Q
1
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ヘ
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パ
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仕
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(
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(
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)
(
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介
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友
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施
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.
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介
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仲
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に
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に
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験
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介

Q
1
3
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の
事
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所
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所

)
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だ
理
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(
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以
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択
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Q
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Ⅹ
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パ

ー
の

Q
1
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デ
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デ
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ー
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介
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介
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介
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介
護
実
施

の
有
無

(
Q

1
4
で

1
,

2
の
方

護
実
施

の
有
無

(
Q

1
4
で

1
,

割
の
有
無

)
2
の
方

)

(
1)

(
2

日
3

)
..
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l
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(
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だ
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あ
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説
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る
だ

い
あ

明
受

N
説
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る
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い
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明
受

N
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環
高

意
高

高
塀
高

意
高

･し
受

説
た

説
り

て
て

.
A

し
受

説
た

説
り

て
て

A
し
受

説
た

説
り
.
て
て

A
著

者
者

者
.

著
者

て
け

明
い

明
受

い
い

て
け

明
い

明
受

い
い

て
け

明
い

明
受

い
い

白
を

及
白

を
及

い
て

し
受

し
け

な
な

い
て

し
受

し
け

な
な

い
て

し
受

し
け

な
な

身
取

び
身

取
び

.
る
い

て
け

て
て

い
い

る
い

て
け

て
て

い
い

る
い

て
け

て
て

い
い
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り
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の
り

家
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い
て

な
い

.
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い
て

な
い

.
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い
て

な
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巻
族

状
巻

族
･

る
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い
な

説
･

る
い

い
な

一
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い
い
な
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の

態
く

の

Q
1
8
Ⅹ

事
業
所

(事
務

Q
1
7

有
給
無

給
を
問
わ

ず
ホ
ー

ム
へ

Q
1
7
Ⅹ

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
間
の

｢
所

)
が
サ
ー

ビ
ス
利
用
者

と
ル

パ
ー

間
の

｢訪
問

前
な

ど
日
常

的
な
打

日
常
的
な
打

ち
合
わ
せ

｣
と

｢
カ

ン
フ

Q
1
8

事
業

所
(事

務
所

)
が
サ
ー

ど
の
契
約
時

に
使
用

し
て
い

る

孟
書
聖

号
JY

E
l/r
賢

警
詣

悪
投

嘉
ど

晶
)V

ン
ス

｣
へ
の
参
加
状
況

(複
数
選

謂
宴

董
論

詰
苧

謂
鮎

て
い

る
題

要
事
項
説
明
書
]
の
周

算
拷

ラ
;
詣

壷
屋

ヤ
ー
が
作
成

し
た

- 3 24 -
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日
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日

■
4
)

(
1
)

(
2
)

回･答累計
(
1)

(
2
)
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3
)
(
4
)

(
1
)
.(
2
)

(
1)

(
2
)
(
3
)
(4
).

い
双
.せ

日
参

カ
い
双

N
に

*
に
*

N
知

る
だ

あ
知

N
+
*

4
*

N
把

い
だ

な
あ

把
N

る
方

は
常

加
ン

な
方

計
参

日
参
カ

計
つ

い
ま

ら
計

.
2
知

知
計

握
.る

い
い
ま

握
計

と
_参

的
フ

い
と

A
加
常

加
ン

A
て

た
り

な
A

つ
ら

A
･
し

た
り

し
A

も
加
な

ア
も

･
的

.
フ

い
い

知
-
い

て
な

て
い

把
て

参
打

レ
1
な

.1
ア

る
知

ら
い

い
い

把
捉

い
加

ち
ン

加
+
打

+
レ

つ
な

局
.

る
撞

し
-
な

し
合

ス
し

2
合

3
ン

て
い

･
3

し
て

い
ーて

わ
は

て
せ

ス
い

1
+

~
て

い

Q
1
9
Ⅹ

ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ

ー
が

作
成

し
た

ケ
ア

ブ
ラ
ン

の
把

握
度

(
こ1
)
(
.2
)

1
*

.
*

N
+
把

3
把

計
2
樫

+
撞

A
･
し

4
し

.
て

て
･い

い
･る

な
･い

Q
2
0
A

過
去

1
カ
月
に
行

っ
た
訪

問
サ
ー

ビ
ス

A
身
体
介
護

中
心
型

の
利
用
者

の
場
合
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数
選
択

)

(
1
日

2
)
.(

3
)

(
4
)
(
5
)

(
6
)
(
7)

(
8
)
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日
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)
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l
)
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2
)
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3
)
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4
)
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5
)
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日
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)
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)
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)
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2
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1
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2
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日
2
3
)

(
2
4
)
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2
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日

2
6
)

(
27
日

2
8
)(

2
9
日

3
0
)
(3
1
)
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2
日

33
)

(3
4
)

い
該

バ
起

洗
体

L
起

排
お

食
ー
衣

人
身

整
通

へ
服

就
疲

床
翻

衣
の
季

整
住

ゴ
薬

物
生

り
庭

ぺ
手

本
.事

同
閑

-
請

.生
.
介

談
住

禁
書

二
乏

蓋
.■

蓋
蓋

恩
蓋

芸
蓋

麓
.
J
冨

違
憲

.
芸

諾
.蓋

罵
義

理
芸

.
壷

琵
頓

冨
垂

冨
甘

蓋
.
£

民
会

雷
管

菖
学

芸
雪

雲
垂

壷
･
利

チ
介

.
換

-の
拭

所
.な

手
濯

じ
除

取
品

り
世

う
家

.
と

談
法

な
用

エ
助

~
移

介
.

の
ど

当
.

た
.

り
の
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大

き
く
変

化
し

ま
し
た

｡

ま
た

､
介

護
保

険
制

度
の

問
題

点
が

具
体

化
す

る
中

で
､

今
後

の
制

度
改

革
に

つ
な

げ
て

い
く
意

味
か

ら
も
､

サ
ー

ビ

ス
利

用
者

､
介

護
者

､
事

業
者

､
保

険
者

な
ど
の

実
態

の
究

明
が

急
が

れ
て

い
ま
す

｡
.

そ
こ
で

､
連

合
総

研
に

お
い

て
も
､
介

護
保

険
に
つ

い
て

の
実

態
訊

査
を
企

画
し
､
そ

の
重

要
な

柱
と

し
て

､
｢ホ

ー

ム
ヘ

ル
プ

サ
ー

ビ
ス

職
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
｣

を
実

施
す

る
こ

と
に

な
り
ま

し
た

｡

連
合

総
研

で
は

す
で

に
19
95

年
に
多

く
の

関
係

者
の

ご
協

力
を

い
た

だ
い

て
､

ホ
ー

ム
ヘ

ル
プ
職

調
査

を
実

施
し

ま

し
た

｡
今

回
は

こ
の

成
果

を
生

か
し
つ

つ
､

介
護

保
険

実
施

前
後

の
仕

事
や

労
働

条
件

の
変

化
や

介
護

保
険

実
施

後
の

実
態

､
制

度
の

課
題

な
ど

を
､

引
き
続

き
皆

様
の

ご
協

力
の

も
と

に
明

ら
か

に
し
て

い
き

た
い

と
考

え
て

い
ま
す

｡

皆
様

の
多

忙
な

日
常

業
務

の
な

か
で

､
こ
の

よ
う
な

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

お
願

い
す

る
こ

と
は

大
変

恐
縮

す
る

次
第

で
は

あ
り
ま
す

が
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
最

前
線

で
こ
の

制
度

を
支

え
ら
れ

て
い

る
皆

様
の

ご
協

力
を

い
た

だ
い

て
,

今

後
の

｢職
の

確
立

｣
｢制

度
改

革
｣

に
つ

な
げ

て
い

き
た

い
と

い
う
私

ど
も

の
趣

旨
を

お
汲

み
取

り
い

た
だ

き
､

何
卒

宜
し

く
お

願
い
す

る
次

第
で

す
｡

【記
入

に
あ

た
っ

て
の

留
意

点
]

1
.

こ
の

調
査

は
､

無
記

名
で

行
う

も
の

で
す

｡

2
.

個
人

別
の

封
筒

は
､

全
国

で
ま

と
め

て
開

封
､

集
計

し
ま
す

の
で

､
個

人
的

な
秘

密
に
属

す
る

こ
と
が

外
部

に
知

ら
れ

る
こ

と
は

あ
り
ま

せ
ん

｡
あ

り
の

ま
ま

お
答

え
下

さ
い

｡

3
.

回
答

は
､

特
に

断
り
書

き
の

な
い

場
合

は
該

当
す

る
番

号
に
一

つ
だ

け
○

を
し
て

下
さ

い
｡

設
問

に
よ

っ
て

は
､

数
値

を
記

入
す

る
場

合
が

あ
り
ま
す

の
で

注
意

し
て

下
さ

い
｡

4
.

選
択

肢
の

な
か

に
あ

な
た

の
お

気
持

に
ピ

ッ
タ

リ
の

も
の

が
な

い
場

合
は

､
お

気
持

に
近

い
も
の

を
選

ん
で

下
さ

い
｡

5
.
(

)
内

の
数

字
は

､
集

計
用

の
も

の
で

す
｡

気
に
せ

ず
記

入
し
て

下
さ

い
｡

6
.

記
入

済
の

調
査

票
は

､
添

付
し
た

封
筒

に
入

れ
_4
月
30

日
ま
で

に
投

函
し
て

下
さ

い
｡

な
お

､
こ
の

調
査

に
つ

い
て

の
お

問
い

合
せ

は
､

下
記

の
と

こ
ろ

に
お

願
い
致

し
ま
す

｡

(財
)
連

合
総

合
生
活

開
発

研
究

所
〒
10
2-
00
72

東
京

都
千

代
田

区
飯

田
橋

1
-

3
-

2
曙

杉
館

ビ
ル

3
階

T
E
L

03
(5
21
0)

08
5
1
(代

)

F
A

X
03

(5
21
0)

08
52

担
当

溝
口

慎
一

郎

鈴
木

不
二

-

(
1
)

Q
2

あ
な

た
は

､
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

に
な

っ
て

か
ら
､

こ
れ

ま
で

に
通

算
何

人
く

ら
い

の
利

用
者

を
坊

間
し
て

い
ま

す
か

｡
担

当
し
た

お
お

よ
そ

の
人

数
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

な
お

､
同

一
世

帯
に
複

数
の

利
用

者
が

い
る
場

合
は

利
用

人
数

で
回

答
し
て

下
さ

い
｡

(
2
)

下 人 人

以 29 49

人 ～ ～

9 川 30
● ●

1 2 3

4
.
50
-
99

人

5
.
10
0-

19
9人

6
.
20
0-

29
9人

7
.
30
0-

49
9人

8
.
50
0-

99
9人

9
.

1,
00
0人

以
上

Q
3

あ
な

た
の

現
在

の
勤

務
地

は
､

以
下

の
ど

こ
に

あ
た

り
ま

す
か

｡

1
.

東
京

都
特

別
区

及
び

人
口
10
0万

人
以

上
の

市

2
.

人
口
30
-
10
0万

人
未

満
の

市

3
.

人
口
10
-
30

万
人

未
満

の
市

4
.

人
口

5
-
10

万
人

未
満

の
市

5
.

人
口
5
万

人
未

満
の

市

6
.

町
村

Q
4

勤
務

先
(所

属
事

業
所

)
に

つ
い

て
う
か

が
い

ま
す

｡

A
.

勤
務

先
(所

属
事

業
所

)
は

､
ど
れ

に
あ

た
り
ま
す

か
｡

1
.

社
会

福
祉

法
人

(社
会

福
祉

協
議

会
以

外
)

2
.

社
会

福
祉

法
人

(社
会

福
祉

協
議

会
)

3
.

医
療

法
人

4
.

民
法

法
人

(社
団

･
財

団
)

5
.

営
利

法
人

(株
式

会
社

な
ど
)

6
.

非
営

利
法

人
(N

P
O

法
人

)

7
.

生
協

8
.

農
協

(連
合

会
を
含

む
)

9
.

市
町

村
な

ど
の

自
治

体

10
.

そ
の

他
(

(
3
)

(
4
.
5
)

B
.
勤

務
先

の
所

属
事

業
所

は
､
あ

な
た

の
事

業
所

(事
務

所
)
を
含

め
て

､
ど
の

よ
う

に
事

業
を
展

開
し
て

い
ま
す

か
｡

(6
)

1
.

1
事

業
所

(事
務

所
)

の
み

2
.

同
一

都
道

府
県

に
複

数
の

事
業

所
(事

務
所

)
が

あ
る

3
.

複
数

の
都

道
府

県
に

ま
た

が
り
､

複
数

の
事

業
所

(事
務

所
)

が
あ

る

C
.

勤
務

先
の

所
属

し
て

い
る
事

業
所

全
体

で
は

､
訪

問
介

護
以

外
に

ど
の

よ
う
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
行

っ
て

い

ま
す

か
｡

該
当
す

る
事

業
の

全
て

の
ロ

柵
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1
.

訪
問

介
護

の
み

2
.

訪
問

入
浴

介
護

3
.

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

4
.

訪
問

看
護

5
.

通
所

介
護

6
.

適
所

リ
ハ

ビ
リ

7
.

福
祉

用
具

貸
与

8
.

短
期

入
所

生
活

介
護

9
.

短
期

入
所

療
養

介
護

10
.

居
宅

療
養

管
理

指
導

l
l
.

痴
呆

対
応

型
グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム

12
.

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護

13
.

居
宅

介
護

支
援

14
.

介
護

老
人

施
設

-
1
-

(7
-
25
)

15
.

介
護

老
人

保
健

施
設

16
.

介
護

療
養

型
医

療
施

設

17
.

一
般

病
院

18
.

介
護

保
険

以
外

サ
ー

ビ
ス

19
.そ

の
他

(
)



Q
5

あ
な

た
が

勤
務

し
そ

い
る
事

業
所

(事
務

所
)
で

は
､
介
護

保
険
対
応

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

は
何

人
く

ら
い

い
ま

す
か
｡
雇

用
形

態
別

に
記

入
し
て
下

さ
い
｡
兼
務

し
て

い
る
人

は
含

め
て

記
入

し
て
下

さ
い
｡

b.
.
常

勤
以
外

の
ヘ
ル
パ

ー

人
(2
6
-
28
)

人
(2
9
-
3
1)

人
(3
2
-
3
4
)

Q
6

あ
な

た
の
雇

用
形
態

(呼
ば
れ

て
い
る
名
称

を
選

ん
で
下

さ
い
)

1
.
常

勤
ヘ
ル

パ
ー

2
.
非

常
勤

ヘ
ル

パ
ー

3
.
パ

ー
ト
ヘ
ル

パ
ー

4
.

臨
時

ヘ
ル

パ
ー

- 3 5 6 -

5
.
嘱

託
ヘ
ル

パ
ー

6
.
契

約
ヘ
ル

パ
ー

7
.
登

録
型

ヘ
ル

パ
ー

8
.
そ

の
他

(

(3
5
)

Q
7

(前
岡

で
1
.
常
勤

ヘ
ル

パ
ー

と
回
答

し
た
以
外

の
方

に
)

あ
な

た
は

､
現

在
､

ヘ
ル

パ
ー
以

外
に
何

か
仕

事

を
し
て

い
ま
す

か
｡

(3
6
)

1
.
常

勤
で
働

い
て

い
る

2
.
パ

ー
ト
で
働

い
て

い
る

3
.

家
業

(農
業

･
商

業
な

ど
)

に
従

事
し
て

い
る

4
.
働

い
て

い
な

い

Q
8

(
Q

6
で

7
.
登

録
型

ヘ
ル
パ

ー
と
回
答

し
た
方

に
)
あ
な
た

は
､
い

く
つ

の
事

業
所

に
登

録
し
て

い
ま
す

か
｡

(3
7
.3
8
)

く3
9
)

(4
0
,4
1)

事
業

所

Q
9

ホ
ー
ム

ヘ
ル

パ
ー
の
仕

事
に
就

く
前

の
こ
と
を

う
か
が

い
ま
す
｡

A
.

あ
な

た
は

､
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
の
仕

事
に
就

く
直

前
に
何

を
し
て

い
ま

し
た
か

｡

1
.
常

勤
で

働
い
て

い
た

2
.
パ

ー
ト
や

臨
時

で
働

い
て

い
た

3
.
家

業
(農

業
･
商

業
な

ど
)

に
従

事
し
て

い
た

4
.
専

業
主

婦
で

､
働

い
て

い
な

か
っ
た

5
.
学

生
で

､
働

い
て

い
な

か
っ
た

B
.

(A
.

で
1
､

2
と
回
答

し
た
方

に
)

あ
な
た

は
､

ど
の

よ
う
な
仕

事
に
就

い
て

い
ま

し
た
か

｡

1
.
老

人
ホ
ー

ム
､
施

設
な

ど
の
寮

母

2
.
病

院
内
で

の
付

添
い
看

護
,
看

護
補
助

員

3
.
准

看
護

婦
(士

)

4
.
看

護
婦

(士
)
･
保

健
婦

･
助

産
婦

5
.
理

学
､
作

業
療

法
､
検

査
な

ど
の
医
療

専
門
職

6
.
保

母
､
保

父
な

ど
保

育
士

､
幼
稚

園
教

諭

7
.
社

会
福

祉
関

係
の
仕
事

8
.
家

政
婦

9
.
給

食
･
調

理

10
.
事

務

l
l.

販
売

12
.

生
産

13
.
サ

ー
ビ
ス

14
.
そ

の
他

(

-
2-

Q
IO

資
格

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す
｡

A
.

あ
な

た
が

お
持

ち
の
資
格

す
べ

て
の

口
内

に
○

を
つ

け
て

下
さ

い
｡

1
.

ホ
ー

ム
へ

ル
パ

-
養

成
研

修
1
級

2
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
養

成
研

修
2
級

3
.

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

養
成

研
修

3
級

4
.
介

護
福
祉

士

5
.
社

会
福
祉

士

6
.
看

護
婦

･
士

7
.
理

学
療

法
士

･
作

業
療

法
士

8
.
保

健
婦

9
.
栄

養
士

10
.
調

理
士

l
l.

鍍
灸

マ
ッ
サ

ー
ジ
師

12
.
保

育
士

(保
母

･
保

父
)

13
.

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

14
.
教

員

15
.

そ
の
他

(

16
.
特

に
資

格
は
持

っ
て

い
な

い

B
･

(前
間

で
ホ

ー
ム

へ
ル

'̂-
(0
1-

0
3)

に
○

を
つ

け
た
方

)
そ

の
資
格

は
い
つ

取
得

し
ま

し
た

か
｡

複
数

の
等

級
資

格
を
お
持

ち
の
方

は
､
最

も
高

い
資

格
の
取

得
年

で
回
答

し
て

下
さ

い
｡

1
.
20
00

年

2
.
19
99

年

3
.
19
98

年

4
.
19
97

年

5
.
19
96

年
以

前

(4
2
-
57

)

(5
8
)

C
･

Q
IO
A

の
な

か
で

､
あ
な

た
が

取
得

し
た

い
資

格
が

あ
り
ま
す

か
｡

取
得

し
た

い
資

格
を

3
つ
以

内
で
選

び
､

口

.
に
記

入
し
て

下
さ

い
｡

⊂
L

ユ
ニ
コ

Q
ll

あ
な

た
が

､
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー
の
仕

事
に
つ

い
た

の
は

ど
の

よ
う
な

理
由
か

ら
で

す
か

｡

下
記

の
項

目
の

中
か

ら
主

な
理

由
を

4
つ
以

内
で

選
び
○

印
を

し
て
下

さ
い
｡

1
.

生
活

の
た

め

2
.

家
計

の
足

し
に
す

る
た

め

3
.
社

会
福

祉
に
関
わ

る
仕

事
を

し
た

か
っ
た

か
ら

4
.
地

域
の
助

け
合

い
に
参

加
し
た

い
か

ら
､

5
.
資

格
･
技

能
が

生
か

せ
る
か

ら

6
.
介

護
の
知

識
や

技
術

が
身

に
つ

く
か

ら

7
.

将
来

性
の

あ
る
仕

事
だ

と
思

っ
た

か
ら

8
.
安

定
し
た
仕

事
が

し
た

か
っ
た

か
ら

9
.
就

職
が

L
や

す
か

っ
た

か
ら

10
.

自
分

も
将

来
利

用
す

る
か

も
知

れ
な

い
か

ら

l
l.

他
に

よ
い
仕

事
が

な
か

っ
た

か
ら

12
.

家
事

や
介

護
の
経

験
が

生
か

せ
る
か

ら

13
.

自
分

の
都

合
cTJ

よ
い
時

間
に
働

け
る
か

ら

14
.

自
宅

の
近

く
で

働
け

る
か

ら

15
.
友

達
や

仲
間

が
欲

し
か

っ
た

か
ら

16
.

自
由
な

時
間

を
活

用
す

る
た

め

17
.

そ
の
他

(

-
3
-

(5
9
-
64

)

(6
5-

72
)



Q
12

あ
な

た
は

､
20
00
年

4
月
の
介

護
保

険
法

施
行

の
前

後
に
､
勤
務

先
を
変

わ
り
ま

し
た

か
｡

変
わ

り
ま
せ

ん
で

し
た

か
｡

(7
3
)

1
.
介

護
保

険
法

の
施
行

と
関

係
な

く
､
現

在
の
事

業
所

(事
務

所
)

で
働

い
て

い
る

2
.
介

護
保

険
法

の
施

行
を

き
っ
か

け
に
､
現

在
の
事

業
所

(事
務
所

)
に
転

職
し
た

3
.
介

護
保

険
法

の
施

行
を

き
っ
か

け
に
､
介

護
の
仕

事
に
は

じ
め
て

就
い
た

Q
13

現
在

の
事

業
所

(事
務

所
)

は
､

ど
の

よ
う
な

理
由
か

ら
選

び
ま

し
た

か
｡

主
な

理
由

を
2
つ

以
内
で

選
び
O

を
つ

け
て

下
さ

い
｡

(7
4-
77
)

1
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
の
仕
事

を
し
た

か
っ
た

か
ら

2
.
蓄

積
し
た

知
識

や
経

験
が

発
揮

で
き

る
と
思

っ
た

か
ら

3
.

ス
キ
ル

(技
能

)
･
ア

ッ
プ
が

で
き

る
職

場
だ

と
思

っ
た

か
ら

4
.
時

間
給

が
高

く
収

入
の
増

加
が
望

め
る

と
思

っ
た

か
ら

5
.
多

く
の
利

用
者

を
紹

介
し
て

く
/れ

る
の

で
､
収

入
の
増

加
が

望
め

る
と
思

っ
た

か
ら

6
.
訪

問
世
帯

が
近

い
か

ら

7
.
将

来
性

が
あ

る
事

業
所

と
思

っ
た

か
ら

8
.
安

定
し
た
事

業
所

と
思

っ
た

か
ら

9
.
地

域
に
密

着
し
た
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
し
て

い
た

か
ら

10
.

そ
の
他

(

- 3 5 7 -

Q
14

あ
な

た
は

､
事

業
所

く事
務

所
)

で
コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
(各

人
の
訪

問
介

護
計

画
を
た

て
た

り
､

ヘ
ル

パ
ー

の
調

整
役

)
の
役

割
を
果

た
し
て

い
ま
す

か
｡

(7
8)

1
.

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

を
や

っ
て

い
る

2
.

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

は
や

っ
て

い
な

い

3
.

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

は
特

に
い
な

い

Q
15

あ
な

た
の

事
業

所
(事

務
所

)
で

は
､

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
の

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

､
利

用
者

各
人

の
訪

問
介

護
計

画
に

し
た

が
っ
て

､
訪

問
介

護
を
実
施

し
て

い
ま
す

か
｡

(7
9)

1
.

全
て

訪
問
介

護
計
画

を
ベ

ー
ス

に
行

っ
て

い
る

2
.

あ
る
程

度
訪

問
介

護
計
画

を
ベ
ー

ス
に
行

っ
て

い
る

3
.

あ
ま

り
訪

問
介

積
計
画

を
ベ
ー

ス
に
行

っ
て

い
な

い

4
.

ほ
と
ん

ど
訪

問
介

護
計
画

を
ベ
ー

ス
に
行

っ
て

い
な

い

5
.
訪

問
介

護
計
画

を
た

て
る

こ
と
は
な

い

-
4
-

Q
16

あ
な

た
は

､
訪

問
す

る
に
あ
た

り
､
コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー

か
ら
､
A
～

C
に
関

す
る
説

明
を
受

け
て

い
ま
す

か
｡

な
お

､
コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
(
Q
14
.
1
と
回
答

し
た

方
)

は
､
A
～

C
に
関

し
て
説

明
を

し
て

い
ま
す

か
｡

1
.

.
2
.

3
.

4
.

十
分

受
.け

て
い

だ
い

た
い

受
け

あ
ま

り
受

け
て

受
け

て
い
■な

い
る

(
十

分
に

説
て

い
る

.(だ
い

い
な

い
(
あ

ま
(
説

明
し
て

い

･明
し
て

い
る
)

た
い

説
明

し
て

い
る

)
り
_説

明
し

て
い

な
い
)

な
い
)

Q
17

あ
な

た
は

､
有

給
無

給
を

闘
わ

ず
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

間
の

r訪
問
前

な
ど

日
常

的
な

打
ち
合

わ
せ

｣
と

｢
困
難

な
ケ

ア
事

例
な

ど
の

カ
ン

フ
ァ

レ
ン
ス
｣

に
､
参
加

し
て

い
ま
す

か
｡

な
お

､
有

給
無

給
に
つ

い
て

は
Q
38

で
､

ま
と
め

て
お

う
か
が

い
し
ま
す
｡

(8
3
)

1
.

｢
日
常

的
な

打
ち
合

わ
せ
｣

と
｢カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス
｣

の
双

方
と
も
参

加
し
て

い
る

2
.

｢
日
常

的
な
打

ち
合
わ

せ
｣

は
参

加
し
て

い
る
が

､
｢カ

ン
フ

ァ
レ
ン
ス
｣

は
参

加
し
て

い
な

い

3
.

｢
日
常

的
な
打

ち
合

わ
せ
｣

は
参

加
し
て

い
な

い
が

､
｢カ

ン
フ

ァ
レ
ン
ス
｣

は
参

加
し
て

い
る

4
.

｢
日
常

的
な
打

ち
合

わ
せ

｣
と

｢カ
ン

フ
ァ

レ
ン
ス

｣
の
双

方
と

も
参

加
し
て

い
な

い

Q
18

あ
な

た
は

､
あ
な

た
の
事

業
所

(事
務

所
)

が
サ

ー
ビ
ス
利

用
者

と
の

契
約

時
に
使

用
し
て

い
る

[重
要

事
項

祝
明
春

】
を
知

っ
て

い
ま
す

か
.

(8
4
)

1
.

知
っ
て

い
る

2
.

だ
い
た

い
知

っ
て

い
る

3
.

あ
ま

り
知

ら
な

い

4
.
知

ら
な

い

Q
19

あ
な

た
は

､
ケ

ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が

考
え

た
介

護
の

目
標

や
内
容

と
そ
れ

に
基

づ
い
て
作

成
さ
れ

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
把

握
し
て

い
ま
す

か
｡

(8
5
)

1
.
把

握
し
て

い
る

2
.

だ
い
た

い
把

握
し
て

い
る

3
.

あ
ま

り
把

握
し
て

い
な

い

4
.
把

握
し
て

い
な

い

-
5
-



過
去

1
カ

月
に

- ∽ ∽ ∞ -

あ
な

た
が

行
っ

た
訪

問
サ

ー
ビ

ス
で

は
､

ど
の

よ
う
な

サ
ー

ビ

ス
を

実
際

行
っ

て
い

ま
す

か
｡

a
.

身
体

介
護

中
r

心
型

､
b
.

家
事

援

助
中

心
型

､
C
.

身

体
介

護
と

家
事

援
助

の
複

合
型

の
3
つ

の

サ
ー

ビ
ス

内
容

毎

に
､

あ
な

た
が

行
っ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

す
べ

て
○

印
を

つ
け

て
下

さ
い

｡

1
-

3
7
項

目
に

は
､

法
律

上
認

め
ら

れ
て

い
な

い
サ

ー
ビ

ス
も
含

ま
れ

て
い

ま

す
が

､
本

設
問

で
は

訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
実

情
を

明
ら
か

に

す
る

こ
と

を
F
指

し

て
お

り
､

日
常

行
っ

て
い

る
訪

問
介

護

サ
ー

ビ
ス

の
実

態
に

即
し
て

ご
記

入
下

さ

い
｡ な

お
､

a
.
b
.
C

の
内

該
当

す
る

利
用

者
が

い
な

い
場

合
は

1
の

欄
に

○
を

し
て

下
さ

い
｡

a
..

身
体

介
護

中
心

型
の

利
用

.
者

の
場

合
b
.

家
事

援
助

中
心

型
の

利
用

者
の

場
合

C
.

複
合

型
の

利
用

者
の

場
合

1
.

該
当
す

る
利

用
者

は
い

な
い

2
.
バ

イ
タ
ル
チ
ェ

ッ
ク

(身
体

.
精
神
状
況

の
把
握
)

3
.

起
床

介
助

4
.

洗
面

介
助

5
.

体
位

変
換

介
助

7
.

排
滑

介
助

8
∴

お
む

つ
交

換

9
.

食
事

介
助

10
.

衣
類

着
脱

の
介

助

l
l
.

入
浴

介
助

1芦
.

身
体

の
清

拭
.
洗

髪

13
.

整
容

介
助

14
.
-通

院
｣
適

所
の

介
助

15
.

服
薬
介

助
な

ど
疾
病

へ
の
対
応

-1
6
二

鹿
痩

介
助

.-

17
.

痕
の

吸
引

18
..

床
づ

れ
の

手
当

.

19
.

調
理

2
1
.

季
節

に
応

じ
た

衣
類

の
入

替

22
..

住
居

の
掃

除
..
整

理
整

頓
.

23
.

ゴ
ミ

出
し

24
.■

薬
の

受
け

取
り

25
.

生
活

必
需

品
の

買
い

物
p

26
.

庭
の

草
取

り
や

水
や

り

27
.

ペ
ッ

ト
の

世
話

28
.

本
人

ゐ
行

う
家

事
の

手
伝

い

29
.

同
居
す

る
家
族

の
も
の

と
思

わ
れ

る
家
事

援
助

30
.

関
係

機
関

と
の

連
絡

3
1
.

話
相

手

32
.

生
活

の
相

談
.
助

言

33
..

介
護

の
方

法
の

相
談

.
助

言

34
.

住
宅

改
修

な
ど
の

相
談

.
助

言

_3
5.

福
祉

機
器

な
ど

の
相

談
.
助

言

36
.

介
護

保
険

制
度

や
保

険
料

の
相

談
.
助

言

3
7.

介
護
保

険
以

外
の
福
祉

.
医
療

の
相
談

.
助
言

(8
6-

12
2)

(1
23
-
15
9
)

(1
60
-
19
6
)

-
6
-

Q
2
1

あ
な

た
は

､
日
頃
行

っ
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

と
対

比
し
て

､
現

行
の

介
護

報
酬

を
ど

の
よ

う
に
考

え
て

い
ま

す
か

｡
a
～

C
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
毎

に
該

当
す

る
番

号
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

高
い

や
や

高
い

見
合

っ
て

い
る

や
や

低
い

低
い

わ
か

ら
な

い

a
.

身
体

介
護

中
心

型
1

2
3

4
5

6

b
.

家
事

援
助

中
心

型
ー

1
2

3
4

5
6

注
.
訪

問
介

護
は
､
30
分
以

上
1
時

間
未

満
の
場
合
｡

身
体

介
護

中
心

型
･
･

･
･
4
,0
20

円
家
事
援
助

中
心

型
･
･

･
･
1,
53
0
円

複
合

型
･
･
･
･
･
･
･
･
2,
78
0円

訪
問
介
護

費
用

は
､

1
割

が
自
己

負
担

と
な

り
ま
す
｡

Q
2
2

利
用

者
と

の
関

係
で

う
ま

く
い

か
な

い
こ

と
が

あ
り
ま

す
か

｡

1
.

あ
る

2
.

と
き

ど
き

あ
る

3
.

あ
ま

り
な

い

4
.

な
い

(2
00
)

Q
2
3

(前
岡

で
1
､

2
と

回
答

し
た

方
に

)
利

用
者

と
の

関
係

が
う

ま
く

い
か

な
く
な

っ
た

ケ
ー

ス
の

原
因

は
何

で

す
か

｡
該

当
す

る
も

の
を

い
く
つ

で
も
選

び
口

内
に

○
を

し
て

下
さ

い
｡

1
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
の

役
割

が
理

解
さ

れ
て

い
な

い
た

め

2
.

措
置

と
介

護
保

険
の

制
度

の
違

い
が

理
解

さ
れ

て
い

な
い

た
め

3
.

利
用

者
に

自
己

負
担

を
め

ぐ
る

不
満

が
あ

る
た

め

4
.

家
族

が
身

勝
手

な
た

め

5
.

わ
が

ま
ま

､
気

難
し

い
な

ど
利

用
者

の
性

格
に

問
題

が
あ

る
た

め

6
.

利
用

者
に

被
害

妄
想

が
あ

る
た

め

7
.

利
用

者
の

痴
呆

症
や

障
害

な
ど
で

十
分

に
意

思
疎

通
で

き
な

い
か

ら

8
.

寂
し
が

っ
て

離
れ

て
く
れ

な
い

か
ら

9
.

利
用

者
と

の
人

間
関

係
が

う
ま

く
結

べ
な

い
か

ら

10
.

湯
茶

の
提

供
や

付
届

け
へ

の
対

応
を

め
ぐ
っ

て
意

見
の

違
い

が
あ

る
か

ら

l
l
.

要
介

護
度

の
高

い
人

へ
の

サ
ー

ビ
ス

が
難

し
い

な
ど

自
分

の
力

量
が

不
足

し
て

い
る

か
ら

12
.

セ
ク

ハ
ラ

が
あ

っ
た

か
ら

13
.

ケ
ア

向
上

の
た

め
の

助
言

が
受

入
れ

ら
れ

な
い

か
ら

14
.

利
用

者
の

居
住

地
が

不
便

な
ど
で

迅
速

に
対

応
で

き
な

い
か

ら

15
.

前
任

者
の

過
剰

サ
ー

ビ
ス

が
当

然
と

さ
れ

て
い

る
か

ら

16
.

前
任

者
と

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

食
い

違
い

が
あ

る
か

ら

17
.

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
と

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

に
食

い
違

い
が

あ
る

か
ら

18
.

制
度

の
制

約
か

ら
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
ら
れ

な
い

点
が

あ
る

か
ら

19
.

そ
の

他

-
7-

(2
0
1-

2
19
)



Q
2
4

こ
の

1
年

間
に

､利
用

者
か

ら
セ

ク
ハ

ラ
(性

的
な

嫌
が

ら
せ

)
や

セ
ク
ハ

ラ
ま
が

い
の

行
為

が
あ

り
ま

し
た

か
｡

(1
)

1
.

自
分

自
身
が

受
け
た

2
.

他
の

ヘ
ル

パ
ー

が
受

け
た

3
.
そ

の
よ

う
な

こ
と
は
受

け
た

こ
と
は
な

い

4
.

わ
か

ら
な

い

Q
2
5

利
用

者
へ

の
対

応
や
利

用
者

と
の

ト
ラ
ブ

ル
な

ど
で

､
あ

な
た

が
困

っ
た

時
に
相

談
す

る
体

制
に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡

A
.

あ
な

た
に

は
,

困
っ
た

時
の

相
談

体
制

が
あ

り
ま
す

か
｡

1
.

2
｣

あ
る

な
し
千
一

a
..

日
常

の
相

談
体

制
1

2

.
b
.

緊
急

の
相

談
体

制
1

2

B
.

(前
間

で
体

制
が

｢あ
る
｣

と
回
答

し
た

方
に
)

相
談

は
､

ど
こ

(誰
)

に
し
て

い
ま
す

か
｡

a
.

日
常

の
相

談
体

制
と
b
.

緊
急

の
相

談
体

制
そ

れ
ぞ

れ
に
つ

い
て

該
当
す

る
も
の

を
全

て
に
○

を
し
て
下

さ
い
｡

- ∽ ∽ ∽ -

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

コ
-

デ
イ

先
輩

の
ホ

-
事

務
所

の
管

ケ
ア

マ
ネ

市
町
村

の
福

そ
の
他

ネ
.一

夕
-

(ヘ
ル

パ
ー-

の
調

整
役

)
ム

ヘ
ル

パ
ー

理
者

.
ジ

ャ
ー

祉
担

当
者

..
福

祉
事

務
所

a
.

日
常

の
相

談
1

2
3

4
5-

6

Q
2
6

研
修

時
間

や
機

会
に
つ

い
て

お
た

ず
ね

し
ま
す

｡

A
.

あ
な

た
の
研

修
時

間
や

機
会

は
あ

り
ま

し
た

か
｡

1
.

あ
っ
た

2
.

な
か

っ
た

a
.

初
期
研

修
(採

用
時

の
基

礎
的

な
訓

練
)

1
2

B
.

(前
岡

で
研

修
が

1
.

｢あ
っ
た

｣
と
回
答

し
た
方

に
)

そ
の
研

修
は
役

立
っ
て

い
ま
す

か
｡

1
..

2
.

3
.

4
.

役
立

つ
て

い
ま
あ
役

立
つ

あ
ま

.り
役

役
立

つ
て

い

る
て

い
る

立
っ
て

い
な

い
な

い

-
8
-

C
.

あ
な

た
が

仕
事

上
で

身
に
つ

け
た

い
知

識
や

ス
キ

ル
(技

能
)

は
ど
の

よ
う
な

も
の

で
す

か
｡

身
に
つ

け
た

い
知

識
や

ス
キ

ル
(技

能
)

を
4
つ

以
内
選

ん
で

下
さ

い
｡

1
.
特

に
身

に
つ

け
た

い
知

識
や

ス
キ

ル
は

な
い

2
.

よ
り
高

度
な

介
護

技
術

3
.

医
療

･
保

健
の

知
識

4
.

介
護

･
看

護
の

緊
急

対
応

5
.

リ
ハ

ビ
リ
や

心
の

ケ
ア

1 6
.

栄
養

と
調

理

(2
0
-
27
)

10
.
介

護
保

険
に
関

す
る
知

識

l
l.

介
護

以
外

の
社

会
保

障
･
福

祉
に
つ

い
て

の
知

識

12
.
福

祉
に
関
す

る
行

政
の
情

報
･
動

向

13
.
勤

務
す

る
市

町
村

の
福

祉
資

源
に
関
す

る
情

報
･
動

向

14
.
会

社
(事

業
者

)
の
方

針
や

社
内
規

則

15
.

そ
の
他

(

7
.

高
齢

者
の
心

理
･
生
理

･
接

し
方

に
関

す
る
知

識

8
.

障
害

者
の
心

理
･
生

理
･
接

し
方

に
関

す
る
知

識

9
.

痴
呆

症
の

人
の

心
理

生̀
理

･
接

し
方

に
関

す
る
知

識

【介
護

保
険

施
行

に
よ

る
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

の
仕

事
へ

の
影

響
】

以
下

で
は

･
Q
2
7
T

Q
3
1
ま

で
は

､
2
0
0
0
年

4
月

の
介

轟
保

険
施

行
払

鼠
か

ら
働

い
て

い
る
方

に
う
か
が

い
ま

す
.

2
0
0
0
年

4
月
払

隆
に
働

き
始

め
た

方
は

､
Q
3
2
に
進

ん
で

下
さ

い
｡

Q
2
7

介
葎

保
険

が
施

行
さ
れ

る
2
0
0
0
年

3
月

ま
で

と
､
介

護
保

険
施

行
後

と
で

は
､

あ
な

た
の

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
と

し
て

の
仕

事
に
､

全
体

と
し
て

変
化

は
あ

り
ま

し
た

か
｡

/
(2
8
)

1
.
大

き
な

変
化

が
あ

っ
た

2
.

多
少

変
化

は
あ

っ
た

3
.

あ
ま

り
変

わ
っ
て

い
な

い

4
.

ほ
と
ん

ど
変

わ
っ
て

い
な

い

5
.

わ
か

ら
な

い

Q
28

介
葎

保
険

が
施

行
さ
れ

る
20

0
0
年

3
月

ま
で

と
､
介

護
保

険
施

行
後

と
で

は
､

あ
な

た
が

行
っ
て

い
る
ホ

ー
ム

ヘ
ル

プ
の

A
.
仕

事
の

量
､

a
.
仕

事
の

質
で

は
､
具

体
的

に
ど
の

よ
う
な

変
化

が
み

ら
れ

ま
し
た

か
｡

(2
9-

34
)

A
.
仕

事
の

量
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

大
き

く
増

え
_た

や
や

増
え
た

変
わ

ら
な

い
や

や
減

っ
た

大
き

く
減

っ
た

a
｣

訪
問

件
数

`
1

2
.
3

p4
･5

P
.

1
回

当
り
の

サ
ー

ビ
ス

時
間

1
2

3
4

5

C
..

1
回

当
-り

の
移

動
の
時

間
1

2
3
.

4
5
.

d
.

全
体

の
勤

務
時

間
1

2
3

4
_

5

e
.

相
談

.◆
助

言
1

.
･_
2

3
~4
.°

5

B
.
仕

垂
の

賃
-■

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

大
き

く
向

上
や

や
向

上
し

変
わ

ら
な

い
や

や
低

下
し

大
き

く
低

下
し
た

た
た

し
た

a
.

身
体

介
護

サ
ー

ビ
ス

1
2

.
3

4
･
5

b
.

家
事

援
助

サ
ー

ビ
ス

p
1

2
.

3
4

5

_
C
.

相
談

.
助

言
.

1
2

3
1

~
4

5.

-
9
-



Q
2
9

介
護

保
険

導
入

後
､

あ
な

た
と
利

用
者

と
の

関
係

に
変

化
が

あ
り
ま

し
た

か
｡

1
.

よ
く
な

っ
た

2
.

や
や

よ
く
な

っ
た

3
.
変

わ
ら
な

い

4
.
や

や
悪

く
な

っ
た

5
.
悪

く
な

っ
た

(4
0
)

Q
3
0

介
護

保
険

の
施

行
前

後
で

､
利

用
者

か
ら
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
関

す
る
苦

情
や
就

明
の

要
請

に
､
変

化
が

み
ら

れ
ま

し
た

か
｡

I

(4
1)

1
.

苦
情

や
説

明
を
求

め
ら
れ

る
機

会
が

増
え

た

2
.

苦
情

や
説

明
の

要
請

は
特

に
変

わ
っ
た

と
思

わ
な

い

3
.

苦
情

や
説

明
を
求

め
ら
れ

る
機

会
が

減
っ
た

Q
3
1

介
護

保
険

の
施

行
で

､
民

間
企

業
や

N
P
O
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

田
休

な
ど
様

々
な

団
体

が
介

護
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
す

る
よ

う
に
な

り
ま

し
た

｡
下

記
の

な
か

か
ら
あ
な

た
が

考
え

て
い

る
こ

と
を

い
く
つ

で
も
□
欄

に
O

を
し
て

下
さ

い
｡

(4
2-

52
)

- 3 6 0 -

1
.

要
介

護
者

や
家

族
の
サ

ー
ビ
ス
選

択
の
幅

が
広

が
っ
た

2
.

要
介

護
者

や
家

族
が

自
ら
の
選

択
で
事

業
者

を
選

べ
る

よ
う

に
な

っ
た

3
.

競
争

に
よ

り
サ

ー
ビ
ス

の
質

と
量

が
充

実
し
て

き
た

4
.

多
様

な
事

業
者

の
参

入
に

よ
り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が

上
昇

し
た

5
.

明
確

な
事

業
経

営
の

意
図

の
下

に
参

入
し
た

事
業

者
に

よ
り
､

経
営

の
合

理
化

が
進

ん
だ

6
.

質
の
悪

い
事

業
者

の
参

入
に

よ
り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が

低
下

し
た

7
.

労
働

条
件

が
低

下
し
た

8
.

労
働

条
件
が

上
昇

し
た

9
.
介

護
サ

ー
ビ
ス

関
係

の
職

員
と

し
て

勤
務

先
の
選

択
が

広
が

っ
た

10
.
能

力
に
応

じ
た

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に
な

っ
た

l
l.

そ
の
他

(

【す
べ

て
の

方
に

う
か

が
い

ま
す

]

Q
3
2

あ
な

た
の

働
い
て

い
る
地

域
で

は
､
現

在
､

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

の
人

数
は
十

分
だ

と
患

い
ま
す

か
.

1
.

十
分

だ
と
思

う

2
.

十
分

と
思

わ
な

い

3
.

わ
か

ら
な

い

Q
33

ホ
-

ム
ヘ

ル
プ

サ
ー

ビ
ス
職

は
､
社

会
的

に
正

し
く
評

価
さ
れ

て
い

る
と
思

い
ま
す

か
｡

1
.

評
価

さ
れ

て
い

る

2
.

だ
い

た
い
評

価
さ
れ

て
い

る

Q
34

あ
な

た
は

､
仕

事
に
誇

り
を
持

っ
て

い
ま

す
か

｡

1
.

持
っ
て

い
る

2
.

だ
い

た
い
持

っ
て

い
る

3
.

あ
ま

り
評

価
さ
れ

て
い
な

い

4
.
評

価
さ
れ

て
い
な

い

3
.

あ
ま

り
持

っ
て

い
な

い

4
.
持

っ
て

い
な

い

-
10
-

(5
3
)

(5
4
)

(5
5
)

Q
35

あ
な

た
は

､
こ
れ

か
ら

も
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

の
仕

事
を
続

け
た

い
と
考

え
て

い
ま
す

か
｡

1
.
続

け
た

い
と
思

う

2
.

で
き

る
だ

け
続

け
た

い
と
思

う

3
.

あ
ま

り
続

け
た

い
と
思

わ
な

い

4
.
続

け
た

い
と
思

わ
な

い

【
あ

な
た

の
就

労
の

実
態

と
労

働
条

件
に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま
す

】

Q
36

あ
な

た
の

勤
務

状
況

①
過

去
1
カ
月
間

の
勤

務
日
数

②
過

去
1
カ
月
間

の
訪

問
日
数

③
過

去
1
カ
月
間

の
延

べ
訪

問
世
帯

(件
)

数

㊨
1
日
の

平
均

訪
問

(滞
在

)
時

間
数

(移
動

時
間

を
含

ま
な

い
)

(9
1
日
の

訪
問

(滞
在

)
時

間
と
比

べ
る

と
移

動
時

間
は

ど
の

く
ら
い

で
す

か
｡

1
.

平
均

訪
問

(滞
在

)
時

間
数

よ
り
長

い

2
.

平
均

訪
問

(滞
在

)
時

間
数

と
同

じ
く

ら
い

3
.

平
均

訪
問

(滞
在

)
時

間
数

よ
り
短

い

(5
6
)

⊂
コ

日
(5
9
･6
0
,

世
帯

(6
ト

6
3)

□
時

間
(6
4
･6
5
,

(6
6
)

⑥
(前

間
で

1
,

3
と
回

答
し
た

方
に
)

移
動

時
間

(往
復

)
は

､
訪

問
(滞

在
)

時
間

数
と
比

べ
る

と
､

ど
の

程
度

の
割

合
で

す
か

｡

訪
問

(滞
在

)
時

間
の

⑦
た ､

あ ば
ー ぇ

件 例in iZ t 川 U

辞
世

1

割
く

ら
い

り
の
平

均
訪

問
(滞

在
)
時

間
数

1
時

間
半

の
場
合

は
｢

9
0
｣

分
と
記
入

し
て
下

さ
い
)

⑧
過

去
1
カ
月
間

の
土

曜
日
や

日
曜

日
､

祝
祭

日
に
お

け
る
訪

問
の
有

無

1
.

な
か

っ
た

2
.

あ
っ
た

(6
7
,6
8
)

分
(6
9
～
7
1
)

日
(7
2
,7
3
)

■●
●■

⑨
あ

な
た

が
主

に
勤

務
し
て

い
る
時

間
帯

で
､

多
い

も
の

を
2
つ

ま
で

選
ん

で
下

さ
い
｡

｢
1
.
昼

間
｣

と
回

答
し
た

方
は

､
｢
3
.

午
前

中
｣
､

｢
4
.

午
後
｣

に
は

回
答

し
な

い
で
下

さ
い
｡

1
.
昼

間
(朝

～
夕

方
)

2
.

早
朝

(
5
-

8
時

頃
ま
で

)

3
.

午
前

中
(
8
時

頃
か

ら
正

午
ま
で

)

4
.

午
後

(正
午
～
17
時

頃
ま
で

)

Q
3
7

あ
な

た
に

と
っ
て
仕

事
量

は

1
.

多
過

ぎ
る

2
.
や

や
多

い

3
.

ち
ょ

う
ど
よ

い

5
.
夕

方
(1
7-

20
時

頃
ま
で

)

6
.
夜

(2
0-

22
時

頃
ま
で

)

7
.

深
夜

(2
2時

～
翌

5
時

頃
ま
で

)

8
.
特

に
決

ま
っ
て

い
な

い

4
.
や

や
少

な
い

5
.

少
な

過
ぎ

る

-
日
lJ

(7
4
,7
5
)

(7
6
)



Q
3
8

賃
金

に
つ

い
て

お
た

ず
ね

し
ま
す
｡

A
.

あ
な

た
の
貸

金
形
態

1
.

月
給

2
.

日
給

3
.
時

間
給

4
.

出
来

高
給

(歩
合
給

)

5
.
基

本
給

+
出
来

高
給

(歩
合
給

)

6
.
そ

の
他

(
)

B
.

あ
な

た
の
収
入

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡
(

①
あ
な

た
の
平
均

月
収

は
､

い
く

ら
で
す

か
(税

金
な

ど
を
差

し
引

く
前

の
額

で
答

え
て
下

さ
い
)

通
勤

費
や

残
業

代
を
支
給

さ
れ

て
い

る
場
合

は
､
そ

れ
ら
を
含

め
て

下
さ

い
｡ (7
8.
79
)

(診
時

間
給

(時
間
給

以
外

の
人

は
1
時

間
当

り
換

算
す

る
と
い

く
ら
に
な

り
ま
す

か
)

ロ
コ

万
□

(7
7
)

~

千
円

(8
0)

円 く8
1
-
84

)

C
.

介
護

保
険

が
施

行
さ
れ

る
20
00

年
3
月

ま
で

と
介
護

保
険
施

行
後

で
は

､
あ
な

た
の

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

と
し
て

の

収
入

に
変
化

が
あ

り
ま

し
た

か
｡

a
.

月
収

ベ
ー

ス
と

b
.
時

間
当

り
の
貸

金
単
価

の
そ

れ
ぞ
れ

に
つ

い
て

お
答

え
下

さ
い
｡

- 36 ) -

1
.

2
.

3
.

上
が

っ
た

(増
え
た
)

変
わ

ら
な

い
.

下
が

っ
た

(減
っ
た
)

a
.

月
収

ベ
ー

ス
1

2
.

3

D
.

(時
間

当
り
単

価
が
増

減
し
た
方

に
)

ど
の

よ
う
な
理

由
で
増

減
し
ま

し
た

か
｡
①

｢上
が

っ
た

J
と
②

｢下
が

っ

た
｣

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て
該

当
す

る
も
の
全

て
を
選

ん
で
下

さ
い
｡

①
｢上

が
っ
た

｣
理

由
と
考

え
ら
れ

る
項

目
を

い
く
つ
で

も
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1
.

上
位

の
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ

ー
資
格

を
取

っ
た
た

め

2
.
介

護
の
仕

事
単

価
が
社

会
的

に
明
確

に
な

っ
た
た

め

3
.

自
分

の
知
識

や
技

能
が

評
価

さ
れ

た
た

め

4
.

労
働

組
合

の
交

渉
に
よ

っ
て

●
5 6 7 8

(8
7-

94
)

自
分

た
ち

で
交

渉
し
て

他
事

業
所

に
移

ら
な

い
よ

う
に
す

る
た

め
に

事
業

所
を
移

っ
た

か
ら

そ
の
他

(

②
｢下

が
っ
た
｣

理
由

と
考

え
ら
れ

る
項

目
を
い

く
つ
で

も
○

を
し
て
下

さ
い
｡

1
.
介

護
保

険
で
介

護
サ

ー
ビ
ス

の
仕

事
単

価
が
切

り
下

げ
ら
れ

た
た

め

2
.
家

事
援

助
サ

ー
ビ
ス

の
仕

事
が
増

え
た

た
め

3
.

自
分

の
知

識
や

技
能

の
評
価

が
厳

し
く
な

っ
た

た
め

4
.

非
営
利

事
業

者
と
の
競

争
が
激

し
く
な

っ
.た

た
め

5
.

民
間
営

利
事

業
者

(株
式

会
社

な
ど
)

と
の
競

冬
が
激

し
く
な

っ
た

た
め

6
.

1
件

当
り
の
サ

ー
ビ
ス
時

間
が
短

く
な

り
移

動
時

間
が
増

え
た

た
め

7
.
仕

事
が

減
っ
た

た
め

8
.

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

が
大

量
に
養

成
さ
れ

た
た

め

9
.
そ

の
他

(

-
12
-

(9
5
-

10
3
)

E
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
プ
サ

ー
ビ
ス

業
務

に
関

連
す

る
下

記
の
時

間
の
取

り
扱

い
は

､
ど
の

よ
う
に
な

っ
て

い
ま
す

か
｡

1
.

2
.

3
.

有
給

(労
働

時
間

と
労
働

時
間

と
し
て

は
無
給

(労
働

時
間

と

し
て
扱

う
)

計
算

せ
ず

､
手

当
が

支
払

わ
れ

る
し
て

扱
わ

な
い
)

a
.

訪
問
先

を
順

次
移

動
す

る
た

め
の
時

間
1

2
3

b
.
業

務
中

の
待

機
時

間
1

2
3

C
.■
訪

問
前

な
ど
の

日
常

的
な

打
ち
合

せ
時

間
1

2
1
3

d
.

困
難

な
ケ

ア
事

例
な

ど
の

カ
ン

フ
ァ

レ
ン
ス

の
時

間
1

2
3

e
.

業
務

報
告

書
な

ど
の
作

成
の

た
め

の
時

間
1

2
3

F
.

ボ
ー

ナ
ス

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡

①
あ

な
た

は
､

ボ
ー

ナ
ス

を
支

給
さ
れ

て
い

ま
す

か
｡

1
.

あ
る

2
.

な
い

■
●

②
((
丑
で

1
.
あ

る
と
回
答

し
た
方

に
｡
税

金
な

ど
を
差

し
引

く
前

の
年

額
で
答

え
て
下

さ
い
)

(1
12
-
11
4)

Q
3
9

あ
な

た
は

､
所

得
税

､
健

康
保

険
･
厚

生
年

金
､
雇

用
保

険
な

ど
の

加
入

と
の

関
係

か
ら
年

収
が

上
回

ら
な

い

よ
う

に
調

整
し
た

働
き
方

を
し
て

い
ま
す

か
｡

(1
15

)

1
.
雇

用
保

険
の
適

用
外

と
な

る
1
週

20
時

間
未
満

､
年

収
90

万
円
未

満
を

目
途

に
働

い
て

い
る

2
.
所

得
税

が
課

税
さ
れ

な
い

10
0万

円
を

目
途

に
働

い
て

い
る

3
.
健

康
保

険
や

厚
生

年
金

の
適

用
外

と
な

る
13
0万

円
未

満
を

目
途

に
働

い
て

い
る

4
.
特

に
､

調
整

は
し
て

い
な

い

Q
4
0

あ
な

た
の
年

金
と
健

康
保

険
料

は
､
現

在
ど
の

よ
う
に
な

っ
て

い
ま
す

か
｡

A
.
年

金
の
加

入
状

況
(1
16

)

1
.

自
分

が
厚

生
(共

済
)

年
金

に
加

入
し
て

い
る

2
.

自
分

が
国

民
年

金
に
加

入
し
て

い
る

3
.
配

偶
者

の
厚

生
年

金
(共

済
)

を
通

し
て

国
民

年
金

に
加

入
し
て

い
る

4
.
加

入
し
て

い
な

い

a
.
健

康
保

険
の
加

入
状

況
(1
17

)

1
.
勤

務
先

の
自
分

名
義

の
健
康

保
険

に
加

入
し
て

い
る

2
.

自
分

名
義

の
国

民
健
康

保
険

に
加

入
し
て

い
る

3
.
扶

養
家

族
で
加

入
し
て

い
る

4
.
加

入
し
て

い
な

い

C
.
雇

用
保

険
の

加
入

状
況

(1
18

)

1
.
加

入
し
て

い
る

2
.
加

入
資

格
は

な
く
､
加

入
し
て

い
な

い

3
.
加

入
資
格

は
あ

る
が

､
勤

務
先

の
事

情
で
加

入
し
て

い
な

い

4
.

加
入

資
格

は
あ

る
が

､
自
分

の
都

合
で
加

入
し
て

い
な

い

5
.

加
入

し
て

い
る
か

ど
う
か

分
か

ら
な

い

-
‖B
3-



Q
4
1

労
働

(職
員

)
組

合
に

つ
い

て
お

た
ず

ね
し

ま
す

｡

①
あ

な
た

は
､
労

働
(職

員
)
組

合
に

加
入

し
て

い
ま
す

か
｡

1
.

加
入

し
て

い
る

2
.

あ
る

が
､

加
入

し
て

い
な

い

3
.

な
い

【属
性

に
つ

い
て

】

Q
4
2

性
別

1
.

女
性

2
.
男
性

Q
4
3

年
齢

Q
44

学
歴

1
.

高
校

卒

2
.

専
門

学
校

卒

3
.

短
大

卒

- 3 6 2 -

②
(前

岡
で

3
の

方
に

)
労

働
組

合
の

必
要

性
を

感
じ
て

い
ま

す
か

｡

1
.

必
要

と
思

う
2
.

必
要

と
思

わ
な

い
3
.

わ
か

ら
な

い

[=
]歳

4
.

高
専

卒

5
.

大
卒

6
.

大
学

院
修

了

(1
19
)

(1
2
1)

(1
2
2
.1
23
)

(1
24

)

【
あ

な
た

が
､

仕
事

や
勤

め
先

､
国

･
自
治

体
な

ど
行

政
に

対
し
て

日
頃

感
じ
て

い
る

こ
と

や
考

え
て

い
る

こ
と

､
ま

た
本

調
査

に
つ

い
て

の
ご

意
見

を
自

由
に

ご
記

入
下

さ
い

】

1
.

仕
事

や
勤

め
先

に
関

し
て

2
.

国
･

自
治

体
な

ど
行

政
に

関
し
て

3
.

本
調

査
に

つ
い

て
の

ご
意

見
に

関
し
て

一
御

協
力

あ
り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

-

-
14

-



【
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

に
な

る
ま

で
】

Q
ll

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
に
な

る
に

あ
た

っ
て

､
あ

な
た

が
取

得
し
て

い
た

資
格

は
以

下
の

ど
れ

で
す

か
｡

鼓
当

す
る

ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
職

に
関
す

る
ア

ン
ケ
ー

ト
調
査

資
格

の
全

て
の

口
内

に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

- 3 6 3-

【調
査

の
目
的

と
お

願
い

]

か
な
め

こ
の

調
査

は
､

介
護

保
険

制
度

の
要

で
あ

る
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

職
の

確
立

と
､

そ
れ

に
向

け
た

制
度

改
革

を
め

ざ
す

た
め

の
も
の

で
す

｡

20
00

年
4
月

に
介

護
保

険
制

度
が

ス
タ

ー
ト

し
､

社
会

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
め

ぐ
る
環

境
も
大

き
く
変

化
し

ま
し
た

｡

ま
た

､
介

護
保

険
制

度
の

問
題

点
が

具
体

化
す

る
中

で
､

今
後

の
制

度
改

革
に

つ
な

げ
て

い
く
意

味
か

ら
も
､

サ
ー

ビ

ス
利

用
者

､
介

護
者

､
事

業
者

､
保

険
者

な
ど
の

実
態

の
究

明
が

急
が

れ
て

い
ま
す

｡

そ
こ

で
､

連
合

総
研

で
は

､
介

護
保

険
に

つ
い

て
の

実
態

調
査

を
企

画
し
､

そ
の

重
要

な
柱

と
し
て

､
｢
ケ

ア
マ

ネ

ジ
ャ

ー
職

に
関

す
る

ア
ン
ケ

ー
ト
調

査
｣

を
実

施
す

る
こ

と
に

な
り

ま
し
た

｡

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
職

は
介

護
保

険
制

度
で

初
め

て
創

設
さ
れ

､
制

度
の

要
と

し
て
位

置
づ

け
ら
れ

て
い

ま
す

が
､

そ

れ
だ

け
に

問
題

も
多

く
か

か
え

て
い

る
と
思

わ
れ

ま
す

｡
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー
職

の
仕

事
や

労
働

条
件

の
実

態
､

意
識

等

を
明

ら
か

に
し
､

問
題

点
を
把

捉
す

る
こ

と
が

､
今

何
よ

り
大

事
で

あ
る

と
私

た
ち

は
考

え
て

い
ま
す

｡

皆
様

の
多

忙
な

日
常

業
務

の
な

か
で

､
こ

の
よ

う
な

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を
お

願
い

す
る

こ
と

は
大

変
恐

縮
す

る
次

第

で
は

あ
り

ま
す

が
､

介
護

保
険

の
最

前
線

で
こ

の
制

度
を
支

え
ら

れ
て

い
る
皆

様
の

ご
協

力
を

い
た

だ
い

て
､

今
後

の

｢
職

の
確

立
｣

｢
制

度
改

革
｣

に
つ

な
げ

て
い

き
た

い
と
い

う
私

ど
も
の

趣
旨

を
お

汲
み

取
り
い

た
だ

き
､

何
卒

宜
し

く
お

願
い

す
る
次

第
で

す
｡

【妃
人

に
あ

た
っ

て
の

留
意

点
】

1
.

こ
の

調
査

は
､

無
記

名
で

行
う

も
の

で
す

｡

2
.

個
人

別
の

封
筒

は
､

全
国

で
ま

と
め

て
開

封
､

集
計

し
ま
す

の
で

､
個

人
的

な
秘

密
に
属

す
る

こ
と
が

外
部

に
知

ら
れ

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
｡

あ
り
の

ま
ま

お
答

え
下

さ
い

｡

3
.

回
答

は
､

該
当

す
る
番

号
に
特

に
断

り
書

き
の

な
い

場
合

は
一

つ
だ

け
○

を
し
て

下
さ

い
.

設
問

に
よ

っ
て

は
､

数
値

を
記

入
す

る
場

合
が

あ
り
ま
す

の
で

注
意

し
て

下
さ
い

｡

4
.

選
択

肢
の

な
か

に
あ

な
た

の
お

気
特

に
ピ

ッ
タ

リ
の

も
の

が
な

い
場

合
は

､
お

気
持

に
近

い
も
の

を
選

ん
で

下
さ

い
｡

5
.
(

)
内

の
数

字
は

､
集

計
用

の
も
の

で
す

｡
気

に
せ

ず
記

入
し
て

下
さ

い
｡

6
.

記
入

清
の

調
査

票
は

､
添

付
し
た
封

j削
こ
入

れ
4
月
等p

旦
ま

で
に
投

函
し
て

下
さ

い
O

な
お

､
こ
の

調
査

に
つ

い
て

の
お

問
い

合
せ

は
､

下
記

の
と

こ
ろ

に
お

願
い

致
し

ま
す

｡

(財
)連

合
総

合
生

活
開
発

研
究
所

〒
10
2-
00
72

東
京

都
千

代
田

区
飯

田
橋

1
-

3
-

2

時
杉

館
ビ

ル
3
階

1■1■ i Z p ■h Hu

0 0‖ リ
2 25 5n u 1川 U iH J 川U

3 30 0

L X

E A

T F

溝 鈴

0声
5
1
(代

)
08

52 口
慎

一
郎

木
不

二
-

1
.

医
師

2
.

歯
科

医
師

3
.

薬
剤

師
.

4
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー

5
.

介
護

福
祉

士

6
.

社
会

福
祉

士

7
.

看
護

婦
･
士

､
准

看
護

婦
･
士

8
.

保
健

婦

9
.

理
学

療
法

士
･
作

業
療

法
士

10
.

歯
科

技
工

士
･
衛

生
士

ll
.

栄
善

士

12
.

調
理

士

(1
-
16
)

13
.

鋭
灸

マ
ッ
サ

ー
ジ

師

14
.

保
育

士
(保

母
･
保

父
)

15
.

教
貞

16
.

そ
の

他
(

)

Q
2

あ
な

た
は

､
9

1
で

回
答

し
た

職
種

の
実

務
経

験
が

通
算

し
て

何
年

く
ら

い
あ

L)
ま

す
か

｡

1
年

未
満

の
場

合
は

､
｢
0
｣
年

を
妃

入
し
て

下
さ

い
｡

満
[コ

コ
年

Q
3

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

仕
事

を
す

る
前

に
､

福
祉

関
連

の
相

談
や

援
助

の
実

務
経

験
が

あ
り

ま
す

か
｡

1
.

相
談

や
援

助
の

仕
事

を
し
た

こ
と
が

あ
る

2
.

し
た

こ
と

は
な

い

Q
4

(前
岡

で
1
と

回
答

し
た

方
に

)
あ

な
た

が
福

祉
関

連
の

頼
政

や
援

助
ゐ

実
務

経
故

は
何

年
で

す
か

｡

1
年

末
溝

の
場

合
は

､
｢
0
｣
年

を
記

入
し
て

下
さ

い
｡

滴
[コ

コ
年

【
勤

務
す

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

に
つ

い
て

】

Q
5

あ
な

た
の

現
在

の
勤

務
地

は
､

以
下

の
ど
れ

に
あ

た
り
ま

す
か

｡

1
.

東
京

都
特

別
区

及
び

人
口
10
0
万

人
以

上
の

市
4
.

人
口

5
-
10

万
人

未
満

の
市

2
.

人
口
3
0
-
10
0
万

人
未

満
の

市
5
.

人
口

5
万

人
未

満
の

市

3
.

人
口
10

-
30

万
人

未
満

の
市

6
.

町
村

9
6

勤
務

先
(所

属
事

業
所

)
が

所
属

し
て

い
る

母
体

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡
A
.

勤
務

先
(所

属
事

業
所

)
の

母
体

は
､

ど
れ

に
あ

た
り

ま
す

か
｡

1
.

社
会

福
祉

法
人

(社
会

福
祉

協
議

会
以

外
)

2
∴

社
会

福
祉

法
人

(社
会

福
祉

協
議

会
)

3
.

医
療

法
人

4
.

民
法

法
人

(社
団

･
財

団
)

5
.

営
利

法
人

(株
式

会
社

な
ど

)

6
.

非
営

利
法

人
(N

P
O

法
人

)

7
.
生
協

8
.

農
協

(連
合

会
を
含

む
)

9
.

市
町

村
な

ど
の

自
治

体

10
.

そ
の

他
仁

(1
7
,1
8)

(1
9
)

(2
0,
21
)

(2
2)

(2
3
,2
4
)

B
.

勤
務

先
の

所
属

し
て

い
る
母

体
(所

属
事

業
所

)
は

､
あ

な
た

の
事

業
所

(事
務

所
)

を
含

め
て

､
ど

の
よ

う
に

事
業

を
展

開
し
て

い
ま
す

か
｡

1
.

1
事

業
所

(事
務

所
)

の
み

2
.

同
一

都
道

府
県

に
複

数
の

事
業

所
(事

務
所

)
が

あ
る

3
.

複
数

の
都

道
府

県
に

ま
た

が
り
､

複
数

の
事

業
所

(事
務

所
)

が
あ

る

-
1
-

(2
5
)



C
.

勤
務

先
の

所
属

し
て

い
る
母

体
(所

属
事

業
所

)
は

､
居

宅
介

護
支

援
以

外
に

ど
の

よ
う

な
介

護
サ

ー
ビ
ス

事

業
を
行

っ
て

い
ま
す

か
｡
該

当
す

る
事

業
を
全

て
の
口

内
に
○

を
し
て

下
さ
い

｡

1
.
居

宅
介

護
支

援
の

み

2
.

訪
問

介
護

3
.
串

間
入

浴
介

護
4
.

訪
問

看
護

5
.
訪

問
リ
ハ

ビ
リ

6
.
適

所
介

護

7
.

適
所

リ
ハ

ビ
リ

8
.
福

祉
用

具
貸

与

9
.

短
期

入
所

生
活

介
護

10
.

短
期

入
所

療
養

介
護

l
l
.

居
衰

療
養

管
理

指
導

12
.
痴

呆
対

応
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

13
.

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護

14
.

介
護

老
人

施
設

(2
6-

44
)

15
.
介

護
老

人
保

健
施

設

16
.

介
護

療
養

型
医

療
施

設

17
.

一
般

病
院

18
.

介
護

保
険

以
外

サ
ー

ビ
ス

19
.
そ

の
他

(
)

Q
7

あ
な

た
の

勤
務

先
の

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
(居

宅
介

護
支

援
部

門
)

は
､

ど
の

程
度

の
規

模
で

す
か
｡

(
A
)
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
人

数
､
(
B
)
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

以
外

の
人

数
を

需
用

形
態

別
に
妃

入
し
て

下
さ

い
.

a
..
常

勤
職

員
b
.

非
常

勤
職

員
今

計

A
.

ケ
ア

マ
ネ

ジ
.ヤ

ー
の

人
数

~
人

人
人

B
.

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー
以

外
の

人
数

人
人

人

(5
1
.5
2
)

(5
3
,5
4)

(5
5
.5
6)

Q
8

あ
な

た
は

､
2
0
0
0
年

4
月

の
介

護
保

険
法

施
行

の
前

後
に

､
勤

務
先

を
変

わ
L)
ま

し
た

か
.

変
わ

LJ
ま
せ

ん
で

し
た

か
｡

- 3 64 -

1
.

介
護

保
険

法
の

施
行

と
関

係
な

く
､
現

在
の

事
業

所
で
働

い
て

い
る

2
.

介
護

保
険

法
の

施
行

を
き
っ

か
け

に
､

現
在

の
事

業
所

に
転

戦
し
た

3
.

介
護

保
険

法
の

施
行

を
き

っ
か

け
に

､
介

護
の
仕

事
に

は
じ
め

て
就

い
た

(5
7
)

Q
9

現
在

の
事

業
所

(事
務

所
)

へ
の

就
職

は
､

ど
の

よ
う
な

理
由

か
ら
選

び
ま

し
た

か
｡

主
な

理
由

を
2
つ

以
内

で
選

び
○

を
つ

け
て

下
さ

い
｡

1
.

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー

の
仕

事
を

し
た

か
っ

た
か

ら

2
.

介
護

を
全

体
と

し
て

み
る

こ
と
が

で
き

る
と
思

っ
た

か
ら

3
.

蓄
積

し
た
知

識
や
経

験
が
発

揮
で

き
る

と
思

っ
た

か
ら

4
.

ス
キ

ル
･
ア

ッ
プ

が
で

き
る
職

場
だ

と
思

っ
た

か
ら

5
.

収
入

の
増

加
が

望
め

る
と
思

っ
た

か
ら

6
.

通
勤

が
便

利
だ

っ
た

か
ら

(5
8-

61
)

7
.

将
来

性
が

あ
る
事

業
所

と
思

っ
た

か
ら

8
.

安
定

し
た
事

業
所

と
思

っ
た

か
ら

9
.

地
域

に
密

着
し
た
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
し
て

い
た

か
ら

10
.

そ
の
他

(

【
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
仕

事
に

つ
い

て
】

Q
IO

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

仕
事

は
､

あ
な

た
の

仕
事

全
体

の
な

か
で

ど
の

程
度

の
ウ
エ

イ
ト
を

占
め

て
い

ま
す

か
｡

1
割

か
ら

10
割

の
な

か
で

選
ん

で
下

さ
い

｡
専

従
で

や
っ
て

い
る
場

合
は

｢
10

｣
を
妃

入
し
て

下
さ

い
｡

[コ
コ

割
程

度
'6
2-

63
'

Q
ll

あ
な
た
は
､
現

在
何
件の

ケ
ア
プ

ラ
ン
を

担
当
し
ていますか

｡
介

護
程

度
別
に
人

数
を
妃
入

し
て

下
さ

い
｡

担
当
が
な

い
場
合

は
､
｢0
｣

と
記

入
し
て
下

さ
い
｡

要
支
援

要
介
護
1

要
介
護
2

人
く6
4,
65
)

要
介
護

3

人
(6
6.
67
)

要
介
護

4

人
(6
8,
69
)

要
介
護

5

-
2
-

/ヽ ノヽ )

1 3 L J '

7 7 7

0 2 47 7 7rl いー nリ HL rH1 【

人 ､人 人
A

(7
6
-
78
)

【
ケ

ア
プ

ラ
ン
の

作
成

に
つ

い
て

】

Q
12

あ
な

た
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン
の

原
案

を
作

成
す

る
に

あ
た

っ
て

は
､
ど
の

よ
う
な

姿
勢

で
望

ん
で

い
ま

す
か

｡
A

､

B
の

2
つ

の
考

え
方

に
近

い
も
の

を
1
-

4
の

な
か

か
ら
選

ん
で

下
さ

い
｡

A
:
要

介
護

者
の

生
活

の
質

を
高

め
る

た
め

に
必

要
な
サ

ー
ビ
ス

内
容

を
で

き
る

だ
け

多
く
取

り
入

れ
る

よ
う
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
よ

う
に

し
て

い
る
｡

B
:
要

介
護

度
の

支
給

限
度

額
の

範
囲

内
に
納

め
る

と
と

も
に
､

利
用

者
負

担
を
で

き
る

だ
け
安

く
す

る
よ

う
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
作

成
し
て

い
る
｡

1
.

A
の

考
え
方

に
近

い

2
.

ど
ち

ら
か

と
い

え
ば
A

の
考

え
方

に
近

い

3
.

ど
ち

ら
か

と
い

え
ば
B
の

考
え
方

に
近

い

4
.
B
の
考

え
方

に
近

い

(7
9
)

Q
13

あ
な

た
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン
作

成
の

上
で

は
ど
の

よ
う
な

こ
と

を
心

掛
け

て
い

ま
す

か
｡

あ
な

た
が

､
特

に
重

視

し
て

い
る

点
を

い
く
つ

で
も
選

び
口

内
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1 2 3 4 5 6 7 8

利
用

者
の
都

合
に
合

わ
せ

て
土

日
や

夜
間

で
も
訪

問
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

(8
0
一一
90

)

利
用

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

-
の

配
慮

を
極

力
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

利
用

者
や

家
族

の
希

望
を
十

分
に
聴

く
よ

う
に

し
て

い
る

｢重
要
事

項
説

明
書
｣

は
明
確

に
説

明
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
不

満
が

あ
れ

ば
､

相
談

や
苦

情
窓

口
に

申
し
出

る
よ

う
説

明
し
て

い
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

目
標

は
､

利
用

者
や

家
族

の
意

向
に
沿

う
よ

う
に

し
て

い
る

市
町

村
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
活

動
な

ど
の
社

会
資

源
を
含

め
た

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

た
て

て
い

る
介

護
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

に
は

､
事

情
を

よ
く
知

り
調

整
し
や

す
い

母
体

組
織

の
サ

ー
ビ
ス

を
入

れ
る

よ
う

に
し
て

い
る

9
.

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
は

､
サ

ー
ビ
ス

内
容

を
対

比
で

き
る

よ
う
複

数
紹

介
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

10
.

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

は
､

質
の

高
い
事

業
者

の
サ

ー
ビ
ス

を
入

れ
る

よ
う

に
し
て

い
る

l
l
.

そ
の
他

(
)

Q
14

あ
な

た
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
上

で
､

以
下

の
よ

う
な

問
題

を
感

じ
た

こ
と
が

あ
り
ま

す
か

｡
感

じ
た

項
目

を
い

く
つ

で
も
選

び
口

内
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13 14 15 16 17 18

介
護

保
険

導
入

前
よ

り
も
､

サ
ー

ビ
ス

の
量

･
質

を
落

と
さ

ざ
る

を
え

な
か

っ
た

(9
1
-
10
8
)

要
介

護
認

定
が

軽
過

ぎ
て

､
サ

ー
ビ
ス
提

供
が

限
定

さ
れ

た

利
用

者
が

個
人

負
担

を
避

け
る

た
め

､
十

分
な

プ
ラ

ン
が

で
き
な

い

介
護

サ
ー

ビ
ス
事

業
者

が
不

足
し
､

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
よ

っ
て

は
供

給
で

き
な
い

も
の

が
あ

る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
が

不
足

し
､

複
数

の
業

者
を
利

用
者

に
提

示
で

き
な

い
こ

と
が

多
い

介
護

サ
ー

ビ
ス
事

業
者

に
は
､事

情
を

よ
く
知

り
調

整
し
や

す
い

母
体

組
織

の
サ

ー
ビ
ス

を
入

れ
が

ち
に

な
る

利
用

者
や

介
護

し
て

い
る
家

族
が

介
護

保
険

を
よ

く
理

解
し
て

い
な

い

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
を
開

く
機

会
が

十
分

に
と
れ

な
い

ア
セ

ス
メ

ン
ト
が

十
分

に
で

き
て

い
な

い

自
分

自
身

､
サ

ー
ビ
ス

事
業

者
や

市
町

村
に
関

す
る
情

報
や

知
識

が
不

足
し
て

い
る

兼
任

の
た

め
､
忙

し
過

ぎ
て

時
間

が
取

れ
な
い

こ
と
が

多
い

担
当
件

数
が

多
過

ぎ
て

､
1
件

毎
に
時

間
が

か
け

ら
れ

な
い

給
付

管
理

な
ど
事

務
的

な
仕

事
が

多
過

ぎ
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
報

酬
の

設
定

が
低

過
ぎ
る

シ
ョ
ー

ト
ス

テ
イ
､

デ
イ

ケ
ア
の

利
用

日
数

の
制

限
が

あ
る

そ
も
そ

も
､
在

宅
中
心

で
は
対

応
で

き
な

い
ケ

ー
ス

が
多

い

事
業

者
が

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
役

割
を
十

分
理

解
し
て

い
な

い

そ
の
他

(

-
3
-



Q
15

あ
な

た
が

､.
こ
れ

ま
で

手
掛

け
て

き
た

ケ
ア
プ

ラ
ン
作

成
に
つ

い
て

全
体

と
し
て

ど
の

よ
う
に
考

え
て

い
ま
す

か
｡

1
.
十

分
に
で

き
た

と
思

う

2
.

ま
あ

ま
あ

だ
っ

た
と
思

う

3
.

や
や
不

十
分

だ
っ
た

と
思

う

4
.
不

十
分

だ
っ

た
と
思

う

(1
09
)

【ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
に
つ

い
て

】

Q
16

あ
な

た
の

い
る
事

業
所

(事
務

所
)

の
体

制
に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡

A
.

事
務

所
に

は
､

ケ
ア

プ
ラ

ン
の
作

成
･
進

行
管

理
･
裸

出
書

類
作

成
な

ど
で

､
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
事

務
ス

タ
ッ
フ
は

い
ま
す

か
｡

1
.

い
る

2
.

い
な

い

B
.

(前
間

で
1
と
回
答

し
た
方

に
)

事
務

ス
タ

ッ
フ

は
何

人
で

す
か

｡

卜 3 6 5 -

(1
10
)

[コ
コ

人
(,
1,
･,
-2
,

Q
17

あ
な

た
の
事

業
所

(事
務

所
)

に
は

､
介

護
保

険
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

シ
ス

テ
ム
が

導
入

さ
れ

て
い

ま
す

か
｡

1
.

導
入

さ
れ

て
い

る
(1
13
)

2
.
導

入
を
検

討
し
て

い
る

3
.
導

入
さ
れ

て
い

な
い

Q
18

(前
岡

で
1
と
回
答

し
た

方
に
)

コ
ン

ピ
ュ
ー

タ
シ

ス
テ

ム
の

な
か

に
ケ

ア
プ

ラ
ン
作

成
支

援
ソ

フ
ト
は

入
っ

て
い

ま
す

か
｡

1
.

プ
ラ

ン
作

成
支

援
ソ

フ
ト
が

あ
り
､
使

っ
て

い
る

2
.

プ
ラ

ン
作

成
支

援
ソ
フ

ト
が

あ
る
が

､
使

っ
て

い
な
い

3
.

そ
の
種

の
ソ

ウ
ト
は

な
い

(1
14
)

Q
19

(前
岡

で
1
と
回
答

し
た

方
に
)

あ
な

た
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン
作

成
支

援
ソ

フ
ナ

を
利

用
し
て

み
て

ど
の

よ
う

に

受
け
止

め
て

い
ま

す
か
｡

1
.
有

効
で

あ
り
､

活
用

し
て

い
け

る

2
.
支

援
の

ツ
ー

ル
(道

具
)

と
わ

き
ま

え
て
使

う
べ

き
だ

3
.

ま
だ
改

善
の
余

地
が

多
い

4
.

そ
の
他

(

(1
15
)

Q
2
0

(
Q
18

で
2
と
回
答

し
た

方
に
)

あ
な

た
が

､
ケ

ア
プ

ラ
ン
作

成
支

援
ソ

フ
ト
を
使

わ
な

い
の

は
ど
の

よ
う
な

理
由

か
ら
で

す
か

｡
主

な
理

由
を

2
つ

以
内

で
選

ん
で

下
さ

い
｡

1 2 3 4 5 6 7

ソ
フ

ト
を
使

い
こ
な
せ

な
い

か
ら

(1
16
,1
17

)

入
力

ミ
ス

な
ど
で

､
誤

っ
た

プ
ラ

ン
が
作

成
さ
れ

た
こ

と
が

あ
っ
た

か
､ら

利
用

者
の

身
体

や
生

活
状

態
が

多
様

で
､

既
存

ソ
フ

ト
で

は
対

応
し
き
れ

な
い

か
ら

ソ
フ

ト
に
頼

る
こ

と
で

､
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

と
し
て

の
判

断
能

力
･
ス

キ
ル
向
上

が
阻
害

さ
れ

る
か

ら

介
護

サ
ー

ビ
ス
提

供
業

者
の

質
を

ソ
フ

ト
で

は
評

価
で

き
な
い

か
ら

地
域

事
情

か
ら
提

供
で

き
な

い
サ

ー
ビ
ス

も
あ

る
か

ら

そ
の
他

(

-
4
-

Q
2
1

あ
な

た
は

､
担

当
す

る
プ

ラ
ン
利

用
者

の
適

切
な

モ
ニ

タ
リ
ン
グ

は
で

き
て

い
ま
す

か
｡

1
.

で
き
て

い
る

3
.

あ
ま

り
で

き
て
い

な
い

2
.

あ
る
程

度
で

き
て

い
る

4
.

で
き
て

い
な
い

(1
18
)

【新
た

な
専

門
職

と
し
て

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

に
つ

い
て

】

Q
2
2

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

仕
事

上
の
範

臥
ま
､

介
謙

保
険
法

で
規

定
さ
れ

て
い

ま
す

｡
と

こ
ろ
で

､
あ

な
た

は
､

ケ

ア̀
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
仕

事
を

日
常

行
っ
て

き
た

な
か

で
､
仕

事
上

の
範

囲
は

ど
の

よ
う
に

あ
る

べ
き

だ
と
考

え
て

い

ま
す

か
｡
A
～

L
そ

れ
ぞ

れ
の

業
務

に
つ

い
て

､
該

当
す

る
も
の

を
1
つ

選
ん

で
下

さ
い
｡

(1
19
-
13
0
)

1
.

2
.

3
.

芸
詣

裏
詣

言
本

来
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー
が

一
撃

謂
守

る
べ

き
仕

事
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー
本

来
の
仕

事
と
は
思

わ
な

い

A
.-

要
介

護
者

.
家

族
■と
,の

相
談

1
2

3

B
.

ア
セ
ス

メ
ン

ト
ト

2
'

3

C
.

申
請
代

行
手

続
き

p
1.

2
3

D
.

ケ
ア
■プ

ラ
ン
作

嘩
1
_

･2
3

E
.
夷

約
手

続
き

.
1

2
3

F
.
利

用
者

の
住

宅
改

修
の
相

談
1

2
3

G
._
利

由
者

の
苦

情
へ

の
対

応
･
1

2
3

H
..

入
院
先

医
療

機
関
.の

確
保

-
1

°
2,

.
3

■.Ⅰ
.

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

会
議

■
1

2
■3

J
.

サ
⊥

ビ
ス
ー調

整
会
議

･
1

2
3

K
.

卓
ニ

タ
リ

ン
グ

1
2

.
3

Q
2
3

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー

と
し
て

責
任

を
も

っ
て
作

成
で

き
る
プ

ラ
ン
は

1
人

何
件

く
ら
い
だ

と
患

い
ま
す

か
｡

件
(1
31
-
13
3)

Q
24
あな
たは
､介
護報
酬に

関
し
て

ど
の

よ
う
に
考

え
て

い
ま
す

か
｡
居
宅
介
建
支
援
事
業
全
体

と
訪

問
介

務
に

つい
ては
身体
介蔑

中
心
型
､
家
事

援
助

中
心

型
､
複
合
型

の
そ

れ
ぞ

れ
に
つ

い
て
選
ん
で

く
だ

さ
い
｡

(1
34
-
13
7)

1.
2
.

.3
..

4
.

5
.

6
.

高
い

や
や

高
い

見
合

っ
て

い
る

や
や

低
い

低
い

わ
か

ら
な

い

､訪問介
A
.

身
体

介
護

中
心

塾
1
.

2
3

4
.

5
~6

B
.

家
事

援
助

中
心

型
.1

･2
.

3
.

4
t5

.6
■

-
5
-



Q
25

あ
な

た
は

､
･仕

事
量

を
ど

の
よ

う
に

考
え

て
い

ま
す

か
｡

他
の

仕
事

と
兼

務
し
て

い
る

場
合

は
､

全
て

を
含

め

た
仕

事
量

に
つ

い
て

回
答

し
て

下
さ

い
｡

1
.

多
過

ぎ
る

2
.

や
や

多
い

3
.

ち
ょ

う
ど

よ
い

4
.

や
や

少
な

い

5
.

少
な

過
ぎ

る

- 3 6 6 1

(1
38

)

Q
26

あ
な

た
が

､
仕

事
上

で
困

っ
た

時
に

は
､

ど
こ

に
相

散
し
て

い
ま

す
か

｡
A
.

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
業

務
､

B
･

給
付

管
理

業
務

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
も

の
に

い
く
つ

で
も

口
内

に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

県
.

市
国

先
ヤ

近
業

コ
也

ケ
な

そ
方

町
保

一撃
ー

隣
者

ン
域

ア
組

の
法

村
逮

な
.

ど他のケアマネジ
の他の介護●福祉辛

どュータソフトAヱ三社
の逮絡会●勉級会

7
線

不
●

ジ
ネ

ヤ
ツ

ー
ト

の
ワ

自
ー

主
ク

的
他

はない

A
.

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
業
務

ち
.

給
付

管
理

業
務

(1
39

-
14
8
)

(1
4
9
-
15
8
)

Q
27

あ
な

た
は

､
介

護
支

援
の

専
門

職
と

し
て

知
識

や
ス

キ
ル

を
高

め
る

た
め

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
自
主

的
な

組

織
･
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

に
加

入
し
て

い
ま

す
か

｡

1
.

加
入

し
て

い
る

2
.

地
域

に
あ

る
が

､
加

入
し
て

い
な

い

3
.

地
域

に
な

く
､

加
入

し
て

い
な

い

Q
28

あ
な

た
の

働
い

て
い

る
事

業
所

の
市

町
村

に
は

､
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
｢
連

絡
会
｣

が
あ

り
ま

す
か

｡

1
.

市
町

村
が

つ
く

っ
て

い
る

2
.

市
町

村
以

外
で

つ
く

っ
て

い
る

3
.

市
町

村
に

は
な

い

4
.

わ
か

ら
な

い

Q
29

あ
な

た
は

､
仕

事
に

帝
U
を

持
っ

て
い

ま
す

か
｡

1
.
持

っ
て

い
る

2
.

だ
い

た
い

持
っ

て
い

る

3
.

あ
ま

り
持

っ
て

い
な

い

4
.

持
っ

て
い

な
い

-
6
-

(1
59
)

(1
60
)

(1
6
1 )

Q
3
0

あ
な

た
は

､
新

し
い

専
門

職
と

し
て

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

は
､

ど
の

よ
う

に
み

ら
れ

て
い

る
と

感
じ
て

い
ま

す

か
｡
A
-
D
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
見

方
と

し
て

感
じ
て

い
る

受
け

止
め

方
に
○

を
し
て

下
さ

い
｡

(1
62
-
16
5)

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

十
分

評
価

さ
ま

あ
評

価
さ

あ
ま

り
評

価
評

価
さ
れ

て
-
わ

か
ら

な
い

れ
て

い
る

と
れ

て
い

る
と

さ
れ

て
い

な
い

な
い

と
思

思
う

思
う

い
と
思

う
つヽ

A
.
~働

い
て

い
る
.組

織
._
団

体
の

事
業

者
か

ら
の

見
方

1
2

3
~4

5

ち
.

社
会

一
般

か
ら

の
見

方
1

2
3

4
5

C
.

利
用

者
や

豪
族

カ
.､
ら
の

見
方

1
2

3
･
4

5

D
.

市
町
村

の
担

当
者

か
ら
の
見

方
1

2
3

4
~

5
,

Q
3
1

あ
な

た
は

､
こ

れ
か

ら
も

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
職

の
仕

事
を

続
け

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
か

｡

1
.

専
任

と
し
て

続
け

た
い

と
思

う

2
.

兼
任

と
し
て

続
け

た
い

と
思

う

3
.

あ
ま

り
続

け
た

い
と
思

わ
な

い

4
.

続
け

た
い

と
思

わ
な

い

(1
66
)

【地
域

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

供
給

体
制

に
つ

い
て

】

Q
32

介
謙

保
険

の
施

行
で

､
民

間
企

業
や

N
P
O

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
EZ
I体

な
ど
様

々
な

F
l体

が
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

提

供
す

る
よ

う
に

な
り
ま

し
た

｡
下

記
の

な
か

か
ら

あ
な

た
が

考
え

て
い

る
こ

と
を

い
く

つ
で

も
口

内
に

○
を

し
て

下
さ

い
｡

(1
67
-
17

7
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

要
介

護
者

や
家

族
の

選
択

幅
が

広
が

っ
た

要
介

護
者

や
家

族
が

自
ら
の

選
択

で
事

業
者

を
選

べ
る

よ
う

に
な

っ
た

競
争

に
よ

り
サ

ー
ビ
ス

の
質

と
量

が
充

実
し
て

き
た

多
様

な
事

業
者

の
参

入
に

よ
り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が

上
昇

し
た

明
確

な
事

業
経

営
の

意
図

の
下

に
参

入
し
た

事
業

者
に

よ
り
､

経
営

の
合

理
化

が
進

ん
だ

質
の

悪
い

事
業

者
の

参
入

に
よ

り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が

低
下

し
た

労
働

条
件

が
低

下
し
た

労
働

条
件

が
上

昇
し
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

の
職

月
と

し
て

勤
務

先
の

選
択

が
広

が
っ

た

能
力

に
応

じ
た

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た

そ
の

他
(

Q
3
3

サ
ー

ビ
ス

提
供

業
者

か
ら

r
実

績
報

告
書

｣
は

き
ち

ん
と
返

っ
て

き
て

い
ま

す
か

｡

1
.

き
ち

ん
と
返

っ
て

く
る

2
.

お
お

む
ね

返
っ

て
く
る

3
.

あ
ま

り
返

っ
て

こ
な

い

4
.

返
っ

て
き
て

い
な

い

-
7
-

(1
78
)



Q
34

あ
な

た
の
勤
務

地
の
市

区
町
村

で
は
､
老

人
福

祉
や
介

護
保

険
に
つ

い
て

ど
の

よ
う
に
取

LJ
組

ん
で

い
る

と
感

じ
て

い
ま
す
か
｡

A
.
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
基
由

整
備

に
つ

い
て

､
B
.
介
護
保

険
や
介
護

の
実
施

の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ

い
て

回
答

し
て
下

さ
い
｡

3
t:
攫

撃
要

望
鉛

毒
鶴

Li
ら
れ
る

Vヽ

冬鳥
金

蔓
蒜

[=
吉

宗
等

1
2

3
4

B
.O,
釜
配

管
完
空
軍

1
2

3
4

Q
35

あ
な

た
の
働

い
て

い
る
市

区
町
村

で
は

､
老

人
福

祉
や
介
護

に
関

す
る
下

妃
の

よ
う
な
施

設
や

事
業

者
は

､
充

足
し
て

い
ま
す

か
｡

- 3 6 7 -

1
.

充
足

し
て

2
.

は
呼

充
足

3
.

あ
ま

り
充

･4
.′

充
足

し
て

い
る

し
て
い

る
_足

し
て
い
な
い

い
な
い

A
.
訪

問
介

護
サ

ー
ビ
ス

1
2

3
4
l

B
.
.デ

イ
サ

ー
ビ
ネ

1
2

+
4

C
.

デ
イ
ケ

ア
1

2
3

4

D
′.

特
別

養
護

老
人

ホ
ー
ム

1
2

3
4

F.i
鮎

章
妄

舎
護

サ
ー

ビ
1

2
.3

4

Q
36

あ
な

た
は
､
老

人
福
祉

や
介

護
保

険
に
関

し
て

､
以

下
の

よ
う
な

開
溝

を
感

じ
る

こ
と
が

あ
LJ
ま
す

か
｡

あ
な

た
が

､
問
題

が
あ

る
と
感

じ
て

い
る

も
の

を
い

く
つ

で
も
口

内
に
○

を
し
て
下

さ
い
｡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 日

医
療

と
福

祉
と
の
連

携
が

う
ま

く
い

っ
て
い

な
い

判
断

に
困

る
場

合
に
､
相
談

で
き
る
場

や
機

関
が

な
い

保
険
者

に
提

出
す

る
書

類
が
多
過

ぎ
る

サ
ー

ビ
ス

評
価

が
必

要
で

あ
る

利
用

者
の
契

約
意
識

が
希

薄
で

あ
る

利
用

者
の

人
権

へ
の
配
慮

が
希

薄
で

あ
る

介
護

報
酬

の
設

定
が
全
体

的
に
低

過
ぎ
る

家
族

の
介
護

に
よ
る
心

身
の
負
担

が
重

過
ぎ
る

利
用

者
や

家
族

の
経

済
的

な
負

担
が
重

過
ぎ
る

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー
の
独

立
性

が
確

保
さ
れ

な
い

そ
の
他

(

(1
87
-
19
7)

Q
37

20
00

年
10

月
以

降
に
は

､
65

歳
以

上
の

高
齢
者

か
ら
も
介

護
保

険
料

の
徴

収
が

行
わ

れ
ま

し
た

｡
あ
な

た
は

､
こ
の

こ
と

に
よ

っ
て

､
利

用
者

の
介
謙

サ
ー

ビ
ス
の

ニ
ー
ズ

に
変

化
が

あ
ら
わ
れ

た
と
患

い
ま
す

か
｡

患
い

ま
せ

ん
か
｡

1
.
特

に
変

化
が

あ
る

と
思

え
な
い

2
.

な
る
べ

く
支
給

限
度
額

に
近

い
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

す
る
人

が
増

え
た

3
.

自
己
負

担
額

を
考

え
､
サ

ー
ビ
ス
利

用
が
一
層

限
定

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ
た

4
.

わ
か

ら
な
い

-
8
-

(1
98

)

Q
38

あ
な

た
は

､
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
立

場
か

ら
み

て
､
20
00

年
4
月
か

ら
施

行
さ
れ

た
介

球
保

険
制

度
は

､
10
0

点
満

点
で

評
価

す
る

と
､
何

点
く

ら
い
だ

と
思

い
ま
す

か
｡

点

【
あ

な
た

の
就

労
の

実
態

と
労
働

条
件

に
つ

い
て

お
う
か
が

い
し
ま
す

】

Q
39

あ
な

た
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー
職

と
し
て

の
就

業
形

態

1
.

正
規

雇
用

･
管

理
職

2
.
正

規
雇

用
･
一
般

職

3
.
非

正
規

雇
碍

(パ
ー

ト
臨

時
･
嘱
託

な
ど
)

Q
40

あ
な

た
の

勤
務

状
況

A
.

過
去

1
カ
月

間
の
勤

務
日
数

n u lL U
他

骨 の

自 そ
4 5

(1
99
-
20

1)

⊂
コ

日
恥̀

20
4'

B
.
過

去
1
カ
月

間
に
時

間
外

労
働

(残
業

･
休

日
出
勤
)
は
あ

り
ま

し
た

か
｡
残
業手
当の
支給

の
有
無

に
か

か
わ

ら
ず

､
時

間
外

に
行

っ
た

ケ
ア

プ
ラ

ン
作
成
､
書
類
作
成
や
､
訪
問
な

ど
が

あ
れ

ば
そ

れ
を含
めて

下
さ

い
｡

1
.

時
間
外

労
働

は
な
か

っ
た

2
.
10
時

間
未

満

3
.
10
-
20

時
間
未

満

4
.
20

-
30

時
間
未

満

5
.
30

-
40

時
間
未

満

6
.
4
0
-
50

時
間
未

満

7
.
50

-
60

時
間
未

満

8
.
60

-
80

時
間
未

満

9
.
80

時
間
以

上

(2
05
)

C
.

(前
間

で
1
以

外
の

方
に
)

過
去

1
カ
月

間
に
時

間
外

労
働

(残
業

･
休

日
出
勤

)
は
全

て
､
残

業
手

当
が

支
給

さ
れ

ま
し
た

か
｡

あ
な
た
が

､
残

業
手

当
を
支

給
さ
れ

た
の

は
何

時
間

で
す

か
0

1
.

時
間
外

労
働

の
支

給
は

な
か

っ
た

2
.
10

時
間
未

満

3
.
10
-
20

時
間
未

満

4
.
20

-
30

時
間
未

満

5
.
30

-
40

時
間
未

満

6
.
4
0
-
50

時
間
未

満

7
.
50

-
60

時
間
未

満

8
.
60

-
80

時
間
未

満

9
.
80

時
間
以

上

(2
06
)

D
.

過
去

1
カ
月

間
の

時
間
外

労
働

(残
業

･
休

日
出
勤

)
の

う
ち

､
土

曜
日
や

日
曜

日
､
祝

祭
日
な

ど
休

日
出
勤

は

何
月

あ
り
ま

し
た

か
｡

1
.
休

日
出
勤

は
な
か

っ
た

2
.

1
回

3
.

2
回

4
.

3
回

上
以

回 回 回

4 5 6

● ● ●

5 6 7

(2
07
)

E
.

過
去

1
カ
月

間
の

う
ち
､
土

曜
日
や

日
曜

日
､
祝

祭
日
な

ど
の
休

日
に
､

自
宅

で
の
相

談
や

問
い

合
わ
せ

は
何

日

あ
り
ま

し
た

か
｡

1
.

な
か

っ
た

2
.

1
日

3
.

2
日

4
.

3
日

5
.
4
日

6
.

5
日

7
.
6
日
以

上

-
9
-

(2
08
)



Q
4
1

賃
金

に
つ

い
て

お
た

ず
ね

し
ま

す
｡

A
.

あ
な

た
の

賃
金

形
態

給

給 給 閏

月 日 時
● ●

1 2 3

4
.

出
来

高
給

(歩
合

給
)

5
.

基
本

給
+

出
来

高
給

(歩
合

給
)

6
.

そ
の
他

B
.

あ
な

た
の

平
均

月
収

は
､

い
く

ら
で

す
か

(税
金

な
ど

を
差

し
引

く
前

の
額

で
答

え
て

下
さ
い

)

(2
09
)

【
あ

な
た

が
､

仕
事

や
勤

め
先

､
国

･
自
治

体
な

ど
行

政
に

対
し
て

日
頃

感
じ
て

い
る

こ
と

や
考

え
て

い
る

こ
と

､
ま

た
､

本
調

査
に

つ
い

て
の

意
見

を
自

由
に

ご
紀

入
下

さ
い

】
･

1
.

仕
事

や
勤

め
先

に
関

し
て

1 3 6 8 -

通
勤

費
や

残
業

代
を
支

給
さ
れ

て
い

る
場

合
は

､
そ

れ
ら

を
含

め
て

下
さ
い

｡
I

(2
10
,2
11
)

C
./

ボ
ー

ナ
ス

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡

①
あ

な
た

は
､

ボ
ー

ナ
ス

を
支

給
さ

れ
て

い
ま
す

か
｡

1
.

支
給

さ
れ

て
い

る
2
.

支
給

さ
れ

て
い

な
い

●
●

②
(①

で
1
と
回

答
し
た

方
に
｡

税
金

な
ど

を
差

し
引

く
前

の
年

額
で

答
え

て
下

さ
い

)

Q
4
2

あ
な

た
の

年
金

と
健

康
保

険
料

は
､

現
在

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
か

｡

A
.

年
金

の
加

入
状

況

1
.

自
分

が
厚

生
(共

済
)

年
金

に
加

入
し
て

い
る

2
.

自
分

が
国

民
年

金
に
加

入
し
て

い
る

3
.

配
偶

者
の
厚

生
年

金
(共

済
)

を
通

し
て

国
民

年
金

に
加

入
し
て

い
る

4
.

加
入

し
て

い
な

い

ち
.

健
康

保
険

の
加

入
状

況

1
.

勤
務

先
の

自
分

名
義

の
健

康
保

険
に
加

入
し
て

い
る

2
.

自
分

名
義

の
国

民
健

康
保

険
に
加

入
し
て

い
る

3
.

扶
養

家
族

で
加

入
し
て

い
る

4
.

加
入

し
て

い
な

い

[
=

]
万

□
72.g
, (2
13
)

万
円

(2
14
-
2
16
)

(2
1 7
)

(2
18
)

Q
4
3

労
働

(職
員

)
組

合
に

つ
い

て
お

た
ず

ね
し
ま

す
｡

①
あ

な
た

は
､

労
働

(職
且

)
組

合
に
加

入
し
て

い
ま

す
か

.

1 2 3

加
入

し
て

い
る

あ
る
が

､
加

入
し
て

い
な

い

②
(前

岡
で

3
の

方
に

)
労

働
組

合
の

必
要

性
を

感
じ
て

い
ま

す
か

｡

1
.

必
要

と
思

う
2
.

必
要

と
思

わ
な

い
3
.

わ
か

ら
な

い

(2
19

)

(2
20
)

2
.

国
･
自
治

体
な

ど
行

政
に

関
し
て

3
.

本
調

査
に

つ
い

て
の

ご
意

見
に

関
し
て

属
性

に
つ

い
て

F
l

性
別

1
.

女
性

F
2

年
齢

F
3

学
歴

1
.

高
校

卒

2
.

専
門

学
校

卒

2
.

男
性

卒 事

大 専

短 高
● ●

3 4

⊂
=
】歳 5
.

大
卒

6
.
大
学
院
修
了

(2
21

)

(2
22
,2
23
)

く2
24
)

一
御

協
力

あ
り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

-

-
ll

-



｢要
介

護
高
齢

者
の
介

護
者
｣

に
つ

い
て

の
実
態

調
査

[調
査

の
目
的

と
お

願
い

】

20
00

年
4
月

に
介

護
保

険
制

度
が

ス
タ
ー

ト
し
､
社

会
福

祉
サ

ー
ビ
ス

を
め

ぐ
る
環

境
も
大

き
く
変

化
し

辛
し
た

｡
I

ま
た

､
介

護
保

険
制

度
の

問
題

点
も
具

体
化

す
る

中
で

､
今

後
の
制

度
改

革
に

つ
な

げ
て

い
く
意

味
か

ら
も
､

実
態

の
究

明
が

急
が

れ
て

い
ま
す

｡
そ

こ
で

､
連

合
総

研
で

は
､

在
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

の
実

態
調

査
を
企

画
い

た
し
､

そ
の

一
環

と
し
て

､
｢
要

介
護

高
齢

者
の

介
護

者
｣

に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
を
実

施
す

る
も
の

で
す

｡

各
地

方
連

合
会

を
の

ご
協

力
を

え
て

､
実

施
す

る
こ

と
と

な
り
ま

し
た

｡

ご
多

用
の

中
を
､

大
変

お
手

数
を

お
か

け
し
て

恐
縮

で
す

が
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
今

後
の

制
度

改
革

を
め

ざ
し
た

い
と
い

う
私

ど
も
の

主
旨

を
お

く
み

と
り
い

た
だ

き
､

何
卒

宜
し

く
ご
協

力
願

え
ま

し
た

ら
幸

い
で

す
｡

な
お

､
ご
記

入
い

た
だ

い
た

調
査

票
は

､
添

付
の

返
信

用
封

筒
に

て
直

接
､
連

合
総

研
あ

て
に
お

願
い

致
し

ま
す

｡

- 3 6 9 -

[記
入

に
あ

た
っ
て

の
留

意
点

】

1
.

こ
の

調
査

は
､

無
記

名
で

行
う

も
の

で
す

｡

2
.

個
人

別
の

封
筒

は
､

全
国

で
ま

と
め

て
開

封
､

集
計

し
ま
す

の
で

､
個

人
的

な
秘

密
に
属

す
る

こ
と
が

外
部

に

知
ら
れ

る
こ

と
は

一
切

あ
り

ま
せ

ん
｡

あ
り
の

ま
ま
お

答
え

下
さ
い

｡

3
.
回

答
は

､
特

に
断

り
草

さ
の

な
い

場
合

は
該

当
す

る
番

号
に
一

つ
だ

け
○

を
･L

て
下

さ
い

o
設

問
に

よ
っ

て
は

､

数
値

を
記

入
す

る
場

合
が

あ
り
ま
す

の
で

注
意

し
て

下
さ
い

｡

4
.

(
)

内
の

数
字

は
､

集
計

用
の

も
の

で
す

｡
気

に
せ

ず
記

入
し
て

下
さ
い

｡

5
.

記
入

渚
の

調
査

票
は

､
添

付
し
た

封
筒

に
入

れ
3
月
3
1
日

ま
で

に
投

函
し
て

下
さ

い
｡

な
お

､
こ
の

調
査

に
つ

い
て

の
お

問
い

合
せ

は
､

下
記

の
と

こ
ろ

に
お

願
い

致
し
ま
す

｡

(財
)
連

合
総

合
生

活
開

発
研

究
所

(連
合

総
研

)

〒
10
2-
00
72

東
京

都
千

代
田

区
飯

田
橋

1
-

3
-

2

曙
杉

館
ビ

ル
3
階

T
E
L

03
(5
2
10
)
08
5
1
(代

)

F
A
X

03
(5
2
10
)
0
85
2

担
当

溝
口

慎
一

郎

鈴
木

不
二

-

【主
た

る
介
護

者
の
属

性
】

Q
l
.

最
初

に
､

介
護

者
で

あ
る

あ
な

た
自
身

の
こ

と
に

つ
い

て
う
か

が
い

ま
す

｡
A
.

性
別

1
.

男
性

2
.

女
性

B
･

年
齢

E
[コ

歳

C
.

家
族

構
成

(同
一

生
計

世
帯

｡
病

院
や

施
設

に
い

る
方

を
含

め
て

下
さ
い

)

1
.

一
人

暮
ら

し

2
.

夫
婦

3
.

夫
婦

と
子

ど
も

4
.

夫
婦

と
子

ど
も

と
親

5
.

夫
婦

と
親

6
.

あ
な

た
と
親

7
.

兄
弟

姉
妹

と
の

同
居

8
.

友
人

･
知

人
と
の

同
居

9
.

そ
の

他
(

D
.

収
入

を
と

も
な

う
仕

事
に
就

い
て

い
ま
す

か
｡

1
..

フ
ル

タ
イ

ム
で

働
い

て
い

る

2
.

介
護

休
暇

取
得

中

3
.

パ
ー

ト
タ

イ
ム

で
働

い
て

い
る

4
.

自
営

業
で

働
い

て
い

る

5
.

介
護

の
た

め
退

職
し
た

6
.

5
以

外
の

理
由

で
働

い
て

い
な

い

7
.

そ
の

他
(

(
1
)

(4
)

(5
)

E
.

(D
で

1
-

3
に

回
答

し
た

方
に
)

あ
な

た
の

勤
務

先
で

は
､
a
.

介
護

休
業

制
度

､
b
.

介
護

の
た

め
の

短
時

間
勤

務
制

度
は

ど
の

よ
う

な
状

況
に

な
っ

て
い

ま
す

か
｡

a
.

b
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
番

号
に
○

を
し
て

下
さ
い

｡

面
皮

は
あ

る
ない

苦しヽ
取

得
し
や

す
い

取
得

し
に

く
い

a
.

介
護

休
業

制
度

1
2

3
4

(6
,7

)

F
.

勤
務

先
と
全

社
レ
ベ

ル
で

み
た

従
業

員
数

(民
間

企
業

以
外

の
方

は
､

7
､

8
､

9
の

う
ち
該

当
す

る
番

号
を

記
入

し
て

下
さ
い

｡

1
.

民
間

･
10
0
人

未
満

2
.

民
間

･
10
0
-
29
9
人

3
.

民
間

･
30
0
-
9
99

人

4
.

民
間

･
1,
00
0
-
2
,9
99

人

5
.

民
間

･
3
,0
00

-
9
,9
99

人

6
.

民
間

･
10
,0
00

人
以

上

7
.

公
務

8
.

国
営

･
公

営
企

業

9
.

特
殊

法
人

-
1
-

(8
)



Q
2

あ
な

た
は

､
現

在
､

ど
な

た
の

介
護

を
し
て

い
ま

す
か

｡

A
.
介

護
し
て

い
る

人
を

､
す

べ
て

を
選

ん
で

下
さ

い
｡

1
.

配
偶

者

2
.

自
分

の
父

3
.

自
分

の
母

4
.

自
分

の
兄

弟
･
姉

妹

5
.

自
分

の
祖

父
母

6
.

配
偶

者
の

父

7
.

配
偶

者
の

母

8
.

配
偶

者
の

兄
弟

･
姉

妹

9
.

配
偶

者
の

祖
父

母

1
0.

そ
の

他
の

親
戚

l
l.

友
人

･
知

人

1
2
.

そ
の

他

B
.

(前
間

で
介

護
者

が
2
人

以
上

い
る

人
に

う
か

が
い

ま
す

)
｡

そ
の

な
か

で
､

あ
な

た
が

主
に

介
護

し
て

い
る

-

人
を

あ
げ

る
と
誰

に
な

り
ま
す

か
｡

1
.

配
偶

者

2
.

自
分

の
父

3
∴

自
分

の
母

4
.

自
分

の
兄

弟
･
姉

妹

5
.

自
分

の
祖

父
母

6
.

配
偶

者
の

父
･

- 37 0 -

7
.

配
偶

者
の

母

8
.

配
偶

者
の

兄
弟

･
姉

妹

9
.

配
偶

者
の

祖
父

母

1
0
.

そ
の

他
の

親
戚

l
l
.

友
人

･
知

人

1
2
.

そ
の

他
(

(1
7.
18
)

-
※

以
下

の
設

問
に

つ
い

て
は

､
要

介
護

者
が

2
人

以
上

い
る

世
帯

の
場

合
は

､
Q

2
.

B
で

回
答

し
た

あ
な

た
が

主
と

し
て

介
護

し
て

い
る

人
に

つ
い

て
記

入
し
て

下
さ

い
｡

【要
介

護
者

の
状

況
に
つ

い
て

】
Q

3
介

護
し
て

い
る

人
の

年
齢

(記
入

時
点

)

浦
[=

]
歳

(19,2
0)

Q
4

介
護

し
て

い
る

人
の

い
る

介
護

場
所

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
▲

土
一一-

老
ホ
特

痩
･介

療
老

ホ
有

そ
宅

般
.

人
ト
別

秦
護

善
人

l
科

の
柄

-保
ム

養
型

刀
病

性
ム

養
他

A
.

現
在

1
2

3
4

5
6

7
18

9

-
2
-

Q
5

介
護

し
て

い
る

人
の

日
常

生
活

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡
A
.

介
護

し
て

い
る

人
は

､
ど

の
よ

う
な
状

態
で

す
か

｡
(2
3
)

1
.

大
し
た
病

気
や

障
害

も
な

く
日
常

生
活

は
普

通
に
行

っ
て

い
る

2
.

病
気

や
障

害
は

あ
る

が
､

日
常

生
活

は
ほ

ぼ
自
分

で
行

え
､

外
出

も
一

人
で

で
き
る

3
.

病
気

や
障

害
に

よ
り
､
家

の
な

か
で

の
生

活
は

ほ
ぼ

自
分

で
行

っ
て

い
る

が
､外

出
は

介
助

な
し
に

で
き

な
い

4
.

病
気

や
障

害
が

あ
っ

て
､
家

の
な

か
で

の
生

活
で

も
介

助
が

必
要

で
､
日
中

も
主

に
ベ

ッ
ド
で

生
活

し
て

い
る

5
.

病
気

や
障

害
が

あ
っ

て
､

排
涯

や
食

事
､

着
替

え
な

ど
の

介
助

が
必

要
で

､
1
日
中

ベ
ッ

ド
の

上
に

い
る

B
.

介
護

し
て

い
る

人
に

は
､

痴
呆

症
状

が
み

ら
れ

ま
す

か
｡

1
.

症
状

が
あ

る

2
.

症
状

は
あ

る
が

意
思

疎
通

に
問

題
は

な
い

3
.

意
思

疎
通

に
問

題
が

あ
る

【要
介

護
度

の
認

定
に
つ

い
て

】
Q

6
あ

な
た

が
介

護
し
て

い
る

人
の

､
要

介
護

認
定

の
申
請

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡
A
.

要
介

護
認

定
の

申
請

を
行

い
ま

し
た

か
｡

1
.

申
請

し
た

2
.

申
請

し
て

い
な

い

(2
4)

(2
5
)

B
.
(A

で
2

と
回

答
し
た

方
に

)
要

介
護

認
定

を
申

請
し
な

い
の

は
ど
の

よ
う

な
理

由
か

ら
で

す
か

｡
主

な
も
の

を
2
つ

以
内

で
選

び
○

を
し
て

下
さ
い

｡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l l2

家
族

だ
け

で
介

護
で

き
る

申
請

す
る

方
法

を
知

ら
な

か
っ

た

要
介

護
認

定
に

は
費

用
が

か
か

る
と
思

っ
て

い
た

申
請

し
て

も
､

認
定

さ
れ

な
い

だ
ろ

う
と
思

っ
て

い
た

他
人

に
介

護
し
て

も
ら

う
の

に
は
抵

抗
が

あ
る

認
定

さ
れ

て
も
介

護
費

用
を
払

う
経

済
的

な
余

裕
が

な
い

調
査

や
認

定
審

査
の

内
容

が
わ

か
ら
ず

不
安

だ
っ

た
調

査
さ
れ

る
こ

と
に
抵

抗
が

あ
っ

た

近
所

や
事

業
者

な
ど

に
家

庭
内

の
情

報
が

も
れ

る
の

で
は

な
い

か
と
不

安
だ

っ
た

実
名

が
外

に
も
れ

る
の

で
は

な
い

か
と
思

っ
た

そ
の

他
(

特
に

な
い

(2
6-
29
)

→
※

Q
7
-

Q
17

ま
で

は
､

要
介

護
認

定
に

申
請

し
た

方
に

う
か

が
い

ま
す

｡
申
請

し
て

い
な

い
方

は
､

Q
18

に
進

ん
で

下
さ

い
｡

Q
7

訪
問

調
査

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡
市

町
村

か
ら
の

訪
問

調
査

員
は

､
あ

な
た

か
ら
み

て
介

護
を

し
て

い
る

人
の

状
態

を
よ

く
理

解
し
て

く
れ

た
と
思

い
ま

し
た

か
｡

1
.

理
解

し
て

く
れ

た
と
思

う

2
.

あ
る
程

度
理

解
し
て

く
れ

た
と
思

う
3
.

あ
ま

り
理

解
し
て

く
れ

て
い

な
い

4
.

理
解

し
て

く
れ

て
い

な
い

-
3
-

(3
0)



Q
8

現
在

､
介

護
し
て

い
る
人

は
､

ど
の

ラ
ン

ク
の

介
護

認
定

を
受

け
て

い
ま

す
か

｡

1
.

自
立

2
.

要
支

援

3
.

要
介

護
1

4
.

要
介

護
2

1 37 ) -

5
.

要
介

護
3

6
.

要
介

護
4

7
.

要
介

護
5

Q
9

要
介

護
認

定
の

結
果

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

｡

A
.

あ
な

た
は

､
要

介
護

認
定

の
結

果
を

ど
の

よ
う

に
受

け
止

め
て

い
ま
す

か
｡

1
.

軽
い

認
定

と
感

じ
た

2
.

適
切

な
認

定
と
感

じ
た

3
.

重
い

認
定

と
感

じ
た

B
.

(A
で

1
と
感

じ
た

方
に
)

認
定

が
軽

い
こ

と
に

よ
り
困

っ
た

こ
と
が

あ
り
ま

し
た

か
｡

1
.
20
00

年
3
月

ま
で
利

用
し
て

い
た

サ
ー

ビ
ス

が
利

用
で

き
な

く
な

っ
た

2
.

利
用

限
度

を
超

え
る

た
め

､
希

望
の

サ
ー

ビ
ス

が
受

け
ら
れ

な
い

3
.

｢
要

支
援
｣

の
判

定
の

た
め

施
設

に
入

れ
な

い

4
.

｢
自
立
｣

の
判

定
の

た
め

介
護

保
険

か
ら
サ

ー
ビ

ス
が

受
け

ら
れ

な
い

5
.

特
に

な
い

(3
1
)

(3
2
)

【ケ
ア
プ

ラ
ン

(サ
ー

ビ
ス
計
画

)
に
つ

い
て
】

Q
IO

介
護

保
険

で
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン

(介
護

サ
ー

ビ
ス

計
画

)
を

作
り
､

そ
れ

に
基

づ
い

た
サ

ー
ビ
ス

を
利

用
し

ま
す

｡
あ

な
た

が
介

護
し
て

い
る

人
の

ケ
ア
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

う
か

が
い

ま
す

i

A
.

ケ
ア

プ
ラ

ン
を
作

成
し

ま
し
た

か
｡

作
成

し
た
場

合
は

､
誰

が
作

成
し
ま

し
た

か
｡

1
.

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

(指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
)

が
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
一

つ
作

成
し
､

そ
れ

に
し
た

2
.

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ
ー

(指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
)

が
作

成
し
た

｢複
数

の
｣

ケ
ア

プ
ラ

ン
か

ら
選

ん
だ

3
･

複
数

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

(指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
)

が
作

成
し
た

ケ
ア

プ
ラ

ン
か

ら
一

事
業

者
の

も
の

を
選

ん
だ

4
.

自
分

で
作

成
し
た

5
.

作
成

し
て

い
な

い

B
.
(A

で
1
-
3

と
回
答

し
た

方
に
)

介
護

保
険

で
は

､
利

用
者

が
､

依
頼

す
る

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
を
選

ぶ
こ

と
が

で
き
る

こ
と
に

な
っ

て
い

ま
す

｡
あ

な
た

は
､

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
(指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

)
を

ど
の

よ
う

に
し
て
選

び
ま

し
た

か
｡

(3
5)

I
1
.

市
区

町
村

か
ら
提

供
さ
れ

た
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

(指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
)

の
一

覧
表

か
ら
選

ん
だ

2
.

こ
れ

ま
で
利

用
し
て

い
た
事

業
者

か
ら
選

ん
だ

3
.

新
開

･
雑

誌
･
ミ
ニ

コ
ミ
誌

な
ど
で

知
っ

て
い

た
事

業
者

か
ら
選

ん
だ

4
.

地
域

の
福

祉
関

係
の

機
関

や
団

体
な

ど
で

勧
め

ら
れ

た
事

業
者

を
選

ん
だ

5
.

友
人

･
知

人
に
勧

め
ら
れ

た
事

業
者

を
選

ん
だ

6
.

近
く
で

あ
っ

た
り
､

気
心

の
知

れ
た

人
が

や
っ

て
い

る
事

業
者

か
ら
選

ん
だ

7
.

希
望

す
る
事

業
所

は
手

い
っ

ぱ
い

と
断

ら
れ

た
の

で
､

あ
い

て
い

る
と

こ
ろ

を
選

ん
だ

8
.

そ
の
他

(
)

-
4
-

Q
ll

(Q
IO

A
で

1
･-

3
に

回
答

し
た

方
に

)
あ

な
た

は
､

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

作
成

に
あ

た
っ
て

は
､

以
下

の
ど

ち
ら

に
重

点
を

お
き

ま
し
た

か
｡

あ
え

て
1
つ

選
ん

で
下

さ
い

｡
(3
6)

1
.

要
介

護
者

の
生

活
の

質
を
高

め
る

た
め

に
必

要
な
サ

ー
ビ
ス

内
容

を
で

き
･る

だ
け

多
く
取

り
入

れ
た

ケ
ア

プ

ラ
ン

を
作

成
す

る

2
.

要
介

護
度

に
よ

る
支

給
額

の
範

囲
内

で
で

き
る
サ

ー
ビ

ス
内

容
で

ケ
ア

プ
ラ

ン
を
作

成
す

声
.

特
に
考

え
な

か
っ

た

Q
12

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

､
ケ

ア
プ

ラ
ン
作

成
に

あ
た

っ
て

A
～

J
に
つ

い
て

ど
の

よ
う

に
対

応
し
ま

し
た

か
｡

A
～

J
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
番

号
を
選

び
○

を
し
て

下
さ

い
｡

1
.

は
_

い
2
■.

･い
い

え

A
.

本
人

や
家

族
の

希
望

を
十

分
に
聴

い
て

く
れ

た
1

･≠

B
.

サ
⊥

ビ
ス

内
容

を
わ

か
り
や

す
く
翠

明
し
て

く
れ

た
1.

2

C
.

土
日
や

夜
間

で
も
嫌

が
ら
ず

訪
問

し
て

く
れ

た
1

1.
2

D
.

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
細

心
の

配
慮

を
し
て

ぐ
れ

た
ー1

2
■

E
,

｢重
要

事
項

革
明

書
｣

を
説

明
し
て

く
れ

た
1

2

早
.

サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
る
場
合

に
は
､
相
談
や
苦
情
窓
口
に
申
し
由
症

う
説
明

し
て

く
れ
た

1_.
2

d
.
-市

町
村
や
地
.域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
.を

ケ
ア
プ
ラ
ン
半

組
み
込
ん
で

く
れ
た

1
-
2

H
.

サ
ー

ビ
ス
.提

供
事

業
者

に
は
､
.
同

じ
傘
社

(組
織

)
の
利

用
を
熱
心

に
勧

め
ら
れ

た
1

2

Ⅰ
一二

サ
.-
ゼ

ス
痩

供
事
業
者

は
､
サ

ー
ビ
ス
内
容
が
対
甚

で
き
る
よ
う
複
数
紹
介

し
て

く
れ
た

1
■

-.2

Q
13

介
護

に
か

か
る
経

済
的

な
負

担
に

つ
い

て
う
か

が
い

ま
す

｡
A
.

a
.

前
月

の
介

護
保

険
内

の
自
己

負
担

額
は

い
く

ら
で

し
た

か
｡
b
.

前
月

の
介

護
に
使

っ
た

費
用

は
a
.

を

含
め

て
全

体
で

ど
れ

く
ら
い

で
す

か
｡

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

だ
い

た
い

の
額

で
結

構
で

す
の

で
ご
記

入
下

さ
い

｡

a
.

介
護

保
険

内
に

お
け

る
自
己

負
担

額

b
.

a
を
含

め
た

前
月

の
介

護
関

係
費

用
の

全
額

B
.
A

に
あ

げ
た

介
護

費
用

は
､
′全

体
と

し
て

介
護

保
険

導
入

前
後

で
変

化
し
ま

し
た

か
｡

1
.

増
え

た

2
.

変
わ

ら
な

い

3
.

減
っ

た

-
5
-

く4
7-

49
)

(5
0
-
52
)

(5
3
)



C
.

介
護

に
関

す
る
費

用
は

､
誰

が
負

担
し
て

い
ま
す

か
｡

上
位

2
つ

を
順

に
あ

げ
て

下
さ
い

｡

1
.

要
介
護

者
本

人
(年

金
､

貯
金

､
介

護
保

険
な

ど
)

2
.

要
介

護
者

の
配

偶
者

3
.

要
介

護
者

の
子

ど
も

4
.

回
や

市
町

村
か

ら
の

公
的

給
付

≡
2
::

F
]

(5
4
)

D
.

要
介

護
者

の
た

め
に

月
々

ど
の

程
度

ま
で

な
ら
負

担
で

き
る

と
思

い
ま
す

か
｡

だ
い

た
い

の
額

で
結

構
で

す
の

で
ご
記

入
下

さ
い

｡

- 37 2 -

(56,5
7)

万
E

]
千

円

Q
14

ケ
ア

プ
ラ

ン
(サ

ー
ビ
ス

計
画

)
に

は
満

足
し
て

い
ま

す
か

｡

1
.

満
足

2
.

ま
あ

満
足

3
.

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い

4
.

や
や
不

満

5
.

不
満

Q
1
5

あ
な

た
は
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の
対
象

と
な

る
施
設

へ
の
入
所

申
請

に
つ

い
て
】

Q
20

介
護

保
険

の
対

象
と
な

る
施

設
(特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

､
介

護
老

人
保

健
施

設
､
介

護
療

養
型

医
療

施
設

)

へ
の

入
所

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

に
考

え
て

い
ま

す
か

｡

1
.

入
所

し
て

お
り
､

入
所

を
続

け
る

5
.

介
護

が
大

変
に

な
っ

た
ら
申

請
す

る

2
.･

入
所

し
て

い
る

が
､

い
ず

れ
退

所
す

る
6
.

介
護

費
用

の
負

担
が

大
変

だ
か

ら
申

請
す

る

3
.

人
所

の
申

請
を

し
て

い
る

7
.

家
族

介
護

の
負

担
が

大
変

だ
か

ら
申

請
す

る

4
.

近
い

う
ち

に
入

所
の

申
請

を
す

る
8
.

在
宅

介
護

を
続

け
た

い
の

で
考

え
て

な
い

(2
5)

Q
2
1

(Q
2
0
で

1
､

2
と

回
答

し
た

方
に

)
施

設
へ

の
入

所
に

あ
た

っ
て

､
介

護
な

ど
に

関
す

る
契

約
内

容
が

書
面

に
よ

り
説

明
さ

れ
ま

し
た

か
｡

1
.

書
面

で
説

明
さ
れ

た

2
.

口
答

で
説

明
さ

れ
た

3
.

説
明

さ
れ

な
か

っ
た

4
.

わ
か

ら
な

い

Q
2
2

(
Q
20

で
3
と

回
答

し
た

方
に

)
入

所
の

申
請

を
し
て

か
ら
何

年
に

な
り
ま

す
か

｡

1
.

3
カ

月
未
満

4
.

1
年

～
1
年

5
カ
月

2
.

3
カ

月
～
5

カ
月

5
.

1
年

6
カ
月
以

上

3
.

6
カ

月
-

1
1
カ

月
6
.

2
年

以
上

(2
6)

(2
7
)

Q
2
3

(
Q
2
0
で

1
-

7
の

方
に

)
あ

な
た

が
､

施
設

へ
の

入
所

を
希

望
す

る
主

た
る

理
由

は
何

で
す

か
｡

主
な

理
由

を
順

に
2
つ

選
ん

で
下

さ
い

｡

1
.

本
人

が
希

望
し
た

2
.

介
護

者
が

疲
れ

果
て

た

3
.

仕
事

で
介

護
者

が
い

な
い

4
.

介
護

休
暇

が
期

間
切

れ

5
.

も
と

も
と

介
護

者
が

い
な

し
ナ

6
.

住
宅

事
情

か
ら

7
.

家
庭

の
不

和
か

ら

8
.

入
院

治
療

が
必

要
だ

っ
た

か
ら

9
.

在
宅

と
施

設
入

所
の

費
用

負
担

が
ほ

と
ん

ど
変

わ
ら

な
い

か
ら

10
.

リ
ハ

ビ
リ
が

必
要

だ
っ

た
か

ら

ll
.

そ
の

他
(

丁
目
!-



※
以

下
､

Q
2
4
-

Q
3
1
に
つ

い
て

は
､
現

在
､

在
宅

で
介

護
し
て

い
る
方

に
う
か

が
い

ま
す

｡
在

宅
で

の
介

護
の

な
か

に
は

､
要

介
護

者
と
同
居

し
て

い
る
ケ

ー
ス

の
ほ

か
に
要

介
護

者
の

家
に
通

っ
て

い
る

ケ
ー

ス
も
含

め
て

下
さ

い
｡

在
宅

で
介

護
し
て

い
る
方

以
外

は
､

Q
3
4
に
進

ん
で

下
さ

い
｡

【在
宅

介
護

者
の

状
況

】
Q
2
4

あ
な

た
が

､主
た

る
介

護
者

に
な

っ
た

主
な

理
由

は
何

で
す

か
｡
該

当
す

る
も
の

全
て

選
び
○

を
し
て

下
さ
い
｡

く3
2-
39
)

1 2 3 4 5 6 7 8

- 3 7 5 -

要
介

護
者

の
希

望

前
々
か

ら
の
約

束
事

(例
え

ば
遺

産
相

続
を
条

件
に
約

束
し
て

い
た

な
ど
)

他
に
適

任
者

が
見

つ
か

ら
な
か

っ
た

回
り
持

ち
で
介

護
し
て
お

り
､
現

在
､

自
分

が
担

当
と
な

っ
て

い
る

自
分

で
希

望
.し

た

嫁
･
妻

･
娘

と
し
て
引

き
受

ざ
る

を
得

な
か

っ
た

夫
･
息

子
と

し
て
引

き
受

け
ざ
る

を
得

な
か

っ
た

そ
の
他

(

Q
2
5

主
た

る
介

護
者

と
し
て

､
要

介
護

者
を
み

る
よ

う
に
な

っ
て

か
ら
何

年
に
な

り
ま
す

か
｡

通
算

⊂
コ

年
(4
0,
41
)

(4
2,
43
)

Q
2
6

要
介

護
者

と
あ

な
た

と
の
住

ま
い
の

関
係

は
ど
の

よ
う
に
な

っ
て

い
ま
す

か
｡

1
.

要
介

護
に

な
る
前

か
ら
同
居

4
.

要
介
護

者
が

定
期

的
に

ま
わ

っ
て

く
る

2
.

要
介

護
に

な
っ

て
か

ら
同
居

5
.

そ
の
他

3
.

要
介

護
者

の
も

と
に
通

っ
て

い
る

Q
2
7

あ
な

た
の

現
在

の
健

康
状

況
は

ど
う
で

す
か

｡

1
.
健

康
で

あ
る

2
.

あ
ま

り
健

康
で

は
な

い
が

､
医

者
に
か

か
る

ほ
ど
で

は
な

い
3
.

病
気

が
ち
で
通

院
し
て
い

る

Q
2
8

あ
な

た
の

介
護

を
手

伝
っ
て

く
れ

る
介

護
協

力
者

は
い

ま
す

か
｡

■ヽ
l

る な■ヽ ■ヽ

> l
● ●

1 2

Q
2
9

(前
岡

で
1
と
回
答

し
た

方
に
)

最
も
頼

り
に
な

る
介

護
協

力
者

｡

1
.

要
介

護
者

の
配
偶

者

2
.

要
介

護
者

の
子

ど
も

3
.

要
介
護

者
の
子

ど
も
の

配
偶

者

4
.

要
介
護

者
の

兄
弟

･
姉

妹

5
.

要
介

護
者

の
孫

6
.

要
介

護
者

の
親

7
.

要
介

護
者

の
そ

の
他

の
親

戚

8
.

要
介

護
者

の
友

人
･
知

人
･
隣

人
9
.

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー

10
.

そ
の
他

(

-
12
-

(4
4
)

(4
5)

Q
3
0

要
介

護
者

に
対

し
憎

し
み

を
感

じ
る

こ
と
が

あ
り
ま
す

か
｡

も ど
つ き

い と
● ●

1 2

感
じ
て

い
る

き
感

じ
て

い
る

● ●

3 4

じ
な
い

感
じ
て

い
な
い

(4
8
)

Q
3
1

要
介

護
者

に
対

し
､
虐

待
(オ

ム
ツ

の
交

換
や

食
事

な
ど
の

世
話

の
放

棄
､
暴

力
､
暴

言
な

ど
)

を
し
た

こ
と
が

あ
り
ま
す

か
｡

く4
9)

る
. あ

る き
あ ど

く き
よ と

● ●

1 2

3
.

あ
ま

り
な
い

4
.

ま
っ
た

く
な
い

※
以

下
は

､
全

員
の

方
が

お
答

え
下

さ
い
｡

【介
護

に
と

も
な

う
課

題
】

Q
3
2

介
護

保
険

の
施

行
で

､民
間

企
業

や
N

P
O
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

な
ど
様

々
な

団
体

が
介

護
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
す

る
よ

う
に
な

り
ま

し
た

｡
下

記
の

な
か

か
ら
あ
な

た
が

考
え

て
い

る
こ

と
を

い
く
つ

で
も
○

を
し
て

下
さ
い
｡

(5
0-

56
)

1
.

選
択

で
き
る
事

業
者

の
幅

が
広

が
っ
た

2
.
競

争
に

よ
り
サ

ー
ビ
ス

の
質

と
量

が
充

実
し
て

き
た

3
.

多
様

な
事

業
者

の
参

入
に

よ
り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が

上
昇

し
た

4
.

ニ
ー

ズ
に
的

確
に
対

応
で

き
る
事

業
者

が
増

え
た

5
.

質
の

悪
い
事

業
者

の
参

入
に

よ
り
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
イ

メ
ー

ジ
が
低

下
し
た

6
.

コ
ス

ト
競

争
か

ら
､

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

が
低

下
し
た

7
.

そ
の
他

(
)

Q
3
3

あ
な

た
の

介
護

に
よ

る
身

体
的

な
負

担
は

､
介

護
保

険
導

入
前

後
で

変
化

し
ま

し
た

か
｡

1
.
増

え
た

3
.

減
っ

た

2
.

変
わ

ら
な
い

(5
7
)

Q
3
4

要
介

護
者

を
抱

え
て

､
現

在
､

困
っ
て

い
る

の
は

ど
の

よ
う
な

こ
と
が

ら
で

す
か

｡
上

位
3
つ

を
順

に
選

ん
で

下
さ

い
｡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13

介
護

の
方

法
が

分
か

ら
な
い

こ
と

介
護

に
と

も
な

う
出

費
が

多
い

こ
と

介
護

前
に
比

べ
収

入
が

減
っ

た
こ

と

介
護

者
の

肉
体

的
負

担
が

大
き
い

こ
と

介
護

者
の

精
神

的
負

担
が

大
き
い

こ
と

気
軽

に
相

談
で

き
る

人
や
機

関
が

な
い

こ
と

い
つ

ま
で

要
介

護
状

態
が

続
く
の

か
分

か
ら
ず

､
先

の
見

通
し
が

た
た

な
い

こ
と

要
介

護
者

の
介

護
に
か

か
る
時

間
や
労

力
が
増

え
て

い
る

こ
と

家
事

や
他

の
家

族
(子

ど
も
な

ど
)

の
世

話
が

で
き
な

い
こ

と

兄
弟

､
姉

妹
な

ど
親

戚
間

の
協

力
体

制
が

う
ま

く
い

か
な
い

こ
と

現
在

､
介

護
保

険
の
対

象
と
な

る
施

設
か

ら
退

所
を
迫

ら
れ

て
い

る
こ

と

介
護

保
険

の
対

象
と
な

る
施

設
に

な
か

な
か

入
れ

な
い

こ
と

そ
の
他

(

-
13
-

叫
臥′ ＼

/ヽ
61

㈱

/ヽ
63

仰



Q
3
5

高
齢

者
介

護
は

､
時

間
的

な
拘

束
を

含
め

､
介

護
者

に
と

っ
て

､
心

身
の

ま
た

経
済

的
に

大
き

な
負

担
を

と
も

な
う

も
の

で
す

｡
介

護
者

を
支

援
す

る
た

め
に

は
､

介
護

者
で

あ
る

あ
な

た
自
身

に
対

し
て

､
ど

の
よ

う
な

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
を

充
実

さ
せ

た
ら

よ
い

と
考

え
ま

す
か

｡
希

望
す

る
も

の
上

位
3
つ

を
順

に
選

ん
で

下
さ

い
｡

1
.

｢
家

族
介

護
教

室
｣

(介
護

方
法

や
介

護
予

防
､
介

護
者

の
健

康
づ

く
り
な

ど
に

関
す

る
知

識
･
技

術
を
習

う
)

2
.

ホ
ー

ム
ケ

ア
(要

介
護

者
と
一

緒
に

施
設

に
入

所
し
､

日
常

動
作

の
訓

練
や

介
護

の
や

り
方

を
実

習
す

る
)

3
.

在
宅

介
護

者
の

相
談

･
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

(介
護

者
の

不
安

や
悩

み
を
.解

消
す

る
た

め
に

相
談

や
カ

ウ
ン

セ

リ
ン

グ
を
行

う
)

4
.

家
族

介
護

者
の

交
流

会
(介

護
者

同
士

の
不

安
解

消
､

情
報

交
換

､
知

識
の

共
有

化
を

図
る

)

5
.

介
護

者
の

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ
事

業
(気

分
転

換
の

た
め

の
観

劇
･
音

楽
鑑

賞
な

ど
を

助
成

し
､

要
介

護
者

に
ヘ

ル
パ

ー
な

ど
の

派
遣

す
る

)

6
.

ヘ
ル

パ
ー

養
成

講
座

の
受

講
(家

族
介

護
者

に
の

優
先

的
な

対
応

を
す

る
)

7
.

排
桐

高
齢

者
家

族
支

援
サ

ー
ビ

ス
(早

期
発

見
シ

ス
テ

ム
器

具
を
貸

出
す

る
)

第
1
位

8
.

介
護

慰
労

金
の

支
給

9
.

お
む

つ
代

の
助

成
(在

宅
高

齢
者

の
お

む
つ

代
の

補
助

す
る

)

10
.

訪
問

指
導

(保
健

婦
､

栄
養

士
､

看
護

婦
な

ど
が

家
庭

訪
問

し
､

療
養

方
法

な
ど

を
指

導
す

る
)

l
l
.

そ
の
他

(

- 37 6 -

(6
4
,6
5
)

(6
6
,6
7
)

(6
8
.6
9
)

Q
3
6

あ
な

た
の

市
町

村
に

お
け

る
介

護
保

険
の

運
営

に
は

､
介

護
者

の
意

向
が

反
映

さ
れ

て
い

る
と

思
い

ま
す

か
｡

(7
0)

1
.

思
う

2
.

あ
る
程

度
そ

う
思

う
3
.

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い

4
.

思
わ

な
い

Q
3
7

介
護

保
険

の
施

行
前

後
で

､
利

用
者

は
､

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
つ

い
て

説
明

を
求

め
た

り
､

苦
情

が
言

い
や

す

く
な

り
ま

し
た

か
｡

A
.

市
区

町
村

､
B
.

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
､

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

該
当

す
る

も
の

を
選

ん

で
下

さ
い

｡

1
.

･2
.

3
.

言
い

や
す

く
な

っ
た

特
に

変
わ

ら
な

い
言

い
に

く
く
な

っ
た

A
.
､市

区
町

村
1

2
3

ー
14

-

Q
3
8

あ
な

た
が

､
介

護
保

険
制

度
に

つ
い

て
わ

か
り

に
く

い
部

分
が

あ
り

ま
し
た

か
｡

以
下

の
点

に
つ

い
て

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

び
○

を
し

て
下

さ
い

｡

1
.

ど
こ

に
ど
の

よ
う

に
申

請
す

れ
ば

よ
い

の
か

わ
か

り
に

く
い

2
.

認
定

通
知

が
届

い
て

か
ら

ど
の

よ
う

に
す

れ
ば

よ
い

の
か

わ
か

り
に

く
い

3
.

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

作
成

の
し

く
み

が
わ

か
り
に

く
い

4
.

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
や

利
用

の
し

く
み

が
わ

か
り
に

く
い

5
.

サ
ー

ビ
ス

利
用

に
あ

た
り
事

業
者

と
の

契
約

が
わ

か
り
に

く
い

6
.

ど
の

程
度

の
自

己
負

担
が

必
要

と
な

る
か

分
か

り
に

く
い

7
.

要
望

や
サ

ー
ビ

ス
の

不
満

な
ど

を
ど

こ
に
伝

え
れ

ば
よ

い
の

か
わ

か
り
に

く
い

8
.

6
カ
月

毎
に
行

う
こ

と
に

な
る

更
新

手
続

き
を

ど
の

よ
う

に
行

え
ば

よ
い

の
か

わ
か

ら
な

い

9
.

制
度

が
全

般
的

に
わ

か
り
に

く
い

10
.

そ
の
他

(
)

ll
.

特
に

な
い

(7
3-

94
)

Q
3
9

あ
な

た
は

､
全

体
と

し
て

､
2
0
0
0
年

4
月

か
ら
施

行
さ

れ
た

介
護

保
険

制
度

に
つ

い
て

全
体

と
し
て

満
足

し

て
い

ま
す

か
｡

1
.

満
足

2
.

ま
あ

満
足

3
.

や
や

不
満

4
.

不
満

く9
5)

-
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つ
ぎ

に
､

こ
の

調
査

を
統

計
的

に
分

析
す

る
た

め
に
必

要
な

､
あ

な
た

の
世

帯
の

こ
と

を
も

う
少

し
お

聞
か

せ
下

さ
い
｡

F
l

住
居

の
種

類

1
.

持
家

･
ロ
ー

ン
返

済
な

し

2
.

持
家

･
ロ
ー

ン
返

済
中

3
.

社
宅

･
寮

4
.

賃
貸

住
宅

5
.

子
ど

も
の

家

6
.

親
･
近

親
者

の
持

家

7
.

そ
の

他
(

F
2

現
在

､
住

ん
で

い
る
都

道
府

県

- 37 7 -

道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県

海 森 手 城 田 形 島 潟 馬 木 城 玉

北 青 若 宮 秋 山 福 新 鮮 栃 茨 埼

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l l2

13
.

東
京

都

14
.

千
葉

県

15
.

神
奈

川
県

16
.

山
梨

県

17
.

長
野

県

18
.

富
山
県

19
.

石
川

県

20
.

福
井

県

21
.

静
岡
県

22
.

愛
知

県

23
.

岐
阜

県

24
.

三
重

県

25
.

滋
賀

県

26
.

京
都

府

27
.

奈
良

県

28
.
和

歌
山
県

29
.

大
阪

府

30
.

兵
庫

県

3
1.

岡
山
県

32
.
広

島
県

33
.

鳥
取

県

34
.

島
根

県

3
5
.

山
口
県

36
.

香
川

県

F
3

現
在

の
所

在
地

1
.

東
京

都
特

別
区

及
び

人
口
10
0
万

人
以

上
の

市

2
.

人
口
30

-
10
0
万

人
未

満
の

市

3
.

人
口
10

-
30

万
人

未
満

の
市

4
.

人
口

5
-
10

万
人

未
満

の
市

5
.

人
ロ

5
万

人
未

満
の

市

6
.

町
村

F
4

主
と

し
て

家
計

を
支

え
て

い
る

人

1
.

自
分

自
身

･
介

護
者

2
.

自
分

の
配

偶
者

3
.

自
分

の
子

ど
も

4
.

自
分

の
親

5
.

そ
の
他

-
16
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3
7
.

徳
島
県

3
8
.

愛
媛

県

3
9
.

高
知

県

4
0
.

福
岡
県

4
1
.

佐
賀

県

4
2

.
長

崎
県

4
3

.
大

分
県

4
4

.
宮

崎
県

4
5
.

熊
本

県

4
6
.

鹿
児

島
県

4
7
.

沖
純

県

く9
6
)

(9
7
,9
8)

(9
9
)

F
5

主
と

し
て

家
計

を
支

え
て

い
る
人

の
職

業

1
.

経
営

･
管

理
的

従
事

者

2
.

専
門

的
･
技

術
的

職
業

従
事

者

3
.

熟
練

工
･
製

造
･
建

設
作

業
従

事
者

4
.

事
務

従
事

者

5
.

販
売

従
事

者

6
.

サ
ー

ビ
ス
職

業
従

事
者

7
.

保
安

職
業

従
事

者

8
.

農
林

漁
業

従
事

者

9
.

運
輸

･
通

信
従

事
者

10
.

そ
の

他
(

ll
.

無
職

(1
0
1,
10
2
)

F
6

あ
な

た
の

(同
一

生
計

)
世

帯
の

昨
年

1
年

間
の

税
込

み
総

収
入

は
ど
の

く
ら

い
で

し
た

か
｡

(1
0
3
,1
04

)

※
①

勤
労

収
入

､
年

金
､

賞
与

､
配

偶
者

の
収

入
､

利
子

･
配

当
､

家
業

か
ら
の

収
入

な
ど
｡

⑦
配

偶
者

以
外

の
家

族
員

の
収

入
は

家
計

へ
の

繰
り
入

れ
分

｡

③
収

入
に

は
生

活
保

護
費

分
を
含

み
ま
す

｡

④
貯

金
の
取

り
崩

し
は

除
く
｡

1
.
10
0
万

円
未

満

2
.
10
0
-
20
0
万

円
未

満

3
.
20
0
-
30
0
万

円
未

満

4
.
30
0
-
40
0
万

円
未

満

5
.
40
0
-
50
0
万

円
未

満

6
.
50
0
-
60
0
万

円
未

満
7
.
60
0
-
70
0
万

円
未

満

8
.
70
0
-
80
0
万

円
未

満

9
.
80
0
-
90
0
万

円
未

満

10
.
90
0
-
1,
00
0
万

円
未

満

l
l.

1,
00
0
-
1,
20
0
万

円
未

満

12
.
1,
20
0
-
1,
40
0
万

円
未

満

13
.

1
,4
00

万
円

以
上

【
あ

な
た

が
､

介
護

に
つ

い
て

日
頃

感
じ
て

い
る

こ
と
や

考
え

て
い

る
こ

と
を

自
由

に
ご
記

入
下

さ
い

】

-
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